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0議長(小山良悟君)

午後 1時56分開会

これより平成 2年第 3回日野市議会定例会を開会し、直ちに本

日の会議を開きます。

ただいまの出席議員30名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第81条の規定により、議長において

9番佐藤洋二君

10番福島敏雄君

を指名いたします。

次に、日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(古賀俊昭君) それでは、去る 9月4日に開会をいたしました第 3

回定例会における日程等についての議会運営委員会における協議の結果を御報告をさせ

ていただきます。

今定例会には、一般質問21名の方からの通告がございます。一般質問の取り扱いにつ

きましては、概ね21名でございますので、通常 5日間ほどの日程が必要なわけでありま

すが、今議会は 9月中に振替休日、また10月に入りますと議会関連のさまざまな日程が

既に決定をしているということで、議案審査等の内容も十分に検討いたしましたが、 4

日間でひとつ対応していただきたいということで、 一般質問についてはそのように決定

をさせていただきました。

請願、陳情もそれぞれの会派で御報告があったと思いますが、関連する常任委員会に

付託が決定をいたしております。

なお、今定例会では平成元年度一般会計、特別会計の決算の審査のための特別委員会

が設置をされることになっております。

追加議案等の議会への提案の予定も理事者の方から報告をされておりますo 内容等に

ついては、それぞれ各会派で御報告があったと思いますので省略をさせていただきますO

こうした全般の会期の日程等を十分に協議しました結果、会期といたしましては、本

日9月の 7日から 9月28日までの22日間と決定をいたしており ます。細かい日程の内容

については、お手元の予定表を御参照し、ただきたいと思いますo

以上でございます。

-5一



0議長(小山良悟君) お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり

会期を決定するに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会期は、本日から 9月28日

まで期日 22日間と決定いたしました。

次の日程に入る前に教育長から発言したい旨の申し入れがありましたので、これを許

します。

O教育長(長沢三郎君) 権威ある日野市議会の同意をいただき、 8月 3日付で日野市

教育委員に任命させていただきましたことを大変光栄に存じておりますO

引き続き 8月8日、日野市教育委員会臨時会を持ちまして教育長としての推挙を受け、

東京都教育委員会の承認があり、教育長に就任いたしました。 i初心忘るべからず」の

ことわざではございませんが、日野市民の負託に応え日野市の教育行政に誠心誠意取り

組んでいく決意でおります。

至らぬ点の多い私でございますが、引き続き御指導、御鞭縫をよろしくお願いし、就

任のあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

O議長(小山良悟君) 次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 行政報告を行います。

前定例会以降、今定例会に至る間の主要な行政事項について、私より 3件につき報告

を行い、他は提出資料をもってかえさせていただきます。

1、日野保健所長より管区の変更報告について。

日野保健所は、昭和44年4月、日野市と当時の多摩町、稲城町の 1市 2町の区域、人

口約14万人を所管する保健所として開設されております。

以来、 20年余を経過し、区域の人口は増加の一途をたどり、開設時の約 2倍半を超え

る36万人に達し、各市とも市制をしく状況のもと、 10年以前より保健所運営委員会の名

をもって都に対し所管区域の分割を要請してまいりました。

東京都は本年 8月 1日、多摩市、稲城市の区域を分割し、新たに多摩保健所の開設を

見る運びとなりましたO これに伴い日野保健所は、日野市区域のみを所管する保健所と

して新たな保健行政がスタートしたことになります。

去る 8月2日、鈴木日野保健所長が来庁されて、この件の正式報告とあわせ、これま
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で以上にきめ細かい保健サービスに取り組むことを申し述べられ、意、を強くするとこ ろ

であります。

当市といたしましでも、保健所との連携を一層密にして、公衆衛生の向上と市民の健

康増進に努める所存であります。

2、都の長期計画に関する知事への意見具申についてO

本年 5月末に東京都の長期計画懇談会の「中閉まとめ」が発表されましたが、これを

機に去る 7月26日、東京自治会館において知事と市町村長の意見交換会が持たれました。

当市として、この機会に、市内程久保緑地を東京都の財政負担により公有化をはから

れ、多摩動物公園の拡張用地、あるいは都立美術館建設用地として緑地保全していただ

きたい旨意見を述べ、都知事の見解を求めました。

これに対し都知事は、程久保緑地については、その一部の約 8ヘクタ ールを七生公園

の拡張用地として既に都市計画決定し、都において土地取得の準備を進めている。残り

の部分についても、積極的に公園の拡張用地として確保していく考えであ る、との回答

がありましTこ。

程久保緑地の保全については、これまでも機会あるごとに都に対し要望してきたとこ

ろでありますが、今回、知事のこのような回答を得たことにより、その実現が一層確実

なものとなりました。市においても、地元対策、地主対策などの取り組みに万全を期し

たいと考えるところであります。

3、要保護高齢者居室確保事業について。

最近の地価高騰により住宅問題が社会問題化しておりますが、高齢化社会を迎え、弱

者の立場にある老人の住宅確保は緊急、の課題となっております。

このため本市では、都のシルバーピア事業に準拠する要保護高齢者居室確保事業を推

進してきましたところ、本年度事業として、 2人の地主さんの協力により福祉アパート

の建築と賃貸借につき基本合意が整う見通しが確定いたしました。

この事業は、市の指導する設計仕様に基づいて、地主さんが建設されるアパー トをが

ごと借受ける方式で、高齢者の居室と生活の安全を考えた設計が配慮されており まヲ 0

今後も引き続き、この方式による居室確保を進め100室くらいを維持したいと考えて

おります。

以上、主要な事項 3点につき御報告を申し上げ、議会の御理解をおl劇いする とこ ろで

あります。

以上です。
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0議長(小山良梧君)

たします。

収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略い

これより行政報告全般について質疑に入ります。黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 3点ほど質問をしたいと思いますo

まず第 1点は、公共用地、水路と民地の境界確定について質問をしたいと思います。

今、この日野市には、日野用水土地改良区と七生土地改良区と二つの改良区があるわ

けでございますが、御案内のようにこの土地改良区は、一定の地域を軸として地区内の

土地の資格者が組合員となって、そして、その組合員に経費を付加し土地改良事業を進

めていくことは御案内のとおりでありますが、この土地改良区内ということを理由に確

定業務がかなり滞っているやに開いております。この辺の、この二つの改良区での現状

をお伺いしたいと思います。

第 2点目には、去る第 2固定例会で市長から報告のありました庁舎隣の家っき住民っ

き土地の件であります。この防災情報セ Yターのその後の状況をお尋ねをしたいと思い

ます。

3点目には、今、市内の各地域でワンルームマ γショジの建設反対の動きが、かなり

活発化いたしております。昭和62年、過去に多摩平六丁目のヮ γルームマジションの建

設阻止に関する請願というものが、各日野市の市議会の全会派の方たちから紹介議員に

なっていたものが議会、委員。会で否決をされるというような、こういったこともござい

ました。昨年には、日野台二丁目の審議未了で廃案になったわけでございますが、いま

だに建設もされずに残っております。既にことしに入ってからも 4件の請願が出されま

した。帝人高層独身寮建設反対に関する請願、 4月の 6日。東豊田クリスタルマンショ

γ新築に関する請願、 6月12日。中尾マ γショ Y建築計画に反対する請願、 6月19日。

仮称神明 4丁目ハイツ建築に関する請願、 6月26日。

このように、あちこちからかなりワンルームマンショジ反対の請願が出てきているわ

けでございますが、今後、日野市は、これらに対してどのように対応をしていくのか、

お尋ねをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 1点目の水路、民地の境界確定について、今、日野市内に

ある土地改良区の二つの現状ということの御質問でございます。

お答えを申し上げます。

日野用水土地改良区については、昭和29年の10月5日に設立をされております。現在
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でも事業の施行中でございます。受益面積でございますけれども、 301ヘクタールでご

ざいます。地区から申し上げますと、日野市の大字日野全域と栄町、新町、日野本町、

神明上、大坂上の全区と、それから、あと東になりますけれども、宮、上回、万願寺、

下回、石田と、それから、一部八王子市の小宮町が入っております。理事長については

佐野 光きんでございまして、ほか役員は13名でございますo 組合員は、現在302名で

ございます。

それから、あと一つの改良区でございますけれども、七生村土地改良区ということで

ございます。これについては、昭和28年に設立をされておりますO 受益面積は106ヘク

タールでございます。地区から申しますと、西平山の一丁目、二丁目、平山の四丁目、

南平の五丁目、六丁目、七丁目。それから東の方になりますけれども、高幡、 落川、百

草でございます。

現在、この市内の境界確定でございますけれども、市で、直接行っている件数を申し上

げますと、 1年間で約120件から130件、市として扱いをしております。

土地改良区の方でございますけれども、土地改良区の方は、今、黒川議員さんの御指

摘の中にもありましたように、事実上は土地改良区が境界確定をしなければならない、

ということになっておりますけれども、この業務が遂行できない、というのが現状でご

ざいまして、扱っている件数から申し上げますと、約120件ばかり が今未処理になって

いるということでございます。

この内訳を申し上げますと、日野土地改良区の方が58件、七生村土地改良区の方が62

件というのが現在未処理ということでございます。

以上でございますO

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 2点目の御質問にお答えをさせていただきます。

市役所に隣接する公共用地に伴います集合住宅の件でございます。その経過という こ

とでございますけれども、 6月の議会で、行政報告の中で御説明をしておりますけれど

も、その後でございますけれども、もとの所有者と居住しております方と現在折衝がた

されてございます。きょう現在で 1世帯の方が転居されておりまして、残る方は 7世帯

ということでございます。

市への引き渡しが12月の27日、本年末、正確には12月の27日でごぎし けれども、

これまでに元地主さんには、折衝に当たっては、 トラフソレのないように居住者に対して

十分配慮、を特にお願いしたいというこ とで、 機会あるごと にお願いを しているところで
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0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、 3点目のワ γルームマ γションの建設に対

誘導するということで、現在要綱の中で公共公益費、いわゆる行政協力費をいただいて

おるわけでございますけれども、この対象戸数を、ワソルームにつきましては現在もらっ

ていないわけでございますが、世帯用につきまして、この控除戸数を引き上げてござい

ます。今まで 8戸であったものを12戸にした、ということが 1点言えると思います。

それから、さらに本年の 9月でございますけれども、いろいろマンショ γ建設にかか

わる問題点等を検討し、また他市の状況等も調査、研究をいたしまして、いわゆる単身

者用住宅、及び地上4階建以上の建物につきましては、当該建設予定地の境界から建物

の高さの1.5倍の水平距離の範囲内の、いわゆ る住民の皆さんから、事業者が事業の内

容をよく説明をし同意を得る、ということを義務づけました。

それから、ワンルームマンションの建設の中で、いろいろ問題になっている中で駐車

場の問題があるわけでございます。駐車場の件につき ましては、原則的には建設戸数相

当分を確保する。ただし、そのうち 2分の 1、いわゆる50%についてはその敷地内に設

ける、要するに併設義務をここで課したわけでございます。

一方、先ほど申し上げましたように、いわゆる行政協力費の控除戸数を減らすと同時

に、駐車場を敷地内に基準以上、要するに敷地内に50%を、住居形等については50%を

基準にしておりますけれども、それ以上設置したものにつきましては、この行政協力費

を一定の割合で免除をする、そういう規定にいたしまして現在対応しているということ

でございます。

ございます。最近におきましでも、公社の常務理事から誠意ある交渉を行ってほしい、

という要請もしているところでございます。

以上でございますo

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

する対応につきましてお答えをいたします。

まず、最近の 5カ年のいわゆる一般世帯、それから単身者用を含めまして、どのよう

な建設の状況か、ということをちょっと御報告をいたしたいと思います。

昭和60年でございますが、共同住宅の建設戸数、これは、日野市が指導要綱に基づき

まして扱っている件数でございますけれども、世帯用、単身者用あわせまして、昭和60

年が755戸でございます。これが昭和61年になりますと、この合計が1，692、要するに昭

和60年を戸数755を100といたしますと、 61年度は2.42倍になっております。それから62

年度になりますと、 2，363戸、 3.13倍、 63年が1，650戸で2.19倍、平成元年度が1，518戸

で2.01倍、こういう経過をたどっております。

このうち単身者用は、パーセントで申し上げましたけれども、この 5年間を平均いた

しますと、大体55%前後を占めているということでございます。特に昭和63年をピーク

にいたしまして、元年度につきましては若干下降をたどっている、そういう状況でござ

います。

御質問の中にもございましたように、近年、このヮ γルームマンション、それから、

3階以上のいわゆる中層建物と申しましょうか、軒高の高い建築物に対する付近住民の

いろいろトラフールが発生しでございます。この件につきまして、いろいろ検討いたしま

して、本年の 4月、あるいは本年の 9月 1日付をもちまして、この対応策をいたしてご

ざいます。

特に中高層、及びワンルームマソションに対する対策といたしまして、 4月 1日から

行ったものにつきましては、まず工業地域内のマ γショ γ建設でございます。これは御

承知のように建築基準法の中で高度制限がございませんので、建ベい率、容積率、その

他法令以内の建物ができるわけでございます。この用途地域の趣旨に沿いまして、でき

る限り住宅を少なくするという意味で、この工業地域につくる建築物につきましては、

第2種高度地区の基準を当てはめるということでございます。したがって、必然的に高

さが低くなる、ということでございます。

それから、あと一つは、ヮ γルームをできるだけ少なくいたしまして世帯用の住宅に

0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君)

黒川重憲君。

1点目の問題でございますが、 今、部長からお答えがありまし

たとおり、かなりの件数が滞っておるとい うことでございます。何ゆえにこの確定業務

ができないのか、ということでございますが、 通常の境界確定と申しますのは、 国有財

産その他、法令によって東京都知事が国から機関委任を受け実施をしてい るわけであ り

ます。直接の実務は、東京都財務局用地部境界確定課が担当 しておる、と伺っています。

ところが、この国有財産の境界が明らかでないために、その管理に支障がある場合に

は隣接地の所有者に立ち会って協議を求める。 その協議が成立 した場合には、財産管理

上、当該境界を明 らかにしていく 。そのために境界表を設置 して隣接土地所有者に対し

て境界図を添付して、そして通知書を交付する。その土地所有者は、その通知書を持っ

て登記簿上の分筆等を行っているのが現状であるわけであります。

先ほど部長の説明にもございましたこの日野用水土地改良区につきましては、昭和29

年から事業が施行されて、現在も行われているわけでございますが、この土地改良法の
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第5条の 6によって、この改良区域内に要する公共用地事業に既に編入をされておる。

その時点で国有財産法による管理、すなわち境界確定業務が効力を失ってしまって、土

地改良法による管理が発生をしてくるんだそうでありますO

したがって、事業施行者である土地改良区が境界確定業務を行わなければならない。

しかし、現在この業務を実施する機能が、全くこの土地改良区にはないんだそうであり

ます。

ですから、住民は境界画定をするのに一体どこへ持っていったらいいのか、このこと

をどこへ窓口として求めたらいいのか、全く宙に浮いてしまっている。これが120件も

の境界確定業務が滞っておる現状じゃなかろうかと思います。

こういったことを踏まえて、今後どのようにこの方たちの要望を聞き入れていくのか、

再度、御答弁をお願いしたいと思います。

2点目の防災センターのことでございますが、 、去る 6月定例会の中での市長の報告を

受けて、 「セピア神明Jに住む住民から電話連絡をいただきました。 r一般新聞を見て

びっくりした。つまり自分たちの住んでいるところが防災セ γターになる」とこういっ

たことで非常にびっくりして問い合わせがございました。いろいろお話を伺ってみます

と、部長の説明とは大変かけ離れたようなことが現場であるようであります。この「セ

ピア神明Jに住む人たちには、ことしの 2月に不動産屋さんの方から「相続税をどうし

ても払わなければならないから土地を売ることになった」こういう説明がなされたそう

であります。 5月に入りまして、同じくこの不動産屋さんの方から「もし出る意思があっ

たならば、その部屋を紹介しますJということで、同じ神明に新築をされる金子邸とい

うところを紹介してもらったそうであります。これは、ただの一回、こういう話があっ

たそうであります。

そして 6月30日、ですから 6月議会もほぼ終わったんでしたかね、そのときに「神明

入居者各位jということで内容証明が送られてきた。内容証明というのは、特段にはな

にも大げさに考える必要はない、ということかもしれませんが、私は、この内容証明そ

のものは裁判のときとか、そういったときに使われる大変重要なものであることはある

んですが、また違った角度から見てみますと出される方は、いつでも裁判でも何でもやっ

てごらんなさい、出るところへ出ても大丈夫ですよ、とこういったふうにもとれる。す

なわち、この内容証明そのものを出すということは、この事柄とし、いましょうか、件と

いいましょうか、今起こっていることがスムースに行われていないときにこういったも

のは出されるんじゃないでしょうか、通常。普通、話し合いがうまくいっているならば、
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こういったものは当然出てこない、こう私は理解をしておる。

しかし、また、この内容証明なるものが、これがまた不思議で、ございまして、内容証

明書用紙に書いたんだ、ということがきょうわかりましたO そばに、周りに、手紙を書

くので探してみたら便築用紙がなかった。ちょっと見たら内容証明書用紙があったんで

それに書いたんだ、とそういうことだそうで、す。何か、これも随分ばかにしたことでご

ざいまして、ラブレターを出すのに便築がないから、内容証明書用紙でも構わずそこに

あったから出した、とこんなような感じかもしれなL、。

ちょっと、この内容証明書用紙なるものに書かれたものを読んでみますと、 「さて、

かねてより御案内させていただいておりますように、立ち退きに伴う今後の転居先とし

て当社が皆様に御紹介できる物件は、同じ日野市神明に 8月22日入居予定で新築中の金

子邸のみでございます。この物件については、かねてより皆様に御紹介させていただい

ておりますが、金子邸へおヲ|っ越しをいただける方はいらっしゃらないようなので、きょ

うまで「セピア神明jの入居者の皆様の転居先と考えて一般の募集を控えておりました

が、入居まで 1カ月近くなって入居者が決まらないままに引っ越しを受けるわけに当社

としてもまいりませんので、通常の募集活動を開始させていただきます。御了承くださ

い。今後は入居者の皆様個々で地元の不動産業者に出向いて、できれば8月末までにお

気に召したお部屋を探した上で当社まで御連絡をくださいますようお願い申し上げます。

その上で、条件等のお話し合いをしていきたL、と考えております。これに伴い、本年 3

月より続けさせていただいておりました賃料等相当金の集金業務を取りやめにさせてい

ただきますので、今後はお振込にてお願い申し上げます。」こういった内容の、いわゆ

る内容証明書用紙なるものに一一 私は、これは内容証明書だとばかり 思っていたんです

が、先ほど言いましたように用紙に書いたんだ、と こう いう ことでございますが、こう

いうものが 6月30日に送られてきた。

住民の方に聞いてみますと、 「決して、市側に協力ということはわかるので、出ない

ということを言っているんじゃない。もっと、なぜ親切に話 し合いをしてくれないのか」

こういうことを盛んに申していました。

この建物部分の活用は当然といたしましても、いまだ10世帯のうちに 7世帯の方たち

が住んでおる。移転の見込みのないままに自治体がこういうものを買われるというのは、

少し事が性急に運んだんではなかろうか、と私は思います。全体の購入金額は、たしか

6億何千万じゃないかと思いますが、残り、何か 1億円残っているんだそうですね。そ

れはマンショ γ代と、それからマ γションの下の土地代をまだ、要するにみんな移って
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いないんでその分だけは残っているんだそうです。それが、何か正確に言うと7，000万

ですか、ところが3，000万上乗せして、ちょうど区切りのいし、ところで 1億円残ってい

る、こういうことでございますが、その残っているのは別にしまして、土地の売買とい

うのは、あくまでも売る側と買う側の問題であるかもしれませんO ですから、その土地

に住んでいる、あるいはマンションに住んでいる住民に、なにも細かく相談をすべきこ

とでは確かにないかもしれません。また、立ち退きに関する問題は、この土地の所有者

と仲介業者、借家人との問題で、その両者で解決をすべき問題かもしれません。

しかし、一民間業者が立ち退きを迫っておる、この物件を買う、ということではない

わけであります。この日野市という自治体が事をするわけでございます。もう少し、そ

ごに住んでいる日野市民のことを考えて行動することがよかったんではなかろうか、こ

になっておる。もう一度、この辺についてお答えをお願いします。

O議長(小山良悟君) 建設部長。

。建設部長(橋本栄薫君) 1点目の今後の対応について、ということについてお答え

を申し上げます。

土地改良法上では、改良区の解散とか事業の縮小により、農水省所管の国有財産とし

て農水省の方へ財産を引き継ぐということができるわけでございます。また、協議によっ

ては東京都、または日野市へ引き継ぐことも可能なわけでございます。

なお、こういうこつのものに対して、これから指導官庁である東京都とも十分協議を

いたしまして、こういう点も一日も早く正常な業務が行われるように今後努力していき

たいと思っております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 集合住宅っきの土地の購入につきまして、入居者の方に大

変御迷惑をかけているところでございます。市が直接入居者と交渉しているわけではご

ざいませんので、細かい交渉の内容とか経過等については情報がなかったわけでござい

ますけれども、ただいま聞きまして大変御迷惑をかけているということでございますの

で、それについてはおわびしたいと思います。

ただ、契約上、本年の12月27日までにということで、それが終わってからでも 1億円

の金額を払う、というようなことでございますので、この解決につきましては、もとの

地主さんと、それから入居されている方との中で、もと地主さんが誠意を持って今後交

渉するように私どもも十分要請をしてまいりたい、このように考えております。

以上です。

のように思いますが、いかがでしょうか。

3点目のことでございますが、今、部長からいろいろと説明がございました。住みよ

い指導要綱にも i8戸以上のもの」という云々のことがございました。それを受けて単

身者用の指導指針なるものが出ております。これによりますと、やはり 8戸以上建てる

場合には市の指導が必要である。

ところが、最近、聞くところによりますと、程久保、あるいは旭が丘の方で 7戸とい

う提出をしながら、途中で、それができ上がってみると 7戸どころじゃなくて大変多く

の部屋ができておる。こういった話を伺いました。そして、この質問をしているわけで

ございまが、東京都に建築確認を 7戸で出して、途中で変更届けを出す、そうしますと

東京都は、その土地が建ぺい率等できちんと適合しておれば、この変更届けにはオーケー

のサイシを出す、こういう、いわゆる抜け道といいましょうか、そういうものをしてお

るんだそうです。

市長は、最近土地を売られたという話を聞きました。市長のところですから非常に高

いと思います。既に市長選に向けて、 6期目に向けて盤石の体制が整ったんじゃないか

な、という気がするわけでありますが、この市長の土地にマンショ γができた。毎日、

70歳ぐらいの御老人の方がその現場に行きまして、 「君、ことは何戸ぐらいできるんだ

ね」と、いろいろ聞いていたそうです。これを市長だとは私は言いませんよ。私は見て

いるわけじゃありませんから一....。何か非常に市長に似ておった、とこういうことで、ご

ざいます。ところが、できたら非常に大きなマ γションができ上がった、こういったこ

ともあったそうでございます。

先ほど冒頭に申しましたワンルームということで、今、地域の住民が非常にナーパス

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、お答えをいたしますO

今お話の出ました 2件でございますが、そのうち旭が丘の建築物につきましては、建

築確認は 6世帯で、確認を取った、というふうに私どもは理解をしております。その後い

ろんな都合がございまして 7世帯に変更をした、ということでございます。これは、私

どもの担当課の方で施主等に確認をいたしまして、そういう形で理解をしております。

それから、程久保の事例につきましては今御指摘のあったとおりでございまして、私

ども、指導要綱の内容につきましては十分東京都の建築指導事務所にも内容を説明をし、

この要綱に該当するものについては、もし市との協議の整っていないものについては市
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これに続きまして、今回、ちょうど今移転の作業が行われているところでありますが、

甲州街道沿いの溝呂木さんのおうちが今解体をされております。これは文化的な価値が

あるということもあったんでしょう、東京都の「江戸・東京博物館」小金井に今回移転

をして、そこで保存をされる、ということになっているわけであります。

私は、こうした日野に現存する文化財、あるいは、こうした本来保存が妥当であると

考えられる建築物等については、日野市が責任を持って行政が保管をしていく、保存を

していく、ということが本来筋であるのではないかと思うわけで、すo

たまたま、下水道事業の関連で取り壊しを予定をされる、立ち退きを求められる。何

とか日野市内で私は保存をする、その建物があった場所で保存をすることが妥当だと思

うわけですが、何とよその市へ持って行カ亙れてしまう。市民運動かなにかで、日野市で

ぜひ保存をしてください、という市民の側の熱意もさっぱりなかったように思うわけで

ありますが、かといって、市民がその保存について熱意を示さなかったからといって、

市も、じゃあよそへどうぞお持ちになってください、ということも、またこれ芸がない

と思うわけでありますO

私は、市で保存をすべきである、という立場からお聞きをしているわけでありますが、

市は、この溝呂木家の家屋について保存のための検討をしたのかどうか、また、結果と

しては日野の町から離れていくわけでありますが、市で保存できなかった理由は何であ

るのか。小金井の他市へ行ってしまうわけでありますので、その理由をお尋ねいたした

いと思います。また、土方歳三のうちも取り壊されてしまって、もう既にこの日野の町

には存在をしないわけでありますが、こういった一連のことに関して一一溝呂木家のお

うちも今度は日野からなくなるわけでありますが、市長はどのような心境でこの事態を

迎えておられるか、お考えをお聞かせをいただきたいと思いますO

それから、最後の質問になりますが、仮称の浅川公会堂建設に向けて懇談会が設置を

されることになっております。予算も平成 2年度42万5，000円が懇談会委員の報酬とし

て計上されているわけでありますが、現在この懇談会は組織されているのかどうか、現

状を教えていただきたいと思いますo

以上です。よろしくお願し、いたします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 8月2日、中東地域においてイラクが隣接する他国のクウェー

トを武力侵略をした。こういう世界を震婚させるシ ョッキングな、全く平和に反する現

象が、今、国際社会を大きく動かしております。私が個人的にどうこう考えるというこ

とを問われる理由は、いかがなものか、というふうに思いますけれども、極めて遺憾な

事態である。これはどなたでも同感だと思います。

今、国連を中心としてイラクの無謀を何とか反省させる行動がとられつつあるわけで

ありますが、やっぱり国際世論においてこの戦争行為の、しかもそれが侵略である、と

いうことの非を十分批判をし、そして正常な姿に回復をさせる、ということが、特に今

と協議をするように、東京都の方から建築主、あるいは代理人に指導するように、そう

いうお願いをして今までやっているわけでございます。

今出たようなケースにつきましては、建築基準法上の問題は、これは東京都が行うわ

けでございますけれども、指導要綱にかかわる問題につきましては、ごみとか生活上の

問題もあるわけでございますので、事後になりましでも施主、あるいは代理人を呼び出

しまして十分指導をいたしておりますo 現在、指導中というところでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長の行政報告に対して 4点お聞きをいたします。

まず最初に、平和都市日野の推進者でもあります市長に、 8月2日に起きましたイラ

クのクウェート侵攻について、どのような感想をお持ちになっているか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

次に、職員の海外研修についてお尋ねをいたします。

昨年度、職員の海外行政視察の予算が計上されましたが、どのような理由によるかわ

かりませんが実施されませんでした。平成2年度、同じように職員の海外行政視察の予

算が計上されまして、負担金ということで 1人60万円、 3人分の予算が認められている

わけですが、これが今回この夏に実施をされたようであります。初めての、職員の海外

視察でありますので、いろいろ検討され視察の実が上がるということを目的に行われた

ものだと思いますが、この職員の海外研修の実施日、それから予算額、視察先、参加者、

それから、視察のもちろん目的も含めてどのような海外視察が行われたのか、市民も大

変興味があるところでありますので、御報告をお願いをいたします。

それから、文化財の保存に関連をしてお尋ねをいたします。

ことしの 3月の定例議会の折にも、私は、日野にせっかく現存をしております土方歳

三の生家を一部でも何とか保存することができないか、ということで市長にお願いかた

がた質問をしたことがあるわけですが、結果的には、日野市民の市民側の努力もなかっ

たと思いますが、行政も全く関心を示さずについに取り壊されてしまったわけでありま

す。
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日の世界の動向からして重要なことだ、とこのように認識をいたしております。感想と

いうのはそういうことでございまして、行動する能力のないことを残念に思うわけであ

りますが、なお、ひとつ考えてみたいと思っております。

あと、もう 1点問われました文化財保存ということで、要するに古民家が開発に伴っ

て消えてし、く。一面には、一つの過去の文化を語るものとして大切だとは思いますけれ

ども、土方家の場合、これが、日野市文化財審議会で保存をしなきゃならない、という

ふうにはなっていなかったそうでございまして、残念でございます。私は、せめて石田 J

寺あたりに何か保存の方法が、あるいはなかっただろうか、ということを後ではありま

すけれど感じておるところであります。

それから溝呂木家は、これは多少これまでも、八王子千人隊の医者の家柄のその建物

をまた日野に移し建てられたものだ、というふうに聞いてはおりました。今回、溝白木

家も長い間ああいう古民家の姿で、その中で生活しておいででございましたし、私も訪

れてお話もしたこともございます。不幸中の幸いとし、いましょうか、東京都の「江戸・

東京博物館」の用意される約40個のーっとして加えられたということもありますので、

一つの救いであった、とこのようには考えております。

確かに、もっと早い時期に用地ぐるみ古民家を求められるような能力があったら本当

によかったな、というふうには感じておりますけれども、今日、市が持ち得ております

公共用地の中に建てかえすべき予定地もちょっと考えられませんo これまでも申し上げ

ておりますが、日野駅も、民家ではありませんけれども、一つの由緒のある建物でもあ

りますので、これは一応場所を内定をして、建てかえがあるときには市としていただき

たい。このことを申し出ておるところでございます。

以上で、すO

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 2点目の、職員の海外研修の件につきましてお答えをいたしま

今、御質問の中にもありましたように、元年度で実は予算化をして海外研修を実施す

る予定でございましたけれども、いろいろ準備が整いませんで、元年度については実施

できなかったわけでございます。

今年度につきましては、人数 3人ということで予算化をお願いしまして、年度の当初

から今年度についてはぜひ実行できるように、いろいろ準備を進めてきたわけでござい

ます。これは、やはりあくまで自主研修でございまして、積極的な研修意欲があって、

かつ研修効果の期待できる者に対して予算の範囲内でその経費を補助する、負担をする 、

という性格の事業として位置づけをしているわけでございます。

研修の実施に当たりましては、日野市職員海外研修実施要綱というのを定めまして、

これによって研修の対象者の範囲とか人員、期間、経費など一般的な基準を定めまして

実施年度ごとに実施要領によって、その年度ごとの計画を実行するというような形で進

める、という形で考えて今回の事業に取り組んだわけでございます。

最初の海外研修でもございましたので、研修の対象者を一応市の幹部職員ということ

で、一応特別職、もしくは幹部職員、特に部長さん方の中からまず考えていただくのが

妥当ではないか、ということで市長とも十分協議した上で、豊富な知識と経験を持ち長

年にわたって勤務をされた部長さんから希望者を募る、というような形で御本人の意向

を打診した上で 3人の部長さん、藤浪総務部長、高野水道部長、坂本社会教育部長の 3

部長さんに今年度については行っていただいたわけでございます。

手続き的には、 3部長から研修申し込みが提出をされまして、これに基づいて研修推

薦委員会にかけて決めさせていただく、という手続きをとっております。

海外研修の行き先につきましては要綱により、その研修目的に適合する場所を選ぶ、

ということにしておりまして、必ずしもその年度の研修者が全部同じところに行かなけ

ればならない、という取り決めはございませんO 今年度が初めてということもございま

して、あらかじめ参考資料として、研修コースの候補になるようなものについて 7点ほ

ど準備をいたしましたO しかし、 1人当たりの予算額が、 一応予算上では60万円という

ことで予算化をされておりましたので、その範囲内で、できれば個人負担が少なくて済

むということもございました。そうした中から、 7件ある中から一つのコース選んで今

年度は実施をした、という形になったわけでございます。その行き先は、 東 ドイツ、ポー

ラγ ド、オーストリア、ハ γガリ一、こういうふうに回るコ ースでございます。日野社

会教育センターの方で募集をしましたものでございますo

この地域は、御承知のとおり現在世界の関心を集めている地域でありまして、大きな

社会的変革が進んでいる国でもありますし、また、 7カ所の候補地のうち負担金が予算

額の範囲内に納まるコースでもございましたので、今年度適切な選択ではなかったかと

思っております。期間は、 8月の15日から 8月の24日までの10日間でございます。訪問

地は、先ほど申し上げましたように東ドイツはベルリ γ、それからポーランドはワルシャ

ワ、クラクフというこつの都市、それから、オーストリアについてはウィ -γ、ハンガ

リーについてはフダペストということでございます。負担金は 1人当たり57万7，000円

す。
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で、これは予算の範囲内で済みました。

4点目の浅川公会堂の懇談会の件でございます。

今御指摘いただきましたように、懇談会の予算を今年度計上させていただいておりま

すが、現在この浅川公会堂の、今年度は基本計画を立てるということで今庁内で準備を

進めているわけでございますが、文化スポーツ推進本部の事業の一部としまして取り組

みを進めてきたわけでございますが、推進本部というのは、御承知のとおり横断的な組

織でございますので、専任の担当者がいるというわけではない、という点があって、私

どもの事務不慣れというようなこともあって若干手間取ったこともありまして、今庁内

に検討委員会を組織をするということで、その準備が今終えたところでございますが、

それと歩調をあわせまして懇談会についても設置要綱を定めましたので、これから早急

に取り組んで懇談会を持つようにしたい、というふうに考えております。

以上です。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

まず、イラクのクウェート侵略ということで、市長は明らかに

国際法に違反する侵略行為ということを認めておられる点は、私も同感です。ただ、み

ずから何か行動する能力がない、というようなことを言われて、これから何か考えてみ

ょうか、というようなお話で、しかし、諸外国を含めてそれなりの対応は行われている

わけですが、我が国の現在行っている貢献策については、いろいろ議論が分かれており

ます。

例えば、国に対して何か市長として要望を出すとか、イラク大使館に出向くとか、核

兵器の廃絶まで目指そうという日野市長でありますから、具体的にこうして侵略の行為

が行われて、我が国も中東に大きく依存をしているという現実からすれば、自分に能力

がないからという変にこういうときだけ謙虚になる必要は、私は全くないと思うんです

ね。やはり、横田の基地がうるさいと言つては抗議文書をお出しになる。訓練はやめろ、

というふうにおっしゃるのであれば、そういった市長の行動、アクショジが、私は当然

こういうときには即座に行われてもいいと思うんですね。市長としては、何かこれから

考えたいということですが、これから何かやるというのは、いかにも日本の政府とよく

似ているような気がするんですね。侵略である、ということがはっきり市長の認識とし

てあるならば、政府はこういうことをすべきであろう、と政府に対しでも何か要求、要

望を出してもいいし、考え方を自治体として示すことも私は差し支えないと思うんです。

また、日本にはイラクの大使館も存在をしておりますから、そういうところへ出向い
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て抗議の意思を自治体の長としてあらわすことに、私は跨賭する必要はないと思うんで

すが、何かおやりになった方が、私はいいのではないかと思うんですね。平和都市日野

のためにも、そのことは評価されこそすれ非難されることはないと思いますので、その

点、市長としては何かをすべきだと私は思いますが、これから、あくまで考えたいとい

うことに終始されるのかどうか、もう一度お尋ねをいたします。

それから、ちょっと前後するかもわかりませんが、まず、古い文化的な価値を持つと

思われるカヤぷき屋根の溝呂木さんのおうちのことについて、もう一度お尋ねをいたし

ますが、まず土方歳三の生家等についてはよく教育委員会の方なんかからお聞きする話

にも必ず出てくるんですが、文化財としての価値が認められない、だから保存の対象に

ならないんだ、というようなお話があるんですが、私が前の一般質問で申し上げました

ように、日野が生誕地であり、今さまざまな形で、日野のふるさと祭りの中でも取り上

げられております新選組副長の土方歳三がやはり生まれたおうちとして、いろいろ手は

加えられておりますが残っているわけですから、これをやはり保存をするということは、

文化財として云々という議論だけでは律することができない面があると思うんですね。

例えば、市長の大好きな毛沢東さん、こういう方の例えば延安というところで穴居生

活をする。洞穴ですよ、山を掘っただけの洞穴、しかし、ここがやっぱり革命の出発点

だ、といって保存をするわけですO そこに年間、 多 くの人たちが訪れて「ああ、 毛沢東

さんというのは偉かったな、この洞穴から革命を始めたんだJということで、皆そこを

見に来るわけです。文化財価値なんかゼロですよ、ただ山に穴を掘っただけですから。

保存をする。 だから、そういう視点が私は必要ではないかと思っているんです。

何か、長く保存をされて昔の形をそのままとどめているから文化財として価値がある、

というようなことだけでは、あくまで学問的な、 「曲学阿世」ということわざがありま

すが、そういった嫌いに私は流されるのではないかと思います。

ですから、土方歳三の生家についてはぜひ一ーほかの日野に現存する古いおうちにつ

いて、これからもこういったことがあると思いますので、ぜひ一一私のような立場の者

が愛着を持って、私だけが騒いでいるということでもないと思うんですね。ですか ら日

野にも、ほかにもそういう対象になるものがあると思いますので、ぜひ行政の側からの

啓蒙も行っていただきたいと思うわけですが、教育委員会の方か らの答弁はなかったん

ですが、市長から外郭のお話はありました。日野駅のことにも言及されたわけですが、

貴重なおうちですから、私は、やっぱり日野にあったものですから日野で保存をすべき

であった。
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行政には、教育委員会には、そういった一つの視点が必要であったのではないかと思

うんですが、何ゆえ手をこまねいて今日の事態に至ったのか、もう一度、市長でも構い

ませんし教育委員会でも構いませんO 保存について検討されたのかどうか、保存できな

かったのはどういう理由というふうに私たちは考えたらいいのか、この点についてお答

えをいただきたいと思います。

それから、職員の海外研修のことで助役から今お話があったんですが、助役の最初の

お話で、研修の目的については研修効果が期待できる者というお話がありました。これ

は実施要綱等にも書カ亙れておりますので、これは当然のことだと思うんですが、しかし、

じゃあ現実に選ぶとなったらどういうことを基準にして選んだか、ということになりま

すと、海外研修推薦委員会ではいろいろ挙げられて、本人が行く意思があるということ

は、もちろん当然だと思いますが、助役、収入役、教育長、総務部長、企画財政部長、

職員課長さんたちで決められたようなんですが、市長は全く関係ないということになっ

ておりますが、長きにわたって勤務された部長さんの中から行っていただくことにした。

これは、研修効果が期待できる者という目的と矛盾するような気もするんですね。

あえて、これは行かれた部長さん方に私は別に当てつけで言うわけではありません。

ぜひ気を悪くしないでお聞きいただきたいんですが、私は、職員の皆さんを海外に派遣

をして研修をしてもらうということであれば、 1，400名以上いる職員の代表ですよ、そ

の人たちが海外に行くわけですから、やはり研修の結果を行政内部で、帰ってきていた

だいて生かしてもらわなくちゃいけなし、。そうであれば希望者をやはり私は全庁的に募

るべきだと思うんで、すね。そして、自分はこういう目的で行きたい、と積極的な意思の

ある方に的をしぼって、その中から人選をするのがいいのではないか、またそれが筋で

はないかと思うんですが、大変失礼な言い方でお許しをいただきたいんですが、今回行

かれました部長さん方は、すべて明年春には退職をされる部長きんですね。この部長さ

ん方に長い間、市の行政に携わっていただし、て、いろいろ貢献があったということで何

か配慮、をしたい、ということが動機になっているとすれば、今回の研修の目的に反する

のではないかと思うんです。もう 1年もいらっしゃらない方にどうやって研修の効果を

期待するのか、という素朴な疑問があるわけです。部長さん方が行っちゃいけないとい

うことじゃありませんが、その点、市長はどのように説明をされるのか、もう一度答弁

をしていただきたいと思うわけです。

さらに、先ほど予算額のところで、助役は57万7，000円が費用だ、というふうにおっ

しゃいました。しかも、この海外研修については社会教育セ γターの企画するツアーに

加わって視察を実施したということが言われました。

そこで、社会教育センターがどういう事業を行うということを PRしていたのか、と

思ってその機関誌を見てみました。その中に確かに「戦争と平和、自由と解放の東欧を

行く、期間 8月15日から25日、 10泊11日」ということで、これがぴったり符合いたしま

す。行き先も東ドイツに始まってハンガリーまで視察地も一致しますので、まさにこれ

が日野市の職員の方が参加された教育セ γタ-主催のツアーであったと思うんですが、

これには、費用として55万7，000円というふうに書かれているんです。市の方は、参加

費用は 1人当たり 57万7，000円とおっしゃいましたが、肝心の募集を行っている社会教

育センターのパンフレットには55万7，000円、どう考えてもこの数字は一致しない、開

きがある、ということになります。

社会教育セ γターがうそをついているのか、助役の答弁が間違いなのか、この点、はラ

きりさせていただきたいと思います。

それから、浅川公会堂の建設懇談会についてですが、まだ懇談会は組織されていない、

これからだ、という助役の御答弁です。これに関しては、 先般、私の所属 しております

文教委員会でこの懇談会のメンバーの選出に当たって、 公民館の利用者の人たちから請

願が出され、この検討委員会等に、どこに配置されるかということは利用者の皆さんは

そこまでは、行政が決めることですから余 り注文はつけられないと思う んですが、 懇談

会の中には10人の方が入るとい うことで予算が措置されております。構成メンバーは、

どういう方を予定しておられるか、 この場でも しおわか りであれば答弁を していただき

たいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問にお答えします。

第 1点のイラクのクウェート侵略の事件につ きましては、 大変無謀であり世界の世論

を敵にする、こういう認識でおりますので、どのよう な自治体の長として行動ができる

か、なお考えさせていただきます。

それから、職員海外研修のことにち ょっ と触れておきますと、議会といういわゆる特

別職の方を海外研修に行っていただく、執行機関も対等の立場でといいましょうか、特

別職を海外に研修をさせる根拠を残しておきたい。発想、は、それであります。 しかし、

特別職は必ずしも日程的にも計画が整いませんでしたので、 今回は部長職を派遣をする、

とこういう順序で事を進めた、ということであります。
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したがって、今後、一般職員を対象とするものではなく、特別職ないしは部長級であ

る、というふうに御理解をしておいていただきたいと思います。議会は 5名ということ

だったんですが、実質的には 3名でありましたし、私どもも 3名という程度にしておき

たい。あくまで形は打ち切り旅費、つまり全額補助ということはあり得ない、というふ

うに考えております。

それから、古民家、いわゆる文化財的古民家の保存につきましてはお答えしたとおり

でございますし、これからも可能なことがあれば、できるだけの努力はしてみたい、し

なければならない、こういう認識であります。

以上です。

O議長(小山良悟君)

0助役(砂川雄一君) それでは私の方から、海外研修の問題で私が申し上げました金

ということでありますが、まだ、このところで設置要綱を定めましたので、これから人

選に入るところでございますので、この辺については適切な人選をしたい、というふう

に考えています。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 溝呂木さんのおうちのことについては、教育委員会は口をつぐ

んで一切発言をされないんですが、文化財、あるいは古いおうちで保存すべきものとい

うものを判断するのは、教育委員会の仕事ではないかと思うんですね。今回の「江戸・

東京博物館j、小金井に惜しくも持って行かれてしまう、日野ではもう存在しなくなる

この建物については、教育委員会は全くタ ッチをしておられなかったのかどうか、経過

も含めてお尋ねをいたします。

あとは意見を申し上げておきます。

イラクのクウェート侵略については、市長も、これから自治体の長として何かできる

ことがあるかどうか考えてみたいということですが、日野市は「平和基金」というもの

を1億円積み立て、その上がりをもって平和事業を行う、ということにしております。

あとは、ちょっと飛行機代とか新幹線代を補助するというような、そういう 事業はーー

また、何か映画のフィルムを買うとか、そういうことは別に平和基金がなくてもそう予

算計上、また執行は難しい問題じゃありませんね。やはり平和基金の名にふさわしい何

か行動というものがあって、こういった基金というのが生きてくると思います。

以前、日野にやってまいりましたバルト三国の方に対して、ソ連に一方的に併合され

たこれらの民族に対して、市長は何か同情や、また哀れみの気持ちというものはないの

か、ということで私が聞きましたとき、市長はそういう問題があることすら知らない、

というようなお話で、やっと最近ソ連の国内の状況がし、ろいろ変わってきて、バルト三

国の独立問題、民族の独立ということが強く叫ばれている、ということがもうおわかり

になっているだろうと思うんですが、これと同じように議会で私の方からお話をして、

じゃあ、それからぼちぼち考えてみます、ということでは、平和都市宣言の市長として、

ちょっと積極性に欠けるのではないか、というふうに思うわけで、す。こういった事態に

遭遇すれば即座に何らかの、さすが日野市長、やることが違う、と言われる よう な何か

をやっていただくのが私は当然ではないか、何かお題目だけ唱えて、いやなことや汚い

ことや危険なことは、よそにやらせればいい、という戦後の風潮、現在の風潮というも

のを非常に何か引きずっておられるような気がするんです。 考えることも大切ですが、

助役。

額との聞に若干違いがあるということで御指摘がございましたけれども、確かに初めの

募集の起点では、 55万7，000円でございました。ところが、実際にはその後、為替レー

トの変動その他があったということで 2万円の追加が行われましたので、当初の負担金

は57万7，000という形で執行しております。

それから、今市長の方からお答えがありましたように、一応幹部職員ということで、

しかも特別職ないし部長職ということで 3人の範囲内で派遣をした、ということでござ

います。

今、御意見がございましたけれども、確かに、いろいろ海外研修に伴いまして、それ

をどういう形で人選をし、どういう形で派遣をするか、ということについてはいろいろ

御意見は確かにあろうかと思います。確かに、例えば中堅の職員を派遣をしていくとい

うようなことも、それも一つの重要な考え方というふうに思いますけれども、しかし、

一方で、やはり長年の経験と知識を持った、ある意味では老練な職員の研修参加という

ことが非常に大切だ、というふうに私どもは考えております。

特に海外研修のように、通常私たちが身を置いています日常生活圏から表へ出ていく

といいますか、要するに異国へ、海外へ出るわけでございます。そういう異国体験とい

うことを考えた場合に、やはり、それなりの批判的な知識なり経験なりを十分身につけ

た方に行っていただいて、それを自分が吸収して持ち帰って、組織の中に返していただ

く、ということも非常に大事な面ではないか、というふうに考えているところでござい

ます。

それから、公会堂の懇談会のことで、懇談会のメ γパーはどういう形で構成するのか、

A
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事は急、を要する問題でありますので、ぜひ考えるということでありますので、ひとつ、

市民も手をたたいて歓迎することができるような何かアイデアをぜひ考えていただきた

い、このように思います。

それから、海外研修のことについては、これからは一般の、いわゆる職員の皆さんの

中で対象となるのは部長さん方だけだ、ということで、すねO 特別職と部長さんを対象に

して海外研修をこれから 3人の枠で考えていく、ということですが、今回の海外研修は

第 1回のことでありますので、いろいろ反省点があったと思うんです。

しかし、私は、一般職の方の中でも部長さん以外でも、もし積極的に研修をしたい、

という意思と、しかもそれにふさわしい能力を持った方があれば、助役もちょっとお触

れになったんですが、海外研修の機会を与えることも必要ではないかと思います。市長

の考え方と助役のおっしゃったことは、ちょっと聞きがあったようにも思うんですが、

これは今後予算や、また決算の場で市長といろいろ考え方を述べ合ってみたレと思いま

すが、私は、今回の視察だけに限って言えば、もう退職されることが来年に迫っている

方に行っていただくというのは、何か視察目的から離れて実施された、という嫌いがど

うしても残るんですね。来年退職するのは、ほかにもたくさん、普通の、一般の職員の

方でもいらっしゃる。

ですから、ぜひ、こういうことをせっかくやるわけですから全庁的にやはり募って、

そして、その中からこの人たちにひとつ白羽の矢を立てて、ふさわしいと思う方に行っ

ていただく、という線をぜひ崩さないようにしていただきたいと思いますO 特別職、部

長さんだけの海外研修という考え方は、私はちょっと承服できません。せっかく海外視

察の予算が計上される以上は、広く普通の、役職につかない職員の方も含めて希望者を

募って実施するくらいの、ひとつ幅を持たせた考え方で、臨んでいただくことを、要望し

ておきます。

それから、浅川公会堂の建設懇談会については、これから人選に入るということであ

りますので、今までの議論の経過、文教委員会での請願の採択、また、そこで行われて

おりました議論等も踏まえて人選をお願いしておきたいと思います。

それでは、教育委員会の方で答弁があればお答えいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 溝呂木家の保存についての御質問にお答えを申し上げ

ます。

溝呂木家の保存について教育委員会で検討したかどうか、というお尋ねでございます

po 
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けれども、検討はいたしました。それでは、どういう内容の検討かと申しますと、溝呂

木家についての調査を再度行いました。その調査の内容につきましては、溝白木家に伝

わる言い伝えをお聞きいたしまして、それを整理して、さらにこの溝呂木家が日野に移

る前にありました八王子市の教育委員会にも問い合わせをいたしまして、その八王子市

の教育委員会の見解もまとめました。さらに、建築技術的に見て珍しいものかどうか、

これは私どもの文化財保護審査会の委員さんの意見をちょうだいをいたしまして、いろ

いろ検討をいたしました。

その結果、この溝呂木家を市で保存するにつきましては約 1万平米くらいの広さの土

地が必要ではないか。そして、さらに防火上の法令の制約もございました。御承知のと

おりわらぶき屋根でございます。これをそのまま保存することは大変難しいし、さらに

保存のために土地が、先ほど申しましたように 1万平米 ぐらい必要ではないか。そして

現在建っているあの姿のまま引くというととはできませんから、一度、どうしてもこれ

を解体しなければなりません。解体したものも短期間でそれがまた組み立てられるとい

うことではなくて、ある程度、建物の中で保存をいたしまして、そこで必要な防虫処置

などの処理を施さなければならない。そういったような、さまざまな困難点が出てまい

りまして非常に苦慮しておったところでございます。

そのころ東京都におきまして、 「江戸・東京博物館Jの構想、がようやく具体化してま

いりました。小金井にできますその分園の中に珍しい民家、そういったものを保存した

い。ついては、それに該当するようなものがあったら報告をしてほしい、こういう申し

出が都からございました。私ども、溝呂木家についてまとめた事柄を今年の 6月の初め

に「江戸・東京博物館jの資料室の方に返事をいたしました。東京都では、その報告書

に基づきまして独自の調査をいたしまして、これは東京都の文化財として保存するのに

適当である、そういう結論に達しまして、小金井の分閣の方に保存をすることが決まっ

たわけでございます。既に 9月から、この解体工事が始まっております。

以上、経緯でございますが、お答えいたしました。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) じゃあ、もうこれで終わりますが、今回、せっかく日野に残っ

ておりましたこのカヤぶき屋根の溝呂木さんのおうち、日野で保存することができなかっ

た、ということは大変残念であります。

今後、土地の問題や保存の方法等についていろいろ隆路があろうかと思いますが、日

野にあり、しかも文化財的な価値も認められている、こういった建物ができるだけその
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存在をした町で保存をされ、市民にも、また教育の面でも一定の役割をぜひその町で果

たしてもらう、ということを基本に取り組んでいただくことをお願いをしておきます。

それから、助役に後で資料で結構ですが、海外研修の費用のこと、細かいことで恐縮

なんですが、為替変動によって参加費用が変わった、というふうにおっしゃいました。

社会教育センターは、一般に募集したノミンフレットに 2回にわたって、この55万7，000

円という金額を書いているんですね。為替が 5月現在、それから実施される 8月までの

聞に多少の変動はあったと思いますけれども、大きな為替レートの変動があったという

ことは一一ある幅をもってこういうものは算出されているもんですから、それで参加費

用が変わるというのは、ちょっとお粗末なことだと思うんですが、間違いなくそうであっ

た、ということを示す何か資料のようなものがあれば、ぜひ明らかにしていただきたい。

参加費用が違うということは、これはやっぱり問題だと思いますね。最初に安く募集し

ておいて、いざ出発するときになって、いや、もっとかかるんだ、というのは余りいい

業者じゃないですね、そういうことをやるのは。来年は考えていただきたいと思うんで

すが、そのことを示す、証明する資料の提示を後ほどお願いしたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 3点ほどお尋ねいたします。

一つは、市内の小中学校の生徒さんの夏休みの中の過ごし方ですが、事故がなければ

よかったんですが、事故等の内容が計数的なもので結構ですので、あればことしの夏休

みの報告をしていただきたい、ということが第 1点であります。

それから、第2点が、やはり教育委員会の関係なんですが、 9月 1日の広報「ひの」

に、いわゆる例の学校給食の食器の問題が出ております。これは、御承知のとおり昨年

予算が執行できないで終わったいわくっきの事項になりかねていることですが、教育委

員会の方としても 9月からこれの実施に入りたい、ということで努力をされているとい

うことは、私も知っておりますが、その広報「ひの」の案内の中にこうあります。 r昨

年の 9月に、いわゆる学校給食の検討委員会を設置したJということであります。これ

は、恐らく庁内の方による委員会だと思いますが、そこで検討を重ねた結果、具体的な

問題点、対応策というものが具体的に出たわけであります。それで実施に入る、という

ふうに私は思ったわけですが、実施にならなかった。

さらに、今回この小中学校の中の一部のクラス、ですから各小学校に 1クラスす.つと

いうふうになるんでしょうか、そういうことで試験的に実施をするということでありま
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さらに慎重を期しまして、アンケート調査をされるということであります。ア ンケー

ト調査の意味が私には、そのねらいがよくわからないのでお尋ねするわけでありますo

このア γケートの対象の中には、児童、生徒、栄養士、調理員とありますが、そのほか

に含むのかどうか、ということもちょっと細かい点でありますが、お尋ねを しておきた

いと思います。

それから、浅川公会堂の話が今出ておるわけですが、先ほども助役の方から一一一ちょっ

と私は聞き間違いをしたかもしれませんけれども、この浅川公会堂についての庁内にお

ける検討委員会が既につくられていて、さらに建設の懇談会も私はできている、という

ふうに思っていたわけですが、まだできていない、これからだ、というお話であります。

本年の 6月の26日に、いわゆる浅川公会堂についての請願が本議会で採択をされまし

て、その趣旨にのっとって執行側の措置としては、 建設懇談会の設置に際しては、でき

るだけ市民の戸を反映できるように努力したし、、というふうに答弁をされております。

その具体的な内容を、もう要綱等制定をしたということですが、市民の声を反映できる

よう努力する内容を、中身を教えていただきたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本亨ー君) 御質問にお答えいたします。

小中学校の夏休みの期間につきましては一一9月の土曜日から始まったわけですけれ

ども、特に事故の報告についてはございませんO 夏休みに入る前の時点では事故がござ

いました。それは、 一つはプールに飛び込んだ際の事故、飛び込みのときに頭までプー

ルの底についた、という事故が一つ。

それから、もう一つは、テニスの練習中、テニスのラ ケッ トがそばにいた生徒の口に

当たって歯を折った、とこういう 事故が学校の関係ではございます。

それから、 6月以降につきましては、大きなものといたしましては三沢の中学でぼや

的とし、いますか、そういう火災が起こりました。それから、もう一つ、四中で夏休みの

これは期間ですけれども、給食を 9月から開始するに当たりまして、道具等の点検をし

ている中で食器の洗浄機が焦げた、という事故がありました。

学校関係では以上でございます。

それから、給食の件でございます。広報でもお知らせいたしましたように、今この新

しい食器の件につきましては実施に向けて検討を、 検討委員会の結果等をあわせ、また
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職員組合とも話し合いをした結果で、この 9月から各学校2週間ずつ 2カ月間にわたり

まして、小学生については三、四年を中心に、中学校につきましては 1年を中心に実施

し、そして、生徒は生徒でその食器を使って食べた感想とか、重いとか軽いとか、いい

感じだったとか、そういうようなことを中心のアンケート、また給食調理員につきまし

ては、これを準備するとき、または洗うとき今までの食器よりも何倍もかさばったりす

る面、そういうような面のア γケート、また、栄養士は栄養士でこれにかかわるもの、

そういう全般のものをア γケートをとり完全な実施に向けての資料にする、ということ

で、昨年、百二十数万円で食器を購入しましたものを各学校に回しながら調査をしてい

く、という予定でございます。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) それでは、 3点目の浅川公会堂の懇談会のことでお答えをした

いと思いますO

先ほどもちょっとお答えを申し上げましたように、今、懇談会の設置要綱を定めまし

て、それに基づいて懇談会のメンバーの構成をこれから始めるところでございますが、

設置要綱の中には、別にどういう形で委員の選出をするというのは定めているわけでは

ございませんので、これから具体的な人選に入るという前の段階でございます。

したがいまして、今までの問題についての経緯等も十分に踏まえた上で、市民の声が

十分に反映できるような努力はしたい、というふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君)

うございました。

給食の方の話なんですが、これは予算も計上されていることですので、今、そういう

事故等につきましては詳しい報告をいただきまして、ありがと

ふうな作業を試験的に各学校実施をして、アンケートをその裏づけとしてもらって、そ

の実績を踏まえて実施段階に入るときの配慮、ということでアジケート調査をされる、と

いうふうな、非常にアンケート調査としては変わったアンゲートだな、というふうに私

は思うんですね。恐らく、回答は予測がつくんですけれども、それは過去の具体的な、

今教育委員会で資料としてお持ちの中にも私はそのデーターはあると思うんですが、恐

らく多少意見は分かれてくる。意見は分かれてくるけれども、これはやっていくんだ、

という前提の上の実施のア γケートだ、というふうに思うんですけれども、そういうふ

うに理解して、さて時期的にどういうふうにおやりになっていくのか。今、組合とも調
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整をつけた上で、そういうふうな実施に入っていく、話がついたのでその内容についても、

とし、うお話ですけれども、その辺もう少し一ーかなり楽しみにしている人も多いですか

ら、その辺をお聞きしたい。

それから、今、ほかの対象者の方についてのア γケートはないのか、すなわち父

それから教師に対するアンケートがないんですね。これは、私は片手落ちではないか、

というふうに思います。教師の立場から見てどうなのか、やはりそれも必要ではないか

と思います。それから父母の、父兄の関心もやはり高いわけですから、これがア γケー

ト調査の中の対象に入っていないというのは、私はおかしい、というふうに思います。

その辺どういうふうに考えるか、お尋ねをしておきたいと思います。

それから、今、助役の方から浅川公会堂についてのお話があったんですが、最終的に

は、助役が日野市の文化スポーツ行政推進本部の本部長という立場、いわゆる初仕事だ

というふうに私は理解しているんですが、今のお話ですと建設懇談会、いわゆる懇話会

か懇談会の中に今までの文教委員会、あるいは議会の審議の経過を十分踏まえて市民の

戸を反映できるように、というふうなことになりますと、私はその懇談会の中に市民の

いろいろな利用団体等の代表が入ってくる、というふうな企画もあるように受けたんで

すが、それも一つの方法ということでよろしいでしょうか。

以上です。

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本亨一君) 食器の件でございますO

食器の試み、実験といいますか、いろいろ事前に協議をしている中で、今現在の施設

の状況の中にすぐこの新しい食器を持ち込んだ場合には、洗浄機の問題、それから保管

の問題、相当まだ整備をしなきゃならない問題がたくさんございますo それで一気にで

きない状態等がございます。仮に実施を即やるとした場合としてもですね。

それで、この試食といいますか、こういう方法を進めまして、その中でいろいろの意

見の出たものを参考にしながら、なおかつ、ラ γチルーム等を中心に実施をしていこう、

という考えで今検討をしているわけでございますO 重さの問題や、それから、今の食器

の洗浄機でそのまま洗えるか洗えないかとか、いろいろの問題が、まだ詰める問題がご

ざいます。

それから、落としたり何かした場合のけがの問題とか、または壊れぐあいとかそうい

うようなことも、これは話の中や一部の実験の中で聞いていますけれども、実際の中で

そういうことを把握し、そして今後に向けて参考にして、また今年度の予算でも、もう
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少したくさんの食器を買う予算をお願いをしてありますので、この分で、この実験の上

にさらに各学校にランチルームだけでも行き渡るように食器をことしは買って、そして、

さらにそれを各学校で進めていきたい。今回は輪番で学校に 2週間ずっということです

けれども、その次には、学校に、常にそのラ γチルームに置いて使っていけるように、

というふうに前進をさせていきたい、というふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) (仮称)浅川公会堂の懇談会のメンバーの人選につきましては、

広範な市民の意見が反映できるように十分に配慮、していきたい、というふうに考えてお

ります。

それから御質問の中で、今お話の中で、助役が文化スポーツ行政推進本部の本部長で

ある、というお話でございますが、本部長は市長でございまして、副本部長は助役と教

育長でございます。その点、ひとつ御理解いただきたいと思います。(i関連」と呼ぶ

者あり)

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ただいま夏井議員からも御質問がありましたんですけれども、

私も関連でお尋ねをしたいと思います。

今、教育部長から種々学校給食のことについて御答弁を承りましたが、その中でお伺

いしたい点がございますが、ただいま第三中学校が給食棟が開設をされる予定になって

おりまして、この 9月の後半、もしくは10月の初旬ぐらいに開設の運びになっているん

ではないかと思いますが、その辺を重ねてお伺いさせていただきます。

それと同時に設備に関しまして、給食器に関しましてはアルマイトを什器備品として

おそろえになっているのかどうか。また、その中で今の御答弁にもありましたように、

2週間交代制で試験的に実施をしていきたいということだ、ということでお伺いをして

いるんですけれども、第三中学校もその形式をおとりになっていかれるのかどうか。

それから、ランチルームだけに什器備品をそろえて試行的にやっていきたい、という

こともお含みのように御説明をいただいているんですけれども、そのことに関しまして

第三中学校として、どのように今御検討されているのか、教えていただきたいと思いま

すO お願いいたします。

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本亨一君) 第三中学校の給食の件についてお答えいたします。

給食の開始は、 9月末から開始することになっております。準備の関係、いろいろな
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関係で大変遅れましたけれども、どうしても 9月からスタートさせたいということで一

生懸命準備しまして、ちょっと遅くなりましたが、 9月の末の週になります。

それから、今現在そろえである食器は、従来のもののアルマイトでございます。これ

は、この試行、いろいろのことをやった後その結果に基づいて買う、という、当時計画

になっていまして、既にそういう予算、そういう計画で進めて来られてありまして、今

現在は、ほかの学校と同じ状態のものが用意してございます。

それから、三中につきましでも同じに、この新しい食器を使つての試行を行います。

それから、今の考えでは、この食器の取り扱いに個々の教室に運ぶという問題、いろい

ろの問題がございまして、一番優先的に考えられるのが、普段使っていない部屋のラン

チルームに用意しておいて、使いやすい、というようなことでラ γチルームに優先的に

取り入れていこう、というような考えを今現在持っているところでございます。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 再びお尋ねをいたしますけれども、私ども父母の立場から、地

域のお母様、お父様方、御父兄の皆様と学校に通っている生徒さんたち等からも、いろ

んな希望、要望を聞きまして、先般市長に、教育委員会を通してでございますけれども、

この新設校に当たりましては二重投資という形をとるのではなくて、折角の新設校であ

りますから、新しく予算の中で什器備品を取りそろえていただきたい、という陳情をお

願いしたわけでございますが、その当時、教育委員会からもその方向で検討してまいり

ます、という御答弁というか回答書も地元にいただいておりますので、そういった中で

の御検討というか含みを持って検討してくださったのかどうか、再確認をさせていただ

きたいと思いますo

それから、今、 2週間交代で試験的に行っていく、ということでございますが、この

ことに関しまして、例えば洗浄機だとか設備の関係ですね、そういったものに関しまし

てはどのようなお取り扱いをされていくのか、衛生面では大丈夫なのかどうか、という

ことも、その辺も教えていただきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 私の方からお答えさせていただきます。

この新しい食器の使用という問題につきましては、父母の方、あるいは学校の先生方、

それから給食調理に携わっている方、すべて総論的には賛成なんです。ただ各論になっ

てまいりますと、先ほどから部長がちょっと説明されておりますように、例えば重量の

問題が今までのアルマイト食器と比べると 3倍から 4倍の重量がある。あるいは容積の
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問題、そういう問題等がし、ろいろ問題点として出てきまして、今の洗浄機ゃなにかの中

で、果たして流し作業のような形で洗浄ができるのかどうか、場合によっては、個々に

手で食器を洗うような作業等やっていかなくちゃならない部分が出てくるんじゃないか

とか、そんなようなもろもろの問題がございまして、当初、今、宮沢議員の方から指摘

されておりますように、日野三中、せっかく新しい給食を開始するんですから二重投資

にならないように、当初からその新しい食器を全校分そろえて実施していきたい、とい

う考え方もあったんですけれども、今申し上げたような状況がいろいろ出てまいりまし

て、とりあえず今年度につきましては、他の学校同様対処して、この 2週間の試験期間

を通して出てまいりますもろもろの問題等を検討しながら、さらに方法を新しい食器へ

切りかえていくための努力をしていきたい、とこんな状況なんですけれども。申しわけ

ございませんけれども。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) それでは要望させていただきまして、さらなる前向きの御検討

をお願いしたいと思いまして申し上げますけれども、今、日野市の食堂でも使われてお

りまして、その辺も順調にいっているのかな、というふうに感じますし、実際、私ども

も昼食をとる中で、大変好意的にいいことだな、ということで感じておりますし、作業

はどうなんだろうかというところで、ちらつという感じでございますけれども、やって

いる姿なんかも見させていただきまして、非常に自然な形で何のあれもなく進められて

いるんじゃないかな、という光景も見受けられますし、また父兄の皆さんは、それぞれ

各論に対しても反対というよりも、むしろ一つ一つどうやっていったら協力体制ができ

るんだろう、ということで非常に希望を持ちながら、ぜひ実施をしていただきたい、と

いう前向きの気持ちを持っております。

また、私の地域の中で調布市ですけれども、給食にかかわっている方から直接御意見

をいただいたんですけれども、その中で設備関係に対しても持ち運びという、今、労働

上の問題を大変指摘をされて、またお気遣いをされているようでございますが、設備関

係がしっかり整っていければその辺は対応できる、という直接そこに従事をされている

方の御意見等も承りまして、むしろそのことを市の方に強くお願いしたらどうですか、

という申し出というか御意見もいただいておりますので、ぜひむだのない御検討という

か予算の計上を取り計らっていただきまして、第三中学校にいたしましては寛大なお計

らいをお願いをしたいと思います。

以上です。
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0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 数点にわたってお聞きいたします。

防災基地の用地の取得については、先ほど公明党の黒川先生の方からも質問がありま

した。それに関連をいたしまして、確かにここに住んでいる方がいらっしゃって、私の

ところにも相談に来たいということを私聞いておるわけです。それで、その中に住んで

いらっしゃる方の、今お話の中で、それは業者がやっているようなことを聞いておるん

ですね。日野市でそれを買う、ということもはっきりわかっているわけですから、その

あたりの問題をしっかり解決しなきゃならないんじゃないかな、ということを私は思う

んです。

それと、せっかく防災基地をつくるということで計画しているわけです。そして、防

災無線というこの問題が出てくるわけですね。その防災無線については予算が出てこな

い。そして、どこのメーカーのものを利用しようとしておるのか、こういうことがはっ

きり具体的になってきていなし、。このあたりをわかる範囲内で教えていただきたいと思

います。それが、まず 1点。

それと、私、第 1固定例会のときにごみのことで質問いたしました。このごみは業者

から入ってくるところのごみ、このごみが日野市では受け取っていただけない、という

こと、民間の家の植木のごみが出た場合には、日野市では受け取っていただけない。そ

れを町田や八王子の方に持って行って処分をしておる。 日野市でもぜひやっていただき

たい、という要請がありました。私、これを質問いたしました。そして、 6月にも清掃

部長の方に聞いたわけです。そうしたら、 「業者の方と話 し合いをして早急に解決しま

すj一一今回も私、聞いたんです。それも同じような話なんです。

そして、私は業者の 1人の者に電話しました。そして「どうなっておりますかJと聞

きましたら、 「し、ゃ、そういう形で一日も早くやっていただけることを望んでおるんで

すが、何の連絡もないんだJこういう見解であります。やはり市民の立場をとって、ど

ういう仕事の手順で一一大体、私、聞いておりますけれども、そんなことは理由になら

ない。一日も早くこれを解決できるように再度お願いしておきます。そして、この見解

について、もう一度お答え願いたいと思います。

もう 1点は、駐輪場の件であります。ちょうど私の住んでおります南側に駐輪場がご

ざいますO そして、現在ではこの駐輪場を利用する人がたくさんおります。そして、自

転車があふれでおります。そして、地域の方もここを利用している。特にお年寄りの方

も小さい子供も利用しています。そして、道路といっても用水の上にふたをかけて、歩
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行者がようやく通れるような通路になっておるんですね。その中で、多いときに一一私

のところに苦情があったもんですから調べたんです。そしたら、ずっと距離にして80メー

トルぐらいあるでしょうかねo 80メーターの狭い通路の両側に、大体一番多いときに12

8台、自転車やノミイクがとまっているんです。少ないときで48台くごらいとまっているん

です。そういう形なもんですから、やはりこの駐輪場を設けておるということは、大変

市民に利用されておる、ということはいいことですが、地域の皆さんが困るようなこと

は私も一一要請がありま Lた、それを応えてあげなきゃいけないと思っておりますもん

で、この駐輪場の件について一日も早く解決できるような方法があるかないか、とりあ

えずお答え願いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 生活環境部長、お答えいたします。

第 1点目の防災情報セ Yタ一機器の関係でございますo ことしの予算にお願いいたし

まして計上しておりますのは、昨年に引き続きましての調査費ということでございまし

て、今お尋ねの機器の関係、これは実施設計の段階に入って、出てまいりますものでご

ざいます。追って、そういう段階に至りまして、また予算計上お願いいたしまして詰め

ていきたい、そのようなことでございます。きょうの午前中も調査委託業者の方と打ち

合わせ会を開いている、という現在の段階でございます。

以上でございますので、御理解ちょうだいしたいと思います。

O議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林修君) 2点目のごみの収集の件についてお答え申し上げます。

確かに一般質問で御質問があって、前向きに検討させていただく、ということでお答

えしております。部内でも受け入れ側ということで種々検討しております。それで、大

枠としては受け入れていく、という方向でございます。

ただ、御承知のようにごみは年々ふえているわけです。ですから、ある程度の制限を

設けたり細かいところまですべて、それで初めて実施していきたいと思いますので、 9

月または10月の初めにでも業者と詰めをして、そして受け入れ体制をきちんととってい

く、という形をとっていきたい、ということになっておりますので、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 3点目の駐輪場の関係でございますけれども、御指摘がど

ざいました駐輪場は、日野の第二自転車駐輪場でございまして、その西側の方でござい

行。つu

ますけれども、 JRのそばに134平米ばかり、ここで土地を借り られる ようになりまし

たので、そこへ分散でその駐輪場、自転車を置かせたいという考えを持っております。

これは、できたから完全とは言えませんけれども、そういうふうな考え方を持っており

ます。

なおかっ、今、現状においては御指摘のとおりでございますけれども、一つやれる方

法は、整理整頓というのも必要ではなかろうか、ということでございまして、よく現場

の方にそのような指示をしていきたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) この防災無線の調査費は、議案にのっていますか。調査費につ

いては幾ら探しでもないんですね、今まで。それをちょっと明らかにしていただきたい

で、すねo それで、既にどこかに委託をして頼んでおるという見解と思うんですね。それ

は、業者はどこなんですか。それをちょっと教えていただきたいと思います。

それと、ごみの問題、これはやはり業者は深刻なんですよ。私は第 1固定例会で聞き

まして、それは市の行政側としてやるべきことは確かに時間はかかるかもわからんo し

かし、市民の要望なんだから、これは早急に解決するように努力するということが、私

は一番よろしい方法じゃないかと思うんです。そして、少なくとも私が説明を求めなけ

ればできないような、そういう状態ではどういうわけですか。市長、やはり、この問題

については市長みずから引き取っていただいて、このごみ問題を解決するようにしてい

ただきたい、このように要望しておきます。

それと、駐輪場の件は大体わかりました。もう一つ駐輪場を設けていただけるという

ことですから多少違う。私の裏のところの駐輪場の件につきましては、 多少解決する道

もあると思うんです。しかしながら、絶えず整理をしていただかないと、その細い 2メー

ターぐらいしかないその用水の上をノミイクで来るわけですね。そして、子供やお年寄り

は、バイクから逃れるために足のやり場もなくて困っているのが現状でありますから、

とのあたりの一一駐輪場をつくったはいいけれども、そのあたりの整理はしていただい

ているようでありますが、何せ狭いものですから、このようなところを十二分に注意 し

ていただきたい、ということを要望しておきます。

それじゃあ、調査費はどこにあるか、ちょっと教えていただ きたいと思います。

O議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。
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予算でございますが、消防費の4目、災害対策費の委託料ということで組んでおるも

んでございます。

なお、業者でございますが、東芝株式会社でございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 天野議員から植木屋さんのごみといいましょうか、あるいは

家庭の庭園から出るごみのことですが、ちょっと整理をして、しかも御指摘に対しまし

ては対応するように、ということを私からも指示をいたしました。その意味は、家庭の

おうちで自前で枝落としをされる、あるいは徒長した部分の勢定をされる、これは生活

ごみとして、きちんとそろえておいていただければ今までも受け入れております。

ただ、その植木屋さんが、いわゆるかなり大きなものは、これは植木屋さんの、つま

り営業から出るごみでありまして、有料であります。したがって、 1キロ幾らという代

金をいただいて処理をするということなんですが、余り大きなものを持ち込まれでも確

かに困るわけでありまして、植木屋さんが家庭の手入れをされて出てきた、という判断

のできる程度のものは、これはむしろ積極的に、ある程度寸法などをひとつ決めてもらっ

て出していただく、それを看貫をして持ち込んでいただいて焼却処理をする、これがご

み処理の前提となりますので、よろしくそのことを御理解をお願いしておきたいと思い

ます。そして、私からもそのことは指示いたしました。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) たしか他市も、町田も八王子の方も有料でやっておると思うん

ですね。だから、有料でやる分に対してはそんなに問題はないんですね。ぜひそのよう

な、今、市長から言っていただいたような感じで作業を進めていただきたい、とこのよ

うに要望しておきます。

それで、災害対策費の中で幾ら調査費を組んでおるんですか、枠組み……。

O議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

大変申しわけございません。今現在、手元に予算書を持ってきておりませんので明確

にお答えできませんが、 200万余の経費を計上させていただいております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) そうしますと、 3月に200万払った、それだけでしょうか、と

oo 
qu 

りあえず調査費というのは、委託しである……。

O議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) そのとおりでございます。これから支払うというとと

で、それ以外にはまた予算措置はございませんO

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) そうしますと、大体わかってきました。この防災基地の用地に

多額のお金を支払って買うわけですから、それを今住んでいる方が出て行っていただけ

るような形になりますと、このところにすぐ着手するわけでしょうか、新しい事業とし

て、無線の。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

基本的にはそういう形になろうかと思いますが、居住の関係、また私どもの基本的な

準備の状況、それらを踏まえた中で、速やかに実施してまいりたい、というふうに思って

おるところでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) この防災基地の、とりあえずこの調査費をつけて委託をして調

査している段階ですから、大体、このところにつくる形になって計画してまいりますと、

事業費というものが当然出てまいります。その事業費というものは大体、概算でも結構

ですが、どのくらい用意しておるのか、このあたり、ちょっとわかりましたら教えてく

だきし、。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これまでも説明をしてまいっておりますが、経過を話します

と、数年前の 3月23日、非常に重い雪が降って市内の過半数が停電をした、という大変

困った事故が起きました。そのときに200件以上の電話を一一行政側の対策本部に来た

わけでありますけれども、全く対応の回答ができなかった。このことを非常に感じまし

たので、東電に対しましては、日野市に出張所をつくっておいてほしい、つまり、すぐ

連絡のできる出張所をつくってほしい、ということを特に要請しましたところ、その結

果、ホットラインの電話を 1基、庁舎の中に設けて、いつでも連絡のできるという状態

は一応できました。

このこととあわせまして、災害時に対します、つまり「戸の緊急広報」という言い方
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をしておりましたけれども、実質的には防災無線、同報無線と言っておりますo そして、

その同報無線を将来日野市内に相当の数の拠点をつくろう、この調査は既に昨年度の予

算で完成しております。その前にまた80局体制ということで、それぞれの行政施設には

連絡がつくことになっておりますけれども、古賀議員から指摘されたように、その公共

施設側のまだ訓練が大変不十分だ、とこれもあります。それで、ことしは、つまり去年

の大型の調査に続いて補足調査をいたしますO 来年度から 3カ年計画をもって、市内の

拠点、拠点に同報無線を設備していこう、こういう計画でおります。

それに加えて、東京都の新しい調査ができたことに伴いまして、また都としての防災

無電の受電装置を設けることになっております。そういう受信と発進の関係があります

ので、そこで庁舎に一番近いところに独立の柱を建てて、受信と発進の両方できる、そ

ういう、いわゆる防災情報センターをつくろう、こういう考えを今進めておりますo

したがいまして、御質問の事業は、来年度からなるべく都市的な美観を損なわないよ

うに、しかも効果をはっきりと市民に役立つように、こういう仕組みの機器を備えてい

く、こういうことを予定をしております。

幸いに市内の東芝工場は、この同報無線のトップメーカーだ、というふうにも聞いて

おりますので、責任をもって取り組んでいただけるだろう、とこのように受けとめてお

ります。

以上です。

O議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

天野輝男君。

私も無線には余り知識はないんですが、一応この無線のことに

ついては調べました。そして、東京都の見解も聞いてまいりました。その中では、東芝

とか目立は電気製品ではすぐれた会社でありますが、無線については、まだそんな知識

はないんだそうです。トップクラスのですよ、 トップクラスの無線というのは日本無線、

それから日本電気、富士通とか、この三つが一流なんだそうです。

そして、私は、この無線のことについて東京都ではどういうような形でそれを判断し

ておるんですか、ということを聞かせていただきました。そうしましたら、やはり今ま

で、使ってきた経過と、そして、東京都ではこの無線を購入するということに対しては、

やはり入札をしていただいて、実行委員会をっくりまして、その機種の性能をよく調べ

て、そしてまた、再度入札をして今日まで、来た。その中で特に無線というのは、確かに

船舶に利用してきたもんですから、日本無線、それから日本電気、それから富士通ファ

ナック、このあたりが一番いし、機種なんだそうですよ。そういう面で東芝さんと、日野

ハU
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市にありますからそういう面で御契約したのはわかるんですが、今後、この日野市内に

携帯用と、そして無線のア γテナを80カ所ぐらい設置していきたい、というそういう計

画でありますから、少なくともこういう重要な一ーまた、だんだんこれだけのものを用

意していけばお金も大変かかるわけであります。

そういう面で、一つの業者に任せるということが、果たして市民のためになるものか

な、ということを私自身、東京都の説明を聞きまして感じたわけであります。そして、

今、市長さんは、東芝の器械は特別すぐれている、ということをおっしゃいましたけれ

ども、私の東京都に聞いた範囲内では、東芝の名前は残念ながら出てこなかったんで、す。

そういう面でやはり、もう少し、物を購入するということに対しては慎重に扱っていた

だきたいな、ということを私自身は感じておるんですが、どうでしょう、このあたり、

市長。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) すぐれた企業がし、ろいろあるわけですが、我々としては最も

信頼をしておる、ということで特命をしようと思っております。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

市長がそういう御希望じゃ私が幾ら言っても仕方がない、こう07番(天野輝男君)

思うんです。

そういう面で、私は、よく東京都の方から説明をしていただきましたo そういう中か

ら、やはり特命で市長が購入したい、ということでありますから、これ以上私が言って

も仕方がないと思いますが、少なくとも物を買い付ける、そういう場合には、もっと慎

重論が、どこの業種がいいのか一一そして、性能がし、し、ということは故障もないでしょ

うし、特に高い音と低い周波数がやはり聞きづらいんだそうですよ。日本無線とか日本

電気以外のものは、なかなか聞き取れないという部分があるんだそうです。

そういう面で、私はもう少し慎重にこういう問題も取り扱っていただきたかったな、

ということを強く感じているわけです。仕方がないでしょう、そういうことで、は……。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって行政報

告を終わります。

次に日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長

の報告は省略いたします。

諸般の報告全般について質疑に入ります。なければ、これをもって諸般の報告を終わ
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りますO 9月10日 月曜日 (第 2日)
本日の日程は、すべて終わりました。

次回本会議は、 9月10日、月曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集

願いますO

本日は、これにて散会いたします。
平成 2 年

日 野市議会会議録 (第25号)午後4時16分 散会 81 
第 3固定例会

9月10日 月曜日 (第 2日)

出 席 議 員 (30名)

1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君一

3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

9番 佐 藤 洋 一 君 10番 福 島 敏 雄 君
一

11番 内 田 勲 君 12番 r邑......... 沢 清 子 君

13番 馬 場 繁 夫 君 14番 ?冨 島 盛之助 君

15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 悟 君

17番 高 橋 穂、 次 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

23番 黒 )11 重 憲 君 24番 飯 野 行 雄 君

25番 古 賀 俊 日百 君 26番 市 )11 資 信 君

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

欠 席 議 員 (な し)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 2 議案 第 56 号 平成元年度日野市一般会計決算の認定について

市 長 森田喜美男君 日程第 3 議案 第 57 号 平成元年度目野市国民健康保険特別会計決算の認

助 役 砂川雄 君 収 入 役 佐藤智春君 定について

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君 日程第 4 議案 第 58 号 平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋君 の認定について

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 前田雅夫君 日程第 5 議案 第 59 号 平成元年度 日野市下水道事業特別会計決算の認定

建設部長 橋本栄高君 福祉部長 坂口泰雄君 について

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君 日程第 6 議案 第 60 号 平成元年度 日野市立総合病院事業会計決算の認定

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本亨 君 について

社会教育部長 坂本金雄君 監査委員 高崎克好君 日程第 7 議案 第 61 号 平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認

監査委員
小山哲夫君 定について

事務局長
日程第 8 議 案 第 62 号 平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定に

ついて

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 9 議案 第 63 号 平成元年度日野市老人入院共済事業特別会計決算

局 長 落合 豊 君 次 長 田中正美君 の認定について

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君 日程第 10 議案 第 64 号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君 について

書 記 斉藤令吉君 日程第 11 議 案 第 65 号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

を改正する条例の制定について

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3 日程第 12 議案 第 66 号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次 制定について

速記者 大迫嘩子君 日程第 13 議案 第 67 号 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の

制定について

議 事 日 手呈
日程第 14 議 案 第 68 号 平成 2年度日野市一般会計補正予算について(第

平成 2年 9月10日(月) 2号)

午前 10 時開議
日程第 15 議案 第 69 号 平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

ついて(第 1号)

(設置・選任) 日程第 16 議案 第 70 号 平成 2年度 目野市受託水道事業特別会計補正予算

日程第 1 日野市議会平成元年度一般・特別会計決算特別委員会の設置及び
について(第 1号)

委員の選任について
日程第 17 議案 第 71 号 平成 2年度日野市老人保健特別会計補正予算につ

(議案上程)
いて(第 2号)
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日程第 18 議案 第 72 号 市道路線の認定について

日程第 19 議案 第 73 号 市道路線の廃止について

日程第 20 議案 第 74 号 (仮称) 2番橋新設その 4工事委託契約の締結に

ついて

日程第 21 議案 第 75 号 字区域の変更について

日程第 22 議案 第 76 号 万願寺地区都市計画道路日野3・4・8号線築造(そ

の1)工事請負契約の締結について

(報告)

日程第 23 報告 第 8 号 平成元年度日野市土地開発公社決算の報告につい

て

日程第 24 報告 第 9 号 平成元年度財団法人日野市環境緑化協会決算の報

告について

日程第 25 報告 第 10 号 議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告

について

(請願上程)

日程第 26 請願第 2-14号 「市立平山中学校特別活動棟の増築に関する早期

実現Jの為の日野市議会に対する請願

日程第 27 請願第 2-15号 米市場開放阻止に関する請願

日程第 28 請願第 2-16号 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育

費国庫負担制度の維持に関する陳情

日程第 29 請願第 2-17号 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養職員の給

与費の国庫負担制度からの除外」に反対する陳情

日程第 30 請願第 2-19号 たきあい学童クラプへの希望者全員の入所を求め

る請願

本日の会議に付した事件

日程第 1から第30まで

午前10時18分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員、 29名であります。

これより日程第 1、日野市議会平成元年度一般・特別会計決算特別委員会の設置及び

委員の選任の件を議題といたします。

一般・特別会計決算特別委員会の設置・委員の選任については、お手元に配付しまし

た印刷物のとおりです。

質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたしますO 本件は原案のとおり決す

るに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって日野市議会平成元年度一般・

特別会計決算特別委員会の設置及び委員の選任の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第56号、平成元年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第56号、平成元年度目野市一般会計決算の認定について、

提案理由を申し上げます。

本議案は、地方自治法第233条第 3項の規定に基づき、平成元年度目野市一般会計決

算の認定を求めるものであります。

なお、同規定により、監査委員の意見書及び主要な施策の成果等の書類を添えて提出

いたしますので、よろしく御審議、御承認のほどお願し、いた します。

0議長(小山良悟君) 監査委員から、審査報告を求めますO

〔監査委員登壇〕

0監査委員(高崎克好君) 決算審査の御報告をいたし ます。

平成元年度の日野市一般会計の決算審査につきまして、 前もって市長より提出を受け

ました歳入歳出の決算書類、財務諸表、付属明細書等々 につ きまして、竹ノ上監査委員

とともに、慎重なる監査を行いました。また、 関係職員よりもその詳細にわたりまして

内容の説明を受けました。

審査の結果は、決算書を初め、すべての書類に計数等の誤りはなく、会計法規に準拠

し、予算の執行状況も概ね議会の議決に沿って執行されていると認められましたので、

ここに御報告いたします。
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以上でございます。よろしく御審議のほど、お願い申し上げます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 平成元年4月 1日から消費に対し、広く、薄く負担を求める消

費税が導入をされました。この消費税について、適切な円滑な転嫁を図っていくという

ことで、政府も内閣総理大臣を本部長とする関係大臣からなる、構成される、新税制実

施円滑化推進本部というものが設置をされ、地方自治体とも連携を取りながら、総合的

に適正な転嫁を図っていくということで、いろいろな対応がなされてきたと思いますが、

この点に関して日野市の場合には、使用料及び手数料等に対する適切な転嫁がまずなさ

れたかどうかということが一つ問題になると思います。この戦後40年間続いてきました

税制が大幅に、抜本的に改正されたということを受けて、編成をされた平成元年度の予

算について、この点に関する監査委員の御意見というものが見ることができないわけで

あります。これはうっかり検討されることを失念されたのか、何か政治的な判断による

ものなのか、その点御意見を賜りたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 監査委員。

0監査委員(高崎克好君) 消費税の問題につきましては、その後見直し等々の議論も

ございますし、国会内でございますし、これからの状況は、いつどうなるか我々にはちょっ

と判断が難しいんでございますが、ことしの 3月31日までの時点でございましては、や

はり徴収面につきましては、 26市の、全部ではないと思いますが、相当数のところが消

費税の収入と申しますか、そういうものを徴収をしないような動きが多々ありまして、

日野市もその例に漏れず、徴収していないのが現状でございますo

またそれにつきまして云々というのは、ちょっと政策的な問題でございますので、私

の手の届かないところにあるわけでございますが、支払いの面につきます、いわゆる課

税仕入れでございますか、消費税法で言う、課税仕入れのところにつきましては、それ

ぞれの物品の購入についても、すべて 3%のものを払っておりますし、また工事等々に

つきましても、必ずそれは業者側の請求もございますし、また一般的に払うのが、これ

は一つの義務とし、いますか、もう既に決まったことでございますので、すべて 3%つく、

お払いしている、とそういうわけでございます。したがし、まして、すべての個々につき

まして、そういうような転嫁状況というものを見たわけでございませんが、概ねできて

いるような感じがしましたので、そのままにいたしたわけでございます。以上でござい

ます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。
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025番(古賀俊昭君) 監査の立場からはし、ろいろ関係法令に照らして、違法な支出等

がないかどうか、計数的な誤りをチェックをするという役割を担っておられるわけです

ので、この件については、代表監査委員とそれほど私、議論をすべき問題点もなかろう

かとは思うんですが、初めてこういう新しい税制が実施をされた後の決算でありますの

で、何らかのこの点に関する記述があってよかったのではないかと思っております。消

費税法、それから消費税法施行令、消費税法施行規則、これは省令になるわけですが、

これらの消費税関連法令がすべて公布をされて、その後執行される自治体の予算であり

ますので、法令に関する面からのチェックということであれば、当然とういった諸法令、

諸法規についても言及されるのが私は妥当ではないかと思っております。

市長はこの点、この議案を提出されているわけですが、この件に関してはどういうお

考えをお持ちか、お聞きをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いわゆる消費税に関しましては、平成元年予算議案を提出す

る際にも触れたと思っておりますが、歳入に転嫁しないという基本姿勢を貫いてまいり

ました。その理由は今さら言うまでもないんですが、国民の公約違反でもあり、世論を

二分し、また国会の審議経過でもまだ未確定である。こういう状況ですから、制度とし

て定着するかどうかの判断が前提になるわけでありますから、各自治体でもかなりとま

どいはしながらも、歳入に、いわゆる使用料とか手数料に転嫁はしなし、。東京都でも大

体そういうことであります。まだ正確な結論を出し得ていない、こういう状況でありま

す。以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長の考えは当然そういうことだろうと思いますが、決算に対

する監査ということになりますと、やはり関係法令との照合も当然おやりになっている

わけですが、こういう点からの指摘、検討も私は必要であったと思いますので、その点

を決算の監査委員の審査意見については、そのことを述べておきたいと思います。また

細かくは決算特別委員会で審査を行うと思いますので、その場に譲りたいと思います。

以上です。

0議長(小山良悟君)

結いたしますO

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第56号、平成元年度日野市一般会計決算の認定
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の件は、一般会計決算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一般会計決算特別委員会に付託いたし

ます。

これより議案第57号、平成元年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第58

号、平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、議案第59号、平成元年度

日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第60号、平成元年度目野市立総合病院事業

会計決算の認定、議案第61号、平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議

案第62号、平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第63号、平成元年度日

野市老人入院共済事業特別会計決算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) ただいま上程されました 7議案につき、それぞれ提案理由を

申し述べて、決算の認定をお願いし、たします。

議案第57号、平成元年度目野市国民健康保険特別会計決算の認定についてでありますo

本議案は地方自治法第233条第 3項の規定に基づき、平成元年度目野市国民健康保険特

別会計決算の認定を求めるものであります。

議案第58号、平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定について。同様

の規定に基づき、平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定を求めるもの

であります。

議案第59号、平成元年度目野市下水道事業特別会計決算の認定について。本議案も地

方自治法第233条第 3項の規定に基づき、平成元年度日野市下水道事業特別会計決算の

認定を求めるものであります。

議案第60号、平成元年度日野市立総合病院事業会計決算の認定についてo 本議案も同

様の理由により、平成元年度日野市立総合病院事業会計決算の認定を求めるものであり

ます。

議案第61号、平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定についてO 同様の規
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定に基づき、平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定を求めるものでありま

す。

議案第62号、平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定について。本議案も同様

の規定に基づき、平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定を求めるものでありま

す。

議案第63号、平成元年度日野市老人入院共済事業特別会計決算の認定について。本議

案も同様の規定により、平成元年度目野市老人入院共済事業特別会計決算の認定を求め

るものであります。

以上、 7議案の詳細につきましては、監査委員の意見書を添えて提出いたしますので、

よろしく御審議、御承認のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 監査委員から審査報告を求めます。

〔監査委員登壇〕

O監査委員(高崎克好君) 決算の審査報告をいたします。

平成元年度日野市国民健康保険特別会計決算、平成元年度日野市土地区画整理事業特

別会計決算、平成元年度日野市下水道事業特別会計決算、平成元年度目野市立総合病院

事業会計決算、平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算、平成元年度目野市老人保

健特別会計決算、平成元年度日野市老人入院共済事業特別会計決算、これらの事業会計

及び特別会計の決算審査につきまして、一般会計同様、前もって市長より提出受けまし

た決算書、財務諸表、付属明細書等につきまして、竹ノ上監査委員とともに慎重なる監

査を行いました。

また関係職員よりもその詳細にわたりまして内容の説明を受けたわけでございます。

審査の結果は決算書を初め、すべての書類に計数等の誤りはなく、関係法規にも準拠し、

予算の執行も概ね順調に行っておりますので、そう執行されていると認められましたの

で、ここに報告いたします。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本7件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって、議案第57号、平成元年度目野市国民健康保険特別

会計決算の認定、議案第58号、平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、
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議案第59号、平成元年度日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第60号、平成元年

度日野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第61号、平成元年度目野市受託水道事業

特別会計決算の認定、議案第62号、平成元年度目野市老人保健特別会計決算の認定、議

案第63号、平成元年度目野市老人入院共済事業特別会計決算の認定の件は、特別会計決

算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、特別会計決算特別委員会に付託いたし

ます。

これより議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

動遠隔操業装置による運転に切りかえになったものでございます。現在、両浄水場の職

員あわせて20名が 4名減の16名による運転となることになりました。

一方下水道事業、それから区画整理事業等の関連工事の増によりまして、 2名の増が

必要となりまして、差し引き 2名の減となったものでございます。よろしく御審議のほ

どお願し、いたします。以上でございます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承 ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮 りいたします。これをもって議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

んか。

0市長(森田喜美男君) 議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第65号、日野市心身障害者 (児)福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第66号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第

67号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

‘理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

定について、提案理由を申し上げますO

本議案は日野市職員定数のうち、市長の補助職員の部門別定数を改めるため、日野市

職員定数条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部ー長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして、御説明申し上げます。

改正の内容でございますけども、恐縮ですが、議案書の 4ページ、 5ページをお開き

いただきたいと存じます。新旧対照表で御説明をさせていただきますo 第 2条の定数で

ございますか、 1)の市長の補助職員のうち、下段になりますけども、 「水道部門の職

員 吏員その他の職員」の数を63名から 2名減の61名に、それから「行政部門の職員

吏員その他の職員」の数の819名に 2名を加えまして、 821名とするものでございます。

市長の補助職員の中での振りかえでございますので、総体の数字には変わりはございま

0市長(森田喜美男君) ただいま上程されました 3議案について、提案理由を申し上

せん。

げます。

議案第65号、本議案は、心身障害者福祉手当の支給額を改めるため、日野市心身障害

者 (児)福祉手当支給条例の一部を改正するものであ ります。

議案第66号、本議案は東京都老人福祉手当に関する条例の改正に伴い、老人福祉手当

の支給額を改めるため、 日野市老人福祉手当条例の一部を改正するものであります。

議案第67号、本議案は東京都児童育成手当に関する条例の改正に伴い、児童育成手当

の支給額を改めるため、日野市児童育成手当条例の一部を改正するものであります。

以上、 3議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願いいたします。

この水道部門の 2名の減でございますけども、これは東京都の浄配水関連運転施設の

近代化及び省力化の推進計画に基づくものでございまして、三沢浄水場、それから旭が

丘浄水場を無人化し、多摩平水道事務所に統合いたしまして、コンビューターによる自
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0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) 御説明申し上げますo

日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例でございますo 2ペー

ジ、 3ページをお聞きいただきたいと思います。別表 1の項中 f12，000円Jを f12，500

円Jに改め、同表の 2の項中 f10，500円」を f11，000円」に改め、同表 3の項中 f6，50

0円」を f7，000円Jに改め、同表の 4の項中 f8，500円」を f9，000円」に改めるもので

ございます。

付則でございますが、付則 1といたしまして「この条例は、公布の日から施行する。」

でございます。 2といたしまして、 「この条例による改正後の日野市心身障害者(児)

福祉手当支給条例の規定は、平成 2年10月以降の月分の心身障害者(児)福祉手当の額

から適用」いたしまして、 「平成 2年 9月以前の月分の心身障害者(児)福祉手当の額

については、なお従前の例による。 Jでございます。

4ページ、 5ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表でございます。区

分の新の方でございますが、区分の 1は、これは東京都の制度によるところの20歳以上

の方、身体障害者手帳、 1級から 2級、あるいは「愛の手帳J1度から 3度、また脳性

まひ、進行性筋萎縮症、これらの方が支給対象でございますo この方々が、 12，000円か

ら、 12，500円に改めるものでございます。

それから区分 2、3、4につきましては、これは市の制度でございます。区分の 2に

つきましては20歳未満の方、所得が限度額以上の方、老人福祉手当を受けている方、こ

ういう方、いわゆる都の制度に該当しない方、こういう方が支給対象になってございま

す。これが l万500円が 1万1，000円でございます。

区分の 3につきましては、身体障害者手帳3級から 4級、あるいは愛の手帳4度の方、

こういう方々が支給対象でございます。 6，500円を7，000円でございます。

区分の4でございます。これにつきましては難病の方、これにつきましては東京都の

医療費の助成実施要綱というものがございます。この中で、難病は約46項目指定されて

おります。こういう方々が対象になります。これが8，500円が9，000円に改めるものでご

ざいます。

続きまして議案第66号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定でござ

います。 2ページ、 3ページをお開きいただきたいと思います。第 3条中 f41，000円J

を f43，000円」に、 f34，500円」を f36，000円Jに、 f23，000円」を f24，000円」に改

めるものでございます。
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付則でございます。 fこの条例は、公布の日から施行する。 J fこの条例による改正

後の日野市老人福祉手当条例の規定は、平成 2年10月以後の月分の老人福祉手当の額か

ら適用し、平成2年9月以前の月分の老人福祉手当の額については、なお従前の例によ

る。 jでございます。

4ページ、 5ページをお聞きいただきたいと思いますo 新旧対照表でございます。第

3条でございます。第 3条の 1号、 70歳以上の者に支給する手当でございます。 f41，0

00円」を f43，000円」に、これは70歳以上の寝たきりのお年寄り、 6カ月以上寝たきり

のお年寄りでございますo

2号でございます。 70歳未満の者に支給する手当でございます。 f34，500円Jを f36，

000円Jでございます。これにつきましては、 65歳から70歳未満の方で、いわゆる所得

基準額以内の方ですね、こういう方でございます。 2号のただし書きでございます。こ

れにつきましては、いわゆる所得基準額を超えた者、これらについては f23，000円jを

f24，000円Jに改めるというものでございます。

それから 3条の 2項でございます。これにつきましては、 東京都の重度心身障害者手

当条例、これに基づく手当の受給を受けている方、 これにつ きましては f23，000円Jを

f24，000円Jに改めるものでございます。

続きまして議案第67号、 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定でござ

います。 2ページ、 3ページをお聞きいただ きたいと思います。これにつ きま しては、

第5条第 1項の表、 「支給要件児童 1人当たり 月額」の欄中、 f10，000円Jを f10，500

円Jに、 f12，000円Jを f12，500円jに改めるものでございますo この条例は公布の日

から施行いたしまして、 「この条例による改正後の日野市児童育成手当条例の規定は、

平成 2年10月以後の月分の児童育成手当の額から適用 し、平成 2年 9月以前の月分の児

童育成手当の額については、なお従前の例による。Jでございますo

4ページ、 5ページをお聞きいただきたいと思います。 5条関係でございますが、支

給要件、児童の区分の欄でございます。この 「前条第 1項第 1号に該当する児童」でご

ざいます。これは 1人親家庭などの理由で義務教育終了前の児童の育成に困難な状態に

ある場合に支給いたします。 これが f10，000円」が flO，500円Jでございます。その次

の2号に該当するものでございますo いわゆる障害手当でございますが、児童が身体障

害者である場合、 20歳未満の場合です。この場合には f12，000円jを f12，500円Jに引

き上げるものでございます。

以上でございますo よろしく御審議のほどお願い申し上げますO
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0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。土方尚功君。 について、提案理由を申し上げます。

本議案は平成 2年度目野市一般会計補正予算第 2号であります。補正額は歳入、歳出

それぞれ4億444万4，000円を追加し、歳入、歳出予算の総額を396億587万7，000円とす

るものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 歳入、歳出全般の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは議案第68号、平成 2年度日野市一般会計補

正予算第 2号につきまして、御説明を申 し上げます。

第 1条の中では、歳入歳出 4億444万4，000円を追加するものでございます。ページを

2ページ、 3ページ、お聞きいただきたいと思います。まず 2ページの歳入の部分でご

ざいます。第 1表の部分を御説明申し上げます。款の9の国庫支出金、都の支出金でご

ざいます。年度の途中ではございますが、補助額の確定によっての歳入でございます。

なお14の繰越金につきましては、補正に関連 しての前年度の不足分を繰越金から充てる

ということで、 3億6，482万1，000円をお願いするものでございます。なお歳出部分につ

きましては、おのおの款、項、目別に補正額を、ここに記載のとおりでございますので、

略させていただきます。

それでは 8ページ、 9ページをお聞きいただきたいと思います。 2の歳入でございま

す。目 の 1の民生費国庫負担金でございますが、この歳入につ きましては、平成元年度

事業の精算に基づ く歳入でございます。なお10ページ、11ページ、目の4の教育費国庫

補助金でございます。説明欄記載のと おりでございますが、 補助率は2分のlでござい

ます。補助金の確定によっての歳入増とい うこ とでございますo

12ページ、13ページ、 目の 1の民生費都負担金でございますO 先ほど国庫の関連を申

し上げましたが、 平成元年度の精算に基づ くもので、国の関係との連動の歳入でござい

06番(土方尚功君) 1点伺いますけれども、 65号から67号までにかかる制度の、支

給額の改正ということですけれども、予算的に全体に、それぞれで結構なんですけれど

も、特に例として心身障害児等については、予算の上では12カ月分のうちの、 10カ月に

ついては今までどおり。それから500円アップしたものが、 2カ月分だけ予算の上では

あります。そんなことからして、あとは当然不足分が 2カ月分ふえてきて、出てくると

思うんですけれども、そういったことがそれぞれについて言えると思います。そんなこ

とで総体的に、各手当ごとにどの程度今の予算からすると不足を来すのか、そういう点

についてお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますo

予算につきましては、当初より、今回の改正を見込みまして、予算措置されておりま

す。それで引き上げ額分の 2カ月分を見込んでおるわけでございますけども、それぞれ

支給日が年に 3固ないし 4回の支給になっております。したがいまして 2カ月分引き上

げ額を組んでいるというのは、例えば12月、 1月分は 3月に支給するということですの

で、その後の 2月、 3月分は翌年度に支給いたしますので、予算的には充足されている

ということでございますので、御理解いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。(1"了解」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第65号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給

条例の一部を改正する条例の制定、議案第66号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正

する条例の制定、議案第67号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の

件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第68号、平成2年度日野市一般会計補正予算(第 2号)の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第68号、平成 2年度目野市一般会計補正予算(第 2号)

ます。

なお14ページ、15ページ、目の2の民生費都補助金でございます。この歳入部分につ

きましては、東京都の運営費補助要綱の改定によっての基準単価の増で、おのおの説明

欄記載のとおり でございます。 4の農業費都補助金につきましては、当初予算にも計上

してございますが、対象面積の増による補助金の歳入でございます。 6の教育費都補助

金につ きましては、国庫関連の歳入でございます。

なお16ページ、 17ページでございます。目の 1の総務費委託金でございます。当初予
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算に計上をお願いし、本年10月 1日をもって調査を行う国勢調査の委託金でございますo

調査員、指導員等の確定等によりましての歳入増ということでございます。 5の土木費

委託金につきましては、東京都自然保護回復に関する条例に基づきましての単価改定に

よるものでございます。

なお18ページ、 19ページでございます。目の 3の老人保健特別会計繰入金でございま

す。平成元年度の繰越金をここに補正をするものでございます。

なお20ページ、 21ページでございます。自の 1の繰越金でございます。先ほども申し

上げましたとおり、前年度の実質収支、 6億1，700万のうちから、ここに平成元年度の

決算分をここに充てるものでございます。

なお22ページ、 23ページ、歳出でございます。主だったところだけ御説明させていた

だきます。自の 6の財産管理費でございます。節の12の役務費につきましては、当初予

算にも計上しているわけでございますが、土地鑑定の評価手数料、あと半年まだござい

ますので、そういう中で不足を生じるという見込みを兼ねまして、ここに補正をお願い

するものでございます。 15の工事請負費につきましては、南平の市有地でございます。

その管理をやるための工事をここに行いたいというものでございます。なお目の14の諸

費、節は23の償還金、利子及び割引料でございます。おのおの説明欄記載のとおり、前

年度の精算による返還金をここにお願いするものでございます。

なお24ページ、 25ページでございます。自の 2の賦課徴収費でございます。節の 8の

報償費につきましては、当初計上もしているわけでございますが、この計上につきまし

ては、実績計上を行っております。不足が生じますので、 150万の補正をお願いするも

のでございます。なお、 11の需用費につきましては、おのおの説明欄のとおりでござい

ますが、評価がえに伴う準備のための補正をお願いするものでございます。 13の委託料

につきましては、当初予算430万ほど計上、また御承認をいただいておりますが、ここ

に不足を生じますので、補正をお願いするというものでございます。なお、目の 2の指

定統計費につきましては、先ほど歳入で説明申し上げましたので、最終的には指導員が

119名、調査員が1，165という人数でございます。

なお26ページ、 27ページでございます。自の4の心身障害者福祉施設費でございます。

歳入の関連が出るわけでございますが、東京都の単価改定によって説明欄のおのおの 5

施設に支出するものでございます。なお自の 2のじん芥処理費、 11の需用費でございま

す356万5，000円、消耗品につきましては、これは地区セ γターに過年度収支をするとい

う消耗品的な予算で、 56万5，000円を新しい事業として計上させてもらいました。なお
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ごみ焼却施設につきましては、ここに記載のとおりでございます。部分修繕で対応して

きましたが、やはり通風機全体を修繕していきたいというものでございます。

なお28ページ、 29ページ、目 3の農業振興費でございます。節の19の負担金、補助及

び交付金につきましては、当初の面積拡大に伴います歳入増、それに関連しての歳出で

ございます。

30ページ、 31ページでございます。目の 5、橋りょう新設改良費でございます。節の

13の委託料5，846万9，000円でございます。説明欄のところに(仮称)二番橋の新設とい

うことでございますo 工事が四つに分かれて行われているわけでございますが、平成 2

年度 3月完成を目途に工事の、その 4という工事で、高欄部分と、橋の面の部分の工事

の委託料をここにお願いするものでございます。なお22の補償、補填及び賠償金につき

ましでも、これは二番橋新設に伴う電波障害の関連、 3件でございます。なお目の7の

交通安全対策費でございます。 11の需用費のうち、修繕料につきましては当然当初にも

お願いしておりますが、なお追加をここにお願いするものでございます。 13の委託料に

つきましては、委託料の下段部分、駅前放置自転車案内・誘導ということで、主要駅、

日野駅、豊田駅、高幡駅を中心にやはり駐輪場等の案内、誘導を進めていきたいという

ものでございます。 15の工事請負費につきましては、上段部分は三沢四号線のガー ドレー

ルの工事費でございます。なお下段部分につきましては、日野駅一一大変恐縮ですが、

これは東ということで、日野駅東第三自転車駐輪場設置ということで、新たに新設する

ものでございます。

なお32ページ、 33ページでございます。目の 3の街路事業費でございますが、 8の報

償費でございます。 20万4，000円、全く新しいものでございます。駐車場の整備計画策

定協議会、これは関係官庁含んでの協議会を設置するという ことでございます。なおこ

れに関連して、節の13の委託料の中に、駐車場整備計画策定というものを、こういった

計画を策定するための協議会等も含んでの補正でございますo もちろん当初に、予算計

上もお願いして計上しであるわけでございますが、 事業費の補助金対象の額の拡大に伴っ

て、ここに補正をお願いし、協議会を設置するものでございます。なお目の 8の緑化費

でございます。13の委託料、おのおの 3事業あるわけでございますが、上段部門は面積

増、その下は東京都の単価アップの改定に伴う部分、なお緑地保全管理地標識設置とい

うことで、これは新設事業としてお願いするものでございます。なお17の公有財産購入

費としましては、緑地用地として当初に面積6，000平方メートルで、計上を、平山緑地を

買収する計画を持っております。その隣接地、 1，774を追加し、ここに 1億1，113万6，00
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0円をお願いするものでございます。

なお34ページ、 35ページにつきましては、目の 1の常備消防費でございます。常備消

防経費でございますが、三多摩運営協議会の中で、額の決定を見ましたので、不足を生

じますので、ここで補正をお願いするものでございます。なお目の 4の学校建設費でご

ざいます。 13の委託料、説明欄記載のとおりでございますが、当初も予算をお願いし、

計上しているわけでございますが、 6月 1日付をもちまして、東京都の単価改定に伴う

補正でございます。

おのおの、次に36ページ、 37ページでございます。 4の学校建設費でございます。 13

の委託料、平山中学校の食堂新築設計ということで、当初617万8，000円をお願いしてお

りますが、この委託料ではなかなか困難だということで、なお不足分をここにお願いす

るものでございます。このページでは下の幼稚園費につきましては略させていただきま

す。

なお38ペー ジ、39ページ、自の 3の文化財保護費でございます。 19の負担金、補助及

び交付金でございます。市指定の文化財保存事業の補助金としてお願いするものでござ

いますが、市の指定文化財としては、 37件現在ございます。そのうちの 1件、浬繋図を

ここに保存するための補正をお願いするものでございます。なお 5の公民館費につきま

して、節の13の委託料でございます。警備ということでございますが、警備会社に委託

しております。当初の契約をしているわけでございますが、その不足部分としてここに

お願いするものでございます。なおその下の工事請負費につきましては、公民館の用水

側の擁壁が非常に、多少危険であるということで、擁壁設置の工事をするという内容で

ございます。 6の図書館費につきました節のし報償費、おのおのそこに記載のとおり

でございます。

なお40ページ、 41ページをお願いしたいと思います。自の4の体育館費でございます。

節の15の工事請負費、ここに記載のとおり、この屋上部分がやはり雨漏りがするという

ことで、防水の改修工事を行うものでございます。最後に自の 1の開発公社助成費でご

ざいます。先行取得で、開発公社が用地を求めておりますが、前期分の利子を、利息を払

うために、どうしてもこれだけの額が不足を生じますので、ここに5，304万1，000円、 前

期分の精算のための補正だけをお願いするものでございます。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いしたいと思います。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入りますo 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 2点伺いたいと思いますけど、最初に園都の支出金絡みの関係
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になりますけれども、今回の補正の中では、園都あわせて531万6，000円、その内訳では

424万2，000円、この差が107万4，000円あるんですが、先ほど説明の中で、過年度分とい

いますか、元年度の不足、こういったことでして、あとは補助金の希望の家分の40万3，

000円が、要するにあとの支出の関係で出てこないので、この数字が違ってくるんだな

という理解をしておりますが、そのとおりでよろしいかどうかということとあわせて、

それ以上に一番の質問の中心となるのは徴税費関係で、 24、25ページになりますけれど

も、この財源の関係で、ちょっと当初のときも私気がつかなくて、確認をしてなかった

んで、この機会に質問したいと思いますけれども、徴税費につきましては、賦課徴収費

ですね、これの財源がほとんど国都の支出金に頼っているとい うことで、当初予算で言

えば 2億4，351万5，000円のうち、 2億4，324万2，000円が国都の支出金に頼っている。そ

してその他が27万3，000円、 つま り一般財源についてはゼロ 、市の持ち出しはゼロなん

だという一般財源の内訳でありますO 今回補正に伴って出てきた金額276万2，000円が初

めて一般財源としてここで用いられている、 こう いうこ とであります。つま りそ こにか

かる賦課徴収費全体にわたるものが、すべて国都の支出金で賄われているという説明に

なっているわけです。果たしてこれが正しいものかどうかということで質問になるわけ

ですけれども、との中に一一当然考えられることは市民税、市都民税の取り扱い等に市

は当たっているわけで、それに基づいて国都の支出金が使われるという部分はわかるわ

けですけれども、必ずしも一一例えば資産税関係というのは、別に日野市だけが課税を

して、その ことが国や都にかかわる問題でないとい うような ことの観点からすると、一

般財源を全然使つてないということは、 ちょ っと問題じゃないかなあ という、こういう

視点で質問するわけです。そ こら辺のこ とで御回答があれば、承りたいというふうに思

います。

それからもう 1点ですけれども、 図書館の関係、これ図書館だけに限らない、今回た

またま単価を見ておりまして、そこら辺で質問になり ますけれども、 当初予算では嘱託

職員の単価とい うのが5，670円、 ある いは3，250円、3，240円、10円違いですね、このよ

うな金額で当初予算が算定されております。今固また百草に限って出てきた数字が、 5，

530円、あるいは3，160円、 4，740円、こ うい うふうに単価がそれぞれ違ってきます。ま

あ時間だけの問題なのかどうか、ここ ら辺の、特に図書でも10円違いというような金額

の単価違いが出てくるわけですけれども、ここら辺の基準について御説明をいただきた

いと思いますO

以上 2点です。
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0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の御質問に、園都の関係を含んでの御質問で

ございます。特にその中で目の賦課徴収費の関連があるわけでございます。その前段の

中で、今回の 2号補正につきましての国都の歳入との支出との関連の状況、内容につき

ましては、これは先ほど申し上げましたが、 9月議会にお願いする部分は前年度の精算

部分と、ことしの補正、事業に関係しての補正ということですので、質問者の要旨のと

おり御理解いただきたいというふうに思いますo

なおそれに関連しての今回の 2号の中での24ページの補正でございます。目の 2の賦

課徴収費の中で、ここで初めて一般財源が276万2，000円というふうに出ると、当初の中

ではすべて国都の委託金、あるいはその他の経費で、賄って、一般財源が一つもないとい

う御指摘だろうというふうに思います。私の方も確かにこの目の 2の賦課徴収費の歳出

経費の取り扱いについては、過去すべてこの中に充当してきた経過がございます。今御

指摘のとおり、この取り扱いにどう充てるべきかというような疑問も持っているわけで

ございますが、この配分の使途については特段定めはないわけでございます。しかし今

御指摘のように、この 2の賦課徴収費の中に当初予算の中で、先行してこれを充てるこ

とがいいのかどうかという議論はしております。できることであればそれと連動して一

度、当然税務、総務費との関連も出てくるわけでございますので、この両方の目をやは

り精査した中で、案分する方策が妥当だろうということで、検討を重ねております。来

年度の新年度予算の中に向かつて、当然市の持ち出し分も出る、出ないと、おかしな部

分もあるわけでございますので、確かに指摘されるように不自然だというふうに思って

おります。そういう中で 1目、 2目あわせまして、今後の財源配分をしていきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 2点目の御質問にお答えをいたしますo

百草の図書館の要員の分といたしまして、 2.5人の臨時の職員が必要であるというこ

とは、前回の本会議でもお話をいたしました。その分の嘱託職員の計上でございますけ

れども、時間単価が790円の必要時間、必要日数を乗じたものでございます。この790円

という単価につきましては、職員課の指導によるものでございます。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

歳入の都の補助金、民生費都の補助金と、歳出の心身障害者福祉施設費ですか、これ
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の関連でございます。歳入では運営費の単価改正によりまして、希望の家等についても

単価アップされておりますが、歳出の方にはそれが見込まれていないという御指摘でご

ざいますが、光の家につきましては、東京都の補助金プラス市の財源でもって委託をし

ております。そういうような関係で、現在の委託料の中身でございますが、市財源がご

ざいますので、これらについては歳出の方では補正しないということでございます。

その他の施設につきましては、東京都の補助金プラス100%上積みということで、補

助金として支出しておりますO 以上でございますO

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) それぞれお答えをいただきまして、理解をするところで、す。た

だ特段に単価の関係については後でよく計算をしてみて、果たしてどうかなということ

は確認をいたしますので。それから特に国都の支出金に絡んだ問題ですね。確かにこれ

を見ると、今、話の中にもありました税務、総務費の方へ、要するに全体から賦課徴収

費をまず全体的に落として、余りを総務費に入れているというやり方がわかりましたん

ですが、ほかの市の予算書を見てみますと当然当初からやはり、各市にも徴税費という

ことで割り振りをして、大体見ますと一般財源はもう当初から取ってあります。そんな

ことで日野市の場合も過去にさかのぼって私の方調べてみましたけれども、ずうっとこ

うし、ぅ形態を取っているということで、今後予算書が変わってきたとしても、やっぱり

ここの部分は出てくると思いますので、検討されているということでございますので、

今後の成り行きを見させていただくということで、理解をしておきたいと思います。以

上、終わりますo

0議長(小山良悟君) 執印真知子君。

02番(執印真知子君) 27ページの消耗品費、カレット回収の56万5，000円の件でお

尋ねをしたいと思いますが、今まで市民が自発的に集めていたときには、山村ガラスの

貸与という形だったんではないかと思うんですが、今回市がドラム缶を負担することに

なった経過をひとつ教えていただきたいと思いますO

それからこれによってどれぐらいのガラス瓶が回収されて、最終処理場までの経費が

どれぐらい浮くと予想されているのか。

それから一般質問のときに話したんですが、保険の件が出てきておりませんので、そ

れはどのようにお考えになっていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林修君) お答えいたします。
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26ページ、 7ページの消耗品の件でございますけども、この経過は御承知のとおり、

今までカレット収集というのは、任意の団体が山村ガラスと相談して、そして設置をし

て、そして山村ガラスさんですね、収集していたということになっておりますけれども、

今回は業者の方と種々話し合った中で、また減量対策の一番の近道であるということか

ら、種々話し合った中で、ございますけれども、御承知のように業者の方も、人件費、ま

たそういう面から人不足が起きているんで、なかなか収集をし続けていくのが困難であ

るというようなことも言われておったんで、すけども、最終的には市がドラム缶を買って、

そして地区センターに置かせておくから、収集は業者の方でやっていただきたいという

形で、お互いに歩み寄って、ここで一一御存じのように地区センターは市の管理する場

所でありますので、また責任も日野市の清掃部が責任を持ってやりたいという観点、から、

こういうドラム缶は市で購入させていただいて、そして収集は業者でやるというふうに

話がまとまったわけでございます。そこで56万5，000円を計上させていただいたという

ことでございます。

それから保険の件でございますけども、保険については、今のところ検討はしており

ません。業者が収集するものですから、そう一般の市民、そこへ入れるとか何とかとい

う形の危険は多少あると思いますけども、そう保険を掛けるまでの危険性がないと見ま

して、今回はドラム缶に関して保険料の計上はしてないということでございます。

それからどのくらいの収集を目途としているのかという件でございますけども、平均

して 1カ所に 4本のドラム缶を設置する予定でございます。また場所が広くて、そこの

世帯数が多いときは、白色のドラム缶を多少ふやす予定もしておりますけども、そこか

ら上がります回収卜 γ数は、取りあえず年間100トンは最低限量にしたいということを

目途にしてございます。ですから御存じのように、今ごみ等を処理する金額は、 2万1，

000円ばかりかかるわけですから、それから見ると100トγといえども、経費の軽減には

なるんじゃなし、かという確信を持っているわけですが、ひとつ御協力のほどをお願いし

たいと思います。以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近、いわゆるごみが非常にふえてまいりまして、ごみのふ

えて困る理由と言いますのは、直接には市の処理場の能力にかかわってくるということ

がありますのと、もう一つは終末処分地、つまり埋め立てに搬出するごみ量につきまし

ては、処分地の使用年限を短くしてしまう。つまりごみ行政そのものが行き詰まりになっ

てしまうということがありますので、私どもといたしましては、ごみにつきましてはり
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サイクルコースを、はっきりと市民の御協力をいただくシステムをつくって、そうして

なるべく量を減らす。そして資源化に向けるというルートと、それからガラス容器が近

ごろ業界で回収される部分が非常に狭くなってきております。したがってごみには減量

と滅容と二通りの課題があるわけですが、比較的効果のあるのは、その空き瓶類の回収、

つまりこれはガラス質のものは重いわけですから、減量にもなるし、また砕くことによっ

て減容にもなる。こういう観点から、日野市では試験的にカレットの再利用コースを、

今まで市民運動に依存をしていた部分を、行政の課題として取り組んでいこう、こうい

うことを発想しております。

まだ、必ずしもすべて見通せるわけではありませんが、容器をなるべく市民の身近な

ところに配置する。それがいわゆる空きドラム缶を地区センターの比較的支障のない場

所に置かしてもらおう。それからそれの回収システムは、お話に出ておりますとおりの

相模原にあります山村ガラスの回収システムに依存をしよう。ある程度中間的な、荷を

まとめてあげるということがあるいは必要になってくるかもしれません。そういう事情

もあるわけで、ありますけど、当面ドラム缶を地区センターに色分けをできる数を置いて、

そして市民に分類収集のことをお願いをし、ガラスの瓶や壊れたものについては、ひと

つそちらに持ってきてください。ちょうど今までやってまいりました有害ごみ、つまり

廃乾電池をそういう別のルートでやっておりますが、ガラスにそのことを進めていこう

と、こういうことであります。

全体から見ますと、年間5，000トンのガラス一一ガラス込みとし、し、ますか、搬出する

ことになっておりますから、努力をすれば相当な成果が上がり得る、こういうことであ

りまして、市民運動にもお願いをするとともに、また市民のごみに対する認識をいろい

ろPRをしてお願いをしていこう、こういう施策を今回始めよう、こういうことであり

ますO 以上です。

O議長(小山良悟君) 執印真知子君。

02番(執印真知子君) ドラム缶で収集することに対しまして、いろんな一一一度置

いてしまうとなくした形で、収集することが難しいんではないかというようなことがあり

ますが、基本的にはやはり今ごみとして捨てているものを資源化するわけですからよろ

しいと思うんですけれども、ただその保険の件なんですけれども、まあ人がたくさん集

まるところですから、お年寄りも子供も大勢集まると思いますので、例えば捨てに行く

ときのけがとかいうんではなくて、例えば人が集まっているときに地震が起きて、そこ

でけがをしたときにだれが補償するんだろうというようなことが大変心配なんです。そ
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こで今経費が、計算しますと2，000万でしょうか、大体。 2，000万浮くということなんで、

保険を掛けるとしたら、一体幾らぐらいかかるものなのか、ちょっと教えていただきた

いんですけれども。

0議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林 修君) 危険の度合いの部分でございますけども、地区セ γターに

置かせていただく上はそういう危険もあるので、きちんとした立て看板、看板をつくっ

て、そのマナーとか、いろんな危険があるからということを書いた看板を掲げる、とり

あえず。それから保険の件でございますけども、まあ保険というものはいろいろな対象

によってまちまちなんで、すね。ですから例えばドラム缶を保険に掛けるとすれば、そこ

の時点で保険業者と細かい打ち合わせをして幾らになるという形になりますもんですか

ら、今ここでドラム缶 1本に対する保険料は幾らかということは、お答えできません。

後で、必要ならば調べて、御回答申し上け.たいと思います、以上です。

O議長(小山良悟君) 執印真知子君。

02番(執印真知子君) それではぜひ調べていただきまして、一番、やはり瓶を収集

するときに不安な部分でございますので、考えていただきたいというふうにお願いした

いと思います。以上です。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ちょっと、この補正予算には出てこないんですが、決算書、ま

た監査委員の報告書の中にも意見として述べられております、多摩川グラウンド管理棟

新築及び用地の確保について、不用額が用地購入費については、全額生じているという

ことですが、これは後は補正等で処理することになると思うんですが、もうすべて決着

がついているのかどうかですね、御回答お願いいたします。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 多摩川管理棟の決算意見書については、意見書のとお

りでございまして、その後の補正などについては、まだ方針が出ておりませんo ただし

その未執行に終わった部分につきましては、はっきりした結論が出ております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は監査意見書にあえて意見が述べられていることでもありま

すので、 9月補正で何か会計上の処理がされるのかなあと思っておりましたら、全く体

育費のところを見ても何もないわけですね。これはどういう理由によるものなのか。社

会教育部長の方は一つの方針は決まっているということなんですが、どのようなこうい

po 
ro 

う場合には処理をされるのか、ちょっと回答をお願いします。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 今後の方針は、先ほど申し上げたとおりまだ結論は出

ておりませんが、今後財政部局とも協議をいたしまして、早急に結論を出してまいりた

いと思っております。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

先ほど監査意見に対する質疑のところで聞いてもよかったんで

すが、 1点だけにしておこうと思いまして、あえて私言わなかったんですが、平成元年

度の この決算書を見ますと、 3，000万以上の不用額で、あ りなが ら、説明欄には何も書い

てないんですね。不用額がなぜ生じたのか、さ っぱりこれではわからない。ほかの説明

はいろいろ並んで、細かく決算の状況はわかるわけですが、 企画財政部長がこれ担当さ

れることかもわかりませんが、まずこの決算書に一切説明がなし、。3，000万以上の金額

について触れられてないというのは、どうい うこ となのか。

それから今後の方針を会計処理上検討 していくということなんですけど、こう いう場

合にはどういう決着の仕方があるのかですね、財政当局の御意見をお聞きしたい と思い

ます。

それか らこ ういう不用額が発生をした原因は何なのかですね、その点についてもお

ねをいたしますo ことしの 3月議会であえて補正予算を計上して、 3，000万以上の補正

を計上して、それが執行されずに年度を越 したわけですねo これもまた随分し、し、かげん

な補正予算の提示があったものだというふ うに今にして思うわけですが、なぜこう いう

ことが発生をしたのか、その理由をお尋ねをいた します。早く補正予算で処理すべきで

すよ。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 今後の補正などの対応につきましては、今後十分関係

部課と協議をいたしまして、 よりよい方向で結論を見出したし、と思っており ますo

未執行に終わり ました理由でございますけれども、これは大変申しわけない ことでご

ざいまして、おっしゃるとおり 3月の補正をいただきなが ら、それが未執行に終わった

ということは、財政上のルールから全くこう逸脱を した申しわけないことだと思ってお

ります。

この原因につきましては、全くあってはいけない理由で、ございますけれど 近、出納閉

鎖の期日の後に気がついたことでございまして、 関係の部課、非常に重大な責任と して
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感じております。こういうことが再び起こらないように、十分今後の善後策についても

協議をいたしまして、朝礼などの折りに注意をお互いに喚起しあって、間違いを起こさ

ないようにしよう、とこういうことで今後に対処してまいりたいと思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今、私は 3点お聞きしたんですけど、含めての御回答だったの

かもわかりませんが、私は早急に一一うっかり、とんでもない間違いをしてしまった、

しかも 3月にギリギリに、年度末に3，054万ものお金を補正で議会に提出しておいて、

気がついたら年度越して、うっかりそれを処理できなかったというのは、これはお粗末

極まりない話ですよ。であれば、当然 6月議会か 9月議会に、何らかの補正措置を取る

のが、早く後始末をして決着をつけなければ、いつまでもこういうこと教訓としても残

らないし、解決をそのまま引き延ばすということは、今後にも悪い例を残すと思うんで

すね。

この決算書に何にも書かれてないというのは、これはどういうことなんですか。何の

不用額かわからないですね。審査意見書を読めば、ああ、多分これだなあという見当は

つくと思うんですが、これはどうして書かれなかったのか、その点。原因はわかりまし

た。うっかりしてしまったということで、その間違いはお認めになったわけですが、決

算書にはきちんとそれは説明すべきじゃないですか。その点、もう一度回答していただ

きたいと思います。

それからついでにお尋ねをしたいと思うんですが、 3月のこの補正で、同時に工事費

の減額も行われております、 79万3，000円。その結果新年度一一新年度と申しますのは、

平成元年度の当初予算に計上されておりました新築工事費、 3，256万9，000円が79万3，00

0円、 3月議会で減額補正をされたわけです。つまり3，177万6，000円になったわけであ

りますが、決算書の数字を見てみますと、今度500円そこに違いがあるんです。 3月に

ギリギリで補正をして、これで金額が確定したというふうに普通は思うわけですが、ま

た今度決算書類と、決算書の数字と違ってきて、これはどういう理由なんですか。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは 1点目の決算書につきましての、不用額の

問題でございます。私の方もかなりこの決算書につきまして、作成に当たって対応した

わけでございますが、今、担当部長の方からお話あったとおりで、確かに 3月の最終の

補正の中で、議会にお願いして、その未執行に終わったということにつきましては、大

変申しわけないと思っております。あと、その後の問題としては、財政の問題としては、
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担当部からの当然要求があれば、これは予算計上をして、また議会の中でお願いする方

法しかないというふうに、現状では考えております。この記載につきましては、全くそ

の辺まで特に配慮、したわけではございませんが、記載しなかった理由等につきましては、

別に他意はございません。

なお、もう 1点、工事の関係でございますが、この額につきましても500円、相違が

あるということでございます。大変申しわけありませんが、後ほど私の方も試算して御

回答しますので、ちょっと時間をいただきたいということをお願いしたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私は監査で意見が付されて、しかも年度末最終補正で議会に増

額補正を求めておきながら、未執行に終わる、まあ大変な大きな問題であるわけで、すo

という内容の決算であれば、当然決算の説明書に、その具体的な内容を 1行で済むわけ

ですから、 書 くべきですよ。この欄だけ、ぽっかり口があいて、空白になっている。何

かうまく行けば、知らん顔で済むかなあというような悪意があったというふうに取られ

ても仕方がないわけですよ。あ、今の市政の体質をよくあらわしているなあという気も

するんですね。これは正誤表か何かで出すべきじ ゃないかと思いますけど、いかがです

か。印刷 ミスで出したらどうですか。

0議長(小山良悟君) 収入役。

0収入役(佐藤智春君) 御承知のとおり、決算書の調整というものは収入役の権限で

ございまして、数字とか内容につきまして、調整はもちろんさせていただいたわけでご

ざいますが、それで先ほどから問題にな っております、備考欄の書き方でございますけ

れども、私の方でも一応一つのスタイルを出しまして、このような形で出してほしいと

いうようなことで各部課に、説明の欄は依頼をしているわけでございます。したがいま

してこの欄でございますけれども、こういう場合の指示は私の方で出しておりませんの

で、そんなことで主管課の方で、恐らく説明の方は書かなかったんだろうと、特に私の

方で指示を出さなかったということで、私どものあるいは手落ちかもございませんけれ

ども、そんなことで御了解いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 手落ちがあればすぐに改めなくちゃいけないわけで、印刷漏れ

ということで当然一一3，000万もの 1件での不用額を生じたということであれば説明欄

が全く空白だというのは、これはいろいろ悪意のない人でも、何か勘ぐりますよ。印刷
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ミス、漏れがあったということで処理したらどうで、すか。

それから先ほどの工事費の、これは何か単価が変わったのか何かわかりませんが、と

にかくこれも同様に、ことしの 3月で、最終補正で工事費の減額をした。その金額とこ

の決算書の数字が違うということですから、やっぱり何か理由があると思うんですね。

調べなきゃわからないというのもちょっと合点がいかないんですが、まあこれはわから

ないならわからないで結構です。後でまた御回答、本会議の場できちんと回答していた

だきたいと思います。その印刷ミス、印刷漏れの件はいかがで、すか。

0議長(小山良悟君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

ちょっと私も、正確な回答のできる状況を把握して、また御

指摘に対応できる適切な方法を検討いたします。

0議長 。(小山良悟君)

沢田研二君。

01番(沢田研二君)

よろしいですか。(iはいJと呼ぶ者あり)

31ページの項目に委託料、 366万3，000円、これは自転車の移動、

それから案内・誘導等でございますけれども、今、いろんなところで、駅周辺の自転車

の置き方が、大きな社会問題になっているわけですけれども、ここで新たに補正で委託

料が出てきたということは、当初予定していなかったものが、急逮計画をされて、こう

いう予算になったのかどうかということの御質問と、あわせまして日野市内至るところ

で大変問題になっているわけでございますので、そういった意味ではとういう対策に対

しては予算面からも含めて、積極的な対応策が必要ではないかと思うんですが、その辺

を含めてお伺いをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄菖君) お答えをいたします。

この予算の経緯でございますけども、既に庁内に交通対策推進本部というものを設置

いたしまして、本部長は建設部長でございますけど、この中でいろいろの交通安全対策

の面の問題点を整理していた中で、どうしてもこの放置自転車の対策のーっとして、誘

導員が必要で、あるということが出まして、今回の補正で計上をさせていただいたという

経緯でございます。

今後この安全対策の問題については、この本部の中で、いろいろ検討したものについ

ては、積極的に予算の方もお願いしていきたいという考えを持っております。以上でご

ざいます。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。
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01番(沢田研二君) 本来のことから言えば、それぞれのモラルの問題にもかかわっ

てくることで、こういうことに大事な市の予算を使うということは好ましいことではな

いんですが、ただ現実としてはこういうことは至るところで行われておりますので、で

きるだけ一掃されるまで積極的な予算、あるいは対策を行っていただきたいというふう

に思います。ありがとうございました。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終0議長(小山良悟君)

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 直接この補正予算にはかかわ りませんが、今私が指摘をいたし

ました多摩川グラウンド管理棟新築に伴う公有財産の購入費の3，000万以上の不用額に

ついては、次期補正などで、補正予算などの措置によ って、的確に早急に、市当局にお

いて措置されるように希望しておきます。当然、のことだと思いますので、お願し、し、たし

ます。

ほかに御意見はありませんか。なければこれをもって意見を終0議長(小山良悟君)

結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第68号、平成 2年度目野市一般会計補正予算

(第 2号)の件は歳入全般、及び歳出のうち、総務費、諸支出金を総務委員会へ、 歳出

のうち民生費、衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出のうち農業費、 土木費を建設委員

会へ、歳出のうち教育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前11時49分 休憩

午後 1時18分 再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

これより議案第69号、平成2年度日野市下水道事業特別会計補正予算 (第 1号)の件

を議題といたします。

1
i
 

n
i
 



理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第69号、平成2年度日野市下水道事業特別会計補正予算

(第 1号)について、提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 1号であります。補正額

は歳入、歳出それぞれ 2億8，652万9，000円を追加し、歳入、歳出予算の総額を67億7，70

0万7，000円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君)

し上げます。

まず 1ページでございますが、補正額及び予算規模でございますが、記載のとおりで

それでは議案第69号の詳細につきまして、御説明を申

ございます。それから地方債につきましては、後ほど御説明をいたします。

まず事項別明細書によりまして、御説明を申し上げます。まず歳入でございますが、

8及び 9ページをお聞きをいただきたいと思います。まず国庫補助金でございますが、

内容といたしましては、公共下水道管きょ埋設の補助金の増でございます。それから次

の都の補助金でございますが、記載のように補助分と単独分の一部補正を行うというも

のでござし、ます。

次が10、11ページでございます。繰入金でございますが、説明欄にございます金額を

補正をいたしまして、総額で22億9，047万4，000円とするものでございます。それから繰

越金でございますが、当初予算で200万円計上をいたしました。元年度の決算によりま

して、決算の繰越額、総額を補正分を除きまして、計上をしたということでございます。

それから次が12、13ページでございます。市債でございますが、説明欄のとおりでご

ざいますO

それから次が歳出でございますが、 14、15ページでございます。まず管きょ管理費の

需用費でございます。この修繕料でございますが、現在、多摩川と浅川の樋管、それか

らはけ口が市が管理しているものが 9カ所ございます。当初予算で一部管理費を計上し

たわけでございますが、その後修繕等を要する箇所が出てまいりましたので、 323万4，0

00円の補正計上を行うというものでございます。それから次の下水道建設費でございま

す。管きょ建設費の補正でございますが、この補正の理由といたしましては、まず新し
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く工事を予定しておりますのは、南平土地区画整理事業、これは現在組合施行で行って

いるわけでございますが、事業が予定より早く進みまして、当初は平成 3年度に管きょ

埋設を予定しておりましたけれども、事業が前倒しになりましたので、本年度補正を行

うというものでございます。約、この費用が3，000万円でございます。そのほかの費用

につきましては、当初予算で計上いたしましたけれども、工法の変更、あるいは夜間工

事になったというものもございまして、今回補正を行うというものでございます。

歳出は以上でございまして、 3ページの第 2表の地方債の補正でございます。これは

歳入の中で計上されております6，560万円の増の予算の補正ということでございます。

内容につきましては記載のとおりでございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上

げます。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承りますO なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたしますo これをもって議案第69号、平成 2年度日野市下水道事業特別会計

補正予算(第 1号)の件は、建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第70号、平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)、

議案第71号、平成 2年度日野市老人保健特別会計補正予算 (第 2号)の件を一括議題と

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたしますO

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第70号、それから71号の提案理由を申し上げます。

最初に議案第70号、本議案は平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 1

であります。補正額は歳入、歳出それぞれ1，000万円を追加し、歳入、歳出予算の総額

を19億4，200万円とするものであります。

議案第71号、本議案は平成2年度日野市老人保健特別会計補正予算第2号であります。

補正額は歳入、歳出それぞれ3，637万円を追加し、歳入、歳出予算の総額を45億3，331万
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8，000円とするものでありますo

以上の 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御

審議のほどお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長(高野隆君) それでは水道部長、御説明申し上げます。

議案第70号、平成 2年度目野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号について、御説

明申し上げます。概略につきましては、市長からただいま申し上げたとおりでございま

すけれども、詳細につきまして御説明したいと思います。

まず22ページ、 23ページ、お開き願いたいと思います。補正額は歳入につきまして1，

000万補正をしまして、総計が19億1，216万3，000円ということになります。

次に歳出でございますが、 24、25ページをお聞き願いたいと思います。 1の 1の 1、

目、浄水費のうち、 15節の工事請負費が1，000万不足いたします。これは高幡区画整理

事業に伴いまして、水道管の新設を行うわけでございますが、当初の導水管の布設費が

予算上不足いたしますので、ここに1，000万の補正をお願いするものでございますo ま

た5の業務費でございますけれども、職員手当及び報償費の聞に、職員手当を減額4万

4，000円いたしまして、報償費を 4万4，000円増額をお願いする。これは年末年始の待機

料が不足いたしますので、お願いをするものでございます。以上でございます。よろし

くお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) それでは議案第71号、平成 2年度日野市老人保健特別会計

補正予算第 2号について、御説明申し上げます。

歳入、歳出予算事項別明細書によりまして、御説明申し上げます。 32ページ、 33ペー

ジをお聞きいただきたいと思います。歳入でございます。目の審査支払手数料の交付金

でございます。これにつきましては実績に基づきましての精算でございます。 39万4，00

0円でございます。次の繰越金でございます。これは前年度の繰越金でございますo

次のページ、 34ページ、 35ページ、歳出でございます。償還金でございます。説明欄

のとおり、医療費に対する国庫負担金、あるいは都の負担金の返還金でございます。こ

れにつきましでも決算実績に基づく精算でございます。次の自の一般会計繰出金でござ

います。これは平成元年度精算分でございます。一般会計の繰出金でございます。以上

でございます、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければこれをもって質疑を終結い
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たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしますo

お諮りいたします。これをもって議案第70号、平成 2年度日野市受託水it'i

計補正予算(第 1号)、議案第71号、平成 2年度日野市老人保健特別会計補

2号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あり ませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第72号、市道路線の認定、議案第73号、市道路線の廃止、議案第74号、

(仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の締結、議案第75号、字区域の変更の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 提案された 4議案につきまして、それぞれ理由を申し上げま

す。

議案第72号、本議案は市道路線の再編成を目的とし、道路法第 8条第 2項の規定に基

づき、一括認定するものであります。

議案第73号、本議案は議案第72号と同様、道路法第10条第 3項の規定に基づき、一括

廃止するものであります。

議案第74号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の締結について。本議案は仮称

二番橋新設その 4工事委託契約の締結について、 1億1，888万6，000円で建設省関東地方

建設局長と締結するものであります。

議案第75号、字区域の変更。本議案は落川の区域の一部を百草の区域に編入するため、

地方自治法第260条第 1項の規定に基づき、字区域の変更をするものであります。

以上4議案の詳細につきまして、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、 よろし

く御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 議案第72号、市道路線の認定について御説明申 し上げます。

認定の理由を申し上げます。日野市における過去の道路行政は、 直接市民の生活に寄

与する道路そのものを建設及び維持、補修等に重点が置かれ、 認定路線に関する道路台
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帳及び道路法を基本とする手続き、あるいは図上に表現するような事務的処理が、余り

過去十分に行われていなかったということでございます。

大正 8年に旧道路法制定における里道、いわゆる赤道でございますが、これを認定の

対象として管理をしてきました。その後昭和33年の 2月に旧七生村との合併があり、七

生村も日野町も同様にシステムが、同じ方法が採用されていなかったために、路線の名

前において、近くに住む人たちがわかればいし、というような名前が多数ありました。

例えば例を挙げて申し上げますと、茶畑線とか、伝兵衛線とか、治三郎線とか、こう

いったものが使われている。また一方区画整理事業等におきまして、整備されました区

域については、神明上のO号線、旭が丘のO号線、多摩平のO号線という名前がつけら

れておりまして、不釣り合いのあるような結果となっているのが現状でございます。

過去の認定、それから廃止の基準が統ーされたものでなかったために、例えば 1本の

路線においても、二つ三つの路線名がつけられていたり、市道として管理しているが、

認定の経過がない道路等があるなど、日常業務に支障を来しているということでござい

ます。そこで昭和55年より初期情報の収集により、現在の道路網図及び調書を作成して

まいりました。さらに再編成で統ーした路線名にする必要性に迫られまして、再編成作

業を計画したものでございます。

今回の再編成では、市内を16のブロックに区分し、そのブロックごとに新路線の番号

をつけ、再編成を行ったものであります。また再編成したことにより、日常の窓口業務

等において、事務処理が敏速に処理ができるというメリットがあるわけでございます。

これによりまして、今提案されました認定についての路線は、 2，659路線でございます。

また道路再編成によるものについては、一括認定をしていただきたいということでござ

います。以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いします。

議案第73号、市道路線の廃止について、御説明申し上げます。廃止の理由は、ただい

ま議案第72号で提案さしていただきました議案でございます。その認定と同様に、再編

成に伴いまして、道路法の第10条第 3項の規定に基づきまして、現在の認定路線を2，39

4路線の一括の廃止をお願いするものでございます。よるしく御審議のほどお願いし、た

します。

議案第74号、 (仮称)二番橋新設その 4工事の委託契約の締結についての御説明を申

し上げます。委託件名は、 (仮称)二番橋新設その 4工事でございます。契約金額につ

きましては 1億1，888万6，000円でございます。これは消費税を含んでおります。

契約の方法といたしましては、随意契約でございますO 工期は契約日から、平成 3年
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の3月30日まででございますo

契約の相手方でございますけど、東京都千代田区大手町一丁目 3番 1号でございます。

契約の担当官は建設省関東地方建設局長 松延正義氏でございます。

2ページをお開き願いたいと思います。委託の内容でございますけども、上部工付属

施設一式でございます。内容を申し上げますと橋の親柱、それから橋についての照明、

高欄、橋面の、橋の上の舗装でございますo こういうものが委託の内容でございます。

続きまして 6ページをお開き願いたいと思います。図面でございますけど、これにつ

いては今のお話の内容に説明があったとおり、親柱、それから照明でございます。この

親柱は橋の両サイドに設置するものでございます。照明についても橋の両サイドに 1基

ずつ照明をつけるということでございます。

それから 7ページをお開き願いたいと思います。この図面は内容の中でも申し上げま

したとおり、高欄と橋面、橋の上の舗装の図面でございます。橋の上の図面は御影のブ

ロックを橋の上に張りつけるということでございます。

以上が委託する内容でございます。よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 議案第75号、字区域の変更につきまして、御説明を申

し上げますO

本議案は下河内農住組合が下河内土地区画整理事業を昭和63年2月22日付で、東京都

の事業認可を得まして、着工いたしまして、事業も順調に進んでおります。御承知のよ

うに区画整理を行いますと、土地の各筆の区画が改められまして、換地処分と同時に新

たな番地を設定することになるわけでございます。この付近は落川と百草の字が錯綜し

ておりますので、区画整理区域と、それから一部区域がえを含めまして、面積にいたし

まして1，600平方メートルでございますが、落)11から百草に編入するものでございます。

なお本件につきましては、関係の市民の方や権利者など、御理解をあらかじめ得ており

ます。この字区域の変更につきましての施行でございますが、平成 2年12月下旬ごろを

予定しておりますO この議案の中にございますが、換地処分の公告があった日の翌日か

ら施行するということで、実質的には先ほど申し上げました12月の27日ごろということ

でございます。

3ページでございますが、字区域変更参考図ということで、掲げてございます。場所

につきましては、お手元に、机上配付いたしました資料で、御理解をいただきたいと思い

ます。非常にわかりにくい図面になっておりますけれども、まず東側の道路の部分でご
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ざいますけれども、この部分につきましては落川の区域に入っております。区画整理の

区域がこの道路分を含めておりますので、今回百草に道路分を移すというものでござい

ます。それからさらに中心から東側でございますが、 ドットでつぶしている区域がござ

います。この区域を現在、落川でございますので、百草に編入するというものでござい

ます。

字区域の変更は地方自治体の権限に属しまして、番地の設定につきましては、法務局

の権限に属しております。現在、予定しております番地は、百草の2，001番から一応の

ルールをもちまして、設定をする予定でございます。よろしく御審議のほどお願いをい

たします。

0議長(小山良悟君)

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは議案第76号、万願寺地区都市計画道路日野3・4・

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

号線築造(その 1)工事請負契約の締結につきまして、御説明申し上げます。

1ページでございますけども、工事名は先ほど申し上げましたとおりの3.4・8号線の

その 1の工事でございます。契約金額につきましては、 1億5，192万5，000円、契約方法

は指名競争入札、工期は契約の翌日から平成 3年 3月15日まで、。契約の相手方は東京都

日野市大字石田410番地の 6、株式会社清水組代表取締役 清水保雄でございます。

次のページ、 2ページになりますけども、入札の結果が記載しでございます。現場説

明は 8月の21日、入札を 9月4日に行いました。

3ページでございますが、工事概要と案内図がございますO 工事概要でございますけ

ども、延長が181.4メートル、幅員が22メートルでございます。キャブ設置工、それか

ら雨水管の布設工でございます。場所は新井橋か ら立日橋に至ります万願寺地域の場所

でございます。この上をモノレールが通るという道路でございます。

以上簡単ですけども、御説明いたしました。よろしく御審議いただきたいと存じます。

以上です。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第72号、市道路線の認定、議案第73号、市道路

線の廃止、議案第74号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の締結、議案第75号、

字区域の変更の件は建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

0市長(森田喜美男君) 議案第76号、万願寺地区都市計画道路日野3・4・8号線築造

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第76号、万願寺地区都市計画道路日野3・4.8号線築造(その 1)工事請

負契約の締結の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますo 市長。

〔市長登壇〕

(その 1)工事請負契約の締結について、提案理由を申し上げますo

本議案は万願寺地区都市計画道路日野3・4・8号線築造(その 1)工事の請負契約を締

結するもので、地方自治法第96条第 1項第 5号の規定、及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得または処分に関する条例、第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 1億5，192万5，000円で、株式会社 清水組が落札いたしました。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君)

んか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第76号、万願寺地区都

関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

市計画道路日野3・4・8号線築造(その 1)工事請負契約の締結の件は、原案のとおり 可

決されました。

これより報告第 8号、平成元年度日野市土地開発公社決算の報告の件を議題といたし

ます。

理事者から提案理由の説明を求めますO 市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 報告第8号、平成元年度日野市土地開発公社決算の報告につ

いて。本報告は地方自治法第243条の 3第 2項の規定に基づき、平成元年度日野市土地

開発公社の決算を報告するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明をいたさせますので、よろしく御承認のほどお

願いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは報告第 8号、平成元年度目野市土地開発公社決算

書の内容につきまして、御説明いたします。

お手元の平成元年度日野市土地開発公社決算書をご覧いただきたいと存じます。初め

の1ページでございますけども、元年度の事業概況でございます。これにつきましては

当該年度に用地取得をした総面積が 2万3，634.504平方メートルでございます。その内

容といたしましては、土地区画整理事業用地9，116.04平方メートル、緑地用地 1万400.

30平方メートル、道路用地1，633.904平方メートル、その他用地が2，484.26平方メート

ルとなっておりますo

一方市への用地処分につきましては、総面積で 1万560.714平方メートルで、その内

容は土地区画整理事業用地6，701.50平方メートル、公園用地1，377.80平方メートル、道

路用地917.094平方メートル、その他用地が1，564.32平方メートルでございます。

これらに要しました事業資金の年度末検査におきます市中銀行等からの借入金は、 79

億3，357万2，000円となってございます。

4ページ、 5ページ、それから 6ページ、 7ページにはただいま申し上げた単年度の

取得用地の明細が記載されてございます。件数にして34件でございます。

それから 8ページ、 9ページでございますけども、これにつきましては処分用地の明

細が記載されてございます。その件数にしまして26件でございますO これらの事業にか

かります決算でございますけども、 10ページ、 11ページでご覧いただきたいと存じます

けども、 10ページ、 11ページに収益的収入及び支出といたしまして、元年度で公社の事

業活動により発生いたしました収益と、それに対応するすべての費用が発生時日に基づ

きまして計上されてございますO まず収入でございますけども、事業収益といたしまし

て、用地の処分代金といたしまして34億173万6，395円、事業外収益といたしまして受取

利息等で91万4，140円でございます。収入の合計は、 34億265万535円となってございま

す。
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支出につきましては12ページ、 13ページに記載してございます。事業原価といたし ま

して、 32億1，264万4，899円O これに要しました販売費及び一般管理費といたしまして、

527万2，985万、そして事業外費用といたしましての支払い利息が375万円、支出合計で

は32億2，166万7，884円となってございます。

次に14ページ、 15ページでございますけども、資本的収入及び支出でございますけど

も、これには用地取得にかかる収入及び支出が計上されてございます。まず収入でござ

いますけども、資本的収入といたしまして、市からの運営費補助金、市中銀行から等の

短期及び長期借入金が合計で62億9，032万2，553円でございますO この支出につきまして

は、 資本的支出といたしまして用地取得事業費及び借入金の償還金の合計が、 81億1，68

8万5，254円でございます。

16ページ以降でございますけども、公社事業会計損益計算書、それから貸借対照表、

それから公有地明細書、短期及び長期借入金等の明細等が記載しで ございます。御参照

いただければ幸いかと存じますO

以上、雑駁でございますが、これをもちまして決算の報告とさせていただきます。以

上でございます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) また多摩川グラウ γ ド管理棟の話になって恐縮なんですが、執

行されませんでした多摩川グラウ γ ドの管理棟の建設用地の取得費、これが不用額で、残っ

ているわけでありますので、土地開発公社は本来、今回不用額として計上された3，054

万7，000円については本来収入を見込んでおられたのではないかと思 うんですが、この

取り扱いについてはどのように公社において協議されたか、経過があればお聞かせをい

ただきたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 多摩川グラウソドの件につきましては、公社といたしまし

ては、収入は見込んでは、決算の中では見込んではございませんO したがいまして、 誤

執行につきましては、特段の協議といし、ますか、そういったものは特になかったか と、

こういうように考えております。以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 何も土地開発公社では検討されなかったとい うこ とですが、日

野市がつくる建物が、土地開発公社の所有地にもう建ってしまっているわけですね。し

かし市の財産として取得をして、その権利関係をはっきりさせる。 つまり公社はできる
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0総務部長(藤浪竜徳君) 多摩川グラウ γ ドの件につきましては、現在、借用という

なことのないように十分注意してまいりたいと思いますので、御了承していただきたい

と存じます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 先ほど経過を聞きますと、ミスがあったということですので、

それは私是といたします。だれでも生身の人間であれば、失敗はすることもあるし、うっ

かりすることもあるわけで、そのことは私はし、し、と思うんですが、公社という一つの法

人が、各部長さん、助役もメンバーに入って、役員を構成しておられる。その方が議決

をした予算が執行されないまま、公社の方に入ってきていないという状態が全く知らな

かったということは、今後気をつけますで、果たしてそれで終わらせていいのかなあと

いう気がするんですね。

今、総務部長の話では、貸しているものだ、つまり教育委員会に借りていただいてい

るということになろうかと思うんですが、土地開発公社が売るということが、で、市が

買うということが決定したから、補正予算が用地購入費として計上されたと思うんです

ね。その辺の約束は具体的にはどういう形で確認されているんでしょうか。市が買いま

す、公社は売りますということは、何かあいまいな状態にあったのではないかと思うん

ですが、普通何か文書で約束か何かするんでしょうか。土地開発公社の土地を市が買う

場合、どうなんでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 弁明しにくい事件だと言わざるを得ません。本来、予算計上

をされている、つまり事業を行う組織がおのずからあるわけでありまして、そこから予

算執行の事務手順を始める、そういうことになるわけでありました。その点に監督不行

き届きの点があって、両方ともうっかりしてしまった。したがって弁明の大変しにくい

事例でありますが、これからこのようなことのないように内部を引き締めてやっていか

なきゃならない、このように受けとめております。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。 (1"よろしいでしょう」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって報告第8号、平成元年度目野市

土地開発公社決算の報告の件を終わります。

これより報告第 9号、平成元年度財団法人日野市環境緑化協会決算の報告の件を議題

といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますo 市長。

〔市長登壇〕

だけ早く市に土地を買ってもらうことが目的なんですね。そういう督促を常にしておら

れると思うんですが、もう既に建物は完成をしている。しかし土地自体はまだよその、

市の土地になっていない。他の法人の所有になっているということであれば、公社にお

いては当然議会においてその取得費が議決をされたということを承知をしておられるは

ずですから、その支払いが行われるよう、何らかの措置をお取りになるべきではなかっ

たかと思うんで、すが、どうですか。何にもしなかったとおっしゃったんですけど。

土地開発公社に今理事長がいらっしゃらなくて、常務理事以下砂川助役初めそうそう

たるメンバーが理事として名前を連ねておられる。 3月議会に即決で、頼むから早く用

地取得費を可決してくれということで補正予算をお出しになった。議決したこと、皆さ

ん御存じなんですよ、ここにいらっしゃる方。で、理事でいらっしゃる。しかしその支

払いが受けられない状態で、公社としての役目、役割は務まったということになります

でしょうか、どうでしょうか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

ことで教育の方にお貸しをしているという状況でございます。なお、 3月補正の件につ

きましては、当方といたしましても、十分に把握しておらなかった点があるかと思いま

すので、今後十分注意をしてまいりたいというふうに考えております。以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番〈古賀俊昭君) 公社で、は理事会が開かれたということが記録として残されてお

りますので、事実、いろいろな協議がされたと思うんですが、議会で取得費が、市の方

が計上をして、もう既に予算を決めたということになれば、公社は早く支払いを受けな

きゃいけないわけですね。この土地の購入費については、土地開発公社は銀行からお金

を借りて、土地を買い求めていくわけです。利息はみな私どもが払っているわけですね、

市民が。であれば、早く議決されたお金を、支払いを受けて使って、その銀行からの借

り入れ分を精算していかなきゃいけないと思うんですが、何もなさらなかったというこ

とは、ちょっと私理解できないんですけど、貸しているものだから、まあ買うとは言っ

ているけれども、適当な、お互い知らない者同士じゃないから、こういうことでしばら

くはいし、だろうというようなあいまいなことであったとも思いたくないし、何にもしな

かったではちょっと済まないような、私、気がするんで、すが。どうですか。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまの御指摘につきましては、十分今後ともこのよう
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0市長(森田喜美男君) 報告第 9号、平成元年度財団法人日野市環境緑化協会決算の

報告について。

本報告は地方自治方第243条の 3第 2項の規定に基づき、平成元年度財団法人日野市

環境緑化協会の決算を報告するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願い，

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 報告第 9号、平成元年度財団法人日野市環境緑化協会決算

書について、御説明を申し上げます。

1ページ、 2ページをお聞き願いたいと思います。平成元年度事業報告でございます。

財団法人日野市環境緑化協会は、昭和64年の 1月の 6日に発足いたしました。以来 1年

3カ月が経過したわけでございます。初年度は期間がありませんでしたが、平成元年度

は市の事業とタイアップをいたしまして、市民とともに事業を実施してまいりました。

理事会、評議員会で決定されました事業計画の予算執行については、事務局総力を挙げ

まして取り組んでまいりました。必ずしも満足のいくものではないと思いますけど、試

行の連続でありましたが、おかげさまで事業ができたということは、皆様方市民の方々

にも厚く御礼を申し上げたいと思います。

平成元年度は緑化についての普及啓発事業を主体として行いました。幼児、児童、市

民とに分けて実施をいたしました。まず幼児向けといたしますと、 5歳児を対象にドン

グリ拾い、 ζ ういうものを行いました。参加者は533人の参加を得ました。小学校の児

童、 6年生に対しては、自然の保護の緑化についてという作文集を募集いたしました0

166編の応募がございまして、優秀作品25編を作文集として小冊子にまとめさせていた

だきました。このまとまったものは市民に配布をいたしました。

市民に対しての事業でございますけども、春・秋の緑化月間を実施いたしまして、春

には小学1年生にはカリ γの苗木3，000本を配布いたしました。秋には市内 2カ所でチュー

リップの球根3，000袋を配布いたしました。それから緑化月間の行事の中で、特に自然

観察会、学習会を行いました。また市内の植物写真展も行いました。タイトルは市内に

自生する植物というテーマで出品の呼びかけをしたところ、 73点の応募がございました。

優秀作品 8点を絞りまして、絵葉書にして、販売中でございます。下の売屈で250円で

売っております。一度見ていただいて、お買い求めをお願いしたいと思います。

それから市内の花でございますけど、菊花のうち幼稚園とか、保育園、小学校、中学、
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市民等に傘菊の配布をいたしました。また一方で、は老人会を対象にいたしまして、ポッ

トマムのスプレー菊の苗を配布しました。これの成果を見るために，菊花のコンテスト

も実施いたしました。約350点の出品がございまして、優秀作品33点を表彰を行いまし

Tこo

また別に萌芽更新という形の中で炭焼きも延べ 3回実施しましたO またこの炭焼きの

中でも、親子の炭焼き教室も実施されました。

その他では維持管理の面でございますけども一一浅川の以南に所在する市立の公園で

ございますけど、この公園の清掃の管理を市から委託を受けまして、まず最初でござい

ますもので、 4団体にお願いをいたしまして、実施をいたしました。

花井栽培苗圃についての除草の業務委託でございますけども、これは青い鳥の作業所

の方に委託契約を結び、現在も実施しているところでございます。

以上が協会が実施してきました事業でございます。

3ページ、 4ページをお聞き願いたいと思います。平成元年度の理事会の開催の状況

でございます。 4回開催をいたしました。

次に 6ページ、 7ページをお開き願いたいと思います。これは評議員会の開催状況で

ございます。 3回開催をいたしました。

9ページから11ページをお聞き願いたいと思います。これは理事会の中の専門委員会

でございまして、この専門委員会の開催状況でございます。 15回開催をいたしました。

それから13ページから16ページでございますけども、これは事業の実績でございます。

後ほどよくごらんになっていただきたいと思いますo

それから19ページから20ページをお聞き願いたいと思います。収支決算書でございま

す。これは平成元年の 4月の 1日から平成 2年の 3月の31日まででございます。収入の

部は決算額では3，409万6，816円でございます。予算と収入の比率でございますけども、

96.8%でございます。収入の主なものを申し上げますと、 一番の基本財産運用収入でご

ざいます。これは 3億円をベースにした利子の分でございます。それから 2番は事業の

収益でございます。都市公園の維持の管理受託費です。先ほど申しました4団体の、清

掃していただいた収入でございます。それから緑の羽根の募金の還元金でございます。

それからその他では 3番の補助金の収入、それから寄付金の収入、雑収入というものが、

主な収入の中身でございます。

支出の部に移ります。支出の部につきましては、決算額では総額3，098万2，313円でご

ざいます。支出の事業費の中では、事業費の 1番の中で、普及啓発費でございます。こ
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れについては執行率は93.9%でございます。それから 2番の事業活動費でございますけ

ども、執行率が70.31%でございます。

21ページ、 22ページをお開き願いたいと思います。 3番の調査研究費でございますけ

ども、執行率は95.88%でございます。それから 4番の受託事業費でございますけども、

これは市の方から事業を委託されるものでございまして、これについては執行率が99.9

7%でございます。次に管理費でございますけども、管理費については、執行率は95.40

%でございます。 3番の固定資産取得費でございますけども、執行率が98.89%でござ

います。全体にいたしますと、支出の方は執行率は87.98%ということでございますo

翌年の次期繰越金でございますけども、 311万4，503円を次期に繰り越しをするというこ

とでございます。

あと23から26ページについては説明を省かせていただきたいと思います。

以上で日野市環境緑化協会の決算についての御報告を申し上げます。以上でございま

す。よろしく御承認のほどお願いいたしますo

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。土方尚功君。

06番(土方尚功君) 決算のことだったので、私は数字にかかる点の質問の方を集中

的に見ていたんですけれども、緑化協会の今まで幹事でありまして、また立場を変えれ

ば建設部長という職で、十分内容を踏まえた中に大変細かく事業報告等いただきました。

そのことを聞いているうちに、ぜひこれだけちょっと質問しておきたいなと思いました。

若干こういう機会がなぐなるかなと思っていたので、特段に質問したいと思いますが、

市長に向けてということであります。

特に緑化協会は、私の方このを見てますと、新年度の既に評議員ということで、まあ

我々が名を連ねて、 3月31日付で評議員になっているわけで、すo 過去の議会の中でも理

事の関係の選定について、通常年度切り変えのときに、早急に行われるべきだというよ

うなことで、市長にも人選の関係等伺った経過もあります。そういった中で、特に今回評

議員の方では、委員会の場では承認をされて、その後に理事会が開催をされていると思

いますけども、特段そういう場に市長が直接出席をしている会ではございませんから、

市長に伺う機会がないもんですから、決算に当たってちょっと質問します。

今回、理事に市長がメ γパーとして入ってまいりました。建設部長並びに都市計画関

係の部長が入るということについては、今までの経過もありますから、十分承知をする

ところですけれども、特段に今回、市長が理事としてそこに名を連ねてきた経過とし、い

ますか、そういったものと、それから今まで常務理事ということで、退職された職員の
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方が常務理事をやっておりました。これが今回、建設部長が常務理事という形に入って

きたわけです。そこら辺のことは評議員の場では、そこまでの一一まあ市長が入るのは

どうかなというような話も出たことは事実でありますけれども、現実その時点では常務

理事がどなたになるかということは、全然その評議員会では何らわかりませんo 要する

に理事会で互選なりという形で選定がされてきております。そういった中、特段に行政

側は行政側としてこの環境緑化協会の運営に当たって、指導監督する立場、こういうこ

とがあるわけです。ところが常務理事として、現実、建設部長がそれに当たるというこ

とになりますと、立場が大変やりにくい部分が出てくるんじゃないかなあという部分で

懸念するわけです。そんなことと、それから市長が特段に今回理事として名を連ねてき

た、このことは、要するに市長が入らなくても、もともと市民がこれの行事を、運営に

当たっていくんだと、市民全体がこのメンバーであるというようなことを非常に掲げて

きての、こういう設立を図って運動を進めているわけで、そこら辺について特段に市長

が入ってきた。こんなことの経過を御説明をお願いしたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 環境緑化協会の議会の出資、並びに設立につきまして御賛同

をいただき、現実に所定の活動を開始いたしております。そうして第 1期の役員会の、

つまり 2年聞を経過されまして、理事長に就任をしていただいておりました萱嶋さん、

並びに副理事長の田中さん、年度を終わるころに、交代をしてほしい、とこういう要請

をいただいておりましたが、なかなか後の補充が確定 しかねておりましたもので、 4月

末ごろまでそのままでお願いをしてまいっておりますO そのこと 自体は別段業務の執行

に支障はなく、お務めいただいたわけでありますが、まあ機を新たにする理事会でどの

ような取り組みをしていくかということを、多少今まで考えていたことがあります。と

申しますのは、全額市が出資をする、この場合は財団法人でございまして、本来もっと

行政との執行上の責任体制が緊密であることが望ましいわけでありますが、そこで行政

との緊密化を図る意味で、現職の責任者を多少参加を図った、とこういうととでありま

して、特に関係をいたします建設部長が、まあ公園緑政課が業務の全体の指導をするわ

けでありますけど、役員として参加をして、そうして直接にまた執行責任を持つという

形を始めたわけであります。

市長云々は、これは社会福祉法人の場合は、出資をする自治体の長が理事長に就任せ

よ、とこういう指導があります。財団法人の場合はむしろもっと民間団体的なポーズを

取るのが適当だ、こういう指導でもございますので、 私は理事として参加をし、決裁の
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文書にはまあ理事としてその合議に参加をしたという形を取りながら、実際の業務執行

をもっと積極的に取れる立場になりたい、ならなきゃならない、こういう考えでござい

ます。

今回、理事も交代していただきまして、中村敏夫さんという方が御就任いたそきまし

たo これは森林文化協会の会員だということで、緑に対する関心は深い、こういう点に

今後のまた活躍のお力をかりたい、こういうことであります。それから田中さんがおや

めになりまして、できるだけ女性をという理事会の中の互選の中で、中川さんという方

が御就任いただきました。新しい理事会の体制づくりが整いましたので、これからもっ

と積極的な事業活動をやっていきたい、こういうことにすべてが尽きるわけでありまし

て、御理解をお願いしたいと思います。以上です。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) スタートの段階で、まだ 1年 3カ月ですか、その実態、決算の

時点ではということですけれども、そういう中で大変私は基本的には、先ほど申し上げ

たとおり、やっぱりある程度自主的に運営を持っていくべきだという、これはだれでも

そういう形では理解できると思うんですけども、余りに建設部長とか、都市計画部長あ

たりがそういう中で、経過を見ていくためにということでは理解をいたしますけれども、

結果的に市長は積極的にというようなことで今若干ありましたけれども、余りにも、結

局は建設部長にしろ、ほかのものもやっぱり市の方から金が出て、なおかつ出したその

市長、大もとである市長がそこに来て発言をするということは、相当方向性をある程度

一一極端なことを言えば決めていっちゃうということになるわけですね。ですから余り、

こういう団体ですから、市長が理事に入っていくというようなことは、必ずしも好まし

いことではない。やっぱり市長の考えることは、例えば建設部長なりが常務の理事でい

るわけですから、その方向性だけを指示するにしても、直接市長がそこまで出て、我々

から見れば関与し過ぎる部分が出てくるじゃないかという懸念をするわけです。

いずれにしても決まっていることですから、今後の協会の動きについては我々十分注

目を、当然必ずしていかなければいけないわけですけれども、そんなことを特段に申し

上げて、一応考え方の方についてはわかりました。今後一生懸命注目をして進んでいき

たいというふうに思います。終わります。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって報告第 9

号、平成元年度財団法人日野市環境緑化協会決算の報告の件を終わります。

これより報告第10号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を議題と

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 報告第10号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報

告についてO

本報告は市の義務に属する交通事故に係わる相手方との和解の締結及び損害賠償額の

決定について、地方自治法第180条第 1項の規定に基づき、専決処分をしたものであり

ます。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしくお願し、し、たします。

O議長(小山良悟君) 関係部長から、詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは報告第10号、議会の指定議決に基づき専決処分し

た事項の報告につきまして、御説明申し上げます。

本報告事項は 1件でございます。なお本件につきましては、去る 6月議会で賠償金の

補正をお願いした経過がございます。和解が成立いたしましたので、専決処分をさせて

し、TこだきましTこo

議案書の 2ページに専決処分書がございますo 事故名は日野市百草1248番地の15先路

上の事故でございます。

和解の相手方は、東京都八王子市子安町一丁目 2番地の 1、株式会社大阪屋、代表

取締役 須田文雄さんでございます。

事故の発生状況でございますけども、平成 2年 2月9日午後 2時ごろでございますが、

資産税課の職員が運転する庁用車が、日野市百草1248番地の15先の信号機のないT字の

交差点におきまして、右方向から直進してきました相手方車両に気づかず、その直前を

左折したため、庁用車と相手車両と接触いたしまして、双方の車、それから道路わきの

自動販売機、それからプロックフェンスに損害を与えたものでございます。

相手方と交渉いたしました結果、過失割合は市が 7、相手方が 3ということで、 7対

3ということで、 7割に相当します損害賠償額、 62万 3，307円で和解したものでござい

ますO 以上でございます。よろしく御承認いただきたいと存じますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第10号、

議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を終わります。

これより請願第 2-14号、 『市立平山中学校特別活動棟の増築に関する早期実現』の

為の日野市議会に対する請願の件を議題といたします。
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請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 2-14号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において文教委員会に付託いたし

ます。

9月11日 火曜日 (第 3日)

これより請願第 2-15号、米市場開放阻止に関する請願の件を議題といたします。

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 2-15号の常任委員
平成 2 年

日 野 市 議 会 会 議 録 (第26号)会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において建設委員会に付託いすこし
第 3固定例会

ます。

これより請願第 2-16号、義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負
9月11日 火曜日 (第 3日)

担制度の維持に関する陳情、請願第 2-17号、 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養
出 席 議 員 (29名)

職員の給与費の国庫負担制度からの除外Jに反対する陳情の件を一括議題といたしたい
1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君

一
と思いますが、これに御異議ありませんか。

3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。
7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 2-16号、請願第 2
9番 佐 藤 洋 一 君 10番 福 島 敏 雄 君

一
-17号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において文教委

11番 内 田 勲 君 12番 r邑...". 沢 清 子 君

員会に付託いたしますO

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 ?高 島 盛之助 君

これより請願第 2-19号、たきあい学童クラフーへの希望者全員の入所を求める請願の
15番 藤 林 理一郎 君 17番 高 橋 徳 次 君

件を議題といたします。
18番 一ノ瀬 隆 君 19番 板 垣 正 男 君

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりで、す。請願第 2-19号の常任委員
20番 鈴 木 美奈子 君 21番 奥 住 日出男 君

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において厚生委員会に付託いたし
22番 夏 井 明 男 君 23番 黒 ) 11 重 憲 君

ます。
24番 領 野 行 雄 君 25番 古 賀 俊 昭 君

本日の日程はすべて終わりました。
26番 市 ) 11 資 信 君 27番 谷 長 君

明日の本会議は、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。
28番 名古屋 史 良R 君 29番 竹ノ上 武 俊 君

本日はこれにて散会いたします。
30番 米 沢 照 男 君

午後 2時31分散会

欠 席 議 員 ( 1名)

16番 山 良 悟 君
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君

助 役 砂川雄 君 収 入 役 佐藤智春君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋 、君

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 橋本栄寓君 福祉部長 坂口泰雄君

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本亨 君

社会教育部長 坂本金雄君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 落合 豊君 次 長 田中正美君

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君

書 言己 増田善和君 書 記 橘 達雄君

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 本間ムツ子君

議 事 日 手呈

平成 2年 9月11日(火)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

-92一

午前10時10分開議

0副議長(福島敏雄君) 本日の会議を開きますO

ただいまの出席議員25名であります。

本日、議長所用のため、私、副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願いいた

します。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 1の 1、ゴミ減量とリサイクル、活動を市民参加でつよめよの通告質問者、鈴

木美奈子君の質問を許します。

(20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) ゴミ減量とリサイクル活動を市民参加で、つよめという一般質

聞をただいまより行わせていただきます。

今、どこの自治体でも、ごみ処理量の減量化をどのように進めていったらいし、か、ま

た、財政上の理由や施設処分地の確保の両面から迫られている、緊急な課題の一つだと

いうふうに私は思います。

ことし 4月、厚生省は、 1988年度に全国で、東京ドーム130杯分のごみが出たという

ことで、非常事態宣言を出しました。ごみ処理は、どこも今、パソク寸前と言われ、 23

区の家庭や企業が出す可燃物の焼却灰や不燃物が集まる中央防波堤最終処分地は、 1992

年でいっぱいになると言われ、こ こを視察 し、 また調査をいたしました畑田重夫さんが、

強烈な印象としてこれを見て、 驚きの声を上げたこの ことを、私、ある本で読むことが

できましたが、そのとき、後でいわさ恵美前衆議院議員 も行きま したけれども、いわさ

さんも同じようなことをおっしゃっておりましたが、 この東京の最終処分地の中には、

まだ商品価値のある、使用にもたえられる販売前の製品が次々と持ち込まれ、ダンボー

ルに積み込まれました果物の缶詰、味の素のゼネラ ルフーズの缶入り炭焼きコーヒ一、

またグレープフルーツのジ ュースの缶詰、ホ ットケーキの粉など、またさらには、まだ

十分使える新品同様の乳母車も捨てられていたと いうこ とです。そしてさらには、驚く

べきことは、多分病院から出されたと言われるで しょう、妊産婦のカルテなど、また銀

行の人事記録など、マル秘文書なども無造作に捨てられていたということで、本当にこ

のことを見ても、今の使い捨て文化、そしてまた情報化社会の縮図を、私はここ で見る

ことができると思うんです。

9月 8日夕方の 6時から、ちょうどNHKのテレビを見ておりましたとこ ろ、今、車

の使い捨て、これもあるということで、越谷市の職員の対応が約20分以上、放映されて
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おりまして、私もこれを見ましたが、この自動車でさえも今、処分する、粗大ごみとし

て自治体が責任を持ってこれを処分しなければならないということで、本当にこれは市

民の意識、この考え方を変えていくことや、また、企業が責任を放棄してこれを捨てて

しまうという、こういうことではないかというふうに思うんです。

今、これを変えていかないと、ごみはいつまでも減らず、さらにごみがふえてしまう

ことになるわけでございます。

ごみがふえてきた原因といたしましでも、その中のーっとしては、紙類の増加がござ

います。新聞、雑誌、商品の包装紙、また宣伝広告のチラシ、コピー用紙などがござい

ますが、私はけさも、新聞に折り込まれました折り込み、これを数えてまいりました。

スーパーの広告が 5枚です。これは日野市内の、特に多摩平を中心といたしました商店

の広告でございましたが、求人広告が4枚、塾の募集が 1枚、衣類の通信販売、これは

遠い高松の市のものでございますO これが 1枚。そのほか、釣り、補聴器の宣伝、それ

ぞれが 1枚ずつで、合計13枚ございました。 9日の日曜日には、 18枚も入っていたんで

す。新聞を配達する方も大変でしょうけれども、これが 1度見た場合には、すべてごみ

として出されるという、こういうことになるわけですから、業者の方は、売ればいいと

いう、こういうことではなくて、本当に企業の責任で、こういうスーパーなどで出され

たプラスチック製品のものや、あるいはトレーなどを、本当に回収する、このことを義

務づけていかなければならないのではないかというふうに思います。

また、古紙の回収が主まったために、今、家庭の中でも、苦労して狭い住宅、私のう

ちも新聞たくさんとっておりますので、新聞がはんらんしておりますが、来るのを待っ

て、うちの中にためている状況です。

しかし、ダストボックスに捨てる方もいらっしゃるわけですけれども、この古紙 1トー

γは直径14センチ、高さ 8メートルの樹木20本分に当たる、というふうに言いますから

日本は世界ーの木材輸入国であり、アジアから切り出される木材の 6割以上が日本向け、

というふうに言われておりますo 事務用紙や新聞九紙ノミックの再生は、地球環境を守る

上でも、大きな問題でもあるわけでございます。

三多摩のごみの処分地、日の出町の処理場ももういっぱいということで、 96年度まで

見込んでいたのが、持ちこたえられなくなったということで、新たに新しい処分地を検

討する連絡協議会が発足をいたしました。私は、 84年にこれが開設される前に、まだ大

きな山であったときに、議会のごみの特別委員会だったと思いますが、そこでこの現地

を視察いたしました。そのとき、とても印象に残ったことは、この視察をした所の右側

の所に、お年寄りの老人施設があったんです。この老人施設が、ごみの処理場建設のた

めに移ってしまうということでございましたけれども、このお年寄りの気持ちがどんな

かしら、というふうに思いましたが、これがもう何年もたたないうちに、次の処分場を

探さなければならないという、こういう現在の状況でございます。

ごみ問題で深刻な事態になったために、ょうやくこれを担当しております厚生省、環

境庁、国税庁なども動き始めてまいりましたし、さらには、企業が出している製品につ

いても、その回収する制度などを、もっと住民と、また自治体と、そして、こういうこ

とを運動へと発展させていかなければ、そのツケが住民や自治体の財政へと響いてまい

ります。日野市も、市内のいろんな団体の中で、この意識も高まってきておりますし、

それらをさらに発展させていくために、私は 6点について質問をいたします。

まず最初、 1番目は、ごみ減量市民会議の今後の活動についてでございます。

ごみ減量市民会議の呼びかけが広報を通じて行われ、 8月23日に第 1回の会議が持た

れたというふうに聞いております。そして、参加する方が、 40代から60代の方が28人出

席した。私はこの中で、 「家庭や地域で実施している アイデアや、 行政への希望などを

出してもらう」と、このように新聞にも報道されておりましたが、ーっとしては、どん

な話し合いがされたのか。 二つ自には、 28人の団体の参加の方は、個人で参加している

のか、あるいはまた団体の代表もいら っしゃると思いますが、その構成をお聞かせ くだ

さし、。 3番目に、市民会議は今後どのような活動を続けていくのか、お知らせいただき

たいと思いますo

次に、 2番目としては、分別収集の問題です。

毎日の生活の中で、一日 1回は必ず私もごみを捨てにまいりますO そのとき、グリ ー

γボックスとオレ γジボックスの中に捨てられている ごみが、どんなものが捨てられて

いるかなと、 気にしながら私も捨てるわけでございますけれども、紙類が大変多くなっ

ている。これは先ほど言いましたように、新聞の回収をしない。これは安くて、業者が

もう割に合わないという、こういうこともあると思うんですけれども、そのためにごみ

が、新聞がダストボ、ックスに捨てられるということでございます。そしてまた、雑誌な

ども捨てられております。そのほか、オレンジボックスの中には、ウイスキーの瓶やド

リンク瓶、そしてまた、本来企業が責任を持って回収すべきものなども捨てられている、

こういうことですから、私たちの税金でこれを処理しなければならないことで、これを

一日も早く、このことも放置できないというふうに思います。

町田では 5種類に分けられて、燃えるごみ、燃えないごみ、瓶、組大ごみ、缶、有害
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の5種類に分けて不燃ごみの33%の資源化を行っている、というふうに聞いております。

埼玉の川口市でも、 86年度では、年間瓶やカレット4，667トンを回収し、金額にして1，9

00万円を市民に還元したということでございます。

今、それぞれの自治体で、住民と一緒になって現場の働く労働者の人たちと一緒にご

みの問題をどのように解決していったらいいかという、こういう努力が行われているわ

けでございますが、仙台でも沼津でも、津久井湖の城山町でも、四国の善通寺市もやっ

ています。しかし、まだ全国的に、減量のこのごみを回収している自治体はわずか18.7

%にすぎず、とりわけ東京は大変おくれております。 23区は、目黒区と足立区だけがやっ

ているだけで、三多摩でもまだ少数の自治体しかやっていないわけでございます。日野

市のオレンジボックスの中にも、ビニールの袋の中に入れてあったいろんな種類のもの

が捨てられておりますが、日野市でもようやくことしの 9月の議会でも予算が組まれ、

瓶などを分けて処理する、こういう方法が示されておりますが、 55カ所、地区セ γター

がある中で、 30カ所に置くということで、この地区センターを利用する量の多いところ

の場所はいいわけですけれども、地区センターを利用する人数の少ない所では、どのよ

うにやっていくのか、その辺もございますので、もっとこの点について、どのような方

法でやるのか、具体的にお聞かせいただきたいと思います。

また、 2番目には、この市民の意識、 PRが非常に大事だというふうに思うんです。

長い間実行して、そして成果を上げている自治体と住民は、このPRを、また運動を長

い年月をかけて、短い時間でなくて、長い運動の中でこうしたことをやっているわけで

ございますが、日野市としても、この意識の調査が大事だと思いますので、このPRを

どのようにやっていくか、お聞かせいただきたいと思います。

また、三つ自には、私ども、蛍光灯や乾電池を使うわけでございますが、この乾電池

の使用済みのもの、私は、この市役所の三菱銀行側にあります所に捨てるわけでござい

ますが、ときどき、電気屋さんの所を見ましても、あんまりいっぱい入っていない。紙

くずが捨てられている所もありますし、これは私が回収した後に見るからかもしれませ

んけれども、この乾電池の回収されている状況、今どのようになっているか、お聞かせ

いただきたいと思います。

3番目には、庁内のごみ減量対策でございます。先ほどから言われておりますように、

ごみが非常に多くなっている中で、紙類がございます。東京23区でも家庭から出るごみ

が、 85年から88年の間の4年間でも13%しかふえていないのに対して、企業から一般ご

みとして持ち込まれるごみは、 80%にもなっているわけでございます。ごみの中身を見

ますと、 OA器機の普及によって、可燃ごみの中に占める比率が38.3%から45.6%にふ

えております。私は、日野市もやはり同じなのではないかというふうに思いますが、こ

の減量について、日野市ではどのようにやっていらっしゃるのか。

8月3日付の日本経済新聞では、三鷹市役所が、五つの箱、色を分けたとの箱に回収

箱を置きまして、リサイクル促進がねらいだというふうに報告されておりますが、私ど

もときどき、議会が終わりましてから、清掃する方が、じゅうたんを清掃したり、また

ごみを、大きな黒いビニールに入れて持って歩く姿を地下などでお見かけするわけでご

ざいますが、やっぱり庁内から市民へのPRとしては、庁内でもこれだけごみ減量対策

をやっているんですよということも、私は必要ではないかと思いますので、今どのよう

にやっていらっしゃるのか、お聞かせいただきたいと思います。

4番目に、ごみ減量リサイクル活動をしている団体への援助で、ございます。

今、主婦の間でも、牛乳ノミックをきれいに洗って干して、 1枚 1枚重ねて集めている。

牛乳ノミックの回収の運動は、自分たちが毎日飲んでいる牛乳の入っているこのものから

ごみ資源の問題を考える、毎日の暮らしを考える、 このことにつながっているわけで、す。

ただ単に減量する、またリサイクルをする、こういうことだけではないわけで、すO 生協

や婦人団体、個人でもこれを集めて、今、大量に集まらないと回収してくれないという

ことで、いろんな所に集積場を設けながら、 集めております。牛乳パックは、パー ジγ

パルプでできており、しんなしのトイレ ットペーパーの原料の35%が牛乳パ ックで使わ

れているわけですから、今まで捨てていたものが再生され、また、お年寄 りや婦人団体

の方は、牛乳パックをきれいに箱にして、色紙、千代紙などを使ってきれいな小物入れ、

こういうものをつくって楽しんでいる。 多摩平のいこいの会などそうでございますけれ

ども、そうしたさまざまな活動もされております。

また、アルミ缶を回収して、障害者施設の財政にと声をかけて、私なども今、協力し

ておりますが、団地の一角の所に、飲んだ缶ビールのアルミ缶を届ける。そういうこと

も、みんなに声をかけますと、本当に集まるんです。そう いうふうにして箱がいっぱい

になって、次々とこうした運動も広がっておりますO

さらには、廃油を流せば下水道が汚染されますが、この廃油を使った石けんが、とて

もよく落ちます。私も一緒につくって、みんなでプリン石けんといって使っております

けれども、コーヒーをこぼしたズボ γがすぐ取れましたし、先日 、私は口紅が洋服につ

きまして、慌ててそのプリ γ石けんで洗いまして、その部分だけを小さな脱脂綿でふき

ましたところ、きれいに取れました。私はやっぱりこ れ、 発生源はどこか知りませんけ
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れども、今これは非常に広がって、いろんなお母さんたちが廃油を使っての石けんづく

り一一先日、日野の給食をやっていらっしゃる方たちの中でも、毎年、この廃油を使つ

ての石けんづくりも皆さんに披露されますが、家庭の中でもこういうものが今、やられ

ているわけでございます。これも立派な環境保護にもなるわけでございます。ごみのリ

サイクル活動を活発にさせて、自分たちの環境を、本当に私たち自身がつくっていく、

いい環境をつくっていく、こういう市民運動も、もっと私は行政が援助すべきではない

かというふうに思うんで、す。

それで質問といたしましては、アルミ缶をつぶすのに、大変苦労しているんで、す。き

れいにつぶれないといけないということで、足でつぶしたり、手でつぶしたり、大変で

すけれども、これをつぶす機械があります。私、その機械の名前を書いておいたのを、

ちょっとなくしてしまいまして、名前が思い出せないんですけれども、これがあるわけ

でございますので、この機械をこうしたアルミ缶を回収している団体などに助成できな

いかどうかということを、お尋ねいたします。

また、 2番目には、古紙を回収していく業者に、補償制度的な助成ができないかどう

か。ちょっとこのことについては、いろいろ大変なこともあるかもしれませんけれども、

こうでもしないと、なかなか古紙を回収する、そういうところにまでいかないのではな

いかと思いますので、この点をお尋ねいたします。

それから、 5番目に、クリー γセγターの中にありますリサイクル事務所、私はリサ

イクルセンターと呼んでおりますけれども、このセンターの活用と PRを、もっとやっ

ていただきたいということでございます。

クリー γセγターの中にありますリサイクル事務所、この中には、今名前が変わりま

したので、前は高齢者事業団、今はシルバ一人材セ γターですか、こういう団体の方た

ちが、自転車を直したりしておりますが、この自転車の利用者もとても多くて、前にお

尋ねしたときは、 1台1，000円ということでございましたが、もう予約しなければ、な

かなか自分の所にまで回ってくるのにかなりの時間かかるそうでございますが、こうい

うことと、また別棟の所には、市民から出されました、まだ使えるたくさんの品物が保

管されております。 1階と 2階とに一緒に入っておりますけれども、残念なことにほこ

りにまみれておりますけれども、私はこの中にありますものを、じゅうたん、冷蔵庫、

ソファ一、机、テレビ、茶だんす、洋服だんす、ストーブ、本箱、着物、炊飯器、瀬戸

物、ここで本当に古い物でよければ、新しい所帯がここで持てるというぐらいの、こう

いう品物がこのクリーンセ γターの中にあります。私も事務所を設けるときに、ここで

何回かこの品物を買わせていただきましたが、 100円から1，000円ぐらい。一番いし、もの

は、見たときに、まだ新しい洋服だんすが、これはぱっと売れたそうでございますけれ

ども、まだ置いてございました。そういう点で、お引っ越しをなさる方や、あるいは学

生たちが、 3月の末に大学を終わって帰るときに、大量に出されるということでござい

ますので、私はこのリサイクル事務所の別棟にありますこの品物の利用を、もっと市民

にPRをして、そしてまたきれいに並べて、組大ごみではなくて製品として活用できる、

これは私も見てまいりましたし、これは本当に資源化の中でも大きなものになると思い

ますので、このことについて、もっと私はPRをして、リサイクルセジターは、いつで

もいし、ものがあるわよと、時々、 1週間置きぐらいに見にいらっしゃる方もいるそうで

ございますけれども、もっとこれを積極的に活用できる、こういうことを考えていいの

ではないかと思いますので、その点をお尋ねいたします。

最後に、ごみ対策についての市民への働きかけを、でございます。

読売新聞の 7月30日付のごみ問題についての世論調査では、 「ごみ問題に大いに関心

があるJr多少関心がある」ということを合わせても83.2%の人が、今のこのごみの問

題には、大変注目をし、そして、これを何とかしなければならないというふうに思って

いるわけでございます。使い捨ての時代、そしてまた、粗大ごみや燃えないごみ、こう

いうものがどんどんふえていく中で、産業廃棄物もふえて、 43%を超えているわけでご

ざいます。 23区の企業のごみが、 80%も増加している、こういう中で、私は、多くの市

民の意識を変えて、ごみの清掃現場で働く人たちと一緒に行政もともにこのごみの問題

について、もっともっと積極的な対応を図っていかなければならないと思うんです。そ

してまた、国や企業、そして自治体の責任、これを明確にして、国が今やらないで、全

部地方自治体にその責任を負わせる、こういうことを変えさせていかなければなりませ

んし、また企業などでも、引き取らせるものは引き取らせる。売れればもう後はいいと

いう、こういうことではなくて、やっぱり最後のツケは市民の税金で賄われるわけです

から、この運動をもっと進めていかなければならないというふうに思います。

町民参加で初の環境シンポジウムを開催いたしました神奈川県の津久井郡城山町のシ

ソポジウムでは、 200人の方が「城山町をごみ山町にしないために」というととで、シ

ンポジウムに参加したそうでございます。そして、ここで一緒にごみ問題を考えるとい

う、こういう活発な意見が具体的にたくさん提案されて、やるときには、役所に対する

いろいろな意見、あるいはまた、だめじゃないかという、こういうことが出るのではな

いかというふうに心配していたけれども、そういうことは余り多くなかった、というふ
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うに言われております。このレポートを見ましたときに、日野市においても参考にすべ

き点がたくさんございますので、私はこういうことも、市民の意識を変えていく上では、

大変必要ではないかというふうに思います。

日野市においても、今度「暮らしの天気図」という名前の小冊子が変わりまして、

「生活者情報J、こういうものが発行されて、特集が組まれ、 「ごみ戦争、東京埋め立

て場非常事態宣言」、こういうことを市民に訴えておりますが、このことを私は、多く

の市民の方たちが読まれまして、生活・保健センターの中だけでの範囲でなくて、もっ

と多くの市民にこれを自に触れさせ、そしてごみを考えていく。現場の中でも、働く職

員の苦労などもみんなで考えながら、ごみ対策について今後どのようしていったらし、い

かということを市民と一緒に考えていく、このためにも、今回の質問をいたした次第で

ございますo

以土、 6点についての御回答をお願いしたいと思いますO

0副議長(福島敏雄君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。清掃部長Q

0清掃部長(小林修君) お答え申し上げたいと思います。

質問点数が少し多いので、抜かしちゃった場合は、また御指摘願いたいと思います。

確かにごみ減量、またごみ問題については、市民の皆様の理解と協力がなければ、行政

だけでは満足なごみ減量対策ができないわけです。

そこで、御質問の第 1点目、市民会議の件でございますけれども、これは 8月23日に

生活・保健センターで開催させていただきまして、 35名の希望があったわけですけれど、

当日は28名の方が御出席くださいまして、いろいろ御意見、またお知恵をいただいたわ

けで、す。その中の、いろいろありましたけれども一つは、自分が実際体験、またやって

いるということですね、そういうお話をなさった方も多いわけです。それは、一つはや

はり、ごみ減量のために、コ γポストをやっているんだという御婦人もたくさんおられ

ました。そういう、ちょっと工夫すれば、こうやってごみ減量ができるのになという形

のお話をいただいて、何人かの方からいただきました。それから、 一番多いのは、 ごみ

の分別ということでございます。 議員さんおっしゃいましたように、ごみの中には再利

用なり資源になるごみがいっぱいあるわけですから、もう少し分別をできないかという

御意見が圧倒的に多かったわけです。そのお話の内容を今、テープにとって反訳してお

ります。できたら、それをもう少し分析してみたいと思いますけれども、主な点として

は、大ざっぱですけれど、そのような内容でございました。

それから、市民会議の28人の方々の構成ですけれども、御婦人が28名中26名で、男の
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方が 2人だと思います。そして、みんな自分の資格で自主的に参加なさっていただきま

して、ある 1団体は、団地の自治会の方が4名ですか、一緒においでになったというふ

うな現状でございます。 2時間ちょっとの会議でございましたけれども、 1人短い時間

の発言だったものですから、参加された方が、それでは満足はしてないと思います。で

きればこういう会議を、今後とも清掃部としても、また、ごみ問題は清掃部だけで当然

できるわけでございませんから、当日も、生活環境部の関係の方が一緒に出席していた

だいたわけですけれども、清掃、また生活環境部の方、関係者が市民の皆様の御意見な

り発言をじかに聞かせていただきたいと思っておりますo 今後もできれば続けていく 気

持ちでおるところでございます。

それから、 2番目の分別収集でございますけれども、御存じのように、 日野市は今、

4分類しているわけですね。 可燃、不燃、粗大、それか ら有害ごみの4種類でございま

す。それで、特に不燃の中にカレ ットが入る率が多う ございます。組成の分析をしてみ

ますと、平成元年の平均を見ますと、ガラスが30%、不燃ごみの中に入って ございます。

それから多いのは、金属が26%。金属は御存じのように、クリーンセ γターの中の破砕

機の中で自選別で有価物に変える ことができますけれども、 ガラスはそのまま破砕 して、

最終処分地へ行かなきゃいけないという ことになりますので、年間 1万 トンの不燃物が

出たとしても、 平均 して30%あれば、 およそ3，000トγ近いものがガラス類であるとい

うことから、今回、9月の補正予算で、 とりあえず55カ所あります地区セγターの中で、

4トン車が入れる、そしてまたド ラム缶が置ける場所を実地調査しま して、その中で30

カ所を選んで、予算が通 り次第、設置させていただきたいと思っておりますo それの様

子を見て、将来、もう少しふやせる所があったら、ふやしていきたいし、それか ら地区

セγターでなくて、 公民館とか福祉センタ ーなんか も、私たちの構想、の中に入っている

わけでございます。そ うやって少 しでも資源とな る、また重量物で、あり ますので、重量

を減らすためにも、カレ ット収集にもう少しカを入れさせていきたし、と思います。それ

から、特に、やっぱ りそう いうこ とを徹底させるためには何とし、し、ましでも、市民に対

する呼びかけが必要なわけでございますから、PRというものはできるだけ多く出して、

働きかけて理解を、また協力をしていただくように努めてまいりたいと思っております。

それか ら、有害ごみであります乾電池、それから蛍光管でございますけれども、これ

は地区セγターとそれから電気屋さんの御協力をいただいて、市内に176カ所乾電池用、

それから蛍光灯用の容器を置かさせていただいているわけでございます。やはりその中

で、特に電気屋さんは、庖先に出していただいているんで、さっ き御指摘ありました、
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容器の中に、容器そのものが多少、何でも捨てるというふうなものと似ているかもしれ

ませんけれども、飲料水の缶が入っているという苦情を、業者の方とお話し合いをする

ときに、指摘されるところでございます。私たち、クリー γセンターの清掃部の職員と

しても、何かいい容器がないかということで業者にお伺いをしているんですけれど、な

かなか今現在の容器にかわる、わかりやすくて市民に間違わないものがないものですか

ら、今後も、そういう容器についても検討させていただきたいと思っております。

それから、 4番目のごみ減量リサイクル活動をしている団体の援助でございます。

清掃部としては、回収団体の方に、奨励費を出しているわけでございますけれども、

それはある程度いいんですけれども、私、さきの市民会議のお話の中でも、自分たちが

回収して集めた置き場所がないんだと。それは何とかならないものだろうかというお問

いかけがございました。確かに地域によっては、せっかく瓶だ、缶だ、古紙などを集め

ていただいても、置く場所がないんで、回収が思うようにできない、という声も聞いて

おります。清掃部はちょっと場所的にへんぴな所にございますんで、どこか市内のいい

所に、一時的な宿でもあれば、市民の皆さんは助かるんじゃないかという考えを持って

いるところでございます。

それから、アルミ缶をつぶしてペチャ γコにする機械でございますけれども、実は清

掃部の中でも、職員が試作的につくってみまして、二、三台っくりました。簡単なもの

で、足で踏むだけのものでございますけれども、ある熱心な自治会が、それを貸してほ

しいというんで、今、 1台貸しておりまして、それをつぶして、そして業者に渡してい

ると。また、オレ γジボックスに入れるとしても、つぶしたものを入れてくださるとい

う活動をなさっている自治会もございます。高いものは電動式で、何十万というものも

ございますし、簡単な足で操作できる機械もございます。市でそれを購入して回収団体

の皆さんにお貸しできるかどうか、部内で検討させていただきたい案件だと思っており

ます。

それから、業者に対する助成でございますけれども、業者の方と、まあ、日野市には

11団体が日野支部を形成しているわけでございますけれども、先日もお会いして、いろ

いろお話をした中で、日野支部の業者の方は、自分たちは一つの事業としてやっている

んだから、自分たちに対する助成は必要ない、ということを明言されておりますo もし

も我々に助成する分があったら、回収団体の方ヘ 1円でも 2円でもそれを回してほしい、

というような代表の方からの申し出がございました。そして、ことしから二、三の市で

ございますけれども、業者に対して 1キログラム当たり 2円の補助金を出している市も

ございます。これについては、そういう回収団体が抗議をしまして、来年度からなくす

というような方向へ、業者は要らないと、そういうものはですね。いう形で、廃止の方

向へ向かう市もあると聞いております。ですから、もしもそういう資源を回収するなら

ば、回収団体の方へ振り向ければと思っているところでございます。

それから、 5番目のリサイクルセンターの活用でございます。

御存じのように、リサイクル事務所も 4年を経過しまして、年々順調に成長しており

ます。平成元年度は、総売り上げが452万9，000円ばかりございました。その主なものは、

先ほどお話もありましたように、自転車を多少修理して、一般の皆様にお届けするとい

うのが、約この450万の中の230万分が自転車の売り上げでございます。そのほか、家電

とか家具の売り上げで、平成元年度の総売り上げ点数が、 2，995点ございます。そのよ

うな中で、 5人の職員が働いているわけでございまして、売り上げも少しずつですけれ

ど、毎年伸びておりますし、働く職員もできればふやして、もう少し家電とか家具を多

少の手を加えて修理できれば、もっとし、し、ものが市民の皆さんに提供できるわけですか

ら、そういう方向も考えてまいりたいと思っております。

ただ、確かにPRを、 2カ月に一遍ぐらい広報でお願いしているわけですけれども、

これも PRを確かにすれば、広報を見ていただいて、電話がかかってくるケースが多い

そうで、すO ですから、今後も月一遍でもそういう PRを、紙面を割し、ていただければ、

私たぢは大変助かると思っτおります。

ただ、問題は、ちょっと不便な所にございますので、せっかくいろんなものが並べて

あるわけですけれども、もう少しし、いものを展示でき る場所があれば、いいなといつも

思っているところでございます。また、御指摘のように、職員等もふやしまして、リサ

イクルの展示場をもっときれいにして、見やすいようにという形の努力もしてまいりた

いと思っているところでございます。

それから、市民への働きかけでございますけれども、確かに、もう市民の皆様の協力

等がなければ、ごみ問題は一日たりとも解決するわけはないわけでございますから、い

ろいろな形で、市民へ働きがけていきたいと思ってますし、特に消費者団体とか、生活改

良グループとかというのが現実にございます。私たちがすぐ働きかけて、また呼びかけ

できるのはそんな団体だと思っておりますけれども、この辺についても生活環境部の生

活課とよくお話し合いをして、できるだけ市民とじかにお話ができたり、またPRがで

きる形をとっていかないと、清掃部というのはちょっと限界がある面もございますので、

そういう働きかけも十分やってまいりたいと思っていますので、ひとつよろしくお願い
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0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

それに加えまして、牛乳パックのお話が先ほど出てまいっております。これは現在、

大きくクローズアップされておるところでございますが、現在、主管部署で、それらに

対します、いわばストッカーといいましょうか、その辺につきましての準備方、検討を

進めておるのが実態でございます。

また、最後の点での市民への働きかけでございます。

お話にございましたとおり 、消費者情報のPR誌を発行している経過があるわけでご

ざいますが、これらも、現在行っております媒体としての内容の見直し、あるいは配布、

いわば所期の目的であります、いかに一人でも多くの方々に内容をお知らせするかとい

う点をとらえましての配布方、見直しを現在しておると ころでございます。これからも

大いに市民に利用される媒体として発展を期してい きたし、というふうに考えております。

また、年に一度行われます「消費者展J、これにつきましても、平素の活動の発表の場

と同時に、やはり発表そのものの内容が、市民の方々への一つのPRという役目も担っ

ておるところでございます。これ らにつ きましての催し、また催しに対する PR、これ

らにつきましでも鋭意努力していきたい、そういう考えの中で準備を進めております。

これらごみ減量、あるいは減油といいましょうか、あるいはリサイクル、こういった

点につきましては、先ほど清掃部長からもお話がありましたとおり、私どもの立場とい

たしましては、 清掃部との緊密な連携の中でしませんと、やはり実効あるものとなり得

ないものがございます。そういう点から、連携プレー、緊密なる関係を保っていくとい

うことに現在努めておるところでござい ます。

以上、お答えいたします。

0副議長(福島敏雄君) 鈴木美奈子君。

したいと思いますo

抜けている点があるかもしれませんけれど、以上で御回答とします。

O副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、 3点目の庁内のごみ減量対策についての御質問

にお答えをさせていただきます。

庁内から出ますごみでございますけれども、特に不要の紙、不要紙でございますけれ

ども、このごみにつきましては、紙資源の再利用とごみの減量化を図るということで、

可能な限り、焼却処分ではなく、再生処理できるものとできないものとに分別し、たしま

して、再生処理の可能な不要紙等の回収に努めているところでございます。具体的には、

各課に備えつけのかごを置きまして、回収をいたしてございます。今後、さらに回収体

制の確立と、それから各課の協力を得まして、資源のリサイクルとごみの減量化に今後

も努力をしていきたいと、このように考えております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

私の関係といたしましては、第4点目のリサイクル活動をしている団体への援助、並

びに最後の 6点目、市民への働きかけーということでございます。

私どもは、御承知のとおり、市民運動を支援するという立場でございまして、現在、

これは運動に対する支援といたしましては、状況を申し上げれば、今ここで課題とされ

ておりますアルミ缶、家庭での廃油の回収につきましては、日野市市民生活運動推進協

議会の運動を支援する形で、事業委託いたしております。これは、予算としては 6万4，

000円ということでございますが、さらには生活・保健セ γターの敷地内、市で集積を

配置し、その利用に供しておるところでございます。また、リサイクル活動体、これは

消費者団体の内にあるわけでございますが、これらに対します学習会、あるいは講演会

を開催する場合の講師料の一部補助、あるいは事業開催に際しましての生活・保健セ γ

ターの生活の広場の提供を行っておるというのが実情でございます。

そういう中で、元年度の廃油の回収並びにアルミの回収の実績を御参考までに申し上

げますれば、これは毎月 1回、第4木曜日、市内 7カ所において行っているわけでござ

いますが、元年度におきましては1，300リッタ一、これにかかりました人数が、 140人と

いう方々が実績として挙がっております。また、アルミ缶につきましては、およそ15キ

ログラムという把握をしておるところでございますO

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

きょうは、いろいろとごみ問題についての問題提起をいたしましたので、私が提案い

たしましたことをぜひ積極的に生かして、 自治体 ぐるみ、住民ぐ るみのこのごみ減量運

動についても、ぜひ積極的にやっていただきたいという ふうに思います。やはり、教育

も大事でございますので、ごみの焼却施設などを小学生も見学に行っているようでござ

いますし、また、女性のいろんな団体の方たち も、ここに行ってごみの問題を自分たち

のことと して勉強していきたいという、そういう婦人団体もございますので、こういう

ことについても、さらに積極的に進めていただきたいというふうに思います。

それから、スーパーなどで、過剰に包装しているこういうものについても、スーパー

などでそれを買い取らせる、そういう運動も、自治体としてはこれから、やっていいの
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0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

国内の経済が発展をし、国民生活が豊かになる、そのために

きある程度の矛盾が出て、その矛盾に対する批判が国民の世論になるという状況があっ

てもいいんじゃないかと思うわけでありまして、そういう意味で、御提言は御提言とし

て貴重なお話ではございますが、もっともっと深層部分から考えていく必要がある、こ

ういうことを痛感をいたしております。

たまたま「ごみ減量市民会議Jというふうな、つまりどなたでも関心のある方はお集

まりください、そこから、そういう会合から出発いたしまして、またその中に、我々の

ヒントになるそういう情報もいただけないのか、ということも期待をいたしております。

だんだんそれが市民運動ふうに組織をされ、展開をされていくということも、お手伝い

をしたい、このように願っておるところであります。

それから、分別収集というのは、一つの能率とそれから資源をリサイクルする、そう

いう経路をつくるために 4分別とか 5分別とか、自治体によって多少の違いはあるわけ

でありますが、大きく言って、いわゆる不燃物、それから燃してはいけないというもの、

それは公害をもたらすか ら、別のルー トに処理をゆだねなければならない、こういうそ

れぞれの理由があるわけであ りま して、 市民の方に面倒なこ とをあんまりお願いをする

ということは、行政としてはどうかというふうにも考えるわけでありますが、大まかに

できるところをひとつやっていただしというと ころから現実の成果を上げてい きたい、

このようにも願っておりますO また、そのような考え方から現在の分別方式を生み出し

ておる、というふうに御理解をいただ きたいと思います。

一時、廃乾電池のことが喧伝されたわけでありますけれど、多摩の自治体と いたしま

しては、 一応分別収集をいたしまして、北海道の野村興産の水銀処理場に今でも送って

おるわけでありますけれど、 これは恐ら く、全体の量から言えば、 極めて微々たるもの

である、そう 言わざるを得ませんo また、そのようなことを、分別をしなければならな

かった理由の一つには、現在、日の出にお願いをしております終末処理場は、地元の監

視が行っておりますから、地元の監視の中で、 廃乾電池を何市のごみの中にはかなり見

受けられた。場合によった ら、そのごみは持って帰れ、 と言われた場合もあったわけで

あります。そうい うこ とから、 この日の出に持ち込む自治体は、なお廃乾電池はできる

だけ別の分別にして、その経路にゆだねると、こう いう ことを継続をしておりまけれど、

意識としては非常に低くな って、市内に容器を置いてありますけれど、必ずしも成功し

ているということは言えない、このようにも思っております。

東京都ではまた、これもそうだそうですが、要するに廃乾電池が土壌な り大気なり、

水質なりに有機水銀を残留させるということは、極めて低い数値であって、つまり直接、

ではないかというふうに思うわけです。

私は、最後に市長の方から、私が提案いたしました 6点について、どのように考えて

いらっしゃるかお聞きいたしまして、質問終わりたいと思います。よろしくお願いしま

す。

ごみ問題をっくり出して、その矛盾からどのように解決を見出すかということに、ごみ

問題という形でマスコミ等にも取り上げられ、国民の一つの課題としてクローズアップ

をされてまいっております。

かつて「ごみ戦争j というふうな言葉が用いられた時代があります。そのことは、国

の法体系が、いわゆる生活廃棄物は「地方自治体の固有の事務に属する」、こういうこ

とになっておるものですから、処理場の確保が、焼却場として、あるいは埋め立て処分

場として必要でありながら、そのことがなかなか難しいという課題を持った時代があり

ます。

我々のこの三多摩地域でも、人口の急増に伴って、いわゆる自治体がごみ問題という

形でいろいろな課題を擁しておることは言うまでもありません。産業廃棄物は、これま

た別体系で、別の処理の経路があるわけで、すが、生活廃棄物は、これは自治体の固有の

義務だと言われ、自治体としては、たくさんの矛盾を感じながら、営々として何とか解

決を見出そうということで努力はしておるわけでありまして、最近のいわゆるごみ問題

一一問題というのは、要するに解決を要するから問題と言うわけでありまして、消費生

活の中に、つまりごみという、直接用途のないものが非常にふえた。これは包装紙等の

こともそうでありますし、容器も同様であります。それから一方に、情報化社会の発展

に伴ってとし、いましょうか、いわゆる新聞紙、雑誌類、それに近ごろは、電算機器のた

めの用紙類が非常にふえてきた、こういう状況があります。それもまた、資源としては

海外から生の資源を、つまり木材ですが、乱伐をして、そして海外の自然環境を壊して

いるという、関連のあるわけでありまして、つまり矛盾だらけと言っていい状況ですか

ら、大きな矛盾は政治が解決をしなければいけないと思いますし、それから、具体的な

生活に関係する部分は、市民生活ないしは自治体行政において解決を図っていくという

ことでなければならないと思います。

それでは、余り市民生活が何といいましょうか、我々の自治体も同様ですが、努力を

して解決をしてしまうと、本来の問題が先送りになってしまって、むしろ私は、いっと
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生物の健康には悪影響をもたらさないという学説に頼っておる、こう言わざるを得ませ

ん。これは信用していいかどうか、我々も多分に疑問とするところであります。それか

ら、いろんな方法で市内の各団体等が、資源ごみとリサイクルに努力をしていただいて

おるわけでありますので、それに対するシステムをなるべく能率化する、あるいは余り

安ければ、若干の援助をするということは、効果を上げる施策ではないと思っておりま

すので、できるだけそれは有益な結果を生むように努力をしなければなりません。

ただ、その廃品業者という方々は、経済循環の中で一定の役割を持っておられるわけ

でありますから、その方に、不採算だということで助成をしてみても、これはもう無限

の助成になりかねないわけでありますから、やはり業界でも、日野市の皆さんは、自分

たちに配慮するよりも、収集団体に配慮するのが有益だ、と言われることは、極めて理

解のある配慮だと、このように評価をするわけであります。ですからむしろ、何か別の

方法で運搬とか、あるいはストックのシステムとか、そういうことで効果のあることが

あれば、これは行政としても積極的に取り組んでよろしいと、このように考えておりま

す。

クリー γセγターの中のリサイクル行政につきまして、これもおのずから限度があり

ますけれど、確かにどこかに展示場があって、そこに家具とか自転車とか、何か再利用

の価値のあるものを商庖風に展示することは有意義だと思っておりますので、そのよう

な場所を探したい、このように考えております。何といいましでも、市民の方々の理解

と、それから行政に対する御協力、これが日野市では、容器というボックス方式という

ことと、それから、機械化いたしまして、従業員の方の労働安全衛生にも問題をほぼ解

決をいたしましたので、一定の将来の長期にたえることのできるシステムだ、このよう

に考えております。

コンポストの御意見も、議会でもございましたし、ごみ減量の市民会議で、自分の実

践を発表された方もございますが、場所が公的な場所でなければいけませんのと、それ

から使い道が、菜園をやっておられるとか、花でも栽培しておられるとかいうことであ

れば、すぐ役立つわけでありますけれど、それを大量に別のシステムで製造し、消費に

向けるという方式が今成り立たないものですから、今のところ、ちゅうちょせざるを得

ない、こういう実情にあることは、先般、申し上げたわけであります。いわゆるごみ問

題の解決というのは、大きく言えば、人類の文化・文明、また生活態度、こういうこと

にもかかわってくるわけでありますので、非常に息の長い問題。私は、市長に就任当初

から、ごみと下水ということが、住民自治の一番接点で、これを解決するのが、自治の

-108 -

一つの大きな眼目だ、というふうに市民の皆さんにお願いをしてまいりまして、下水の

方はこれは、装置をつくることによって、つまり下水道を完成させることによって、ほ

とんど解決するわけでありますが、ごみの問題は、これはもう半永久の課題であります

から、いろんな工夫、創意を凝らしながら、資源を大切にするという観点から、また、

公害を発生させないということを配慮、しながら、むしろ非常に科学的な手段によって、

その経済との関係のコ γ トロールを図る、こういうことが問題を解決する方法ではなか

ろうか、このように考えております。

自治体として永久課題でもございますので、その時点になすべきことをしっかりと正

しくやっていくということが、前進の布石だと、このように理解をしておるところでご

ざいます。

0副議長(福島敏雄君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) 市長のごみ問題に取り組む姿勢が、今はっきりと述べられま

して、私も女性の議員の立場で、ごみ問題は終生私にもつきまとう問題でございますの

で、ぜひこのことを市としても積極的に、私が今回提言いたしました中身についても行

政としても取り上げていただき、ごみ問題を解決するために、御努力をお願いしたいと

思います。

以上で、終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 1の 1、ゴミ減量とリサイクル活動を市民参加

でつよめよの質問を終わります。

一般質問2の1、子どもの権利についての通告質問者、下村功君の質問を許します。

(8番議員登壇〕

08番(下村功君) 子供の権利ということで、まず一般質問をさせていただきます。

昨年、 1989年の11月の20日でございますけれども、第44回の国連総会で、 「子どもの

権利条約」が採択されました。この条約は従来のように、子供というものを、子供の権

利をその客体として見る、すなわち権利を与えてあげるという受け身の側で子供をとら

えるのではなくて、権利の主体として、すなわち子供も人間であり、固有の権利として

人権を持っているんだという側として位置づけて、 18歳未満のすべての子供に対して生

存権、発達権、意見表明権や表現情報の自由、思想・宗教の自由、教育を受ける権利及

び遊びゃ文化への権利など、人間として不可欠な権利を認めるよう、締約国に法的な整

備などを義務づけるという条約でございます。

この子供の権利条約は、つい先日、今月の 2日でございますが効力を発しまして、既
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に31カ国が批准し、また、批准する意思の表明となる調印をした国は百カ国以上となっ

ております。残念なことに、まだ日本は、批准の意思すら表明していないのが現状でご

ざいます。むしろ日本の教育現場では、子供の権利より、とにかく子供の画一化と選別、

そうしたものが先行しておりまして、いかに大人の言うことを無批判に受け入れるよい

子をつくろうか、ということに躍起になっている感すらするわけでございます。

この校則をめぐる象徴的な事件が、この夏ついに起きてしまった。これは皆さんもよ

く御存じのように、 7月 6日の朝、兵庫県立神戸高塚高校で、遅刻の生徒を締め出すた

めに、校門指導の教師が締めた正門の門扉に挟まれて、 1人の女子生徒が亡くなったこ

の事件の異常さというものは、多くの国民に少なからぬショックを与えたように思いま

そうしたものも含めた人権侵害というものについて、この日野市の現状は、一体どうなっ

ているのか。また、 7月の兵庫県の事件と関連して、校則といったものの見直しあるい

は指導を各校に与えているかどうか、その点について、まず御質問いたします。

次に、条約には子供の意見表明権、表現・情報の自由、思想・良心・宗教の自由、そ

して結社・集会の自由などが認められておるわけですが、これは読んでみますと、日本

国憲法に、これは私たち大人も含めてすべての人間、という形で認められている権利が

子供にももちろんのこととして認められておるわけですが、この辺を教育の側面から、

どうとらえるのか、その辺についてどうお思いになるかについて、御質問させていただ

きます。

もちろん、子供の権利という側面は、何も教育のエリアだけの問題ではございません

で、福祉その他、幅広いところに関係してくるわけですので 3番目としましては、特に

市長にお聞きしたいのですけれども、この子供の人権を保障していこうという、国連を

中心とした世界の動きについて、日野市の姿勢をお伺し、し、たしたいと思います。

以上、 3点について御質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 下村 功君の質問についての答弁を求めますO 教育長。

O教育長(長沢三郎君) 私の方からお答えさせていただきます。

今、下村議員さんの方から御質問のありました人権尊重の教育という問題につきまし

ては、これは東京都の教育の方針にも、それから日野市の教育の指導の重点にも、一番

冒頭に掲げられている問題でございます。

余り長い文章でないので読ませていただきたいと思いますけれど、平成 2年度のこと

しの学校教育要覧等、教育委員会の方で発行しておりますけれど、この冒頭に、人権尊

重教育の推進ということで、 「日本国憲法に基づき、教育基本法に示された教育の目的

を達成するためには、学校の教育活動全体を通して、あらゆる偏見や差別をなくし、人

権尊重の教育を徹底することが重要である。特に各学校においては、一人一人の児童・

生徒の持つ個性と創造性を伸ばし、人権尊重の精神を培い、互いに励まし、協力する態

度を育てることが大切であるJと、こういうふうに記されているわけなんです。

特に、学校現場におけるところの体罰あるいは、 言葉によるところの暴力、こういう

ものにつきましては、事あるごとに学校に対しては、それらの問題が特に教師を通し、

行われないようにという形での指導は、繰り返し行っております。

それとあわせて、この校則の問題でございますけれど、確かに一時、 「荒れる中学校J

というような状況で、全国津々浦々の中学校で、相当生徒のいわゆる校舎破壊行為だと

すO

私は、この事件を単なる不幸な出来事として片づけてはいけないのではないか、そう

思うわけでございます。門を締めた教師の過失の責任は当然に関われるべきでしょうけ

れども、まさにその教師に文字どおり教育の門を締めさせた決まり、校則、それこそ、

その原因をなすものであり、その校則を決めた人物、あるいは組織というものこそ、こ

の事件の主犯ではないか、そう思うわけであります。この事件は、 1人の子供から教育

を受ける権利のみならず、人間としての生存権すら奪ってしまったのであります。まさ

に子供の人権を無視したもの、と言わざるを得ないわけでございますO

ところで、この原稿を推敵しておりました昨日の朝の朝日新聞ですけれども、兵庫県

で今申しましたような事件が起きたにもかかわらず、また大阪のある高校で、ズボンが

細し、の、スカートが短いの長いのといって、何とこの 2学期が始まってまだ 1週間です

が、 600人もの生徒が強制的に下校させられるということがあった、ということが明ら

かになっております。

なぜ、ここまで大人は性懲りもなく子供を規則規則で縛るのか。全く規則が必要ない、

ということは申しませんけれども、憲法にも規定されておりますように、公共の福祉と

いった権利というものは、最小限、その権利を保障されなければならない。そういうこ

とを根底に置きますならば、こうした事件というのは、非常に不幸な事件である、と言

わざるを得ませんO

そこで、この兵庫県の事件も念頭に置いて子供の権利というものについて、幾っか御

質問をさせていただきたいと思います。

まず初めに、故意、あるいは過失を問わず、教育の現場において実際に行われている子

供の人権侵害、例えば、つい先ごろまでは体罰といった問題があったわけですけれども、
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か、その他暴力行為等が起きた時期もあるわけでございますけれど、その当時、学校に

よっては、生徒が下校した後までの状況まで縛りつけるというような校則がつくられた

所もございますけれど、この校則につきましては、毎年、この子供の実態というものを

踏まえながら、生徒会、いわゆる子供たちの代表も参加しながら、検討しているという

ことが現状でございます。特に、最近の中学校の子供たちの考え方、そういうものにつ

きましては、日野市の場合等におきましては、 8校の中学生の生徒会の役員等が集まり

まして、中学生サミットというような形のことを毎年行いながら、それぞれの学校の交

流等も含めて、この校則の持っている問題等について検討しております。

ただ、服装の問題とか、あるいは校内の規律の問題、この問題等につきましては、子

供自身が自覚して対応するということ、このこと自身が非常に大切な問題でありますし、

子供自身がそのことについて自分から自覚して対応した場合においては、校則というも

のが学校の一つの決まりとして生きてくると。それをただやみくもに上から押しつけて

いくという、そういうような状況の中では、ちょうど中学生年代の年齢の時期の子供た

ちにとって、必ずしも教育の効果というものが、そのままあらわれない部分というのも

出てまいりますので、その辺につきましては、各中学校と十分連絡をとりながら対応し

ている、ということも、申し上げておきたいと思います。

それから、 2番目のこの条約の中に、国連で締結されました子供の権利条約、この中

におけるところの意見表明権とか、あるいは思想・良心・宗教の自由、結社・集会の自

由等、いろいろ出されておりますけれど、現実問題として、この児童・生徒の発達段階

というもの、こういうものをある意味ではとらえなくてはならない。小学校の低学年の

，方も、あるいは中学校の高学年の子供、その中にはおのずから発達の段階というのがあ

るわけですから、一応教育委員会といたしましては、生徒自身にみずから考え、正しく

行動できる子供をつくっていくための努力、あるいは意志的に企画運営、そういうよう

な場をなるべく生徒自身に与えてやるとo 運動会の計画だとか、あるいは文化祭の計画

だとか、いろいろ生徒自身にそういう企画運営するような機会を与えてやる。一人一人

が生かされる教育というものを、何とか仕上げていきたい、こういう精神で取り組んで

おります。

特に、この意見の表明権というもの、最近の子供たちは、私たちが育ったころと比べ

てみますと、非常にはっきりと物が言える子供たちというものがふえてきていると。そ

ういうことについては、割合と憶せず自分の考え方を発表できることも、そういうもの

がふえてきているということは、中学生サミット等に参加して、子供たちのそれぞれの

意見等を聞いても、良識の線で子供たちがいろいろな意見を発表しているというこの意

見表明権については、相当子供たちが進んできているんではないか、こんなようにとら

えております。

それから、表現・情報の自由という問題でございますけれど、確かにはんらんしてい

る情報の中から、とにかく選択できる能力、こういうものをできるだけ子供たちにつけ

てやる指導、これも大変な問題でございまして、その表現・情報の自由という中からは、

逆に生徒自身がそれらのはんらんする情報を選択できる能力、こういものを身につける

ような努力をしておりますO

それから、あとその先に、思想・信条、あるいは良心・宗教・結社・集会の自由とい

うような形で、確かに憲法そのものには、成人を対象としての19条、 20条、 21条と、こ

れらのものがずっと並べられておりますけれど、一方では、教育基本法の中で、教育の

中立性というものがうたわれている。この教育の中立性という中では、公民としての政

治的教養、あるいは宗教に対する寛容な態度、そういうものは、やはり、教育を通して

良識ある国民としての資質をっくり上げていく上で、大事な問題であると。ただ、特定

の生徒を、あるいは宗教のための活動、そういうものについては「ならない」というよ

うな形での教育の中立性というものが、教育基本法の中にうたわれておりますので、こ

れらの問題等につきましては、大変難しい問題でございまして、あくまでも児童・生徒

の発達段階を考慮しながら対応していく性格のものだ、こんなように考えております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の子供の人権、子供の権利という課題でございますが、

本来、子供はいす・この園、あるいはいずこの人類によらず、次の世代を継いでいく若年

の層ということでありますし、また、子供に託する大人の教育が、将来を大きく律する

ことになる。それは集団としても個人としても、言えることだと思います。そして、子

供自身は、権利の思想、からいいますと、まだ未完成な年代でもございますし、また生活

能力からいうと弱者ということでありますから、その弱者の立場の子供たちを人権保障

という位置づけでよく、まあ、意識するにせよ、無意識にせよ、こういう感覚で成長を

図るということは、個人としても大切でありますし、また、一つの社会の構成をする集

団としても、非常に意義の深いことである、ということを感じるべきだと、こう思って

おりますO

日野市の場合をごく端的に申しますと、例えば、市民憲章には第 3節で「人を大切に
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し、弱い人にも子供にも」と。特に子供は、もうはっきりとうたっているわけでありま

して、 「弱い人にも子供にも、思いやりのあるまちをつくりましょう」、こういうふう

にうたわれております。それから、政策の柱としております、 5本の柱の 2番目には、

「豊かな人間性をつくる教育と文化のまちj、こういうふうに表現をされております。

私は、その人間性は、一人一人いろいろな解釈があると思っておりますけれど、思いや

りのある人をつくるということが、その人間性の豊かさをつくり出す非常に大切な部分

だ、というふうに思っております。

先日、 8月 1日号の広報にも、 「豊かな人間性を育てる教育と文化のまちj というこ

とで、ちょっと短い論説を書いたわけで、ありますが、現在の競争社会が、豊かな人間性

を育てるその環境に、いかに害悪を及ぼしておるか、ということを痛感いたします。い

ろいろな出来事はもうほとんど、それに起因していると言っていいぐらいだと思います。

競争原理は、また大切なことではありますけれど、その度合いを超えて、そして人を傷

つけたり、いわゆる人権を損なうようなことが、もう現象の上でいっぱいあるわけです

から、これらを大人自身がまず反省をし、そして子供たちにも人間性というものを本当

に体得をさせる、こういう育て方こそ、根本である、このように言えるんじゃないかと

思っております。

したがいまして、御質問の子供の人権条約、これにつきましては、我が国も早く論議

をし、正当な批准経過をとって、結論を出してこそ、世界の文明に伍していける、そう

いうことになるだろう、このように思い、また、自治体といたしましては、今申し上げ

ましたような、猫かわいがりをするということじゃありませんo 思いやりのある、しか

も将来にたえる子供をしっかりと育てる、それこそ本当に大切に育てていく、こういう

ことが、子供の人権尊重の意味だろうと思います。

0副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

なかなか子供の人権をめぐる日野市の教育行政上の問題といっても、具体的に個々に

先ほど私が申しましたような形での、意見表明権については、今の子供は次第に、そう

した意見を表明する力というのが出てきたという教育長のお答えもあったわけですが、

思想・良心・宗教、そして集会・結社まで、そうした子供に対する権利としては、私た

ち大人の側で、ふだん、非常に聞きなれないと、そういうものだろうと思いますけれど

も、今、会場からごじゃごじゃ言われる方おりますけれども、私もあなたも人の親だし、

子供の日常の教育というものについては、非常に苦心しているんではないか、そういう
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ふうに思うわけです。そのときに、子供を一体、どういう主体としてとらえるかといっ

たことが、やはり親として、子をどう育て上げていくのかといった親の貿任にもつなが

ることなので、よく聞いておいていただきたいと思います。

教育基本法、日本には憲法を基本とした教育基本法というものがありますが、 その削

文で、 「われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期すると

ともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなけれ

ばならないJと、前文にあるわけで、すO 第 1条では、 「教育は、人格の完成をめざし、

司平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤

労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた真理とともに健康な国民の育成を期して行わな

ければならない」と述べています。

まさに理念的ではありますけれども、子供の権利条約といったものの理念と相通ずる

ところがあるように思えます。ところが、残念ながら日常的には、ともすれば私たちは、

子供をやや教育機関の私有物のように扱ってしまう 面もなきにしもあらずでありまして、

また、ある親は、夜泣きをしたといって子供を殺してしまい、あるいは経済的貧困から

捨ててしまうといった現象もあり、ある教師は、生徒を意のままにならぬからといって、

殴ってけがをさせる。また、強制的に下校させてしまって、教育を受ける権利を奪って

しまう。そうしたことが起こってきているわけで、すo その極地にあったのが、 7月にあ

りました兵庫県の高校の事件であったろう、それは一つの現象面にしかすぎませんけれ

ども、それが一つの極にあったのではないかといふうに思っております。

厳しい校則だけを取り上げて言うわけではありませんが、厳しい決まりと、校則といっ

たものが、教育基本法にいう「個性豊かな自主的精神に充ちた子供を育てるJというこ

とにはつながってはいかないだろう、そう思うわけです。誤解をされては困るんですが、

決して社会的機関というものを逸脱するということがし、いことだ、ということを申して

おるのではごありません。ただ、根底にはやはり、子供を人間として見てやるといった

大人の側の問題としてとらえていかなければな らないのではないか、そういうふうに申

し上げておるわけです。こうした私たちも、かつて子供であり、子供の意思というもの

を持った奔放な少年や少女で、あったろうと思 うわけですから、そのときの気持ちをやは

り、今、自分の子供に接するときに、私たちは忘れてはならないのではないでしょうか。

最後になりますけれども、子供の人権を無視した教育の犠牲となられました兵庫県立

神戸高塚高校の石田僚子さんに心から哀悼の意を表し、この質問を終わらせていただき

ます。
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0副議長(福島敏雄君)

ます。

一般質問 2の2、かしの木荘の利用状況についての通告質問者、下村 功君の質問を

許します。

これをもって 2の1、子どもの権利についての質問を終わり に、平成元年度の利用者の数を見ますと、宿泊者に対しまして約4倍と多い一一日帰り

の方がですね、これが 4倍ぐらい多いわけでございます。この利用の内容を見ますと、

いわゆる談話室を利用して踊り、お花、あるいは歌、それから囲碁、将棋、こういうよ

うなグループによるレクリエーショ γ活動の場として利用されているのが現状でござい

ます。

以上でございます。

OjlJ議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

年々利用の実績としてふえているということはわかったのでございますが、もちろん、

宿泊・日帰りともにふえているということはわかりましたけれども、昨年度の平成元年

度の利用者数が519人ですか、これで、たしか宿泊が 1日にできるのが24人だったんでは

ないかと思うんですが、そう考えますと、かなり少ないんじゃないかと、そう思うわけ

です。まだまだふえているといいつつも、かなり少ないというふうに思えるんですけれ

ども、もちろん、福祉施設なんだからこれでいいんだと言われてしまえば仕方ないこと

ですけれども、先般の敬老大会で市長のごあいさつの中にありました、 65歳以上の方が

日野市の人口の約 7%ぐらいおられると。そうしますと、それは 1万1，000人以上、 1

万2，000人ぐらいになるかと思いますけれども、そうした、果たしてその中で、年間宿

泊・日帰り含めた2，523人が利用したことが果たして多いのかと言われると、まだまだ

少ないのではないかというふうに思えてなりません。

この点で、私なりに、なぜそうなのかという問題点を考えてみますと、まず一つには、

かしの木荘までの足の問題があるというふうに思います。健康なお年寄りといえども、

やはり、足の衰えた方もおられるでしょうし、車を持たない方もおられる。そうした中

にあって、かしの木荘のある旭が丘二丁目というのは、日野市の西の外れ、まさに市の

外れですね。また、かつパス利用でも、特に日野市の東部や南部の方では、非常に利用

しずらいのではないかと思われる場所にあるわけです。

また二つ目としては、日野市の広報頻度、この問題もあるように思われます。私たち

のような議員や、市政に何らかの強いかかわりを持つ方は別としましても、多くの市民

の方々が、市政について市の広報をよりどころとしておるわけですが、もしかすると、

かしの木荘の存在というものを知らない高齢者の方が、また市民の方がおられるかもし

れません。

また三つ目としまして、果たして現状のかしの木荘の設備が、高齢者の利用のニーズ

08番(下村功君) それでは、次の質問に移らせていただきます。

やはり昨日の新聞だったと思うんですが、府中市でしたかたしか、条例などにありま

す「老人Jという言葉を「高齢者Jにすべて置きかえるという作業をしておられるよう

です。それで私も、日野市のいろいろな広報を見ますと、老人いこいの家「かしの木荘」

と書いてありますが、あえてここでは高齢者という言葉を使わせていただきますo なぜ

かと申しますと、老いた人と書くことは、今65歳以上を高齢者とするならば、当てはま

らないのではないか。やはり、年は高いが、かくしゃくとして元気な方も多くおられる。

そうした現状を見たときには、やはり高齢者という言葉が適切なのではないかというふ

うに思いますo

そこで、高齢者いこいの家「かしの木荘」ですけれども、 65歳以上の健康な方を対象

とした高齢者専用施設でございます。そして単に集まりや入浴ができるというだけでな

くて、三多摩26市でもただ一つの、宿泊もできるという高齢者施設という点では、評価

ができる、そう思います。利用料も日帰りで300円、宿泊で900円という、まあ破格の安

さと言ってもいいのではないかと思いますが、自炊であることを考慮しても、利用しや

すさへの配慮、があった、そういうふうに思います。

ところで、こうした施設も、利用されなければ、宝の持ちぐされであることは言うま

でもありません。そのためには、高齢者が利用したいという気が起きるような施設であ

る必要があることも自明なことだと思っています。

そこでまず、御質問ですけれども、かしの木荘の利用状況について、ここ数年の傾向

と昨年度の利用者数を、宿泊・日帰りの別でお教え願いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 下村 功君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

かしの木荘の利用状況でございますが、現在までの利用状況について、過去 5年間の

推移を見ますと、宿泊につきましては、 60年度が227名、 61年度が283名、 62年度が472

名、 63年度が428名、また平成元年度が519名となっております。また、日帰りを加えた

合計利用者でございますが、 60年度が1，486名、 61年度が1，768名、 62年度が2，201名、 6

3年度が2，488名、平成元年度が2，523名と、若干でざいますが増加をしております。特

F
0
 

1
4
-

1
E
A
 

円

i
可
tム

ーE
A



に合っているのかどうかということも、もう一回考えてみる必要があるのではないかと

思います。昨今、ずっと温泉ブームというものが続いておりますけれども、ちょっと 1

泊で温泉でもというふうに気軽に行ける時代であります。せっかくの福祉施設ではあり

ますけれども、よほどの利点がないと、利用する気が起きないというのも、また当たり

前ではないかと思われます。

以上の点を勘案して、次の提案をしたいと思いますが、それについてのお考えをお聞

かせ願います。

まず、 1番ですが、かしの木荘までの足の問題を解消するために、送迎パスを考えて

はどうだろうか。もちろん、コストがかなりかかる問題ですので、もし、専用送迎ノ〈ス

というものが運行できないのであれば、今、福祉関係で使用しているパスの転用も考慮

されてはいかがかと思うわけです。

2番目といたしまして、市民への、特に高齢者への一層の広報を考えてはいかがだろ

うか、と提案するわけで、す。例えば、他の福祉施設も含めた福祉マップなどをつくられ

て市民に配布されてはいかがか、そう思います。

それから 3番目に、今ある浴場を思い切って温泉に変えてはいかがか。決してこれは

とっぴなことではなく、民間などでも、遠くにある温泉場の有名な湯を運んできて使っ

ている所もありますので、それについてもぜひ一度、お考え願いたいと思います。また

は、薬草を入れて薬草湯にしてもいいかとも思います。

以上に加えまして、施設に幅を持たせるという意味からすれば、 4番目として、もし

利用がない日には、 65歳以上にかかわらず、弾力的な利用も考えてはどうだろうか。そ

うしたらし、かがでしょうか。

以上の4点について、市のお考えをお聞かせください。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

老人いこいの家「かしの木荘」は、お年寄りの静養あるいは気分転換の場を提供する

目的で施設が設置されております。施設の面からも、個人あるいは小グループの利用と

いうことで、 4人部屋が 6室、その他18畳ほどの舞台っきの談話室ですか、こういう施

設内容になっております。したがし、まして、福祉セ γターのように、老人クラブ等の活

動の拠点とする、また団体利用できる施設の利用と比較いたしまして、どうしても目的

の違いから、利用者が少ないということも否めない事実でございます。しかし、現状の

利用状況から見ますと、もっともっと利用を高めていかなければならないというふうに

考えているところでございます。

ただいま御指摘のありました交通の便でございますけれども、現状では、県聞の北

の駅から 3系統、また高幡、城祉公園ですか、この巡回パス、この 4系統でごさにしd

て、それぞれ下車した停留所から 5分ないし 7分程度の距離にございます。御指摘のと

おり、交通の便の問題もございます。それで、御指摘の受けました福祉パスの利用でご

ざいます。福祉ノミスの利用については、原則といたしましては、定員の過半数以上の利

用がなければ、利用ができないというふうな原則がございますけれども、そのあたりに

つきましては、弾力的な運用ができるかどうか、十分内部で検討を加えていきたいとい

うふうに考えております。

それから 2点目、 3点目でございます。施設マップ、あるいは温泉、これら今、御提

言を受けたわけでございますが、いずれにいたしましても、 PRを含めた中で、利用者の

ニーズを把握いたしまして、利用しやすいよう、魅力あるサービスの提供ができるよう

研究し、利用効果を高めていくよう努めていきたいというふうに考えてございます。

それから、第4点目の年齢の弾力的運用でございますが、やはり老人施設であります

ので、年齢に制限を規定することはやむを得ませんO その運用に当たりましては、弾力

的に運用せざるを得ないんじゃないかというふうに考えておりますが、例えば、グルー

プで施設を利用する場合、そのク.ループの中に50歳の方、 55歳の方が含まれていても、

いいんではないかというふうなことで、その運用に当たりましては、今後、弾力的に検

討を加えていきたいというふうに考えていますO

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

1番の足の問題については、ぜひともほかのパスの転用ということも検討していただ

きたいと思いますO

また、 2番目、 3番目の施設マップや、温泉に切りかえるかどうかといったことは、

検討していただけるということなので、ぜひとも他の実施 している所もあると思います

ので、そういう所の研究も含めて検討を加えていただきたいと思います。

そして 4番目の、利用がない日には、その年齢制限にこだわらない弾力的な運用を考

えてほい、ということについても、ぜひともこれは利用率を高める一ーもったし、ないの

ではないかという市民の声もありますので、ぜひとも検討をお願いしたいと思っており

ますO
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もちろん、今、私がこうして 4点提案いたしました何点かについては、費用の面でな

かなか即答できないということもあると思いますけれども、しかし、どれもやろうと思

えばできないことではない、そういうふうに思っています。もちろんこれ以外にも、今

の利用率を高める、もっと多くの人が利用したい、高齢者の方が利用したいと思うよう

な施設づくりができる方法があると思いますので、そうした検討も加えて今後、市の方

で御検討願いたい、そういうふうに思います。せっかくの市民の施設ですから、利用し

てよかった、また来ようという気を起こさせるような、そういう施設にしてくださいま

すよう、そう御尽力くださるようお願い申し上げまして、お昼にもちょうどなりました

ので、この質問を終わらせていただきます。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 2の2、かしの木荘の利用状況についての質問

を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

正午 休憩

午後 1時11分再開

いますけれども、そこで心配なのが、工事に伴うほこりだとか騒音等の環境問題でござ

います。

そこで、都市整備部長にお尋ねしますけれども、これらの環境問題に対して、行政と

してどのような考え方をお持ちなのか、まずお聞きしたいと思います。よろしくお願い

します。

0副議長(福島敏雄君) 内田 黙君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) 私どもの部で進めておりますのは、下水道事業とそれ

から区画整理事業でございます。これらの事業を進めるに当たりましては、関係の権利

者はもとより、工事を行うところの周辺の住民の方に、その工事なり事業の理解をまず

してもらうということでございます。その上で工事を行うわけで、工事にかかる障害等

につきましては、まず事業者といたしましては、最小限にするよう努力すると同時に、

関係する住民の方につきましては、事前にその説明をし、理解をし、協力をしてもらう

ということで対応しているところでございます。

0副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田動君) ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

ところで、東豊田の二丁目から六丁目の地域、また豊田の一丁目地域に、残土といっ

ていいかどうかわかりませんけれども、赤土が山積みされている所がございますけれど

も、御存じのように、ことしの夏は非常に好天が続きました関係上、この土を運ぶ車の

往来時とか、あるいはその盛った土から、非常に多くのほこりが立ちまして、特に第二

小学校の西側に住んでいる地域の皆さん方には、このほこりの問題と騒音の問題が非常

にあったわけでございます。私のところにも、何とかこのほこり対策はとれないものだ

ろうかという相談がございました。その辺について、市の方ではどんなような具体的な

対策をとってきたのか、お聞きしたいと思いますo

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたしますO

豊田土地区画整理事業につきましては、昭和61年の 8月に事業認可をとりまして、仮

換地に向けての作業を進めてきているわけでございます。現在のところ、本年の10月半

ばごろ、仮換地の発表をする予定でございます。それで、工事でございますけれども、

この仮換地の決定を待って工事をやるということになりますと、かなり現場が先に行く

わけでございまして、用地の借り上げ等ができるところにつ きましては、宅地の造成、

あるいは道路の築造を行うという考えで進めており ます。

一般質問3の1、地域住民に迷惑のかからない残土置き場の管理を望むの通告質問者、

内田 熊君の質問を許します。

(11番議員登壇〕

011番(内田駅君) それでは一般質問をさせていただきます。

現在、日野市の行政としてやらなくてはならない問題はたくさんあるわけでございま

すけれども、その代表的なものに、公共下水道事業だとか、あるいは土地区画整理事業

ではないかと思います。そのような事業のほかにも、市立病院の建てかえとか、あるい

はスポーツ施設の充実、こんなようなものが市民からも強く要望されているところでご

ざいます。平成2年度の予算で見ても、一般会計予算の392億円のうち、公共下水道事

業に約50億、そして土地区画整理事業には46億円を計上しているわけでございます。こ

れは、一般会計予算の25%にも匹敵するものでございます。このことから見ても、前述

の事業が、いかに急務であるか、理解するところでございます。

したがし、まして、今後、市内の多くの場所でこれらの関連工事が行われるわけでござ
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したがって、現在、豊田の小学校の前、それから一部豊田駅の南の方でございますけ

れども、残土が盛ってございます。この中には 2種類ございまして、一つは、遺蹟調査

によりまして、一部その土を移動させましてストックをしておく所、それからあと一つ

は、区画整理事業の中で将来の宅地造成、あるいは道路の築造に使う土をストックして

いるわけでございます。遺蹟の関係につきましては、土量そのものが非常にわずかでご

ざいますので、盛った土につきましては、シートを全部かぶせまして、付近の方に迷惑

のかからないように作業を進めているわけでございます。区画整理の方で行っておりま

す土につきましては、かなり膨大な量でございまして、シートをかぶせるというような

わけにはまいらないわけでございます。現在、搬入が完了したもの、それから搬入の最

中の部分もございます。これらの作業を進めるに当たりましては、事前に周辺の方に作

業の内容を説明し、御理解をいただくと同時に、学童の通学等の関係もございますので、

地元小学校との協議を整えまして、作業を行っているということでございます。

たまたま今、ほこり等の問題が出ましたけれども、ことしの夏は非常に乾きまして、

盛土をした表面の養生ができないわけでございます。要するに、表面に芝の吹きつけを

いたしまして、粉じんの防止を図るわけでございますが、ちょっとその作業ができませ

んので、この秋の少し雨を待ちまして実施をするということでございます。ほこりの立

つ部分につきましては、水の散布等を行いまして、極力付近の方に迷惑がかからないよ

う努力をしているわけでございます。

いずれにいたしましでも、冒頭に申し上げましたように、地域の権利者あるいは住民

の皆さん、地域の方に理解をしてもらわなければ、この事業が進まないわけで、ございま

すので、事前事業、それから最中につきまして、十分誠意を持って対応をしてまいりた

いというふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田 動君) どうもありがとう ございました。

今、部長の方からるる苦労されていることが話されたわけでございますけれども、 実

際にこの地域に住んでいる人になってみれば、どんな理由であろうと、この暑い中にほ

こりが四六時中舞ってきたんで、は、洗濯物も干せないし、また、窓、を締めて 1日クーラー

をかけていなくちゃいけないと。建物自身が、全館クーラーが効けばいいんですけれど

も、一つの部屋だけクーラーをかけてそこに閉じこもっているというような状況にもな

らざるを得ないわけでございまして、何とかほこりを立てないような方法をできるだけ

とっていただきたい、こんなふうに思うわけでございますけれども、ただいま部長の方

から、シートをかぶせるわけにいかないという話もございましたけれども、私としては

最低、シートぐらいはかぶせていただきたいというふうに思っているんですけれども、

なぜシートをかぶせないのか、その辺をお聞きしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 現在、搬入しております土は、多摩ニュータウンの造

成の土を搬入をしておりますo この豊田の土地区画整理事業で必要な土量は、約40万立

法メートルでございます。これを事業の進捗に合わせまして、受け入れながら使うとい

うことでございます。今までの万願寺土地区画整理事業、あるいは高幡地区の経験から

まいりまして、表面の芝等の吹きつけ等で、かなり周辺への迷惑を解消で、きるというふ

うに私ども考えております。シートをかぶせるという今、お話もございましたけれども、

シートとし、し、ますのは、非常に規模が小さい場合はし、いわけでございますけれども、風

等に非常に弱し、わけでございます。

いずれにいたしましでも、付近の方に迷惑をかけないということにつきましては、私

どもも十分承知をしておりますので、その辺、鋭意努力をするつもりでございます。

0副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田 勲君) 市側としての努力もわかるんですけれども、今お話のように、

シートが風で飛んじゃうというような状況であれば、 土な どはも ちろん飛んじゃうわけ

でございますね。ですからやはり、どんな風が吹こうとも、できるだけほこりを出さな

いという努力をするのが筋じゃないかと思うんです。そんなに難しいこと言ってるんじゃ

なくて、シート50枚でも100枚でもかぶせておけば、これは対策としてかなり効くんじゃ

ないかと思うんです。そういった具体的な対策がとられないと、それを、工事を見てい

る地域の方々が見れば、市は何をしているんだと。気をつけてますと言っても、実際に

ほこりが立ってまして、窓もあけられないような状況が続けば、これはやはり、市民と

しても、文句の一つも言いたくなるんじゃないかと思 うんです。実際に自分がそこに住

んでみれば、腹も立つと思うんで、すね。僕もそこ に実際に風の強い日に行ってみたんで

すけれども、とにかくそこに立っているのも嫌になるほどほこりか舞うわけです。です

から、もちろん洗濯物を干せないでいるわけでして、仮に洗濯の干せない状況であれば、

乾燥機をある期間貸し出すとか、そういう方法もあると思うんで、すO

ですから、できるだけ金もかからず、効率ょくするには、 やはりシー トをかぶせる。

そこが終われば、またそのシートはほかへも使えますし、 小さい面積でしたらシートを

かぶせるという方法では、ほこりが余り立たない所ではシー トをかぶせて、本当にほこ
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0都市整備部長(前田雅夫君)

りでございます。

O副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

粉じんの防止につきましては、最大限努力をするつも

のではないかと、こんなふうに期待をしているわけでございます。

しかし、この夏場に来まして、工事がしばらくストップをしているというように聞い

ているわけでございます。私も現地に行きましたけれども、なるほど、 工事はしばらく

とまっているんだな、というのが一目でわかるような状況でございました。もちろん、

作業者の方もおりませんし、その状況は理解できたんですけれども、そんな中で、地域

の方は、こんなことをしていて、本当に 3月に完成ができるんだろうか、と心配をし出

しているわけでございます。それと同時に、なぜ、工事を続けてやらないのだろうかと

いう疑問が出るわけでございます。そうこうしているうちに、この橋を最近、実際にも

う渡っている人がいると。通行している人を見かけた人もいる、というふうに聞いてお

ります。

実際、この夏、浅川で、伝統漁法の披露があったんですけれども、そのときにもアマ

チュアカメラマジが、この橋の上からしばらくの問、写真を撮っておりました。ああ、

危ないなと思って見てたんです。とにかくカメラマ γはカメラをのぞいていますから、

足元が全くわからないで、かなり橋のふちまで来て、その下で網を打っている人たちの

写真を撮っているわけで、すね。こんなのを見ておりますと、恐らくそのうちだれか、橋

から落ちるんじゃないかなというような心配もあったわけでございます。恐らく、工事

がストップしている間は、通行ができないような対策もとられているとは思うんですけ

れども、これが長い期間そういう形で置かれますと、恐らくそういうさくは壊されまし

て、人が通るようになるんじゃないか。現実にそういうことで、何人かの方がもうそこ

を利用しているということじゃないかと思うんですね。この点につきまして、行政とし

て管理上の問題はないのかという心配があるわけでございます。現在の状況と今後の見

りがひどく立つ所ではかけられない、こういうことにもつながりますので、何とかシー

トをかぶせることぐらいはやっていただきたいと。特に、芝をもし植えるんであれば、

その種つけするまでの間でも、そういう形をとっていただいて、やはり少しでも地域の

方に迷惑のかからないような策をとっていただきたいと思うんですけれど、いかがでしょ

うか。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。都市整備部長。

011番(内田 勲君) 具体的に、その最大限努力する内容をお聞きしたいんですが。

もし、ありましたら。

0富IJ議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただいまのシートの問題出ましたけれども、シートは

あえて申すまでもなく、いわゆる水を通さないわけでございまして、そのかぶせること

によりまして、完全に密閉できる場合ならいし、わけでございますけれども、どうしても

その接続点があきまして、そこから風等が入るということでございます。いずれにいた

しましても、今、シートをかぶせる提案があったわけでございますが、それも含めて検

討をいたしたいというふうに考えます。

0副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田 勲君) ぜひシートをかぶせるなり、ほこりを立てない具体的な方法を

考えていただきまして、住民の方の目に見えるような形で対策をとっていただきたい。

難しい面もあろうかと思いますけれども、ぜひその地域に住んでいる方の気持ちにもな

りまして、よろしくお願いしたいと思います。

どうもありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 3の1、地域住民に迷惑のかからない残土置き

場の管理を望むの質問を終わります。

一般質問 3の2、 (仮称)二番橋は予定どおり 3月末に完成できるのか、安全対策は

充分かについて問うの通告質問者、内田 勲君の質問を許します。

011番(内田 勲君) それでは、 2番目の質問をさせていただきます。

(仮称)二番橋は、その完成を心待ちにしている市民も非常に多いわけでございます。

恐らくこの二番橋は、今後、日野市のシ γボルとして市民の皆さんに大変親しまれるも

通しゃ、あるいは安全対策について、建設部長にお聞きしたいと思います。よろしくお

願いします。

0副議長(福島敏雄君)

0建設部長(橋本栄寓君)

内田 勲君の質問についての答弁を求めますo 建設部長。

お答えを申し上げます。

昭和63年の11月に、この(仮称)二番橋の工事を着工したわけでございます。今現在

の工事は、 (仮称)二番橋新設その 3の工事が、今、御質問者から言われてました工事

をやってたわけでございます。これについては、平成 2年の 7月の31日に完了いたして

おりますO あと、橋の工事の残っている部分を申し上げますと、上部仕上げ工でござい

ます。これについては、親柱とか照明とか高欄とか橋上の舗装とかが残っているわけで

ございます。これについては昨日、御提案をさせていただきました(仮称)二番橋の新
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011番(内田勲君) どうもあ りがとうございました。状況は今お話しいただきまし

をもっと短縮するようなことはできなかったのかどうかで、すね。この辺の経過を、ちょっ

とお聞きしたい。

0副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) お答えいたします。

これは、あくまでも市が建設省にこの工事を委託するわけでございまして、建設省の

方の事務手続が、かなり計画なり、概算金を出したりというふうな時間がございますも

ので、どうしても委託の場合ですと、こういう時間がかかるというのが実態でございま

す。確かに御指摘受けるように、市民から見れば、ーたん工事が終わったのを数カ月も

置いておくということになると、確かにいろんな面で批判を受けることもございますも

ので、今後、我々がこういうものを国ゃそうい う所に委託する場合においては、よくこ

ういうものを踏まえた中で、できるだけ早くできる ようにという形のものを、今後要請

していきたいと思います。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田 勲君) わかりました。

細かし、事情はよくわかりませんけれども、とにかく今部長のお話の中にありましたよ

うに、市民がこの現状を見たときに、どういう理由があろうと、あるところまで工事が

進んで、そこから先、ぴたっと工事がとまってしまうと いうことを見たときに、市は何

をしているんだろうと思うのが当然だと思 うんですね。そういったときに、今のような

お話をするわけにいきませんし、仮にそうい う話を したとしても、市民の方はなかなか

理解できないんじゃないかと思 うんです。とにかく 一日でも早 く完成すれば、それだけ

市民生活が便利になるわけでございますので、できるだけ工事がストップする期間を短

くして、完成を前手繰 りにするという ような努力は今後していただ きたいと思うわけで

ございます。そういった事務続きについても、できるだけ短縮して、例えば、議会へか

ける問題等ございましたら、臨時議会等にもかけていただきまして、少しでも早く工事

が完了するように、今後、ぜひ努力をしていただきたい。

と同時に、安全対策についても、恐らくこうい った聞に何か子供さんが橋から落ちた

とか、あるいはフ ェンスの所でかすり傷を負ったとか、そういった問題が出ますと、ま

た大きな問題にもなりますので、特に、この安全対策については、工期以上に気をつけ

ていただきたいと、このように思うわけでございますO この点について、市長に、こう

いった関係者に対しての安全に対する指示についてはどんなふうにされているか、お開

設その 4の工事が、この工事になるわけでございます。

この契約の問題でございますけれども、 10月の早々に建設省と委託契約を締結すると

いうことになっております。建設省では、平成 2年の10月の下旬にその 4の工事を発注

をいたしまして、 11月に工事を着工いたしまして、平成 3年の 3月の末に工事を完了す

るということになっております。その問、ことしの 8月の 1日から、この工事の着工ま

での11月までの間でございますけれども、御指摘のように、工事が手つかずでいるわけ

でございます。

この間の管理につきましては、市が管理をするという取り組みになっております。現

在、その橋の両側にフェンスバリケード、高さにいたしますと1.8メートルでございま

すけれど、それを設置いたしまして、中に入れないようになっているわけでございます。

せんだって、内田議員から御指摘がございまして、我々の方ではすぐに現場に飛んで

行きまして、状態を確認したところ、一部フェンスが破られて、人が入れるような状態

になっていたということでございます。この件についても、そのまま放置しておくわけ

にいきませんもので、すぐにそのフェ γスバリケードの補強と、それからここにまた看

板が不足しておりますもので、看板についての再度の手を加えておきました。

また、今後の問題になりますけれども、これだけで対策をしたからということにして

ても、また破られると いうようなこともあり得ることでございますもので、今後は、現

場のパトロールを強化いたしまして、必ずその現場を見てきて、報告をさせるようなシ

ステムにさせております。それで、そういう形の中で、 11月の工事の着工するまでの問、

安全対策を行っていきたいとい うことでございます。

また、先ほど申しましたように、その 4の工事が着工した場合ですけれども、これに

ついても、その工事が完成するまでの聞は、建設省の所管でこの工事請負者が入るわけ

でございますけれども、 市といたしましでも、十分な安全対策をしていただくように、

建設省並びにその工事請負者にも要請をしていきたいということでございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

たので、よくわかりました。

ところで、事務手続上、工事がス トップしているということでございますけれども、

今のお話ですと、 7月の31日から10月いっぱいぐらいまで工事がとまるということでご

ざいますけれども、具体的に事務手続というのは、もっと早く進めて、こういった期間
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OmlJ議長(福島敏雄君) これをもって 3の2、 (仮称)二番橋は予定どおり 3月末に

予算う必要とする問題であることも理解をいたすところでございますが、きょうは道路

の問題を中心として質問をさせていただきます。

日野市の都市計画道路は、土地区画整理事業を中心に整備が行われており、このため、

浅川より北側の豊田、旭が丘、神明上地区等の西部地域の都市計画道路整備が進められ

ておりますことは、周知の事実でございます。これに対しまして、多摩川沿いの地区及

び浅川寄り南側の地区につきましては、都市計画道路の整備が大変におくれている状況

であります。現在進められております区画整理事業は、 、万願寺、豊田南、高幡と 3区画

の整理事業でありますO 豊田駅南口再開発、さらには西平山地区計画整備に続きまして、

万願寺第 2地区、東町地区と、続いて行われる予定になっております。また、南平駅周

辺地区整備計画策定調査などが進められていきますが、このような中で、第 1点目とい

たしまして、百草園駅周辺地区整備計画策定調査というようなお考えを持っていらっしゃ

るかどうか、お尋ねをしたいと思いますO

市民の日常生活の面におきまして、その大切な役割であります生活道路、区画街路に

おきましては、未整備地域も多く、特に狭隆道路につきましては、避難活動、防火活動

といった人的空間の最低条件の道路幅員 4メーター未満の地域が多くある実情でありま

すが、また交通不便地域、消防困難地域等が点在して、道路整備に対する市民要望も数

多く、後を絶えない状況下であることも事実であります。開発に先駆けて整備をされた

地域と、それ以外の整備状況には、大変な聞きがございますO こうした地域への道路整

備、特に区画整理事業が行われない、おおむね市内の50%の地域へ何らかの方策を深め

ていただきたいと考えます。

建築基準法上の道路の定義については、建築基準法第42条に規定されており、同条第

1項は、第 1号から第 5号までと第 2項に規定されています。第 1項第 1号は道路法、

第 2号は、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、特別措置法、第 3号は、この

章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道、第4号は、特定行政省が規定した

もので、 2年以内にその事業が執行される予定の道、第 5号は、土地を建築物の敷地と

して利用するための特別措置法によらないで、特定行政庁からその処置の指定を受けた

もの、となっておりますことは、理解をしておるところでございます。

建物を建てるには、敷地が幅4メータ一以上の道路に接していなければなりませんし、

また建築基準法では、幅4メーター以上のものを道路と言い、建築ができる敷地は、こ

の道路に接しているものとされておりますが、現実には日野市内の中でも、幅4メーター

未満の狭隆道路に、多くの道路にたくさんの家が建ち並んでいますO このような場所で

きしたいんですが。お願いします。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 具体的な今、行政がかかわって、市内のあちこちに工事を進

めておるその状況について、一つには、土砂、粉じんのこととか、騒音のこととか、あ

るいは道路の工事期間中の安全対策など、確かに御指摘の事柄等につきまして、我々の

必ずしも完全な知識を持ち得てなかったという部分もあったように思います。担当者も

お答えしておりますとおり、一応の手はそれぞれに打っておるわけでありますが、なお

市民生活に御迷惑をかけたり、安全でない状況を残すわけにはまいりませんので、一層

意識を密に目を注いで、市民に御迷惑がかかったり、あるいは事故につながったりする

ことのない、そういう行政のまた心構えが大切だということを感じました。将来にもそ

ういう所をなお手を打ちまして、欠落することのないようにいたしたいと思いますO そ

れぞれ管理部署があるわけでありまして、本来ならば、工事を受注している側のまた管

理すべき部分もあるわけであります。そのあたりを明確にして、注意を十分行き届くよ

うにいたしたい、こう考えております。

0副議長(福島敏雄君) 内田 勲君。

011番(内田駅君) どうもありがとうございました。

先ほど言いましたように、この橋は恐らく、市民のシ γボルになると思いますので、

このシ Yポルの工事期間中に、後々まで汚点が残るような事故のないようにしたいと思

いますので、今後もパトロールを強化するなりしまして、とにかく安全に工事が進むよ

うに、またその間に、市民がそういったものに巻き込まれないように、十分配慮をして

いただきたい。

以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございま

した。

完成できるのか、安全対策は充分かについて問うの質問を終わります。

一般質問4の1、狭い道路をな《して安全で快適な街づくりの促進を(地域の生活環

境の改善について)の通告質問者、宮沢清子君の質問を許します。

(12番議員登壇〕

012番(宮沢清子君) 通告に従いまして、狭い道路をなくして安全で快適な街づくり

の促進を(地域の生活環境の改善について)質問をさせていただきます。

都市整備環境問題は、大変幅が広く、また大きな問題であります。さらには、巨額な
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は、日照や通風が阻害されて、生活環境が悪くなったり、災害時の緊急車両の通行に支

障を来したり、避難路としても危険となるなど、多くの問題を抱えておりますが、かつ

て、日野市の消防署からも、狭隆道路のうち、道路の角切りをすることによって、緊急

事態が発生した場合、消防車両が進入して消火活動等に利用できる場所を設定をじてほ

しい旨の要請もあったかと聞いております。日野市といたしまして、狭隆道路の問題を

解決をするための施策といたしまして、 (仮称)狭隆道路拡幅整備要綱を定めていただ

ければと思い、質問をさせていただきました。

現在、日野市といたしましては、日野市市道整備事業補助金交付要綱及び日野市市有

道路改良工事施行要綱が設置されておりますが、それぞれ昭和59年の 7月 1日と、昭和

55年の 3月 1日に改正をされております。改正から数年の年数を経ておりますので、こ

のこと等も含めまして見直しをしていったらどうかと考えました。道幅が 4メーター未

満の狭隆道路につきまして、ここで事例を挙げてお伺いしようと思いましたが、このこ

とは後日改めて担当課の方にお願いすることにいたします。

そこで、きょうは要綱についての若干私の主観を述べながら、申させていただきたい

と思います。

建築基準法第42条 2項では、道路に面して建築する場合、道路の中心から 2メーター

以上後退して、後退用地や隅切り用地を市の管理道路として使用できるように市が助成

金や奨励金を出していったらいいかと思います。

また、建て主が改築等をする際に、市へ申請をされますが、道路中心線から 2メータ一

部分まで後退した場合、後退用地は市に寄附をするような形をとられ、門や塀や樹木の

移設費用等を物件補償として市が助成できないかどうか、考えてみました。

さらに、角地のケースで、道路も 2路線となり、隅切りも必要となりますが、その場

合は、 1路線部分と隅切り用地に対しては、相続税における路線化、地価の 7割相当等

を基準としてみて算定してみたらどうかと思います。そして、奨励金の交付等も行って

いったらいいんではないかと思います。

次に、測量、登記等にかかる費用を市が負担され、間定資産税の免税手続等も市が行っ

ていただきたいと考えます。今は、市民の皆さんが要請をされている部分が多分におあ

りではないかと考えられます。

後退用地については、市で補修などの整備工事を行っていただきたし、と考えます。最

近の市民の皆さんの要望は多種多様であり、高度のものを望む声が寄せられてきており

ます。その対応につきましても、正確でスピーディーな処理を望まれております。道路

の補修改良等につきましても、年間計画を通して行われるものと、道路パトロール車等

を初め、市民の方々の要請によって行っている部分等もあるかと存じます。

主要な生活環境の足元でありますから、道路は、道路事情の悪い箇所も多く見かけら

れたときには、道路維持機能が低下しないように、情報の提供を早く受けとめていくこ

とも大事な要素ではないかと考えました。交通事故、物件事故の減少と、また高齢者や

障害者の方々が安心して利用できるよう、また小さな幼子が安心して利用できるような、

そんな道路空間利用の面より、道路施設の早期修理・修繕の面で、いち早く情報の提供

が大事になってくると考えられます。

こうした中で、 1. 道路パトロール車の強化、 2. 自治会や市民からの情報の提供な

ど、 3. 郵便局の外務員の方等に委託をしてみてはいかがでしょうか。交通の安全と地

域生活環境保全のために努めていただきたく、情報化のシステム化をしっかり整えてい

ただきたいと思いますが、そのお考えについてお伺いをさせていただきます。

最後に、都市の熱帯化を防ぐために、雨水が浸透する歩道の整備についてお尋ねをし

たいと思います。

オフィス街の東京大手町にあります東京管区気象台からの観測によりますと、猛暑の

この 8月に、熱帯夜を記録したのは、 8月の23日の朝までに16日間、平年過去30年平均

の9.1日を大きく超えたそうですO 同気象台が観測し、たしました熱帯夜数の推移を見ま

すと、昭和30年代、 10年平均が8.6日なのに対し、 40年代は9.4日、 50年代は11.4日、そ

して60年代、平成元年度までの 5年聞が、 13日と増加しておるそうで、す。ところが、 8

月の日中の記録する日の最高気温の月平均は、過去70年間、30.3度から31.4度と、ほぼ

一定していたそうです。また、昼間の最高気温が、 真夏 日の 8月日数も昭和30年代から

これまで、 19日から23.3日の推移で、特に増加傾向はなかったようで、す。

この夏は、全国的に熱帯夜が記録されましたが、このようなデー タから、専門家の方

たちの話によりますと、木造家屋より熱容量が大きい コソクリート建物が、夜間になっ

ても熱を放射しており、都市部が周辺より 高温になるヒ ー トアイランド現象は、夜から

朝にかけて起きている、と指摘をされておりますO

都市の熱帯化を防ぐためには、 1.ツタなどによる壁面の緑化、 2.屋上での植樹、

3. 雨水が浸透する歩道の整備など、都市計画上の配慮、や、クーラーによる熱放射を抑

えることが必要だと聞き及んでおります。

また、最近Kさんの近くに、大きなマ γショ γが建てられ、駐車場もできました。そ

の土地には、四季折々には花が咲き、時折野鳥も訪れていた自然の豊かな所でございま
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した。ところが、その場所にブルドーザーやショベルカーなどの重機が搬入され、 1日

でアスフアルト舗装の地肌にさま変わりしてしまったのです。土の厚もなく、緑もなく

なってしまいました。そして、強い雨の日には、雨水が、一段と高くなった駐車場から

道路へ一気に流れていきます。このように最近、遊休地の利用ということで、空き地の

転用や、アスフアルト舗装の駐車場化など、脱土化が進んでいます。それに比例して、

地肌が土から非浸透性の舗装になってきたことで、雨の降る日には、行き場を失った

雨水が下水に流れ込んだり、水たまりをつくっている光景をよく見かけます。このこと

は、治水面から見ますと、流量の下水への一時的増大となり、下水があふれたり、また、

河川のはんらんへの原因ともなりかねます。これは、自然の持っていた放水、遊水機能

の喪失を意味すると考えられます。森林は天然のダムと言われますが、雨水等を土に返

す、地面に浸透させることが自然だと思います。

日野市では歩道や、公共施設の敷地などで、地中に雨水をしみ込ませる透水性舗装を

前向きに導入しておられることは承知しておりますが、もっと拡充していただきたいと

考えました。また、民間においてもその導入を積極的に図っていただくよう、都市づく

りを進める上で、大切なことだと思いますので、この民間における促進もしていただき

たいと思います。

プロック塀などを生け垣などにするときには、助成があると思いますので、市におか

れましでも、治水対策のーっとして、また都市景観に潤いを与えるという面からも、透

水性舗装の普及を積極的に進めていただきたいと思いますが、そのお考えをお伺いいた

したいと思います。

以上、数点にわたりまして御質問させていただきましたが、御答弁のほどよろしくお

願いいたします。

0盲目議長(福島敏雄君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) お答えします。

今の御質問を聞いておりました中で、整理させていただきますと、大体5点だと思う

んですけれど、まず 1点は、道路の 4メーター未満の狭い道路の問題点、それから 2点

目については、狭い道路をなくすための拡幅の整備、それから 3番目には、消防車両等

の通行の障害の対策について、それから 4番目に、道路情報の収集、それから、最後の

5番目は、雨水が浸透する舗装の整備というようなことでございますけれども、これで

お答えをちょっとさせていただきたいと思います。

まず、 1点目でございますけれども、市内の道路の約18%が、 4メートル以下の道路

でございます。道路は交通のためだけではなくて、上下水道とか、ガス、電気などの日

常生活の欠かせない公共施設を収容したりしているわけでございます。また、公共の空

間を確保することによって、この道路によって、災害の拡大を防止するために、なって

いるわけでございますO 狭い道路をなくして安全な快適なまちづくり目指すために、今

御指摘のような要綱が、現時点では必要になってきているわけでございます。それで、

その要綱を申しますと、今、私の方で考えているのは、狭い道路の拡幅整備の要綱とい

うものをつくりたい考えを持っております。こういう中で、御質問の中にもいろいろと

問題点が出てきているものを、この要綱づくりの中に参考に入れて、今後、検討をさせ

ていきたいと思っております。

それから、冒頭の質問の中で、百草駅周辺の整備計画ができているのかどうかという

ふうなお話ございましたけれど、まだ、そういう計画はございません。私の方は、先ほ

ど述べましたそういう要綱、狭い道路拡幅整備の要綱をこれからつくるように検討して

いきたいということをお答えいたします。

それから、 2点目でございます。狭い道路をなくすための拡幅の整備でございますけ

れども、区画整理地内などを除き市内の各所に、先ほど申しました18%に値する道路が

あるわけでございますけれど、これらの整備を早急に行わなきなゃならないということ

は、常に我々も痛感しているところでございますO これからこういうものについていち

早く整備をするように努力をしたいと思っております。特に、御質問の中にも出ており

ましたけれど、現道の 4メートル未満の道路については、建築基準法の第42条の第2項

の規定によって、道路の中心線から 2メートルセットパックして、そこを道路の境界と

みなして建築物ができるということになっているわけでございますO したがって、セッ

トパックした部分は、一応道路としてみなされていますので、これからはそういう問題

については、関係住民の皆さんの御理解と協力によって、そういう 2メートル部分を、

提供された部分についてを含めて行政が整備をするということが原則になっております

もので、今後、この原則に従って、市民の皆様の御理解を得ながら、道路の拡幅整備を

いたしたいという考えを持っております。

それから、 3番目の消防車両等の通行の障害の対策でございますけれども、平常時に

消防自動車の通行可能道路の幅員は、通常は 4メートル以上ということになっているわ

けでございますO この障害物等を考慮すると、最低、大体消防活動に必要な道路は、 6

メートル程度の道路が必要であるということを認識しております。その消防活動に支障

となる道路のほとんどが、 4メートル未満はどういう所かと申しますと、大体農道です
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ね。農道のベースに来ている道路が非常に多いということでございます。また、この問

題点の中のーっとすれば、先ほどの御指摘のように、隅切りが全然ないという所がござ

います。この隅切りがないと、当然道路幅員も狭いわけですから、消防自動車が行った

としても、そういう活動ができないというのが実態でございます。これに対して今後の、

また今までの整備の中では、都市計画道路や、あるいは区画整理事業に入れまして、こ

ういう問題点が徐々に今、減ってきているというのが実態でございます。また、これか

ら区画整理等も行われる地域に対しでも、こういう問題については改善はされていくと

いうふうに思っております。

なお、その間も時間がかかることでございますもので、担当の道路管理者といたしま

しては、上位計画のない地域については、道路整備計画等を立案いたしまして、こうい

うものについての改善を早急にしていきたいという考えを持っております。

それから、 4番目になりますけれど、情報の収集でございますo

道路の維持管理については、我々の方は定期的に地区を定めまして、パトロール車が

ございまして、このパトロールを行いまして、情報の収集をしてきております。今後で

ございますけれども、さきの御指摘のように、幅広い市民に対しての収集の中の一環と

いたしまして、広報等の情報の提供について、一般市民に呼びかけをいたしまして、こ

のモニター制度を検討して、今後いきたいというふうに考えております。

なお、現状では、常に我々の方では、建設部の職員に対しては、職員が市内の現場に

出かけた場合については、必ず道路に関する情報を提供していただきたいと。要するに、

少しの簡易なことであっても、見たら報告をしなさいということを、常に職員にも指導

しているということでございます。

それから、御質問の中で、郵便局員さんとか、そういう問題にしたらどうかというこ

とも出ておりましたけれども、国のお役人の方々でございますから、いろいろまた、委

託となると難しい点があると思いますけれども、そういうのを参考にして、今後機会が

あれば、お願いもしてみたいというふうに思っております。

それから、最後になりますけれど、雨水が浸透する歩道の整備ということでございま

すけれども、平成元年度事業で土木課が施行した事業は、約件数にすると60件、 5万2，

000平米舗装してきましたんですけれど、今御質問のような雨水の浸透する舗装は、使

用しておりません。以前より、この業界または我々の技術の中でも、この浸透性の舗装

というのは話題にのってきておりますけれども、私もいろいろとこの調査をしてみまし

たけれども、この舗装には、単価的には浸透性の舗装と普通の舗装とでは、幾らも変わ

りません。

ただ、問題点があるというのは、管理上に問題点が一つあるわけでございます。車道

に使った場合は、強度の点がございまして、使うのは車道はちょっと無理であると。歩

道でしたら、強度的な問題はクリアできるということでございます。歩道に設置した場

合に問題点がまた二つあるわけでございます。

一つは、たばこの火がついた吸い殻を捨てられたり、それからかんだガムを捨てられ

るということは、これは目詰まりの原因を起こすわけでどざいますO それから目詰まり

のほかに、ほこり等によっても目詰まりがある、という点が一つ問題点で、あると。こう

いう問題をじゃ管理上はどうしているかということになりますと、今現在でも、清掃す

るそういう機械がまだできてないというのが現状でございます。そういうことで、管理

上に非常にお金がかかり、また問題があるというのが、この浸透性の舗装の欠点でござ

います。

ただ、御指摘のように、民間の駐車場の舗装とか歩道というのは採用していってもい

いと思いますけれど、この問題についても、我々の方は財政当局、それから民間の場合

についても都市計画が関係してくると思いますけれども、そういう所と今後、採用につ

いては、またそういう指導に対しては、私の方も検討していきたいと思いますO

以上でございますo

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) どうもありがとうございました。

数点にわたりまして御質問さていただきまして御答弁をただいま承ったわけなんです

けれども、百草園駅周辺の地区整備計画策定調査ですけれど、計画はないという御答弁

でございまして、これはまた都市整備部とも関連をしてくると思いますので、いつの日

かまた、勉強させていただいた上で、再質問していきたいと考えております。

特に、この整備につきましては、財源的なこととか、執行体制とか、施行区分の問題

等々と、いろいろと検討及び調査を図らなければならない事項等もたくさんあろうかと

思いますけれど、やはり都市計画税を百草園地域、また落川、百草、南部地域の浅川寄

りの人たちも、同じ市民として納税をさせていただいているわけでございますので、ぜ

ひ今後、そういった公平というか、公正さの面から、推進を図っていただきたいと思い

ます。このことは要望させていただきまして、またさらなる関係機関等の協力を得られ

まして、前向きに御検討していただきますよう、お願いをしておきたいと思います。

第 2点目の、 (仮称)日野市狭隆道路拡幅整備については、ただいま御答弁いただき
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まして、狭い道路の拡幅整備の要綱としてつくっていきたいというふうに、将来的では

ありますけれども明確な位置づけをしていただきましたので、そのことに関しましては、

期待を持っていきたいと思いますO 今、それぞれの自治体におかれましでも、この4メー

ターに満たない道路をどのように対処していったらいし、かということで、いろいろと検

討を重ねられまして、板橋区や中野区等でも促進をされて、大変効果というか、市民の

皆さんからの期待も大でありますし、積極的な対応によりまして、狭隆道路が拡幅をさ

れておりまして、生活環境道路が充実してまいったということも聞き及んでおりますの

で、ぜひこれは、早目につくっていただきたいことをお願いしたいと思います。

消防車両の件でございますけれども、これはかつて馬場議員等も質問しておりますけ

れども、調布市におかれましては最近、消防車両と通行障害対策連絡会を設置されまし

て、この中で、先ほど申し上げましたような要綱を参考というか、基準にいたしまして、

いろんな関係機関と連携をされまして、その対策に努めておられるそうですけれども、

こういったことも参考にしていただきまして、ぜひ促進をしていただきたし、と思います。

特に、農道の所、 4メータ一道路が多いということでございますし、この農道に関して

は、整備が不十分という部分もたくさんございますので、そういったものに関しても、

手だてを加えていただければと感じますので、お願いをしておきたいと思います。

道路情報の提供についてということで、大変市の方でもいろいろのことで御苦労され

ながら、職員の皆様も多大な力を注いで、、市民の生活環境という部分で努力をされてい

ることは、大変高く評価させていただきますと同時に、もう一歩、きめの細かさといい

ますか、そういったところにも手を入れていただいて、広く多くの方の声といいますか

しら、そういうものを取り入れていただきますれば、さらに足元の確保ができていくん

ではないかと思います。広報等で進めるとか、モニター制度を検討していきたいという

ことを御答弁いただきましたので、積極的な御努力をお願いしたいと思います。

浸透水性舗装については、今、いろいろと弊害である管理上の問題を幾っかにわたり

まして御指摘をされたわけでございますけれども、ぜひ、まず手始めに、公共施設の駐

車場とか、いろんなそういう所、側溝の縦穴式というんでしょうか、横穴式に雨水が浸

透していくような、まずモデル的に公共施設を手始めに実施されてみて、そこから徐々

にで結構でございますので、できるところからさらなる拡充をしていくという、そういっ

たお考えが必要ではないかと思いますので、ぜひ含めて御検討を、できないということ

ではなくて、清掃車もまだできていないという状況でございますけれど、やはり、市民

のモラルということも最も大切な問題でありますし、それを基本に置いていかなければ

ならない。何かをやるにつけては、何かがなければできないというそういうお考えでは

なくて、できるところから、徐々にできることございますので、ぜひやっていただいて、

その面から大きく聞いていっていただければと感じておりますので、よろしく対応をお

願いいたします。

るるお願いというか、提言という形で今回はまた質問させていただきましたが、最後

に、日野市の住みよいまちづくり指導要綱の第 1章総則の目的の中にも掲げられており

ますが、 「市内で行われる一定規模以上の開発事業に対し、事業施行上の基準と公共公

益施設の整備に関し、負担を定め、過密化やスプロール化等住環境の悪化、及び災害の

防止を図り、健康で文化的な市民生活を保障できる住みよいまちづくりの実現に寄与す

ることを目的とするJということでうたってあるわけでございますが、この健康で文化

的な市民生活を保障していく意味で、さらにこれを一歩深めまして、ただいま申し上げ

ました、またお伺いをいたしました拡幅整備要綱をつくっていただきたいということに

関しまして、市長さんのお考えというか、その設置に関するお気持ちをお伺いしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の現状、かつての農村集落時代から、近代的な都市化

の方向に行かざるを得ない、こういう状況の中でございますので、いわゆる都市整備と

いういろいろな手法をとりながら、まちづくりを進めておる、こういう現状でございま

す。したがし、まして、いわゆる旧農村集落、あるいはその周辺という地域に、いわゆる

狭隆な道路が古い形で残っておるわけであります。いわゆる都市整備の手法で区画整理

事業を行います場合に、いわゆる公共減歩という道路及び公園については、現在の地権

者、土地の持ち主が、お互いにある歩合を拠出していただくような形が行われておりま

すo それが非常に貴重な方式だと思うんですが、その際に、 4メータ一道路の拡幅に全

部を、全部をといいますか、買収方式でやるということに対する多少の矛盾が伴います。

そこで、セットパック方式といいますか、 6メーターを確保する手段としてセットパッ

クしていただく。その用地を本来は寄附していただくのが一番いし、わけですけれど、今

日の土地事情ですから、なかなかそれにも問題が伴います。したがいまして、今、試験

的にといし、ましょうか、あるいは先導的にと申しましょうか、市内のある道路について

は、積極的に買収をしていこう、こういうことにも一歩踏み出しておるわけでありまし

て、そういう区画整理を行う地域と区画整理を行わない地域、これに分けて道路の整備

の、いわゆる拡幅指導要綱というふうな基準を定める必要がある。行政の概念といたし
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ましては、だんだんそれに進みつつあるわけでありまして、多少その対象にまた仕分け

が必要なわけでありまして、そういう意味で指導要綱を定める、こういう必要が確かに、

現実の問題として当面をしておると、こういう状況がございます。

御指摘の今、その他のことも含めまして、従来道路の拡幅、それから維持管理、それ

らの手法について部長も一応お答えしておりましたが、積極的に取り組むそいう時期に

なっておる、また市民生活を守るために、そのことが非常に重要な要素である、という

ことも重々感じられますので、積極的にひとつ、指導基準を定めて取り組んでいこうと、

こういうことをなお進めたいと、こう考えた次第でございますO

都市整備事業、あるいは都市計画手法によるいろいろな形の進行中ですから、多少時

間はかかりますけれど、いずれは市域全体、環境のいい、また安全で生活に快適な状態

を一日も早くっくり出すということが重要な眼目でありますので、そのように努力をさ

せていただきます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 大変ありがとうございました。

この要綱といし、ますか、設置されましたときには、こういったことがいち早く当事者

に周知徹底できますように、市におかれましては、東京都の多摩西部建築指導事務所と

連携していただきまして、狭隆道路拡幅整備というものの存在をアピールをしていただ

いて、広く市民が情報キャッチというか、そういうことがあるということを、速やかに

その場でっかんでいくということが大切ではないかと思うんです。大体、図面上で意外

と処理されている問題があると思いますし、現場に赴いてみますと、こんなはずはなかっ

たという部分もたくさん出てまいりますので、そういった要旨を押さえていただきまし

て、今後に期待をしていただきたいと思います。

以上をもちまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 4の 1、狭い道路をなくして安全で快適な街づ

くりの促進を(地域の生活環境の改善について)の質問を終わりますo

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時20分休憩
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午後 2時49分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問 5の 1、市営住宅の建替とその後の動向の通告質問者、谷 長一君の質問を

許します。

(27番議員登壇〕

027番(谷 長一君) それでは通告に従いまして、質問をいたさせていただきます。

市営住宅の建てかえとその後の動向についてであります。

この市営住宅の建てかえ事業計画というのは、前に市役所からこのような形で建てか

えをするということで、 「市営住宅の建てかえ事業について」とし、ぅ冊子を前にいただ

いたことが記憶にあり、また手元へ持ってまいりました。これらを見てみますると、こ

の市営住宅が建てられたというのは、昭和30年から40年代の高度成長期に地方から転入

してきました単身者や、小世帯用に急増されたもの、というふうに考えても差し支えな

いんじゃないかと思います。

また、日野市は交通の便利ということも手伝いまして、非常に民間の住宅等も建てら

れ、さらには多摩平の団地、それから都営住宅等も建てられ、また南部の丘陵地帯等も

非常に多く開発されてまいったということでございますけれども、やはり、特に市営住

宅等については、非常に老朽化が進みまして、国の定めました最低居住水準に満たいな

いとか、または道路等が狭かったり、また日照等も不十分であったりした所もあり、ま

た衛生上、防災上の問題等からいきましでも、建てかえをせざるを得なくなったのでは

ないかとも思います。

この市営住宅の建てかえ事業計画等を見ますると、方針等は後で説明があると思いま

すけれども、この建てかえについては、住宅政策の上からも大きな問題、課題になって

いるということを考えますと、単に住宅の更新の面ばかりではないのではないかと考え

るわけでございます。

そのような関係もありまして、この市営住宅の建てかえ計画と、それから特に母子、

それから高齢者両世帯向けの住宅等も、これらの建設計画の中にどのような形で張りつ

けられるかというようなことも、あわせてお伺いいたすわけでございます。

それから、さらには、この各団地があるわけでございます。城祉が丘団地、下回団地、

高幡団地、それから東光寺団地、永山団地、川原付、向川原付、向川原団地等があるわ

けでありますけれども、これらを見ましでも、川原付団地は、古いのは昭和32年に建て

たものでありますけれども、既に昭和53年から55年にかけて一一向川原ですね、向川原
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は、これは間違いです。今、言いましたのは。ーーまた建てかえが行われ、また最近、

募集等も行われたわけでございます。それらを考えて見ると、非常にこの既存の住宅の

戸数からいきまして、建てかえをしますと、住宅が非常に多く、戸数がふえるわけでご

ざいます。このようなことは、非常に市民にとりましては、住宅困窮というのは特に、

我々がいかに一生懸命働きましでも、土地が高騰したがために、土地を取得し、家を建

てることが困難になった現在、早急にこれを行わなければならないのではないかと私は

考えております。

また、この先ほど申しました、特に老人・高齢者住宅ということになりますと、よほ

どこのあたりは慎重に行わなければいけないんじゃないかと思うわけです。

さらに、これは 9月の4日の新聞でございますけれども、日本の平均寿命は、男が75.

91歳、女性は81.77歳と過去最高になった、というふうに発表されております。これは、

男女とも脳卒中、心臓病の死亡の低下率が大きな原因になった、というふうに報道され、

男の平均寿命は 4年連続、また女性は 5年連続で世界ーとなり、 「長寿国日本」という

ことが報道されているわけであります。

長く生きられるということは、非常によいことではあるけれども、また生き地獄とい

うふうに言われていますけれども、さらに、このすべての生きている方々が、英知を結

集して、どのように最終のよみの国に向かつての生活というのをエジジョイしていくか

ということも、また考えなきゃならないわけでございます。

それで、この市営住宅の建てかえと、さらに代用市営住宅の発想というのは、ちょう

ど、私は存じませんでしたけれども、 9月 1日の広報に「日野市長・森田喜美男Jとい

う形で発表されているわけであります。 rまちをつくる市長室からJということでござ

います。これを見ましても、市長さんの写真の上に、日野市市民憲章という形でですね、

ここに「元気に働いて、いきいきとして心豊かなまちをつくりましょう。手をつなぎ、

ともに健康で明るいまちをつくりましょう」、このようなことも書かれてあるわけでご

ざいます。また、特に「文化を培い、うるおいのある平和のまちづくり」ということも

うたわれているわけであります。

そのようなことを考えてみますると、やはり、政策というものは、国の政策、それか

ら都の政策、市の政策というものは、これは保守とか革新とかを問わずに、流れという

ものが、多摩川の流れのごとく、奥多摩から始まりまして、大菩薩を源泉としまして東

京湾に流れていると同じように、どうしてもその流れに乗らざるを得ないというような

ことではないかと私は考えております。

-140 -

そこで、また有料一一これは代用市営住宅の発想ということに関連するわけでござい

ますけれども、この地価の高値安定で深刻化する住宅難の中、家族向け住宅の供給を図

るため、東京都は借り上げ型公共住宅制度、有料民間賃貸し住宅制度、さらには市街地

複合住宅総合設計制度の三つを住宅政策の 3本柱として平成 3年度から実施する方針を

知事が決めたということで、 4日の午後、都議会本会議で表明をしているわけでござい

ます。そこで、この 3本の柱といううちの 1本を外しまして、また後で、これは政策的

なことでございますので、市長または助役から答弁をお願いするわけでございますけれ

ども、そのあたりを、代用市営住宅の発想、というようなことからいきますと、相当お考

えも煮詰まっていらっしゃるのではないかということで、この質問をさせていただくわ

けでございます。

これらを考えてみますると、やはり、これらの団地の、先ほど申しましたように、そ

の建てかえ計画がどのような形で推移するのか、または、その途中において市はどのよ

うに対応すべきかということも、あわせてお伺いしなければならないわけでございます。

飛び飛びになりましたけれども、地価が高騰してしまって、市民は持ち家制度一一持

ち家を取得したくても、非常に困難になってしまったということも考えると、やはり、

この市長の代用市営住宅の発想、というのは、よろしいのではないかと私は考えておりま

す。これらを実現するために、どのような形でこれから行政を推し進めていくかという

ことになると、どうしてもこれは私は、私の考えなんですけれども、土地区画整理事業

の仮換地の前に、所有権者と市がよく 話をして、そのあたりで希望者を募りまして、一

つの団地を形成しなければ、これは到底なせるしわざではないのではないかと思うわけ

です。そのようにしまして、 一つの用途地域の変更等もいたしまして団地をつくって、

公営住宅をつくるというようになるのではないかと思うわけでございます。やはり、区

画整理を進める上においても、ただ公共減歩と保留地減歩、これらのみにこだわらず、

日野市の市民をどのような形でですね、 「人を大切に、弱い人にも子供にも思いやりの

あるまちづくりをしましょう」という日野市市民憲章にのっとった行政を推し進める必

要があるのではないかという観点に立ちまして、質問をいたすわけでございます。

ひとつ、御答弁をお願いします。

OilJ議長(福島敏雄君) 谷 長一君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、市営住宅の建てかえにつきましての御質問にお

答えをさせていただきます。

市営住宅の建てかえでございますけれども、先ほど御質問の中にございましたけれど
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も、住宅の単に更新面からではなくて、防災面、それから住環境の整備、居住水準の向

上、土地の有効利用の面からも、特に重要でございますので、この面からの積極的に建

てかえ計画の促進を図る必要があると考えております。特に、最近におきます地価の高

騰につきましては、市営住宅建設用地の確保につきましては、非常に難しいものがござ

います。極めて困難であるということでございますので、やはり高層化によりまして、

住宅の確保、居室の確保を図る必要があろうかと考えてございます。

本年の平成 2年度では、向川原市営住宅の建てかえも終わりまして、現在の管理戸数

は549戸となってございます。今後、建てかえの予定団地でございますけれども、川原

付、高幡、下回、東光寺の各団地でございます。これらの既存戸数は101戸でございま

すけれども、これらの建てかえによりまして、およそ196戸の建設が可能でありました。

管理戸数の549戸に対しまして、 644戸と95戸の増戸が見込まれているわけでございます。

また、御指摘のとおり、住宅に困窮する方が増加をする中で、この需要にこたえるべ

く一定の居住水準、環境の整備を含めてこれから十分に供給の確保に努めていく考えで

ございます。

なお、高齢化社会におきましての対応ということも一つの大きな課題でございます。

これにつきましては、日野市地域高齢者住宅計画策定検討委員会におきまして、公営住

宅におきます高齢者住宅の整備等が検討されております。これらの福祉部門等と十分に

連携をとりまして、老人世帯、母子世帯、身障者向けの住宅につきましでも、この中に

取り入れていく考えでございます。

なお、御質問にございました代用市営住宅の件でございますけれども、土地の異常な

高騰から、市営住宅の住宅用地の確保が非常に難しいことは先ほど申し上げましたけれ

ども、 1，000平方メートル程度の土地所有者に市の注文によります住宅を建ててもらい

まして、市が一括借り上げ、別に定めます使用規定によりまして、入居者に提供すると

いう市長の考えもございます。代用市営住宅の発想、ということでございますけれども、

市は土地所有者に対しまして、金融機関からの建築資金のあっせん、金利について一定

割合の利子補給というものでございます。このような新しい工夫によりまして、公共住

宅の供給を促進してまいりたいと、このように考えているところでございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 谷長一君。

。27番(谷長一君) ただいま部長の答弁によりますと、この市営住宅が、 101戸が1

96になり、全体的には、これはあれですか、 549プラス95ということになりまして、非
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常にふえて、これはよろしいわけでございます。とにかく先ほどの部長の説明によると、

防災面とか、または住宅環境の整備、さらには居住水準の向上の面からも重要であり、

積極的に建てかえ事業を促進するということでありますが、地価が高騰してしまって、

非常に土地や何かを取得するということは困難であると。そうなると当然、困難であれ

ばですね、この市営住宅はできないというようなことから、代用市営住宅の発想という

ことを市長は、この 9月 1日の「広報ひの」で、第 1面で表明されているわけですけれ

ども、これらを考えてみますると、当市ではこれまでも、公共施設のために用地を求め

ていますと。広報に公告をし、契約事例を挙げて、土地所有者に協力を呼びかけてきた

ところです、ということになっているわけであります。さらにそれを強力に推し進める

ためにも、これは公共の福祉を少しでも発展をさせなければいけないことを考えると、

当然、この区画整理事業等におきましでも、その区域内等におきましては、事業用地の

確保もこれまた必要で、あり、さらに緑地等も、これは保全していかなければならないと

いうことになると、それらの用地もまた買ったり、その信託契約をしたりしなければな

らないということになるわけです。

それらを考えてみると、これらの有益なことを事業としてさらに強力に推進していく

上に、この市民の強力も必要なわけですけれども、やはり、土地を持っている人は持っ

ているなりに、都市化の波と、あと一つは税制上の圧力というものの波をかぶってしま

うわけです。特に、この相続等においては、なかなか多くの方が、心身ともに疲弊こん

ばいをしているのが実情じゃないかと思うわけです。がしかし、また一面においては、

あるからだと言えばそれまでですけれども、そのあたりにつきましては、またその内容

的なことを申し上げますと、いろいろなところに派生するおそれもあるわけであります

ので申し上げませんけれども、そのあたりもやはり行政当局と協力することによって、

その土地の活用も、公益性のある事業ということで、関係当局の理解もこれまたいただ

かなければならないというふうに考えるわけであります。

これらの点につきまして、また政策的な発想、ということになるし、さらに、先ほど申

しましたように、母子世帯等におきましでも、入居者等が貸し家なんかにおいては制限

されるわけですね。それでまた、高齢者におきましでも、もう65歳とかということにな

ると夫婦であっても、入居に制約があるわけです。それらを考えてみると、やはり、こ

の市営住宅を建てるにおきましでも、そのあたりもよくお考えになりながら、どのよう

な形でこれらの弱者を救済していくかということも、行政の一つの大きな役割ではない

かと考えております。このようなことを質問したわけでございますけれども、やはり、
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政策的な面もありますので、この市営住宅の建てかえはよく計画で発表されているから

わかりますけれども、使用料の適正化等につきましては、母子とかお年寄り一一高齢者

ですね、それから身障者に対しては、特段の配慮、もこれまた必要ではないかと思うわけ

でございます。

日野市の福祉というのを見ますと、お年寄りにしましでも、これは「老人」と書いて

あります。いわゆる敬老祝金とか敬老の行事、さらには、居室の増改築の資金の貸し付

けとかあります。特に都営住宅等においては、住宅の優先入居等もあるわけです。日野

市営住宅におきましては、総務部管財課まで問い合わせということになっているわけで

すけれども、これは特に、高齢者のみならず、母子家庭、さらには身障者等にも、その

ような配慮を強くしていただきたいということをお願いするわけです。

これで質問を終わるわけですけれども、やはり政策的な面もありますので、市長に最

後に御答弁をお願し、し、たします。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

ります。

今日、土地の異常高騰、それにあわせて市行政の将来展望を見通せるだけ頭の中で描

市営住宅を中心とする住宅政策のことを質問をいただいてお

いてみますと、国有地にせよ、あるいは元国鉄の生産事業団の土地の購入にせよ、ある

いはこれから政策を実行するために、ぜひ土地が必要なわけでありますので、つまり保

留地の、区画整理保留地の公有化等のことを考えますと、土地代金で参ってしまうとい

うことがほぼ言えるんではないかと思います。したがって、なるべく長期にわたって、

つまり借りられるものはなるべくなら借りていく、そして、買わなきゃならんものは確

実に買っていくということを考えながら、市政の将来の展望を切り開いていかなければ

ならない、いう感じがし、たします。

で、住宅のことに戻しまして、日野市には現在、 16万余の市民が居住され、またこれ

からも少しずつ増加の傾向をたどりながら発展をするということになるわけであります

ので、できるだけ住宅政策を重くみると申しましょうか、幸いに国の住宅政策を受け持

ついわゆる都市整備公団の住宅団地、それから都営住宅団地、あるいは供給公社の団地、

それを合わせて市営住宅の団地というのが、いわゆる公営住宅として市民の居住に大き

く役割を果たしているわけでありまして、またそれらのそれぞれの団地がまた、一定の

耐用年数等のことがあって、木造平家はなおさら、急いで建てかえる時期に遭遇してお

りますO
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先般来、ちょっと珍しい委員会でございますけれど、先ほど部長からもお答えをしま

した「日野市地域高齢者住宅計画策定検討委員会Jという長い名前の委員会の発足をい

たしました。この委員会には、東京都の住宅局の職員、あるいは都市整備公団の職員、

そしてまた東京都の福祉局の職員、こういう方まで、これはもう割り当て参加という形

の委員会になっておりまして、その委員会を 2系列に分けまして、つまり、いわゆる政

策検討委員会と作業委員会の二つの仕事の分担でありまして、ということは、国も今ちょ

うど、土地問題にあわせて日本国民の衣食は足りたが、住が足りない。その住が、持っ

ている人はまあいいとしても、持ち得ない人がたくさんある。土地の異常高騰のために、

目標を失った。これは政治上の大きな問題でありますとともに、土地問題にかかわりま

しては、たちまち固定資産の見返りでありますとか、都市計画税の動向だとかいうこと

にも関連をしてきておるわけであります。つまり、政治がいかに今まで、間違った政治

を土地については行ってきたかということをはっきり示しておるものだろうと思います。

( I土地だけではないjと呼ぶ者あり)そういう大上段のことを言う立場にはございま

せんが、せめて地域自治体では、なるべく住宅をこれからは、ある程度の公営化を積極

的に促進して、そして所得の低い方、あるいは福祉を特に必要とする方々の住宅を確保

する、そういう行政をやっていくことを必要とする時代に入った、こういう感じがいた

します。

そこでこういう珍しい委員会ができて、つまり日野市内にあるいわゆる公団住宅も、

それから都営住宅も、一定割合を福祉住宅にしむけよう、こういう発想でありますo はっ

きりした内容はまだ我々にも定かではありませんが、私はその会議に出て、質問をして

みました。公団住宅は、これは国民の住宅政策、都営住宅は都民の住宅政策、その際に、

市も参加をして、福祉住宅の確保ということに主張する立場になりますが、それらをど

のくらいの割合で日野市民に提供されるか、これが一番重要なことだと思っております

が、従来、いわゆる公営住宅が建てられます際に、地元に振り向けられるのは 4割、地

元優先ということで入居者が、優先をして募集される、こういう仕組みがあります。も

ちろん、そのことがまた基準にはなるようでありますけれど、福祉行政は、つまり現在

の市民を対象とするわけであって、対象とする方をよそからまた転入をしてこられて、

また地元がその責任を負うなんていう仕組みは、少々おかしいですよと、いうふうなこ

とも唱えました。したがって、これからなるべく地元優先に福祉住宅を提供していくと、

こういうことを責任の方々は、ある程度答えていただくことができました。

こういうことでございまして、市営住宅で何をなし得るか、今、建てかえを進めつつ
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あるわけでありますけれど、まだ500戸少々上回る程度の工事でありまして、私も議会

に対して釈明をしなきゃならない点があるんですが、特別養護老人ホームを今後の市営

住宅の建てかえの際に、その必要な用地を捻出してと、こういうふうにお話をしたこと

がありますけれど、市営住宅でいわゆる特別養護老人ホームの用地を1，000坪 (3，000平

米)く・らいを捻出するということは、いずこの団地からも不可能だということが出てき

ているように受けとめております。つまり、それだけの規模がないということでありま

すので、しからばどうするかということでありまして、いろいろ考えをめぐらしました

が、少なくも将来にわたって、法人営にせよ、あるいは公営にせよ、特別養護老人ホー

ムを日野市内にケアサービス等の拠点として、なお 3カ所ないし 4カ所を必要とすると。

その際には、やっぱり土地を積極的に確保しなきゃならない、借りるか買うかしなきゃ

ならない、ということがだんだんとはっきりしてまいります。三つ目以降のことまで私

は考える立場ではございませんが、 2番目はひとつ、きちんとした取り組みの基礎をつ

くっておきたい、こういうことで考えを進めておりまして、幸いに土地の所有者で貸し

てやっていいという方がございますので、そのことをなお詰めて、ぜひ契約にこぎつけ

たいと、こんなふうに思っております。

それから、代用市営住宅のことも今お取り上げいただいたわけですが、つまり、企業

では、民間の住宅を借り上げて、代用社宅という考え方で社員の住宅を確保しておられ

る。我々もじゃひとつ民間の建物を借りて、そして代用市営住宅という言葉が正確であ

るかどうかは別といたしましでも、積極的にそういう方向に取り組む可能性がある、と

いうふうに，思い立つております。つまり、資金をあっせんをさせていただいたり、利子

補給ということが大切なことになると思いますが、それによって、ある程度経営を安定

化するとともに、入居する人に割安の家賃で住める状況をつくると。これはだれでも入

居の、今の市営住宅に入居する資格の範囲ぐらいを対象にすることになると思いますけ

れど、一つの考え方ではなかろうかと思いまして、またそれにも応じていただけるとい

う地主さんが今のところ 1名、そのような情報をいただいております。

そのような考え方をなお綿密に推し進めまして、将来の若い人たちの若年勤労者とい

いましょうか、あるいは福祉を必要とする老年、高齢の方々の政策を何とか具体的に可

能性をっくり出していきたい、こういうことを考えております。市営住宅は私は、住宅

政策で、たり得ない、戸数の上で無理だというふうに申し上げておりましたけれど、やっ

ぱり積極的に取り組む必要があるということを、国・都、また自治体としても、その考

えに到達をしつつある、こういうことでございます。いろいろなお知恵をひとつ、御提

言とともにお願いしたいと思っております。

以上をもって、ごく概念的な範囲でございますが、お答えにさせていただきます。

O副議長(福島敏雄君) 谷長一君。

027番(谷長一君) ただいま、市長の政策的な面から具体的な面まで、積極的に及

び、市営住宅については積極的にこれから取り組むんだという姿勢がわかったわけでご

ざいます。日野市の場合は、この持ち家というのを見ますと、これは日野市の統計なん

ですけれども、これは資料は国勢調査によりますけれども、持ち家というのは44.2%と

いうことになっているわけですから、それ以外はどうだということはすぐわかるわけで

ございます。これらを考えてみますると、どうしてもこの際、地価が高値安定をしてし

まった現在は、そのような方向でこれはもう行かざるを得ないんじゃないかと考えてお

ります。特に、この日野市は、将来に向けてどのように発展するかということを考えて

みると、その発展の方途というのは、市行政の将来展望をいかにして行政が見誤らない

ような形で推し進めるかという一言に尽きるのではないかと思います。

そのような観点に立って、ぜひ日野市の、この、いつも広報に載せられております日

野市の市民憲章に向かつて遜進せられんことをお願いいたしまして、質問を終わります。

O副議長(福島敏雄君) これをもって 5の 1、市営住宅の建替とその後の動向の質問

を終わります。

一般質問 6の1、日野市のゴミ減量を更に前進させるために一一ダイオキシ γ問題も

含め一一の通告質問者、執印真智子君の質問を許します。

(2番議員登壇〕

02番(執印真智子君) それでは、日野市のゴミ減量を更に前進させるために一一一ダ

イオキシン問題も含め一ーを質問いたしますO

これまで 2回の一般質問の中で、ごみ問題について質問してまいりましたが、ごみと

いいますのは、暮らしていれば必ず出るものです。男も女もお年寄りも子供も、生きて

いればごみを出します。ですから、 一人一人にかかわる問題です。しかし、家庭の中で

ごみを始末するのは大体が女性でしたから、ごみは女の領分と思われてきたのではない

でしょうか。また、ごみにつながる環境問題も、これまでの産業優先の社会の中で、非

常に感情的なものと受けとめられてきたように思います。

しかし、ここに来まして、フロンガスを初めとする環境問題が、政治課題としてクロー

ズアップされ、地球を守らずして、自分たちの命を守ることはできないと、ごみ問題、

ごみ減量もまた、この地球に生きる一人一人の問題として認識され出したことは、非常
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に喜ばしいことだと思います。

現在、私たちの日野市は、下水道の問題、道路整備の問題、市立病院の建てかえ問題

など難しい問題を多々抱えておりますが、ごみ減量も、長い展望が必要な政治課題です。

例えば現在の焼却炉は62億円。ごみ処理費が昭和63年度で約16億円。現在の最終処分

地は平成8年でいっぱいになると言われております。そうすればまた、用地の確保が必

要になります。財政的に見ましても、今から行政も市民も、ごみ減量やごみ問題に真剣

に取り組むことが必要なのではないでしょうか。それによって節約された税金を、来る

べき高齢化社会に向けて、福祉や教育に使うことができるのではないでしょうか。

きて、一つの計算をしてみました。大概どこの家庭にも切らさずに置いてあります卵。

あの卵のパックが 1枚約0.9ミリあります。 1世帯で 1週間に 1パッ夕、 10個の卵を食

べるとします。 1世帯でごみに出すノミックは月に 4枚になります。 1年間ですと月 4枚

掛ける12カ月で48枚です。現在、日野市は、 8月15日付で 6万2，661世帯ですので、 48

枚掛ける 6万2，661世帯掛ける0.9ミリ、これで2，707メートルになります。これが日野

市内で 1年聞に使われる卵パックを積み重ねたときの高きですが、あの、富士山が、 3，

776メートルです。実に、この日野市だけでも、 1年と 4カ月で富士山と同じ高さの卵

パックを使い、ごみに出し、最終処分地の谷に埋めていることになります。

実際にはどこの家庭でも、週に 1パック卵を使うとは限りませんので、非常に大ざっ

ぱな計算ではありますが、卵のパックだけとってみても、これだけのごみを出している

わけです。まず、ごみを出さない暮らし方を広める必要があると思います。

さて、この 2回の一般質問の中で、ごみ減量のPR誌の件を伺ってまいりました。今

回の補正予算では提案されておりませんが、 6月議会では、広報との関係があり、調整

中ということでしたが、お尋ねをしたいのですが、例えば6月15日付の広報には、 「資

源ごみ回収団体に奨励費交付Jという見出しで、記事が載っておりました。また、 7月 1

日付広報ではごみの出し方が書かれており、その両方に清掃部の電話も書かれておりま

したが、どれくらい問い合わせの電話がありましたでしょうか。

次に、コ Yポストの件ですが、これもまた、検討しますとのお返事をいただきました。

その後どのように進んでいますでしょうか。

例えばエコロエース 1万2，000円ですが、 50人のモニターで、全額市が負担したとし

て、 60万円になります。これで、 1家庭で年間 3トγごみを出さないわけですので、 50

件で150トγ、現在 1トγの処理費が 2万172円ですから、 300万円、差し引き240万円市

の処理費が浮く計算になります。この制度が取り入れられ普及し、仮に 1%の世帯しか
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利用しなかったとしても、 1年で3，800万円節約できます。市の財政から見ますと、ほ

んのわずかだとは思いますが、老人福祉手当月 4万3，800円に換算しますと、 883カ月分、

73人分に相当します。 73人分といいますとこの議場に約50人いますので、ここにいる人・

すべてとあと23人分になります。ちりも積もれば山となりますが、ごみの出し方も、気

をつければ福祉に役立つわけです。コ γポストに関し、その後の進みぐあいをお尋ねし

たいと思います。

次に、鈴木議員の御質問の中にもありましたが、 「ごみ減量市民会議jの件です。鈴

木議員の御質問の中で、大体の様子はわかったわけですか、この会議をごみ減量にどう

生かされるおつもりか、お伺いしたいと思います。お願いします。

O副議長(福島敏雄君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

0清掃部長(小林修君) お答えいたします。

1点目のPR誌についてでございます。確かに議員さんから、これで 3回目ですか、

PR誌がどうなのかということの御質問をいただいておりますO ま、答えが前回と同じ

ようになると思いますけれども、日野には広報紙があるわけですから、前回お答えした

ように、広報紙を有効に使ってやっていきたいということが大前提であります。しかし、

市民会議の中にも、ただ活字だけでは、なかなかみんなの人が読んでくれないだろうと

いうようなことから、もっとわかりやすいごみ情報誌、または記事を載せてほしいとい

うお話もございました。そこで、もう少し十分検討しまして、清掃部で独自に出すごみ

情報誌を出すか、それとも広報紙をうまく使ってPRしていくかということを、もう少

し検討させていただきたいと思いますO 仮に、清掃部が独自に出すとするならば、やっ

ぱり新年度の新しい事業としてやっていくのが本来の姿じゃないかと思っておりますの

で、その点を御了解いただきたいと思いますO

それから、広報紙に清掃関係の記事が出て、電話がどのくらいかかってきたかという

ことでございますけれども、私自身、ちょっとその辺の状況わかりません。申しわけあ

りませんけれど、お答えできません。

それから、 2番目のコンポストの導入の問題でございますけれども、これも以前、議

員さんから御質問がありました。御存じのように、ごみ減量の一環として東京都下です

ね、区はちょっと無理ですけれど、都下の、 26市あるわけですけれども、現在のところ、

13市ばかりがコ γポストに対する補助制度をやっております。そして、各市については、

そのバケツの大きいやつですねO あれが大体主流になっているようですけれども、補助

金制度、ですからその価格に対して 2分の lか、また 3分の 1、大体3，000円程度を補
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助するという制度を、私の知る限りでは、都下では13市やっております。

議員さんの御質問は、その補助金制度でなくて、モニター制度を導入したらどうかと

いうことの発想だろうと思います。御存じのモニター制度という発想とすれば、市が50

なり 100個を用意して希望者の方にそれをお渡しして、ごみ減量の状況を見てもらうと

いう制度になっていこうかと思いますけれども、何回かの御質問の中で、いろいろとやっ

ぱり日野市に対しても、制約があるということはあるわけです。その制約をどうクリア

していくかということになると思いますけれども、各家庭に少なくともある程度の庭が

なければ、設置できないだろうと思います。

それから、じやそのコンポストをつくった後、処分ができるかと。自分のところで家

庭菜園なり何かをやっているか、または御近所に農家があって、そこへ持ち込めば処理

してくれるかとし、う、 J その辺の処分方法が確実にできるかという問題があると思いますO

それからもう一つ、 6万何千世帯あるわけですけれども、やっぱり利用率には、この

普及という点から見て、相当の限界があるんではなし、かという心配もございますo それ

から今は、多少、防臭剤とか殺虫剤が一緒にパックになっているようでございますけれ

ども、悪臭を近所にまき散らさない対策を施していかなきゃいけないだろうと思います。

それから、先進市のお話を聞きますと、少なくても農協の協力ないしは、指導をして

いただかなきゃ困るんだという ようなことを、ですから指導員というんですか、そうい

う方がいることがベターだということでございます。それらもクリアして、コ γポスト

化をできるかとい うことになります。

今も申し上げましたように、都下の市でも、ごみ減量にそう大きく貢献するわけでは

ないけれども、市民の意識高揚というんですか、認識といんで、すか、そのためにコンポ

スト化をやっているということもありますので、内部で来年度に向けて、どこまで日野

市にそれが定着できるかどうかということも、検討させていただきたいと思っていると

ころでございます。

それから、 ごみ減量市民会議の件でございますけれども、先ほど鈴木議員さんにお答 '

えした内容と同じでございます。ですから、今後、この間も総体的にいろんな形を自由

にお話しいただいたわけですけれども、そのまとめた結果、次回もしやるなら、少しテー

マを絞って、そしてその上で、それに集中して議題を深めていったらいいんではないか

と今のところ考えてい るところでございます。

以上です。

O;IJ議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

PR誌につきましては、情報過多と言われる現在、誌上で情報を伝えるためには、斬

新で視覚に訴えるものでなければ効果が薄いのではないかと思います。永遠にこの情報

誌を出せということではありません。定着するまでの間でし、いわけですから、ぜひ、今

後とも検討をお願いしたいと思います。

また、コンポストについては、いろいろ研究をしていただいているようでございます

けれども、これもやはり、少しずつの努力がごみ減量になると思いますので、さらに検

討をお願いいたします。

ごみ減量市民会議につきましては、ぜひ、そこで出ました市民の声を取り上げていた

だきたいと思います。私は市民というのは、行政については素人かもしれませんけれど

も、暮らしのプロだと考えているわけです。 ぜひこ の暮ら しのプロの声に耳を傾け、た

だ問いただけに終わらせないで、アイデアを取 り入れていただきたいと思いますO

ごみ減量につきましては、やせる本を幾ら読んでもやせられないのと一緒で、 検討ば

かりしていてもごみは減らないと思いますので、小さなことか ら実現していっていただ

きたいと思います。

それでは、次にダイオキシンの問題に入りたいと思います。

この件につきましては、 3月議会でも一度質問をさせていただき ましたが、そのとき

には、 23区では検査をしているが、日野市ではしていないということでした。国では、

検査しなくてもよいことになっていると伺いました与また、 23区では非常に低い結果で

心配がないとのことでしたが、日野市ではどうなのかが知りたいわけでして、再度ダイ

オキシジについてお尋ねをいたしますO

ダイオキシ γの発生も一つの公害問題だと思いますが、これまでの公害問題は、加害

者は例えば工場、被害者は周辺住民というふうに、 図式がはっ きりしておりましたが、

近ごろの公害と言われるものは、ダイオキシ γについてもそうですが、 1人の人聞が加

害者であり、被害者でもあると思います。その視点に立ちまして、質問をさせていただ

きます。

8月末より NHKでこの問題が特集で取り上げられておりました。わかり やすかった

ので紹介をします。

それによりますと、高知県の土佐清水市で1，580ナノ グラム/1m3。ここから近い神

奈川県の津久井町では870ナノグラム/lm3のダイ オキ シソが検出さ れたそ うです。 ナ

ノグラムといいますのは10億分の 1グラムの ことで、す。土佐清水市では、 市民の監視団
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体があったので、前から検査をしていたし、津久井町では、ごみ焼却場の灰を捨てるため

に職員の方が、半ば、個人的に分析依頼をしたところ、非常に高い濃度のダイオキシ γ

か検出され驚いたということです。現在、全国1，783の焼却場のうち、 31カ所が検査を

しております。

これは、二つの市とも、吸い込んだからすぐ病気になるという量ではないということ

ですが、焼却場から出たダイオキシンが、土に残ったり、水に入ったりすると、そこで

とれる野菜や魚に残っていきます。それを人聞が食べると、いわゆる食物連鎖で濃縮さ

れていくわけです。

摂南大学の樫本教授の研究によりますと、魚を調べると0.4PP T、これは 1兆分の

1グラムという単位だそうですが、 O.4PPTから2.4PPT検出されており、臼本人の

体にどう蓄積されているか調べるために母乳の検査をしましたところ、 15.4PP Tから

24.6P P Tであったそうです。人間の体に入ったときには約10倍に濃縮されているわけ

です。この母乳は一生飲み続けると、 WHOの基準を超える濃度だそうです。ダイオキ

シγがどうやって人間の体に入るかといし、ますと、 96%が食品経由、 2%は空気中から

とのことで、す。また、ダイオキシンがなぜ発生するかとし、L、ますと、焼却炉の中で塩化

ビニールなど燃やしたり、農薬がかかった野菜くずなどを燃やすことでできると言われ

ております。焼却炉の温度が500'(:以上だとダイオキシンの発生が抑えられるようです

が、煙の中から灰やばいじんを集める電気集じん機が約300'(:でありまして、ここで発

生するのではないかと言われております。

日野市でも電気集じん機がありますし、ダイオキシンが出ている可能性が高いと思い

ますが、ぜひ検査をするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

また、検査の結果、必要があればパグフィルターを取りつけるなど対策をとっていた

だきたいのですが、それもあわせまして清掃部の見解をお聞かせ願いたいと思いますo

O副議長(福島敏雄君) 清掃部長。

0清掃部長(小林 修君) ダイオキシ γ関係についてお答えいたします。

この件についても、今年度第 1回の一般質問の中で御質問がありまして、その時点で

わかり得る状況を御回答申し上げました。そして、市のとっている姿も御回答申し上げ

ております。その後について多少、いろいろな国・都が変化をしてきた点をとらえて、

今後の方向をお答えしていきたいと思っております。

議員さんからダイオキシンの検査はどうだということがございまして、東京都を初め

各市の清掃事業所に電話で問い合わせをして、ダイオキシ Yの検査をなさったか、また

なさるおつもりはあるか、というような問い合わせをしたわけですけれども、あいにく

に都下の市町では、ございませんでした。ただ、国または都の動向を見てそれに対応し

たいというのが、一般的な各市のお答えでございました。

ところが今、御質問の中にありましたように、 8月21日にNHKが大々的にダイオキ

シγの問題を報道しまして、 NHKも今後ダイオキシンについては、逐次追求をしてい

くといような発言があった。それに対する厚生省の生活衛生局水道管理部の方から各都

道府県あてに、この報道に対する対応というんですか、についての一ーが各都道府県か

らありまして、我々各市町村に 9月の初めになって、その内容が出てまいりました。そ

の中でこういうことがあるわけです。

「廃棄物処理におけるダイオキシ γ等の発生メカニズム等に関する研究を昭和60年か

ら平成元年まで厚生省で実施、発生メカニズム、発生抑制の方法等を検討してきた。ご

み焼却施設から発生するダイオキシン類を可能な限り減少させるため、本年9月一一こ

としの 9月ですね一一厚生省に専門家から成る検討委員会を設置することにする。検討

委員会は、上記研究の成果等を活用し、ごみ焼却施設の構造及び維持管理について検討

し、その結果をもとにダイオキシ γの発生を抑制するためのごみ焼却施設の構造及び維

持管理に関するガイドライ γを本年中を目途に策定をすることにしているJという文書

がございますo

ですから厚生省においても、今までの実例をもとに専門家委員会から、本腰になって

やると。そしてガイドライ γをつくって、各都道府県また市町村にもそのガイドライン

のもとにダイオキシンについて追求していく、というふうな方向になってきているわけ

でございます。ですから当然、これが具体化してくれば、電気集じん機等を変えていく

のか、それともほかの方法をするのかということが具体的にな ってくると思います。そ

の時点におきますれば当然、各市とも各ごみ焼却施設のダイオキシ γについての検査を

対応していかなきゃいけないんだろうと思っております。

そのようなわけで、この厚生省の検討委員会の中身を見た上で、ダイオキシ Yについ

ての具体的な方向を前向きに検討させていただきたいと思っているわけでございます。

また、御存じのように我が国では、国が定めた分析方法がないわけです。御存じのよ

うに、アメリカの環境保護庁の基準を一つの目途に、準じて検査をしているのが現状で

ございます。ですから、こういう専門の検査情報を早く、統一的な検査方法を確立して

ほしいというのが専門家の機関の強い希望であるわけです。

それでまた、ダイオキシソの分析をするには、多大な熟練と多くの労力、また時間、
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そして費用を要するらしいんでございます。これはですから、分析法の簡略化とか、迅

速化が、今課題となっているというのが偽ざる現状だそうでございますo ちなみに 1回

のダイオキシンの検査をするには、 170万から200万今かかるそうです。ですから御存じ

かと思いますが、検査をするのは排ガスからとる部分と、それから灰ですね、燃した後

の灰、これからとる 2種類があるということでございますので、そういうのも踏まえて

ほかの費用をかけると170万から200万かかる、というようなことを聞いております。

そのようなわけで、できるだけ各施設のごみ施設から発生すると思われるダイオキシ

ソについては、前も御回答申し上げておきましたけれども、 1市だけでなくてみんな足

並そろえて一斉に歩きたいというのが、今でも変わらない気持ちでございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

はないと思います。やはり、市民自身も変わっていかなければいけないと思いますが、

ごみ収集に対する市民サービス、清掃課にはサービス課という所がございますけれども、

このサービスということをどのようにとらえていらっしゃるか、お聞かせを願いたいと

思います。

また、沼津や松戸の「ごみを減らす課」という所では、職員が市民の聞に出ていき、

1軒 1軒訪ねてごみ問題を訴えております。日野市でもふえ続けるごみの真の解決のた

めに、もっと市民と対話できる職員数をふやすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めますO 市長。

O市長(森田喜美男君) ダイオキシンに対する御質問を重ねて受けておるわけであり

まして、余り学術的な知識を持ち得ておりませんけれど、焼却炉の集じん機能を維持さ

せるために焼却温度、焼却熱を下げる、したがってそのためにダイオキシ γが発生する

んだというふうな、ごく概念的なことを聞いていますので、日野市の場合、日野市の焼

却炉で現実にどのような状況になっているかということは、調べて承知をしておく必要

があると思っております。

それに立って、また国への意見を申し立てるようにということでもありますので、独

自の意見ももちろんでありますが、例えば東京都市長会等のまとめた意見としてそうい

う機会をっくりたい、このように感じております。

日野市の清掃行政は、どういう理念でやっておるかということでありますが、午前中

にもちょっとお答えしましたけれど、消費生活から出てくるごみのことですから、なる

べく市民には生活の快適きが損なわれないように、したがって出されるごみは、捨てる

という言葉はちょっと当たらないと思いますけれども、出されるごみは、これはなるべ

く清潔に迅速に集荷をして、量的な処分と処理を行う、こういうことでありますo

特にクリーンセンターと言っている意味は、まさにク リーγセγターは、し尿という

やはり生活の排出物ですけれど、これをいわゆる水質をよくするということで、河川に

自然水になるべく近い状態で戻していくと。それから焼却できるものは焼却処理をし、

その際に、公害物質を大気になるべく出さない、そういう装置を高く維持して公害を出

さない、こういうことでありますとともに、残廃というつまり埋め立て処分地、最終処

分を伴いますので、その量をなるべく少なくする、これがクリー γセγターの機能であ

るというふうに考えるわけでありまして、つまり生活物質を消費生活からいわゆるごみ

という廃棄物として出るものを完全に大地あるいは大気、水中というところに還元をす

ると、こういう考え方であります。

02番(執印真智子君) ありがとうございました。

検討する方向で行くということですので、ぜひ一日も早く検査、そして対策がとれる

ようにお願いをしたいと思います。

それでは、市長にお願いと質問がございます。

今回、このようにダイオキシ γが社会問題として取り上げられ、全体的に検査をした

方がいいのではないかというところまで来たわけですが、スウェーデYでは1980年代初

めにこのダイオキシン問題が浮かび上がってきたときに、急ピッチで焼却場の改良工事

を行ってきたそうです。また、ダイオキシンの排出量を常にチェックしており、この二、

三年で80%減少していると開いております。大体同じころにダイオキシンのことがわか

りましでも、日本は安全宣言を出し、スウェーデγは、本当にダイオキシ γが出ないよ

うな対策をとった、このあたりにお国柄といいますか、国民性の違いがあるのかと思い

ますが、ダイオキシンに関する許容基準というのは、体重 1キログラム当たりアメリカ

が1兆分の 1グラムなのに対しまして、オランダが 4グラム、スウェーデンが 1から 5

グラム、 WHOが 1から 5グラム、日本は実に100グラムだそうです。この基準に対し

まして、ぜひ日野市からも国に意見を述べていただきたいと思います。その基準のとこ

ろから見直しをしませんと、また検査をしました、安心でした、六、七年前と同じ結果

が出てしまうと思いますので、ぜひこの点を市長にお願いしたいと思います。

それから御質問なんですが、今回、ダイオキシ γの検査は、実施する方向で動いてい

るということですけれども、だからとし、し、まして市民が今までのように、燃えるごみの

中に燃えないものも入れて出す方もいらっしゃるようですが、それでいいということで
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02番(執印真智子君) ありがとうございましたO

一般質問 6の2、照射食品に関する日野市の対応についての通告質問者、執印真智子

君の質問を許します。

02番(執印真智子君) では、照射食品に関する日野市の対応についてを質問いたし

ます。

まず、照射食品とは何かということですが、正確には放射線照射食品と言いまして、

芽どめや殺菌のために放射性物質、あるいは電気的装置から発生する電子線を当てた食

品のことで、す。日本では、北海道士幌農協のジャガイモや、昭和53年に起きた照射ベビー

フード事件などで知られております。日本では食品衛生法により、原則と して食品への

放射線照射は禁止されておりますが、ジャガイモだけは芽どめのために、昭和49年から

照射されております。

この夏、北海道の士幌農協ヘ行ってまいりました。照射工場は想像していたよりは小

さくて、 1，912平方メートルでした。地味な感じの建物でしたけれど、照射施設のコ γ

クリートの壁は厚さ 2メートルということでした。照射は、ジャガイモが収穫される 9

月から始めるということで、まだ照射作業をしておりませんでしたので照射室に入らせ

ていただいたわけです。照射されるジャガイモのコンテナを移動させるレールがぐるっ

と敷いてあり、真ん中に深さ 3メートルという、 畳 3畳ほどのプールがあり、その底に

照射の線源となるコバルト60が沈めてありました。コバル トブルー とよく言われますが、

非常に美しい青色をしておりました。照射しない時期には、プールの底に沈めることで

放射線が飛ばないようにしているとのことでした。現在、 コバルト60は、カナダから輸

入されております。 1本400万、 5本 1ケースで2，000万O これが17ケース入っていると

のことです。 9月になりますとジャガイモは、大きなコ γテナに入れられまして、水か

ら引き揚げられたコバルト60の周りを 1時間かけて回りますo 次に反対側の面も 1時間

かけて回り、照射されるわけで、すO

現在、日野市役所の 1階フロ アに市職員組合のパネル展示がしてありますが、エレベー

ターをおりて食堂に向かっていく上段4枚目に、照射中の様子が展示してありますので、

ぜひ見ていただきたいと思います。

士幌農協では、年間30万ト γとれるジャガイモのうち、約 1万3，000から4，000トンを

照射しているそうです。

きて、この照射ジャガイモは、チェルノプイリの原発事故後問題になりま した放射能

汚染食品とは違い、それ自体が放射線を出す物質になるわけではないので、安全だと言

われておりますが、また一方、放射線を当てることによ って、 食品の成分が変化し、新

いろいろサービスには言葉の意味もあるわけでありますが、私はやっぱり、公害を残

さない、後世に、あるいは地域社会はもちろんでありますし、公害を外に輸出しない、

これが自治体として一番大切な心構えではなかろうか、このように考えて清掃行政に取

り組んでおるところでございまして、市民生活一一ごみ減量ということが確かに大きな

課題ではございますが、余り市民にやかましいことを言って生活の窮屈さを持っていた

だいては因る。おのずからの生活をしておればそれがごみ減量の結果をっくり出してい

くと、こういう自然の何とし、いますか、ルートとし、いましょうか、循環のシステムとい

いましょうか、そういうことをつくることだ、このように考えておりますo

申し上げることは多々ございますが、サービスの理念というふうに関われましたので、

そのようにお答えをさせていただきますO

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) すみません。職員数の件については、どのようにお考えでしょ

うか。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 職員は、そう簡単にはふやせませんので、それぞれ機能的な

能率化を図るとともに、一方では大きく市民の力をかりたい、市民運動とタイアップし

て、このごみ問題に対する効果をつくっていきたい、こう考えております。

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

市長から、サービスとは公害を残さないことだと思う、というお言葉をいただきまし

て、大変安心をしたわけですが、先ほども申し上げましたように、現在の公害というの

は、同じ人聞が加害者であり、被害者でもあります。そのあたりの仕組みを市民に伝え

ていくのが現在の行政の仕事、サービスではないかと考えております。自分が出したご

みは自分が体を動かして片づけるのが当たり前ですし、それを市民に伝えていくことが

必要だと私は考えております。

また、職員の件ですが、市民運動とタイアップして、というお言葉もございましたの

で、ごみ減量市民会議とあわせまして、また考えていただきたし、と思いますO

今回はこれで終わりますが、またごみを取り上げさせていただくとして、終わりとい

たします。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 6の1、日野市のゴミ減量をさらに前進させる

ために一一ダイオキシン問題も含め一ーの質問を終わります。
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しい物質が生成されることが問題ではないかと言われております。放射線は特に、肉な

どに照射すると、ぬれた犬のにおいを出すようになるそうですが、過酸化水素などの突

然変異を引き起こす物質ができるためではないかと言われております。マウスなどの実

験によりましでも、安全であるという科学者と、安全でないという科学者と意見の分か

れているところであります。

士幌農協のジャガイモは、端境期の 3月から 5月に、日本各地に出荷されますが、ど

の県にどれくらい出荷されているかは企業秘密でわかりません。そして日本では、こと

しになりましてから、照射ジャガイモを許可したときのデータが欠落していた、また、

その後改ぎんされていたということで、国会でも問題になっております。東京都では美

濃部都知事の時代に、東京都消費生活条例によりまして、照射ジャガイモを販売すると

きは、袋の一つ一つに表示することと決めましたので、入荷していないと言われており

ます。

では、東京に住んでいると照射ジャガイモを食べずに済むかとし、し、ますと、ファース

トフード、チェー γストアなど東京の市場を通らないで都内に入るときに、チェックす

る機能はありません。それであれば、 3月から 5月にジャガイモを食べなければ済むか

とし、いますと、そうはいきません。現在、この照射食品は、 30カ国28種類で許可されて

おります。これらが輸入されているとすれば、輸入食品が食卓の 5割を占めていると言

われている現在、私たち日野市民の食卓に上っていないはずがありません。照射してい

る国とそこでとれたものを極力食べなければいいかというと、そういうわけにもいきま

せんo 原産国表示の問題が絡んでまいります。実際に生産された国ではなく、箱詰めし

たり、加工したりした国を原産国として表示してよいことになっておりますので、例え

ば現在、エピはオランダ、オーストラリア、タイで照射が許可されておりますが、オラ

ンダ、オーストラリア、タイ以外の表示だからといって、その国でとれたものであると

確認できないわけです。

過去の例によりますと、照射エピ事件というものがありまして、これはイギリスの大

手食品企業であるインペ リアルフードグループの水産会社が1985年 1月に、マレーシア

からクルマエピ約30トンを輸入しました。しかし、サザ γプト γ港湾検疫所でサルモネ

ラ菌汚染による廃棄処分を受け、保冷庫に入れられました。ところがそれをオランダヘ

送り、 4月に r線30万ラドの照射をして無菌状態とし、再輸入して販売したという事件

です。また、汚染クルマエピが、ベルギーの IRE照射施設で殺菌され、照射禁止のス

ウェーデγに送られた事件もあると聞きます。
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頭の中が混乱しそうですけれども、これが現在の食糧のからくりで、すo このような中

に私たちの日野市も置かれているわけです。

そこでお尋ねをしたいと思いますが、学校給食における照射食品の使用に関しては、

日本学校健康会が、日本で唯一照射ジャガイモを生産している士幌農協からの購入を中

止し、都でも扱わないよう指導しております。しかし、食品照射は約30カ国28種類もの

食品に対して行われております。アメリカではジャガイモ、小麦、小麦粉、スパイス、

ドライフルーツ、豚肉、中国ではジャガイモ、タマネギ、ニンニク、小麦、マッシュルー

ム、ピーナツ、ソーセージといった状態です。このようなさまざまな食品に対して照射

する線量もさまざまだと思いますが、国連食品規格委員会では、 100万ラドまでの線量

なら安全である、と勧告をしています。

一口に100万ラドといし、ましでも、ラドという単位になじみもなく、その強さが想像

しにくいのですが、ちなみに病院で受ける胸部レ γ トゲ γは0.01ラド、人聞が年間を通

して浴びる自然放射線が0.1ラドであり、人が死亡すると言われている値は300ラドだそ

うで、すO 日本で行われているジャガイモへの照射は、国連勧告の100万ラドに対し、わ

ずか 1万5，000ラドであると強調しておりますが、人命にかかわる数値と比較すると50

倍にもなり、レ Y トゲγと比べれば、 150万倍にもなりますO さらにアメリカでは、ス

パイスに関しては、例外的に300万ラドまで照射することが認められてお ります。人を

死に至らしめる線量の 1万倍です。照射ジャガイモを初めとする照射食品は、果たして

本当に学校給食で使用されておりませんでしょうか。これが 1点目の質問です。

2点目は、照射食品に関する市の対応についてですが、東京都では都民の健康を守る

ため、また都民の照射食品に対する不安を考慮して1977年より、中央卸売市場参加の業

者に、都内に入荷した際には報告をするよう毎年、指導 しており、 事実上、照射ジャガ

イモの市場への入荷は制限されております。しかし、 13年を経た今日、日本の国内流通

はファーストフード、コ γピニエンスストアなどフラ γチャイズ契約に基づくチェー γ

化が進み、市場を通さずに仕入れる庖舗がふえております。都も、市場を通らないで都

内に流通している分はチェ ックできていないとのことですが、市では独自に流通機構を

持つ大手のストア、コンビニエ γスストア、ファーストフードなどに都の指導を補完す

るような指導をするお考えがおありでしょうか。

3点目といたしまして、照射食品を含むこのような食品の現状を、日野市民はもっと

知る権利があると思いますが、市民が照射食品に対して不安を持ったとき、検査する機

関が市内にあるでしょうか。また、このような輸入食品を含む食の不安に対する市民へ
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の啓蒙活動をどのようにお考えでしょうか。お願し、いたします。

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めますo 学校教育部

長。

0学校教育部長(藤本亨ー君) 1点、 2点の件につきましてお答えをいたします。

この照射食品につきましては、私もにわかに、この質問を受けてから勉強したわけで

すけれども、科学技術庁で出しているパ γフレットとか、またグループでですね、食品

安全グループが研究している報告書だとか、いろいろ見させていただきました。片方は

安全ではないかというような、宣伝に近いようなものがあったり、またやはり、危険で

あるというようなこと等、いろいろございました。しかし、いずれにいたしましても、

少しでも心配があるものは避けた方がいし、んじゃないか、と私自体は思っているところ

でございます。

まず、学校の給食に照射ジャガイモが使用されているかという件でございます。

おっしゃられましたとおり、照射ジャガイモは発芽防止のために北海道の一つの農協

で日本では照射されるということで、東京都の市場ではこれを要するに扱っていないと

いうふうに伺っております。極力日野市といたしましては、この外部から来る、要する

によその県等では取り扱っている所があるということを伺っていますが、東京都で取り

扱った市場から来るもの、そういうものを中心といたしまして、できるだけ地場産業と

いうことで地元の野菜を使うということに栄養士会で申し合わせをし、そのように購入

に当たっております。場合によって、ルートの違った所から入るという可能性がないと

は言えませんので、これらにつきましては栄養士会等によって、情報の収集をさらにさ

らに気をつけまして、これを使わないように極力避けていきたいというふうに思ってお

ります。

それから、輸入食品のものでやはり照射されているものがあるということで、これに

つきましでも、日野市の給食は手づくり給食を基本としているということで、やはり市

場を通ったもの、情報を集めた中で、申し合わせ、各学校の栄養士同士で連絡をし合い、

知る限りの努力をして、安全に期していきたいと、こういうふうに考えております。

0福祉部長(坂口泰雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) それでは 2点目、 3点目につきま Lてお答え申し上げ

たいと思います。

最初にお断り申し上げなければならないのは、私どもは、国で定めております基準の

内にあるもの等につきましては、それを指導する、あるいは摘発するということがかな
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わない、そういう立場にございます。したがいまして、国の定めた基準の内に問題があ

るということで、その安全性の追求ほど難しいものはないと言わざるを得ないわけでご

ざいます。

先ほど質問者からのるる御説明がありましたことと重複いたしますけれども、現況に

ついて触れてみますと、食品を加工して提供することを業とする場合、食品の採取、製

造、加工、調理、貯蔵及び運搬等に至るまで、またこれに使用する機械器具を含めまし

て、食品衛生法に細かくその取り扱いが規定されております。また、一次産品でありま

すジャガイモは、放射線を使用して発芽抑制j処理をした場合、そのような処理をした品

物である旨表示することとなっております。しかしながら、これを原材料として二次製

品を製造した場合に、特別な表示はありません。ですから、原材料としては表示をされ

たこん包にありましでも、二次製品となりますとその表示は消えてなくなってしまうと

いうのが実情でございます。

食品への放射線照射処理は、日本では昭和47年に、ジャガイモについてのみ認めてお

ります。これは一応、人体に対し安全であるということで、法律上認めたものであるわ

けでございますo このことから、放射線が照射されていることをもって、流通経路から

除外することはできない状況にありますO しかも食品として加工された後は、これを工

夫する方法は全くなく、さらに添加物ではないところから、表示していない次第でござ

います。現状では、流通段階でこれを発見することはほとんど困難なことと考えますO

なお、食品衛生法に関する事務につきましては、都道府県事務とされておりますo

以下、東京都の方へ確認しましたことを引用いたしますれば、流通経路といたしまし

ては、大きく二つの経路があるわけですが、その一つは、卸売市場を経由するものでご

ざいます。東京都では昭和47年に、食品衛生法でジャガイモへの放射線照射が認められ

た時点で、卸売市場でこれを扱う場合、先ほどお話がありましたとおり、報告しなけれ

ばならないという報告制度をとるとともに、市場の中にあります監視所で監視している

わけでございますO 実際には、やはり触れられております、市場では照射ジャガイモは

取り扱われていない、ということでございます。

もう一つの経路といたしましての産直品がございます。これは大変問題なわけでござ

います。市場を通らない産直品につきましては、発送段階、あるいは仕入れた所でない

といわばチェックできないというのが現状でございます。あと、ポテ トチップ等加工品

ということにつきましては、加工用のものは大概原材料の原形のまま での仕入れという

ことをしていないようでございます。下ごしらえをした形で、しておりますもので、した
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がいまして先ほども申し上げましたとおり、その表示はないわけでございます。したが

いまして、その照射の分はつかめない実態でございます。

それにしましでも、東京都の卸売市場では、前に申し上げたとおり、照射ジャガイモ

を取り扱ってないこと、それに放射線照射施設は北海道に 1カ所あるのみである。それ

も発芽抑制という目的から、端境期に出荷するものがその対象であることなどから、い

わば加工用に照射ジャガイモが混入されていることは非常に少ないんではないか、その

ような東京都の見方がされておるところでございます。

次に、第 3点目の照射食品の実態を調査する機関は日野市にあるかという問いに対し

ましてのお答えでございますが、食品への放射線照射は、食品衛生法で原則として禁止

されているのではありますけれども、先ほども触れましたように、ジャガイモについて

は唯一発芽防止を目的に放射線照射が認められている。その範囲内の内は、取り締まる

ということは先ほども申し上げましたとおり、できません。食品衛生法に関する行政は、

国及び都道府県の管轄で、市行政の範囲外でございます。したがって、照射食品の実態

を調査する機関は日野市にはございません。食品の安全性に関することは日常生活の上

で、非常な関心事であることは明らかでございます。

御承知のとおり、市では昨年から、市民に呼びかけまして、食品安全研究グループを

発足させております。食品の安全に関する調査研究を委託しておるわけでございますが、

昨年の研究テーマは「放射能汚染食品」ということで、その研究成果は報告書にまとめ

られております。照射食品の実態に関しての研究も報告されております。また、今年度

につきましては、この事業では、食品の安心と不安の接点について、これらは農薬、あ

るいは添加物、照射食品というものを対象にいたしましてのテーマを投げかけ、現在、

研究活動を進めているところでございます。照射食品のグループのお一人が、北海道士

幌農協にジャガイモの照射を視察しておりますO 今年度々報告書でその内容が多分報告

されてまいるものと思っております。

さきに述べましたとおり、市としては照射食品の実態、を調査する力がありませんけれ

ども、食品安全研究グループの活動が幅広くなることで、自発的な市民運動として発展

することを期待するものでございます。

食品の選択という観点では、個人の自由な領域であります。しかしながら、危険性が

うたわれる食品について何も情報がないということでは、選択の権利は保障されません。

多くの機会をとらえ、情報提供を図っていきたい、そのように考えております。昨年に

おきましても、広報紙上での報告等行っておりますし、また、まとめとしての報告書を
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作成してそれを広く配布しているところでもございます。今後におきましても、これら

を踏まえ、可能な限りにおきまして広く情報提供を行っていきたい、そのように考えて

おる次第でございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

学校給食につきましては、本当に給食関係の方の日ごろの御努力には大変感謝してい

るんですけれども、原産国表示の問題にまでいきますと、原材料がどこでとれているか

わからないというところになってしまいます。例えば、これはよく言われる話ですけれ

ども、アジアでとれましたそば粉が横浜港に入港いたしまして、そこでトラックに積ま

れまして信州に行って加工されますと、信州、|そばと名前をつけていいということになっ

ております。また、韓国産とか台湾製のタマネギが淡路島で陸揚げされまして箱詰めさ

れますと、淡路島産と表示をしていいことになっているとも聞いております。また、国

産牛、輸入牛、和牛という違いもありまして、日本で育てて肉になったのが和牛、輸入

牛は、向こうで屠殺されましてチルドされて冷凍されましたのが輸入牛、では国産牛は

どういうものかといいますと、生体のまま輸入されまして園内で肉になったものが国産

牛です。きょうの新聞にも書いてありましたけれども、 カリフ ォルニア米を使って台湾

で生地をっくり上げ、日本で最終味つけをした。これは、普通に考えると原産国はカリ

フォルニア、ですからアメリカかと思うんですけれども、この場合は中華民国台湾省と

されていたというこの記事が載っておりました。

お隣の多摩市では、こちらは学校給食がセジタ 一方式ということもあるんですけれど

も、実際に食材を調べましたところ、市では輸入食品の割合はおおむね 2割ではないか

と言っていたそうなんですけれども、はっきり輸入とわかるのが40%、産地が特定でき

たのが 3品目だったそうで、す。このような現状がありますので、先ほども申し上げまし

たように、給食関係者の皆様には感謝してはおりますけれども、ぜひ一度、予算をとっ

て徹底的に調査するべきではないかと思いますO

それから、国の法律の中で今一番おくれているのは、食品の安全に関する法律だと聞

いておりますo 消費者の四つの権利というのがありまして、 「安全を求める権利J i知

らされる権利J i選ぶ権利J i意見を反映させる権利」、これがあるんだそうですけれ

ども、市内に流通しているものに対して、どんなものなのか私たちは知る ことができな

いし、市も指導できないというのは非常におかしなこと ではないかと思います。私たち
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が家に帰って食卓の前に座っても、どこでどんなふうにつくられたか知るすべがないと。

私たちは、食べているのではなくて食べさせられているのだ、というふうに考えており

ます。現在、調査の仕組みがなければ、市内の中につくっていくべきではないかと考え

ますが、市長はどのようにお考えでしょうか。

また、現在市内で調べられる所があるとすれば、食品安全研究グループだということ

ですけれども、ここが幅広く活動できるように位置づけも予算も含めて検討していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

それから、消費者運動関係の記事をもっと目につくところに載せてほしいと思います

が、それもあわせてお尋ねをしたいと思います。

消費生活展というのも昨年、大勢の方が集まって関かれましたけれども、ことしもあ

るようですので、食品安全研究グループの募集の記事のように、ぜひ広報の 1面に載せ

ていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

できる運動だ、というふうにも思うわけであります。特に日野市は、先ほども清掃行政

ということで廃棄物が主流でありましたが、一つの生活文化ということで、その健康を

害する食品の問題も含めて生活文化という把握の仕方で、この食品の問題にも積極的に

反応できる行政をっくり上げていきたい、このように考えております。

言うはやさしいんですが、なかなか行うことは難しいわけでありますので、一つには

日野市内、今度、保健所が日野市のみを対象とする保健行政をやっていただくことにな

りますので、保健所にもよく御意思を伝え、また市の意見も申し上げて、地域の運動な

いしは市民の健康のために新しい指導理念をつくっていただきたい、このように考えた

ところであります。我々の自治体行政の能力の限度もありますので、広く外の能力とそ

れから力をかりまして、何とかおこたえのできる、そういう体制でなければならない、

このように考えております。

0副議長(福島敏雄君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) 一つ一つの点に関して細かくお答えはなかったんですけれど

も、前向きに提案を取り入れていただけるというふうに解釈してよろしいでしょうか。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

現在、東京都保健医療計画、市立病院等対策委員会の方でいただいたものですけれど

も、この中にも「国際化の進展による交流の増大に伴う感染症対策や、食品の安全性の

確保などさまざまな課題が生じているJということで、保健の面から見ましても、食品

の安全確保は現在の課題であると思います。市民の健康を守るための最も基本的な政策

である食品の安全確保に、ぜひ力を入れていただきたいと思いますが、市長の御答弁を

お願いいたします。

0副議長(福島敏雄君)

0市長(森田喜美男君)

O副議長(福島敏雄君)

そのとおりですo

執印真智子君。

市長。

02番(執印真智子君) それでは f41歳寿命説」というのが現在、まことしやかに流

れておりますし、随分前にもこのような話を聞いたことがあります。今を生き る子供た

ちが、いつまでも元気で、まあ高齢化社会と言われておりますけれども、本当に途中が

すっぽり抜けた日本ができ上がらないように、食品の安全についてぜひ行政の方もカを

入れていただきたいということをお願いいたしまして、この照射食品に関する質問を終

わらせていただきます。

どうもありがとうございました。

OilJ議長(福島敏雄君) これをもって 6の2、照射食品に関する日野市の対応につい

ての質問を終わります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

0市長(森田喜美男君) 御質問を、食品安全のことを中心に幅広く伺っておるわけで

ありますが、食品の流通システムというのが、一見、消費者のニードにこたえるふうに

見せかけながら、実は国際的な、米のごとく政治問題でありました。あるいは何かこう、

つくられた流通構造によって、グルメグルメという言い方で余計なものを与えられてお

ると言っていいんではないかと思います。ですからまあ、選ぶ権利はあるわけですから、

自分で正確な判定基準を持たれて、そして健康なり、子供の成長なりに悪い影響を及ぼ

すものは、もう買わないというのが一番だと思います。しかし、買わない選択をしよう

にも、選択をする正確な表示がない、こういうことも確かに事実でありまして、言われ

るごとく、食品安全行政は一番の盲点だ、という指摘も当たるということになるんでは

なかろうかと思います。幸いに食品安全運動というものが、かなり幅広い市民運動とい

う形で展開をされておるために、ある程度の消費者側の意見が主張され、またそれに行

政も反映をさせるということになるわけでありまして、大変L、し、市民の意見のまた循環

午後4時45分散会
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議 事 日 事呈

平成 2年 9月12日(水)

午前 10 時開議

午前10時 9分開議

0副議長(福島敏雄君) 本日の会議を聞きます。

日程第 1 一般質問

ただいまの出席議員23名であります。

本日、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。 特段の御協力をお願いいたし

ます。

これより日程第 1、一般質問を行い ます。

一般質問 7の 1、市立総合病院の現状と問題点一一赤字を負担 し甲斐のあ る病院目指

しての通告質問者、 田原 茂君の質問を許します。

(3番議員登壇〕

03番(田原 茂君) それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

初めの市立病院の問題ですけれども、この問題は皆様もよく御存じであり 、このこと

は殊さ らこ の場で取 り上げる よう な問題ではないか もしれませんが、建てかえにつきま

しては、まだ先のことでもあり、 当分、今の市立病院を抱えながら、市政または行政が

進まざるを得ない状況を見てみますと、この時点で一度市立病院を総合的に点検を して

おく必要がある。それがまた将来の病院の建てかえのときに大いなる教訓とな る。そう

いう意味で、 今回、 市立病院の問題を取り上げさせていただきました。

さて、我が国の自治体病院事業は、諸外国の病院に比べて経営管理という観念が極め

て薄 く、その面において病院事業は著しくおく れていた分野であるといえましょう。 10

年ほど前から病院事業の赤字問題を契機に、病院における経営と いう問題がようや く真

剣に考えられ始め、自治体病院の経営者にやっと経営感覚が出てきたよ うに見受けられ

ますが、なお全般的には経営における経営意識は低調であり 、とかく 事業の公共性や医

療水準の確保と かいう ことが隠れみのにされて、 みずからの非能率さがその影に隠され

ていた傾向が強いのであります。

とは言 うも のの、 私は何も自治体病院が民間病院のよう に目の色を変えて利潤を追及

せよ、といってい るのでは決 してありません。自治体病院はその公共性のために、ある

程度の赤字はやむを得ないのは当然、のことであります。私の言わんとする ところは、ま

さしくそのある程度の赤字の額であり 、その限度はどのぐらいまでが適当か。納税者で

ある住民意識から して許容され得る範囲かどうか。また、病院経営者が最大の努力を払

い、経営の健全化にも全力で取り組んだ結果であるかどうか。このような点が問題なの

であり、 今回の一般質問の主要な論点もここにあるわけでございますO

さて、このような観点で日野市立総合病院の現状を徹底 して分析していく中で、 問題

本日の会議に付した事件
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点を浮き彫りにしていきたいと思っております。

まずは一般会計からの繰入金でありますが、負担金、補助金を合算した額の総収益に

対する割合は、 63年度決算で18.8%0ちなみに町田市が17.2%。稲城市が6.2%0青梅

市が6.4%0全国の都道府県市町村立病院の平均が11.5%、市レベルの平均が7.2%と、

全国平均や近隣の自治体病院に比べてもかなりその数値は高く、いかに一般会計、一般

財源に依存して成り立っているのかがよくわかります。しかも、年々その数値は上昇し

ているのであり、平成元年度決算では何と19.8%と、総収益の 5分の 1を一般会計に依

存しているという、恐らく全国でも最悪の経営状態に近いのではないかと思われます。

また、純粋な赤字補てん分といわれている補助金のみの総収益に対する割合を見てみ

ますと、 63年度決算で13.7%、町田市では0.7%、稲城市では0.07%、青梅市では0.06

%、全国平均で1.7%、市平均で1.5%と、これまた驚くべき数値であり、一般会計から

の赤字補てんの依存度がいかに高いかがよくわかります。平成元年度決算においては14.

2%と、これまた上昇傾向にあることは、もはや末期的といっても過言ではありません。

次に、費用分析として人件費比率を見てみたいと思います。これは医業収益に対する

職員給与費の割合ですが、 63年度決算で67.1%、町田市が63.2%、稲城市が58.4%、青

梅市が56.5%、全国の赤字団体の同規模の病院の平均が55.5%、これまた近隣市中最高

の率であり、まして赤字団体の全国平均よりも11.6ポイ Y トも上回っているのでありま

す。一般的に、この人件費の比率は50%を超えたら赤信号といわれているのであり、こ

の数字はもはや赤信号どころではなく、破産に匹敵するほど、また、いや破産をしてい

るけれども、ずるずると経営しているという実態。このような高率を示しているという

この事実が、本当に大変な病院経営の実態のようであります。さらにまた、驚くべきこ

とに、平成元年度決算においては77.1%と急上昇しているのであります。

人件費の要素としては、職員の数、 1人当たりの給与費、また年齢構成の 3点が挙げ

られるわけですが、年齢構成はそれほど高くはありませんO また、 1人当たり給与額、

これがやや高いのと、やはり何といっても職員の数が圧倒的に多いというのが、この人

件費比率を高くしている要因であると断言できるわけであります。

それでは、どの部門の職員が日野市では多いのかを見るために、病床100床当たりの

職員数を医師、看護、薬剤、事務、給食、放射線、臨床の各部門で調べてみました。す

べての部門で近隣市より多いことがわかりました。

また、黒字を出している病院とどのぐらいの差があるのかをみるために、黒字団体の

同規模の病院の平均値を調べてみました。その中で、特に医師と看護婦が際立つて数値

が高いことがわかりましたo 数字で示すと、 63年度決算で日野市の医師が100床当たり 1

6.5人。黒字団体平均8.1人。看護婦については日野市が77.9人。黒字団体の平均が47.8

人と、看護婦に至っては何と30.1人も多くなっていることがわかりました。日野市にお

ける赤字の構図が、だんだんとわかってまいりました。さらに、 100床当たりの看護婦

の人数は61年度55.1人、 62年度65.1人、 63年度77.9人と、その伸び率は急上昇している

のであり、他市に比べると異常なほどであります。このような状況にもかかわらず、本

年の第 1回定例市議会において、 14人もの看護婦の増員要求が出てきたのは非常に理解

に苦しむわけであります。

最後に、実質収益対経常費用比率を見てみますと、これは年々下がってきております。

これは、収入がそれほどふえないのにもかかわらず、人件費等の費用がそれに比べてふ

えているというのが、この顕著な特徴といえるでありましょう。

ここまでで、大体、日野市立総合病院の赤字の構図が見えてきたわけでありますが、

そこで、まずお聞きしたいのは、看護婦の数の問題でありますO

本年第 1回の定例市議会において、 14人の看護婦の増員要求が出てきて、幸いにも否

決をされているわけでありますが、そこでまずお聞きしたいのは、現在でも看護婦は不

足しているとお考えでありましょうか。この点をまずお聞きしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君の質問についての答弁を求めます。病院事務長。

O病院事務長(大崎茂男君) ただいま、病院の職員数についての質問でございますけ

れども、特に全国平均と比べて看護婦が多いのではないか、というような御指摘でござ

います。

全国平均と比べますと、御指摘のとおり看護婦並びに医師が多いわけでございます。

この状況を私なりに分析いたしますと、 東京周辺、つまり大病院、大学等の病院がある

ようなところの医療の体制は、なかなか医師あるいは看護婦の分野とし、いますか、職員

が多いように見受けられておりますo 全国平均ですと少ないんですが、やはりこの三多

摩も東京の一部でございますので、 100ベッド当たり60から70の看護婦を置いておる病

院がかなりありますO これは、そういうような近隣の医療の環境、医療機関の環境もあ

ろうかと思います。

したがいまして、私どもも全国平均で、いたってそれに近づけたいのですけれども、

やはり東京周辺のそのような医師あるいは看護部門の体制も一つには参考にせざるを得

ない、というようなこともございます。特に看護婦につきましては、欧米等から比較し

ますと少なくなっております。その中では、患者 1人に対して看護婦 1人というのが欧
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0病院事務長(大崎茂男君) 現在、市立病院では基準看護ということで、これは保険

米並みの状況でございますが、我が国ではまだそこまでいっていないという中で、徐々

に看護婦さんの充実が叫ばれておるところでございます。

その中で、当病院といたしましでも、医療サービスの中で、特に夜間の看護のサービ

スの中では、俗に 2・8といいまして、 2人で勤務するのを 3人に近づけたい。これは

近隣の病院でも行っているところでございますので、できるだけそれに近づけたいとい

うようなことで、看護婦の定数の増をお願いした経緯がございます。

しかしながら、御指摘のように、人をふやしますとそれだけ経費がかかります。した

がって、赤字の材料になるわけでございますが、看護婦がふえた、あるいは減っている

ということによって、必ずしも収入に左右はされませんけれども、できるだけこの人員

増でなく、人員増ももちろんそうですが、御指摘の赤字に対してできるだけ収入を上げ

るようにしてし、く。人員増は人員増で、サービスの点で必要でございますし、また、そ

れに伴う赤字あるいはそういうような影響についてもできるだけ解消の努力をしていき

たい、というふうに思っています。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

理想、な形を追及すればきりがないわけでありまして、やはり現在の市立病院の置かれ

ている経営状況、また関連市町村の一一市町村というか、市立病院を持っておる市とい

うか、また全国平均等から見てみますと、やはり限度というものが私はあるような気が

いたします。そのような意味において、やはり今の人員でいかにし、ぃ仕事をしようと努

力をするということ、このことがやはり人を安易にふゃそうというよりも、今の中でい

かにいい仕事をしょうかという意識というか、努力というか、そういったものが大事な

ことなのではないでしょうか。

また、そうさせるのがある意味では病院管理者の務めであり、また、役割ではないで

しょうかと、申し述べておきますo

また、看護婦に関連して、続けて質問させていただきますけれども、たしか 3月議会

でも話題になりましたけれども、市立病院は基準看護をしいている病院ですが、夜間に

ついては家族が付き添ってほしいとか、重い病気の方になりますと、家政婦をつけてく

ださいとか言われているケースが結構あるように見受けられますが、私は基準看護をし

いている病院でこれらのことが平気で言われたり、また患者と看護婦という、対等の立

場でない、言われれば「はい」と言わざるを得ないそのような状況の中で、そのような

ことを平気で言う、このような体質、これらのものが現実にあっていいのかどううか。

この点について、次に質問させていただきます。

O副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

の関係でございますけれども、特 2類という基準をとってございます。その基準により

ますと、患者2.5人に対して看護婦 1人を必ず置かなければいけない。その割合に看護

婦を用意しておく、備えておかなければならないということが、一つの基準でございま

す。

それから、必ず 2人以上の看護婦が看護に当たる。つまり、夜であっても 1人ではい

けない。 2人以上、複数以上であるということでございますO

そのほかに今御指摘の付き添いの件でございますけれども、付き添いは原則として許

可しないといいますか、認められないというのが原則でございます。

そういう中で、特に患者の負担となる付き添いは認められないということでございま

して、家族がどうしても希望するというようなこと、特に手術の当日とかし、うようなこ

ともございます。特に医療の問題でなくて、精神的に看護婦さんに見てもらうより身内

がそばにいてほしいというような希望もございます。そういうような希望。それからド

クタ一、医師が、やはりそういうような状況、あるいは疾病の度合いによりまして付き

添いが必要であるというような判断をした場合は、付き添いをつけることはできますo

特に医師が認めるというような場合には精神的なもの、特に小児といいますか、小さな

お子さんの場合には母親がやはりそばにいるというようなこともございますので、そう

いうようなことでは医師が判断して付き添いをお願いする、というようなことでござい

ます。

いずれにいたしましでも、患者の負担となるようなことは禁じられておりますので、

安易に付き添いをお願いしますというようなことを、過去にあったようにも聞いており

ますので、もう私ども事あるごとにそういうようなことのないように、本来は置かない。

精神的に付くという場合は特例としてありますけれども、原則的には置かないので、看

護婦の方から付き添いを置いてほしいというようなことは絶対に言わないようにという

ような指導はいたしておりますし、今後も続けていきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

きちっとした病院になりますと、家族が付き添いたい、家族が付き添っていたいといっ

ても、引き取ってくださいというふうに言われるという、こういうふうな病院もありま
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す。その中で、この問題につきましては、今後あってはいけないと思いますので、厳に

また戒めていただきたい、というふうに思います。

続けますけれども、さらにこの質問も若干看護婦に関連しますけれども、病院の食事

の時間帯についてお聞きしますけれども、先日、私は病院へ行ってきました。午後4時

45分には既に病室に配膳されて、早い人で 5時前には食べ終わっている人も結構いまし

た。私は、夕食が少し早いのではないかと思うのです。普通、 5時前に食事をするとい

うことは、まず私たちもないわけであります。まして入院していて運動もほとんどして

いない人に、 5時前から食事をとってくださいといっても、食べられない人が多くいる

と思います。現に私が見たその人たちは、半分以上残しておりました。これでは、患者

のことを考えているというよりも、職員の都合を優先にしているといわれでも仕方がな

いことであろうと思います。私は、せめて 5時30分ぐらいから食事ができないものかど

うか、検討していただきたいと思っております。

市内の幾つかの病院に私も聞いてみましたけれども、約六、七割が 5時半の夕食時間

というふうに私は聞きました。その中で、この公立病院こそ、そのような患者本位のま

た食事というものの考え方から、この 5時半食事、このような点はいかがでしょうか。

O副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

数ぐらいが15分あるいは30分繰り下げておりますので、そういうようなことに少しでも

近づけたいということで努力したいと思っております。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原茂君) どうもありがとうございました。

0病院事務長(大崎茂男君) 患者の給食、特に夕食の時間帯の件でございますけれど

本当に患者本位のそのような一つの食事の時間帯につきましでも、ひとつ前向きに取

り組んでいただきたいと、このように要望しておきたいと思いますO

次に、今までの分析を踏まえて、市立病院の赤字が年々増大していく原因を、病院管

理者としてどのようにお考えになっているのか。まずこ、それに対する取り組み、あるい

は対策なりを聞かせていただきたし、と思います。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 日野市立総合病院は、昭和36年に設置いたしまして以来、

昭和39年に一度68万円ほどの黒字を出したことがございますが、それ以外につきまして

は、残念ながら赤字が続いでございますo 御指摘の中で、赤字がふえているというよう

なこともございました。先ほど、その原因が人件費というようなこともございましたが、

統計的に数値を分析いたしますと、やはり繰出金といいますか、病院とすると繰入金が

当時の病院の総収入額からすると、現在以上にやはり繰入金が多かった時代もかなりご

ざいますし、それから人件費比率もやはり 100%を超えるような時代もあった結果が出

ております。

いずれにいたしましでも、このような29年たって一度だけ黒があって後はずっと赤字

だというような慢性的な状態につきましては、これをなるべく改善しなきゃいけません

が、特にこの原因としては、やはり公立病院として関口を広げて、できるだけどういう

診療科目でも受けなければならないというような使命感もございまして、採算を度外視

した診療科目もございます。

また、施設の規模が若干小さ目であるというようなこと、それに伴いまして内容が充

実できなかったり、あるいは効率性に欠ける点もございますのが、一つには赤字要因で

はなかろうかと思いますO もちろん、そこで働く医師を初めスタッフの意識の問題もあ

るわけでございます。

そんな中では、病院の幹部、職員といたしまして、私どもは特に収入面につきまして、

できるだけ上げたいということで努力しておるわけでございます。その病院の一つの病

院に対する外の、外部といいますか、患者さん側の見方といたしまして、現状ではどち

らかというと小規模病院ということで、外来経営を主体としておりまして、入院につい

も、御指摘のように 5時、あるいは 5時何分か前に配膳するということも、ままあるわ

けでございます。これは、長い病院の給食の時間帯としての経緯があったわけでござい

ますけれども、最近、日常生活といいますか、一般の市民生活の中で 5時の夕食という

のは余りないというようなことで、それにできるだけ合わせたらよろしいんではないか

というようなことで、これは医療機関あるいは厚生省の方でも、そういうようなことに

努力するように求めております。

そんな中で、私どもの病院も 2年半ほど前に給食の時間帯、あるいは温かい、冷めて

ない給食を出すというようなことで、適時適温給食の検討委員会を設けまして検討して、

とりあえずは適温といし、ますか、冷めない給食については容器等の工面をいたしまして、

ある程度改善されたというように思っております。

ただ、時間帯につきましては、御指摘もございましたように、労働の方の関係もござ

います。したがし、まして、残業一一時間外がふえる。あるいは人をふやさなきゃならな

いかというようなことの問題がございまして、 2年以上たっておりますけれども、その

ような人件費の関係で若干結論が伸びてございますが、各病院の状況を見ましでも、半

A
斗‘

門

i
t
E
A
 

F
D
 

門

i
-
i
 



ては評価が違ってきておりまして、従前と変わってきていることがございます。そんな

中では、今までの状況を踏襲するだけでなく、やはり診療科目、あるいは病棟体制jなど

を抜本的に見直していかないと、赤字がますますふえていくんではないかというような

ことで、内部の管理会議、そういうような幹部の会議等で一応のこういうような実態に

ついては話し合って、改善できるものはしていくというようなことで行っておるところ

0副議長(福島敏雄君)

03番(回原茂君)

田原茂君。

ありがとうございました。

院の理想的な規模の形から言えば250が適当といわれ、あるいは300が適当といわれ、そ

の説はいろいろあるわけでありますが、総合病院、つまり診療科目もたしか12くらいか

と思っておりますが、確かにその中には、採算上からはかなりの赤字経営になっておる

部門もあるわけでありますが、地域全体の医療体制といたしまして、採算に合わないか

ら置かないということでは、自治体としては住民サービスにまた問題をつくるというこ

とになりまして、一応今日の状況に相なっておりますO

確かに病床比率から言いますと、従業員一一医師、医療関係の従業員が比率から言え

ば多くなってまいりますし、それから規模という観点から言いますと、確かに非能率だ

といわれる面もあるように思いますO

したがいまして、院長を先頭に病院経営のことについても十分配慮、してくださいとい

うことを、常々私からも要請をいたしておるわけであります。改善すべき点は多々あろ

うかというふうに思っておりますし、きょう特にいろいろな分析の数字を示して質問い

ただきまして、一層能率ということにも十分心を注いで、あるべき日野市立病院の姿を

確立をしていきたい。このように質問を伺ったところでございます。

今後、いろいろな課題を持つ病院ではございますが、なお経営ということについても

十分意を注いで、私もよく申しております「市民に対しては親切であって、そうして内

容的には清潔であって、しかも能率が保たれておる」と、こういう状態を維持したい。

このように考えております。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原茂君) ありがとうございました。

市長も能率性を考えておられるということを聞いて、安心感を持ったわけでございま

すけれども、しかし、とは言うものの、市長が院長に言っただけで、は、この問題はそう

簡単には私は解決しない問題だと思います。市長がそうおっしゃるのとは裏腹に、私か

ら見ると、体制というものが整っていないような気がしてならないんです。

一つには、人事ーっとってみても、経営状態を改善しようというふうな努力というか、

気配というか、その姿勢が感じられないわけであります。本気になって改善しようとい

うお気持ちがあるのであれば、その要となる事務長には、やはりじっくり腰を据えてやっ

ていただく意味で、これは二、三年の異動ではお話にならない、とこのように思うわけ

であります。今までのを統計的にとってみても、事務長さんはほとんど 2年、ひどい人

は1年で異動になっております。そのような状況を見てみますと、この市立病院の事務

長というのは、他の部長のポストとは重きが違うわけであろうと思います。やはり私は

でございます。

いずれにいたしましでも、市民サービスを低下をさせない。このことを原則にしなが

ら、まだまだできることが私は市立病院の中で、いろいろと考えるとあるような気がし、

たしますので、どうか、さらなる現在の分析と、また前向きな取り組みというものをお

願いしておきたいと思います。

この問題につきまして、市長にお開きしたいと思います。市長は、今の市立病院の経

営状況でよしとしているのかどうか。一般財源にかなり頼っている状況でよしとしてい

るのかどうか。日野市はお金があるんだから、これぐらいの赤字はどうってことはない、

などと思っているのかどうか。この点で、まず市長にお聞きしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市は、市政の発展の経過の中で、市立病院、公立病院を

経営をするということが過去に決意をされ、約30年間、一定の市民の期待にこたえて医

療の仕事に当たってきたという実績はあるわけであります。自治体のまた総合経営の立

場で、日野市のように公立病院を経営するということは比較的少ないわけでありますが、

ーたびそのように決定をした行政の規模の中の重要な部門でありますから、市民の今期

待にこたえるということを大きく前提として、今日までやってまいっておるわけであり

まして、公立病院なるがゆえに確かに不採算を承知の上で取り組まなければならない。

こういう一面もあるわけでございますけれど、経営全体として非能率な経営であってい

いということは、全くいずこの分野にも許されるわけでありません。なぜなれば、納税

者の立場からは、その税が最も有効にサービスとなって戻されるというところに信頼の

もとがあるわけでありますから、信頼を得るための経営能率ということは、また一面、

大切なことだというふうに考えております。

よく言われますところに、確かに病院はわずか20床という規模でスタートをし、その

後、何回か増床を重ねて現在の162床という規模にはなったわけでありますけれど、病
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0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

人事の体制!ということもありますが、病院はやっぱり医師団

か、病床、入院数もふえておりますけれども、脳外科、眼科、耳鼻科につきましては、

小さな診療科でございますので、まだ産科、小児科、あるいは内科等の落ち込みをカバー

するだけの力になっていないというような、これは数字的に見てそのような状況になっ

ておるところでございます。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうございました。

いろいろと理由は、そのような形で考えられるわけでありますけれども、私が思うの

には、やはり一つには、最近、市立病院に関するいろんな評判といいますか、うわさと

いいますか、そのようなものが私の耳には、し、し、話が余り入ってこないわけであります。

そのような中で、この入院収益が減っているということも、その辺に何か関係があるの

ではないか。このように思っているわけであります。

そこで、これは提案させていただくわけでありますけれども、そのためにも、やはり

病院利用者がどのように思っているのかを、また、どのような希望を持っているのかを

的確に把揮する意味で、ァ γケートを実施してはどうか、と提案をいたしたいと思いま

す。切実なというか、本当に利用していらっしゃる方が感じておる生の声を、やはり病

院の関係者がつぶさにそれを把握し、感ずるということが、これからの運営に関しても

大事なことであろうというふうにも思いますので、単なる風聞や何かでなくて、きちっ

と文章でこういうふうに思っているんだとか、また、項目をつくって何か記述をしても

らうとか、その方法はいろいろと考えられますけれども、とりあえずア γケート、これ

は長期でなくても結構なんですけれども、一時的でもいいんですけれども、一度これは

実施してみる価値があるのではないか。この辺はどうでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 病院に対する患者さんの意向といいますか、そういうよ

うなものの情報を得るということの一つには、いろいろ御意見を言っていただく投書箱

を置いておりますが、どちらかといいますと、それはサービスの点が多いわけでござい

ます。あるいは施設の不都合な点、そういうような意見が多く出ております。

また一方では、市民意識調査を企画部門で行っておりまして、市立病院に対する意見

も、その意識調査の中で出ております。そういうようなこつの資料がございますけれど

も、御指摘のアンケートにつきましては、病院の建てかえもいずれといいますか、近々

あるわけでございます。そういう中では、どういう病院に建てかえたらいし、かというよ

うなこともございますので、できるだけ患者の意向を把握するようなア γケートという

10年単位でじっくりと腰を据えて取り組む中で、院長をも動かし得るような、そのよう

な存在になっていただかなければならない。このように私は思うわけでありますけれど

も、このような点について、再度市長に質問させていただきます。この人事ということ

について。

と申しましょうか、医者を中心とし、それのまたパートナーとなって看護婦が働き、そ

れをまた側面的に支援をし、大きく経営というところでリードしていくのが事務の担当

だというふうに思います。経営手腕をどこに置くかという点は確かに大切でもあります

が、これからの体制づくりといたしまして、御指摘の点も重要な要素でありますので、

十分配慮、してまいりたいと、このように考えます。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原茂君) ひとつ体制づくりというか、具体的な面から、市長の先ほどおっ

しやられた、その言葉を裏づける意味で、ひとつ具体的な体制づくりをお願いしたいと

思います。

次に、ここ数年来、入院収益が漸減をしているわけであります。まず、その原因は何

だとお考えでしょうか。事務長にお伺いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君〉 ここ数年、入院収益が落ち込んでいるという御指摘でご

ざいます。確かにそのような数字になっております。原因は何かというようなことでご

ざいますが、これははっきりとここだというふうに私も言い切れないわけでございます

が、数字、統計的に見てみますと、やはり医療需要といいますか、患者さんの方の変化

もございまして、特に産科、お産の方が減っておるということでございます。また、小

児科も入院が減少しております。この二つが減少しておりますものに加えまして、内科

系統の入院も減ってございます。

この内科系統の入院が減っておりますのは、やはり他の医療機関が充実してきたこと

もございますが、どちらかといし、ますと、日野市立病院がやや外科系部門に比重が加わっ

てきたというようなことで、内科の減については外科系がカバーしている形にはなって

おりますけれども、これはまだ十分カバーし切れていないというようなこともございま

す。

一方、減少とは逆に、脳外科、あるいは眼科、耳鼻咽喉科などは入院収益といいます
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ような御意見については、検討させていただきたいと思っております。

O副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) ぜひ前向きの検討をお願いをしたいと思います。

次にお開きしたいことは、平成元年度の監査意見書にも書いてございましたけれども、

日野市と同規模の病院で病床利用率が63年度で黒字病院の平均が85.8%、赤字病院です

ら78.2%となっているのに対して、日野市においては看護部門が年々増員されているの

にもかかわらず、平成元年度で72%と、この162床に増床して以来、過去最低の比率と

なっているのは、いかなる理由によるものなんでしょうか。

また、病床利用率を高める対策は考えておられますでしょうか。それも、あわせてお

聞きしたいと思いますO

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 病床の利用率でございますけれども、病床の利用率は過

去29年間、いろいろ数字がございますが、昭和56年に現在の162床になりましてから、

御指摘の平成元年度につきましては下降線の中で一番低い数字になっております。

これは、先ほど入院収益が減っているというような中で、統計的な数値として産科、

小児科を初め内科部門が減少してきているという、収益の面でお話しいたしましたが、

これは入院の患者の率がそのまま減っていることによる収益の減でございまして、占床

率、病床の利用率も産婦人科あるいは小児科、内科が減っておることによるものと思わ

れます。

特に小児科、産科は、それ専門の病棟ができておりますので、そこに別の患者を入れ

るということが今行われておりません。したがいまして、別の患者がおりましでも、あ

いております産婦人科、あるいは小児科に入れられませんもので、どうしてもそこには

空床ができるというような実態がございますO

それともう一つには、内科系の入院患者ですと長期入院といいますか、一月、二月の

入院が多いわけでございますが、最近はどちらかというと外科系の入院患者が多い中で

は、外科系は短期的な入院が多いわけです。その短期の中では、やはり退院してすぐそ

の翌日、あるいは当日に患者が入ってくるというようなことが今のところございません

ので、若干そこにブランクが出てくるというようなことのロスもございまして、占床率

が下がっておるかと思います。

ただいまのような人員の中では、この占床率を上げるには、やはり小児科は小児科だ

けの病棟でそのまま置くか、産婦人科は産婦人科で置くかというようなことを考えなきゃ

なりませんし、今までも考えてきておるところでございますが、いずれにしても産婦人

科は産婦人科なりの医療施設を持った病棟として施設ができておりますので、これを解

体するとか、大きな工事をしてやるということは、なかなか物理的に難しい。

また、小児科につきましては、感染症関係で、なかなかほかの患者と混合にするとい

うことが難しいというようなことで、検討はしてございますが、そのようなちょっとネッ

クがございまして、現状まだ編成がえに至っておりませんが、やはり病院建てかえまで

しばらく期間がありますので、占床率向上については、また診療の内容についても、検

討をいたしたいというふうに思っております。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうございました。

やはりこの病床利用率は如実にというか、ストレー トに収益にも反映していくわけで

ありますので、どうか院長等ともじっくりとお話をきれながら、改善に向かつて努力し

ていただきたいと思います。

この病床利用率ですけれども、先ほども入院収益が漸減しているというところでのお

話の中にありましたけれども、やはり私は、そのような病棟聞のいろいろなやりくりと

いうんでしょうか、そういったことがなかなか改善されないという、そういうことも理

由の中にもいろいろあると思うんですけれども、そういうことの一つの中にやはり全体

的に小規模な病院ゆえに、やはり病床利用率も低いというようなことも、これは言える

のではないかということを思うわけであります。それはいわゆる統計的にも言えるわけ

でありまして、小規模の同様の病院のこの病床利用率が低くなっているわけであります。

この地方公営企業年鑑、これを見てみますと、過去何年間を見てみましでも、やはり

小規模な病院ほど病床利用率が低くなっている。これは厳然とした事実なわけでありま

すo そのような観点で見てまいりましでも、市長も若干触れておりましたけれども、や

はり小規模な病院ほど効率性が悪い。これも市長も先ほどおっしゃっていたわけで、こ

れはもう厳然とした事実です。よって、この建てかえのときには、ぜひ最低でも、私が

思うには、やはり最低でも350床以上の大規模な病院にしていただくことが、一つには

いろんな意味での効率性を高める、このような大きな効果があるし、また、全体として

も効率性が上がってくる。このように私は強く思っているわけであります。この点を市

長にお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

OilJ議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

極力、今あるべき姿を、御意見をまとめながら進めてまいり
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たい。このように思っております。

建てかえということを当面の眼目として、東京都の当局にも増床の要請を、今、事務

的にも進めております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君)

だけではどうもしっくりいかない点がございますo 何ていいますか、外の意見が来なく、

内部だけでの議論で終わってしまうということがございますので、現在、病院の運営に

つきましては、若干、外の医療機関の方も加わっていただいて、それで病院のあり方に

ついて論じていただこうというようなことの委員会の設立準備を一応しておるところで

03番(田原茂君) ぜひそのような大規模な病院、このようなことが市民の中でも 0副議長(福島敏雄君)

03番(田原茂君)

田原茂君。

どうもありがとうございました。

田原茂君。 す。

強く願いとして出ているわけでありますので、どうかそういう方向で検討を本当に続け

ていただきたい。このように思っております。

さて、地方自治協会というのがありますけれども、この地方自治協会で、このほど自

治体病院における経営機能の強化に関する調査研究報告書なるものがまとめられました。

その中で、今日の病院経営の悪化は、原価計算や採算性など病院経営の効率化の観点に

立つ議論がおろそかにしてきたところによると、指摘をしているわけであります。そこ

で、報告書では安定的病院経営に果たす事務局の役割の大きさを強調しておるわけであ

ります。

そこで、これも提案ですが、事務局が中心となって経営審議会なるものをつくっ'て、

これには医師はもちろん看護婦や労働組合の執行部もメソパーになってもらい、職員全

員が同じ現状認識に立ち、一致団結して病院経営再建に当たるということが、今後何よ

りも必要なことであろうと思いますが、このような点に対してどのようにお考えになる

かどうか。この点についてお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 病院の経営あるいは診療につきましては、病院の内部で

委員会制度といいますか、委員会を持っております。これはいずれの病院もそういうよ

うな組織があるようでございます。

日野市立病院におきましては、特に運営につきましては、管理会議というようなこと

で管理職、課長職以上の会議ということで、定例的に行っております。

それから診療につきましては、係長職以上の職員で診療の会議を行っておりますが、

診療と経営とは直接結びつくことが多いわけでございますので、両方の会議に十分経営

のことについて議題として出しておるところでございますが、御指摘の労働組合あるい

は担当職員とし、いますか、そういうような人たちも入れての委員会ということでござい

ます。

現在、病院では、ただいま申し上げました二つの経営に関する委員会のほかに、内部

いずれにしだも、事務局と医師、またいわゆる労働組合ですか、この三者が一体とな

らないと、やはり個々の立場の主張、ぶつかり合いだけでは、し、いものは当然生み出せ

ないわけでありまして、どうかこのような方々が一体となるような、そのような一つの

合議機関といし、ますか、話し合いをぜひとも持っていただきたい。このようにまた強く

お願いをしておきたいと思います。

先に話を進めますけれども、次に、精神内科でしょうか、いわゆる精神科といいます

か、そのような精神内科が何やら市立病院にあるということでありますけれども、その

精神内科は、いつごろからどのような経過で始まったのでしょうか。

また、今の市立病院の入口の診療科目が書いてある看板には、たしかそのような精神

内科だとか精神科というのが入っていないと思いましたけれども、それはなぜなのでしょ

うか。その点について、少しお聞きいたします。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 御質問の精神内科でございますけれども、精神科という

診療科目が医療機関にはございますけれども、私どもの日野市立病院では精神科、ある

いは精神内科というようなものは持ってございませんで、御質問の内容は神経内科かと

思います。

市立病院では、昭和58年11月から神経内科というのを特殊内科として一応置いてござ

います。これは精神科にかかるということがなかなか患者さんの方で難しいとし、います

か、いろいろな状況があって嫌だというようなお考えもあるわけでございます。そんな

ような中では、精神科でなく、悩みの中ではお願いしたいということで、若干、普通の

一般内科の中でそういうような患者さんの需要がございましたので、直接常勤のお医者

さんを置くことなく、市内にございます七尾病院、あるいは八王子の駒木野病院からお

医者さんを一時的に来ていただいて相談を受ける、というようなことを便宜的に58年11

月に置きました。以来、月のうち第 1、第 2、第4金曜日について外来として受け付け
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ておりまして、現在では約20名ほどの患者が参っております。そんなような経緯がござ

います。

それで、そういう診療科を明示してないということでございますが、診療科につきま

しては、条例上は10科でございます。それから東京都へ届けであるのは11科でございま

すが、東京都の方は放射線科というのが届けでございまして、これについては医療、直

接の医療ではございませんので、条例にもあるいは病院にも表示してございませんが、

神経内科につきましでも、そういうような内部的な便宜を図ったという、内科の一つの

専門分野として大きな内科、内訳として消化器内科、呼吸器内科、循環器内科とかいう

のがございますが、その内科の一部門として神経内科というようなことで位置しており

ますので、特に表の看板に明示はしていないというような経緯でございます。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうございました。

私は、ちょっとおかしいのではなし、かと、このように考えるわけであります。嘱託医

で来られている方は、厳然として精神病院の精神科医ですよね。その方々が来て、いわ

ゆる精神科の診療を外来で、行っておるということでございます。

また、名称でございますけれども、なにか神経内科ということらしいんですけれども、

神経内科といいますと、都立府中病院にも神経内科というのがごぎいますが、これは筋

ジストロフィーであるとか、いわゆるその辺の精神病じゃなくして、そういう神経にま

つわるそういう病気を取 り扱っているのが、私は神経内科という一つの病院の名称じゃ

ないか。このように認識をしておるわけですけれども、名称はともかく、いいんですけ

れども、神経内科と精神内科の名称の使い方もちょっと後で調べていただきたいという

ふうに思っているのですけれども、いずれにしても、厳然として精神科という、いわゆ

る精神病院の外来に値する部分が、日野市立総合病院に今あるわけでございます。現実

として。条例はどうこうという問題でなくして、やっぱり市民に対して、そのようなこ

とをアピールとい う、まあアピールしなくても、せめて、診療科目にも入っていないと

いうんであれば、-今の日野市立総合病院に精神科があるというか、そういう精神を対象

とする科目があること自体も市民は、私はほとんど知らない人が多いと思いますよO

いわゆる通院でほかの内科とか、そういう通院で通っていた人が精神的な面もあるか

なということでの便宜でそういったものができた、という経過のようですけれども、そ

れはそれで厳然とそういう部局があるんであれば、私はこれはきちっとして、やはり内

外にというんでしょうか、広報でもお知らせをして、もちろん市立病院の入口の診療科

自には、やはり診療科目として私は入れるべきでないのか。なにか隠れて、こそこそと

精神の関係を扱っているような気がしてならないわけであります。やはり市民の中には、

最近のストレス増大時代というんでしょうか、そういったものの中で、 精神の単科病院、

いわゆる七生病院ですね、市内の病院であれば。あのような病院になかなか行きずらい

という方も結構いらっしゃるわけでありますので、ど うか、せっかく今そのような精神

内科的なものがあるんですから、そういうところはき ちっとその市民に提供するという

か、知らしめるというか、そういったことを私はやはりきちっとすべきでないのか。こ

のように、それは当たり前のことでないのか、という ふうに今思っているわけですけれ

ども、再度、質問をさせていただきます。その位置づけです。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 先ほどち ょっ と触れましたけれども、内科という部門に

は、かなり専門が分かれてございます。先ほど申し上げましたよ うに、消化器とか呼吸

器とか循環器とかいう ように分かれており ます。それで、 特に内科に受診された患者さ

んが下痢だとかい うような ことで見えても、それはよく問診といいますか、患者さんと

の話の中では、神経性のものであるとか、そういうような神経から来るようなものとい

うようなことがあるわけでございます。その場合は、一般の内科の先生よりも、やはり

神経の方に専門である先生の方に診ていただいた方がいいんではないか、とい うような

ことの中で、たまたまよその病院に紹介するということもございますけれども、先ほど

話しましたように、58年には神経については一応嘱託で2名をお願いしておりまして、

病院にもそういうような相談を受けるというようなことでやっております。

したがって、特に神経とか精神ということでなくて、 一般的には内科にかかって診て

いただいた中では、それは脳外科の方に回る場合もありますし、あるいは産婦人科の方

に回るとか、いろいろあるわけでございますが、そういう中で便宜を図って、市内にお

られるお医者さんも来ていただけるということが ございましたので、便宜上そういうふ

うにさせていただいているわけでございまして、内科を細分化いたしますと四つも五つ

もあるわけでございますので、特に神経科だけを独立させるという考えは、今のところ

はございませんO

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) この問題は、要望しておきますけれども、やはり診療も月 3回

ではなくして、先ほども申し上けYこように、最近のスト レス増大時代に対処 していただ

く意味で、そのような精神科外来、または名称はどうでもいし、ですが、神経科外来でも
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いいんですけれども、きちっとやっぱり位置づけをして、そのような需要に対する供給

という意味での役割を果たしていただきたい。再度、要望をしておきたいと思います。

さて、今まで現状と問題点を浮き彫りにしてきたわけですが、今度は市民の命と健康

を守る意味で、真に市民が要望しておる市立病院の役割というものを市民の強い希望を

もとにお伝えさせていただきたいと思います。

市民が期待するところは、何といっても24時間の救急医療体制をとってもらいたいと

いうことであります。内科、外科を常に当直医としていつでも対応できる医療、これこ

そ市立病院の最たる使命ではないかと思います。

さらに、一刻を争うような患者に対して、 ICU、CCU、このような、いわゆる高

度医療のできる病院が市内にあるということが、どれほど市民に安心感を与えるかは、

計り知れないものがあるわけであります。そこで、まずこの24時間の救急医療と、また

高度医療をそれぞれ分けて、それぞれどのような条件が必要なのか。どのような条件が

整えばそれが設置できるのか。

このような観点で、また将来の建てかえの問題にも参考にもなると思いますので、ま

ず24時間の救急医療にはどのような条件が必要なのか。また、高度医療にはどのような

条件が必要なのか。この 2点についてお聞きしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 24時間体制の救急医療というようなことでございます。

救急医療につきましては、救急指定病院という制度がございまして、これは消防庁の方

で指定してございますが、本来、救急指定病院であれば救急患者を受け入れるのが原則

でございますが、やはりその病院、医療機関の内容によりまして、 24時間いつでも、ど

んな病気でもというようなことが、なかなか難しいわけでございますo

したがって、救急医療につきましては、一つの段階的に、一次的救急、二次的救急と

いいますか、それから三次救急というようなことで分かれてございますが、御質問の24

時間の救急ということは一番高度な三次救急ということでございまして、一般に行われ

ておりますのが大学病院、それから500から600床ぐらいの規模の病院でございます。そ

れは、大きいということは、それだけ医療スタッフ並びに医療機器があるということで

あるからですが、この24時間をやるには、やはりそれなりの機器、施設が必要でござい

ます。

まずは、毎日、夜は 5人のドクターが勤務をする。内科、小児科、外科、脳外科、産

婦人科というような診療科になろうかと思います。それと、それに伴う看護婦、手術室

の看護婦、それから薬剤師、放射線技師、検査技師、そういうような人たちで、およそ

一晩のうちには10人以上の人が待機していなければならないということです。それだけ

の人的スタッフを抱えるということになりますと、その救急だけでなく、それだけのス

タッフがいるということであれば、日常もかなりの業務ができるわけでございます。し

たがって、最初に申し上げましたように、 24時間救急をやるというような病院は、スタッ

フの数からしても、ベッド数もかなり消化できる。 5人の当直といいますか、夜間勤務

のためには、少なくとも40人は当直勤務がないとできません。週に一遍、五日に一遍ぐ

らいの周期で夜に勤務していただくことになるわけでございます。そんな中では、現在

の日野市立病院では、規模的にもなかなか難しいということでございますo

したがいまして、 24時間体制ということは市内で持っか、あるいは近隣市で持っかと

いうようなことで、これからは医療計画の中での位置づけが必要になってくることと思っ

ております。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

現体制でできないのであれば、やはり建てかえのときには、これらのことをかなり煮

詰めた上で、やはり市民要望に本当に沿うような形で、ぜひ医療体制を整えていただき

たいと、このようにまた強く要望させていただきたいと思いますo

最後に、市民の方々が望んでいるものの一つに、リハビリがございますo 今、リハビ

リを受けたければ、勢い山梨県や静岡県ヘ出かけなければならない。そのような大変な

思いをしているのが現実でございますO そういう意味で、リハビりこそ何とかこの現体

制の中で実現できないものかどうか。この点もお聞きいたしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) リハビリにつきましては、その病状といいますか、によっ

てのリハビリの仕方がございます。

一つには、整形的なリハビりです。骨折、捻挫等から来る、そのもののリハビリ。あ

るいは脳神経の麻薄から来ますもののリハビリなどがあるわけでございますが、現在の

市立病院では前者の整形的な疾病のリハビリを一応行っておるわけですが、リハビリに

つきましては、かなり施設とし、し、ますか、スペースが必要でございます。したがって、

現在、病院では狭隆とし、いますか、もうほとんどそういうスペースがございませんので、

実態としてはリハビりは現状でも形ばかりになっておる状況でございます。
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お話の中の石和とか何か等のリハビリというのは、やはり脳神経等のリハビリかと思

いますが、そういうような直接医療でなく、医療と自宅との中間的なもの、こういうも

につきましては、最近では特にお年寄り・については老人保健施設というものが奨励され

ておりますが、そういう老人保健施設でリハビリをやるとか、あるいは当市の施策にも

入っております生活保健センターでのリハビリとか、そういうようなことが考えられま

す。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうございました。

時間もございませんので、最後に市長に、この24時間救急診療と高度医療、及び、こ

のリハビリについての考えをお聞きしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 身近な、そして市立病院にいろいろな期待が生まれるという

ことは当然のことでありますし、ある程度はこれをおこたえをしなきゃならない。そう

いう責任はもちろんあります。

ただ、医療圏という 一つのまた考え方がございまして、東京都では南多摩 5市の地域

を一つの医療圏ということで、 高度医療から一般の開業医の医療機関にわたって大きな

ピラミッド型の体系をつくろう と、こう いう 発想、がございます。

市立病院は、その中では、いわゆる日野市という地域を範囲とする二次診療の機能を

なるべく正確に具備する、こういう役割になると思っておりますO でも、その中に、と

りわけ救急ということは、これは今日 の交通事情、あるいは高齢者社会の中で頻度をま

すます加えてくることになることが見込まれますので、ごく初期の救急体制は、日野市

の医療圏の中でもまた一定の機能を持たな きゃならない。その中で、また市立病院の持

つべき役割というものは中心的な役割にな って くると、このような理解の仕方で対応し

てまいりたいと思っております。

リハビリのことも、医療の一環といたしまして、もちろん大切なことでありますから、

工夫をして何とかしようという努力は病院内でもやっておるわけでありますO 今、当面、

市立病院で取り組んでおりますのは、御承知のとおり、透析部門の機能を開くというこ

とと、それから日帰りドックというシステムの検診体制をつくろうと、こういうことが

重点になっておりまして、リハビリのことについては、まだまだ多分に欠ける点がある。

こういうふうに、補うにはどうすればし、いかということをこれから工夫する段階だ、と

こんなふうに思っております。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

リハビリは幅が広いものでございますから、医療に直接関係するリハビリと、それか

ら本当に社会復帰するためのリハビリとございますので、御質問の中では、医療に直接

というよりは、やはり寝たきりにならないための、社会生活を維持していくためのリハ

ビリというふうに受け取れるわけでございますので、そういう中間施設が、できれば必

要ではないか。もちろん病院としても大きなスペースがとれるとすれば、直接のリハビ

りでなく、そういう保健的なリハビリのスペースも設けるべきではないかというふうに

思っております。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうございました。

このスペースがないというお答えですけれども、何とか、場所がなければ自宅ででき

るリハビリの方法だとか、そのような指導に当たるためにPTとかOT、そのような方

を置いて、何か工夫して病院のスペースをとってやるということよりも、何か指導に当

たるとか、そういうような形での何か工夫をしてできないものかどうか。再質問を、そ

の点で、させていただきます。

0副議長(福島敏雄君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) PTというのは、理学療法士ということでございますが、

現在私どもの病院でも理学療法士を 1名採用しでございますO したがし、まして、その方

の一応助言ということはできるかと思いますが、先ほど言いましたように、直接病院の

患者さんへ対してはやっておりますけれども、患者さん以外まではなかなか手が及ばな

いわけでございます。

これは理学療法士に限らず、訪問看護とかいう看護部門もあるわけですから、そうい

う中で、出前の指導といいますか、保健指導というような制度は、直接医療機関がやる

のも一つの方法ですし、また、行政の保健行政の中でやるのも方法かというふうに思っ

ておりますが、現状の市立病院の体制ではなかなか外に出てまで、の、外部の方へまでの

指導は難しいものと思っております。

03番(田原茂君) ありがとうございました。

いろいろと難しい問題もございましょうが、ぜひ今の病院でできることは何かを探っ

てみて、少しでも可能性があれば実行に移すという ような果敢な挑戦をお願いしたいと

思います。

建てかえの計画もあるわけですが、市民の方々 への、 より充実した医療の確保は待つ
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たなしの状況でございます。どうか病院経営としての効率性を高める一方、自治体病院

として市民の期待にこたえられる、そのような病院を目指して、今のできるところはま

ず手をつけていただきたし、。このことを強く要望して、この一般質問を終わりとさせて

いただきますo

O;IJ議長(福島敏雄君) これをもって 7の1、市立総合病院の現状と問題点一一赤字

を負担し甲斐のある病院目指しての質問を終わります。

一般質問 7の2、公的保証人制度を創設せよの通告質問者、田原 茂君の質問を許し

ます。

03番(田原 茂君) 昭和62年、精神障害者の医療及び保護の確保を主な目的とする

精神衛生法が約20年ぶりに改正され、精神保健法が成立いたしました。この法律の大き

なきっかけは、皆様もまだ記憶に新しいと思いますが、昭和59年 3月に起きた、いわゆ

る報徳会宇都宮病院事件でありました。この事件は、無資格者による医療行為と、医療

従事者数が基準を満たしていないとか、看護職員の暴行により患者 2名が死亡した等々、

大変悲惨な事件でありました。しかしながら、ほとんどの精神病院で似たりよったりの

運営が行われていたところに、この問題の根の深さがあるわけであります。

昭和62年の法改正の主な柱は、精神医学の進歩に伴い、入院中心の治療体制から、で

きるだけ地域中心の体制を整えていくというものであり、また、精神障害者の社会復帰

を目指すということでありました。法改正以前においては、臭い物にはふたをしておけ

式の、牢獄と同じように、ただ放り込んでおけばよいような、全く人権を無視した、精

神障害者にとっては、いわゆる暗黒時代が続いていたということも言えるのではないで

しょうか。この宇都宮事件をきっかけに、社会全体が精神障害者に対する先入観、また

認識を変えようという動きが出てきたことについては、大変喜ばしいことであろうと思

います。

市内にある七生病院のある精神科医は、このように言っておりました。 r今、精神医

学も進歩し、薬もいいものができるようになった。精神病もきちっとドクターのもとで

治療すれば、ある程度はよくなるし、社会復帰も十分可能であるj と述べておりました。

国の方針も、社会復帰対策予算の拡充も計り、カを入れようとしているところでござい

ます。

このような大きな流れの中で、今、別な問題が精神医療の現場では起きているのであ

ります。それは、医師が太鼓判を押して「もう退院して居宅生活ができますよ」と言わ

れているのにもかかわらず、保証人が見つからずにアパートが見っかりませんという人

が結構多い、という事実であります。今どき保証人をつけないアパートなどあるはずも

なく、やむなく病院にとどまらずを得ないケースがあちこちの病院で見受けられるわけ

であります。

ちなみに、市内の七生病院では、 170人の入院患者中、六、七割がこのような状態の

人たちである、とこういう状態であるそうであります。この中で、またこのような入院

患者の皆さんは、家族、親類からも見放されている方も多く、とても保証人が見つかる

ような状況ではありません。先ほども申し上げたように、精神保健法の施行により徐々

にではあるが、社会復帰への道が整備されつつある中で、その第一歩である退院の時点、

でつまづいているようでは、話にならないわけでありますO

そこで、提案をさせていただくわけでありますが、このような形で退院してアパート

を探す際、市が保証人になれないかどうか。いわゆる公的保証人制度を導入してはどう

か。もし、この制度ができますと、高齢者、身障者、母子家庭等のいわゆる社会的弱者

といわれている方々にも広く適用できるわけであります。これから大きな区画整理事業

等を計画しておる日野市にとっても、アパートの立ち退き問題は必ず出てくる問題であ

ります。その中でいつも犠牲になるのが、先ほどのいわゆる社会的弱者といわれている

方々であります。そういう意味で、ぜひともこの制度を導入していただきたいことを要

望いたすわけでございますが、この点に対して、どのような御意見をお持ちでしょうか。

O副議長(福島敏雄君) 田原 茂君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

ただいま御質問のございました、いわゆる弱者に対する住宅の確保でございます。こ

れは、心身障害者はもちろん、老人、低所得者、これらが非常に現代におきましては、

住宅の確保が非常に問題になっている。とりわけひとり暮らしの老人の住宅、これは非

常に緊急の課題というふうに受けとめをしております。

まず、今のいわゆる公的機関での保証人の肩がわり制度でございますけれども、結論

から申し上げますと、いわゆる弱者の住宅確保の際、保証人を公的に肩がわりするよう

にとの御指摘でございますけれども、個々の契約と申しますか、個々の民法上の契約、

こういうものに対しまして市が保証人、いわゆる債務の責任ですね、こういうものの義

務を負うことができるのかどうか、非常に難しい問題でございます。立ち退きを要求、

あるいは入居確保の面では、家主さんに対しましては私ども積極的に行政指導の中で、

いろいろ協力しているわけでございますけれども、また、間接的ではありますが、公営

住宅等の確保、市営住宅、あるいはその他公共的な住宅、また、現在進めておりますア
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ノミートの借り上げ方式、こういうものによりまして、間接的ではありますが、保証人と

しての役割を今後とも果たしていきたい、というふうに考えておりますO

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

した資料に基づいて何国人であるとか何大学に行ってとか、そういうことは証明できる

から証明してあげましようと、こういうことは言っております。

確かに人権を守る意味、あるいは具体的には居住を確保する意味で、家主さんの安心

を得るということに役立つことは何か工夫してみたいと、こんなふうに思います。

0副議長(福島敏雄君) 田原 茂君。03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

公営住宅、または借り上げアパート等で対処をするということですが、まずそういう

住宅政策、それはもちろんそういった住宅政策を柱としながらも、それを補完する意味

で、きめ細かい福祉を目指すためにも、ぜひ必要なことだろうと思っているわけであり

ます。難しい面もあるでしょうが、また、だれもかれもということではなく、何か条件

をつけた上で、実施してもよいし、また何か項目を決めて、この項目については保証する

みたいな形で、何かこれも工夫してできないものかどうか。そのような工夫というもの

についての検討というか、そういったものについての、できないものかどうか、再質問

させていただきます。

0副議長(福島敏雄君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 公的保証人制度ですが、この制度につきましては、果たし

て法律的にそういうことが可能かどうなのか。今後、課題といたしまして研究させてい

ただきたいと思いますO

それから、ただいま御指摘のように、できるだけそういう弱者が住宅確保できるよう

に、どういうことが市として援助できるかわかりませんけれども、できるもの、できる

ところから一つずつ努力を重ねていきたいと、かように考えております。

0副議長(福島敏雄君) 田原茂君。

03番(田原茂君) ありがとうございました。

03番(田原茂君)

O副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

最後に、市長に御意見をお聞かせいただきたいと思います。

市長。

市役所という機能には、日野市では市民部あるいは市民課、

ぜひこの質問を契機に、現実に困っている人がし、る んだということを忘れずに、どう

か前向きの検討をお願いしたいと思いますO

以上でこの質問を終わりとさせていただきます。あ りがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 7の 2、公的保証人制度を創設せよの質問を終

わります。

一般質問 8のしゴミ処理問題についての通告質問者、飯野行雄君の質問を許します。

(24番議員登壇〕

024番(鎌野行雄君) ゴミ処理問題についてということで通告しておいたわけですけ

れども、昨日、鈴木議員あるいは執印議員が、この問題について既に質問されておりま

す。したがって、大体が重複する質問になりますから、ごく簡単にこの問題については

質問するにとどめておきたいと思います。

というのも、最近、ごみ問題について関係の市民の方から、この問題は日野市ではど

うなっているのか、というようなことを二、三質問されて、私も「では調べてみますj

ということで、そのままになっておりますので、この機会に質問させていただきたいと

思います。

まず、これはお聞きすると、執印議員が既に 3月議会から取り上げておられるダイオ

キシ γの問題です。これは清掃部長の答弁、あるいはやりとりの中で既にある程度はっ

きりしているわけですが、これは確認にとどめておきたいと思います。

21日だそうですが、 NHKのテレビでこの問題を取り 上げま した。今まで日本でも水

俣病とかイタイイタイ病とか、カネミ油脂の問題とか、日野市ではカドミウム問題があ

りましたね。これはもう既に二十数年前、私たちが谷議員と一緒に農業委員をたしかやっ

ている時分でしたねo これで大騒ぎしたことがあるわけですけれども、これらのいずれ

も企業がその原因者であったわけでありますけれども、今回ダイオキシンの問題は企業

というよりもむしろ一般の清掃工場から発生するダイオキシンが問題にされておるわけ

です。あの放送以後、幾人かの市民の方から「日野処理場では、焼却炉はこの問題どう

いわゆる住民戸籍台帳に基づいていろいろな証明事務をやっております。戸籍上の証明

はもちろんでありますし、納税証明、その他いろいろあると思います。したがって、間

接的なそういう証明手段は可能でありますが、自治体そのものが、つまり公的機関が市

民の民法上の責務を保証するということは、ちょっと成り立たないと思います。

しかしながら、人権上、今まで多少それに類似することを話題として相手方に伝えて

ありますのは、海外の留学生で日野市に居住する人、外人であるがために住まいを確保

することが難しいと。その際に市が証明してくれないかといいますから、適法に入国を
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います。

いるんだ」と。これは私は前にもこの問題については聞いたことがあるんですけれど、

確かにこんな事情もあるかもしれませんo しかし、おかしいんじゃないか。市民がわざ

わざごみ減量に協力しようとしている。確かにいろいろ条件があって、全市にこれが普

及なんていうことは到底あり得ないし、ごく限られた市民しか利用できないに違いない。

したがって、減量にはそう量的には役立たないかもしれないけれども、日野市ではよく

「参加と連帯の市民自治のまち」、こういうことを掲げているわけであります。

皆さん方「ごみリサイクルに協力しようよ。ごみ減量に協力しようよ」と言ってくれ

る市民が少数ながらいるわけですo これに対して「結構ですよ。そんなことは要りませ

んよ」こういうのはいかにも行政として、参加と連帯の趣旨からいっても穏やかではな

いんではないか。このように感じます。政治市政としても、ありがたくそういう市民の

要望があれば受けとめるべきではないか。このことをぜひ市長に答弁をお願いしたいと

思いますo

いま一つは、空き缶の収集のことなんですけれども、平山に、これは一番西の外れで

「さっき会j というごく小さな自治会があります。平山苑に続いて丘陵の一番上のとこ

ろが細長く八王子市に出っ張っていて、選挙運動をするにも宣伝カーが八王子市を経由

しなければならないという。したがって、めったに宣伝カーも来ないというような地域

なんですけれども、そこで私はちょっと、今年度の自治会長さんを前々から懇意にして

おりまして、自治会だよりや何よりを持ってきてくれたり、送ってきてくれたりしてい

るのですけれども、そこで、今までもうかなり早くから開発された地域なんですけれど

も、地域の連帯ということで、はかばかしくいかない。何か一つ、せっかく自治会長を

引き受けた以上、何かそういう意味でも役立てればということで、ごみクリーシ作戦と

いうのをことしの自治会活動のメイ γテーマに掲げて、ごみボックスの周りには花を植

えてきれいにしようよとか、いろいろ活動をしているようです。

そのーっとして、きのうこれは質疑の中で出てきたわけですが、アルミ缶をプレスし

て、そして不燃ごみの中でも別に箱を置きまして集めて、定期的にそれを回収する、と

こういうようなことを始めたようです。私もこの質問に先立って、どんなものかなといっ

て見に行ったわけですが、ごく簡単な機械です。こんな小さなもんですけれども、それ

できれいにアルミ缶に関してはプレスされます。これも幾日か前の、ごらんになられた

方があるかもしれませんけれども、朝日新聞に出ておりました。今のアルミ缶の収集率

が日本では多少ずつは上がっていくにしても約40%だそうです。米国ではこれが60%に

達しているということであります。御存じのとおり、アルミというのは電力の塊みたい

なのか。テレビで報道されたような事情なのか」というようなことを聞カ亙れております。

たしか、私は残念ながらあの放送を聞き漏らしたわけですけれども、電気集塵機の温

度が300度内外のときにダイオキシ γが一番発生しやすい。これは今まで厚生省あたり

では「ほとんど人間にはむがいである。問題にするに足りない」というような見解だっ

たわけですが、事実そうではない。最近、 300度内外でダイオキシ γが非常に多く発生

する。温度を上げるか下げるかしなければならない。あるいはフィルター使用に切りか

えるとかすべきであると。また、非常に公害問題については社会的にも日本という国は

先進国で、自動車の排気ガスの規制においても世界一厳しいというようなこともありま

して、その方面ではいろいろ対策も講じられているわけですけれども、この問題につい

てはて何ら対策が今までとられていなかったわけですけれども、日野の処理場、焼却炉

において事情はどうなっているのか。テレビで放送されているような事情があるのか、

この一点、確認するにとどめておきたいと思います。

いま一つは、これもきのう取り上げた問題ですけれども、ごみコンポスト、あるいは

コγポスターというそうですけれども、この問題です。この点について、なにか先月聞

かれたごみ減量維持市民会議ですか、これでも提起された問題であると市長の発言の中

でもありました。質疑の中で、最後の市長の発言の中で、私ちょっと気になったことが

あるので、市長にこの点を確認したいんですけれども、こういうような趣旨のことを最

後に言われたわけです。 i余り市民に負担をかけるようなことをごみ問題においては、

ごみ処理場においてはしたくない。したがって、今4分類方式によって日野ではごみ収

集しているけれども、これをきちんと守ってくれればそれでいいんだ。それ以上の協力

は市民には求めないんだjと、そういうような趣旨の、大筋においては発言だったと思

実は、私の知り合いが東京都の消費者相談員をしておりまして、これはいろいろ生活

万般についての電話相談を受けているわけですけれども、日野市民から「他市では一一

清掃部長の答弁の中にもありましたが-26市のうちの13市がコ γポストの導入につい

て補助金を出している、とこういうことになっておるそうです。八王子とか町田、この

辺では補助金を出しているようです。日野ではどうして補助金を出さないんだ」という

質問を受けて、その消費者相談員の人が日野市のクリーンセンターへ電話で、「どういう

事情かJと照会したわけです。照会したら、 「今、焼却炉で、可燃ごみの中で紙類がふ

えて焼却炉の温度が上がり過ぎて困っているんだ。生ごみはそんなに減らす必要はない

んだ。減らしてもらっては因るんだ。そんな事情でコソポスト導入には踏み切らないで
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なものでありまして、非常に電力を食う。したがって、電気料金の高い日本ではアルミ

の素材、製造というのはもう国際的に競争力がないんです。それで全部今のところその

方面から撤退して輸入に頼っているというのが現状であります。

大体これは、資料によると昭和63年度、アルミ缶の使用が約60億缶だそうです。その

うちの40%を回収するとすると、ほぼ一般的な家庭の550万世帯の 1カ月分の電力量の

節減につながる、とこういうことだそうです。アルミ缶から再生する、利用する電力は、

アルミ素材をボーキサイトからつくる場合と比べてたった 3%にすぎないという、こう

いうような事情があるのであります。アルミ缶というのは、御案内のとおり、非常に今

使用率、使用数が伸びております。一つはビールとか酸性飲料の缶詰に使われるわけで

すけれども、使用ビールの消費が伸びている。そしてアルミ缶の瓶に対しての占有率が

どうかというと、これも年間 3%ぐらいずつ伸びていく。したがって、毎年消費量が二

けた台の伸びを示しているという事情にあるようです。今、したがって非常に高価なも

のであり、リサイクル活動については非常に有効であると、このように考えられるわけ

です。

プレス機は、聞いてみたら、クリー γセ γターで試作的につくったものを借りてきて

使っているんだということで、別にそんな危険を伴うものでもないようです。

ひとつ、こういう面で、ひとつこういうものを利用をしてみたいというような組織な

り、雰囲気がありましたら、資源の再利用ということで大いに有効だと思うので、その

面も検討をしてもらえないか。

まず、この 3問だけにとどめておきます。

0副議長 (福島敏雄君) 飯野行雄君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

O清掃部長(小林修君) お答え申し上げますo

ダイ オキ シYの関係でございますけれども、昨日も答弁させていただきましたけれど

も、日野市は今まで 1回も検査はしておりません。御存じのように、日野市の焼却施設

は62年に完成した、都内でも一番新しい施設であるわけです。日野市より古い施設もあ

ります。それを含め、ま た機械のパ ッチ方式と連続燃焼方式があるんで、御存じのよう

にパッチ方式というのは一 日8時間の稼働を基準にしている焼却施設でございます。

今まで、私たちが、報道で出されてきた中で、ダイオキシンが出るというのは、パッチ方

式の焼却炉でございます。 パッチ方式とは小さい規模の焼却炉であるということが一つ

あります。

では、そこだけかというと、やっぱり東京都が60年度からずっと今まで自分たちで、持つ

ている工場13カ所を毎年検査しているわけですけれども、ここの13カ所の東京都の施設

の中にも、大なり小なりダイオキシ γは発生しているわけです。ただ問題は、いわゆる

厚生省が安全宣言を出したように、人体に影響のない徴量なものであ ると いうことです。

そういう基準から、出るけれども一一発生はするけれども、人体的に今のところは異常

ないということでございますけれども、先日、今おっしゃいましたようにNHKで報

されまして、それがもとに厚生省も素早 くそれに反応しまして、厚生省の中で専門

会をっくり、そして誠意検討して、ダイオキシ γに対する対策を今年度中にガイドブッ

クを示すというところまで来ているわけです。私たち 自身も、あそこの施設も、御存じ

のようにいろいろな有機物の化合物がどんどんふえてき まして、特にビニール関係、そ

ういうものがふえてきましたので、検査をすれば必ず微量であるけれども発生するだろ

うと予測はされると思いますO ですから、 そう いう関係からもでき るだけ早い機会にやっ

ぱり検査はしていくべきだろうと、今認識 しているところでございます。

2点目のコ γポストの件で、 清掃部でお答えに少 し食い違いがあっ たのかもしれませ

んけれど、確かに可燃ごみの中の組成分の中で、お勝手から出るごみが年々少なくなっ

ているのは確実なんです。それに対してふえてく るのは紙であり、平成元年度平均をちょっ

とお知らせいたしますと、紙が44.6%あるんです。そして厨かい、お勝手から出てくる

ごみが19.9%です。それから可燃の中に入れてはいけないと日野市は指導 しているわけ

ですけれども、その中のプラスチック類がやっぱり 12%ばかり 含まれているわけで、すo

そのようなことで、確かに温度は上がってくるわけですけれども、御存 じのように一番

最新の焼却施設をつくっていただいているわけですから、多少ごみの影響はあるとして

も、それをカバーてきるだけの施設なり機械設備が してありますか ら、これはちょっと

私たち部内では、そのことには心配していないわけでございます。きのうの答弁のよう

な形で、やれるものな ら市民の皆さんが自分の実践目標を、市民会議も発表していらっ

しゃいましたか ら、それに基づいて、 ごみに対する関心を高めていただけるという観点

から検討させていただきたいという ことは、きのう述べたとおりでございます。

それから、アル ミ缶の回収の件でございますけれども、確かにアルミ缶は年々生産が

多くなってきます。議員さんがおっしゃいましたように、その回収率もスチールよりずっ

とし、し、わけで、す。大体40%以上を超えたアルミ缶は回収されております。それをーっと

しては、回収したときの単価が仕切り単価でも約37円から40円ですね、 1キログラム当

たり。そういう仕切り単価で引き取っていただきます。そして軽いということが一つあ

ります。鉄は、せいぜい 1円かそこらです、 1キロ。その点から、回収団体も年々アル
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0市長(森田喜美男君) 私の発言に若干不審がある、とこういう観点からの質問をい

とか特別の、手元で分別をしていただいて、それが地元の自治会なり子供会なり、いわ

ゆる地域の運動として集荷され、きちんとしたリサイクルルートにのる前段の分別をし

ていただくということは、非常にごみ減量のためにも有益なことであります。

本来ならば、社会の経済活動といいますか、廃品回収業が一つの仕事として成り立つ。

つまり、経済循環に乗って、そしてそれぞれの業種によって資源が再利用の方向に仕分

けられていくということが一番理想的だと思いますし、むしろ私は経済の発展がそれを

限度とすべきだというふうな意見も出るんではないかと思うわけでありまして、一方的

にごみを、いずれごみになるものを、どんどん無軌道に消費資材に向けていくというの

はいかがなものであろうか、ということを申し上げたつもりであります。

しかし、運動は大切ですから、生ごみを自宅の中で堆肥にしてやろうというお考えの

方には、何か一つの手引書みたいなものをつくって、簡単には堆肥になりません。つま

り、ごみ捨て場にはなりますけれど、ごみ捨て容器にはなりますけれど、堆肥にするに

は、それなりの手を入れたり、空気を入れたり、落ち葉を入れたり、そんな工夫も必要

だと思いますから、そういう意味での手引書のようなものをつくってみたいと思ってお

ります。

ただ、一つの大きな政策として、焼却炉を配置するから手元でなるべく燃えるものは

焼いてくださいとか、生ごみは自前で堆肥にしてくださいということは、ちょっと言い

にくいということを申し上げておるわけでありまして、大きな流れとしては、消費者運

動は極めて有益な、社会に対する物を考えるきっかけをつくっていただいておるわけで

すから、そういう評価はしたいし、また、それに値する施策はやらなきゃならないと、

こんなふうに思っております。

0副議長(福島敏雄君) 飯野行雄君。

024番(簸野行雄君) 市長の今の発言を聞いていればわかるんですけれど、どうもい

ささか遠回しで、率直に結論を出してくれないんです。ーたん言ド出したらなかなか市

長も聞かないところがあるんで、これ以上言ってもどうかと思いますが、簡単に、ひと

つ率直に市民参加とか連帯とか、こういうことをメイ γテーマに掲げているわけですか

ら、ひとつコ γポスト、これを全部市で負担してくれというわけではないんですo 多少

なりとも負担してもらいたい。そのぐらいのことは行政でお手伝いしても いし、問題では

ないか、と私は思うんです。まして26市のうちの13市が補助金制度をコソポストについ

てはとっているということのようです。これは他市でやってい るからやれよ、というわ

けではないんだけれども、物の道理からいっても、 こう いうどのぐらい減量されるか、

ミ缶に力を入れております。

そのような中で、プレス機ですか、清掃部で試作的に職員がつくったものがあった。

そしてそのさっき会にお貸ししたわけで、す。あそこは一生懸命やっているということで、

お貸ししたわけです。きのうも鈴木議員の質問の中にありましたように、できれば買っ

てでもそういう回収団体に貸し付けができないかということの御質問がありました。足

踏み機であると 1台が五、六万で何とか手に入るんじゃないかと思いますので、その辺

も部内でよく検討して、来年度に盛り込めるかどうかを検討させていただきたいと思い

ます。安い方のは3，000円ぐらいであるんですけれど、これは試作しましたけれど絶対

だめです。女の人にはつぶせません。ですから少なくてもやっぱり五、六万の機械でな

いとだめだろうと思っております。その辺も検討させていただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

ただいたようであります。

私どもは自治体行政をおあずかりをして、市民の皆さんが住民自治という立場からい

ろいろ行政に協力をしていただくといいますか、あるいは自分たちの生活環境をみずか

ら守るという発想で、意見をいただくということになることが、しばしばあります。

行政側といたしましては、つまり行政側の都合に応じてくださいということではなく

て、行政側は一定のシステムのレールを敷いて、それに日常生活が特別煩わしさを持た

れることなく、自然に行動しておれば、それが自治のルールにうまくはまっている、と

こういう関係をつくるのが一番適当だ、とこんなふうに申し上げたつもりでありますo

今日は消費者運動の立場から、ごみ問題に関心を持っていただくということは、この

時代の、つまり経済活動に対する一つの警鐘となっていろいろなものが、大きく言えば

改善をされる方向に向かうわけですから、大変有益なことだというふうに評価をし、住

民運動の消費者活動の高まれば高まるほど、行政としては対応をしながら、その解決の

支援をするという関係は正しく保っていきたい。このようには念願をいたしておりますO

コンポストのお話にいたしましでも、自分で堆肥をつくって何か使い道があるという

お方には、多分自分でやっていただけるだろうと思いますから、補助金を出す必要が果

たしてあるだろうか。

それから、今のアルミ缶のことでありましでも、不燃物の中に入れておいていただけ

れば、集荷をした処理場では分別の住分け機がありますから、回収はできます。量が今

一番ふえているのは、缶のこともありますけれど、紙、繊維類一一ー紙ですから、紙を何
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それは大したことは、そう言つては悪いけれども、ないと思うけれども、ひとつリサイ

クルに協力しようよ、減量に協力しようよ、とし、う市民がし、る以上、何らかの手助けは

ひとつやるべきだ。ゃるのが筋ではないかということで、ひとつはっきりした御答弁を

お願いしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 公費を使うことですから、効果のあることを考えて対応した

いと思います。

O副議長(福島敏雄君) 旗野行雄君。

024番(簸野行雄君) はっきりしない答弁で、これ以上言っても時間のむだであると

思うので、これで、まだ後の質問もありますので、この問題については終わりといたし

ます。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 8の1、ゴミ処理問題についての質問を終わり

ます。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

OiIJ議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めますO よって暫時休憩いたします。

0副議長(福島敏雄君) 休憩、前に引き続き会議を開きます。

午後 0時 5分休憩

午後 1時15分再開

一般質問8の2、複合文化施設につい、ての通告質問者、鎌野行雄君の質問を許します。

(24番議員登壇〕

024番(綴野行雄君) 今、人口は社会増、自然増とも沈静化して、一時のように義務

教育施設の建設に追われるという時代ではなくなった。日野市においても五小の建てか

え問題とか多少残っているにしても、これからは社会教育施設に、予算、金をつぎ込む

ことができるような、教育面においては時代になってきた。また、時代を見ても、今の

人口の問題もありますし、これからは生産よりもむしろ生活に目を振り向けなければな

らないんだ、ということが言われております。

そこで、社会教育施設の充実ということが、これからの行政の大きな課題になってま

いりますO 都下の各市を見ても、こういうような名称は、市民セ γターあるいはコミュ

ニティーセシターとし、ぃ、あるいは公会堂といっても結構なんですけれども、こういう
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施設の建設に着手しているのが現状だと思いますo

日野市においても、この基本計画を見ましても、第 5章の「参加と連帯でつくる市民

自治のまち」、こういう章があるわけですが、その 6節に「市民自治創造の場となる施

設Jとして、この複合施設について触れております。どういうことが書いてあるかと申

しますと「相互の連帯を強め学び合いながら行政への参加を進めるために各種集会施設、

福祉施設、教育文化施設などが適切に配置されていることが必要です」と、こういうこ

とから始まりまして、全市的な規模としては市民会館とか七生公会堂、勤労青年会館、

あるいは公民館等の施設がある。いわゆる複合文化施設というのは、中規模地域を対象

としてこれからつくっていくんだと、こういうことが書かれているわけであります。

中規模地域というのはどういうことかというと、既に日野市では地区センターがかな

り建てられております。 55館ですか、利用者も年間30万人を数えるという、こういうこ

とになっているようですO

これに対していま少し大きな地域、例えば中学校の通学区域、今、中学校が 8校あり

ますが、 8区域ぐらいに分けてそこへ一つずつ、必ずしも厳密に中学区域を一致すると

いうわけにもいかないでしょうけれども、建てる、とこういうことが課題として取り上

げられております。

そして事業計画として三つが挙げられているわけですが、一つは施設のネットワーク

づくり。これが一つの課題。それから地区セ γターの整備、これがあります。それから

コミュニティ ーセンター施設の整備。これは既にでき上がっている東部会館を指してお

るわけであります。

一番初めに申し上げた施設のネ ットワークづくりの事業内容として、昭和62年から64

年度、昨年度までに検討委員会を設置する、基礎調査をする、とこう いうことになって

おりますが、そして後期、 65年から68年にかけて基本計画を策定する、とこういう段取

りになっております。既に検討委員会を設置して、この問題について基礎調査を昨年度

までに終えているはずであります。これがまずどうなっているか。こ の結果はどうなの

か。質問しますo

O副議長(福島敏雄君) 旗野行雄君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただいまの質問につきまして、私の方からお答えし

たいと思います。

御質問の趣旨につきましては、複合文化施設というようなテーマの中で、中規模構想、

あるいは大規模構想の問題でございますO あわせまして、それに関連して平成元年度の
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基礎調査、その部分はどうなっているか、ということでございます。

昨年の予算の中で基礎調査費をお願いして、一定のものの基礎調査をまとめ上げまし

たo これは、あくまでも基礎調査でございます。その内容といたしましては、当然、役

所内の関係部署の組織8課にわたるわけでございますが、どうあるべきかというような

内容の問題を含んで、庁内での組織を事前につくらせてもらいました。その後、大きな

テーマとしては、日野市のコミュニティー施設というような考え方の中での整備計画の

調査をしたわけでございます。調査の目的は、申し上げるまでもなく住民要求の多い中

で、日野市全体をとらえた中、地域的な問題、地区レベルの問題、施設の現状の配置状

況の体制がどうあるかというようなことを基本にしまして、計画的な施設配置が必要だ

ということを前提にしての調査をしたわけでございます。

一定の現状の調査につきましては、昨年の事業として終わっております。これは、あ

くまでもこの基礎的な部分でございます。内容的には、コミュニティーの現状と今後の

動向、あるいは統計資料の分析、既存の施設の現状の評価、現状での問題点と課題、と

いうような内容でございます。よって、この基礎調査が現状終わっておりますので、本

年度につきましては、施設の基本計画の策定でございます。当初予算の中にもお願いし

てありますとおり、一つは業者に対する基本計画の委託料。もう一つはコミュニティ ー

施設の、この基礎調査をまとめるべき懇談会の設置でございます。現状におきましては、

懇談会あるいは基本計画に対するこの委託はまだ結んでおりませんが、現在、準備の段

階でございます。

平成元年度の調査の内容につきましては、今お答えしたとおりでございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(寂野行雄君) ここで、仮称ですが、浅川公会堂の問題が急浮上してまいりま

した。この問題については、行政報告に対する質問でも幾人かの方が質問されておりま

年ごろからこの課題に取り組んでおりまして、既に 6施設ぐらい、このコ ミュ ニティー

セγターを市内に建設しています。

それで、どんな形でこのコミュニティーセ γターの問題に取り組んだかと 申しますと、

まず、その目的とするところが、一つは、集会施設としての機能を持たせる、 体育施設

としての機能を持たせる、児童施設としての機能を持たせる、福祉施設あるいは社会保

障施設としての機能を持たせる、とこういうことのようであります。

浅川公会堂というと、いかにも七生公会堂と同じような施設で、集会施設ではないか

というような気がするわけでありますけれども、八王子でも最近、名前は市民センタ ー

といいますけれども、複合文化施設を整備中でありまして、 2カ所ばかり私は施設を見

てまいりました。ほかにも何市か、既に複合文化施設、コミュニティーセンターについ

て取り組んでいる市もあるはずであります。

まず、この辺、基礎調査が終わったという話ですけれども、いかなる性格を持たせる

のか。あるいは、建設の手順をどうするのか。よく市民参加、市民参加といいますけれ

ども、三鷹市の場合を見ると、全面的に設計の段階から全部、これは中規模地域ですか

ら、中規模地域の各種団体に呼びかけて、全面的に任せたと。これは全部その人たちの

言うことを聞いたわけでもないでしょうけれども、市民参加の形でこういう施設をつくっ

ていった。また、建設後も、その運営についてはできる限り地域の住民団体に委託して

いるというのが実情のようでありますけれども、その辺については基礎調査なりでどの

ような見解をとっているのか。お伺いし、たします。

0副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄男君) 文化スポーツ推進本部の事務局の立場から、お答え

す。

をさせていただきます。

仮称浅川公会堂につきましての基本的な性格でございますけれども、今後ますます高

まりつつあるであろう市民の文化的要望にこたえるために、中規模なステージをつけた

ホール、これを中心にいたしまして、そのほかに集会室、あるいは展示フロアなどを備

えることを基本といたしております。今このような中で、多様化された市民の文化的言

活動に必要な機能を果たすべく、施設を考えております。

この施設につきましては、推進本部の本部会議で 2回ほど、さらに幹事会でも検討を

重ねまして、まだ粗っぽい素案でございますけれども、まとま っております。それをさ

らに建設検討の庁内委員会というものができておりますので、この関係部長の任による

委員会におきまして、この粗い基本計画を一応庁内でまと める作業を行います。この作

また、請願、陳情の形で、この問題について「こうしてくれ、ああしてくれ」という

要望も出てきておりますし、文教委員会で「公民館的な要素を持たせてくれJというよ

うな請願も既に採択されているようであります。

この複合文化施設の問題については、 26市のうちでは武蔵野、三鷹あたりが先鞭をとっ

たといってもいし、かと思います。中でも三鷹市というのは下水道においても全国に先駆

けて100%整備をいち早くなし遂げた市でありますけれども、それに続いて既に昭和49
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業につきましては、今議会終了後なるべく早い時期に開きたいと思います。そして、一

応の基本線を出しまして、その基本線につきまして、今後は外部の方の意見をちょうだ

いする、とそういう段取りになるわけでございます。

ただいま申し上げましたとおり、 600席のホールが中心になりますので、将来的には

市民会館の系列に入ってまいります。 600という座席の数の根拠でございますけれども、

これにつきましては、現在の市民会館の大ホールが1，100、七生公会堂が300でございま

す。その中間の線をとったということと、さらに58年10月31日に社会教育委員の会議か

ら、今後の社会教育の振興策ということで答申をいただいております。その答申の中に、

600席程度のホールが必要であると、そういう 1項目がございますので、この二つの点

が600席の根拠になっておるわけでございます。

O副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(簸野行雄君) 先ほど三鷹市の例を申し上げたわけですけれども、あくまでも

複合文化施設というものは、全市的対象でつくるのではない。地域、これは中学校の通

学区域とは多少異なるかもしれませんけれども、その程度の区域を対象として、また、

その地域の人たちに主として利用してもらうことがねらいである、とこのように私は理

解 しているわけで、すO

そうすると、行政報告に対する質問でも、懇談会の問題も出ましたけれども、地域の

これから利用する人たちがどのような施設を要望をしているか。それの調査から、アン

ケートなりでもいいんですけれども、始めるべきだ。これが物の順序ではないかと、私

はこのように理解するわけですが、その辺についてはどう考えますか。

0副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問について、私の方からお答えをさせていただ

きますo

今、御質問の中で、他の市のコミュニティーセ γターの施設の建設過程について、お

話がございました。それぞれの市で、それぞれ名前はいろいろの場合があるかもしれま

せんが、いわゆるコミュ ニティーのセンタ 一的な施設をつくっていく場合のっくり方、

あるいはその後の運営の仕方、あるいは施設の中に含められますいろんな諸機能、こう

いったものについては、それぞれの自治体なりその地域の特色なりによって定まってき

ますので、どの方法が最も一番し、ぃ方法だというふうに必ずしも言えないというふうに

思います。

現実に、非常に先行をした自治体で、いわゆるコミセンというものをつくったところ

では、それなりのまた長所もありますけれども、まだいろいろ運営の中での欠点、その

他も指摘をされてきているというような問題もございます。

ただ、いずれにしろ、コミュニティー施設でございますので、市民の声が十分にその

中にも反映をしていく。それからまた、運営の中で市民の要望が生かされていくという

ことは、これは前提条件であろうかというふうに思います。

それで、コミュニティー施設の場合でも、非常に地域に密着する、いわゆる近隣生活

閣を対象とした、日野で言えば地区センター型の施設、それから全域を対象とするよう

な市民会館的な施設、その中聞に中規模の生活圏を対象とする施設という形になってく

ると思うんですが、この場合、やはり中規模生活圏を対象とする場合には、対象として

は、この基本計画の中でも書いてありますように、 一応中学校単位という形で、基本計

画の中では一応中規模の生活圏のサイズをほぼ想定をしているわけでございますけれど

も、では、どこからどこまでがという形では、 厳密には規定しがたいところがある。

相互に、例えば中規模施設がつくられた場合でも、その対象圏と想定される地域の人

だけが使うということじゃなしに、もう少し実際の利用の仕方では、さまざまな形になっ

てくるだろうというふうに思います。これは特に中規模生活圏の場合はそうならざるを

得ない。近隣生活圏の場合は地域密着型でございますので、非常に利用する範囲もかな

りはっきり明確に規定できると思うんですが、そういうようなことがございますので、

その辺のところを実際の施設計画その他の中で、どういう形で適切に市民の意見を反映

させていくかというところが問題になろうかと思うんで、その辺については私たちも日

常の市民サービスを通じながら、既にいろいろ市民の方の御意見をいただいているとこ

ろもございますし、基本的にはもう市民の施設でございますので、市民の方が使いやす

いという大前提に立って、 計画は立てていきたいという ふうに考えておりますので、そ

の辺のところについては必ずしも中規模生活圏単位でアン ケー ト調査、 その他というの

は、なかなか実際問題としてかなり難しい点もございますO

ただ、いずれにしろ、そういう 声が十分に反映できるよ うな措置は我々としても十分

考えていきたい、というふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(簸野行雄君) 今の、確かに近隣、全市対象の施設は確かに全市対象の市民を

考えてつくらなければならないということは言えるし、地区セ γター的な近隣生活圏に

ついても、それはまたそれなりの考え方もあるはずですけれども、 この複合文化施設に

ついては、主たる対象は、まだ厳密に中学校区域とは重ならないということは理解でき
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ますけれども、利用する人たちは、将来、最終的には中学が八つありますから、八つの

施設に何らかの形の複合文化施設をつくることになるのかと思います。これは、そこに

あるからほかの地域の住民には利用をさせないということではないにしても、主として

その地域の住民が利用する、できる施設だ、というふうに理解してもいいかと思うわけ

であります。

そうすると、これから、これはせっかくつくった施設ですから、大いに利用して、み

んなに利用してもらわなければならないわけです。それですから、主としてその地域の

各種団体に呼びかけて、皆さんがどんな施設を希望しているのか。あるいは、利用しや

すいのはどんな施設かというようなことを、長い間、協議を重ねて、その結果こういう

施設をっくりましょう、ということになるのが順序ではないかと思うんですが、助役、

その辺をどう考えますか。

0副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) お答えいたします。

今、御指摘いただきましたように、それぞれ、特に文化的あるいは社会教育的な諸国

体が活動をされておりまして、活動している過程の中で、例えばこういう機能が欲しい、

こういう施設が欲しいというようなことは、当然、今までも要求という形では出されて

きておりますので、十分その点については私どもも把握しているつもりでございますが、

今後ももちろんそういった点については、十分に希望なり何なりは計画の中に反映させ

ていきたい。こういうふうに思っております。

0副議長 (福島敏雄君) 旗野行雄君。

たわけです。

O副議長(福島敏雄君)

024番(簸野行雄君)

鎌野行雄君。

繰り返し申し上げますけれども、三鷹にしても武蔵野にしても、

024番 (簸野行雄君) 私は、今度の浅川公会堂一一仮称ですがーーを対象とするー中

これは中規模地域という根をまず設定して、これは厳密じゃないですよo ただ、この程

度の地域が主として対象であるであろうという、地域の各種団体に呼びかけて、何十回

も会合を重ねて、そして素案をつくったわけです。そして、その人たちの要望にほぼ沿

うような形で複合文化施設をつくったわけです。そうすると、地域の皆さんも これだけ

我々も相談をかけられたんだから、つくられた以上、一生懸命これを利用しようよとい

う、ある程度の責任感も出てくるわけで、利用度も非常に高いということに当然なるは

ずです。

今、助役の説明によると、相談をかけたのは市内の各種の団体だと、こういうことで

すが、私の言っているのは、主としてこれからの需要一一一こういうふうな複合文化施設

をつくった場合に、主として利用する、その中規模地域の各種団体にまず相談をかける

ということが優先すべきではないか、とこういうことなんで、すo どうでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もう少し広く問題を考えていただきたいと思っております。

かつて社会教育は、教育、文化の行政範囲を教育委員会という 、つまり文部省の系列

で指導される仕組みになっております。今日、我が国の諸情勢、一つには人口が都市に

集中をして、都市周辺の地域に新しい都市が生まれてきた。我が市は、そのまた範鴎に

置カ亙れております。

もう一つは、経済の成長によって国際的に日本人の労働時間が短縮するという言い方

が当たるかどうかわかりませんが、国際的な基準にだんだんなじんでくる。これは労働

団体のかねての要請でもあったわけであります。つまり 、余暇時代が生まれてきたとい

うことでありますO つまり、人生にゆとりができてきた。その人生のゆとりを、地域社

会で最も人間性豊かに過ごすためには、 自治体としての施設づくり、あるいは組織づく

り、いろいろあると思います。そうして、今までの教育委員会行政のみではとて も対応

できなくなった。そこでハードな、いわゆる施設は、本来、学校にしましでも、あるい

は公民館等にしましても、これは総合行政として、市長部局がむしろ責任を持って提供

をする。取り組みをし、提供をする。ソフトな活動の領域を、な るべ くならば社会教育

的な機能においては教育委員会がまた具体的にそれを充実させてい く、 とこ ういう自治

体行政の新しい役割が生まれてきたと思います。つま り、生活文化という考え方であり

区域ですか、そこについては遠いので余りその地域が、今、助役が言ったような手続が

踏まれて、その中の地域のいろいろ団体の意向を聞いてきましたと、こういうことです

が、果たしてそんな手続が実際になされているんだかどうだか。私は聞いた事がないん

ですが、事実、そういう手続が出ているわけですか。(I地元の議員だって知らないん

だから。ふざけるな。何か言ってみろ」と呼ぶ者あり)

0副議長 (福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 今、私が申しましたのは、そのある限定された地域内の文化的

社会教育的団体のということではなしに、全域的に活動されておられる、そういう文化

的な団体、社会教育的な団体についての御意見については、私どもも今までのいろんな

活動を通じながら、意向としては私どもの方も聞いてきておると、こういうことを申し
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ます。

生活文化というのは、これは範囲も広いわけでありますから、なるべく市民の生活に

即して、そうして人生を充実させるために、いろいろな文化やスポーツ、あるいはリク

レーションといった要素を生活の中に取り入れていく、そういう環境づくりをするとい

うことであります。

今回、質問にもなっております、いわゆる浅川仮称公会堂、これはたまたま万願寺区

画整理というまちづくり事業を行い、その中に、万願寺だけじゃありませんけれど、 )11

向こうの程久保や、あるいは多摩川寄りの地域までも含めて、用地が確保できる。用地

の確保こそ事業を進める大前提でありますo 区画整理の地域の中で、幸いにも保留地と

いう形で、しかも将来の機能を果たす交通の面でも、極めて公的と思われるところを選

んで、用地を求めた、とこういうことでありまして、その用地の上にこれからだんだんと

施設をどとのえていこう。こういう手順であります。

そして、それを全市的に考えますと、区画整理事業におきましては、例えば、今後、

豊田の区画整理事業あるいは西平山の区画整理事業、それらの区画整理事業の中で、一

定のコミュニティーの範囲でセソターになるような用地も確保していこうということを、

豊田南の区画整理の中にも、また、将来の西平山の区画整理の中にも、用地を確保でき

る条件を想定しております。

たまたま、またそれが日野市のまちづくりの中では、東京3八王子ノミイパスのいわゆ

る幹線道路にもそれぞれ並ぶ位置になるわけでありまして、 )11が、浅川がありますので、

どうしても南北という関係が住民意識にも生まれてくるわけでありますけれど、その南

北交通もまた歩道橋等によってごく身近に感じられる状態をつくりながら、交通の上で

も、あるいは地域地域の社会施設の上でも、文化的な自治体の条件を整えていこうとい

う、こういう重要な時期にもなっておりますし、また、ある程度の見通しができる、と

こういうことであります。

それらが完成すれば、比較的一地域の、ーコミュニティーの施設ということにもなり

得るでありましょうけれど、それらが整うまでは、やっぱりまた整ってからでも、政治

的な施設として、それぞれに一定の特色を持ってし、く。持たせてし、く。これがまた、ネッ

トワークの大切な意味だというふうに考えるべきであります。地域施設、地区セ γター

ではありませんので、地域の意見を総合してもちろん反映はいたしますけれど、それら

の上に組み立てるというのではなくて、もう既にできているネットワーク契約の中で位

置づけていくということも、手順として、民主的な手順を踏んでいるということが、か
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なっていないということはあり得ないと思っております。また、これから意見を十分集

約をして反映をさせる。

ただ、大きい施設だけ、つまり全市的に考えると中規模ホールが欲しいということで

ありますから、中規模ホールを一つの特色として、そうして伴う社会教育的施設、ある

いは社会教育の活動の場、まずこ公民館的な活動の場を複合させようというのが、つまり

複合文化施設の意味であります。そのように御理解をいただきまして、狭い領域ではな

くて、広域を考えながら、しかもコミュニティーを考える。こういう手法こそこれから

の自治体のまちづくりにかなう方法だろう。こんなふう に考えております。

0副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(綴野行雄君) あるいは私の勘違いかもしれないけれども、今の市長の説明を

聞くと、今回の仮称浅川公会堂は、全市的な地域を対象とする施設だ、とこういうふう

に私は聞こえたんですけれども、私はまず複合文化施設を中規模地域を対象にしてこれ

からつくっていくんだ、その手始めだ、とこういう ふうに理解していたわけですが、そ

れはどっちなんでしょうか。私、ちょっと今の市長の答弁で理解できない点なんで、すが。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 中規模という意味は、コミュニティーという意味でも中規模

ということは言えるわけでありますが、今、日野市全域で考えておりますのは、そのコ

ミュニティーの中規模に合わせながら、また中規模の複合文化施設をそれぞれに配置し

ていこう。将来構想、は六、七館構想、になるだろうと、こんなふうに思っております。

もう既にできているものとして該当できるものは、東部会館もその一つになりましょ

うし、社会教育セ γターでありますとか、これか ら取 りっこうとしております平山駅前

の文化施設、これらもそれぞれの適正な規模において役割を担っていく。そういう複合

文化施設になると、このように御理解をしておいていただければよろしいんではないか

と思います。

0副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(簸野行雄君) これか らの中規模一一それは何地域になるか、 8地域になるか

は別にして、各市につくられるべき複合文化施設として他市の例を見ると、八王子は、

私が見たのは小和田と、それから柚木の市民センターですけれども、その施設は、別に

集会施設としてはホールは持っていないんで、す。ただ、大きな体育館ではないですが、

体育館は両方とも持っておりますし、これから聞いてみると、 他の地域につくろうとす

る市民セ γターについても、体育館は必ずつくるそうで‘す。そ して、あとは集会施設。
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それから、日野市は図書館の分館が整備されていますから話は別ですけれど、図書室と

称するべき施設、それから畳敷き、あるいはフロアーの、せいぜい100人規模でしょう

か、大会議室といいましでもね、その程度の会議室が幾つかあるという。それから老人

の茶室なりを備えた集会施設があるという程度の規模であります。

むしろその方が利用度は高いんではないか。土方議員の出身の万願寺の地域として60

0席程度の集会設備が果たしてこれから利用をこなし切れるだろうか、利用をし切れる

だろうかという大きな問題が、将来残るはずであります。

また、三鷹市の例をとってみますと、これはそれこそ中規模地域を対象として、主と

してその中規模地域の各種団体の要望を全面的に取り入れて、いろいろの施設をこの地

域につくってきました。そして、でき上がった後の運営も、その地域の団体に全面的に

委託しております。内容を見てみますと、 1から 6までコミュニティーセ γターをつくっ

てあるわけですけれども、集会施設としては、そのような大規模な600席とかいう集会

施設を持っているところは一つもありませんo メインとなるのは体育施設です。体育館、

それからプール、屋内プールで、す。これを持っている施設が六つのうち四つ。あとは集

会施設、児童施設。福祉施設として老人室を持っておりまして、あと図書室、これは八

王子にもありますけれども、調理施設です。料理講習が行われる施設です。こういうの

が主たる施設の内容となっております。

今、交通事情を抱えて、あそこは全市的な規模で600席程度のホールが必要なんだと

いうことですが、そうなると、これから、今市長が言われた豊田南、西平山、平山域社

公園の前もそうですけれども、中規模地域を対象としたこれからの地域につくるべき複

合文化施設については、今の企画財政部長が言われた基礎調査、あるいは、助役が市内

の各種団体の意見を聞いて今回のこういう計画を策定したんだという話ですけれども、

これからつくられるべき施設についてはどんな構想を持っているのか。これを聞きたい

と思います。

0;11議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これからつくるものは、またそのときの一一社会の発展の情

勢に従いながらということもあろうと思いますけれど、今展望できるのは、豊田の場合

は、これはどの程度用地が確保できるか、まだ十分な見通しはありません。西平山も同

様であります。しかしながら、つくる以上は、用地を1，000坪に相当する程度を確保を

し、それに可能な、いわゆる複合文化施設をつくっていこうと、こういうことになろう

と思います。

したがいまして、今、何名のホールということを即座に言うことはかえって無理があ

ると思っておりますが、現在の日野市の集会施設として、 600前後のホールが欲しいと

いうのは、もう婦人団体におきましてしかり、また子供会関係の集会においてしかり、

いろんな分野から言われております。

そして、 1機能 1施設というわけにはなかなかまいりませんので、したがって、複合

的に活用できる、そういう施設を特色を持ちながら、画一的なものではなくて特色のあ

るものをつくっていくということが、やはり役立つ一つの方法だろうと、こんなふうに

思います。

例に出されます八王子の例、あるいは三鷹の例、私もよく承知しておりますが、まち

の発展の度合いということも、形ということもありますし、特に八王子のごときは多数

の周辺の村が合併をしてできている。こういう事情もあって、もとの村の名前を用いた

複合文化施設、むしろ集会施設という性格の方が強いかもしれません。公民館、図書館、

それに福祉セ γタ一、これらの、その地域の規模を保てる程度のものがつくられておる

ということは承知しております。

それから、管理運営の仕方を地元に任せるというのも、非常に民主的な方法として、

できるだけ取り入れるべき手法だと思っておりますが、全体のやっぱり一つの基準とバ

ランスはおのずからなければならないはずでありますので、市民自治のルールはなるべ

く尊重しながら、しかもまた、行政としての全体的なパラ γスを保っていくという関係

が、これからのいろんな施設を管理運営する場合の一つの手法だ、といってよかろうと

思っております。

0副議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(飯野行雄君) 私も、これからの、今言われたような中規模地域を対象とする

施設が、すべて同じ施設をつくれということは申し上げませんO やっぱり地域地域の実

情に合わせて、その地域で必要とする施設をつく ってもらいたい。あるいは用地の問題

もあるでしょう。そのことを私は画一的にこういうものをつくれと言っているわけでは

ありません。

一つ、余り時間もないことですから、具体的な問題に入っていきたいと思います。

昨日でしたか、一昨日でしたか、都市整備部長が、豊田南地区については10月末に仮

換地を発表できる段階に来ていると。こういうことで、既に大体の骨組みはできている

はずですけれども、前回も何かの機会に質問したはずですけれども、仮換地の中で「複

合文化施設の用地は取つであるんだ。取りますJと、こういう答弁だったはずですが、
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0市長(森田喜美男君)

をしておきます。

かつて平山の小学校が今の平山域社公園の位置にあったわけでありまして、その跡地

御質問の中の、平山駅前構想、のところを、私から一応お答え

をどのように活用するか。京王電鉄の域社公園の駅と、それから駅前に今…・・

OilJ議長(福島敏雄君) 市長、発言中でございますけれども、鎌野議員の残り時間が

11分ですので、配慮、して答弁を願います。

0市長(森田喜美男君) 駅前に、御承知のとおり図書館と、それから大地区センター

の施設が 2カ所に分かれて存在しますO その 2施設、かつて京王電鉄当局からも、あの

地域の活性化のために何かしたいという意向もありましたので、問い合わせましたとこ

ろ、今回はその計画には、現実にはそういうことが具体的にはないということでありま

したので、そのことは除外いたします。

それで、用地は図書館側が600何がし、それから地区センタ-側が300何がし。したがっ

て、図書館側を今後の複合文化施設にます.使っていこう 。図書館と、それから大地区セ

γターの機能をもっと拡大をして、そうしていわゆる集会施設等も合わせた設計を行う

べきであろう。このように行政側の一応の検討は終えております。

参加していただく検討委員会には、なるべく地元も多く入っていただき、特に西平山

の文化施設をという運動の方もひとつ入れて、御意見を十分よく聞いておきたいと、こ

のようなことで、まだ委嘱行為などのところまでにはいっておりませんO

他のことは助役、お答えくださ L、。

OilJ議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 私の方から、浅川公会堂の懇談会の委員の構成のことについて、

御質問がございました。

これはこの前にもお答えしていますけれど、まだ委員の構成に、委員の選出にこれか

らかかるわけで、まだ具体的なことは何も決めておりませんけれども、適正な形で市民

の意見に反映するような構成にしたいというふうに考えておりますO

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の御質問の関係の中で、既に委託に出してい

るか、というような御質問でございます。ただいまの考え方は市長の方から申したと お

りでございますが、一定の庁内の委員会の中で方向づけをしたところでございます。近

いうちに委託に業者の方に出していくというような考え方で、今の時点はまだ委託に

していないということでございます。

以上でございます。(i浅川公会堂についても同じですか」と呼ぶ者あり)

O副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

どの程度の面積を、複合文化施設用地を仮換地の中で、取ってあるのか、お聞きします。

O副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

現在、仮換地の最中でございますけれども、予定しております面積は3，000平方メー

トル弱でございます。

OilJ議長(福島敏雄君) 鎌野行雄君。

024番(簸野行雄君) それはそれで、結構です。

あと、今年度の予算書を見ますと、おかげさまで平山城祉公園駅前についての調査費

と称すべきものがついております。利用計画策定調査として309万o それから検討委員

会についての人件費、これが何がしかの金額がついております。もう本年度も約 6カ月

経過しているわけですけれども、いまだもって検討委員会がつくられたという話も聞き

ません。こういうものは、どういうものをつくろうかという、公共用地をどんなふうに

利用するかということ、検討になるかと思いますけれども、できるだけ慎重にこういう

ものは検討を重ねなければならないはずであります。金額的には、 10人掛ける 5ですか

ら、 5回会議を持つことになっているようですが、なるべく早くこういう検討委員会を

設けていただきたい。

それから、利用計画の策定調査費も、この309万円あるわけですが、これは既に委託

なりしてあるのかどうなのか。その辺についてもお伺いしたいと思います。

それから、行政報告のときに問題になりました浅川公会堂についての建設懇談会の性

格ですが、やはり、ちょっと今、市長なりの答弁を聞いていると、これが全市的対象の

施設だか、中間地域を対象の施設だか、はっきりしないわけです。まず、集会施設をつ

くるんだと。あとは中間施設があちこちにできれば、地域に使ってもらうんだと、この

ような二重の性格を持っているような気がしでなりませんけれども、懇談会の委員とい

うのは、これは全市的対象で選ばれるのか。あるいは地域対象、将来、利用の中心とな

るべき地域の人たちから選ばれるのか。その辺はどうなのか。

それから、基本計画として994万円、これもつけられているわけですが、これは既に

委託されているのか。まず、この辺をお開きします。

0言IJ議長(福島敏雄君) 市長。

0社会教育部長(坂本金雄男君) どういう ことでございましょう。 浅川公会堂の
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基本計画として、金額994万円経常されているわけですよ、当初予算で。それを既に実

施しているかどうか」と呼ぶ者あり)

浅川公会堂の埋蔵文化財の調査については実施をいたしております。

そのほかの基本計画の点につきましては、私どもの方の所管ではございません。

O副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 現在、庁内の検討委員会で細部の検討を煮詰めることになって

おります。それから委託に入るということです。現在はまだやっておりません。

O副議長(福島敏雄君) 旗野行雄君。

024番(簸野行雄君) 地域の城祉公園の駅前の中規模施設になろうかと思いますけれ

ども、あれこそ利用の中心は、あそこの平山域社公園を中心とする中規模地域対象にな

るかと思います。ぜひ地域の要望を十分に取り入れて、計画に着工をしていただきたい。

このことを要望しておきます。

いずれにしろ、これから各地域につくられるべき複合文化施設については、むしろ各

地の例を見ても、 600席程度の集会施設よりも、体育館とか、あるいはプールまでは無

理かもしれませんけれども、ひとつ住民が使いやすいような、利用頻度の高くなるよう

な施設をひとつ考えて、建設していただきたいと思います。

地区セジターの利用率が、 年間16万の人口に対して約30万だそうです。そうすると、

市民 1人当たり平均すると、地区セ γターを 2回利用しているということのようですが、

三鷹なり武蔵野で、こうやって住民参加でつくられた施設の利用率はどのくらいかとい

いますと、おおむね中規模地域といいますと 2万人内外の、人口は対象人口となるよう

ですが、ほぼ 1人の市民が年間10回その施設を利用しているというような実績が出てお

ります。これも、各地域の実情に合わせた複合文化施設をつくった結果ではないか、と

いうようなことも言えますし、地域の各種団体に責任を持たせて運営をやっているとい

うことで、サークル活動等も実行委員なり対策委員が一生懸命つくって、高度利用を図っ

たというようなことも聞いております。ひとつ、地域の市民が利用、活用しやすいよう

な施設をこれから考えていただきたい。

また、住民参加ということでもありますから、ひとつ地域の住民の要望をよく聞いて

施設づくりをしていただきたし、と思います。

このことを要望して質問を終わります。どうもありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 8の2、複合文化施設についての質問を終わり

ます。

8
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一般質問 9の1、駐車場整備について問うの通告質問者、奥住日出男君の質問を許し

ますo

(21番議員登壇〕

021番(奥住日出男君) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、駐

車場整備について問うについて質問をさせていただきたいと思います。

本年 2月に、日野市交通安全推進本部が発足をし、さらに 3月に、日野警察でござい

ますけれども、日野駐車対策協議会が発足し、さらには平成 2年度の所信表明の中で、

市長の方から「日野市企業公社Jを設立するための準備室を設置するという、こういう

これからの交通行政に対する意気込みなり、あるいは整備が述べられております。これ

らを期待しながら質問をさせていただきたい、というふうに思います。

今さらこういうことを申す必要はないと思いますけれども、違法駐車、あるいは迷惑

駐車が道路交通の渋滞の原因、さらには交通事故発生の要因の一つになっている大きな

社会問題であるということは、既にもう御承知のとおりでございます。

ただ、これが死亡事故につながるとなると、事は重大でございます。昨年9月の第 3

固定例会で、交通問題を取り上げて一般質問をさせていただきました。このときに、交

通事故死亡者の数について言及いたしまして、このままのペースで進むと大変な数字に

なるよ、というようなことを申し上げました。日野市としても全市を挙げて一大キャソ

ペーンをやったらどうか、とこういう提言も申し上げたところでございます。残念なが

ら結果は15年ぶりの 1万台に乗ってしまった。正式には 1万 1千何がしですけれども、

大変な交通事故死が発生したわけでございます。

ところが、ことしはその数字をも上回る勢いで交通事故死がふえ続けております。昭

和45年に第一次交通戦争、 このときの交通事故の死亡者が約一万6，800人。今日のこの

交通事故を称して「第二次交通戦争J、こうい うふうに言われる方も数多くいらっしゃ

るわけでございます。

今年度の交通安全白書によりますと、 交通事故死亡者は年を追って増加して 5年後、

平成 7年には 1万3，000人前後に達する、こ ういう予測もしております。これは総務庁

の方で、事故の要因が過去と同様の推移をたどる、こういう仮定のもとに分析を行って

おりますけれど も、こういったことを前提にした悲観的な見通しを述べているわけでご

ざいますけれども、まことに憂慮すべき事態であると言わざるを得ないわけでございま

す。社会を構成しているすべての組織、団体、あるいは個々人が真剣に考えなければな

らない大きな問題であるわけでございます。

「

01
i
 

つ白



日野市としても、例年乙の時期になりますと、全国交通安全週間が一一交通安全運動

が開催されますので、それにのっとっていろんな行事が展開をされまして、これまでも

多くの市民に対するキャンペーンを行ってきておりますけれども、本年も 9月23日に市

民会館で「交通安全の市民の集い」 、こういうものを開催する計画が出されております。

さらには、過日は、市役所の前、市民会館のところにキャ γペー γということで、キャ

ラパ γ隊が参りまして、事故防止を PRしております。先月の22日ですo ちょうど風が

強い日でしたけれども、約百数十名の方が出席しまして、このキャラパン隊を歓迎した

わけでございますけれども、ここでも総務庁長官から森田市長にあてたメッセージが渡

されております。

こういうことで、いろんな団体がこういう交通問題について取り組んで運動している

わけですけれども、結果として、残念ながら一向に交通事故がなくならない。どころか、

ふえ続けている。これは最近の数字でございますけれども、原付を含めた自動車の保有

台数が約1.8人に 1台ということで、かなり車の数もふえてきています。日野市内でも、

昨年のデータを見ますと総台数が、これは二輪車も含めてですけれども、 6万8，374台。

世帯当たり 1台以上の台数があるわけでございます。

こういう現状を考えますと、車も社会の一員であるのか。構成している一員である、

とこんなふう なとらえ方をした、また、こういう観点に立った対策を考える必要がもう

出てきているんじゃないか、こんなふうにも思うわけでございます。これまでも市当局

の御努力によりまして、計画道路の整備であるとか、信号機、カーブミラーの設置、さ

らにはガードレールの設置等、 いろいろと交通安全対策の整備につきましては、施策を

講じていただいております。

しかしながら、違法駐車や迷惑駐車というのは、交通ルールを守らないというだけじゃ

なくて、社会のルールまでも違反をしているという、こういう状況でございますから、

行政の御努力も限界がある。これはわかりますし、 ドライパー自身のモラルの問題で、あ

る。こういうことになりますけれども、ただ、市民の 1人から言わせていただくんであ

れば、自動車が国民の足として広く普及した今日、豊かでゆとりのある生活を実現する

には、真の車社会にふさわしい交通安全対策、あるいは整備はさらに推進をさせていく

必要がある、というふうに思うわけでございます。

とりわけ目的地における駐車場の供給拡大、これはもうその対策として緊急の課題で

ある。このように受けとめておりますし、社会資本整備の一環としても、この駐車場建

設は行う必要があるんではないか。こんなふうにも考えているところでございます。建

設省としても、近年のこの駐車場需要の増大に適切に対処するために、標準駐車場条例、

これを一部改正をしまして、ことしの 6月 1日付で東京都知事初め政令指定都市の市長

あてに通知をしたという、こういう経過もあるわけでございます。

駐車場需要がどれだけ供給を上回っているか。昨年のデータから数字的に若干申し上

げますと、東京都では瞬間にして約21万台の路上駐車がある。そのうちの違法駐車が約

四万台。ところが、届け出されております駐車場の収容台数は半分のわずか 9万台しか

ないと、こういう状況にあるわけでございます。

しからば日野市はどうなってい るのか。これは、昨年のこれもデータですけれども、

日野警察に行ってちょっと調べてきたわけでございますけれども、日野市のデータを申

し上げますと、瞬間にして路上駐車台数が1，738台O そのうちの違法駐車が1，513台。何

と87%が違法駐車であるとし、ぅ、こういう状況でござい ます。逆に言えば13%しか収容

する場所がない。こんな見方もとれるわけでございますO とりわけその違法駐車という

のは、駅周辺、多摩平、高幡台、ああいうところの団地、さらには商庖街、こういうと

ころに集中をしておるわけでございます。

そこで、通告に従いまして、 2点について御質問をいたしたいというふうに思います。

まず 1点でございますO 日野市の場合、現在、駐車場の設置に関しましては、このま

ちづくりの指導要綱の中で基準が定められておるわけでございますけれども、 これを一

歩前進をさせまして、助成措置等も盛り込んだ条例を制定していただきたい。こんなふ

うに考えておるわけでございますけれども、当局としてどのふうにこの辺を考えるか、

御見解を伺いたい。これが 1点でございます。

もう 1点は、他市でもいろいろ知恵を出し合って、場所がないということで、公共施

設の地下であるとか、あるいは JRの掘り抜きであるとか、いろいろと場所を活用しな

がら、市営を含めて駐車場の建設を促進をしております。 日野市でも、何とか同様に図っ

ていただきたいと考えておるわけでございますけれども、その辺の点についてどのよう

にお考えになっているか。

以上、 2点について御答弁をいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部

長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 大変難しい問題でございま して、 現在のところ問題の

解決のための体系等のまだ整備が整っていないわけでございま して、的確な御答弁にな

らないかもしれませんが、ひとつよろしくお願し、いたしますo
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現在、車の駐車対策といたしましては、道路を円滑に利用する。いわゆる自動車、歩

行者が安全に利用できる、そういう形での管理。いわゆる交通管理者としての管理があ

るわけでございます。これは御承知のように、公安委員会及び警視庁が行っているわけ

でございますが、内容といたしましては、道路交通法に基づくところの取り締まり。そ

れから、道路を自動車の保管場所として使わないように。これは法律といたしましては、

自動車の保管場所の確保等に関する法律ということでございます。この二つの法律が10

0%機能的に動いていれば、現在の違法駐車等がないということになるわけでございま

す。しかしながら、実態はそうはいきませんで、路上駐車等が多く発生をしているとい

うことでございます。

そこで、ひとつまた視点を変えまして、この駐車の問題を分けてみますと、一つは自

動車の保管場所の問題。これは駐車、場じゃなくて、保管場所でございます。車を買いま

して、その車を所有者が置く場所の問題。それから一つは、この車を活用いたしまして

市民生活なり経済的活動を行うに際して、置くところの場所。これが駐車場ではないか

と、こういうこつに分けてございます。

まず最初の保管場所の確保の問題でございます。これは先ほど申し上げました保管場

所等に関する法律の中で、普通車以上につきましては、これは軽自動車も置くわけでご

ざいますけれども、普通車以前につきましては、車を取得するときに登録をするわけで

ございます。この登録のときに、この法律に基づきまして、駐車場所の確保をできてい

る証明をいただき車を登録する、ということでございますから、本来ならこれでいいわ

けでございますが、これでは不十分でございますので、視点を変えまして、この建物を

持っている所有者、こういったものにこの保管場所の義務化をつけていこうということ

が、最近の流れとして出てきているわけでございます。

これは具体的に申し上げますと、個人の住宅でございますれば、個人でその敷地内に

駐車場を、保管場所を設ける。あるいは民間の共同住宅、あるいは公社、公団、その他

公的住宅であれば、その建物を管理しております、いわゆる家主が確保をするというこ

とになるわけでございます。

この中で具体的な地方自治体として何か施策が講じられるかということになりますと、

全国的ではまだほんのわずかでございますけれども、この自動車の確保の場所を設置す

る条例、こういうものを設けまして、駐車場の、駐車といいますか、保管場所の確保を

指導しているところがあるわけでございます。

本市でも、御承知のように、非常に違法駐車等が発生いたしまして、いわゆる道路上
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が駐車ということじゃなくて、保管場所として使われている事例が数多く出てきている

ということで、現在、 8月 1日から「住みよいまちづくりの指導要綱jを改正をいたし

まして、共同住宅8戸以上につきましては、建設戸数相当分の駐車場を確保する。特に、

その相当分のうち用途地域に応じてでございますけれども、その建設敷地内に50%から

30%の台数の車の置き場を確保する。そういうことで、現在、指導をしているというと

ころでございます。

この条例化につきましては、いま少し状況を見ながら検討を進めたいというふうに考

えております。

2点目は、いわゆるこの車を活用するところの駐車場になるわけでございます。これ

が国では駐車場法という形で、一部の地域を規制、誘導をしてございます。この駐車場

法とし、いますのは、日野市で言いますと、日野市全域にかかわる法律ではございません

で、駐車場法あるいは都市計画法に基づきまして区域の決定をいたしまして、その区域

内に建設する建物の建築主に駐車場の建設の義務を課す。いわゆる付置義務を課すとい

うことが 1点。

それから、これだけでは住宅の駐車場ができないわけでございますので、公共の、い

わゆる公共といいますか、公設の駐車場をつくって、商業あるいは経済活動に利用をす

る。いわゆる共用させる。そういうことでございますO

この駅周辺の商業、あるいは近隣商業地域の駐車場法に基づく駐車の問題につきまし

ては、本年と来年にかけまして調査をし、計画を固め、平成4年度に駐車場法、あるい

は都市計画法に基づきまして、この区域の決定等をしていきたいというふうに考えてお

ります。

当面、現在、豊田の南あるいは高幡土地区画整理事業の中で、事業が進んでおります。

この高幡不動駅の駅前、あるいは豊田の南口等につきましては、この駐車場法に基づく

ところの地下駐車場を、駅前広場の地下に建設をしようということで、現在、調査検討

をしているということでございます。

ちょっと前後いたしましたけれども、お答えといたしたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

消極的と言うとしかられそうでございますけれども、今はっきりしたのが、平成4年

度に駐車場法に基づくか、あるいは区画整理の件で、条例を定めたいというような御答弁

であったゃに理解をいたします。
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駐車場法第20条ですか、これが大幅に改正をされまして、保管場所も台数当たりもか

なり平米が小さくなってきた。それだけ国としても力を入れてきている。さらには、自

治体の判断によって条例があれば、もっと厳しく基準を設定してもいいよという、こう

いうふうにも改正をされてきているわけでございます。私が希望しているのは、なかな

か市営の駐車場というのは大変ですから、民間でどこか駅周辺につくってもらって、そ

れに助成をしていただいてやってもらえないか、というのが第一の希望なんですが、今

の部長の御答弁だと、なかなかここ一、二年では難しそうな感じがいたします。

26市の中で条例があるのは、わずか 3市 ぐらいしか今ないんですけれども、隣の八王

子が第三セクターが設立されまして、今年度基本計画が出されたんですけれども、 3年

度から第 1期工事が始まるということで、ち ょうど八王子の北口の駅前から旧郵便局の

あの信号まで、あの地下に駐車場をつくって約400台入れようという、こういう工事が

来年度から着工いたします。

さらに引き続いて 4年度以降、20号に向けて都合2，000台の駐車場をつくろうという、

こういう計画が出されているのは御承知のとおりです。

さらには、連続高架化といって八王子から高尾までの ]R、あれを全部高架にして、

現在のレールのところを全部駐車場にしようという。これも 3年度に基本設計が終わり

そうだという。こ ういうことが議会の中で当事者から答弁があって、着々と進んでいる

わけです。八王子と日野市の場合、比べても全く差がありますから、なかなか一概に同

じよう にというふうにいきませんけれども、目的地に草をとめてしまう。これは足になっ

ていますから、数 日前にたしか読売だと思ったんですけれども「八王子市の駐車場は実

際にはあ るんですよ、あるけれども路上駐車が多いのは何だろう」という、こんな記事

が載っていました。

これは文字どおり足とい うことに、げたがわりになっちゃっていますから、車は目的

地まで乗っていってしまう。駐車場があっても、それを通り越して目的地まで行ってし

まう んです。これは もう完全に社会のルールを無視したもんであるわけでございますけ

れども、そういうところ まで車が広く普及したという、こんな状況になっているわけで

す。

もう少し突っ込んで、今、豊田の話が出たんですけれども、実際に日野市内をずっと

回ると、日野駅、豊田の多摩平のあそこです。あの辺が非常に車が多いわけですけれど

も、具体的に平成4年度というような話があったんですけれども、条例をつくるとすれ

ばですね。それじゃ、それをつくらないにしても、その辺の計画についてもう少し何か
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積極的な策がないのかどうか。もう一度御答弁をいただきたいんですがね。

O副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 駐車場法が適用される区域とし、いますのは、用途地域

に行きますと商業地域あるいは近隣商業地域でございます。これらの地域は、当然、買

い物等で車の駐車場が必要ということで、駐車場法が適用になるとい うことでございま

すO

この駐車場法で区域を指定をいたしますと、民間の、いわゆる民側の努力と、それか

らいわゆる官側の分、双方の責務が生まれてまいります。大体、今までの例でいきます

と、民側のいわゆる設置義務が約 7割く9 らい、公的なものが 3割ということでございま

す。要するに、民間の方にも建物等をつくる場合には必要台数の7割ぐらいは負担をし

てもらうという、そういう仕組みでございます。したがって、 市が駐車場を確保すると

いうことになりますと、計画を立てまして、駐車場法あるいは都市計画に基づく手続を

踏まないといけない。

どうしてかとし、し、ますと、一つは、さっき財源の補助の問題がございましたけれども、

民聞がこの計画に基づきまして駐車場をつくる場合に、建設費に対する手入れ資金の融

資だとか、そういうものがあるわけでございます。 したがって、一定の順序を踏んで進

めてまいりたい、というふうに考えている わけでござい ます。

0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) この問題、都市整備部長も冒頭おっし ゃられましたように、

大変難しし、、頭を痛める課題であることは、もう 言う までもないんですが、市長にちょっ

とお伺いしたいんですが、今、全国で交通事故死亡者が年々ふえてきている。しかもそ

れを発生要因も含めて分析すると、 事故の要因が過去と同様の推移をたどる。こういう

ことになっているんです。だれしも最初に頭に浮かぶのがス ピード違反とか無謀運転、

こういうことになるわけですけれども、過去と同様の推移をたどるということは、

返せば、再発防止策はそれほど難しく ない。こ のようにも受けとめることができ る

でございます。

したがいまして、日野市をあずかるトップとして、過日、総務庁長官か ら渡

たあの書き物を見ると、地域に見合った対策をというような ことが、 たレ刀、甘い 丸のっ

たと思います。私、読み上げたのを聞いただけですから定かでないんですが、そんな感

じがいたしたわけでございます。それらを踏まえて、 日野市と してど ういうこと をやっ

たらば交通事故が減っていくのか。この辺のところをもう 一つお考えがあ ったらお聞か

可
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せをいただきたい。

人間というのは、絶対にミスをします。したがいまして、事故を未然に防ぐという手

たては常にやっていかなければならない。これでもか、これでもかとやっても、それで

もミスをする。こういう動物ですから、エンドレスでもってやっていかなければならな

いことは、もう致し方がないところでございますけれども、それでも行政でやることに

は限界がありますから、市長として「市民に期待することはこうなんだ。行政側として

もこれだけのことはやりたい」、できれば、そんな考えが聞かせていただければありが

たい。こんなふうに思いますので、ひとつ御見解をお聞かせいただきたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私どもはこれまで、行政が一つの規制や誘導を図る乗り物の

対象は自転車というふうに考えておりましたら、近ごろ、いわゆる車、自動車や、かつ

ての産業に奉仕するということではなくて、一人ひとりの生活に奉仕する、こういう役

割を持つ車社会のまた様相が一段と進化した、進んだというふうなことだと思います。

そして絶対数がふえたために、道路をそれぞれの所管に属する範囲で、管理者が新しい

道路をつくったり、整備をしたり、いろいろやるわけでありますが、そのスピードより

も車の台数のふえる方がなお早い。そうして渋滞状況が生まれておるわけですが、渋滞

も解消しなき ゃなりませんけれど、これまた渋滞が、ちょっと皮肉な言い方をすれば日

本経済を コジト ロール しておるといってもいいぐらいではなかろうか、と思わざるを得

ません。

そして、 何よ りも指摘される交通安全、つまり人命を最優先に尊重する。そのために

障害事故を起こさないということが、交通行政の今主要な眼目に入ってまいった、とこ

ういう 時代の変化があり ありと感じられますo

そこで我々も都市計画の中に、例えば駅前の公共用地の下には二重構造でいわゆる駐

車場を設けていこう。そのことはもう具体的に高幡の区画整理、あるいはこれからの豊

田の区画整理に進めていきたし、と思っております。これまでも議場でもお話をしました、

公園の下を駐車場化する。これは上野公園で既に行われている実情もありますので、可

能だろうという ふうには思ってお りますけれど、なかなかまた法的な配慮が多 くて、例

えば多摩平の中央公園、グラ ウγ ドの下に市立病院や、また社協センターのお客さん方

に駐車場を提供しな きゃならないと思って調べてまいりましたが、法令の改正を若干先

行させなければ、直ちには無理である。設計をすることが無理だという事情が、ほぼわ

かりました。また、法令が改正されるという見通しも指導当局で聞いておりますので、

つ臼つ臼つ臼

ぜひ都市計画の中に、つまり公園の下、あるいは駅前、公共広場の下は駐車場にすると

いうまちづくりが、将来極めて重要な課題だと、こんなふうに思っております。

自転車の秩序、確保するための駐輪場条例というものを日野市はつくっておりますか

ら、車の場合も何か工夫をして、そうして事故を未然に防止する直接的な手法と、また

間接的な手法を検討をする余地があるのではなかろうかと、こんなふうには考えておる

わけでありまして、御指摘のとおり当面の、特に車社会に向かう 、これは車を減らすと

か、歩いてください、自転車にしてください、あるいはパスに乗ってくださいといって

も、車そのものは減らないだろうと思いますので、人の生活になくてはならない必需品

だという観点から、新しい都市計画的な手法をっく り出していかなければならない。こ

のようなことを痛感しております。

人命尊重が何よりも優先すべきでありますし、それから行政もそれなりにそれぞれの

努力はしておるわけでありますが、なかなか決め手になるという、あるいは万能薬にな

るということはあり得ませんので、確実にそれぞれの手を打ちながら、また車を持つ、

運転する側にも十分ドライパーとしての責任感を確立をしていく。こういう社会ルール

の中で成果を挙げていくということが、むしろ現実的ではなかろうかと、このように感

じております。

0副議長(福島敏雄君) 奥住日出男君。

021番 (奥住日出男君) ありがとう ございました。

冒頭、 私が申 し上げましたよ うに、これはもうある組織が簡単にやってできるもので

はあり ませんし、本当に市民全員が真剣に考えなければな らないという大きな課題であ

る、というふうにも思っておりますo

したがいまして、 今回の質問は、そ う簡単に回答のでき るものではありませんし、ド

ライパー側としてももう少 し秩序あるルールを守るという、 こういうことも必要である

という ことになっておりますので、ただいま の市長の御答弁、私は前向きに受けと めて

おります。ひとつ、今後とも積極的にこの駐車場問題、重要課題のーっと して取り上げ

ていただいて、日野市としても他市から見て、日野市の交通対策はすばらしい、こんな

ふう に言われる日が早 く来るように心から願いま して、この質問を終わ らせていただ

ます。どうもありがと うございました。

0副議長 (福島敏雄君) これをもって 9の し 駐 車場整備について問うの質問を終わ

ります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、こ れに御異
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議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時50分休憩

午後 3時22分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問10の1、市の行事についての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を許します。

(18番議員登壇〕

018番(一ノ瀬隆君) 成人式、敬老大会など、市の主催する行事、あるいは式典と

いったものを材料にして、市政に対して批判的な態度をいささか強めさせていただき、

質問をいたします。

私がここで批判の対象にしたい日野市の行事には、どんなものがあるか。

まず、毎年定期的に行われるものとしては、最初に市の新年会、最初の土曜日の午後

やられているようで、ことしは 1月6日午後2時からでした。

次に、 1月15日の成人式、 5月3日の憲法記念行事、そして 9月の敬老大会。 9月15

日には行われず、ことしはついこの間の 9月5日。昨年は 9月2日と、 2週間も早く行

われました。

4日ばかり前に案内が来た、戦没者追悼式があります。ことしは10月 9日に行われる

ようです。昨年は10月17日でした。

11月3日の文化の日には、毎年、日野市表彰式が行われています。

このほか、毎年行われるものとして、 9月 1日防災の日の直前の日曜日に行われる総

合防災訓練も、市の行事の一つであると考えます。ことしは 8月26日に行われたようで

す。防災訓練とは別に、水災活動訓練も 6月ごろ実施されております。

以上が毎年定期的に行われている市の行事だと思いますが、このほかにも市の行事は

あります。ことし1990年 4月19日には、市立東光寺東地区センターの落成関所式があり

ましTこ。

続いて4月27日には、市立特別養護老人ホーム「浅川苑」の落成式がありました。

5月13日には日野市植樹祭が、市役所前の中央公園で行われました。

さかのぼりますが、昨年、 1989年10月29日には、日野市東部会館落成の記念式が行わ

れました。

これから先は、第五小学校の落成式があるのかもしれませんO

Aιτ つ臼つu

これらの市の行事に参加させていただき、幾つかの感想、を持ちました。私だけではな

く、隣にいた議員の不満をあらわす声、あるいは多くの議員から一斉に起こる批判の声

など、把握できたものからも加勢していただき、ぶつけてみたいと思います。

議会は、私たち議員は、市民の代表として市政を監視し、批判し、そして指導する立

場であり、市長がいかに市政を執行しているか。市の職員が市民のために一生懸命、効

率よく働いているかを、ウォッチングする立場でもあると思います。

ところが、市政の現場の執行状況は外から見る場合が多く、中から見る機会が意外に

少ないと感じたところです。市の行事に招かれたとき、行事という市政執行をその中か

ら見ることができる。市長のやり方は何だ、あの職員の仕事ぶりはけしからん、という

のを目の当たりに見ることができる。行事への参加は、市政執行の至らなさを垣間見る

ことのできる数少ない機会だと思います。市の行事の運営に数々の不備な点が見られ、

こんなやり方で市政全般が執行されているとしたら、単なる行事だからし、し、ゃ、と決し

て軽視できないものだと考え、この質問を取り上げました。

市の行事すべてに共通して言えることは、主催者の立場である市長のあいさつと、来

賓代表の立場で日野市議会議長のあいさつがあるということであり、私たち市議会議員

も来賓として出席するということであります。

まず最初に指摘し、批判し、その良識ある改善を望むものは、この来賓の処遇であり

ます。来賓のあいさつ、来賓の紹介、来賓の行事参加の場所、座るところなどでありま

す。行事によって、それぞれ理由なくばらばらであり、統一性もなく、連続性もなく、

常識もなく、このような状況から、私たちが見ることができない市政全般の執行を類推

したら、身震いがします。

日野市長が主催する行事に対して、来賓のトップとして日野市議会議長が位置するの

は当然であり、来賓を代表してのあいさつも、しごく当然でありますこのような市の行

事に、たとえ内閣総理大臣が来ても、最高裁判所長官が来ても、東京都知事であっても、

最初にあいさつするのは日野市議会議長であり、きょうのような場合には、我が会派の

福島議長があいさつすることであると思っています。

座席についても同じように考えるべきで、その意味で、この間の敬老大会の席の指定

は間違っていると思いました。あのときは、小山議長は渡辺都議の次に座っていました。

さて、その都議会議員の市の行事の中での来賓としての処遇に対して、私は強い不満

を持っています。それは、敬老大会にあいさつをさせていただき、議長の右に座らせて

もらっても解消されるものではありませんo (iそんなに偉い人なの、都議って」と呼
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ぶ者あり)日野市選出の東京都議会議員は、公職選挙法にのっとって日野市民だけによっ

てただ 1人選ばれた、日野市民の代表であります。日野市議会議員は別として、日野市

の行事の来賓としては最もふさわしい人であります。来賓として来てもらうことは当然

であり、可能な限り市議会議長と並んであいさつしてもらうことが、最も市民本位の望

ましいことだと思います。ましてや、従来あいさつしてもらっていた慣行を破ってそれ

をやめることは決してあってはならないことだと思います。

渡辺みずえ都議会議員は、昨年の敬老大会で初めて70歳以上の日野市民にお祝いのあ

いさつをして、大喝采を博しました。(iうそだよo 自分の都合のいいことばかり考え

ている」と呼ぶ者あり)壇上の市議会議員からも好評でした。それかあらぬか、次の機

会であった市の行事、 7月17日の日野市戦没者追悼式では、前年までの滝瀬都議と大き

な差をつけられてしまいました。毎回、滝瀬都議が読んでいた追悼の辞は読ませてもら

えず、それどころか議長などの座った前の席にも座れず、副議長の私の隣でした。慣行

をも無視したのは、都議が女性だからなのか。(iし、いじゃないの、どこでもJiひが

むんじゃないよJと呼ぶ者あり)それとも、社会党の都議だからなのか。

来月、 10月9日に行われるということしの戦没者追悼式にも、案内状によると「追悼

の辞、東京都議会議員Jの文字は見当たりません。献花、東京都議会議員と書いてごま

かしたつもりか もしれませんが、 こんな文字は全く不要です。なぜなら、献花は全員が

やるのですか ら。あえて都議会議員を書くのだったら、日野市議会議員という文字も落

としていけないことぐらいはわからなければ、全 く情けないと思います。

この仮称女性差別の ドキュメジ タリーを続けます。

次の場面は、昨年10月29日の東部会館落成式です。市議会議長はもちろん東京都の局

長などが大きな花を胸につけ、 前に並んでいました。渡辺都議は私どもと同じ小さな花

をつけ、私の隣に座り ました。 (i都議は遅刻 してきたんだJi特養ホームはそうだよ、

おくれてきたJと呼ぶ者あり)この東部会館は、東京都の浅川下水処理場と縁のある施

設、しかも渡辺都議は下水道を管轄する公営企業委員会に所属しているのです。お祝い

のあいさつをした都の局長は、冷遇された渡辺都議の顔も見るこ ともできず、日野市で

はこんな ことをやるのか、こ んな こと があっていいのか、 と後で渡辺都議に対して「自

分だけあいさつしてj と平身低頭、恐縮の極みだったそ うで、す。

次の場面は、11月3日、市表彰式。都議は舞台の上に乗せてはもらいましたが、従来、

議長の隣に座っていたものを意外にも 2列目 に座らされ、市民会館大ホールの客席から

一番見にくいところに置かれました。主催者の立場に近い地方自治法による執行機関の
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一部である教育委員長、選挙管理委員長などを来賓席に座らせ、郵便局長らと同列に追

いやられたことは、どう見ても理解できません。

不満が吹き出る主体を、都議から市議会議員へと移します。市表彰式の場合、敬老大

会のように来賓である市議会議員を壇上に乗せられない事情はわかります。だからといっ

て、来賓とは言えない執行機関の人を来賓席に座ってもらうことはないと思います。郵

便局長、保健所長なども、議員を下におろして座る来賓ではないと思います。ほかに適

当な人がいなければ、都議と議長と副議長を加えた 3人の来賓でいいのではないでしょ

うか。

ことし 1月15日の成人式で、私ども市議会議員にとって大変なことが起こりました。

少なくとも私はそう感じたのでした。 1976年、日野市議会史上初めて日本社会党の市議

会議長が誕生いたしました。我が名古屋議長は、成人式、敬老大会などの市の行事で、

出席した議員を議長あいさつのときに一人ひとり市民に紹介したので、す。それは慣例と

なって歴代の議長に受け継がれ、行事に際しての議員の出席率も急速に向上しました。

ある時点で、 議長が紹介するのは大変でし ょうと思われてか、司会がそれを代行するよ

うになりましたが、議員紹介の慣例は主な行事で14年間続けられてきました。

それが、ことしの成人式で、市議会議員の紹介は何者かによって阻止されたので、す。

折しも市議会議員選挙の準備で多忙をきわめてはいたが、新しい有権者に紹介してもら

えるというのを欠席するわけにはし、かないと、無理して出てきた議員もいたかもしれな

い。見事、空振 りをさせられたのですo (i売名のために行くんじゃないわよ」と呼ぶ

者あり)そのときに私は思いま した。多数の議員を向こうに回 して、慣例を破って「紹

介せずjの大きな仕事をやってのける大物の部長は、ある いは大物の課長は、残念なが

らこ の日野市にはいないだろうな と思いました。

最近の幾つかの行事で、小山議長が、回復寸前ではあるが少 し不自由な 目で出席議員

をあえて紹介 してくれていますが、あのと き司会が紹介しないという なら、賢明で常識

のある市川議長は、必ず議員を紹介してくれたはずですo 議長にそう思わせておいて紹

介しないのはペテンであり 、議長に対する背信行為でも あるといえますo それでも、老

人大会では司会か らの議員の紹介がなされました。

今までの議員の紹介でまちまちだったものに、副議長の紹介があります。議長は別と

して、まず副議長から紹介するのがいいと思います。そのようなときもあり 、全く無視

されて議席順に並ばされて紹介されたこともありました。市民本位の市政を貫く日野市

として、市民の理解しやすい方法が望ましいと思います。
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まだまだ市の行事に対して言いたいことはたくさんあります。来賓への処遇は以上に

して、そのほかのことで、ほんの一部を申し上げてみたいと思います。

行事は、案内状に示した時間を厳守して始められることが望ましいのですが、そのと

きの事情で多少おくれるのは仕方のないことだと思います。しかし、準備ができたから

といって早く始めることは許されないことで、す。(iそんなことはないだろう」と呼ぶ

者あり)それが、昨年の10月11日の戦没者追悼式で、予定した10時30分より早く始まっ

たので、す。司会が始めようとしても、隣の部長が抑えるべきです。私には考えられない

非常識に思えるのです。(i何分早かったの」と呼ぶ者あり)

次に、表彰式でのことです。この目、表彰される人にとっては感激いっぱいで、生涯

でも忘れられない日になると感じる人も多いと思います。私を表彰してくれる人は森田

市長。森田市長様々です。私のことをよく知ってくれて、私の功績を認めてくれたと感

謝、感謝のその森田市長から、クライマックスの表彰状授与の寸前「あなたの名前は」

「あなたはだれですかJi何と読むんですか」と聞かれたのでは、受賞者はさみしい思

いがするのではないかと思います。受賞者のみならず、市長の胸のマイクを通じて、そ

の小声を聞かされる式参列者も余りいい感じを受けません。被表彰者の名前に仮名を振

るなど、工夫すべきだと思います。それが毎回繰り返されているということは、非常に

残念であります。

今度は、成人式について触れておきたいことがあります。これは日野市だけではない

ので、指摘されても感じないかもしれません。成人式の式辞などで「あなた方はきょう

から酒も飲めます。たばこも吸えます。そして選挙権もあります」こんなふうに話され

ます。しかし、それはうそです。ことしの成人式に参加した人で、その後行われた衆議

院選挙、日野市議会議員選挙に選挙権がない人も大勢いました。まだ19歳だからです。

成人式の呼びかけの対象がずれているからですが、同じ学齢を一括せざるを得ないとい

うなら、また、 1月15日にやるしかないというならば、そのことが語られていいはずで

す。それが全く語られず、約20%の19歳の人が全く無視されているのが、私には不満で

す。 iことしの 4月 1日には、皆さんすべてが成人しますjそういう言葉が必要だと思

うんです。

市の行事全般について、その行事ないし式典の司会の良識を疑うことは、しばしばあ

ります。案内した時間よりも早く始めてしまう司会もいましたが、行事の主催者として

市長があいさつするときの紹介があります。 i森田喜美男市長にごあいさつをお願いい

たします」という司会がいました。そういう司会者は、市長の話が終わると「ありがと
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うございました」と、身内の市長にお礼を言うのです。言わす.としれたこういうときに

は、 「日野市長森田喜美男があいさつを申し上げます」だと思います。

まだまだあると思いますが、これで打ち切ります。

以上、いろいろと憎まれ口をきいてきましたが、市の行事についての私の指摘に対し

て、過去のことをどう考えるか。また、これらを踏まえて、今後何か考えることはない

かをただしたいと思います。私が挙げた行事の担当部署の部長でも、助役でも、あるい

は市長でも、自由にお答えいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めますo 助役。

O助役(砂川雄一君) ただいま、市が主催して行いますいろいろな式典の例をお挙げ

になりまして、いろいろ御批判をいただいたわけでございますが、市が主催して行いま

す式典その他の行事におきます、 その式次第の組み方については、必ずしも こうでなけ

ればならないという規範が存在するわけではございませんけれども、 一般的には、社会

的に慣習化されている方法によって、こちらの場合でも行っているわけでございます。

あと、式典その他の行事には、それぞれの事業の目的なり性格というものはございま

すので、その事業の目的、性格に沿って、それにでき るだけマッチする形で式次第なり

プログラムを組む、というのが最も妥当な方法ではないかというふうに考えているわけ

です。事業とか、その目的の違いなどにより まして、やはり式次第などのパターンにつ

いてもそれぞれ違うということがございますし、同じ事業でも回を重ねるごとにプログ

ラムの内容を、組み方を変えるというようなことも、当然出てくるかというふうに思い

ます。

そうした中で、いろいろ慣習化された方法というのが一定な形で継続的に行われてき

ているわけでございますけれども、そうした中で、例えば式の全体の時間の中での、 そ

れぞれの式次第の中での時間の配分の問題とか、そういったようなことで見直しをした

りすることも、当然必要になってきます。ここ何年かの聞に、私どもの方でもいろいろ

試行錯誤なども含めながら、そういったパタ-/'の組みかえをしている、というような

ところも確かにございます。だれそれを軽視してどうとうというよう な問題では一切ご

ざいませんo それぞれ事業の目的なり性格にできるだけ合わせるというような形で、そ

ういう式次第を組み立てるように努力をしているところでございます。

ただ、今、御質問者が主張なさっておりますその趣旨につきまして、私どもとしては

貴重な御指摘、御意見として伺わせていただきました。今後、十分に参考にさせていた

だきたいというふうに考えております。
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以上です。

O副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 私のこのノートで、 14ページの原稿にわたって、数々のやじ

にもめげず一生懸命発言したわけですけれども、それに対する助役だけの答え。そして

その助役も余り時聞をかけずに答弁されたということは、非常に不満であります。もう

少し私の申し上げました個々の事例などを織りまぜながら答弁してほしかった。

それぞれ行事には担当があると思いますので、できれば、その担当の部長から「私の

部で担当するこういった行事はこういうことでした。こういうことでやってきましたの

で、全く言われるようなぶざまなことはありません」とか、あるいは「確かにそうだっ

たので今度はこう直します」とか、そういった答弁を改めて求めたいと思います。

さっき、確かに自由に答弁してくださいと言いましたので、そういうことでしたけれ

ども、それでは改めて答弁を要求したいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 重ねての御質問でございますけれども、それぞれ成人式、ある

いは敬老大会、憲法記念行事、表彰式というふうに、いろいろそれぞれ主幹担当部も違

うわけでございますけれども、市が主催して行います行事につきましては、事務そのも

のはそれぞれの担当部課で行いますけれども、全体的な進行その他については庁内で協

議した上で定めて進行しておりますので、今、各それぞれの行事ごとにということで、

今御指摘がございましたけれども、先ほど私が申しましたような考え方で、総体として

進めておりますので、どうか御理解をいただきたいというふうに思います。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 私の質問通告に対して、答弁の部署、だれが答弁するか。そ

れがすぐに決まらなかったと聞きます。助役が、もしそういうことでしたら、最初から

助役ということで簡単に決まったはずですけれども、そうでないところに問題があると

私は思います。

市の行事は、それぞれ担当部署が独自に、あるいは勝手にやっているように見られて

仕方がないのであります。市の行事はかくあるべきだという定めもなく、今の助役のお

話では、指導しているというようなお話でしたけれども、その指導部署がどこだという

こともはっきりしていないようですけれども、どうなんでしょうか。指導部署が特定で

きなかったとしたら、それぞれの行事を担当する部署が集まって相談する、会議を持つ、

というようなことが考えられると思いますが、今までこんなことがなかったのでしょう
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か。これから、そんな考えでやっていくということもないのでしょうか。この点を改め

て質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 実際には、式典も含めまして、事業それぞれ担当部がございま

す。もちろん中には横断的に協議を進めなければならない事業もございますけれども、

一般的にはそれぞれの単位部ごとにそれぞの事業が組まれていて、今、御指摘がござい

ましたような各種の式典等についてもそれぞれ担当部がはっきりしているわけでござい

ます。したがいまして、一般的にこれらの事業を進める場合には、主幹謀、部で、まず

原案を作成して、それから順次決裁をとるという形で日常的に進めておるわけですので、

要するにライ γで進めていくという形で今までも来ておりますし、今後、何らかの調整

が必要ということになれば、横断的な形で、のまた調整も必要になってくるかと思います

けれど、現在の段階ではそういう形で来ていて、特別に大きな問題というのはなかった

というふうに思っているわけでございますが、ただいま質問者の方からいろいろ御指摘

もいただいておりますので、この辺については私どもとしても今後検討してみたい、と
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。018番(一ノ瀬隆君)

一ノ瀬隆君。

都議を従来の償例に従わず冷遇した。市議会議員の紹介を14

年ぶりにストップさせた。それは、その責任はだれだったかということを、助役の答弁

では計り知ることができませんけれども、ここで、そんなことも含めて市長の発言を求

めたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろ具体的な事例を挙げて、意見を拝聴いたしました。

私どもの行います行事あるいは公式の式典等、すべて一個の自治体としての日野市の

形式と権威を保つべきものだというふうには、日ごろ感じております。そして、その形

式や権威というものは、すべて日野市民からおあずかりをしておるという性格のととだ

と思っております。いろいろ御指摘のございましたことを十分心し、今後、なお一層、

日野市としての自主性ある形式を確立をしていきたし、と、このように考えたところであ

ります。御意見は十分拝聴いたしました。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) 都議を冷遇したのも、市議会議員の紹介をストップさせたの
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も、部課長の責任の範囲を超えていると、もとより受けとめていました。その受けとめ

方を変更させるものは、今までの答弁で出てこなかったことが残念であります。市長の

指示によってなされたものだと判断せざるを得ません。

これを17年半の問、市長の座にあった人のおごりというのは、私のひがめだと思いま

す。私の指摘を参考にしていただき、だれから見ても(r社会党も支持したんでしょうJ

と呼ぶ者あり)すばらしい市の行事だと思われるよう努力をお願いいたしまして、この

質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって10の1、市の行事についての質問を終わります。

一般質問10の2、公園の清掃と自治会についての通告質問者、一ノ瀬 隆君の質問を

許します。

018番(一ノ瀬 隆君) 公園の清掃について、自治会活動と結びつけて、より立派な

公園、よりすばらしい自治会活動を目指して質問をさせていただきます。

私は 6年前の1984年、第4固定例会で、 12月13日でしたが「公園の掃除を自治会でや

りたいJと題した一般質問を行ったことがありますo このとき私は自治会長をやってい

ましたが、自治会内にある多摩平第二公園の掃除を自治会でやりました。公圏内の草む

しり、ごみはき、側溝の土砂のくみ上げなどで汗をかきましたが、みんな楽しそうで、

汗をかいたが快い汗だとの、この一斉行動を高く評価され、近くに住みながらほとんど

交流のない人がこのような機会に一緒に行動でき、話し合うことができて、非常によかっ

たと思ったところです。

このときの質問は、自治会にとって望ましい公園の掃除であるとしたら、市内のすべ

ての公園の掃除を自治会に任せ、多少の報奨金を支払ったらどうか、という提起でした。

私にとって繁忙をきわめた自治会長の仕事から開放されてから 4年たちましたが、また

自治会長を受け持つはめになりました。多摩平五丁目自治会という自治会ですが、この

四月の役員改選でだれも会長をやる人がいなく、私が強く要請されました。こういう場

合、私の立場として、やらなければならない義務があるように感じ、時間的なものなど

厳しさを乗り越えて、やることにしました。ゃるからには、従来よりもすぐれた自治会

活動を、と決意したところです。

そして、まずやったことの一つが、多摩平第二公園の清掃と管理の委託契約を、日野

市環境緑化協会と私たちの自治会で結んだことで、す。月 2回の清掃と年 2回の草むしり

を中心とした仕事を、自治会でやることにしたので、すo

市から環境緑化協会への清掃及び管理業務委託仕様書には、多摩平第二公圏外95カ所
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となっていて、市内全体の児童公園の中で、第二公園が第一に挙げられ、表題になって

います。市の施策として、自治会などに公園の清掃を委託する。環境緑化協会を経由し

ての委託を広めていくためには、この施策を前進させるためには、その第一番目に表示

された多摩平第二公園がまずやることが必要だろう。やらなければならない、と考えた

ところです。かつての私の提起した方向で実現したこの施策が市全体の公園に行きわた

るためにはと考え、私たちの自治会が多摩平第二公園の清掃を受託いたしました。多摩

平五丁目自治会は、昨年度までも任意に公園の掃除をやっていました。 r公園の掃除は

協力している人がし、ず評判も悪いから、ことしからやめよう」という声が上がってきて

いました。四、五年前までの会員の積極的な状況に変化が見られ、苦労しました。だれ

も協力してくれなければ、おれ 1人でもいい。月 2回、朝早く起きてやれば 1人でもで

きると決意して、委託契約書にサインしました。

ところが、実施すると、その都度、予想外の人数が集まって公園の掃除が行われまし

た。ついこの間、 9月9日の日曜日の清掃日には、 10時からの開始であるにもかかわら

ず、 9時45分には大勢の会員が集まり、熊手で落ち葉をかき集め、ほうきでごみをはき、

草をむしり出しました。まさに「産むは案ずるより易し」でした。かくて多摩平第二公

圏外95カ所とあらわされた、日野市内の児童公園の第一番目の多摩平第二公園の清掃が

地元の自治会に委託され、軌道に乗りつつあ るという ことであります。

ここでまず質問します。

環境緑化協会へ委託した96カ所の児童公園の清掃は、 自治会、老人会、あるいは公園

愛好会などに委託され、実施されていると思いますが、その現状をお示しくださし、。

また、この現状をさらに充実させ、多くの公園が市民によってきれいにされ愛用され

るように、今後し、かに考えていくか。今後の方針をお示しください。

次に進みますo 公園の清掃は、今、環境緑化協会と私たち自治会と「多摩平第二公園

清掃及び管理委託jを目的とした委託契約書なるものを取り交わしています。そして公

園の掃除をし、何がしかの委託料をもらっています。私もそうですし、多くの自治会長

もしかつめらしい委託契約書へのサイ γなど、なじみの薄いものですし、 この形で公園

の清掃を広めていくためには、 支障になりそ うです。 6年前の私の提起は、報奨金とし

てでした。簡単に支給され、公園の掃除ができるよ うにしてほしい と思いますが、今後

の考えをお示しください。

多摩平第二公園は、大きな部分が雑木林になってまいす。その雑木の落ち葉がいっぱ

いに散ってい るのをかき集め、ごみ袋に入れるのが一番大きな仕事になっています。も
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ちろん平坦な広場はきれいに掃除をしますが、斜面になっている雑木林の中もはき清め、

落ち葉を袋に入れなければならないのか、その辺がはっきりしていません。そのまま置

いておいては汚いし、肥料になるものを袋に入れて衛生処理場行きでは、もったいない

感じです。今、私たちは雑木の 1本 1本の根本にはき寄せています。燃やしたときもあ

ります。市の公園一般として、このようなところはどう処理するのがいいのか。この際、

これらを含め公園の掃除はかくあるべきの市の方針を確立し、御教示願いたいと思いま

す。

次に、公園清掃での掃除用具の保管場所を何とかしてほしい、という質問を申し上げ

ます。

私どもの自治会では、公園の掃除をするために竹ぼうき、熊手を大量に購入Lてあり

ますが、その置き場所がありません。仕方なしに私の家に置いてあります。ほうき、熊

手に加え軍手、ごみ袋などを保管して、掃除の日に二、三回に分けて公園まで運び、終

わったらまた持ってくるのです。適当な置き場所がないので、車をはみ出させて、車庫

の奥に置いてあります。置き場所さえあれば、側溝の土砂をさらうシャベルとか、草を

刈ったりむしったりする鎌も購入したいのです。公園内にこれらの用具を保管できる小

屋をつくってほしいと思うのですが、いかがでしょうか。公圏内にはやたら建物は建て

られないと いうのは、承知しています。しかし、都市公園法第4条により、公園面積の

2%以下なら管理事務所、詰め所、倉庫などの管理施設に限って認められているという

ことで、すo ちなみに、多摩平第二公園の面積は3，560平方メートル。その 2%は71.2平

方メ ートル。 20坪の建物は、目的にかなっていれば建てられるということであります。

「市で許可してくれれば、私たちで建てます。建てて、それを市に寄付すればいいの

でしょ うJという意見が、 私たちの自治会にはあります。多摩平五丁目自治会には工務

底あり、建築材料庖あ り、 ガラ ス庖あり、電気工事庖ありと、一式そろっているようで

すO

最後に、公圏内トイレの設置についてであります。先ほど申し上げました私の 6年前

の質問でも、多摩平第二公園にトイレを、 というものを含めていました。会議録による

と「多摩平第二公園には便所があ りません。以前から聞いているところによると、公園

には便所を置くのが当然なのだが、後の管理が大変なのでつくられないということです。

後の管理は主に清掃だと思います。嫌な仕事の代名詞に使われる便所掃除、それでも私

たちはやります。交代でやれば 1年に 1因。それくらいならできると思います。私たち

自治会での唯一の公共施設であるこの公園は、自治会、商庖会の花見、ピアパーティー
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などの集いによく利用されます。その場合、便所のないのが大きな悩みになっています。

便所の新設によって、自治会の生活の場としての公園に大きく前進します。公園に便所

はつくれないでしょうか」というものでした。

中村亮介建設部長の答弁は「設置の場所、公園の面積、利用度合いなどを勘案しなが

ら今後検討するJということでした。

その後、児童公園でも、多摩平第八公園にトイレができることになりました。私はこ

こで、多摩平第二公園とあえて特定せず、自治会や周りの市民が清掃を実施している公

園を最優先してトイレを設置してほ しいと、強く要求します。

以上、 6点を質問としますが、答弁をよろしくお願いし、たしますO

念のため、 6点の質問を繰り返しますと、

1点目、公園の清掃管理の委託の現状。

2点目、委託による清掃の今後の考え方、方針。

3点目、しかつめらしい委託契約は変えられないのか0

4点目、公園の清掃はかかる方法でという市の方針。

5点目、清掃用具の保管のための建物は。

6点目、公園のトイレo

以上です。よろしくお願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ 瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄菖君) 6点について、お答えをいたします。

まず第 1点の現状についてでございますけれど、今、公園の除草と清掃については、

先ほど質問者から出ま したように、児童公園が96カ所でございます。これの件について

は、 財団法人日野環境緑化協会へ委託事業としてお願いをしているところでございます。

環境緑化協会の方では、そのうちの11カ所を地元の自治会、 あるいは老人クラブ等に清

掃の委託契約をしている わけでございますO 残りの85カ所については、 造園業者、それ

と環境緑化協会の作業員の手で、そう いう清掃、除草等を実施しているわけでございま

す。

2点目 でございますけれど も、 今後の方針でございますけれども、この公園の清掃、

それがら除草については、非常に数が多いためにこれを直営でやるというのは、まず現

状では不可能でございます。そうい う意味からして、今後は、この 自治会なり、または

そういう関係のところに働きをかけまして、より以上にそういう清掃ができるように積

極的にお願いをしていきたい、と考えております。
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3番目の業務委託でございますけれども、清掃手当については、先ほどお話ししまし

たように、現在は委託契約を結んで支払いをしているわけでございますけれども、手続

が簡単にという御意見が、この11カ所の方からも出ております。何とか簡素化していた

だいて、やってできないものか、というふうなことが出ておりまして、この件について

は環境緑化協会の方ともこの点を十分検討をして、来年度からはそのような形ができる

ように努力をいたします。

それから、清掃等の内容でございますけれども、現在、この委託をしている中の清掃

については、まず公圏内のごみ、要するに落ち葉です、これについては、ほうきとか熊

手等によって集めて袋詰めにしてダストボックスの方に処理をしている、ということで

ございますo

除草については、公園全体を対象といたしまして、特に目立つようなところを除草し

ているというのが現状でございます。

それから御質問の中で、一つは、雑木林の中とか、またはのり分ののりのところとか

いうようなところの落ち葉等の清掃については、非常に危険な場所もございますもんで、

この場合は、委託された業者でしなくて、直営でそういうところを今対処しているとい

うのが現状でございます。今後も、そのような形でいきます。

それから、清掃用具の保管場所の件でございますけれども、地元において清掃等を実

施している児童公園については、一応今までは物置として設置をしております。この物

置の大きさを申し上げますと、幅が80センチぐらいで奥行きが90セγチ。高さ 1メータ-

90ぐらいで、坪数にしますと0.2坪ぐらいのものを考えて設置をしております。

今、御質問の中では、確かに公園の面積の中から20%のものが建てられるというよう

なことが(i2 %Jと呼ぶ者あり)質問者の方から出ておりましたけれど、その中ので

すね一一あ、 2%ですねーーものができるというふうな御指摘もございましたけれども、

この場所についても、我々の方の考え方から申しますと、公圏内にそういう物置程度、

清掃等のものはいいですけれども、ほかに利用するような大きな建物になりますと、公

園上の中の問題点もございますもんで、一応公園管理の中からいけば、先ほど申しまし

たような数字の建物にしていただきたい、というふうに考えております。

この件についても、まず御指摘の場所についてはございませんもんで、前向きに設置

ができるように検討をしたいというふうに考えておりますO

最後の、公園のトイレの問題でございますけれども、トイレの設置については、一応

基準では公園の面積が0.2ヘクタール以上の公園で、利用者の頻度の高いものと、特に
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公共下水道が供用開始されている地域、こういうもののとこについて設置をしようとい

うことで、ことし初めて予算を取りまして、多摩平第八公園に、ことし初めて設置をす

るということになっております。御指摘の場所についても、利用度についても調査して

おります。非常に多く使われている場所でございますから、次期計画の中にも織り組ん

で設置をしていきたし、という考えを持っております。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) ありがとうございました。

公園の清掃と自治会について、市長のコメントがありましたらお願いしますo

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自治会という地域の共通の課題を解決するために活動してい

ただいておる団体でございますので、小公園の管理あたりは、むしろコミュニティー施

設として愛用をしていただくことを含めて、また管理にも当たっていただく。これが自

発的に出てくるのが一番望ましいわけであります。環境緑化協会にそのような任務を託

して、そうしてだんだん理解を得ながら進めてし、く。つまり、総市民参加のまちづくり

にもなっていくだろうと、このように期待をしておるところでありました。

そのために最小限必要な物置でありますとか、 トイレの話もございましたが、 今まで

トイレになかなか前向きの姿勢がとれませんのは、管理と処理の問題でありまして、下

水道が全市に普及するようになれば、比較的その管理も容易になりますので、頻度の多

いものという一つの順序があるかもしれませんが、いし、場所があれば、適切に設置すべ

きことも必要だというふうには感じております。

市内、これからも、大きい公園もありますし、それから大きい緑地のいろいろな形の

契約による管理も出てまいりますので、一面には積極的に市民の活動の場に供するとと

もに、いかに緑を大切にすることが大切かというような意識に役立つ施策は、だんだん

と整えていきたいと、こう思っております。また、地域の御意見も十分拝聴させていた

だきます。

0副議長(福島敏雄君) これをもって10の2、公園の清掃と自治会についての質問を

終わりますo

一般質問11の1、中央公民館の若干の施設改善についての通告質問者、板垣正男君の

質問を許します。

[19番議員登壇〕
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019番(板垣正男君) ただいま議長から紹介がありましたように、中央公民館の若干 することが正しく活用されていくことを望むこと切であるJと、こういうふう に述べ

おりますo 社会教育法ができて、その意図する精神が本当に生かされて、将来の社 A

育活動が旺盛に展開されることを、寺中氏は期待を込めて述べているものと思われますo

戦後、この社会教育法のもとで、全国的に見たらそれぞれの自治体などが工夫と研き

んを重ねて社会教育の発展にカを尽くしてきたものと思われます。日野市においても、

社会教育は、それなりの市政の中での位置づけが行われて、多くの施策を生んできたも

のと私は理解をしているものであります。

中でも公民館について言えば、開設以来二十数年間、日野の社会教育の中心的な施設

として、多くの市民に利用されてまいってきたわけであります。 この社会教育法は、私

自身のもう一度この法に返って、どのようなことを社会教育、特に行政にかかわる点を

強調しているかという点を見てみたいと思うわけであります。

第 3条の国及び地方公共団体の任務というところで「社会教育の奨励に必要な施設の

設置及び運営、集会の開催、資料の作成、領布、その他の方法によりすべての国民があ

らゆる機会、あらゆる場所を利用して、みずから実際生活に即する文化的教養を高め得

るような環境を醸成するように務めなければならない」一一 このように国及び地方公共

団体の任務を明らかにしているわけであり ます。 言わば社会教育の発展のための環境を

高めるために努力をしなければな らない、こう規定しているも のと思います。

そして、第 5条には、 市町村の教育委員会の事務を規定 しておりまして、この第5条

には15項目からなる事務を例示されているわけであ りますO

その一番目には、社会教育に必要な援助を行 うこ と。

二つ自に、社会教育委員の委嘱に関するこ と。

三つ目に、公民館の設置及び管理に関する こと。

以下、いろいろと書カ亙れてあるわけでございます。

教育委員会の所管する事務は、明確に「公民館設置及び管理に関することJと規定

れているわけであります。私がここで社会教育法を引用するまでもなく、 教育委

十二分にこのことを認識されている事柄だと思います。

きて、こう して憲法や教育基本法、これらに基づく社会教育法の中で、社

いての明確な指針が示されているわけでありますけれど、もう一つ、社会教育法改i7+

たいきさつの特徴の一つに、教育委員の公選のときにつくられた、 というととでありま

す。これは私は、今日の教育をめぐる状況の中で、幾ら強調 して も強制し過ぎるこ とは

の施設改善について、一般質問を行いたいと思いますo

昭和22年の年でありますけれど、教育基本法が制定されました。今日の戦後の民主教

育の原点になっている教育基本法であります。日野の教育行政も、この教育基本法を基

本に進められていることを、長沢教育長は再三、説明を行ってきているところでござい

ますo

この教育基本法は、憲法の精神にのっとり制定されたということが、その全文に明確

に述べられております。この教育基本法の第 7条には、社会教育について規定をしてお

りますが、次のように述べております。 I家庭教育及び勤労の場所、その他社会におい

て行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励きれなければならない。国及び地

方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用、その他適

当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない」と規定をしているわけで

ございます。

この教育基本法の社会教育に関する規定に基づきまして、社会教育法が制定されたこ

とも御承知のとおりであります。社会教育法の第 1条「この法律は教育基本法の精神に

のっとり社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とするJ

と述べております。昭和26年 6月10日に執行されたものでございます。

当時の文部省社会教育課長を務めておられました寺中作雄氏とい う方がおられますが、

昭和24年に「社会教育法解説Jをあ らわしております。この社会教育法解説の中で 「我

が国の社会教育の反省」という 1章を設けま Lて、日本のそれまでの社会教育のお くれ

を指摘しているわけであります。総論の第 1章に、 次のよ うに述べております。 I我が

国の教育はともすれば学校教育偏重の傾向があって、社会教育の部面が軽視されてきた

ことは一般に言われているところであるj と指摘し、そして「過去の 日本が、残念なが

ら、ともすれば官尊民卑の傾向が強く、 いわゆる封建的色彩が濃厚であったこ とは否定

し得ないところであって、教育に関してその考え方が強烈に反映していたこ とは十分反

省されてよい事柄であ るJと、 こういうふうに述べているわけであります。

とのことから理解できますように、社会教育法が制定されたのが、 戦前の日本の教育

の中において、社会教育というのが、残念ながら余り力を入れてこ られなかった ことの

反省の上に立って制定された、と理解される わけであります。そしてこ の解説法の序の

中で、次のように述べております。 Iともかく我が国の民主化途上に社会教育法が生ま

れたことは、言わば画期的というよ うな言葉に値する事実であり、将来、この法の意図 ないのではないか、と考えておるわけでありますけれど、教 に基づいて教育委
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員の公選制が実施されました。しかし、間もなく任命制に変えられていったわけであり

ますけれど、この公選制が行われている期間に社会教育法がつくられたのであります。

そういう点で、は、国民の総意が反映した法律であったと私は解釈するものであります。

社会教育法のこうした精神が、寺中作雄氏の期待する方向で、戦後、順調な歩みを続

けてきたかどうか、またいろいろと論議の分かれるところでありましょう。少なくても

日野における社会教育の基本は、この社会教育法の精神に沿ってさまざまな施策が展開

されてきたものと考えるわけであります。

きょう取り上げました一般質問は、公民館ということに限定しておりますので、社会

教育の論議はまた詳しく後日に譲るといたしまして、このテーマに沿いまして、質問を

続けていきたいたと思います。

昨年の 6月でありますが、日野市中央公民館の建てかえ及び公民館分館的施設設置に

関する請願が、議会で採択されました。ことし 6月、浅川公会堂についての請願も採択

されております。これは浅川公会堂建設にかかわっての懇談会に、公民館利用者代表の

懇談会委員に加えてほしい、こういう内容のものでもあり、公民館併設を要望されてい

る請願であったわけでございますO

この二つの請願が、最近、議会で相次いで採択され、議会の意思としても執行者に送

付されているわけでありますが、中央公民館を初めとする公民館の建てかえ及び公民館

分館的施設の設置を求めるのは、多くの利用者、市民、そして議会もその意思をあらわ

しているわけでありますし、また、それに沿った意思表示も、市側からも出ているわけ

でございます。ですから、公民館の施設充実ということは、市政の方向としても確認さ

れていることではないかと考えているわけでございます。

さて、そうした方向のもとで、昨年、 5，400万円余りの予算を計上いたしまして、中

央公民館の施設改善が行われましたO 以前とは違って現在の公民館は大変明るい感じの

ものになったということは、利用者の方々は一様に述べておられることであります。私

も実際に中央公民館を訪れまして、改修後の明るくなった施設を拝見しているわけでご

ざいます。

まず、 1階は玄関が二重ドアになりましたし、自動ドアにもなりました。障害者が大

変入りやすくなったということは言えるわけであります。

実習室の流しの取りかえが行われました。これは 2階の婦人実習室の流しも同じこと

でありますけれど、 20年以上も使っておりますと、 20年前に設置いたしました流しが、

なかなか実際の使用に大変不便な箇所も出てきたということなどがあって、この改修が

nu 
必
斗

Aつ臼

強く要望されておったところであります。要するに、排水が思うようにいかないという

わけです。料理を行っても水が流れないわけでありますから、その苦労は、余り細かく

言わなくても想像できるわけであります。

それから機械室がホールに衣がえいたしました。大変し、いホールになったということ

でございますし、私も拝見いたしまして、ちょうど規模といいますか、広さといし、ます

か、使いやすいホールになったということでございます。 7月には公民館のミニ祭りが

ありましたが、あのホールを使って声楽家の音楽発表、あるいは演奏なども行われまし

た。私も演奏を聞いた 1人でありますけれど、公民館にこのような音楽会が行われるな

どというようなことは、つい数年前まで予想、もできなかったことではないかと思います。

2階に上がりますと、障害者用のトイレが新しく設置されましたし、 1階のトイレも

含めて全面改修が行われております。

さらに、避難階段を正面の 2階の部分から 1階におりられるような設置が行われまし

た。この避難階段も、大変いざというとき大きな役割を果たすものと思われますし、以

前からこの避難階段の設置が要望されておっただけに、利用者にとって大変うれしいこ

とでもあったというわけでございますO

照明も一定部分改善されましたし、壁なども塗りかえなどによって大変明るい感じを

持つようになっているわけであります。

昨年、この改修をめぐっていろいろいきさつがございましたo 決してスムースではな

かったようであります。しかし、とにかく 5，420万円の費用をかけまして、改修が終え

たわけでございます。ちなみに、この費用のうち国の補助金は600万円であります。都

の補助金が946万4，000円。市の費用分が3，879万6，000円という割合になっております。

国はもっと補助金を出してもいいんではないか。社会教育法の精神からいったら、もっ

ともっと公民館改修あるいは設置等について、補助金支出を増額すべきではないかと、

私は常々考えているところでございます。

きて、こうして一定の改修が行われた後、これも利用者の長い間の要望点などが

ゃく実現された、ということにもなっているわけでありますが、これですべてよしとし

うわけには、まだまだ至っていないわけであります。ですから私も今回の一般質問に却

り上げたわけでございまして、そうした点などをよくとらえていただいて、今後な1・

育委員会でも検討を重ねていっていただきたい。このよう に要望する次第でございますo

さて、具体的に改善点を申し上げていきたいと思い ます。

一つは、改善点に入る前に、ことし 3回目 を迎えました公民館の ミニ祭 りが、ことし
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7月に行われました。私も二日間にわたって行われましたこの公民館ミニ祭りに行って

まいりまして、大変なにぎわいを目の当たりに見ることができたわけでございます。公

民館の職員を初め業者の皆さん方、関係者の方々、汗を流しての準備やその運営に当たっ

てこられたわけでございます。教育委員会、社会教育部長でもよろしいですし、ぜひ教

育長に、このミニ祭りの盛況といいますか、たくさんの方々、市民の方々が参加をされ

て、思い思い会場を回っておられたその様子などについて、感想、を聞かせていただきた

いと思うわけであります。

2点目でありますが、公民館の利用者を 1年間の集計では、昨年度 2万7，900入と報

告されております。一時期、改修の工事期聞がありましたから、全面利用ストップとい

う期間があったにもかかわらず、 2万8，000人近い人の利用がございました。過去62年

度では、 4万7，900人、約4万8，000人近い方々が利用されるということなどもございま

して、この二、三年、 4万人台の利用者にふえてまいってきているわけでありますO 私

はいつも思うのでありますけれど、なぜこの公民館、施設的には古いといわれて、いろ

いろと使いにくい点などが指摘されているにもかかわらず、こうして多くの方々が利用

するのだろうか、ということなんです。

参考までに、申し上げるまでもないと思うんですけれど、例えば生活保健セ γターな

どは、これは昨年度 3万9，923人、利用率ということになりますと54.1%だそうですけ

れど、約4万人近い方々が利用されておる実績があるわけです。しかし、施設の規模か

らいきますと、生活保健セ γターの方がはるかに大きいわけです。水泳教室を除いた施

設の利用者が 3万9，923人となっております。歴史の違いということなどもあるかもし

れませんし、交通等のことなどもあって、立地条件の違いなどによる利用の違いなどと

いうこともあるかもしれません。しかし、私はもっと違うところにこの原因があるので

はないかというふうに思いますので、その施設などの比較で、なぜ公民館が多くの市民

に利用されているのかということを、ひとつお答えいただきたいと思います。

3点目は、ことし設置されることになっております保育室の設置準備状況はどのよう

な進捗状況か、ということ について説明いただきたいと思います。

4点目。端的に言いまして、エレベーターの設置が昨年度の改修ではできませんでし

た。私も昭和57年 6月の議会でありましたけれど、公民館問題を一般質問に取り上げた

際、このときにも障害者などの利用の利便に、エレベータ一等の設置の検討を要望した

ことがありました。障害者の青年学級や少年学級が実施されていることは、もちろん市

長を初め教育長も十分御承知のはずであります。青年学級は、昭和50年、もう 10年以上
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にわたって公民館を中心にして今日まで運営されてまいっております。多いときには10

0人前後、私がこの学級を見せていただいたときには、 80人からの関係者の方々が来ら

れましたo 障害者自身、両親、そしてボランティアの方々、いずれも陣

楽しく、そして、次の障害青年学級の開設を待ち望んでいる人ばかりが来 で

ございます。その青年学級に車椅子で来られる障害者の方を、ボランティアの方々が 2

階まで階段を上がる。担いだりして上がっていくわけです。そして終われば、

をもとのようにして下がるということになるわけです。こういうことは、私が言う

もなく、これも十分認識されていることでありますo

ベッドに横たわっている方も、この青年学級に来られているそうです。ベッドごと 2

階に運ばなければならないわけです。避難階段がつくられる以前、公民館内の階段を、

ベッドを五、六人、七、八人の方が持ち上げるわけです。あるいは 2階から 1階におろ

すというときに、あの踊り場が狭くて、なかなか回転ができなかったという話も伺って

いるんです。私は、この青年学級を始めたということは、非常に障害者の方、関係者の

方にとっても歓迎されたことでもあるわけでありますから、公民館を中心に、こうした

青年学級がますます充実発展されることを願っているわけであります。

だとすると、いろんな障害者が参加するということに、だんだん大きくなるわけです。

そうすると、車椅子だけではなくて、歩行にも困難な人や、松葉づえをつく人も参加を

するということになるだけではなくて、ベッドでも参加をしたいということがあれば、

やはりそういう人たちも障害者青年学級に入れて、ともに学んでいくということになっ

ていくわけでありますo

今後、エレベーターないしエスカレーターの設置ということがどうしても不可能なの

かどうか。この点をお聞きしておきたいと思います。

5点目は、陶芸窯の増設でありますO 窯というのは、煮炊きをする釜ではなくて、陶

芸用の窯でありますけれど、現在、七つの陶芸の愛好グループがあるそうでありますが、

大体200人前後の会員がおられるんではないかと見られておりますo 大変好評であり

して、公民館の行う陶芸の教室にも過去たくさんの方々が学んでこられて、 そして-c.'-

を卒業すると自主的なサークルをつくって、みずから陶芸を楽しむ、 行 うという こと が

行われているわけです。そして、だんだん愛好者もふえてまいりま して、先ほど巾し

げましたような人数ゃ、サークルの数に発展しているという ことです。一つの窯であり

ますから、次に焼くときには、もう何カ月も先になって しまう というのが突態だそ うで

あります。余り多い申し込みがあるために、公民館の事業として、今、陶芸教室は行っ
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ていないんではないですか。サークルなどの実質的な陶芸を優先させるということだと

思うんですが、そのくらい今多くの方々が陶芸に親しんでいるということでございます

だけに、いろいろ検討する点などもあるようでありますけれど、陶芸窯の増設を検討し

ていただきたいと思います。

そのほか、壁をまだ新しく 、塗装がえといいますか、そうなっていない部屋もあるよ

うであります。照明はよくなったけれど、壁は20年前と同じだということでは、せっか

くの照明改善も高架をあらわさないんではないかと思います。改善の点がまだありと言

えると思います。

さらに、避難階段をおりたところは、三つ段があるんで、す。路面と館の敷地、側溝の

ふた、この三つ段があったところにおりるようになっておりまして、非常に危険な状況

にあるんです。これを改善、至急していただきたいということであります。

さらに、せっかくのホールができたけれど、ピアノがないんです。これはもう何年も

前から、いろいろと機会あるたびにこのこと を私も申し上げてきているんですけれど、

電子ピアノが入ったことは入りました。しかし、コーラスをやる人にとっては、やっぱ

りピアノの伴奏が欲しいというのは、これは共通したことではないかと思うんです。

ついでに申し上げますと、市民会館の練習室にはピアノがありまして、ピアノの伴奏

による練習もできますO 七生公会堂のホール、市民会館の大ホール、小ホールともピア

ノがありますから、演奏の発表などにはピアノを使うことが、もちろんこれはできるわ

けであります。しかし、練習のときに、公の施設にピアノがないというのは、これは本

当に因ったことだと思うんです。市民会館の練習室に 1カ所でしょう。七生公会堂にも

練習室というのはなくて、楽屋と控え室だけですから、ピアノがないのは当たり前だと

いうことになるのかどうか、わかりませんけれど、しかし練習というのはやっぱりやる

わけですからね。ピアノによる伴奏を行って練習をするというのは、これはぜいたくだ

ということではないと思うんです。ごく当然なことではないかと思うんです。

公民館、そして生活保健セ γタ一、あるいは東部会館等も含めて、ピアノの設置とい

うのを早急に検討されたらいかがかと思います。

最後になりますけれど、ミニステージというのがございます。生活保健セ Yターのホー

ルにはミニステージというのがありまして、折りたたみのステージがあるんですが、あ

あいうようなステージを公民館のホールなどに置けるようにしたらいかがかと思います

ので、その点も検討していただきたいと思うわけでございます。

最後に、教育長にも 1点、考えをお伺いしたい点がございますが、これは今質問を行っ
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た項目を回答していただいた後、していきたいと思いますので、とりあえず今私が具体

的に申し上げました改善点について、答弁をいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) お諮りいたしますO 議事の都合によりあらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

に決しました。

板垣正男君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。

O社会教育部長(坂本金雄君) ただいまの 7点にわたる御質問に、最初に私からお答

えを申し上げたいと思いますo

第 1点目でございますけれども、 7月14日、 15日の両日行われましたミニ公民館祭り、

これに参加しての感想、ということでございますo

このミニ公民館祭りは、公民館が20周年を迎えた一つの記念といたしまして、 4年ほ

ど前に第 1回を行いました。 2年間、空白があって、今回また行われたものでございま

す。実行委員会の形式をとりまして、この実行委員さんに30名以上の方が参加をされま

した。当日も参加をされました実行委員さん、ほとんどお見えになっていたということ

でございまして、土曜日の午後、日曜日の一 日、これだけでおよそ2，200名程度の参加

者があったと、このように実行委員会から報告がございました。企画の立て方、あるい

は、このお祭りの期間、これによってはさらにもっと多くの方がお見えになれたので、は

ないかと、このように考えております。

これを、ほかの市の事業でございます産業祭り、 青年フェ スティパル、あるいは文化

祭、こういったものに比べますと、確かにけたが一つ違うほど少ないのでございますけ

れども、この公民館祭りに参加された人たちは、ただ公民館に集ってそこで学んで、人

間の触れ合いをつくるo そういう単純な発想の方もおりますが、それ以上に、積極的に

公民館を核として地域のコミュニティーづくりをやっているんだと、そういうエネルギー

のようなものを私は感じたわけでございます。委員の方が模擬庖の仕事を一生懸命なさ っ

たり、あるいは出し物に案内をしてくださったり、その活躍ぶりは本当に頭の下がる心、

い出ございます。これだけ多くの方が来ていただいた。これを目の当たりにいたしまし

て、公民館が20年前はどんな姿であったか、調べてみました。

御承知のとおり、 41年 7月に現在の公民館ができまして、 二十数年たつわけでござい

ますけれども、昭和45年の公民館の利用者の数を当時の事務報告書から見てまいります

「
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と、その利用人数が2，300人でございます。これは、その利用の内訳を見ますと、文化

グループ関係が8，500人。それ以外は学校の関係ですとか、あるいは市役所の研修とか、

あるいは会議、そういった場に使われておったものでございます。当時は、まだ社会教

育行政と公民館の教育機関としての役割が、まだ十分、分化していないときでございま

して、このような結果になりました。これから比べますと、 20年たった今日のこの公民

館の盛況ぶりは、本当に目を見張るばかりでございまして、歴代の職員、それからそれ

に協力してくださった市民の皆さん方、こういった方々のカが大きくしていると、この

ように感じたわけでございます。これも、先ほど冒頭にお話しなさいました社会教育法

の精神に、たとえその歩みは遅々としたものであっても、のって活動をしてきた結果が、

このような盛況になってあらわれているのではないか。私はこのような感想を持ったわ

けでございます。

第 2点目の御質問でございますけれど、公民館の利用率がなぜこんなに高いのか。い

ろいろ要因が考えられますけれども、まず第一番といたしまして、私には公民館の職員

の問題があろうかと思います。他の社会教育的な施設にも確かに職員は配置されており

ます。しかし、そういう職員はどちらかとし、いますと、建物の管理運営、そちらの方に

力点が置かれた職員でございますけれども、公民館の職員というのは、市民の学習を助

ける、支援する、そういう立場で職員がおります。利用者は、気楽にその職員に相談を

持ちかけることができるし、いろいろ指導も得られる。そして、その職員と利用者との

聞は、顔なじみの関係でもって気楽にお願いしたり、お願いされたりできるような状態

ができ上がっている。こういうことが一番大きな理由ではないか。このように考えてお

ります。

公民館の職員は、社会教育機関としての職員の役割を担っております。例えば、利用

者の方が来て「こういう会議をやりたいんだけれども、どんな形でやったらいし、だろう

か」そういう質問のときに、それではプ γプγ討議でやりなさいとか、そういった専門

的なお答えができる。こういうことから市民の皆さんに頼りにされている面もあるので

はないか、と思っております。

中央公民館については、施設が古いとかいろいろ御批判はございますけれども、地の

利がし、いというところも、利用率を高めている要因の一つであろうかと思います。日野

駅から10分足らずでございますし、南部の地域からは、高幡からパスを利用して来られ

る。そういうことから、利用者が多し、。そういうところに結びついている面もあろうか

と思います。

-246-

3点目でございますけれども、保育室の問題。保育室の問題につきましては、本年度

設置すベく予算をいただいております。ただし保育室でございます。人命にかかわるこ

とでございますので、完全に配慮いたしまして、その設置の場所を見ましたところ、公

民館の本館のー中寄りの方でございますけれども、そこに玉石積みの擁壁がございます。

その擁壁にかすかに割れ目ができておりますので、この割れ目を完全に防いで、安全な

土地をまずっくりまして、そこに保育室を設置する。その擁壁の工事につきましては、

今議会に上程いたしまして、文教委員会に付託をされているものでございます。擁壁工

事が完成をいたしますと、その後に保育室の設置工事が始まります。来年 2月ころまで

には、年度内のなるべく早い時期ということでございますけれども、来年 2月ころまで

には何とかできるのではないか。このように予定を立てておりますO

なお、規模といたしましては、約41平米の保育室。それからエアコンをつけまして、

水洗トイレもついておるものでございますO

4点目の御質問で、エレベーター設置の件でございます。御質問の中にもございまし

たけれども、障害者の青年学級、少年学級の会場になっております。主たる会場になっ

ております。そういうことから、今まで車椅子の方、ベッドの方の、教室までおいでい

ただくことにつきましては、ポラ γティアの方々に大変不便、御迷惑をおかけしていた

わけでございます。一番の問題点は、おっしゃるとおり、その踊り場の180度の回転で

ございまして、これがなかなかできなかったんでございますO したがって、避難階段と

共用いたしまして、障害者用の階段を正面に設けまして、その階段を使って、今までよ

りは楽に障害者の方に教室に入っていただく。そういうことができるようになりました。

エレベーターの件でございますけれども、現在は、そのエレベーターのスペース、特

にベッドを上に上げるようなエレベーターでございますと、病院にございますように奥

行きの深いエレベーターが必要でございますけれども、このスペースをどこにとるかと

いうことで、頭を悩ませております。現状では、大変スペースの問題で難しい問題だと、

このように考えておりますけれども、今後も継続して検討をしてまいりたいと思ってお

ります。

その次が、陶芸窯の件でございますけれども、この陶芸窯は、現在、入口を入りまし

てすぐ左手にございます実習室のすぐわきの屋外にございます。これについても、利用

者の要望が多いということは十分承知をしております。しかしながら、このエレベーター

の問題と同様に、やはりスペースの問題で大変難しい問題がございますが、利用者とも

協議をいたしまして、何らかの打開策を生み出してまいりたいと思っております。
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それから、壁の塗装などに入りますけれども、昨年度、 5，000万余の経費で改修をい

たしました。その一部の壁が古いままで残っているという御指摘でございますけれども、

そのとおりでございます。この残っている部分につきましては、今年度、修繕費を100

万余持っております。この修繕費は突発的な事故などに備えて、今まで、執行せす・に持っ

ていたものでございますけれども、もうしばらくこれを執行せずに持っておりまして、

年度末間近になりまして大きな事故もなければ、これを使ってきれいな壁に仕上げる予

定でおります。

非常階段下の危険な箇所でございますけれども、これはすぐ職員でも対応できるよう

な方法をもって、可及的速やかに処置をいたしたいと思っております。

電子ピアノでございますけれども、これはまだ音楽関係団体が今ほど多くないころに、

利用者の皆さんの要求によって設置をいたしたものでございますけれども、利用団体が

多くなってきますと、ピアノという要望が出てまいりました。これについても一応考え

の中に入れまして、今後、検討をしてまいりたいと思います。

ミニステージの設置でございますけれども、このミニステージも、音楽ホールにあれ

ば大変効果的な設備だと考えます。これについても、来年に向けて検討をさせていただ

きたいと思います。

以上でございますO

O副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 私は、最初に社会教育法の法の精神をわざわざ引用して、私自

身も含めて、この言わんとするところを再確認する意味で紹介したわけでございます。

社会教育法の精神にのっとって、公民館の施設改善、運営等に一層の努力を期待してい

るわけでございます。法の精神を十分生かして、今、部長から詳しい具体的な説明があっ

たものと私は解釈しておきたいと思うわけでありますので、ぜひとも今後、努力を続け

ていただきたいと思います。

一つ目の、公民館ミニ祭りの感想、でありますけれど、部長も大変評価されていたと思

います。参加者が大体2，200人だということだそうでありますけれど、これは昨年の実

績の報告と同じなんです。日野の社会教育は、最近、私どもにも昨年度のものを配付さ

れました。この中を見てみますと、大体2，200人と書いてあるんですが、今年度も大体

同じだったということなんでしょうかね。まあ、しかし部長がそう報告されているわけ

ですから、そのように私も聞いておきたいと思います。

一つの施設のこうした催し物としては、私は決して少なくないんではないか。むしろ
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日野市内の施設のさまざまな催し物がありますけれど、私は多い参加者を得ることがで

きたんではないか、と思うんです。それだけに市民の公民館に対する関心、期待という

ものがかなり高いということが、こうした行事などからもうかがし、知ることができると

思います。

2点目の、公民館がなぜ多くの市民に利用されるかという点で、部長は 2点挙げられ

ました。職員がおられるということ、これは非常に大事なことであります。公民館を利

用される方々の相談相手になったり、適切な助言をされる。利用者の自主性を尊重する

ような方向での、こうした職員の役割というのは非常に大事なわけでありますから、こ

の職員の配置というのが、やっぱり大きな要因の一つになっていると私も思います。

二つ目の立地条件。パス停が近いとか、日野駅に近いというようなことなどもあると

思います。

もう一つ私は、大事な点を落としているんじゃないかと思うんで、すO 公民館の利用が

無料だということです。この無料というのを、施設利用者の要因の中に入っていないと

いうことはないと思うんです。うっかり落としたのか、あるいは、そんなことは要因に

なっていないというふうに考えておられるのか、わかりませんけれど、やっぱり無料で

使えるというのが大きな魅力の一つだと思うんです。私は、公共施設を高いお金を払っ

て使うか、あるいは無料で使えるか、この違いというのは、非常に大きいと思う んです。

これは、大事な点を落とされたんではないかと思うんです。再答弁があれば、後でお願

いしたいと思います。

それからもう一つは、建物の前が駐車場になっておりますから、催し物によっては広

場として使えるというのも、私はこれは大きなやっぱり魅力の一つだと思うんです。ほ

かの施設は、なかなか広いスペースをとることができません。建物と連続した駐車場も

少ないわけでありますから、こうした公民館や中央福祉センターが、催し物によっては、

その広場も一体として使えるというところに、さまざまな行事を組む有利な点があるん

ではないかと思います。自由な雰囲気で、だれでもこの公民館を利用できるというのが、

社会教育法、公民館設置法の重要な柱の一つになっているわけであります。こうした雰

囲気を、いつまでもやはりしっかりと維持するということが、公民館の管理運営に大事

な点ではないかと思います。職員の皆さん、あるいは教育委員会の方針として、これら

がしっかりと守られてまいってきているということが、利用者の高い要因のまた一つに

なっていると、このように私は考えるわけであります。

先ほど、生活保健センターの利用数のことを紹介いたしましたが、勤労青年会館は、

-249-



昨年度 3万5，707人なんです。豊田の駅前にあるわけで、交通の便という点では、これ

以上、条件のいいところはないと思うくらい駅の近くにあるわけであります。ここが 3

万5，707人、 93.3%の利用率だということで、非常に高い利用率を示しているわけであ

ります。

湯沢会館は 5万人を超えているんです、これも。これは一部有料でありますけれど、

大部分、無料で使えるという、そういう施設の利用状況の中で、 5万人を超える人たち

が年間利用されている。

中央福祉セ γターも 5万2，492人。これも大変多くの利用者がおられるわけです。こ

れもお年寄りなど中心に利用されているわけでありますけれど、無料で使えるわけです。

私はやっぱり、古い施設でも、こういうふうに多くの方が利用されるというのは、無料

だということが大きな要因だと思うんです。こういう実績などを見て、無料という点を、

私は公民館利用の要因の一つになっているということでございます。

勤労青年会館は有料だということは、言うまでもありません。

さらに保育室は、今、準備が進んでいるようであります。ぜひとも準備を怠りなく設

置をしていただきたいということを、ここでもお願いをしておきたいと思います。

4点目のエレベーターの設置でありますが、今後、なお検討をぜひ続けていただきた

いと思うんです。それに しましでも、避難階段は雨が降ったときは利用できないと思う

んです。あそこは屋根がありません。ですから、建物の中の階段を雨の日は利用すると

いうことになると、従来と同じようになっちまうんです。(r非常階段は違うよj と呼

ぶ者あり)ですから、この避難階段も、雨のときも利用できるということになるなら、

それでもよろしいんですけれど、今はそれはできないということなどもあるわけですか

ら、やっぱり再考をもっともっとしていただくという必要があるかと思うわけでありま

す。

それから、 7月の公民館ミニ祭りの際、助役が来られました。そのとき、公民館の階

段を、上からお年寄りの方がおりてきたんです。年配の方で、立って歩くと危険だとい

うことなどがありまして、四つんばいといいますか、そういう格好をして、身の安全を

守るために四つんぱいになっておりてきたんですo そのとき助役は、ちょうどその場面

に出会いましたね。ですから、お年寄りが階段をおりるということや上るということが、

どんなやっぱり危険なことだということを、私は幸いにして助役は見ることができたと

思うんですo 足をけがして松葉づえをついて歩くと、階段の上り下りというのは大変だ

ということも、私もよくわかりました。

ハU
F
h
d
 

つ白

しかし、私の経験だけではなくて、障害を持ち、生涯そういう状態で歩行しなければ

ならないとか、あるいは階段の上り下りをしなければならないという方にとっては、やっ

ぱり大変なことなんだろうと思うんです。しかも車椅子でしょう。あれがベッドで来ら

れる。これを10年間、こうした状態を続けているということに、私は再度一般質問に取

り上げて、教育委員会、教育長だけではありませんけれど、理事者も含めて、もっともっ

とやっぱり真剣に考えてもらいたいということなんです。

青年学級の開級式、あるいは閉級式に、市長あるいは教育長も出席されて、目の当た

りにそういうことは見ておられると思うんです。きっと心に案ずることがあったであり

ましょう。何とかしてやりたいという気持ちも、恐らく持っておられることと思います。

ぜひそのことを実際の施策の中にあらわしていくというのが、私はやはり教育行政、あ

るいは市の行政の具体的なあらわれではないかと思いますので、このことを強調してお

きたいと思います。

陶芸窯の増設の点でありますけれど、今後ぜひ利用者団体等との協議の中で、検討を

していっていただきたいと思うんです。建ぺい率等で、現行ではなかなか増設が難しい

という話も、私も伺ったわけでありますけれど、ほかの方法で可能なのではないかとい

うことなどもあるようであります。これも利用者の意見などを聞かずに、勝手に「あそ

こはいいだろう」みたいなことで増設するとい うこ とは、 これはよくないわけでありま

すから、十二分に協議を行って、利用者の方々の要望にこたえていただきたいと思うわ

けであります。

細かい点で、壁の修理、修繕でありますけれど、現在100万円の修繕費を取ってある

そうですね。これ、もう少し取っておくということですから、これも他に急、を要するよ

うな事態が生じなければ、 年度末にもこの予算を使って壁の修繕を行うということのよ

うであります。予算は大事に大事に取っておく、あるいはそれを活用するということは

当然でありますけれど、不用額にならないように、ひとつ頑張っていただいて、 壁の修

繕に充てていただきたいと思うんです。

避難階段のおりたところ、これについては早速やっていただくということですから、

ぜひお願いしたいと思います。

ピアノは、ぜひとも入れてほしいんです。これはもうコーラスをやる人には、本当に

必要なことなんです。市民会館の練習室は、これは使用料が要るでしょう。 何がしかの

お金を出さなければ使えないわけですけれど、公民館にも置く 。そして、教育委員会の

管轄でありませんけれど、他の必要な施設には同じようにピア ノを配置して、音楽練習
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のできる条件を整えていく、ということをあわせてお願いしておきたいと思いますO

ミニステージ等についても、ぜひ検討を行っていただきたいと思います。

社会教育部長、この公民館の無料という点ではいかがか、という気が私はしておりま

すので、この点だけを再答弁いただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 再質問にお答えをいたします。

無料は、公民館の利用者の増につながっているかどうか、というお尋ねでございます

けれども、利用者の数の増大につながっていると私は思います。

それから、ミニ祭りですが、去年もことしも同じ人数だというお尋ねでございますけ

れども、これは模擬庖で出た、販売された数字とか、そういうものを参考にいたしまし

て、実行委員会で2，200と、そういう発表がございましたので、使わせていただきまし

7こ。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 最後に、教育長にお伺いしておきたいと思います。

社会教育法の示すところ、公民館の設置及び管理に関する教育委員会の事務というこ

とについては、もう教育長はよく御承知のとおりでありますし、また、日常的にもこの

ような事務を行っているわけでございます。

教育長は、たびたび「社会教育の充実のためには人材、人員の確保が必要だ」という

ことを強調されているわけであります。最近の教育長のお書きになられました、昨年度

の社会教育の報告書の中でも述べておられることでありますけれど、こういうふうにも

おっしゃっているんです。一一立派な施設、豪華な会館等は近隣市を含めて次々と建て

られていき、目を見張るような時代が必ず訪れてくるものと思いますーーしかし、ただ

仏をつくって魂を入れずということわざではありませんが、どんな立派な建物をつくっ

ても、人をちゃんと配置しなければその目的を達しない、という趣旨のことを述べてお

られるわけであります。

私は、そのことは、そうだと思うんです。否定はしませんし、おっしゃることは私も

同感なんです。しかし、このおっしゃっていることをよく読んでみたり、あるいはこれ

まで教育長がおっしゃっていることを振り返って、私もよく考えてみたりしますと、人

的配置が先で施設はまた後だ、とこういうふうに受けとめるように、だんだんなってい

くんです。あるいは、施設をつくるのは教育委員会ではない。市長部局だ。だから余り

施設の充実という点ではタッチしないかのような印象を受けるわけであります。私は、
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そういう区別したものではないんだろうと思うんです。この法の趣旨にもありますよう

に、地方公共団体の役割というのは、やっぱり社会教育が大いに充実、発展するような

環境をつくるということなんだと。この環境をつくるというのは、施設の充実であり、

あるいは職員の配置、人材の確保ということにもなると思うんです。

ですから、市長の責任も明確にすると同時に、やっぱりそれを直接所管する事務を扱

うのは、 教育委員会なわけですo 福祉の問題であれば福祉部でやる。具体的なやっぱり

計画や立案をするということと同じように、公民館の問題についても教育委員会で私は

十分論議して、具体的な施設の充実、 新設等も含めて、 一定の見解や計画を持って市長

との協議を行う。こういうことでなければいけないんじゃないかと思うんで、すo

教育長のおっしゃっていることのせいなのかどうか、私は聞いてみないとわからない

んですけれど、昨年度の教育委員会の開催されたときの議題が、公民館のことや社会教

育のことについて、余り議題にはなっていないんです。必要がなかったということなの

かもしれませんけれど、例えば公民館で言えば、昨年の12月16日に関かれました教育委

員会で、日野市公民館運営規則の一部を改正するのが議題になっています。規則の改正

が、一部改正があったようなんですけれど、そのことが議題としてのっているのみで、

1年間、公民館のことについては何も議題として論議はされていないということが、こ

の議題からうかがえるわけです。

昨年、公民館の改修の問題で、いろいろといきさつがありましたo 決して平穏ではな

かったと思うんです。そういう問題が生じているときに、教育委員会が何もこの問題で

論議がないというのは、もともと教育委員会の所管事務ではなかったからなのか。ある

いは、議題にするほどではなかったのかということなのか、です。私どもの立場から見

ると、これはどうなのかなという印象を私は持ったんです。それで教育長に、そのこと

も含めて、公民館の充実、発展について、今後の展望などについて説明していただきた

いと思うんです。

0副議長(福島敏雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げますO

私は、再三、議会でも日野市の図書館行政と公民館行政、これが車の両輪のような存

在にあるという話をしてまいりましたo

特に、日野市の図書館行政というものは、これは全国でも行きわたるほど日野の図書

館行政というものが高く評価されている。その図書館行政の出発点というのは、確かに

立派な建物も当然必要なわけですけれど、それ以上に、やはり専門の司書が配置されて、

q
J
 

「

Dつ臼



とにかく巡回図書館的な形まで通しながら、地域の隅々まで、いわゆる読書層を掘り起

こしていったと、こういう条件が日野の図書館行政の出発点にあったんではないか、と

こういうふうにとらえているわけなんです。

それで、この中央公民館というものが、確かに公民館のコント回ールセンター的な役

割、これを果たしていくやっぱり中心であると、こういうぐあいに押さえております。

ぜひこれは教育委員会一一特に教育委員会としても、市内全域の公共施設、これをどん

な具合にネットワークさせて、そこにどういう方向でこの市民の方々が参加できるよう

な場をつくっていくか。

今、例えば陶芸窯の問題も出ました。確かに日野の小中学校にも幾っか陶芸窯を備え

ている学校が数校ございます。当然、学校に置かれております陶芸窯は、学校教育活動、

これが中心で置かれているわけなんですけれど、例えば平山台小学校等では、土曜、日

曜あたりを使って、図工の先生が非常に熱心だったという面もありますけれど、地域の

お母さん方が一つの陶芸教室をつくるぐらい発展していったo そういう条件的なもの等

を通して考えていく場合に、やはり世話役をしてくださる方、先ほど社会教育部長が申

し上げたように、世話役活動をしてあげる方がいないと、なかなかそういう地域の公共

施設をどういうように活用していったらいいかということが、個人の、個々の市民の方

ではわかりにくい。

ぜひ、そういう意味からいきますと、ちゃんとした社会教育主事が、せめて中学校区

単位ぐらいにでも張りついて、その地域、地域の世話役活動をしながら中央公民館に集

まり、また地域ヘ散っていく。そういうような方向づけの中で、ぜひ一方では地域に散っ

た公民館そのものも必要でございますけれど、現在のその状況の中で、その問題を解決

していくためには、やはり地域に現在ある公共施設をどんなぐあいに活用していくこと

のできる手だて、そういうものがっくり上げていくことができるか。その面の、ソフト

面での仕事の中心というのは、これはもう完全に社会教育の分野の中で、あらゆる知恵

を絞って取り組んでいく性格のものではないかと、こんなように考えておりますので、

先ほど板垣議員さんの方から読み上げられた状況の中でも、建物というものは、これは

お金と時と場所、それがあればつくれます。また、そういう状況の中で、ぜひつくった

建物に魂を入れる、その人材というもの、この人材を養成するということが、やはり社

会教育として一番要の仕事ではないかと、このように考えている次第でございます。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 教育長のおっしゃることも大体わかります。中央公民館が社会
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教育の中心的なセンターになるということも、これも再三、教育長から言われてきたこ

とでもあるわけであり、早くそういうふうになってほしいもんだと、私も期待はしてい

るわけです。議会で質問があると、答弁のたびにそういうことを繰り返されているだけ

では、これはやっぱり何をされているんだろうという疑問も起きるわけで、す。必要な予

算も当然っけなければならないわけでありますから、一朝一夕にはいかないかもしれま

せんけれど、しかし社会教育の問題、あるいは公民館の問題というのは、再三論議され

ている。あるいは市民からも熱い要望がなされているという現実を見れば、もっともっ

と力を入れて、具体的な方向ということを明らかにする必要があるんではないかと思い

ます。

その中央公民館の役割は、現行ではもう手いっぱいだ。施設的にですね。ですから将

来的には建てかえという問題も当然必要ではないかということで、市民の皆さんも請願

を出されたわけで、す。そのことは、最初に紹介したように昨年の 6月日野議会でも採択

して、そういう方向が議会の意思として教育委員会、あるいは市側にも伝えられている

わけでありますo

そういうことについて、では将来、中央公民館はどうしよう。市内の公共施設などと

のネットワークで社会教育を一層充実させるための、その中心となる中央公民館を現行

のままでいいのかどうか、ということなどを教育委員会の議題にして論議すべきことで

はないだろうかというのが、私も申し上げたいわけなんです。昨年は論議がなかったけ

れど、 一昨年はあったかもしれませんねO あるいは、 2年前、 3年前はあったかもしれ

ませんo こうした教育委員会の開催されたときの議題を見ていると、社会教育の問題や、

あるいは公民館について、もっともっとやっぱり突っ込んだ論議をして、具体的な方向

を明らかにして、教育委員会としての計画なり意見として、市長との折衝も行う。それ

が自然体の一つの方向に、施策の方向として示されていくということが、私は必要だと

思うんです。

教育委員会の活動が、これまで学校建設を初め多くの日野の教育行政に大きな役割を

果たしているということは、これはもう何人も否定することのできないことだと考えて

いるわけであります。その上に立って、なお一層市民の要望にこたえ、社会教育をより

充実、発展させるという点で、私は教育長にもっともっと頑張っていただきたい。こう

要望しておきたいと思います。

きょうは、公民館ということで問題点を絞り、質問を行いました。教育委員会、特に

長沢教育長、そして社会教育部長に質問を行い、教育委員会で論議を一層活発にしてい

「。
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ただきたく、質問を行ったわけでございます。 9月13日 木曜日 (第 5日)

きょうは市長にも答弁ということはいたしておりませんので、また後日、論議を行つ

てまいりたいと思います。

以上で私の質問を終わります。

0言Ij議長(福島敏雄君) これをもって11のし中央公民館の若干の施設改善について
平成 2 年

日 野市議会会議録 (第28号)の質問を終わります。
第 3固定例会

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より関議いたします。時間厳守で、御参集願います。
9月13日 木曜日 (第 5日)

本日はこれにて散会いたします。御苦労様でございました。
出 席 議 員 (29名)

午後 5時41分散会 1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君
一

3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

5番 Tf司~ 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

9番 佐 藤 洋 一 君 10番 ?冨 島 敏 雄 君
一

11番 内 田 勲 君 12番 r邑A司 沢 清 子 君

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 ?高 島 盛之助 君

15番 藤 林 理一郎 君 17番 高 橋 徳、 次 君

18番 一 ノ瀬 隆 君 19番 板 垣 正 男 君

20番 鈴 木 美奈子 君 21番 奥 住 日出男 君

22番 夏 井 明 男 君 23番 黒 } 11 重 憲 君

24番 鎮 野 行 雄 君 25番 古 賀 俊 昭 君

26番 市 } 11 資 信 君 27番 谷 長 君

28番 名古屋 史 良R 君 29番 竹ノ上 武 俊 君
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午前 10 時開議
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日程第 1
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午前10時8分開議

0副議長(福島敏雄君) おはようございます。

本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員24名であります。

本日議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願いいた しま

すO

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問12の 1、市民の健康増進のために、スポーツ諸施設の充実施策を積極的にの

通告質問者、沢田研二君の質問を許 します。

[ 1番議員登壇〕

01番(沢田研二君) おはようござい ます。

それでは通告に従いまして、市民の健康増進のために、スポーツ諸施設の充実に向け

た施策を積極的にというテーマで質問させていただき ます。

日野市には他市にも誇れる大変多くの施策がございます。それは緑と文化の市民都市

を目指す都市像を基本計画としま して、森田市長を中心に関係する職員の皆さんのたゆ

まぬ努力と、あわせて多くの市民の皆さんの理解と協力に よってな し得た ものでありま

して、市民生活に多くの潤いをも たらしていますことに心から敬意を表する次第でござ

いますO

そして、その代表的なものといえば福祉行政であり、図書館行政、 さらに緑と清流の

まちづくり、 言 うなれば自然行政とも言えるものではないかという ふうに思います。こ

れらはいずれも重要で、かつ欠くことのできない施策ばかりでありまして、全く論を異

にするものでは当然ございませんO しかし、これだけ、あるいはこのたぐいだけではま

すます多様化をしている市民ニーズにこたえる ことには難 しいというふうにも思われま

す。例えばまちの発展にも大きな影響をもたらしております産業振興政策、また土地、

道路、交通問題、下水道、病院問題等々、極めて多 くの課題が身近な問題として山積し

ているところでございます。

そういった数ある中で、特に今回は文化、 スポーツ教育にかかわる分野の中で、スポー

ツにスポットを当てて質問と要望をさせていただきますO

実は、文化も大事、教育も大事、どれにしょうかいろいろ迷ったわけでございますけ

れども、幸いにもとし、いますか、結果的には鎌野議員が昨日文化問題を取り上げられま

して、大変高い視点から、また鋭くいろいろ御指摘をされましたので、スポーツに絞っ
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てよかったなというふうに思ったところでございます。

それとスポーツに絞るに当たりまして、単なるレジャーとしてのスポーツといいます

か、あるいは運動としてのスポーツということだけではなくて、医療費問題を含めた健

康という観点から考えますと、やはりスポーツ施策は数ある課題の中でもうっかりする

とつい見過ごされてしまう嫌いもあるだけに、日ごろから極めて重要な課題というふう

に感じておりましたので、今回はスポーツを問題に取り上げさせていただきました。

要旨としましては三つの視点から質問をさせていただきたいと思いますo

第 1項目でございますが、これは高齢化社会の到来につきましては、まず健康維持と

いうことが大きな問題であろうというふうに思います。病気になった人のための治療体

制整備ということももちろん必要でございますけれども、病気にならないための予防が

さらに重要ではないかということでございます。どのような政策を日野市として考えて

おられるかということを伺いたいということでございます。

高齢化社会の到来につきましては、改めて申し上げるまでもなく、あと10年で21世紀

を迎えるに当たりまして、日本としては最大の難問のーっというふうにも思われます。

それは御承知のとおり、 8月10日厚生省がまとめた平成元年簡易生命表及び国民生活基

礎調査で明らかにされ、発表されましたが、長寿国日本、またまた記録を更新しており

ます。第 1日目に谷議員からも詳しく話があったとおりでございます。男75.91歳、女8

1.77歳ということになりました。

また家族の中で大人は、お年寄りだけ、これは男でいえば65歳以上、女でいえば60歳

以上というお年寄りだけという高齢者世帯がついに10軒に 1軒という、いわゆる 1割を

突破をして、これまた史上最高に達したということも発表されております。

そして、さらに大きな問題となります65歳以上の老年人口比率とその変化でございま

すが、世界に例を見ないテ γポで高齢化が進んでおります。現在の日本の老年人口比率

はおよそ10%強でございますけれども、今から30年後の2020年には約4人に 1人が65歳

以上の老年者ということになります。とれはもちろん高齢先進国でありますスウェーデ

γであるとか、西ドイツ、イギリス、フラ γスを抜いて世界一の未曾有の超高齢化社会

の到来ということが言われております。

また65歳以上の割合が 7%から14%に至る所要年数の比較で、それぞれの国の高齢化

への推移がよく比較をされますO この 7から14に至る期間でございますが、スウェーデ

γが85年間かかりました。ドイツ、イギリスは45年、フラジスに至つては130年を要す

るということが言われているわけです。言うなれば50年前後から100年前後の期間を要

-260一

したと、要するということでございますが、日本の場合はわずか25年間、あと五、六年

といってもいいかと思いますが、どの国も経験したことのないような超スピードで高齢

化社会に向かっているということでございます。

ただ、今のところ先々の厳しさをいろいろ言われながらも、順調な経済成長に支えら

れ、さらに税制のあり方についても模索、検討しながら、何とか現状なっているわけで

ございますが、社会保障費等々を考えますと極めて大きな問題があることは御承知のと

おりでございます。

一部事例といたしまして、平成 2年度の社会保障費は50兆円に迫らんとしております。

そして、そのうち医療費が20兆円を突破するだろうというふうにも言われております。

20兆9，000億とも言われておりますが、そういう状況であります。さらにその中の70歳

以上に適用される老人医療費が30%にも近づかんという勢いでふえておりまして、まさ

に深刻な高齢化社会への道と言わざるを得ない状況でございます。

以上のように高齢化社会の到来はおめでたいこととは言いながらも、多大の経費を必

要としております。そして、その原因の一つでもありますが、健康を害している人が大

変たくさんいるということでもございます。このような現実を踏まえて、病気になった

人の治療体制及び整備ももちろん必要なことではございますが、何といっても必要なの

は心の健康と体の健康であり、その健康を維持すること、そして病気にならない、しな

いための予防策が最も重要な今後の政策ではないかとい うふうに思います。歓迎される

高齢化社会の到来とするためには、何といっても身も心も、いわゆる心身ともどもの健

康あってのものでありまして、そのことによって初めて豊かな心でゆとりある人生を過

ごしているということが言えるのではないでし ょうか。

このような背景を踏まえまして、高齢化社会の到来に向けて日野市としての健康政策

をお伺いしたいというふうに思います。

それから、若干関連する部分もあろうかというふうに思われますので、第 2項につき

ましでもあわせて質問をさせていただきたいと思いますが、それは文化・スポーツ推進

本部を設置されてちょうど 1年、 (昨年の 9月 1日にスタートだというふうにお聞きし

ておりますが)経過をいたしました。途中経過ということになろうかと思いますが、現

状どのような計画が検討され、そして具体的にどんな方向で動いているのか、その辺に

ついてお伺いをしたいと思います。

まず 2点についてお伺いをいたします。よろしくお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。
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0生活環境部長(糸川 滋君) まず第 1点目にお答えいたします。

現在保健行政は御指摘のとおり、壮年期からの健康づくりを着実に推進すると、こう

いうことで医療以外の保健事業につきまして、現在都では 5カ年計画を立てておるわけ

でございますが、その計画のもと現在進行中でございます。

日野市におきましでもこれらの計画、あるいは法律に基づきましての健康手帳交付、

あるいは健康教育、健康相談、また訪問看護指導、基本健康診査、がん検診などを行っ

ておるのが現状でございます。特に今年度からはがん検診で大腸がん検診を新たに加え

まして、早期発見に努めておるところでございます。また35歳以上60歳までの 5歳刻み

の市民の方々に、はがきによります各種健康診査の勧奨通知を発送いたしまして、健康

診査の啓蒙を実施してきておるところでございます。

今後といたしましては、市長の行政報告で申し上げましたとおり、 8月 1日から日野

保健所が管轄区域の変更をいたしました。それによりまして日野市 1市のみを所轄する

ことになりましたので、この保健所を独占できる状況を踏まえまして、今まで以上に保

健所との連携を密にいたしましての地域における保健事業を効果的に進めていきたい、

そのように考えておるところでございます。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 2点目の御質問にお答えをいたします。

文化・スポーツ推進本部は御質問にもございましたとおり、昨年の 9月 1日に発足を

いたしております。これは要綱による設置でございます。所掌事項といたしましては生

涯学習、文化、スポーツ振興にかかわる諸事業の協議、調整及び推進に関することでご

ざいまして、この本部には本部長、副本部長、それから本部員をもって構成されており

ますo 本部長はたびたび出ますように市長が当たりまして、副本部長は助役と教育長で

ございます。本部員は企画財政、総務、生活環境、都市整備、建設、福祉、在会教育、

学校教育、それから市民会館、以上の 9人の部長職をもって充てております。

この会議については本部長が必要に応じまして招集をいたしまして、主催をいたしま

す。この本部のもとに幹事会を置きまして、関係課長職17名をもって構成をされており

ます。さらに事務局といたしまして、事務局長は社会教育部長職にある者が当たってお

ります。

以上が文化・スポーツ推進本部の設置要綱でございますけれども、これまでに本部会

議は4回開かれておりまして、昨年の 9月、さらに 2回目といたしまして10月9日、 3
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回目が12月4日、 4回目が本年の 5月24日、本部会議が 4回開かれております。幹事会

につきましては 3回開催をいたしました。

どのような問題が話し合われたかということでございますけれども、本部会におきま

してはソフト面、ハー ド面にわたりまして協議、調整が行われました。今までの内容を

御紹介申し上げますと、庁内各課による文化的事業にかかわる調査、そして、その調査

結果に基づく検討が行われました。最近は社会教育的な事業を市長部局の各課でも行っ

ております。そういうことから競合するものはないか、そういうむだな点についてのチェッ

クなども行いました。さらに文化関連事業の予算要求の資料につきましでも話し合いが

行われました。推進のための重点的な予算についての話 し合い、さらに公民館の行事の

展開、それからスポーツ行政と施設の運用、こういうようなことにつきまして、これま

で話し合いが行われました。

一方ハードの面につきましては、総合的な文化施設といたしまして(仮称)浅川公会

堂構想につきまして話し合いが持たれ、さらに(仮称)浅川グランドにつきましでも話

し合いが持たれております。

以上、お答え申し上げました。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 生活環境部長にお伺いをしたいんですが、いろいろ健康に関し

ての計画的な取り組みはされているようでございますけれども、どちらかといし、ますと

福祉的というか、医療的というか、そういったものが中心でございまして、これは所管

する観点からそういうふうになるのかもしれませんが、今回特に私が強調しております

スポーツにかかわる部分については、ほとんど今触れられなかったような気がいたしま

す。冒頭の中で申し上げましたように、病気になった人の手当て、治療というのはもち

ろん大事なことでありますし、またそういう医療面からの対策というのもより重要でご

ざいますけれども、やはりより必要なのは健康な体を維持する、あるいは健康な体をつ

くっていくということ、それはやはりスポーツ等を通じたものが一番必要ではないか、

重要ではないかというふうに思いますO そういった面で、はどういうふうに考えてお られ

るのか、あるいはそういう分野は全く生活環境部という所管外なのか、その辺も含めて

お伺いをしたいと思います。

OilJ議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたしますo

私どもの分野といたしましては、そのようにスポーツ からのとい う観点からの健康に
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ついては取り扱っておりません。あくまでも総体的な健康保持のための行政ということ

で分担しております。したがいまして、お尋ねのスポーツという観点からのものについ

てはお答えしかねる状況でございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) それでは、どなたにこの件をお伺いするべきなのかわかりませ

んので、関係する部署からのお考えをぜひお聞かせいただきたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。助役。

0助役(砂川雄一君) 健康を維持するという問題は、私ども日常的にも最大の関心事

の一つであることについては間違いのないところでございますo 健康を維持するという

問題というのは、マクロ的に見ますと、まず何よりもまちづくりの基本としての豊かな

自然環境を保持するということが一つ土台として大事なことになるだろうと思っており

ます。そういった方向で行政の各部門でいろいろな整備を進めているわけでございます

が、市民が健康維持を図るために必要な環境の整備ということで言いますと、旧来から

も各種のスポーツ施設の整備についても教育委員会の方で進めてきておりますし、それ

から河川、幸い河川が日野市の自然環境の中で大きなウェートを占めておりますけれど

も、例えばジョギジグコースとかサイクリ γグコースを整備するとか、あるいは市民の

森スポーツ公園、あるいは丘陵公園を初めとする各地の公園を整備をする、あるいは多

摩川グラ Y ド、市民グラ γ ド、あるいは東光寺のグラ Y ド等のクラ Y ドの整備もする、

あるいは学校校庭の開放を行うと、これはかなり早くから学校の開放ということは進め

ているわけでございますけれども、そういうような形でいろいろな機会に市民の方が日

常的に使っていただけるような環境の整備という点についてはかなり意を用いて進めて

きたつもりでございます。もちろんまだ十分とは決して言えないとは思いますけれども、

今後もそういった点について、さらに一層充実を図っていきたいというふうに考えてい

るところです。

もう一つの面としまして、市民の健康維持について関心を高めるための方策を考えて

いかなければならない、あるいは市民がだれでも気軽にできる健康管理のプログラムを

開発していく、あるいは参加が非常に簡単に参加できるような仕組みを考えていくと、

そういうそのソフトの開発、充実を図っていくことが今後ますます重要になってくるん

ではないかというふうに考えております。

市民が自分の健康を維持するために必要とするような各種の運動といいますかね、日
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常的なものは運動、そのための環境整備については、そういう自然環境の保持というこ

とと密接に結びつけながら、今後も整備を進めていきたいというふうに考えております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

第2点目の文化・スポーツ行政推進本部に関連してでございますけれども、ソフト面、

ハード面を含めた検討をされてきているということなんですが、これは非常に市民サイ

ドから見ても期待の大きな推進本部の一つだろうというふうに思います。具体的にいつ

ぐらいをめどにして、最終的にはどういうことをやっていこうかというふうなことを考

えておられるのか、その辺がもし明確なものがありましたらお聞かせいただきたいと思

います。

O副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) スポーツ関係の話題につきましては、先ほど御紹介し

たとおり(仮称)浅川グラ γ ドにつきまして話し合いをいたしました。この浅川グラソ

ドは中学校用地として現在予定をされている土地でございまして、ここに多目的なスポー

ツができるようなグラ γ ドをつくろう、こういうことで話を進めました。

今までに出た結論といたしましては、いつごろまでにという時期的な問題については

結論を持っておりません。なるべくこのグラ γ ドは球技を専門にしまして、余り施設を

つくらないで整地だけにとどめて、そこでサッカ ーだとか野球あるいはソフトポール、

球技を主体にしたスポーツが楽しめるようなものにしたいと。野球のピッチャーマウシ

ドとか、そういうものをつくった場合に、サッカーに支障が出るとか、そういうような

事柄につきましでも話し合いが持たれたわけでございますけれども、多目的なグラ γ ド

として整備しよう、そして附帯する施設については余り多くをつくらない、こういう二

つの方針ができ上がっておりますo

O;IJ議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

それでは、第 3点の質問の内容ですが、これは今の 1点、 2点目とも関連してきます

ので、じゃ先に 3点目の質問をさせていただきますが、日野市基本計画書の中にスポー

ッ、レクリェーションの項がございまして、その事業計画としまして市民プールの改築、

それから学校施設の活用、それから総合体育館の建設等が具体的に計画をされておりま

す。これらの現状の推移状況をまずお伺いをしたいという ことと、あわせまして現状最
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も大衆的なスポーツでもあります野球に関連をいたしまして野球場の建設、これはもう

若干観覧席的なものが設置されているような野球場でございます。それから、あるいは

野球グラ γ ドといいますか、現状も多摩川べりに 2面、 3面あるわけですけれども、こ

れは御存じのとおり水がふえると心配をしたり、あるいはマムシとポールを拾いっこし

たりですね、非常に市のグランドとしてはお粗末と言わざるを得ないような野球グラ γ

ドでございます。こういったものではなくて、もう少し整備されたような野球グランド

を含めた、こういった計画があるかないか、その辺を含めてお答えをいただきたいと思

います。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 答える部署がないようですから、私から答えます。(笑声)

健康づくりのスポーツという立場からの御質問でありますが、我々もっと幅広く、豊

かな人間性をつくるためのスポーツ、そのためにまた当然健康でなければならない、健

康こそまさに生存のまた幸福をっくり出す大前提である、こういうことはもう異論のな

いところでありまして、市内にどのように、つまり市民生活に行政といたしましては、

まず場所の提供、スポーツする場所の提供、あるいは機会の提供、それに多少の指導性

をつけるかどうか、こういうところだと思っております。

市内を見渡しまして、なかなか今御質問の大型といいましょうか、ある程度基盤の整っ

た野球場をつくるというのはちょっと考え方が浮かんでまいりませんので、どうしたら

いいかということを真剣に考えております。

かつて議会にも行政報告したことがありますが、浅川流域処理場の処理施設の上は覆

蓋をして、そしてテニスコートあるいはソフトボール程度のものはやれるんではなかろ

うかと、こんなふうに思っておりますが、いわゆる球場と言えるものが日野市に欲しい

ことは欲しいわけでありますが、なかなか用地の見通しが現在のところ持ち得ていない

と、こういう恨みを確かに持っております。

いわゆる競技として、競技スポーツということもあるわけで、ありますが、底辺といた

しましては、やはり健康スポーツということで臨みたいわけでありまして、競技スポー

ツのことは、広く考えますと多摩国体を、相当先になりますけれども多摩国体を東京誘

致しようということがだんだん都政の中でも、あるいは多摩の市長会でも具体化しつつ

あります。その際に日野市はどの競技を受け持ちのできる施設が可能であろうか、こう

いうことも当然伴ってくるというふうに思っております。

当面は、今お答えの一部にもしておりますとおり、淡水区跡の国有地を区画整理が終
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わりまして形が整いましたo 将来は中学校用地ということを目指してはし、るわけであり

ますけれど、すぐ中学校の必要な条件は出てまいりません。そこで表向きには用途を変

えて、多目的グランドをつくるということを今国有財産当局に申し出ております。将来

は買い取るということに当然目途を置くわけでありますが、当面は借り上げをして、借

りて、賃貸をして使用できるようにしたい、こういう具体的な話が進みつつございます。

日野市内に、これは企業の施設ですが、京王のかなりのグラ γ ドがあるわけでありま

すので、関東ソフトポールの際に借用もしたような経験もございますO 開放していただ

ける工夫を、これもまた考えるべきだと思っております。

将来、東光寺の原という、今農地とそれから日野自動車のグラ γ ドがある地域が公園

用地ということで設定をされておりますし、ある程度用地の取得も進めております。あ

のあたりに総合、総合じゃなくてある程度の球場ができれば一つの可能性ではないかと、

こんなふうには考えております。

どうかし、し、知恵がありましたら各方面から御意見を伺いたいと、このように考えてお

ります。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) 冒頭の中でも申し上げたようにですね、いろいろ市としてやら

なければいけないこと、市長も言われたように、総合的にやっていかなければならない

ということはもちろんございますけれども、しかし、その中でついついこう、たかがス

ポーツという感じで扱われがちでございまして、それは今の答弁に市長が立たざるを得

ないという状況の一つを見ても、何となくそれが見受けられるんですが、本来この庁内

の、日野市としてはどこのセクションがこういったことに責任を持ってやられることに

なっているのか、ちょっとその辺だけお伺いしたいと思いますo

0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

答弁を求めます。市長。

計画はもちろん企画がっくります。それから都市計画上のこ

とも伴いますので、用地の確保については都市整備も関与いたします。それから、いわ

ゆるソフトの立場から、将来できる場合はこのような形でというのは主管課が担当する

と、こういうことになります。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研ニ君) 第 1項の高齢化社会の到来に関連をしまして、健康の維持と病

気への予防こそが豊かな心でゆとりある人生を過ごす何物でもないということを申し上

げました。そして、そのためにも何といってもスポーツ各施設を整備して、そしてスポー
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ツを通じての心身ともどもの健康体をつくることが必要ということも申し上げました。

年老いてから体を動かすことももちろん必要でございます。しかし、若い20代、 30代、

あるいは青少年の時期から立派な体を形成していくということのためにも、また市民ニー

ズに沿ったいろんな施設というのは必要欠くべからずのものではないかというふうに思

います。

高齢化社会の到来の関係のみならず余暇増大の時代でもあります。そして医療費が雪

だるま式にふえているという実情もございます。高齢者はもとよりでございますが、次

の世代を担う青少年及び高齢者の予備軍でもあります現在の中年層者とでもいいましょ

うか、そういったことの、そういった人たちの健康施策、もちろんレジャーも含めてで

ございますが、これはまさに不可欠のことではないかというふうに思います。

特に中・高年者の体力増進策というのは医療問題も含めまして、これから国家を挙げ

て取り組まなければならない大きな大きな政策の一つにもなってくるのではないかとい

うふうにも思われるところです。

ちょっと余談になりますが、先ほど会場からも声が出ておりましたけれども、 7月か

ら8月にかけまして三多摩26市の市議会野球大会がございました。初めて私も参加をさ

せていただきましたけれども、本来ルールからいきますと、お互いに対戦相手同士で球

場を融通し合うということが基本的ルールのようでございますけれども、残念ながら日

野市にはお招きするような場所がないもんですから、一方的に行ったり行ったりという

ような感じでございました。ジプシー暮らしをしたわけでございますけれども、しかし、

市長はお忙しくて応援には来ていただけませんでしたけれども、お忙しい中、助役ある

いは収入役、部課長の皆さんにも何度か応援にも来ていただきまして、おかげさまで日

野市始まって以来のベスト 4に入ることができました。

スポーツという関係からしますと非常に寂しい思いもするわけですけれども、青年都

市の日野市としては、やはりスポーツと文化に満ちた明るく、そして活力のあるまちと

いうのはやっぱり必要ではないかなというふうに思います。

いずれにしましでも、野球に限らず、また議員野球は別としまして、非常に市民要望

の強いスポーツ各施設の整備充実ということ、これは健康増進をもちろん含めてという

ことでございますが、先ほども市長にお答えいただいたんですが、もう一回スポーツを

中心とした健康づくりということに対して、市長が今考えておられる、一部具体的にも

うお答えいただいた分がありますけれども、全体を含めて感想、があればもう一度お伺い

できればなというふうに思います。
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0副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

市長。

健康とスポーツということの視点からの質問でございますか

ら、個人としては対体力、それからそれに伴ってスポーツから得るいろいろなよさがあ

るわけですから、スポーツそのものを必ずしも直接健康に結びつけなくても、人間性を

整えるために極めて重要な手段であるということはもう言うまでもありません。したがっ

て、いろいろなスポーツがあるわけでありますが、健康スポーツという範囲でまず大き

な素案をつくり、競技スポーツはその上につくるべき順序だろうと思っております。し

たがって、今なるべくその場所の提供は、専門的ということではなくて多目的グランド

のような形で、あるいは市内にたくさんの組織、スポーツ組織もございますので、その

方々の活動のしいし、条件を整えるということが当面の行政の仕事だというふうに取り組

んでまいっておりますo 大型のスポーツの場、あるいは競技の場、これは大きな今後の

課題にしていきたい、このように考えます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

何度も申し上げておりますように、高齢化社会の到来に向けての対応は、一つの地方

自治体だけで対処できるということは非常に難しいわけでございまして、固なり都なり

が行うべきところは非常に多いことかというふうに思います。しかし、スポーツ施設、

施策的なものは日野市が独自でも行える分野ではないかというふうにも思います。ぜひ

計画の前倒し、それから早期実現の検討と、それから積極的な施策充実を最後に要望い

たしまして、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって12の 1、市民の健康増進のために、スポーツ諸

施設の充実施策を積極的にの質問を終わります。

一般質問13の1、日野市実施計画の前期にかかる到達度評価と後期計画について問う

の通告質問者、土方尚功君の質問を許します。

(6番議員登壇〕

06番(土方尚功君) それでは、議長のお許しをいただきましたので、 通告に従い

して一般質問をさせていただきます。

日野市の基本計画に基づいて前期、 62年から64年、平成元年まで、そして後期は平成

2年から 4年ということで実施計画が示されているわけです。これについて、平成元年

のここで決算もありますし、それぞれ事業がどういう状況で進められたか、各年度ごと
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に追っていけばわかることではありますけれども、大変この実施計画を見ておりますと、

決算では普通会計という表示になりますから、比較的実績では総額としてはとらえがつ

いてきますけれども、なかなか我々一般会計と特別会計ということの視点からいきます

と、普通会計と見比べるということが非常に困難であります。こんなことからぜひ前期

にかかる実績、件数、あるいは金額等においてどのような状況であったか、こういった

点をまず 1点質問し、それから 2点目としては、つい先回の定例会、 6月のときに初め

て議場において実施計画が示されて配付を受けました。しかし、この内容については何

ら我々その状況について説明を受けていないというふうに思っております。この機会に

一般質問の時点で、この 2点をとらえて質問をさせていただきたいと思います。

内容的には大変簡単なことでございますので、早速そういう中で、企画財政部長あた

りがこの担当になるかと思いますので質問としたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 土方尚功君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 基本計画に基づきまして、また実施計画との関連の

中での前期分の実績の状況はどうかということと、あわせまして後期の実施計画という

ことでございます。

1点目の、まず前段の部分といたしましては既に何回か御説明も申し上げております

第 2次日野市基本構想、のもとに基本計画を定めました。よって、今質問者の中にもあり

ましたとおり、 62年から64年、当時は64年という計画をしましたが、平成元年までとい

うことの 3カ年の実施計画を確立したわけでございます。

その内容でございますが、前期の実施計画の事業としては104事業でございます。 104

事業の中で総額、計画の中では379億9，884万というような試算をした中での計画を策定

いたしました。最終的な 3カ年の実績を見ていきますと98事業、 392億4，579万円という

ような、多少金額的には増加しております。事業としては 6事業、これはやはり国の関

係、都の関係との関連がありましての未執行分の事業がございます。これは 6件でござ

いますが、 3事業につきましては後期、平成 2年からの事業の中に導入をしているとい

うような経過でございます。

もう少し具体的な実績の中での五つの分類別に申し上げますと、健康と福祉の分野の

中では19事業、教育と文化の分野では14事業、安全と快適な分野の中では50事業という

ことでございます。産業消費の分野では 4事業、最後の市民自治の分野では11事業とい

うことで、 5本の柱の中で、の内容の事業内容で、ございますo 前期の実績につきましては

こういった状況の中で事業を進めてきたという経過でございます。

-270-

なお、後期実施計画につきましては、本年平成 2年から最終平成 5年までの年度にま

たがっての実施計画を 6月のときに各議員さんにお手元に配付をさせていただきました。

当然後期の実施計画の概要、事業につきましては4カ年事業でございます。

事業数の内容としては159の事業になるわけでございます。もちろんこれは新たに見

直した事業、あるいは基本計画に基づいての最初からの計画事業と合わせての内容でご

ざいます。この150事業の事業を確立した中での総事業費は776億7，898万というような

実施計画の4年分の内容でございます。もちろんこれは現時点の中での試算でございま

すので、前期分の最終的な予定総事業費から多少の金額的には伸びがあるわけでござい

ますので、最終、平成5年度のまとめの中ではかなりの増加はあるというような考え方

でおります。

もちろんこれを基本として、平成 2年度につきましては予算書の中にもすべて第一優

先にして施策の方向、あるいは行政施策の具体化ということでございますので、今後平

成 3年以降につきましでも、これを基本として進めていくというのが考え方でございま

す。

前期、後期分の実施計画につきましては以上でございますo

0冨IJ議長(福島敏雄君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) ありがとうございました。

概略ということで話をいただいたというふうに感じますけれども、総額、今事業費の

品目といいますかね、事業の内容についての数字がありまして、それに伴う事業費の関

係の明細は今いただけなかったんですけれども、これは数字的な問題ですから、私の方

で事前にちょっと手に入れた資料によりますと、総事業費では確かに計画に対して若干

上がった、つまり3.3%の上昇を数字的には示しております。しかし、この前年度はも

う実際には63年に入ったときに、 62年度はもうほとんど行われちゃっていて、 63年のと

きに初めてこう出てきたように近い状態で示されていますから、当然前期については大

幅な狂いは出てこないであろうというのが結論であると思うんです。

そういう中にも、我々がとらえる予算の中で、実際に一般会計との比較にどうしても

私の方はならざるを得ない部分があります。市税というのはほとんど何万の数字ですか

ら、予算の上では1.1%の実際に 3年間の伸びが予算上ありました。しかし、決算の上

で見ますと6.2%、市税は上がっております。総体の歳入にかかる合計では、これは普

通会計で10.8%伸びを示しております。これに対する歳出関係の事業費だけを見ますと、

ちょっと比較がつかないわけですが、歳出合計で実際7.2%の伸びを示しております。
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こんなことからですね、各事業目別に見ますと、健康あるいは福祉の関係では3.5%

の伸び、それから教育、文化の関係では12.4%の減であります。教育関係、ぜひ文化関

係、頑張ってもらいたいなというふうな結論に達するわけですけれども、それから安全、

快適の関係については4.9%の伸び、それか ら産業、消費の分野では 2%の伸びを示し

ています。伸びですね。それから市民自治の関係では9.2%の伸び、総合計として3.3%

のトータル伸びになっているわけです。

しかし、これは数字上の関係だけでありますから、大変年度の途中でそれぞれのこの

実施計画にないものというようなものが、相当この中に含まれているということは議員

の皆さんも承知をしている部分だと思います。そんなことから、計画というものは必ず

しも決定とい う、一応の決定を見ていますけれども、必ずそれが実施をされるというふ

うに限らない部分が当然あるわけですから、予定にして決定にあらずというような部分

もあるわけで、これは理解がつくところでありますo

前段に申し上げたとおり、大体 3年といえ 2年に近い状態の計画でありましたから、

このようなものかなあというふうに思うわけですけれども、確かに先ほど言われており

ました 6事業だけ未執行ということでありますけれども、内容をよく検討しますと大分

先送りになってきてしまって、新年度新たに出た計画の方に相当盛り込まれている。こ

れは明 らかに両方を足 して見比べていきますと、全体計画、それから平成、新しい方で

見ますと元年度末の状況というようなことを見ますとですね、あ、この部分ができてい

なかったんだなあということが明らかになるわけですけれども、ぜひ前段の締めくくり

としてはやむを得ないなあという感じであります。

そんなことで、今後できれば各年度ごとにこの状況にあわせたぜひ報告を、こんな状

況であった、主な施策の成果、あるいは基金の運用状況の報告もありますけれども、あ

わせてこんなこともつけ加えて報告をいただければありがたいなぁと思う次第でありま

す。

きて、質問 2にかかわる今度これからの段階でありますけれども、そんな中ですね、

基本計画と照らし合わせて見ていく中に、幾っか特に疑問を生じている部分といいます

か、大きなところじゃなくて小さいところでまことに申しわけないんですけれども、そ

こら辺のことだけは確認をさせていただきたいと思いますけれども、特に今まで、今消

防の関係なんかも特に注目をするわけですけれども、耐震の貯水槽というのが実施計画

の中に百四十幾つかで、実際には百三十何個ができているというようなことですけれど

も、私どもこれを見るとですね、先ほどの市長がスポーツの問題で民間の話を、要する
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に京王のグランドでありますとか、日野自動車のグラジドであるとか、そんなようなこ

とで民間の取り込みというかね、そこまで言いませんけれども、そんな利用というよう

なことがありました。耐震貯水槽が日野市で設置したものが、こんな百三十幾つもない

というふうに私は理解をしております。ここら辺が民間のものが、設置 したものまで取

り込んであるんじゃないかなあという気がしますので、それは数どうのこ うのというこ

とより も、あるのかないのか、こんな点の確認をさせていただきたいと思います。

それから視点が変わりますけれども青少年問題協議会、要するに一般質問でも取り上

げておりました青少年問題協議会活動等の推進というようなことであるわけですけれど

も、これは明らかに今度の 2年、ま、前半のときには、確かに青少年問題協議会の下部

組織として地区委員会の活動ということでありますから、等というような中に理解を示

せば、ここの施策でもいいなあというふうにとらえるわけですけれども、今度新たにも

う市側が、もうとにかく下部組織でないんだと、これからはもう地域の関係で自主的に

活動を進めていくんだということでありますから、この豊かな人間性を育てる教育と文

化のまちの中の、要するに家庭、学校、地域社会の連携、そして青少年の健全育成体制

の充実の中に、青少年問題協議会活動等の充実と、こういうふうにあらわすのは誤りで

はないかというふうに思うわけですけれども、ほかにもいろいろ御指摘をするところは

多々ありますが、余り時間の関係でその 2点程度、生活環境部長になりますか、ちょっ

とお答えをいただければと思います。

0副議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

まず第 1点目の貯水槽でございます。これは御指摘にありました点につきまして、既

存のものにつきましては市が設置したもの、また民間が設置したもの、この辺の色分け

がしかねるという実情でございますところから、民間設置のものも含めましての数値を

掲げた経過がございます。

ただし、 62年以降の計画におきましての数値は、これはあくまで市が設置する とい

ことでの計画数値でございます。ちなみに計画の上では、全体計画としては148~長宅 」

ざいますが、 61年末の状況で、先ほど挙げられました131基ございます。言十

ましては17基、その後に設置しようということで62年 1基、 6臼3年並びに元ら

2基、 2年以降平成 5年までで12基という計画が立っておるわけでござし

以上、そういう実情でございますので、御理解のほどをお願い したいというふ うに心

います。
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また、第2点目の青少年問題協議会活動等の充実という文言につきましてでございま

すが、御指摘のとおり、今年度より地区委員会が独立いたしまして、青少年育成会とい

う形で独立した形態でございます。しかし、青少年問題協議会は協議体として現存する

わけでございまして、その協議内容につきましては、やはり青少年健全育成諸団体がそ

れを受けましての活動がございます。そういうことから活動等の充実と、そういう表現

をとった次第でございます。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 貯水槽の関係の取り込みということは、過去において不明確な

部分があったんで入れていると、現実には民間のものが入っているという現実が、この

数字の上にもあらわれているという事実があります。

それから青少年問題協議会はあくまで協議体としてのことであります。つまり活動し

ない、今までは地区委員会であったから、それを取り込んだ場合には活動ということが

言えるだろう。青少年問題協議会を否定するわけではないわけですから、別途ですね、

育成会もまるっきり新しい組織だということからすれば、こんなことはもうこの年度の

変わりのときに新たに出ていることです。そうしようということは厳然たるあれで、予

算の上でももう 800万、各地区に100万というようなことで出ていたわけですO これの視

点をですね、十分検討してもらうというようなことになろうかと思います。

市長に直接どうのこうのということを言っても、これは仕方ないことなんで、今まで

のやりとりの中で、昨日も鎌野議員の方からの質問の中でコミュニティーの問題といい

ますか、文化複合施設、こんなことで質問出ておりまして、特に私の関連する地域の中

で浅川公会堂、この問題が一つ出ているわけです。この問題もこの後期には実施計画と

してのっておりますけれども、きのうもどうも不明確だなあという感じも、鎌野さんの

最後までそんな感じを受けていたということもあります。

基本的にこの実施計画を見る中にも、私が一番注目を今後していくというのは、個々

のことでなくて、土地利用構想、と、それからやっぱり地域コミュニティー施設の整備基

本計画、この 2点は今後じっくりとう見ていきたいというふうに思う大きな点でありま

す。

それらに向ける中、特に市長には十分承知をしていただきたいなあと思うのは、やっ

ぱり当然こういった計画ですから、当初の計画というものは、先ほど申し上げたとおり、

あくまでこういう構想でいきたいんだ、しかし、その状況の中には変化をしていく、こ
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のことは十分承知をいたしておりますから。ただで、すね、言えることは、突然とこうい

う浅川の問題にしてもそうなんですけれども、あるいはほかにも幾つか今まで事例があっ

たと思います。安曇野の問題にしても、計画にないようなものが突然出てくる。それは

政策的にこう変化をしてきたんだということで理解をすればいいんですけれども、実施

はしていきましようという方向に当たってですね、全体的に言えることは、計画があっ

て、やっぱりそこには、きのうもやりとりありました、地域要望とし、いますか、今沢田

議員の関係のやっぱりスポーツの施設にしても同じようなことが言えるんですけれども、

やっぱり地域の要望というものを一つは取り入れる、そして、その検討が十分されてやっ

ぱり実施に入っていく、ここら辺のプロセスといいますか、そのことがどうしてもです

ね、浅川公会堂にしても、市長があくまで600席だという一つの固定のものを出しちゃっ

ていて、職員に向けてこういうことの中で計画をしなさい、もうその制限が先にかかっ

ちゃっているわけですね。考え方が、市長の考え方がも うそこにぽんと出ちゃって、そ

れで、それに伴っていろんなことをしなさいと言ってもですね、 手法が逆だということ

です。

ですから、やっぱりこの地域に本当に600席のものが必要なんですという形で地域的

なものが要望がされて、それに向かっていくということであれば、まあみんなが納得す

るわけですけれども、どうも今のやり方が、逆に市長の意見がまず出てきて、それに向

けて行政側の職員が一生懸命何とかつじつまを合わせていこう、こんなような形がです

ね、どうしてもいろんなことに見受けられる、こういうふうに思っています。

ぜひですね、前にも予算のときにもワンマ γ市長、森田市長はワンマ γだというよう

なことを私申し上げましたけれども、そんなことがまだ見受けられるのはもう明白であ

るというふうに今でも思っております。一つの頑聞は頑固としていいかもしれませんけ

れども、ぜひ自分の意見だけにとらわれないで、周りの意見を十分取り入れて、本当に

住みやすい日野にしてもらいたい、これが我々の願望であります。

ぜひですね、場合によっては議会軽視というようなことにもなりかねません。ぜひ住

民の期待にこたえるような市政に努めていただくように強く申し入れをしまして、との

質問を終わりたいと思いますo

ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって13の1、日野市実施計画の前期にかかる到達度

評価と後期計画について問うの質問を終わります。

一般質問14の1、住みよいまちづくりをめざしての通告質問者、藤林理一郎君の質問
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を許します。

(15番議員登壇〕

015番(藤林理一郎君) 通告に従いまして質問をいたします。

住みよいまちづくりをめざしてということでございます。

現在日野市においては、近年における自由時間の増加、生活様式の多様化に伴い自然

との触れ合い、健康の維持、増進、地域世代を越えた交流などの国民の生活の質の向上

に対するニーズが高まっておるわけでございます。

また近年に貿易摩擦の緩和、内需の拡大、観点から、特に余暇の増大、温暖な気候と

豊かな自然条件に恵まれ、地震や風水害などの災害も比較的少なく、最高の地位と言え

ます。今日では日照時間も恵まれていることは、余暇時間を過ごす場所として好適の地

位であります。誘致の多摩動物園拡大、各地域の区画整理の促進、交通網の整備等の充

実に向かつて努力しております中、並びに市内においては小・中学校の配置もよくなさ

れているところでございます。

その中で、行政教育についても努力がされている、当然のことであると思いますが、

私、この件につきましては非常に行政面についての職員また市長に対して感謝申し上げ

る次第でございます。

質問に入らせていただきます。

これは何回も私はこの席をおかりしまして質問をさせていただいております。今現在

は]Rになっておりますけれども、日野駅を中心としてパスの発着点となっている、日

野駅西側パスターミナルの一般の方の利用する公衆トイレ並びにホームの法面にサツキ

及びツツジ等を、樹木について盛んに私は一般質問で取り上げさせていただきました。

そういう中で市長も、この件には私も頑張って取り組んでまいりますということが何

回か回答をいただいております。その後市長も駅周辺については議員ともども一生懸命

に頑張っていただきまして、歩道は完成いたしました。ところが、私がいつも要望して

おりましたトイレの問題がいまだかつてどのようにもなされていない。そして、ホーム

の法面でございますけれども、サツキ、ツツジの樹木を植えるというようなことも再三

にわたって質問させていただいております。それにつきまして市長は現在どのようなお

考えを持っているかをお尋ねいたします。

2点、日野駅より甲州街道20号線、西に向かつて坂上信号を右折いたします。八王子

工業団地の入り口より右側は新町2丁目、左が日野台 1丁目、そして私が住んでおりま

す日野台 2丁目、住宅北側、日野3・4・5号線ノミイパス通りでございます。そのバイパス

通りに京王または西東京ノミスを通していただくように、東京都そして日野市、陳情をさ

せていただいておりました。ところが、その後まだパスが通っておりません。これにつ

いてどのように市長がお考えでいるのか、この 1点をお尋ねさせていただきます。

3点目、このバイパス通りに昭和53年ごろに住宅の住民の方が 3名の方、自動車には

ねられ交通事故が発生しております。そういうようなところから、日野市行政の、また

は日野警察、請願または陳情をいたしております。にもかかわらず、この件につきまし

ては 1個だけが信号がついております。あとの 1個は一番危険であります、 朝の7時ご

ろから日野自動車の社員の方が往々にしてこの陸橋の下の場所、たくさんの車が出入り

しております。その陸橋の下に信号をつけてくださいというととを陳情いたしておりま

す。にもかかわらず、まだこの陸橋の下には信号がついておりません。これは市長さん

または関係部長さんがどのようになっているのかをお尋ねいたします。

4点目でございますけれども、 3月の議会でもお願し、し、たしました、日野駅改良につ

いてでございますけれども、その後まだ期間が 3月の議会でございました、このときに

お願いをしておきましたことにつきまして、まだ時間もないようでございましたから、

]Rとの交渉、話し合いがどのようになっているのかを、少し経過報告ができますれば

ですね、ひとつお尋ねさせていただきたいと思います。

4点ですね、お願いします。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) 1点目の日野駅西口パスターミナルの公衆便所の設置とい

う御質問でございます。お答えを申し上げますO

この駅前広場の利用者の利便性の確保は、御質問者の言っているとおり大切な事項で

ございます。この公衆便所の必要性については、昭和57年の第 2固定例会においてもこ

の問題の論議をされております。こういう中でよく私も承知しております。

その後、駅のトイレの水洗化が、駅の中にですね、 トイレの水洗化が行われました。

また JRのガード下の歩行者の通路も整備をされまして、周辺環境もあそこの場所につ

いては充実されてきたというのが現状でございます。

駅前広場のトイレの設置の問題は、 JRとこの広場の乗り入れる公共交 七、

かわる問題でございますもんで、この点についても理解をしてお りま

この問題を整理するにはですね、公共下水道の整備も現在進んできておりますから、こ

の地域の公共下水道の供用が開始された段階でこの関係機関とも協議をいたしま して、

このいろいろの問題点を整理して、その箇所を決定していきたいという考えでおりますo

po 
ヴ
tつ白 ワ

t
ワ
t

q
，b
 



それから順序が飛びますけれども、 3番目の御質問になりますけれども、今御質問の

場所はですね、日野第三小学校前のところの信号機の設置ではなかろうかと思うんです

けれども、よろしいですか。

O副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君)

O副議長(福島敏雄君)

0建設部長(橋本栄寓君)

はし、。

建設部長。

お答えを申し上げます。

この信号機の設置については交通管理者である日野警察に対し、昨年の12月に要請を

行っております。日野警察から東京都交安委員会に対しても、平成2年の 1月23日付で

上申を行っております。その後 3月の28日に警視庁と日野警察で、その設置する場所を

調査をしております。現在は警視庁内部でこの交通規制等について、今調査検討してい

るという段階でございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 2点目の御質問でございます。本会議場あるいは委

員会の中でも、パス関係についての路線問題については再三御質問をいただくわけでご

ざいます。私の方も、 この路線につきましては既に交通対策特別委員会の各委員さんも

一緒に京王に要請に行きまして、日野台路線については、これは全く京王は自主路線で

やらないということを何回かお答えしているとおりでございます。

よって、財政負担をしてもということで市は交渉をやってきました。調査も一定の調

査は終わり、財政負担の額も明示されました。しかし、大変膨大な財政負担の要請がご

ざいます。しかし、過去の経緯もありますし、当然不便地域だというような実態の中で

は何らかの形で実現していきたいということで、これは京王だけにとどまらず、他の手

法等を考えながら、実現を踏み切っていきたいというふうに現状考えております。ただ、

財政負担の問題についてはなお京王側との交渉を続けているところでございますo

なお、最後の4点目の日野駅改良問題でございます。 3月議会にも質問がありました。

もちろんこれにつきましては平成元年 9月に請願があり、大変日野駅改良問題につきま

しては、私の方も ]Rに対しての交渉もあるわけでございます。 3月議会のときにも当

然この改札の問題を中心としての改良計画、これは ]Rに過去交渉もしたこともござい

ますというお答えもしているわけでございます。当然 ]Rは駅利用者の安全、あるいは

サービス面からは、この駅前の改札の改良等を進めるべきだということは承知している

。。
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わけでございますが、現行では ]Rの方は具体的な改良計画を持っておりません。

しかし、この問題につきましてはなお今後一層努力する中で、駅前のすべての改良を

含めまして ]Rとの交渉を進めていきたいというふうに現状考えております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今回答していただきました中で、信号機の問題につきまして

は日野警察の方で調査をなされているということで、すね。

それと日野駅のトイレですね、ターミナルのところに設置していただく、これは下水

道ができ上がった時点で何とか考えましようというような回答をいただきました。

それとしつこく申し上げるようですけれども、ターミナルの西側、あの場所の法面の

ところにサツキなんかですね、植え込んで、もう少し日野駅らしいというようなことも

強く申し上げてございました。その辺のところがですね、その後どうなっているのか、

もう一度再度お尋ねいたします。

0副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) この日野駅の西側については、道路管理者である市の方で

は接道緑化ということで、周辺についての整備はしてお ります。今御質問の場所は ]R

の土地でございまして、最近はよく中央線に乗っても駅の周辺の緑化というのは、 ]R

そのものがそういう緑化をしているというのを見てきております。こういう問題で、当

然日野駅の西側についても、行政の方ではそういう整備もしているわけでございますか

ら、 ]Rの方でもそういう整備も必要ではなかろうかということを思っておりますので、

今後 ]Rの方にもそういう法面の緑化についても要請をしていきたいと思います。

以上で、すo

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野駅の駅長さんにホームの下の法面を何か植栽等で美化を

図ってくださいということはお願いもしているわけですけれど、土留がですね、植栽に

よって、今一応カヤとか雑草で安定しておりますけれどね、植栽をすると、また土が ご

ろごろ落ちるようになる心配があるということで、なかなか手をつけることが難しいと、

こういう話は回答としていただいております。

なおひとつ土の流れないような仕掛けをしながらお願いをしてい きたいと、こんなふ

うに思っております。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。
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015番(藤林理一郎君) 法の面はわかりました。

せっかく市長さんが答弁していただきましたんですがね、そのことについてですね、

法面のこ とじゃなしに、実はトイレのことで大分市長さんに私強く要望したこともござ

いましたんですけれども、最初だったと思うんですが、12月の議会にですね、私、市長

さんと少し、私の方で大分市長さんに強 く要望したこともございまして、そのときの市

長さんの回答はですね、これはもう最初だったと思うんですが、こういうことをおっしゃっ

たわけですね。その当時は国鉄だったんですが、国鉄と、それからほかの企業ですね、

企業が幾つかありますと、だから日野市の行政の中で単独でトイレはつくるべきものじゃ

ないと、だから企業と速急に話し合ってですね、そしてできるようにいたしますと、こ

ういう努力はしますということを、そのときに回答はいただいてあるわけなんですが、

その後ですね、市長さんが各企業ですね、例えば今 ]Rになっていますけれども ]R、

それからタクシー、それから京王パス、そして今入ってきております西東京パス、そし

てタクシーなんかとですね、よく話し合った上で、結論を出しましょうということの回答

を私はいただいた記憶があるんですが、その後ですね、市長さんがその企業の方々と話

し合ったかどうか、それをひとつ聞かさせていただいたらよろしいんじゃないかと思い

ます。

0副議長(福島敏雄君)

O市長 〈森田喜美男君)

市長。

そう いうお答えを したこともよく記憶しております。

それと場所をですね、実は西側でなくて東側のお寺に寄った方側を予定したんですが、

鉄道関係の用地の中に処理場を、処理槽を含めたトイレはちょっと面積が足りないとい

う結果になりまして、そのときの話は成功しませんでした。

それから企業云々ということにつきましては、駅前を整備する以前には京王パスの運

転手さんが使うトイレは一応簡単なのがございまして、そして、それを多少お客さんに

も使用されたということだったと思います。タクシー会社、それからパス、その従業員

の方のトイレが必要だということもありましたが、今は駅の構内のを使うことによって、

今その問題がちょっと解決したものですからね、協議の機会を失ったと言えばそういう

ことになるわけでありますが、日野交通のトイレをということをお願いをしてみました

けれど、これはうちはうちの社員で、その他の人に使わせるわけにいかないと、こうい

う結論でございました。

ま、いろいろ考えました結果、やはり公共下水道が見通しが立っておりますので、公

共下水道が供用開始になりますと処理槽は要らなくなりますから、そう広い面積をとら
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なくても用が足りることになると、その中でひとつ設計をさせていただきたい、こんな

ことを内部で詰めておりますので、いずれは解決するものというふうに御理解いただき

たいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 市長さん、このことについてですね、私なぜ再三にわたって

お願いするかということですね。私、市民側に立ってですね、皆さん、一般の方、あの

パスの発着のときに待っている方ですね、急にトイレに行きたく なった、そして、いや、

トイレはどこだろうということで交番に入ってみたり、それから商庖のと ころへ駆け込

んでトイレを使わせてもらっていると。それは暇なときならいし、ということ なんですが、

商広側も。ところがお客さんが込んで忙しいときに便所を貸してくださいといって入っ

てこられたら本当に困るんだと、こういうことなんですね。

そして、私一番ひどいのは、年寄りの方で下痢していたんですね。その下痢していた

のが途中でトイレへ行っている聞がなくて、そのままそこで何している。(笑声)そう

いうようなところを見ましてですね、これはやっぱりつくるべきものじゃないかと。市

長は何せいつも市民のため市民のためと言ってですね、市民さんを随分大事にしていま

すよね。なおまた年寄りの方、特に大事にしているところから、ぜひこの辺のところを

考えていただきまして、積極的にひとつ取り組んでいただけないでしょうか、これをひ

とつお願いします。一日も早くですね、やっていただけるような方法をしていただきた

いと思います。

今、建設部長さんの法面の関係ですね、市長さんも答弁いただきまして、これはよく

わかりました。

それと企画財政部長さんのパスの問題ですね、これにつきましでもできるだけ時間が

長くかかるかもわかりませんけれども、速急といっても無理かもわかりませんけれども、

できるだけ早くひとつ市民のために努力していただきますようにお願いをいたします。

このことにつきましては質問を終わらせていただきますO

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の1、住みよいまちづくりをめざ しての質問

を終わりますo

一般質問14の2、歴史と教育について問うの通告質問者、藤林理一郎君の質問を許 し

ますO

015番(藤林理一郎君) 前もって市長さんと関係部長さんに断っておき ますけれども、

しつこく質問するかもわかりませんけれども、 (笑声)私はこ れ何ですね、市長さんの

-281-



方についてもですね、何の悪意も持っておりません。(笑声)それから部課長さんに対

しても悪意を持っておりません。市民サイドに立ってお願いするということでございま

すから、ちょっと耳の痛いこともあろうかと思いますけれども御了解をいただきたいと

思います。

市長さんは市長になってから17年になろうかと思いますo この17年間につきましては

本当に随分よくやっております、ということは一般の市民の方が、私、時々耳にいたし

ます。

ところが、私たち一般の議員さん、それから一般の職員さんにしても、何か先ほども

ある議員さんが、市長はどうも頑固で困るというようなお話も出てまいりました。そう

いうところでですね、私はこの17年間、日野市始まっての 5期という、その市長さんの

在籍ですね、これは歴史というふうに考えてもよろしいんじゃないかと，思っております。

そういう意味からですね、本当に御苦労さまと、 (笑声)感謝申し上げますというとこ

ろでございます。

それで、一つ私の方からお願いがあるわけなんですが、この庁舎の中と言わず外側で

ございますけれども、日の丸の国旗がなかなか見受けられない。そのほかの垂れ幕、そ

して緑と清流ですか、この旗が毎日のように風に吹かれて、ま、旗を見ましてですね、

なぜこの日の丸の、国で定められた国旗、これがどうして掲げてないのか、掲げられな

いのか、その辺のところですね、理由があってできないんだろうと思うんですが、ほか

の市町村に参りますと、中か外かに必ず国旗が見受けられます。日野市がどうして掲げ

られないのか、そういう理由があってのことだと思いますけれども、その辺のところを

ですね、私は非常に不愉快。(笑声)市長さんも笑っているぐらいですから、本音は掲

げたいんじゃないかと、こういう気持ちも日本人であるなら必ずそういう気持ちは持っ

ておると思います。

ところが、いろいろの面で掲げられないということも、多少なりと私も感じておりま

すけれども、それは市長さん、考えてみますとですね、 16万の人口の中で、そしてこう

いう立派な庁舎も市長さんが建てていただいたことですから、国旗ぐらいはですね、ひ

とつ掲げていただいたらどうかと。

私は、選挙はですね、保守、革新というようなことで戦って市長はおります。ただし、

選挙が終われば16万人の市長であって、中心に、また保革問わずですね、中心的な、ま

たどちらにも偏らないというような立場で森田市長さんがいてもらいたい、それが普通

じゃないかと、私はこう思います。
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その辺のところからですね、ぜひ私はこの庁舎内に、また外部でも結構ですよ、日の

丸の旗を掲げていただきたい。これは市民のために、国のためにひとつお願いしたいと

思います。この辺のところをひとつ市長さん、いかがでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 市政の施策につきましてはいろいろ評価をいただきま して、

ありがたく思っております。

今御質問の、庁舎に日の丸をという御要望を込めた提案でございます。私もいろいろ

思いはあるわけでありますが、日本国民として、あるいは日野市民として、国民の祝日

十何日、年間にございます。この日には庁舎の前の掲揚塔の柱へ日の丸をはっきりと掲

げて、国民としての慶祝の意をあらわすと、こういうことを基本に行ってまいっており

ます。したがいまして、毎日掲揚するということは、む しろ旗に対する国民の慣習には

必ずしも沿わないと、こう言ってよろしいと思っておりますo

したがし、まして、国の役所が立てるのは構わないかもしれませんが、日野市の庁舎は

日野市民の庁舎であります、そして自治体であります、自治体の旗を立てることが毎日

の習慣、当然のことでありまして、旗日、いわゆる国民の祝日には日の丸の旗を立てて

おるということで、極めて当たり前な対応をしておるというふうに御理解をしておいて

いただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今、市長さんが何ですね、正月なんかのときには、そして大

事な旗日、そういうときには掲げておりますと、ただし平日には掲げることもないとい

うふうに答弁いただきましたけれども、私の方から考えてみますとですね、今この庁舎

は市民のものであると、これは私は市長さんの考え方は少し間違っているんじゃないか

なと、こう思います。市民といってしでもですね、この庁舎を建てるときに国の方から

でも幾らかの金がですね、国庫の方、園、都からですね、多少なりとも補助金を私はい

ただいてあるんじゃないかなと思います。そういう意味でですね、反論じゃないですけ

れども言いたくなってしまうんですがね、そういうものじゃないと思うんで、すねo やっ

ぱりこの日本の国旗というのはですね、それはあらゆる捜索してみますと、戦争に使っ

てみたりしたからということでしたけれども、やっぱり日本人、日本国とい うこ との印

としてこれを掲げてきたことですから、これは誤りでも何でもない と思います。まだ何

ですね、戦争がこれで日本は負けたから、いろんな思想からですね、 そう いうこ とをおっ

しゃるかもわかりませんけれども、やっぱり日本人は日本人、変わりがないんですから、
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旗を、国旗を掲げてもどうこうということは私はないんじゃないかと。ま、毎日掲げる

とですね、それだけ傷みますから(笑声)、それは節約もせないかんというような考え

方もあるかもわかりませんけれども、旗がですね、 1年に一つぐらいだろうと思うんで

すよ、旗ができましたらよく検討していただきまして、そしてできるだけ掲げできるよ

うな方法に努力していただきたいと、このように考えます。

もう 1点ばかりお聞きいたします。今度は学校関係の方になると思いますけれども、

教育関係の方ですね。

実は私、明治17年の暦ですね、これを随分あちこち古い家のところへ行って探してま

いりました。明治17年の暦です。このときにですね、こういうような旗日が表示されて

おります。四方拝といって、これは 1月の元旦、これは年の初めでございますがら 1日、

2日、 3日というふうにすると思います。それで 3日が元始祭といってですね、旗日で

ございます。それから、その次に孝明天皇祭 1月の30日、そして新年祭2月の 4日、紀

元節2月の11日、春季皇霊祭3月の20日、神武天皇祭4月の 3日、神宮月次祭ですか、

これは 6月の4日、それから秋季皇霊祭9月の23日、神嘗祭10月の17日、天長節11月の

3日、新嘗祭11月の23日というようにしてですね、旗日がずうっときしてあるわけでご

ざいます、暦の中で。

今はこの旗日が全部変わっております。今は元旦ぐらいはどの家でもさしてもらって

いるんじゃないかなと思いますね。それから 1月の15日成人式、それから 2月の11日建

国記念日ですか、それから 2月の 3日節分、それから21日春分の目、 3月ですね。それ

から、これは日野市にふさわしい緑の日ですか、 4月の29日、憲法記念日 5月の 3日、

子供の日、これも 5日、 5月の 5日ですね。 6月はございません。 7、8、 9があって、

10月が体育の日ですね、 10日。文化の日11月の 3日、これは本当に忘れることのできな

い日でございます。それから天皇誕生日12月の23日というふうになっております。

こういうような旗日につきまして、実は小・中学校につきましてですね、この旗日に

つきましてどのように国旗を掲揚されているのか。それともう 1点、小・中学校で「君

が代Jが歌われているのかいないのか、この 2点につきましてお尋ねいたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

今、藤林議員さんの方からお話のありました日本の文化的な伝統、あるいは民族の歴

史というもの、こういうものにつきましてはやはり日本の教育の中で大事に取り扱って

いきたいと、こう考えておりますO
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今、祝日と申します明治17年当時と大分変わってきておりますけれど、祝日として取

り上げられている日につきましては、先ほど市長が話がございましたように、各学校で

も各学校のポールに日の丸を掲げて国民の祝日を祝っていると、そういうその状況でご

ざいます。

それから、なおこの「日の丸J、 「君が代jの問題でございますけれど、本年度から

学習指導要領が改定になりまして、今までの学習指導要領では卒業式とか、あるいは入

学式、そういうものについては「望ましいJと、 「日の丸を掲げ、君が代を歌うことが

望ましい」という表現で定められていたわけですけれど、新しい学習指導要領では「す

るものとするj というような形でのその表現が変わってきております。

せんだって 7月16日でしたか、文部省の方でも全国的な状況での発表がございました

けれど、平成 2年といいますか、本年度の入学式の状況、この状況につきましては一応

新しいその学習指導要領に基づきまして各学校取り組んだわけでございますけれど、小

学校関係につきましては、日の丸は確かに小・中学校とも100%掲げられております。

君が代の問題につきましては、小学校入学してくる子供たちというような状況で、まだ

そういうような指導等は当然受けておりませんし、迎える方も大体 2年生あたりですね、

その前の年に入ってきた子供たちが迎えるようなケースの学校が多くて、全体的には日

野市では20校のうち 9校、 45%というような形で、この中では斉唱というのと、それか

らメロディーを一応流すと、ただ式次第の中に取り上げたというような形が現実でござ

います。

それから中学校の方につきましては 8校中 7校、これも式次第の中に取り上げてメロ

ディ ーを流したというような状況で対応していると、そんな状況でございます。

0副議長(福島敏雄君)

015番(藤林理一郎君)

藤林理一郎君。

教育長さんね、私、今答弁いただきましたのはね、たしか小

学校、中学校でこういう問題が大変だと思います。というのは、よく子供さんなんかに

聞いてみますと、その君が代とかね、その旗日なんかのことを申し上げますと、お相撲

さんが思い出して私に、何かね、相撲、お相撲さんがあの歌を歌って相撲をとるのかと、

こういうようなことをたびたび耳にするわけなんですけれども、こういう ようなところ

から、やっぱりできますれば小学校に入ってからじゃなしに、その以前のですね、前の

何でしょうか、幼稚園、保育園というようなところから、 こう いう 問題に取り組んでい

かれるとですね、恐らく各学校の方でも自然にそのよ うな形になってくるんじゃないか

と。これは私は強制も何もしませんよ。私、自分は 日本人で、そしてもとも とそういう

「
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ようなしつけから、小さいときからしつけされてきております関係で、このようなこと

も必要じゃないかというようなところから私は質問させていただいておるのでございま

すから、そのような形にひとつとってやっていただきたいと。これは私自分自身じゃな

しに、小さいときから植えつけられてきたもの、教育の中に、また歴史の中にこういう

ことが取り上げていくべきことじゃないかと。そして人間というものは自然に恐らく静

かな気持ちになって、おおらかな気持ちにもなってくるんじゃないかというような感じ

からこういう問題を取り上げさせていただいたわけなんですけれども。

それと、先ほど国旗の話が市長さんから答弁いただいておりますけれども、学校側に

しても、私がよく入学、卒業式に第三小学校に参ります。そういうところで、第三小学

校も池田校長、今からもう十何年か前だと思います。この校長さんがおられた当時、国

旗がそれまでは揚がっておりませんでした。どうしても国旗を掲げてくださいというこ

とを私申し上げてございました。ところが、校長先生が揚げたくても、なかなか難しい

というような返事が返ってきたこともございます。

そうしまして、その後の何という校長でしたか、長谷川校長だったかな、この校長さ

んのころから国旗が屋上に初めて揚がりました。そういうようなところから、その高い

ところに掲げていただいた日の丸が、今屋上じゃなしに、卒業、入学式、体育館で行っ

ております、その体育館のところのフロアーというんですか、 フロアーですね、フ ロアー

にも揚がったこともございますし、壇上に掲げていただいたこともございます。やっぱ

りこれも話の仕方によってそういうふうにやってくださるんじゃないかというふうに、

初めて私そのと きに思ったんで、すけれども、 やっぱりその話し合いがスムーズになされ

ていないからというようなところで、こういう問題がなかなか解決していかない。

最近になりまして、ここに資料をいただいた中で、平成元年度に20小ある中で19小、

国旗ですね、掲げていただいたということでございます。平成2年度には18校掲げてい

ただいております。あとの 2校につきましてはどのようになって掲げていないのかわか

りませんけれども、詳しいことは私調べておりませんけれどもですね、こういうような

ことで、やっぱり教育の方で、できれば教育長からできるように、できるだけこの国旗

に参加していただけるような方法ですね、話し合いを持っていただけたらよろしいん じゃ

ないかなと。できれば両方にですね、校門または式場に掲げていただければよろしいん

じゃないかなと思います。

この入学式、それから卒業式については、国旗が校門、それから式場、それから壇上

とかいうところへ分かれまして、ことしの場合も18校が参加していただいたということ
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は非常に私、これ資料を見まして、ああ、よかったな、やっぱり日本人だなと、こうい

うふうに私は認識しております。

ですから一人一人ですね、できましたらこういうふうに掲げていただき、そしてまた

先ほども申し上げましたように、この庁舎にもどこ かに掲げていただいた方がよろしい

んじゃないかと、このように思っております。

それから中学校がですね、やっぱり同じく校門、式場、それか ら何ですね、壇上とい

うふうにして掲げていただいております。これもいいことじゃないかなと、 このように

思っております。

そこで、できましたら、元に戻りますけれども、君が代ですね、 君が代もできま した

ら日本人であるならば入園、それから入学、卒業というような式場に君が代を歌って、

蛍の光で別れていただけるような雰囲気づくりをぜひやっていただきたいと、こ のよう

にお願いをいたします。

最後になりますけれども、この立派な市民の森のスポーツ公園、日野市市民陸上競技

場でございますけれども、実は、私たびたび孫を連れまして散歩させていただいており

ます。そういう中でちょっとこう気がついたところを参考にしていただきまして、でき

ましたらそのようにしていただけたらよろしいんじゃないかなと。

一つ、料金の問題でございますけれども、年寄り の方、またあの周辺の市民の方が、

あのアスフアルトの上、それからコンクリートの上、夕方、朝晩、朝また夕方ですね、

運動をなされている方が非常に多く見受けられます。そう いうようなところからですね、

この運動場の周辺の方につきましては、これは高校生以上の方がこの運動場に入りまし

てですね、ジョギ γグする場合が100円という料金が掲げられております、入ったとこ

ろの入り口のところに。できましたら私の方からですね、これを、それはいろいろとあ

ると思いますけれども、やっぱり全般的に見なきゃいけないという回答が返って くるか

もわかりませんけれども、できましたらあの周辺の方たちだけでもですね、わずか10分

か20分間の問、あのかたいところを歩かしたり走らしたりするよりもですね、土の上の

運動場、 2周か 3周ぐらいしか回らないと思います。それをひとつ無料化にできないも

のかどうかということが 1点とですね。

それからもう 1点、実は運動場内で、実は運動場に入るまでのと ころに、 実は1寸 5

分ぐらいの真四角な、あれは私、土落としじゃないかと、 運動場へ向けて出るとき に、

あの上で履物の何をすってですね、砂落としという ふうに私は見ておったんですけれど

も、実は公園緑政課の方、社会課の方の何ですか、 体育課ですか、そこへ行って聞きま
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したところ、あれは砂落としじゃなしに一つのモデルというような形であそこへ入れて、

ああいうような設置をしたんだというようなことからですね、あの木が浮き上がりまし

て、けつまずきしてですね、運動場から上がってくる方はもうほとんどがですね、それ

から入る方にしてもですね、パジツとラシニ γグですか、なっている方が多いことです

から、つまずいてけがをしたという方を何人か聞いております。

そういうことから、あの木をできましたら何とかの方法を考えていただけないか、取

り外してしまうか、新たなものにつくりかえするか、そういうようなことをひとつ考え

ていただけたらよろしいんじゃないかなと。ま、細かいことでございますけれども、こ

れを 2点につきましてですね、ひとつ御回答をいただけたら と思います。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) ただいまの御質問にお答えいたします。

最初の市民陸上競技場の無料化の問題でございますが、これはたびたび申し上げてお

りますとおり、昨年多摩平の市民テニスコートの場合と同様に有料化に踏み切ったもの

でございます。有料化と申しましでもお一人大人100円を支払っていただくことになり

ますけれども、施設管理のために有人配置などをしておりまして、メ Yテナジスに費用

がかさむこと などから、その一部を御利用の方に負担をしていただくと、そういう考え

でございますので、この無料化につきま しては現在のところ踏み切る考えは持ってお り

ません。

それから 2点目のプロックの問題ですが、このプロックは間伐材でつくられた木のれ

んがでございます。やわらかみを出すためにという配慮のもとにこれが引力通れたんでご

ざいますけれども、屋外のために降った雨とか、それから降った雪の影響を受けまして、

これが膨張しましたり伸縮したりいたしまして、メジが膨らんだり縮まったり、そうい

うことから浮き上がって、それがはげてしまうと、そういう見にくい状態になるわけで

すけれども、中には無法者がおりまして、木れんがと知りながら、その上でわざとたき

火をして、いたずらをするような者もおります。

そういうようなことで、 つくられた当時から比べますと少々見苦しい姿を呈しておる

のが現状でございます。これにつきましては公園緑政課とも協議、調整をいたしまして、

最善の措置をしたいと思っております。

以上です。

OilJ議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今答弁いただきました運動場の使用料ですね、これはどうし
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てもだめだというような回答のようですo

ただしですね、できましたらあの周辺の方というふうに私申し上げましたけれども全

体、日野市全体的にいって、やっぱり今道路にしても舗装されまして、かたい道路ばっ

かりでございますから、できますれば砂・土のところに入って走りたいという、長時間

じゃなく短時間ですね、やられる方もたくさんおりますので、その辺のところをひとつ

お考えになって、できましたら今すぐとは言いませんけれども、ひとつ検討していただ

けたらよろしいんじゃないかなと、このように考えております。

次の木れんがですか、のことにつきま しては前向きのような検討をしますと、できれ

ばというような話がございましたものですから、これもぜひ一日も早く取り組んで、いた

だきまして、そしてけがのないようにやっていただきますようにお願いをいたしまして、

私の質問はこれで終わらせていただきます。

どうも皆さん、ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の2、歴史と教育について問うの質問を終わ

ります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ございませんか。

( r異議なしj と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後 0時15分休憩

午後 1時24分再開

一般質問15の1、市立病院の医薬分業についての通告質問者、馬場繁夫君の質問を許

します。

(13番議員登壇〕

013番(馬場繁夫君) それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

昨年の第4回定例議会で市立病院の建てかえ問題につきまして一般質問をさせていた

だきました。今回は市立病院の医薬分業についての質問をさせていただき ます。

医療におきます人間関係の原形は、医師 1人に対しまして患者 1人というl対 lの関

係であります。現在医療の進歩、複雑化は医療内部に専門分科を生 じさせる とと もに

医師の業務遂行を介助するために、多様なスタッフの必要性に迫られてまい ってきてお

ります。今後医療はますます技術の複雑化、高度化に対応するためには、医師だけでは
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困難となり、チーム医療等の型をとらざるを得ない、また医薬分業が叫ばれているとこ

ろでもあります。厚生省も医薬分業を推進するためモデル病院を指定するなど、医薬分

業の促進に努めているところであります。

高齢化に伴い糖尿病やリューマチ等、複数の病気を持ち、同一病院でも二つ、三つの

科目にかかったり、また幾つかの病院に同時にかかるかけ持ち受診もふえてきていると

ころであります。

現在 3万種以上の薬が流通し、同じ成分のものを重ねて服用したり、相乗効果で思わ

ぬ副作用が起きたりする危険性が指摘されておるところであります。患者が自宅近くの

家庭薬局を持ち、薬歴管理もされていけば、薬害の危険性を未然に防止することができ

ます。まず、市立病院より医薬分業を行うことがまず必要かと思います。

それで質問といたしましては、その市立病院の医薬分業の導入についてのお考えなり、

また方針なりについてまず 1点お伺いします。

2点目といたしましては、日野市の近郊の公立病院等におけます医薬分業の現状とい

うか、進捗状況について、 2点目は伺います。

以上 2点についての答弁をお願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。病院事務長。

O病院事務長(大崎茂男君) お答え申し上げます。

御質問の医薬分業でございますけれども、御質問の中にございましたように、医薬の

分業はですね、医師と薬剤師のそれぞれの独立した分野で、その持ち分を発揮していた

だくというような医薬分業の原則がございます。一般に医療につきましては医師が主導

で、あとはそれを補うスタッフ、レ Y トゲγとか検査とか看護婦とかおりますけれども、

調剤につきましては薬剤師法で、これは薬剤師さんの独占といいますか、専門の仕事と

いうことで法的に決められておるところでございますo

そういう中で、法的には決められておるものの、今までの医療と薬剤につきましでは

なかなか分業が行われてなかった経緯がございます。特に診療所と申しますか、開業医

さんにつきましてはお医者さん自身が薬剤、調剤する、薬を出すというようなことで、

この分業でなく医師の方に偏っているというような実態がございます。

御質問にありましたように、薬剤、薬につきましては薬剤師の専門分野でございます

ので、その管理と申しますか、薬の管理はもちろん、患者さんの薬歴といいますか、ど

んな薬をどのように飲んできたかというような薬歴管理、そういうようなことは薬剤師

さんが専門とするところでございますので、やはり分業が理想、であろうというふうに思っ
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ております。

そのような中で、厚生省はお話にもありましたように、昨年国立病院の医薬分業を促

進するような通知を出しでございます。これにつきましては、病院の薬の待ち時間の短

縮といいますか、解消ですね、待ち時間をなくすということ。それから御質問にもあり

ましたかけ持ち通院といいますか、薬の重複投薬あるいは副作用、そういうようなもの

を防ぐためにも医薬分業がよろしいということで厚生省も動き出したところでございま

す。特に医師会あるいは薬剤師会にもお願いしておりますが、厚生省としては直接の、

直轄の機関でございます国立病院をまずそのような方向に持っていこうというようになっ

ております。

御質問の市立病院の医薬分業について、どういう方針があるかということでございま

すけれども、この医薬分業につきましてはもちろん病院当局としても、その原則は承知

しておるところでございますけれども、病院側、つまり医師側と薬剤師側、それから患

者側、この 3者が一体となってこの分業に入っていかなければならないわけでございま

す。

そういう中では、現在薬剤師会さんとの話し合いもまだ十分できておりません。した

がいまして、病院を今後どうしていくか、あるいは建てかえというような問題が出てき

ますと病院内の薬局のあり方、それから医薬分業のことについて方向を定めなければな

らないかと思いますが、現状ではまだ薬剤師会さんとのコ γタクトはできていないとい

うような状況でございます。

それから、この近隣での医薬分業でございますけれども、公立病院といたしましては

小平にあります昭和病院がそのようなことをやっておりましたが、なかなかうまくいっ

ていないというようなことを聞いております。それから公立病院ではございませんが、

多摩市にある日大の永山ですが、そこの病院では最近、院外処方を行っております。 し

かしながら、どちらの病院も病院の外に薬局を置くということでありまして、たま たま

病院の中にある薬局が道路を隔てて一つ向こう側へ出た、あるいは隣のうちへ出たとい

うだけの第 2薬局的な院外処方でございます。本来医薬分業として行われなければな

ないのは、やはり薬剤師さんがおられるすべてのところに薬を求めに行けるというのが

原則でございますので、まだこの周辺の公立病院の状況では、 その 日が浅い 止し

なことが言えるかと思います。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。
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013番(馬場繁夫君) 答弁ありがとうございました。

0市長(森田喜美男君) 都の衛生局当局から各地域に出された照会文書だと思います

のアシケート状況から見ますと、説明しでも患者の理解が得られない46.1%、説明する

時間がない31.4%、説明するのにふさわしい報酬をいただいていない13.3%、患者が説

明を希望しない8.4%というようなア γケート結果が出てきておるんですけれど、これ

はあくまでも医者側からのそのア γケートの内容でありますけれど、非常にこのア γケー

トを見ても、なかなか患者から見ても理解しにくい医者の論理というのがここに一つ出

ているんじゃないかと思うんですね。やはり大事なことは、やっぱり患者が、病院の場

合は患者が主体なんだと、その主体者である患者に対してその情報を提供し、患者自身

が選択をしていく、また自分自身の方向性を決定していくと、こういうような方向が一

番望ましいということはもう周知の事実であります。

ですから、病気というのは患者自身のものでありますo 医者のものではありません。

ですから患者自身がその病状を詳しく知っていく、そして投与をされた内容のその薬に

つきまして十分認識していく、理解をしていく、その理解に基づきながら自分で判断し、

みずから病気に対して立ち向かつてし、く、そして病気を克服していくと、これが本来の

医療の基本になろうかと思うんですね。

残念ながら現状の中では、確かに今医者自身も限られた時間の中で多くの患者さんを

診ていかなきゃいけないという時間的な制約もある中で、なかなかその医薬分業が進ん

でいかない。結局医師が患者に対する本来必要不可欠の最少条件の副作用等についても、

医者側が患者に十分説明をしていないというのが現状であります。なかなか民間の通常

の病院にこの医薬分業をシステムを設けろといっても、なかなか実際は難しい問題も多

いわけです。

そこで、とにかくその一つの方向性を、本来の姿の方向性に軌道修正もしくはそうい

う方向性を導くためには、やはり行政の病院であります公立病院が推進的なその方向を

見出していかない限り、いつまでたっても旧態依然的な医療システムが続いていくわけ

であります。

そういう意味からも、やっぱり市立病院は地域の中核的な位置づけの中で新しい医薬

分業、当然厚生省が、先ほど答弁がありましたように推進しているところでもあります

し、積極的な対応をお願いしたいところでありますO

特に現在医者が診断をして、その結果に基づいて処方せんを患者に出し、その処方せ

んを持って調剤、薬局等に患者が行きまして、そこで処方せんに従って患者に薬を出し

ていただくと、このような医薬分業を、そういうことによりまして非常に大きなメリッ

トも出てくるわけです。先ほどの答弁の中に触れていましたように、まずーっは薬局の

再質問に入る前に、まず市長にちょっとお尋ねしたいんですけれど、市立病院の建て

かえということでありますけれど、 2眼がいいのか 1眼がいいのか、いろんな論議があ

るんですけれど、今回その論議じゃなくて、市長の今腹づもりの中で、大体市立病院の

建てかえはいつごろまでに建てかえを完了したいんだと、その期日についてまずお伺い

いたします。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

が、日野市にも地域医療計画の中で公立病院の増床の計画について問い合わせの照会が

まいりました。それに答える文書を規定のこの書式の中に書き込んでお答えをしたわけ

でありますが、現在の市立病院の建てかえは250ベッドの維持と、つまり増床分が88床

ということと、もう一つは平成4年に着手をしたいと、これは決められた形式の書式で

記入した内容でありまして、それをどのように具体化するかということが、また一方の

課題になると、こういうふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

今、市長から答弁いただきまして、平成4年にという、云々という答弁でございます

けれど、実際その病院を建てかえますということは非常に時間もかかりますし、また非

常に今後そのいろんな種々の論議も重ねていきませんと、そういう方向になってまいり

ません。

そこで、また本題に戻ってまいりますけれど、医者がその患者に薬を出すときに、非

常に説明をしてくれるかどうかという調査をしたのがありますけれど、その調査状況を

見ますと、十分説明をしてくれるというのが20.2%、少し説明をしてくれる29.4%、余

り説明してくれない33.5%と、全然説明してくれない10.9%、そういうようなデータが

あるんですけれど、患者から見ますと約60%の患者がその医師の説明に対して不満を持っ

ているというようなことが言われております。

また同じその説明をしてくれるという内容におきましでも、その服用の方法について

説明をしてくれるというのが88.1%と、あと効用について30.3%、副作用について9.7

%とあるんですけれど、実際の効用なり、また副作用についてはほとんどの医者が患者

に対する説明がないというのが今の現状であります。

また、じゃ医者から見ました、なぜ説明をしないかというような調査を日本医師会で
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専門的な薬剤師によりまして薬等が管理されていくんだと、また患者自身の薬歴の管理

が可能になってくると、非常にこの辺が重要な、今のシステムの中ではできない重要な

部分になろうかと思います。

また医師が薬剤師とのダブルのチェックを、薬に対してのダブルチェックが可能になっ

てくるんだと、そういうことによって重複とか薬害等も防げていくんだと、そういうよ

うなことも当然大きなメリットになっています。また、非常にいろんな難儀の中でも過

剰投薬の防止にもつながっていくと。非常に時間的に待ち時間の制約、長い待ち時間を

解消される等々、非常にメリットもあるわけです。

そういうメリットもありますのでね、先ほどの答弁の中では市立病院の建てかえのと

きにその方向を考えていくんだと、また現在の中では薬剤師会とはそういう話し合いな

り論議をしていないというような趣旨の答弁をいただきましたけれど、やはり市立病院

の建てかえ期間まではまだまだいろんな論議もありますし、随分先の、現実には先の話

になりますので、今から関係者と十分話し合いなり、また望ましい姿にいけるためには、

まず部分的でも市立病院の医薬分業を進めていくことが、長い目で見ますと患者にとっ

てもふさわしいし、また市立病院の建てかえのときに基本的に大きく医薬分業のシステ

ムが稼働するんじゃないかと思うんですね。

市立病院の建てかえに焦点を合わせますと、どうしてもそこの論議の中では種々のい

ろんな問題が複雑になりますから、どうしても並行してその医薬分業がシステム化しに

くい、また進むのも非常になかなか大変だということはもう当然予測もできることであ

りますか ら、 今から部分的でも、全部じゃなくて本当に部分的でも医薬分業を進めなが

ら、将来的には全面的もしくは大きくそのウェートを置いた医薬分業を、建てかえのと

きに焦点を合わせていくと、そういうような方向の中で、その辺の関係者の薬剤師会等、

積極的な市立病院の中では話し合いなり、また論議をしていただきたし、と思うんですけ

れど、それについて再質問をお願いいたしますo

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 建てかえを待たずにもっと積極的にというような御質問

でございます。医薬分業のメリットというようなことでお話がございましたが、これが

進んでいない、まだ全国的には10%、約10%、それも先ほど言いましたように仮営薬局

といいますか、薬剤師会が共同で、持つ病院の隣に置く、あるいは診療所の隣に置くとい

うような第2薬局的なものを入れて10%というふうに聞いております。そのような進み

ぐあいでございますが、その中には、その進まない理由の中にはですね、やはり患者さ

んが二度手間だと、病院に行って、あるいはお医者さんに行って、そこで時間をつぶし、

それからまたかなり歩いて薬局に行って、そこでいただくというようなことが一つある

こと。

それと、これは話し合いによってですけれども、病院が相当薬を用意するわけでござ

いますけれども、現在院内で用意する薬を各薬剤師さん、薬局庖がそれだけの薬をすべ

て在庫として持っておられるかどうか。つまり患者さんがその薬屋さんに行ったら、病

院から出していただいた処方せんの薬がすぐ手に入るかどうか、これがなかなかやはり

難しいということがあります。

それともう一つには、病院の中でいただく薬の値段と、それから病院から離れて薬屋

さんに行っていただく値段とでは手数料といし、ますか、処方の基本料が違ってきまして、

今までの病院でいただいている、払っている金額よりふえるというような経費的な負担

がありますo そのようなことでなかなか進んでいないというようなことでございます。

したがいまして、その分業を進めるに当たりましては、やはりすべての薬がどこの薬

屋さんでも供給できるようにということが前提かと思います。そのためには希望だけと

いうことで、あるいは部分的にということでなくて、やはり全体ができるような体制を

つくって、それから患者さんが病院で、時間が待たされても病院で薬をもらうんだと、

あるいは自分の近所のところでもらうんだという選択の自由ですか、そういうよう なこ

とが出てきますので、なかなかこの部分だけを院外にするということは難しいわけでご

ざいます。

しかしながら、御質問にありましたように、その薬歴管理あるいは薬公害、過剰の薬

投与というようなこともございますので、先ほどありましたように、厚生省も医薬分業

を進めていることでございますので、やはり患者、薬剤師会、あるいは医療機関、そう

いうようなところで検討委員会的なものをつくって進んでいくことになろうかと思いま

す。そういうような準備はしたいと思っております。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

今、種々なる答弁いただきましたけれど、大事なことは、 なかなか新しいシステムな

り方法を導入するためには、確かにいろんな問題点は当然あるわけですけれど、大事な

ことは患者が主体となってその病気を克服していくんだと。患者自身の選択ができる情

報なり、またいろんな選択できるようなシステムを導入することが今後の大きな患者自

身が病気を治していくための非常に大事な部分で、すけれど、その主体を忘れてしまうと、
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なかなか現在のいろんな慣例的な、歴史的な部分を乗り越えてですね、新しいシステム

を導入できませんので、積極的な検討委員会等を通じて、その中で論議しながら一番い

い方向を見出すようにお願いしたいところであります。

医薬分業は、世界的にはもう多くの国で実際もう行われているわけですね。特に先進

国の中でまだこの医薬分業が進んでいないのは日本と韓国の二つの国しかないと今言わ

れております。聞くところによりますと、稲城の市立病院におきましても非常に病院側

の、また病院の院長も医薬分業につきましては積極的な考えを持っていて、今実際薬剤

師会とか、非常にそのことについてよく論議もしまして、薬剤師会の方で病院の近くに

広が設置できればすぐに導入していくんだと、そこまで話がもう進んでいるというふう

にも伺っております。

確かにですね、やはり一番の難点は薬剤価格の差が、 2年ぐらい前ですかね、総額で

は1兆3，000億円に上っているというように言われております。その薬価の差益が医療

機関に入っていく、そのためになかなか、特に民間機関が非常に医薬分業がいいことだ

ということはわかっていても導入できない大きなポイントになっているらしいです。

どうか今後その医薬分業をやっぱり本来の厚生省の提唱しているような、本来の医薬

分業の方向が何とか日野市でも導入、また市立病院が先駆けて導入し、将来的にはこの

日野市内の町のお医者さんもこぞってそういう方法がとれるような方向にできるように、

まず市立病院側がよく薬剤師会の皆さんと、またいろんな医師会の皆さんとも病院側も

積極的に論議を重ねながら、将来的な新しいシステムを導入していただきたいことを強

く要望いたしまして、この問題を終わりたいんですけれど、やはりまたその進捗状況に

応じて、また今後質問なり重ねていきたいと思いますので、今後積極的な対応をひとつ

よろしくお願いいたします。

以上をもちまして、この問題は終わりますo

0副議長(福島敏雄君) これをもって15の1、市立病院の医薬分業についての質問を

終わります。

一般質問15の2、通学路の安全対策と交通問題についての通告質問者、馬場繁夫君の

質問を許します。

013番(馬場繁夫君) それじゃ引き続きまして質問させていただきます。

昭和63年、平成元年の交通事故によります死者数の急激な増加は第 2次交通戦争とい

う言葉を生み出しました。それは毎年のように 1万人弱で推移していました死亡者数が、

この 2年関連続いたしまして死者 1万人をオーパーを記録したからであります。

事故死傷者数のピークを迎えました昭和45年から20年間の交通事故の推移を見ますと、

戦後間もなくから年とともに増加しておりまして、昭和45年には死傷者数 1万6，765人

で、当時の人口のほぼ100人に 1人が 1年間に交通事故で死傷するという異常な事態が

ありました。

この年、交通安全対策基本法が制定され、 5年聞を計画期間といたします交通安全基

本計画が昭和46年にスタートしました。当時の日本はモータリーゼーショ γの番号明期に

当たりまして、 ドライパーのマナーの悪さ、信号機、横断歩道、ガードレール等の交通

安全施設の整備も大変組悪の状況でありました。国を挙げて環境改善に乗り出し、昭和

51年には死者数 1万を割りまして、また昭和54年には8，000人台に抑えられてまいりま

した。その後昭和55年から62年にかけまして、死者数は9，000人台でほぼ横ばい傾向を

示していました。対前年比の増加率も 5%以内におさまっていたところであります。昭

和63年より一気に11%近くまで上昇いたしまして、 15年ぶりに死者が 1万1，000人を超

えましTこ。

自動車の保有台数、運転免許保有者数を見ますと20年間で大きく増加しております。

自動車保有台数は、昭和45年に2，839万台でありましたのが、平成元年には約2.7倍の7，

540万台になっておりますO 免許保有者数も2，645万人から約2.2倍の5，916万人に増加し

たところであります。平成元年末の運転免許適齢人口に占める免許保有数は、男性約1.

28人に 1人、女性は約2.3人に 1人であります。 全体的には1.66人に 1人の割合で免許

を取得していることになります。

それに比べまして道路の伸び率は、昭和45年、 101万4，000キロでありましたものが、

昭和63年には110万4，000キロと、わずか1.08倍しか伸びておりません。現在の交通事情

としては、 20年前と余り変わらぬ道路に20年前の 2倍以上の車がひしめき合っている異

常な事態と言えます。事故をなくすための環境はますます複雑化してまいります。

平成元年度中の交通事故発生件数は66万1，363件で、死者数は 1万1，086人であります。

年齢別では16歳から24歳までの若者が28.4%、65歳以上の高齢者が22.7%と最も多い数

字になっておるわけであります。また交差点での発生が大変増加しているところであり

ますO

夜間別では、事故の発生件数が昼間63%、夜38%に対して、死亡事故発生件数は昼間

が何と43.5%に対して夜は56.5%と大変逆転をしているところであります。夜間用交通

施設の貧困さによりまして、また車のスピードが夜間は大変上がるということがどうも

原因をしているかと思えるところであります。
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また過去の一般質問等で子供の交通事故防止、また高齢者の交通事故防止、またモラ

ル、交通教育等につきましては過去に質問してきておりますので、今回はここを重複し

ない程度の中で 6点ほど質問をさせていただきます。

まず 1点は通学路の安全対策であります。幹線道路の交通渋滞のため生活道路への迂

固によります問題点であります。これにつきましては、都道155号線の朝の通勤時間帯

の交通渋滞のために、!日道の155号線に通勤車両が迂回をするため、平山小学校並びに

平山中学校の生徒たちの通学の危険性であります。この安全対策のために旧道155号線

の時間規制なり、また平山程久保線 3号線の進入禁止等の処置をしながら、安全対策を

早急に図っていただきたいということが 1点であります。

また 1の2点としましては、今後この幹線道路から流れてまいります、要するに生活

道路に迂回してまいります交通対策をどう進めていくかということであります。

それで 2点目といたしましては道路交通施設環境の整備促進という観点であります。

従来の信号機、横断歩道、ガードレール等の施設整備の促進は当然といたしまして、今

後の事故の変化に応じた施設整備を促進していただきたいということであります。具体

的に言いますと、交差点の事故が非常に多発しているということで、ドライパーが遠く

からも交差点と一目でわかるような点滅ブロックの設置、また交差点の照明の強化等に

よりまして交差点の事故防止ということであります。

また発想、の転換というか、事故があったことは道路が欠損であったことによって事故

があったんだという前提の認識の中から、電柱とかガードレール等の道路に突き出まし

た工作物等の見直しを積極的に進めていただきたい。特にその中におきましてはごみの

ボックスの件であります。非常にごみのボックスは利便性もありまして、多くの市民の

皆さんは設置に対しては強く希望しているところであります。ただ、この設置場所が道

路もしくは道路の歩道等に設置するために、交通障害の恐れがある場所も最近は多く見

られておりますので、この設置方の工夫ができないものか。また状況を詳しく調査し、

何らかの対策をとる必要があるんじゃないかと、これについてもあわせてお願いしたい

と思います。

また各敷地から伸びました樹木等によりまして信号機、標識等を見にくくしていると

いうような問題がありますので、やはりこの標識または信号機等が見やすいように樹木

の伐採なり、またその敷地の住民の皆さんにも協力していただきながら、この促進もあ

わせてお願いしたいと思います。以上が 2点目の問題であります。

3点目といたしまして駐車場対策であります。昨日、奥住議員よりも駐車場の整備に
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ついての質問等がありましたので、重複しない程度の中で、特に団地の駐車場問題を中

心に質問をいたしたいと思うんです。

駐車車両が関係した交通事故は大変増加をしていると O 事故の形態としては、駐車の

車両に直接追突していく、またその車両に、駐車車両が視野の妨げになりまして、飛び

出し等の発見がおくれて事故が起こると。特に夜間の事故が多くなっているということ

が指摘されていることであります。

現在団地を取り巻く駐車場環境は大変に厳しい、また深刻な問題となっておりますの

で、特にこの新設における公団、公社、都営住宅等の団地におけます駐車場の確保につ

いて、どういう今後取り組んでいくのかということをお願いしたいと思います。

また既設におけます公団、公社、都営住宅等の駐車対策、また市営住宅の駐車場問題

についての見解を伺いたいと思いますO

第4点目としてはパス路線の問題であります。非常に交通事故を減少するためには、

やはりいかに車両を、動いている車両を減らしていくか、減少するかということになっ

てまいります。そのためには市内の交通網を完備し、特にパス路線を完備することによっ

て、通常市民の皆さんが利用する車の台数を減らしていく。市民の多くの皆さんが 1台

でも、 1週間のうち何回かでも努力することによって、 非常に市内の走る車両の歩行台

数が減ってくることによって、当然交通事故の確立も下がってくるということになりま

すので、パス路線の促進ということであります。

また、現在ミニパス等が走っておるんですけれど、やはり一部南平地域等ですね、こ

の辺につきましてパス路線が抜けていると。その辺を早急に市内全域にパス路線が走る

ような、また今のミニパスにかわった、もう少し循環的なパスの構想、なり、市長の自身

の何か方策があるようであれば、またそれについても触れていただければありがたいと

思います。

5点目としては、救急車の普及率は非常に今日本は高くなってきておるんですけれど、

一番問題になっているのは救命率が非常に低いということで、これはなかなか難しい問

題でありますので、市立病院の建てかえ等に今後救命率を高めるようなドクターカ一等々

の設置等もいろんな働きをしながら、今後検討していただきたいということであります。

6点目としては、交通問題が非常に深刻化している中で非常にときを得たというかで

すね、非常に日野市の交通安全推進本部をことしの 1月発足し、非常に今論議して、交

通事故を少なくするよういろんな施策を今検討していることもあるようですので、非常

にこれについては的を射た、大変賛同できる部分でありますので、今後この問題をどう
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展開していくのか、また今後の状況についてお伺いします。

以上6点ですけれど、時間の制約がありますので、答弁はもう簡単明瞭にひとつ皆さ

ん御協力をよろしくお願いします。以上です。

O副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本亨ー君) お答えいたしますO

都道の155号線、今新しい155号線と従来からの155号線がここにあるわけですが、従

来からの古い方の155号線のことだと存じますので、この件につきましては日野の警察

の方にお伺いしたところでございます。

平山全体の南北を横切っています橋が平山橋、滝合橋、さらにその上に長沼橋とある

わけですけれども、この南側から北の方に抜けるためにこの道路が非常に橋に集中して

込んでいて、この通学の部分が大変込んでいると、しかも道路幅が狭いというような状

況にございます。ここをもし規制をするということをするにはどうしたらいし、かという

ようなことを含めて、日野の警察の方に、規制係の方に打診をいたしました。これには

地域住民、そこに住んでいる方、または通勤に車を使われる方、すべての方の意見が一

致して、かっ賛同が得られ、総合的に判断して最良と考えられる場合には可能であると、

の見直し、それからごみボックスの安全対策、安全施設の障害となる樹木の整枝という

のが御質問の趣旨でございますo

これについては本年2月に発足いたしました日野市交通安全推進本部においても、交

通安全の支障となっている問題点の整理の中で論議が行われております。夜間交差点の

発光びょう等のものについては、効果的なものについては計画的に重要箇所への設置を

検討していきたいと思いますo

それから電柱等の工作物の見直しでございますけれども、電柱の設置する事業者と協

議していきたいと思います。

それから、なおこの中のごみボックスの設置については、道路管理者の立場から安全

確保のために所管部課と今後も調整をしていきたいと思います。これによって、また一

定の基準もつくる必要があるので、その作成もしていきたいというふうに思っておりま

す。

こういうことでございます。

それから樹木の整枝については所有者がおりますもので、所有者とも調整をして、支

障のないように努力をしていきたいと思います。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

それから、それを考えるには、まず規制による波及効果の可否を十分考えなければい

けないと。規制によって、必ずその人たちは車をやめるわけでないわけですから、どこ

かへ流れる、その規制によって流れる周りの細い道、またそこに必ず被害とか、いろい

ろのことが出ると。児童、子供たちも通学路としてそこだけじゃなく、また帰ってから

の問題等があるというようなこともおっしゃっておりましたo それから、規制強化のみ

を重視して、児童の安全対策は万全で、あるかどうかというような広い範囲で考えて対応

しなければいけないと、こういうようなお話でございましたo 規制につきましては地域

住民のほとんどの方の賛同が得られないとなかなか困難であると、こういう状況でござ

います。

0副議長(福島敏雄君)

0企画財政部長(長谷川暢男君) 3点目の駐車場に関連しての問題、都営、公団、公

0建設部長(橋本栄禽君) 2点目の道路交通施設の環境整備の促進という御質問の中

社等の御質問でございます。

過去、安全対策上あるいは環境整備上、各関係機関に駐車場確保の要請をしてきたと

ころでございますo よって、本年2月、本年の平成2年度の4月1日以降、東京都にお

きましては都営住宅等の駐車施設の設置方針を確立しておりますO これによりますと、

都営住宅建設に当たっては駐車場30%、都市整備公団においては60%確保するというふ

うな一定の方針を確立しておりますo よって、条件等の、もちろんその公団の設置場所

の条件もあるわけでございますので、なお一層我々も駐車場確保に努力していきたいと

いうふうに思っております。

4点目のパス路線の関係でございますが、確かに市内交通網体制jの確立によっての循

環パスの運行、パスの拡大によっての自家用車の減少させる方策等があろうかと思いま

す。しかし、道路網の関係等もありまして、従来から現状進んでいるパス路線の拡大の

部分についてはお答えしているとおりでございます。しかし、それだけではなかなか進

まないということがございますので、なお一層パス路線の拡大等を含んで、何らかの方

法で解決しなければいけないということで、実際に実現化できるような方法を考えてい

建設部長。

でお答えをさせていただきたいと思います。

この環境整備の中では交差点の照明の点滅プロックです、これは市役所の東側のとこ

ろの今道路のところにもついておりますけれども、発光びょうで夜間になりますと点滅

している道路上の施設でございます。これの促進、また電柱、ガードレール等の工作物
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013番(馬場繁夫君) それぞれの答弁ありがとうございました。

きたいというふうに思っております。

以上です。

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 3点目の中の市営住宅の関係でございますけれども、お答

えをさせていただきます。

御案内のとおり、市営住宅は公営住宅法に基づいて建設をされております。住宅に困

窮する低額所得者に対しまして低廉な家賃で住宅を提供するという目的がございますの

で、市営住宅につきましでも一戸も多く市民に提供したいということで建設を進めてま

いりました。基本的にはこの考えでございます。現在車をお持ちの方は各自で団地外に

民営の駐車場を利用して確保いただいております。

以上でございます。

なければならないということで現在いるところでございますO

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

0副議長(福島敏雄君)

0建設部長(橋本栄薫君)

建設部長。

6点目の交通安全推進本部の内容と役割と方向についてお

それでは再質問させていただきます。

第 1点目につきまして、通学路の安全対策でいろいろ答弁いただいたんですけれど、

非常に何のための交通対策なのか、何のための警察の組織なのかと疑いたくなるような

厳しい答弁でありましたけれども、もう少し、確かにいろんな波及効果、一つの規制す

ることで波及効果、これは当然ですけれど、あそこの場所をよく調査していただければ

わかるんですけれど、旧道の155号線をとめることによって大きなマイナス要因になる

ような波及効果もしくはそのほかの部分は、どうも出てくることがかなり少ないなあと

いう地域であります。特に学校周辺の道路については非常に規制jもしてありますし、規

制はしやすい場所でありますので、これは積極的にその担当の部局は警察にもお願いを

していく、また警察にもお願いどころか、その通学路という中での小中学生の危険防止

のためには、しっかりもう対応していただきたいんですね。

この旧道の155号線を通って、本当に長さとしては十五、六メートルあります。道路

の幅員が 3メーター未満の平山一程久保 3号線というと ころがある んですね。ここ を通

るときに非常に危険なんですね。そこに本当に幅員狭いところに、 PTAの皆さんが調

査したデータもあるんですけれど、要するにこの周辺を 7時45分から 8時20分の聞に約、

曜日によって違いますけれど大体120台から、多いときには200台の車がこの短時間の中

で通勤の車が通過するわけです。そうしたら通勤の皆さんは時間と勝負ですから、どう

しても安全ということも含んでいるんですけれど、どうしても早く行きたいという中で

トラ 7+ルがあったり 、またこの周辺は非常に道路が複雑化しています。そこへ子供たち

が通るためには、あちこちに気配りしませんと非常に危険だと。

そして先ほども言いました平山、その旧道の都道155号線を通って、そして約十四、

五メーターの長さの平山一程久保 3号線を通ると、ここのとこが一番ネックなんですね。

ですから、ここを何とかこの都道155号線の規制なりをしながら、この部分を対応すれ

ば、まず危険度がかなり少なくなると。

将来的にはこの地下道の問題ですね、地下道は本来この都道をつくるときですね、地

域のお百姓さんの車、もしくは種々の機械が通りやすいために、その地下道をつくった

とし、う経緯があるんですね。そこに今は通過道路的な意味合いが強くなっていると。将

答えをさせていただきたいと思います。

日野市の交通安全推進本部は平成2年の 1月11日に要綱が設置されました。同 2月の

9日に発足をいたしました。この本部は、すべての市民を交通事故から守り、安心して

暮らせるまちづくりを総合的に進めるために設置をされたものでございます。本部長は

建設部長でございます。交通安全の事務を所管する部門の責任者として、実務的実践的

な効果を期待して、この建設部長が本部長になったということでございます。

所掌事項は、交通安全に関する施策全般の充実、安全教育、その他では担当する事項

を明確にし、単なる調査、研究、協議にとどまらず実践的な機能を持たせ、交通安全施

策を強力に推進させようとするのが趣旨でございます。

庁内の関係部局の課長を中心に構成いたしまして、組織横断的に検討を行っておりま

すO 会議は毎月 1回のペースの会議を持って、その間必要な調査も行い、施策の確立、

重要な役割を果たしております。

今後もこの本部については、この本部の充実を図り、施設の体系化を実現していきた

いという意気込みで現在進んでおります。

以上で、すo

O;IJ議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) ドクターカーの関係でございますが、今の段階では実

現していないわけでございますが、今後において、それらの施策について検討していか
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来的にはここのところを何とか方法を考えませんと、これは付近の地域のお百姓さん、

もしくは自治会の皆さんとも今後ある程度の時間の中で論議して解決していただきたい。

それをやはり学校当局なりがですね、また管理課等が積極的に対応していただきながら

この対応をしていただきませんと、今の状況ではもういつでも事故があってもおかしく

ないと、今大きな人身事故がないのが不思議ぐらいだということになるわけです。

もう時間がないんであんまりあれなんですけれど、いろいろと交通事故のデータを見

ますと、幹線道路が約60%の交通事故が起きていると、また死亡事故が起きていると、

それに対して40%は生活道路に今事故がふえてきていると、特に死亡事故よりも死傷者

事故が非常に多くなっていると、r これが今の交通事故の実態なんですね。ですから、今

後こういう生活道路をどういうふうにしていくのか、特にその迂図的な部分を今後総合

的にですね、早急にこれは、ここだけじゃありませんから、滝合小学校の周辺とかです

ね、あちこちに問題がありますので、何とか方法を詰めていただきたいと思います。ひ

とつその辺はもう早急に対応していただきたいと思います。

それと同時に、この第2点目になりますけれど、いろんな施設の道路の安全確保のた

めの、各ダストボックス等々の問題についてもですね、早急に何か基準をつくっていた

だいて、こういう条件であれば道路にも置けるんだとかですね、その安全基準をつくっ

ていきませんと、それによっていろんな事故も誘発してまいりますので、今後関係機関

と、そのボックスを継続という前提の中で十分その論議を進めていただきたいと思いま

すので、その辺をひとつよろしくお願いします。

それからあと、その生活道路をいかに安全を確保するかということで、そのロードピ

ア、コミュニティー道路の導入ということが非常に大事な部分になろうかと思うんですo

この件については随分前にも質問させていただきましたけれど、今後新しく道路をつく

る場合、またいろんな開発行為の場合、また現在の生活道路の中においてもですね、導

入できるところは積極的にこのロードピア、入口を極端に狭くして通過道路に入りにく

くする、またその道路の中に花壇をつくったり、また樹木を植えたりして、スピードを

減速しないとその道路を実際通れないと、そういうような方式を用いながら生活者と、

要するに人と車が共存共栄して、安全かっそこに一つのコミュニティーとしての位置づ

けができるような道路づくりをすることによって迂回車両、またもしくは生活道路の危

険性の防止になりますから、その辺も積極的に今後の施策の中で対応していただきたい

と思うんです。

確かに日本の場合は、その生活道路にあわせて通過車両が行きやすいような幹線、も

しくは準幹線が整備されていませんから、欧米諸国のようなこの手法を全面的に取り入

れることはなかなか難しいかと思うんですけれど、今後できるところからその辺の施策

を進めていただきたい。この辺もあわせて、先ほどの何点かも答弁をいただきたいと思

うんですよ。

それからあとですね、駐車場の問題ですけれど、非常にこれ駐車場の問題はいろいろ

と問題ありましてですね、例えば日野市の住みよいまちづくり指導要綱が今年度の 8月

1日から改正になってきたんですけれど、これを見ましでも、いろんな民間の方が建て

る場合ですね、例えば第 1種住居専用地域につきま しては駐車場の保管義務が50%だと、

また第2種住居専用地域についても50%だと、住居地域の20%をそういうふうに具体的

に建てる建物の敷地内に、その世帯の50%の駐車場を設置しなきゃいけないんだという、

そういう要綱が出て明確になってきているんですけれど、それと同時にですね、この適

用の除外事項の中で、この要綱に基づく規制は国、地方公共団体、及び公団、公社が行

う開発事業については適用しないんだという適用除外というのがあるんですね。確かに

一方でわかるんですけれど、今大きな問題になっているのは都営住宅、公団、そしてま

た公社の大量のたくさんの住まいがある中で駐車場が確保できないという中で道路に駐

車している、また周辺もなかなか駐車場がないのでやむを得ない、いろいろな部分が問

題になっているんです。

ですから、確かにこれは除外の意味はよくわかるんです。先ほどの答弁の中でも、東

京都においては、都営住宅については30%、そして公社については60%ですか、設置し

ていくというような方針が出たということで論議されましたけれど、今後新しく都営な

いし公社、もしくは公団等の公共的なそういうような団地等ができる場合については、

少なくとも民間に要綱でうたっただけの50%は確保できるように、これはもうしっかり

と対応していただきたい。

東京都の30%というような、そういうようなのを出しましたけれど、市としては、そ

れはしっかりとした対応をしていく必要があるんじゃないかと。実際は住まいの方の70

%以上は実際車を持っているというような状況でありますO ですから、その辺を十分踏

まえて、新しくできるところについてはしっかり対応していただきたい。

それと同時に、今古く、現在あるところはどうしょうもないんですね。もう自治会の

皆さんが一生懸命やって、いろいろと知恵を出してですね、交渉しているんですけれど

何ら進んでいかなし、。そこでもう少し現実的には公社、公団、都営住宅だけの問題では

なく、その周辺の市民の皆さんも大きく迷惑がかかっているわけです。ですから、日野
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市も積極的に公社、公団等に働きかけて、何らか既設の団地のその駐車対策にはしっか

り対応していただきたい、それもひとつ後で答弁をお願いします。

それと同時にですね、今回、ことし、今年度と来年度に調査をして、平成4年度から

その駅周辺の商業地域、権利商業地域に一つの網をかぶせて、そしてそのうちの30%は

公共、 70%は民間に負担をしていただきながら駐車場を整備していくんだと、そういう

一つものをつくっていくんだという方向は非常によくわかるんです。またそれは歓迎で

きるんですけれど、今の法令の中では、その園、都が助成するのが利子補給程度しかな

かったのかな、非常にそういうものの網をかぶせても、現実にはなかなか民間の活力を

導入していくだけの何か得策というか、そういう民間の人を動かすだけの何かメリット

というかですね、その辺がどうも希薄のような感じがするんです。

ですから、やっぱりこれから園、都に対しても、そういう助成なり、また、じゃ日野

市の中でどの程度それができるんだということもですね、今後論議を深めた中で平成4

年度の実施ということをあわせていただきたいと思うんです。

その網をかぶせであるところはまだ多少いいんですけれど、ただ大きな団地の周辺に

ついては現実には大変な問題なんですね。だから、そこを網は実際かぶせる法律はあり

ませんから、そこをじゃあ今後ですね、こういうような駐車場の検討の中で、今後既設

のそういう分についてはどう日野市独特の方策を用いながら、特に大きな団地の周辺の

中で、一般の市民の皆さんが駐車で因って迷惑しているいろんな、そういうことを考え

て、何か日野市独特の方策を用いながら、そして、そういう駐車場問題を解決できるよ

うな新しい方法もあわせてこれ検討していただきたいんです。

そういうことによりますと随分駐車場のことも軽減できます。幾ら公団、都に要望し

でも、設置できる台数というのは、今の現状の敷地の中で対応するとなると限界があり

ますか ら、そのはみ出た人は周辺のいろんな駐車場をお借りするしかない。駐車場の金

額が上がっていったり、いろんな周りの周辺の人が迷惑かかって困っている部分があり

ますので、これは日野市の問題でも逆にありますので、その辺の対策を今後早急に検討

していただきたいと思います。

それとパス路線、また緊急医療のドクタ ーカーについては、今後しっかりとまた論議

しながら検討していただきたいと思います。

そして第6点目の交通安全推進本部の役割というのはよくわかりました。実務的にやっ

ていくんだということであります。

ところが、今のその交通事故の問題というのは、今まで昭和45年から昭和63年に至る
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までのようにですね、ただ道路のいろんな整備をすればもういいんだという時代じゃな

く、非常にもう車両もたくさんふえましたし、今までの施策をこのまま進めていっただ

けではもう交通事故は減らないんだというような、今非常に重大な時期に指しかかった

わけです。

そこで、どういうふうにして根本的に交通事故を減少させていくかという新しい発想

の転換をするというか、新しい観点の中で、少な くとも今後の交通施策に対してのビジョ

γというか、その計画とか基本方針を、確かに今、実務的な交通安全推進本部を設置し

たということを言われましたが、 それと同時にですね、せっかくこのようなすばらしい

システムが、本部が設置されましたので、何とかそれをさらに最大限に活用できるよう

な方法をひとつお願いいたします。

そうしますとですね、日野市も非常に交通安全が強化されてお りますので、特に通学

路の問題についてはですね、非常に差し迫った問題が多い場合もありますので、こうい

う問題も具体的に土台に、本部のその中の土台にあげていただきまして論議して、小学

生、中学生を含んだその通学路も早急に対策できるよう なものを図っていただきたいと

思うんです。

時間も本当に厳しくなりましたので、市長も含んでですね、それぞれの担当の方、一

言ずつ答弁をお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) まず 1点、 2点についてお答えをさせていただきたいと思

います。

平山の小学校周辺の通学路にかかる交通規制jの問題については、以前、学校関係者が

交通管理者、要するに日野警察に相談に行っているということを聞いております。結論

はまだ出ており ませんけれども、この件については規制の効果とか、波及する問題点と

か、 当該道路に接する居住者の利益、代替策の有無と か、こういう周辺交通の影響など

を交通管理者の方ではここで検討に入っていきたいというようなことを言われました。

きょう御指摘の点については、道路管理者としてま た交通管理者の方に要請をしてい

たし、と思い ます。

それから 2点目のロードピアの問題でございますけれども、確かに今我々が技術的の

中で生活道路をつくっていく中では、こういう問題点を当然出していかなきゃならない

という今時代に来ておりますもので、よくこれから この設計をする担当の方とも、この

問題について検討をさせて、採用ができれば、そ ういう問題も努力 していきたいと思い
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ます。

それから、私の最後になりました 6点目の交通安全対策の中の問題点でございますけ

れど、確かに今御指摘がございましたことを十分踏まえまして、今後この交通安全対策

の安全対策の中で努力をしていきたいというふうに考えております。

以上ですo

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

人なりの視点、または子供たちの視点、結局生命が尊厳していく中での人の命が一番大

事だ、当然なことなんですけれど、そういう視点をさらに深めた中での交通安全対策と

いうんですかね、そういうような指摘、そういうような方向の中で何か 日野市独自の一

存にあるような部分ではなく、もう少し日野市としての安全対策の基本の計画な

なりを、また今後将来的にはつくっていただいて、それに基づいて従来の施策とあ惨

ながらその整備をしていくというか、そういう方向について何か、市長もう少し何カ

るようであれば答弁をいただきたいと思うんですけれども。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 即答できるものは今はございませんが、いろいろ工夫をして、

周知を集めて効果を上げたい、このように考えます。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 端的な答弁、大変ありがとうございました。

以上でこの問題は終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって15の2、通学路の安全対策と交通問題について

の質問を終わりますO

一般質問15の3、平山地域の文化・生活環境整備促進についての通告質問者、馬場繁

夫君の質問を許しますo

013番(馬場繁夫君) それでは質問をさせていただきます。

この問題につきましては、きのう飯野議員からも、特に平山駅の文化施設の云々とい

う質問がありました。私自身もこの問題について昨年の第 3固定例会でも取り上げてき

たところであるんですけれど、問題点としましてですね、非常に平山地域というのは歴

史と古い町でありますし、非常に道路状況も悪いところでありますし、なかなか文化的

な部分も少ない、日野市の中でも非常に少ない地域であるわけです。

昔ですね、前にも質問したことがあるんですけれど、快適環境という部分から見ます

と、要するに日野市のどこの地域におきましても、快適環境という部分を総合トータル

的に見れば、確かに一つは利便性がすごくあっても、そこでは樹木が少なくて、そうい

う環境は余りよくないとかですね、個々のそれぞれの地域の特徴があっても、総合的に

は日野市のどこの地域でも総合評価で見れば大きな差がないんだと、そうい うようなま

ちづくりという視点が今後は非常に大事だと思うんです。それが一つの公平感になって

いくと。利便性があってもほかのものはよくない、でも総合的には非常にこ うパラ γス

がとれているんだと、そういう一つのまちづくりの観点か ら考えますとですね、やっぱ

0企画財政部長(長谷川暢男君) 3点目の駐車場の関係でございます。都営あるいは

公社、公団に対する要請でございます。先ほど申し上げましたのは、平成2年から新設

部分の関係を申し上げたわけでございます。当然既存の住宅がありますので、今後なお

一層駐車場確保についての要請を強くしていきたいというふうに思っております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 交通安全の問題は今日の車社会の、まさに焦眉の急の課題と

して受けとめております。いろいろ手立てを講じながら総合的に安全性を高める、要す

るに事故をなくするということを大きな眼目といたしまして、諸施策、御提言を十分対

応させていただきながら、進めてまいらなきゃならないという行政の責任として受けと

めております。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) どうもそれぞれ答弁ありがとうございました。

特に現状のいろんな施策を進めていただくと同時にですね、交通安全推進本部の役割

は、実務的な部分がどうも中心でありますので、当然実務的なことは積極的に今後やっ

ていただく中に総体的な、各管理課の皆さんだけじゃなく、それぞれの部署の皆さんも

参加の中で、その英知を出していただきたいなということですね。

特に本部名簿を見ますとですね、企画財政部では広報課長だけがこの担当者になって

いるんですねo ですから、企画財政部長なり企画課長なりが、当然今後そういう出席の

中で、そういう新たな今後の交通基本計画の策定なりをもしやっていただけるんであれ

ば、そういうことも必要かなあという気がするんです。

どうですか、市長にこの辺についてお伺いしたいんですけれど、現在のこの交通安全

推進本部の役割が実務的のことが今中心でありますが、あわせて先ほど市長からもいろ

んなお答えいただいたこと等もあるんですけれど、交通安全基本計画的にですね、今ま

での既成の種々の施策は当然進めながら、いろんな安全という中で、例えば歩行者なり
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り平山の地域も非常にそういう総合評価というのはかなり底辺の部分に当たるんじゃな

いかということが現状の中からよくわかると思うんですけれど、じゃあどういうふうに

展開することが、その平山の地域の歴史がある場所の今後将来的に活性化なり、してい

くかなという観点から考えた場合は、一番大きな目玉の一つが駅周辺の文化施設を中途

半端な文化施設じゃなく、ある程度の中核的な意味合いを含んだ文化施設をつくってい

くことが、非常に駅を中心とした平山地域の大きな活性化というか、ィ γパクトを与え

る手法になるのかなという気がするんですね。

そういう意味から見ますと、今の公共施設、図書館と大地区センターというこつの公

共用地をあわせ持っただけで、は、なかなか中規模的な施設にはどうかなという気もする

わけでありますけれど、何とかいい工夫はないかなという観点になるんですけれど、一

つ考えられますのは、ちょうど平山の駅、京王線と浅川に挟まれた約 3ヘクタールの水

田があるんですね。農家の方も、中には将来的に何とかやっていきたいとか、いろんな

今思惑も出てきております。

そして、どうもこの辺を、今後組合施行になるかどうかわかりませんけれど、何か新

しい手法の中でその部分を活用していきながら、場合によっては、その駅広を含んだ、

また京王も含んだ中での、その北側の約 3ヘクタールも含んで、何か新しい手法の中で

一つの区画整理なりしながら、新しい平山のへそ的な部分、そこには公共施設もできれ

ば、理想的な部分でいえば、そこにお年寄りから本当に小さなお子さんまでも集まって

いけるような文化施設的な、図書館もあり公民館もあり、そして老人の方も安心してそ

こで語り、おふろに入っていけるような、そういうような集約した複合施設的な文化施

設があると、そこが地域の大きなコミュニティーの場所でもあり、そこに来て、お年寄

りも若い人も子供もみんな一緒になっていろいろと接していける。

そこが何か昔からそこの地には平山の小学校があったと、昔、あそこの平山小学校区

に多くの方たちが一つの中心的な存在の中で集まってきて運動会ゃったり、いろんなこ

とをやってきたと。その役割的な部分がこれからの行政の中での大きな複合施設になり

得る可能性があると。非常にこうそうすることにより、ある程度の波及効果の中で平山

町も建てかえ等の中でも、それに即した中の新しいまちづくりができるのかなあという

気がしますので、できることならですね、そういうような文化施設を、中規模の建設と

同時に、その地域の地主さん等の理解を深めながら、そういう人も巻き込んだ中で、何

か3ヘクタールの活用というんですかね、そんな一体の中で考えていけたら非常に変わっ

てくるなという気がしますので、その辺の施策についてのですね、これは市長になって
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くるかと思うんですけれど、何か市長自身のお考えなり、方向性なり、またいただけれ

ばありがたいと思うんですけれど、それについての答弁をひとつよろしくお願いしますO

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 用意をしているお答えではございませんが、今具体的に京王

線と浅川堤防の聞の 3ヘクタールの今後の活用ということに触れられましたので、一言

お答えをしておきたいと思います。

このことにつきましては、たまたま平山の地主さんの立場にある方から別の要件で、

つまりお寺の緑地を公有化してくれと、 こういうことにあわせてお答えに触れました。

と言いますのは、今浅川の建設省の仕事として河床を切り下げる仕事が計画されつつあ

るわけでありまして、建設省の、とにかく日野市に可能なところをすべてスーパー堤防

にしていきたい。つまり河床の泥土をうまく使いたいという意味もあろうと思っており

ますけれども、その際に、建設省にまだ伝えたわけじゃありませんが、ひとつあそこを

スーパー堤防にしようじゃありませんかと、そして線路まで、水田をこう平らにしよう

じゃありませんかと、その中で、いずれは耕地整理なり、あるいは区画整理なりの手法

によって、将来の利用の方途を描いておこうではありませんかと、かなり気の動くお言

葉でもございましたので、ぜひ地元にもお呼びかけをして、建設省のまたそういう手法

も導入をして、 一つの土地利用の将来方針をつくる必要があるなというふう には感じて

おります。

その際に公共用地を確保して、確かにおっし ゃるところの旧平山の一つの目玉をつく

る何かが見通せるというふうにいたしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 積極的な答弁、大変ありがとうございました。

非常に平山駅周辺は道路事情も悪いのでありますので、そういう計画の中で、できる

ことなら南北を結べるような道路が一本できるならば、そういうような市長がおっしゃ

るような方向の中で推移しますと、本当にこう地域の中で新しい活性化したまちづくり

に発展してまいりますし、現在ある 3ヘクタ ールの場所がそれぞれの中でミニ開発して

いきますと、もうあの地域は残された平山の最後のまとまった地域でありますから、

ニ開発等が進みますと、それができなくなりますから、そういう中でですね、それの時

間的な余裕もない中でございますから、ある程度そういう方向を提示していただきなが

ら、地域の皆様にも当然働きをかけていただきながら、本当にこうあそこが新しい平山

の位置づけになれるような施策、また文化施設的な部分がで、すね、中核となれるような
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新しい文化構想、の中で、ただこう箱物をつくるだけじゃなく、地域住民と一体化とした

文化施設という位置づけの中でやっていただければ大変ありがたいと思いますので、そ

の辺を含めましてですね、今後その問題に取り組んでいただきたいと思いまして、この

問題を終わります。

の段階では模索の段階です。

ここに岡田正章という日野市の幼児教育研究所の方の「保育制度の展望」という著書

があります。なかなか立派なものです。

それで、国段階で各党がどういう考えを持っているか、簡単に読み上け'てみたいと思

います。

自由民主党はですね、一元化よりは両者がその目的、機能を十分に果たし得るよう、

整備、充実に努めることが必要である、こういうふうに言って、率直に先ほど申し上げ

ましたように、いわゆる二元という ことから抜け出すという考え方に立っていないよう

であります。

我が日本社会党は申し上げるまでもなく、二元化の現在の現状は改められるべきであ

ると、こういうふうに言っております。

公明党は、我が党としては新しい幼児教育機関に改める幼保一元化が好ましいのでは

ないかと考えている、こういうふうに発表になっております。

民社党は、幼稚園には保育所の機能、保育園には幼稚園の機能をあわせて持たせるこ

ととし、保育を必要とする幼児は授業が終わっても保育ができるような制度とする、ま

たと、こうなっております。

日本共産党は、幼保一元化への接近の具体的な取 り組みとして、幼稚園の保育時間の

延長、保育所の教育機能の強化、公私立の保育所、幼稚園の適正配置、適正規模化、保

育所、幼稚園の保母教員の合同研究の奨励など、現行法のもとでも市町村の努力で実現

可能な施策を推進をすると、こういうふうになっておりまして、 各党の態度とし、います

か、それはこんなことであらわされております。

以上のこと、国の段階ではどういう状況であると いう ことを、今申し上げたとおり認

識をした上で、日野市ではどうしてきているか、このことを振り返ってみたいと思いま

0副議長(福島敏雄君) これをもって15の3、平山地域の文化・生活環境整備促進に

ついての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに御異

議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後 2時42分休憩

午後 3時12分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問16の 1、 「幼保一元化」は幻かの通告質問者、名古屋史郎君の質問を許しま

す。

(28番議員登壇〕

028番(名古屋史郎君) それでは、 「幼保一元化」は幻か、題しまして質問をさせて

いただきます。

生涯教育が叫ばれている今日で、小学校就学以前の乳幼児の教育は大切である、この

ことについてはどなたも異論のないところだろうと思います。

我が国の明治以来の保育、教育の歴史を見るときに、保育園そして幼稚園、それぞれ

の施設があり、制度的には文部省、厚生省の所管であり、今日まで運営されてきており

ます。そして、それぞれの施設に格差があり、今日に至っていますo そのことは日本の

近代教育の本質とかかわっており、 それぞれ必然性があると考えられますO

しかし、保育を受ける子供の側に立って考えれば、幼保別々に区別することは差別で

あり、親や設置者、それぞれの意図で制度的にも内容的にも二元化されている現状は子

供の発達にとって誤りであり、一日も早く是正きれなければならないと考えます。

したがって、一元化構想は近代における教育の本質観、そして体制を転換しなければ

成り立ちません。そのため近代教育の上で、幼稚園、保育園の基本的性格を変革しよう

としなければ展望は関かれていきませんO 現在の国の制度では、先ほど申し上げたとお

り、明治以来、いわゆる二元であり、今日もなお一元化の方向は、率直に言ってまだ国

す。

まず、昭和45年ごろから日野市では幼保一元化が検討され、推進をされてきました。

すなわち市側、議会、研究者が都の援助で幼児教育センターなる施設を設立を目指しま

した。しかしながら、残念ながらこれは実現をいたしませんでした。この実現をしなかっ

たまでの聞が約10年間。そして東京都との関係のため断念をしたわけでありますが、そ

れでは都の協力がだめなら市として進めようということになり、約 2億円の建設予算が

用意、されました。しかしながら、これもその翌年、すなわち昭和58年に建設見送りのや

むなきに至りました。いわゆる幼保一元化を目指したところの幼児教育センターなる建
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物は、今日までは建設されていないわけであります。日野市としては二度の挫折といし、

ますか、とんざを味わったわけで、ありまして、一自治体の力の限界というか、さまざま

な壁があったと考えられます。

しかし、施設がなくとも、国の制度が二元であっても、幼児教育を先ほど申し上げま

したように、本来のあるべき姿にしようとする市の姿勢、研究者の努力がこれまでもず

うっと続けられている、このことは大変とうといことであると敬意を表するところであ

りますO 要するに市としては旗印は幼保一元化を目指すんだ、こういうふうに20年前か

ら旗印を掲げて現在に至っているわけであります。

しかし問題は、その実現がどれほどされてきているか、実効が上がっているのか、こ

のことについて、特に教育委員会を中心にお考えのほどをお伺いしたいと思います。

もちろん教育の問題に時間あるいは費用を惜しんではいけない、こういう基本的な考

え方には十分立っているつもりであります。しかし、理想、の追求とい，うことは行政のや

ることなんだろうかという疑問、行政がかかわっている以上、どれほどの行政効果が上

がっているか、このことを度外視して考えてはいけない、こういうふうに私は思います。

以下、私は市議会議員という自分の立場の反省、そして自戒に立って、みずから戒め

るということでありますが、次のことを伺いたいと思います。

すなわち昭和58年、市は施設の建設は見送ったけれども、幼児教育センタ ー設置条例

を昭和61年にっくり、 3年間活動をしてきたわけであります。そして、その設置条例は

64年、 67年、平成2年まで時限立法が、いわゆる延長されたわけで、あと 1年半、日野

市の市立幼児教育セ γターなるものは活動をしていくわけであります。

そこで、昭和61年に出された研究業務報告書に、所長である重松氏の論文といいます

か、考え方が載っております。そこには、 一応 3カ年を限って時限立法ではありますが、

その成績によっては存続が検討されることになり云々とあります。したがって、先ほど

申し上げたように一回は延長されて、あと 1年半残っているという現状にあるわけであ

ります。

さらに同じ文章の中で、倍旧の力をもって関門突破に努力する、大変力強い決意、が述

べられています。関門突破というんですから困難なことを乗り越える、そしてやるんだ、

こういうことにどうしてもこれとれるわけです。

そして、さらに先ほど引用しました岡田正章先生の、この方はたしか嘱託研究員をな

さっている方ですが、その方の本の中には、この関門突破に努力するという所長の考え

方に呼応したような形で、著書の中でこういうふうに言っています。日野市でも公立・
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私立幼稚園、保育所のいずれに入っても、その受ける教育においても差異がないように、

また保護者の負担する保育料についても、受ける保育時間の長短、給食の有無など勘案

して不公平が起こらないよう今後一層の推進が望まれます。日野市幼児教育センターの

まさしくそうしたことについて正しい創意を求め、よりよい日野市の幼児教育事業発展

に寄与することは日野市の幼児教育セ γターの大きな役割であります、こういうふうに

書いているわけであります。

そこで、教育委員長に伺いたいんですが、この重松所長の悲願、岡田先生の考え方、

現在設置されて、時限立法で延長され、あと 1年半残っているこの日野市の幼児教育セ

γタ一、どれほどのですね、この幼保一元化に向かつての成果を上げてきているか、こ

のことをまず冒頭伺いたいと思いますo

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君の質問についての答弁を求めます。教育委員長。

O教育委員長(村田安正君) この幼保一元化につきましては、これは教育の機会均等

という意味合いからも大変大事なことで、ぜひこの実現に向けて努力をしていきたい、

これは従来もそのようでありましたけれども、今後ともこの実質的な実現を図っていき

たいというふうに考えております。

しかし、今もお話がありましたように、幼稚園と保育園というのはそもそも歴史的な、

もともとの歴史的な背景も異なりますし、また目的や、それから対象の幼児も違ってお

ります。加えて所管庁が文部省1 厚生省というふうに二つに別々に監督庁が分かれてお

りまして、そういう現象から見まして、制度の面でのこの幼保一元化、完全な一元化と

いうのは非常に困難な問題があるというふうに考えておりまして、したがって、この幼

保一元化の問題は、制度の問題よりも内容の問題というふうにとらえたし、と。そういう

ことで、今所長を初め所員が一生懸命でその方向に向けて研究、調査並びに諸活動を展

開しているということで、それは教育委員会にも幼児教育センターの事業報告であると

か、あるいは事業計画であるとか、事業報告であるとか、そういうことがたびたびあり

まして、そうした中身も私もできるだけ拝見するように努めておりますが、非常に意欲

的な研究、調査活動を続けていてくださいますので、私は相当の効果が上がっていると

思うんですが、しかし、教育の問題でありますから、形になってあらわれるということ

はなかなかない ものでありますが、やはり日野市の一人一人の幼児の心の中に、あるい

は保育園や幼稚園の指導者の心の中に、あるいは幼児を養育するお母さん、お父さ んの

心の中に相当の大きな影響を及ぼし、それなりの効果を上げていると私は考えておりま

すが、しかし、この点については細かし、ことはむしろ私よりも教育長がお答えする方が
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適当かと思いますので、あとは教育長にお願いをしたいというふうに考えます。

O副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) せっかくおいでいただいてですね、どういうふうな効果が上

がっているか、また教育というものはそうやたらに形にあらわれるものじゃないんだと、

それから制度的にどうだということは始めない前からわかっていることなわけですね、

国の制度はどうなっている、東京都ではどういう取り組みをしている、東京都の援助で

旭が丘に建てようとした建物も建たなかった、そういう現実はもうわかっているはずで

すo

で、私が申し上げたいのは、教育委員会が一生懸命幼児教育センターの方々がやって

いるというお答えですけれども、私の伺いたいのは、一人一人の子供の発達の大事さと

いうことも研究をしなくてもわかっているわけで、これはこれでどんどん進めるという

ことは、それはし、し、と思うんです。

教育委員長は幼保一元化に向かつて努力しているんだというお答えでありましたけれ

ども、 63年11月、幼児教育セソタ一発行の新聞「まなざしJというのがありますO この

中に重松所長の記事があります。こうあるんですね。 r幼保一元化の看板をおろし、保

育の一元化という目標でかけがえのない命のとうとさを研究していくのだ」と、こう言っ

ているわけです。これは先ほど申し上げたとおり 、私はこのことは否定しないわけであ

ります。この子供に無限の生命のとうとさというか、知恵の発達といいますか、このこ

とを研究して、さらにそれを育てていくんだ。先ほど委員長も申されましたように、そ

の研究あるいは実践は形にあらわれない、あらわれにくいものだと、こういうふうに重

松氏も言っております。

そして、さらにその文章の中で、 「このような行き方に賛成できぬという方もいるだ

ろう」と、そこまで言っています。私も先ほどから何回も申し上げるとおり、命のとう

とさ、このことを全く否定するものではありませんけれども、重松論文はですね、論文

でもありませんけれど、文章はさらにこう 言っているんですね。このこと、すなわち命

のとうとさを追求するということ、これが実現をされていくにつれて、こう言っている

んですね、 「権威に頼って分裂し、対立している幼児への対応が、やがて変革されてい

くのだ」と、こう言っているわけであります。すなわち幼保一元化に近づくんだ、こう

言っているわけであります。国の制度が10年か20年か30年後に変わっていくのだ、こう

言っているわけで、私は学問というのは、あるいはこういう迂遠な道を歩むものかもし

れませんO そのことを否定しませんO しかし、学問あるいは研究を私は今云々している

わけじゃなくて、そして何回も申し上げるように、重松理論の一人の子供に対して教育

効果を上げている、また委員長のお答えのように、かなり上がっているんじゃないかと

いうことなんですが、ここに一番ケ瀬康子さんという方の、保育一元化の原理なる本が

ありますが、その中にこう書いてありますo rすべての子供の権利、保育者及び父母の

権利も等しく保障されるという理念と、その権利を保障する物的条件の整備ということ

を抜きに一元化は定着しない、またあり得ない」と結論づけられています。

私が申し上げているのは、行政が制度として取り組むべきことが抜けているんではな

いか。教育委員会は一生懸命やっていらっしゃるという表現をなさっていますが、教育

委員会では、この幼教センタ ーのこれまでのあり方、これからのあり方、 1年半後のあ

り方について、教育委員会ではどういうふうに論議をしていらっ しゃるのか、再びそこ

で伺いたいと思いますo さらにあと申 し上げたいと思います。委員長にお願いします。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。教育委員長。

0教育委員長(村田安正君) 教育委員会では、今までこの幼児教育センタ ーにかかわ

る問題については、大体所長とか嘱託員の任命、あるいは幼児教育運営審議委員の委嘱、

それから事業報告、それから事業計画というふうなものの提言についていろいろ審議を

しておりますが、特別にこの幼児教育センタ ーの運営の中身についてやったのは 2回ほ

どありますが、それは設置条例並びに運営規則の一部改定のときに、この設置第 1条で

すが、これは目的に相当するんだと思いますが、 設置という条項で、これは少 し目的が

不明確な部分があるのではないかという質問に始まりまして、いろいろ話し合ったこと

はありますけれども、今後どうしていくかというこ とについては、教育委員会で話し合

いをしたことは正式にはまだございません。

ただ、個人的にはいろいろと教育長も考えがあるよ うでありますし、私も個人的には

いろいろどうしたらし、し、のか考えることはありますけれども、教育委員会で今後どうい

う方向に持っていこう、あと 1年半、 1年半の研究は、それは現在のように本当に熱意

を持ってそれぞれのパートパートで一生懸命やっていてくださいますので、これを続け

ていっていただきたいという強い願いを持っておりますが、これを 1年半終わったら ど

うするかというとか、その後どうするかという問題については、現在のところは話し合

いはいたしておりませんo

以上でございますO

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 教育委員会が審議会もあるから、あるいは目的が不明確だか
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ん。

のか。国の制度は、ここには書いてありませんけれど、やがて変わっていくんだと言う

けれども、そんな迂遠なことは自治体としては私は待っていられないんじゃないかとい

う考えがするんですが、それも間違いだと、そんなに 5年や10年ででき上がってくるこ

とじゃないんだと、だから今の幼教センターのやっていることは、それでいいんだと、

これであればもう全然論議するところじゃないんですけれども、岸教育委員は研究員で

もあるわけです。

それで、幼教センターの運営規則10条によりますと、年度末に審議会に諮り、市長、

教育委員会に報告すると、こういう ふう に書いてあるんですね。 1年間何をやってきた

かというね。教育委員長に伺いたいんですけれども、さっきからお答えがあるようにで

すね、そう十分な議論はしていないとあるんですけれども、この報告書が出てくるわけ

ですよねO だから、あ一、これは結構だと、一生懸命やっていらっしゃるようだ、毎年

毎年出てくるわけですよね、一生懸命魂の研究をしていると、あ一、これは結構だ、こ

れでいいんだろうかというのが私の疑問なわけですね。何かやられることをやらないん

ですかと言っているわけですよね。で、魂は大事だ、子供のそれは大事だ、このことだ

けでね、いいんでしょうかということを伺いたいわけであります。

で、実務状況報告についての議論もないんでし ょうか。先ほどの一元化、幼保一元化

と保育一元化の違い、 それと実務報告が出てきた場合に、 それについての議論もしてい

ないのかどうかですね、くどいようですけれども。で、教育委員一人一人は幼教セ γター

のことについて何も言っていないということと解釈してし巾、わけですね、幼教セ Yター

にもう任せてあるんだということでo 教育委員とい うのは論議できるはずなんですよね、

議題にしていいわけなんですよね。毎年毎年こういう報告書だけれど、これでいいんだ

ろうかと、ね、何か施策をしなきゃいけないんじゃないかということを教育委員が言っ

てあげて、幼教セ γターのメ γパーも考え直すというこ ともあるでしょうし、幼教セン

ターの人たちがこういうことを、予算をこういうふうにしてくれ、非常勤研究員じゃと

てもやっていかれない、専任の研究員を配置してくれと、予算に関係あると思いますが、

そういうのがどんどんどんどん出てきて、それは無理ですよと、こういうことが行われ

なければ、魂の研究で、その言い出してから20年たっても、これという前進と言っちゃ

申しわけないんですが、ないんじゃないかというのが私の考え方なんですけれども、あ

えて伺います、その違いですね、幼保一元化と、それから教育委員の一人一人は何を発

言しているのか、そのことについてはほとんど論議していないと おっしゃっるんですか

ら、これ以上聞いてもむだだとは思いますけれども、何かあれば伺いたいと思います。

らという論議は若干したことはあるけれども、あとはもう特段教育委員会として論議を

していない、こういうことなんですね。

それで、後で申し上げようと思ったんですが、市長はですね、公民館だより28号に、

こんな文章を寄せているわけです。 i教育委員会が単に文部省の伝達機関としてのみ機

能するようでは困ります。主体性を持って意欲的に物事に取り組んでほしい。市長とい

えども、また議会も教育委員会の決定事項は尊重しなければなりませんJ、こういうふ

うに寄稿しているわけですね。公民館だより28号ですから、そう古いものじゃありませ

そこで、私はですね、教育委員長に伺いたいんですが、先ほど申し上げたように、重

松さんは幼保一元化という看板をおろしました、こう言っているんですね。そのかわり

に保育一元化を今追求しているんだ、それが命のとうときの研究だと、こう言っている

わけですが、 「幼保一元化Jという言葉は非常にわかりやすいわけですね。で、 「保育

の一元化Jというのは何から一つにすることを指して言っているのか、そこがどうして

も私にはわからないわけです。幼保一元化、幼稚園と保育園の機能をやっていくんだと、

これはわかりますね。二元から一元。それはもう看板をおろしたんだと重松さんは言っ

ているんですね。で、保育の一元化だと。このことについて教育委員長にさらに伺いた

いんで、すが、またそれどういう議論があったかですね、重松さんの出されるこの何とい

うんですか、 「まなざしJに対する原稿まで一々チェックをしろというんじゃないんで

すけれども、所長の寄稿ですから、重大な転換という かね、そんなふうに感ずるわけで、

保育の一元化というのは何から一つにすることを一元化というのか、それを教えていた

だきたいと思います。

それから岸教育委員は嘱託の研究員であり教育委員でもあるわけですよね。そういう

方や教育長や教育委員長や田中教育委員や大勢の教育委員がいらっしゃって、一生懸命

幼児教育センターの仕事をしていらっしゃるようだと、それはいいんですよ、一生懸命

やっていらっしゃるようですから、それはいいんですけれども、何をどう手がけてきた

のかということを私は伺いたいわけで、 20年たっているわけですよね、幼保一元化を目

指して旗印を掲げて。重松さんは看板をおろしたと言っているけれど、 「保育の一元化J

というわかりにくい言葉ですけれども、それを今追求しているんだと言うんだけれど、

先ほどから申しているように、国の制度がこうなんだから、自治体としてはそれに近づ

けるためにはこういう施策を、こういうことをやらなければということをやらなければ、

命は大事なんだ、子供の魂は大事なんだということを何十年やっていれば変わっていく
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教育委員長にお願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 御答弁、お願いいたします。教育委員長。

0教育委員長(村田安正君) 第 1点ですけれども、その重松先生の書かれた「まなざ

し」という雑誌の中の「保育一元化」という言葉、私もちょっとそういえばそういう言

葉があったようには思うんですが、これについて私は正確に、この言葉はこういう内容

を意味しているんだというふうに正確に私はお答えすることはできませんが、私の個人

的な考えでは、この保育一元化というのは、幼保一元化が制度の面での表現であるのに

対して、保育一元化というのは保育の内容をできるだけ均一なものにすると、幼稚園も

保育園も同じようなレベルの内容なものに持っていくと、そういうのが保育一元化とい

う言葉の中身ではないかと思うんですが、これは私の全く今思った考えでありますので、

これが正確であるかどうか全く自信はございませんが、そのように考えています。

事実、幼児教育センターでは、制度の面での一元化は非常に難しいということであり

ますので、これを保育の内容の問題と考えて、そして質の高い、幼稚園も保育園も質の

高い、そして同じレベルの、レベルに達するようなそういう保育、教育をやっていきた

いと、こういう方向でさまざまな研究、調査を続けておりますし、現場とのつながりを

保ちながら進めておりますので、そういう意味で、その「保育一元化Jという言葉が、

これは前に「幼保一体化」という言葉を私も聞いたことがありますが、一元化じゃなく

て一体化、これはやはり内容の問題を意味するものだと思いますが、それと、この保育

一元化というのが共通するのではないかというふうに考えております。

それから二つ目の問題は、いろいろと事業報告を審議会の議を経て報告をしていただ

いておりますが、その内容を拝見しますけれども、論議は、余り中身について論議はし

ていないということは事実であります。一つには、これは幼児教育の専門家がそれぞれ

の志に従ってまとめたものでありますので、非常に内容は中身の濃いすばらしいものだ

というふうに私ども感心することが多いんですけれども、とても私どもがその専門家の

意見に対して批判を述べたりなんかすることはなかなかできかねます。そういうことで

議論は、私自身は議論がなかなかできないという実情はあります。

以上でございますO

O副議長(福島敏雄君)

028番(名古屋史郎君)

わかっているわけですよ O やらない前からわかっているわけで、すO それをどう乗り越え

るか、それを日野市の責任で、日野市の教育委員会の責任でどうしていくんだというこ

とを議さないでね、そして命のとうとさだけを20年追求していてもいいんでしょうかつ

て何回も私は言うわけで、すO その辺を教育委員会に大いに議論してもらいたいんですよ

ねo 1年半しかないんですよ。 1年半、 1年に、だんだん 1年半に近づいてきたらどう

していくんですか。どういう考えなんですか。また命のとうとさを研究していただくわ

けで、すか。 9年間になりますよ、命のとうとさだけで、。それでいいんだと、そういうも

んなんだと教育というのは、ぐちゃぐちゃ言うんじゃないというんであれば、私はもう

何も言う ことはありません。

繰り返し言いますけれども、専門家のあげてきた業務報告にとやかく言うことはでき

ない。幼児教育センターは日野市に位置づけられた、教育委員会に位置づけられた、言

うならば教育機関なんですよね、教育機関、正しいかどうかわかりませんが、研究機関

じゃないんですよ、研究機関じゃないんです。そのことで私は大分教育委員長の考えと

大分違うわけであります。

そのどうしなきゃいけないかというのは、先ほどから何回も言っているように、命の

「幼保一元化」という言葉は制度的なことを言っているんで

とうときはわかっているわけです。これを育てていかなきゃならないということはわかっ

ているわけです。ですから、それには冒頭申し上げたように、制度的にはこうだと、し

かし日野市ではこういう方向で一元化をやっていくんだという旗印を日野市として正式

におろしていないわけですから、重松さんは何かこう幼保一元化というといろいろね、

差しさわりがあると。したがって、まあ保育一元化ということに、ちょっとこうおろせ

ばね、私立幼稚園とかいろいろあるようですから、そういったこともなっていくだろう

と。それが、その行き着く先が魂の研究だけにいっていたんじゃ困りますよということ

を私は言っているわけで、どうでしょうか、この考えはおかしいでしょうか、それとも

どうでし ょうか、教育委員長の考え方を伺いたいと思います。

さらに、研究センターじゃないんですから、市の職員も 2名派遣されて、派遣されて

というか、行ってやっているわけですよね。ところが、この職員には所長の下で事務を

行うと規定されているわけで、職員がこうあるべきだという具体的な行政上の施策の提

案はできないんですよね、所長の下で事務をやるということになってい るわけですカ.'..) 0 

事務というのは、広げた解釈の仕方もありますけれどもね、事務を行うという中には、

そういう提案だってしたっていいんだということも含んでい るという、単なる机の上で

字を書くだけが事務じゃないということはわかっていますけれども、口出しはできない

名古屋史郎君。

あって、重松さんも「保育一体化」という言葉も使っていらっしゃるようなんですね。

先ほどから申し上げているように、制度的には大変厳しいものがあるんだということは
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というか、遠慮しているというか、そういう面は私はあるんじゃないかと思うんですよ がば回れという言葉もあると、こういうふうに書いています。それもわからないではあ

りません。しかし、いつまで回っていれば到達するのかということを伺いたいわけです。

それで、予算的にもですね、行政ですから審議会というか、お願いをしてきたり、職

員を派遣したり、建設費を計上したり、さまざまやってきているわけですよね。それで、

まじめに研究しているからそれでいいんだということには私はならないと思いますが、

その辺について教育委員長の考え方はどうでしょうか、三たび伺います。

O副議長(福島敏雄君) 教育委員長。

ね。

だから、幼教セ γターが出さなきゃ、それから教育委員会が出さなきゃ、行政の方は

さっき申し上げたように、市長みずからが主体性を持って意欲的に物事に取り組んでく

れと、こう言っているわけですから、これにこたえないと教育委員会としてもいけない

んじゃないかと私は思うわけであります。

第一、教育委員会として論議をしていないから出ないんでしょうけれど、これじゃ足

りない、これじゃあ十分だ、そういったものを議しちゃいけないことはないと思うんで

すね。こうあるべきだというのを出していかないと、いつまでたってもさっぱりあれが

実効が上がっていかないんじゃないかと私は思います。

市長の姿勢としては、 20年来、重松さんの考え方を尊重して、一時は独立の建物を建

てて、そしてやっていこう。しかし、それもとんざしたと。それじゃあこういうことで

研究をしたら、一生懸命研究をしてやってくれている。市長の学者を大事にするという

か、そういったそれにはもう全く脱帽の思いがするわけですけれども、私は、それでで

すね、重松さんは今度体調が悪くてヲ|かれたそうでありますけれども、そういう行政の

姿勢があるにもかかわらず、教育委員会なり幼教セ γターがそれに呼応したものを出し

てこないというところはどこに原因があるのかなあということを考えて、なかなか寝ら

れないんですけれども。

ここで私、申し上げたいのは、日本の各地で自治体主導の形で、あるいは保育園、あ

るいは幼稚園の側で、保育園の一元化もしくはそれに近づく方式がどんどんと行われて

いるわけですよ、現状ね。国の制度のもとで行われているわけなんです。ですから、私

は息の長いことだと、教育というのはそういうものなんだということだけではね、それ

はそれぞれ事情があるでしょうから、できることとできないこととあると思います。し

かし、各自治体、お隣の八王子でもやっているわけですよね、ルンピニ学園、保育所と

して発足しながら、その後幼稚園を併設し、同一施設の中で両者の機能をあわせ持とう

としたものであって、東京都ルンビニ学園がその例である。これは私としてやっている

わけですね、行政としてやっているんじゃないと思います。

そのほかにですね、幼稚園として発足をしたけれども、こういうふうにやっていると

かし、うのはもうかなりあるんですね、神戸市だ、どこだって、いっぱいあるわけです。

そういうことをやっているところもあるのに、さっきから申し上げているように、 20年

来旗をおろさないのに、日野市は何というんですか、重松さんの原稿にもあります、急

0教育委員長(村田安正君) お答えいたしますが、今私は幼児教育センターの事業報

告といいますか、調査、 t研究の内容については余り議論をしていないと申し上げま した

けれども、それは事実ですけれども、それは一つには幼児教育セ γターの運営が、幼児

教育審議会委員によって運営されているということが一つありますし、それからできる

だけ専門家の調査、研究の内容は尊重したいという気持ちを申し上げたのであって、実

際に幼児教育セ γターの働きは、動きは確かに幼保一元化とし、いますか、先ほど申し上

げた重松先生の言葉ではありませんが、保育一元化、つまり保育内容の質的な向上、同

じレベルに高めると、少なくともそれは 3歳、四、五歳の幼児についてでありますけれ

ども、そういう方向に向かっていろんな活動を続けているということは間違いないこと

でありまして、これは細かいことは、先ほども申し上げましたが、私より も教育長の方

がよく把握しておりますので、このように具体的に幼保一元化に向けた活動をしている

ということを、私はぜひ教育長に答えていただけたらいいのではないかというふうに考

えております。

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 営々として幼児教育センターがやっているというのは、先ほ

どから私何回も申し上げますけれども、一体化といいますか、一元化の中で幼稚園と保

育園の先生方との交流だとかカリキュラムの交換だとかいう方法があるわけですよね。

そういうことをちっともやっていないわけですよ。これが大事なんだと、子供の魂を大

事に育てなきゃいけないんだという、そのためには行政の中でどうしていくんだという

ところまで全然行かないわけですよね、全然行っていないわけですよ。そこを言ってい

るわけで、決して研究だとかなんかを否定しているんじゃないんですね。 余りにも、余

りにも遅過ぎはしないかと、あらわれがね、そのことを言っているんであって、決して

その幼教セ γターが何もしていないとか、そういうことを全然言っているわけでも思っ

ているわけでもないわけで、どうしなければならないかとい うのは、市長の側も教育委
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員会ももう考えないとね、あと 1年半しかないわけですから、その時点で、私は伺って

いるわけで、やはり一生懸命やっているからいいというだけではね、とても私は納得が

できないわけで、す。

それで、教育委員長から何回もそういう発言がありますので、教育長にも若干伺いた

いと思います。

市長選挙の市長の選挙公約の中に幼児教育セ γターの施設の確立、このことがうたわ

れておりますO そして、 63年度の基本計画の中には幼児教育セ γターが、その研究成果

を具体化していくための拠点として機能するような必要な整備を行っていきます、市側

は温かく、考えてくれているわけですよね。

教育長に伺いたいんですが、市長が 5期目ですか、就任されて、 63年度にはこういう

研究成果を具体化していくための拠点として機能するよう必要な整備を行うと、こう書

いであるわけですけれど、市はこういう姿勢を持っているわけです。

さっき教育委員会に聞いてみますと、審議会があるので、それも尊重しなきゃいけな

い、学者の先生の考え方も尊重しなきゃいけない、それも否定するものじゃないんです

ね、否定しないんですけれども、書いてあることと現実がね、どう進んでいるのかとい

うのが大変心配なわけで、、教育長に伺いたいのは、最近ですね、具体化していくための

拠点として機能するような必要な整備が61年以降、センターが発足して延長になり、あ

と1年半というこの時点でどんなふうに必要な整備が行われてきたのか、こういうふう

に、例えば、例えば研究員が増員するための予算が来年度は組まれるとか、職員が 2名

ぐらい行ったんじゃとても足りない、 5名ぐらいあれするとか、なっているのか。それ

にしても何にしても予算がじゃ足りないといったようなことで、そういう話もぽつぽつ

あがっているとか、そういう具体的に市側はこういう積極的な考えで、市長の考え方は

教育委員会が自主性を持ってくれと、ばんばんやってくれと、そうすれば議会だって、

市側だってね、その言うことを聞かないわけにいかないとまで言っているんですから、

どんなふうに整備されていますか、教育長に伺います。

O副議長(福島敏雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 幼保の一体化の問題、あるいは一元化の問題が出されてから

20年という年月が経過していると。冒頭名古屋議員さんの方から話がありましたように、

各党の幼稚園、保育園の取り扱いの問題等についても、それぞれの党が今の現状のまま

であるということは必ずしも好ましい問題ではないと。そういう中で同じ年齢層の幼児

というものをどう扱ったらし、いかと、国でも都道府県でも市町村でも、それぞれそれな

りに努力をしているわけでございますけれど、日野市の幼児教育センターとして、この

制度化されて以降、どんな取り組みを一元化の方向に向けて進めてきたかと、いわゆる

確かに制度上の一元化というもの、この問題は重松先生も述べておりますし、それから

64年ですか、さらにその 3年間延長の制度が認めていただいた議会の際に、私の方でも

今議会の中で制度上の一元化というものについては文部省、厚生省という制度の上での

問題点があるけれど、保育の一元化といいますか、あるいは保育の共通化といいますか、

そういう問題について極力努力をしていきたいという方向の中で、例えば幼稚園教諭並

びに保育園保母の資格を持っている方々、こういう方のそれぞれの交流のできるような

場面をっくり上げていきたし、と。例えば昔は保育園の保母さんというのは保母の資格だ

け持った方がほとんどあったと。逆に幼稚園教諭というのは教諭の資格だけ持った方が

大部分であったと。そういう中で現在では保母さんにも幼稚園の教諭の資格を持っても

らい、それから幼稚園の教諭にも保母さんの資格が取ってもらえるような、こういうよ

うな方向の中で、幼稚園教諭は28名現在おりますけれど、そのうちの21名の方が一応幼

稚園教諭と保母の資格を両方持っていると。それから保育園の保母さんにしても150名

のうち83名の方が保母の資格と、あわせて幼稚園の資格を持っていただいていると。そ

れから幼稚園の園長さん、この問題等につきましても 7園のうち 3園の園長さんは保育

園の園長さんから幼稚閣の園長さんにかわっていただいたと。こんなよう な幼稚園と保

育園のそれぞれの先生方の交流というか、そういうものも取り組みながらやってきてい

ると。

さらに今度、幼稚園の保育の実態、保育園と比べてみますと確かに幼稚園の園児数と

いうのは、 1クラスの園児数というのが保育園よりは多いわけです。特に三、四歳児、

あるいは四、五歳児ですか、幼稚園の四、五歳児等につきましては、特に4歳児につき

ましては幼稚園の規則の上からいけば40名以下とするとなっておりますけれど、日野市

の場合、 4歳児については30名という形で保育園に極力近づける形で対応をしてきたと。

それから保護者の意識調査とし、いますか、これは幼稚園に子供きんを通わせている父

兄の方、あるいは保育園に子供きんを通わせている父兄の方、こういう方の意識調査等

を行いましでも、先ほど名古屋議員の方からも話がございましたけれど、確かに幼稚園

の保育時間の延長を要望する声、あるいは保育園の園児に対して幼稚園と共通したよう

な形での教育の中身と申しますか、保育指針と保育園の方では言っておりますけれど、

そういう内容が幼稚園の教育要領と一体となるような方向を望んでいる、そういうよう

な問題だとか、それから幼稚園、保育園の先生方の定例研究会、特に研究協力園という
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形でお願いしております第一幼稚園並びに多摩平の保育園、こういうところで月に一回

はその幼稚園の先生、それから保育園の保母さんの定例研究会という形で合同で研究会

を持っているとか、そのほか共通する幼稚園、保育園のカリキュラムの中で共通する部

分としてはどんな分野が、どんな面があるかとか、そんなような形の分析だとか、それ

から夏場は幼稚園は夏休みという状況がなっておりますので、第一幼稚園のプールを保

育園の保母、いわゆる園児の方に開放して、そういうような施設の交流といいますか、

そんなような面での、いわゆるお互いにそれぞれの施設が利用でき合うような方向とか、

これらの問題を通しながら、今話が出ております重松先生の言うところの保育の一元化

というか、幼稚園児あるいは保育園児という、園児というその子供の立場からいけば、

その家庭の一応経済的環境だとか、あるいは両親の一応勤労だとか、そういうものにか

かわりないような方向の中での努力を続けているというのが現状でございます。

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私が伺っているのは、市側の姿勢と教育委員会側の姿勢が合

致していないんじゃないかと。市側はこういうふうに考えているのかというのを、実際

に61年の発足からどういうふうにやりやすいようにしてくれてきたのかと、どういうふ

うに受け取っているのかということを聞いて、要するに職員が 2人行っていますと、重

松さんは所長ですということで、それで、それ以上のものが何かね、何も第一幼稚園の

事務所を広げろとか、そんなことを言ついるわけじゃないんです、私はね。どういうふ

うに手厚くされてきたのか、それとも61年からは別に変わらないんだと、そこを聞いて

いるわけです。それはどうなのかと言っているんですね。

それからカリキュラムの分析、研究、大変結構なんで、すo それから公立の幼保の合同

会議、これは容易でしょう、行政の中ですから。私立とはどうなんですか、その辺がど

うかということ、この 2点ちょっとお答えいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 施設面の状況等につきましては、確かに幼稚園のその施設が

幼保一元化、あるいはこの方向が打ち出されたから広げられたとか、あるいはお隣の多

摩平の保育園がそのために施設の改良を行ったとか、それからちょうど境目にあるフェ

γスを取り払ったとか、そんなような形の施設的な内容での変化というのは、確かにこ

の4年半ですか、条例化されてから現在まで特別な形で施設の面でのその変化は、名古

屋議員御指摘のように、特段教育委員会の方として手立てをとってはございません。ど

ちらかといいますと、先ほど申し上げたような中身の問題で対応してきたというような
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状況でございます。

それから私立幼稚園との関係、これにつきましでも再三私も私立幼稚園協会の清水会

長とか、あるいは石坂前市議さんとか、こういういわゆる業績報告書等ができ上がった

ときとか、その他いろんな機会をつくってお話に伺ったり、あるいは私立幼稚園協会の

園長さん方と、それと一緒に合同の懇談会を持ったこと等もありますけれど、私立幼稚

園協会としては、現に運営審議会のメンバーの部分にも 1名、私立幼稚園からぜひ参加

していただきたいという枠をあけてお待ちしているわけですけれど、私立幼稚園協会の

研学の精神といいますか、私に言わせますと、よくボタンのかけ違いなんていうような

形で、一番最初、この幼保の問題を取り上げる際に、確かに 3分の 2以上の日野市の幼

児の方々をお預かり願っている私立幼稚園ですから、例えばそういうメ γパーの中に入っ

て、 一緒に当初から課題研究という形で取り組んでいカ亙れていたらば、こういうことも

なかったと思うんですけれど、その辺の気配りといいますか、配慮が欠けていて、当初

の幼稚園、保育園の一体化の問題等につきましての、その会議の中に私立幼稚園協会の

代表が入っていなかったと、こういうことをおわび申しながら、さらに現在の協力はお

願いしているわけなんですけれど、そういうところから、やっぱり私立幼稚園としては

私立幼稚園としての研学の精神もあり、またそういう内容でのいろんな研究機関といい

ますか、私立幼稚園としての研究機関等も別途持っているので、 今の時点では遠慮、させ

といていただきたいという状況で、私立幼稚園がこの中に一緒に参加していただけてい

ないということ、そのことは大変残念なことでありますし、また確かにこれからもいろ

いろな形で努力していかなくてはならない大きな問題点だと、そういうように感じてお

ります。

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 大変御苦労されているという ことはよくわかります。先ほど

申し上げたようにあちこちでやっているわけで、すねo だから、どっかで踏み込まないと

実現しないわけですよ、まず実現しない、私は思います。

国の制度は変わらない、それからいろんな困難があると、市の中にもね、意識調査し

たりね、カリキ ュラムの分析、研究をしたりはしていると。やっていないよりは前進し

ていると思うんですよ、私はね、それはもう認めるんですが、余りにもね、 迂遠じゃな

いかというふうに私は思うんですよね。

そこで教育長の論議を経ていないにしても、教育長の考えとしては、やはりこれはな

かなか大変だったと、難しかったということに力点を置いて これからの幼教センターを
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考えていくのかね、いや、難しくないと、 10年、 20年目指して頑張るんだと、そのどっ

ちなのかね、教育長としての考え、今の教育長としての考え。私は幻に終わってもらい

たくないという立場から伺っているわけで、ちなみにつまらないことですけれど、幻と

いうのはたちまち消えるはかないもの、これを一つ、国語辞典ですよ、これは、国語辞

典でね、これはないと思います、これはね。二つ目はね、存在が認められないもの、存

在がこうはっきりしないと、幻の名画なんて言いますね、これに入るんだと思いますね。

それからもう一つの解釈は、実在しないものの姿が実在するように見えるもの、これを

いうんだそうですよ、幻というのは。だから、私はこの一番にね、あれして、幻に終わ

らせないでくれというあれなんだけれども、それはとても無理なんだという、もう無理

だということはわかってきたんだと、だからこう縮小していくんだという考えなのか、

いやあ、もう市長の理解もあるし、教育委員会も意欲あるからね、どんどん拡大してやっ

ていくんだと、そのどっちなんですか。ほら、生殺しという言葉があるでしょ、何か中

途半端ということですか、生殺しと中途半端とちょっと違うのかもしれませんが、どう

していくんだという意欲をもうそろそろ持たないといけない時期だと思いますが、現段

階での教育長の考え方はどうですか。

0副議長(福島敏雄君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) これはあくまで私の個人的見解でございますけれど、確かに

幼児教育セジターの条例を市に、議会に出して、 2回で、すね、 3年延長の機会をつくっ

ていただいたと。その間に幼児教育セ γターは幼児教育センターなりに積み上げてきた

記録というものは、それなりに幼児教育セシターの中で一応保管されていると。

ただ現実問題としてですね、三たびこの幼児教育センターの条例を、あと 3年という

ような形、あるいは少なくとも一応時限措置は外していただきたいという形で、これか

ら1年半の努力の中で議会サイドそのものが認めていただけないような、そういうもし

仮にですね、状況、そういうものを名古屋議員さんの方でも心配されて、もし今のまま

生殺しのような状況で、この幼児教育セ γターが幻に終わってしまうような状況である

ならばどうするんだと、現時点における、その教育長の考え方はどうかという聞いに、

私個人としては、もし幼児教育セ γターというものをここまで努力してきたけれど、非

常に幼児教育センターだけで対応するということは難しいよという、その状況であるな

らば、さらにこの幼児教育セ γターの内容を発展的に解消していく方向の中で、できれ

ば日野市の総合教育文化研究所的な大きな組織の中に、幼児教育の研究室もきちっと位

置づけられて、今まで積み上げられてきた内容が、そういう総合的な教育文化研究所の
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一つの役割を果たしていく、そういう中に取り上げていくような努力、こういうものも

その場合その場合に応じては必要が出てくるんではないかと、そういうような気持ち等

も持つてはおりますし、現時点では、今申し上げましたように、とにかく幼児教育セン

ターとして存在しているわけですから、さらに私たちとしても、この幼児教育センター

の存在意義というものを私立幼稚園も含めて理解していただきながら取り組んでいく努

力を進めていきたいと、このように考えています。

0副議長(福島敏雄君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 教育長の考え、個人的な考え方というのは示されましたが、

名古屋議員がということじゃなくて、議会がということだろうと思うんですけれども、

先ほどから申し上げているように教育委員会としてはね、こうしていきたいんだという

ことを十分論議していただきたし、と思うんですよねO

この報告書が出てきた、それについての論議もしていない。あと 1年半しかないわけ

ですから、こうすべきだという議論を徹底的にやっていただきたいと思うんですよね。

それでないとね、どうもちぐはぐなんですね。市長は重松さんを大事にして、 20年間研

究を尊重してきたわけですよね。その重松さんが倒れられているという現状の中で、ど

うしていくんだということを教育委員会は真剣に論議をしていただいて、幼児教育の発

展のために御尽力いただきたいことを申し上げて質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって16のし 「幼保一元化」は幻かの質問を終わり

ます。

本日の日程はすべて終わりました。

あすの本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたします。

午後4時24分散会
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日程第 7 請願第 2-25号 中ホール建設に関する請願

建設部長 橋本栄高君 福祉部長 坂口泰雄君
日程第 8 請願第 2-26号 中島道路交通禍についての陳情
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教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本亨 君
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議事日程

平成 2年 9月14日(金)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

(請願上程)

日程第 2 請願第 2-20号

日程第 3 請願第 2-21号

日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関

する請願

公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関す

る陳情
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午前日時24分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員27名であります。

これより日程第 1、一般質問を行いますO

一般質問17の1、生活・保健セ γターなど公共施設の使用料無料化に道をひらけの通

告質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

(29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) それでは通告に従いまして、順次一般質問をさせていただき

ます。

1番目は、生活・保健セ γターなど公共施設の使用料無料化に道をひらけということ

でございますO

市が七生公会堂をつくる際も、市民会館その他をつくる際にも、私は、種々要望をい

たしてまいりました。利用者が営利を目的としない、特に障害者やその団体、あるいは

また財政カのない市民団体、あるいは自治会などには、使用料を無料とすべきだ、とい

う意見を申し上げてきたわけでございますO しかし、その趣旨はほとんど実現しており

ませんO 私があちこちで市民の皆様と意見交換をする際に、現在よく聞かれる要望の一

つが、市内公共施設の集会施設が無料だと助かるんですが、とい う訴えでございます。

公民館利用団体の方々のお話を聞きましでも、魅力の最大の一つは、きのう板垣議員も

発言されましたように、集会施設が無料であるという点だ、とおっしゃっておられます。

その点、日野市の地区センターの運営方針はすばらしいものがあるわけでございます。

施設の多さといい、そしてまた、施設の維持管理は全額市が負担をする、使用料もほと

んどが無料である、こういう点でございます。

例えばお隣の多摩市の場合はどうか。私が住んでおります百草団地の例を申し上げま

す。百草団地は日野と多摩にまたがる団地でございます。住民運動の結果、日野市でい

えば地区セ γターにかわる百草団地会館というものを建設をいたしました。この設備の

一部を含めまして、維持管理すべて住民負担となっております。これはスリ ッパに至る

まででございます。そしてもちろん、使用料も有料。管理も住民で、行っており

地自治会などが窓口となってやっているわけでございます。大変多額の維持管理費がカ

かりまして、それをどういうふうに団体で振り向けるか、 あるいはまた個人に振 り向け

るか、その話し合いで大変苦労し、あるいはごた ごた等も起こっ てま いり ます。 力のあ

る団体はたくさんお金を出す。財力のない団体は出せない。そう いうこ とで維持管理が
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ごたごたすることもあるわけで、ございますo もちろ・ん、そういう話し合いを通じて自治

意識が育っていくという側面も一部ございますけれども、日野市の地区センターに比べ

ると、大変住民からは負担が多いわけでございますo 維持管理の費用が足りないために、

バザーなどもやりまして頑張っております。こういうバザーなども、本来は福祉団体に

寄附するためにするとかいうふうにエネルギーが進めばいいんですけれども、会場の維

持のためにそういうことまでしている。こういう多摩市の施設に比べますと、日野市の

地区セジターの運営方向というものは、非常にすばらしいものがあるわけでございます。

そういう土台はございますけれども、本日はさらに日野市が一層、住民本位で制度を

よくしていくように、ということで一般質問の通告をしたわけでございますo

日野市の公共施設と言えば、体育関係の市民施設もございます。これについては、今

まで市民の森のグラウジドの利用 1人大人100円ということについても、無料にせよと

いう要望が強いわけでございます。本日、主たる要望項目にはなっておりませんけれど、

改めまして私からも、市民の大多数の意向がそういう状況になっている際には、やはり

無料の方向で踏み切るべきである、ということを意見として申し上げておきたいと思い

ます。日野市には市民会館、あるいは市役所、そして幼稚園、保育園、あるいは児童館、

また小・中学校、最近は、中学校の食堂方式ということが発足いたしまして、この食堂、

小・中学校の体育館・グラウ γ ド、そして生活・保健センターや東部会館など、極めて

多数の公共施設が存在をしております。

これらの公共施設は、どういう目的でつくられているかということを条例の上からちょっ

と見てみたいと思います。

例えば日野市立地区センタ一条例、 「市民及び市民の各種団体の社会福祉活動を推進

し、あわせて文化・教養の向上と諸活動の場j としてこの地区センターは建設が進めら

れてきたわけでございます。また、日野市立福祉セ γタ一条例、四つあるわけです。こ

れの目的は、 「社会福祉のため、各種福祉団体の連絡を図り、個人また家族の健全なる

環境の増進を援助する。そして社会福祉活動を推進するためJということになっており

ます。日野市勤労青年会館条例、これは「勤労者、青少年の教養と福祉の向上を図るた

めjということになっているわけでございます。日野市立市民ギャラリー条例、 「市民

に芸術の創造と普及の場を提供し、市民文化の向上に寄与するため」ということになっ

ております。日野市立婦人センタ一、 「婦人の社会活動を促進し、婦人の生活と地位の

向上に寄与するためJということになっているわけでございます。日野市生活・保健セ

ンタ一、 「市民生活の向上と住民自治の発展に関することJ i市民の保健衛生と健康づ
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くりの推進に関することJ、こういうことが目的となっております。日野市東部会館、

「市民のコミュニティー活動を促進し、あわせて文化の向上及び健康の増進を図るためJ。

日野市体育施設条例、 「市民の体育及びレクリエーショ γその他、社会体育の振興を図

り、心身の健全な発達に寄与するため」。そして公民館がございます。公民館は、 「社

会教育法第20条の目的を達成するためJと、こういうことになっております。

それでは社会教育法の第20条はどうなっているか。 i実際生活に即する教育、学術及

び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化

を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として公民館を住民の

ために市町村の中につくる」と、そういうことになっております。

これらの各条例の目的を見て見ますと、大体がこの社会教育第20条、この精神をさま

ざまな施設において発展させていこうという趣旨に尽きると、共通した目的になってい

るということが言えるのではないかといふうに思います。そういうことで、私は、市民

の多数が公共施設の一定の場所を無料化してほしいという要望が出てきている、そうい

う状況のもとでは、社会教育の立場、こういう観点から、できる限りの所を無料で市民

に開放する、このことが必要ではないかというふうに考えるわけでございます。

会場使用料の収入がどういうふうになっているかというのも、一、二見てみたいと思

います。例えば福祉セ γター 4館、合計いたしまして去年の決算は使用料の収入は13万

9，500円でございます。これらの清掃や維持管理、人件費、光熱費等を除きました委託

料が合わせて900万であります。で、使用料収入は0.14%になるでしょうか、大体委託

料のその程度の収入になっております。それから生活・保健セ γタ一、これは委託料が

約7，000万円。このうち、使用料収入が1，012万1，250円であります。そのうち、ほとん

とがプールの使用料になっておりますので、実際の会場、会議室等の収入は268万8，550

円の去年の収入になっているわけでございますO 委託料だけ一一光熱費とか人件費そう

いうのを除きまして見てみますと、委託料の中に占める割合は約3.8%、こういう使用

料の収入であり、使用料の収入が占める部分というのは、非常にわずかであるというこ

とがこの 2例ではわかるわけでございます。

使用料が収入が少ないから、もっともっと上げるべきだ、という意見も一部にはある

かもしれません。もっともっと利用者負担を強めるべきだという意見があるかもしれま

せんけれども、私は、日野市の現在の財政力、将来の財政カの見通し、こういう中では、

無料化した場合にも、それほど指摘されるほどの財政の影響はない。財政的なカからい

けば、かなりの部分を無料化しでも市の行政は健全にやっていける。むしろ無料化いた

ヴ
tqu 

つd



しまして、市民の社会参加、そういう活動、こういうものを活発にすることによって、

市民のエネルギーが大いに発展をして、その、市政に与える効用の方が大いに大きいと

思いますので、こういう点からも無料化すべきところはしていくということに踏み切っ

ていいのではないかと、そういうふうに考えているわけでございます。

もちろん、市民会館の大ホールでございますとか、そういう特別の所まで無料化に踏

み切るというのは大変なことだと思います。私が特にタイトルにも挙げましたように、

生活・保健セ γターというのを一例に挙げておりますけれども、などとしておりますよ

うに、主として会議室、あるいはコーラスの練習ができる程度の部屋、そういった所を

無料にしてはどうかと、こういうことで要望をしているわけでございます。

第 1聞の趣旨は大体そういうことでございますので、この線に沿っての答弁をしてい

ただきたいと思います。答弁の内容としては、市民からそういう会議室等を無料にして

ほしいという要望が直接市にも来た例があるかどうかということも、わかっておればお

答えいただきたいと思います。

そしてまた、無料化という方向で検討した部分、そういうものがあるかどうか、
，.... ，..晦
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をお答えをいただきたいわけでございます。

そして、今後の方針などがもしあれば、お答えをください。

O議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

今、質問者からるる御説明がありました。私どもの抱える施設といたしましては、健

康、あるいは市民の文化向上に寄与するため、とそれぞれの施設が固有の目的を持って

開設されております。これの施設利用につきましては、昨日も社会教育部長の方から出

てましたとおり、施設、設備、あるいはそのメンテナ γスという点で、ある程度目的に

沿った形でのベターな状態を固持していくというものでございます。そういう中で、受

益者負担の意味を含めまして、人件費及び投資的経費を除きまして管理運営費の一部に

当たる程度を使用料として負担を願っているのが現状でございます。

公の施設での有料あるいは無料ということについては、種々論があるところでござい

ますけれども、私どもの考えるところでは、財政面から見る自治体行政の恒久的運営か

らも、施設の目的と内容によっては、有料もやむを得ないんではないか、そう考えると

ころでございます。これからも市民の方々が、施設利用をする上で、利用しやすいよう

に施設管理面での努力をしていく考えでおるところでございます。

なお、無料の声は聞いているかということでございますが、この点につきましては、
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開き及んではおりませんo

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 今、部長からの答弁をいただきました。部長の方は、無料に

してほしいという要求は、全然聞いてないと、こういうことでございます。しかし、ち

またを歩いていただけばといいますか、市民団体とその本音を割って話していただけば、

多くの無料化という要求が大いに出ているというふうに私は体験をしてきているわけで

ございます。ぜひそういう点でも、市民要望を担当の職員の皆さんがつかんでいただく

ように強く期待をいたします。

今、部長の方の答弁は、抽象的といいますか、一般的にその維持管理、そういうこと

に対する費用の一部を市民に負担していただくんだ、これはどしても必要だ、というふ

うに聞こえたわけでございます。がしかし、先ほども二つの例を挙げましたように、こ

の集会室の利用料が極めて徴々たる歳入の部分で現実に運営が行われている所も、たく

さんあるわけでございます。そして、大きな施設、例えば市民会館を例にとりますと、

大小ホールを加えまして13の部屋が市民会館はあります。大ホール、中ホールを除きま

すと、その次に大きいのはリハーサル室でございますが、リハーサル室を含めまして会

議室、展示室等が合計で11あるわけでございます。この11に関しましては、私は無料に

しても、使用料の歳入という点では、それほど今後の財政運営に負担を与えるものでは

ない、こういうふうに見通すわけでございます。ほかの施設についても同様でございま

す。

そういう点で、これからは、真剣に私は、無料で提供できるこのことを考えて検討し

ていただくように、本日は強く望むわけでございます。

きのう板垣議員の質問にもございましたように、無料を主として貸し出している施設、

公民館、あるいは湯沢福祉セ Yタ一、こういう所は年間 5万人前後の利用者があるo こ

こにはやっぱり、無料という魅力があるために、いろんな団体が、あるいは個人が利用

されているに違いないと思います。これから市民の将来の生活を考えますとき、年金生

活者等も多数出てまいります。一つのサークルが毎月の会議を例えば200円ずつ 1人か

ら集める、こういうこともなかなか会の運営では大変なことでございます。

一般市内の自治会が今、会費が200円から300円の月の会費で運営をされております。

もし10人、 20人ぐらいのサークル、こういう団体が 5万とあるわけでございます。そう

いう方々が毎月の会費収入が2，000円であるとか4，000円であると、こういう所が毎週会
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議を行うということになりますと、大体最低でも400円から600円、あるいは800円とい

うことになりますので、ほとんど会費収入は会場費で消えてしまう。会報の発行もでき

ない。こういう状況になってまいります。また、年金生活者等になりますと、月の年金

収入は、現在最低が 3万円前後、多い人はもちろん20万前後取っていらっしゃいますけ

れども、国民年金等は最高でも 6万円前後にしかならないわけでございますo そういう

人たちがさまざまなこれから社会活動をしていくためには、そういう会をつくっても、

維持運営していくというのはなかなか大変なわけでございます。

そういう状況が見えているわけでございますので、当然、各種、各階層、各個人の市

民生活を考える際に、私は無料の部分をふやしていく、このことがどうしても切実な要

求になっている、そういうふうに言いたいわけであります。

どういうふうにすれば無料化の枠か広がるか、それは例えば、日野市福祉セ γタ一条

例がなかなかいいんじゃないかと思います。福祉センタ一条例の中の無料の項目があり

ます。どういう対象にしているか。 60歳以上の高齢者が使用する場合、これは主として

無料、こういう規定が第 1番にあるわけでございます。それから身体障害者が利用する

とき。 3番目は児童福祉法による少年が利用するとき。 4番目が母子及び寡婦福祉法に

よる母子家庭の子女が利用するとき。公益的な法人もしくは公共的団体、この公共的団

体が自治会まで広がっているのではないかと思いますが、みずからその公益及び公共目

的のために利用するとき。市立学校がみずから児童・生徒の教育目的のために利用する

とき。市がみずからその行政目的のために利用するとき。こういうことになっておりま

すので、湯沢福祉会館等は、大変な利用率になってきております。自治会なども大変助

かっているわけでございます。老人クラブも大変助かっているわけでございます。こう

いうような範囲を定めていけば、私は無料化に道を聞いていけるのではないかと考えま

す。

それで、今後の方向でございます。まず、そういう無料化で提供できる集会施設、こ

ういうものをどういうところに無料化していくかということを、ひとつ、まず考えてい

ただきたい。

それから第 2点目には、さまざまな団体がございます。そういう団体の性格も検討し

て、どういうような階層に無料化でいくか、こういう点も考えていくことができるので

はないかと思うわけであります。そういうことになってまいりますと、市民の各種団体

や個人、こういう方々を構成員とする審議会のようなもの、市民参加で今後の公共施設

の開放、方向について検討していく、そうし、う組織をつくられたらどうかというふうに
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考えるわけでございます。そして、幅広い市民の参加のもとで無料化ということを検討

していけば、おのずから100円取れば市民が大切にしてくれるだろう、というような発

想もあると思いますけれども、無料になっても市民が討議をする中で、どこそこは無料

にしていくという範囲を広げていく、そういう作業過程の中で、市民は必ず市の財産で

ある公共施設を大切にするというそういう思想も進んでいくに違いございません。そう

いうことで、私は、今後市がいろいろと検討していただくことを願う次第です。

ま、行政改革ということが言われてきております。しかし、今私が主張しましたよう

な意味の公共施設の開放、これは、そういうことについて市民負担をふやそうという考

えの方々にも納得をしていただける道筋だというふうに思うわけであります。

以上の方向について、検討していただけるかどうか、部長なり、あるいは市長からも

し考えかあれば、一言で結構ですけれど、お答えいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 施設使用の無料化という観点からの御意見であります。私は、

自治法の定める使用料・手数料の精神は、どういうところから発するかということを、

時々、考えておるわけでありますが、かつての、自治体の財政的な能力が不十分であっ

た当時は、あるいはその発想の根拠に若干の経費を生み出す、そういう意味にも意識さ

れたかもしれませんが、今日野市は、市民課の窓口事務、あるいは証明の発行の事務、

これらの手数料を100円という基準で設定しております。他の市は近ごろ、 200円にする

傾向が生まれておりますo この点についても多少考えなければならないという感じはし

ております。

そして、一番目野市の古い有料施設といいますと、市民プールがあります。市民プー

ルは、その設立の当初から、たしか大人と、それから子供という料金体制になって、や

はり 100円とか50円とかいう基準が用いられたという経過でありました。その後、いろ

いろな市民施設をっくり、使用条例を定め、使用料を決めていくということが大きく進

んできておるわけでありまして、その際の使用料という考え方は、その維持経費を賄う

という発想、ではございません。つまり、また質問なり、あるいは部長の答えの中にもあ

りましたが、受益者負担という発想、でもありませんO むしろ使わない人と使う人とのあ

る程度の処遇の差というものを設ける必要があると。こういうことで使用料体系を組ん

でおるということでありまして、そこで、今言われるいろいろな福祉団体、その他適切

な団体に無料の窓を開けということは、これは意味のあることでありますので、この貸

し出し施設には、使用する側に、まあ具体的に例を言えば、公民館活動で他の有料施設
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を使う際には、公民館においてその使用料の経費を予算化をして、そして無料提供とい

う形が生まれるわけであります。

社会教育センターは、本来、民間経営の形をとっておりますし、ある程度維持管理費

を生み出さなきゃならないという理由もあるわけでありますが、日野市の約束において、

日野市が証明をするといいますかね、こういう団体には無料にしてくださいと、そいう

ことで無料団体には社会教育セ γターに紹介をしている、こういう形があります。それ

から、本来の建前として、公民館は国の方針に沿って無料施設である、これが大きな原

則だと，思っております。

地区セシターは、地域の公民館という日野市の大きな特色でございますので、これは

無料ということで当然だと思っております。

中規模の市民施設になりますと、やはり今申し上げましたような理由によって、使用

する方と使用しない方とのある程度の処遇の差をつけておくと。これは、行政の一定の

パラ γスをとる上でも重要なことだというふうに言わざるを得ません。ですから、無料

の門戸を開くということは、その使用する団体に別の助成を行って、そして事務費なり、

あるいは事業費ということで助成をしておいて、それで支出していただく、支弁をして

いただく、こういう関係が一番建物の維持管理という面からも合理性があると言えるん

ではないかと、こう思っております。

したがいまして、無料の窓、を開くには、使用する団体に、その性格によってなお助成

をする、そういう要素を整えていくということで、むしろ合理性が伴うんではないだろ

うかと、こんなふうに，思っておりますので、今後もそのような方向を目途に、適切な配

慮をしていきたい、このように考えておりますo

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 終わろうと思いましたけれど、さらに一言だけ意見を申し上

げて終わりにしたいと思います。

今、市長がおっしゃいました中で、努力される点はせ.ひ頑張っていただきたいと存じ

ます。

しかし、答弁の中で、受益者負担という考えではないんだと。使う人と使わない人、

ということの区別ということの発想から、 100円取ったりしている場所もあるんだ、と

いうことでございます。私は、この考えは常識的であるという面もありますけれども、

余り感心しない点もあるわけでございます。やっぱりみんなが税金を納めている。そう

いう中で、特段に福祉施策を重く与えなければいけない方々もいらっしゃる。そういう
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ことに対して、私は、あの人たちだけが思典を浴びているというような発想を市民なり、

行政当局がすることは、間違いだというふうに思うんです。ですから、使う人と使わな

い人の区別ということは、私はすることは必要でないし、そういうことを発想を強めて

いくから、結局受益者負担という方向にも導かれやすいわけでございますので、その辺

は、今後の長い日野市の行政の発展の中で、ひとつそういう考え方についても私は検討

をしていただきたいと思います。

そして、公民館の登録団体が他の施設を利用するときは、公民館の方で予算化して、

その会場費を持つ、ということなどをおしっしゃいました。こういうのも複雑でござい

ますし、公民館の登録団体が自分の近くの公共施設のうち有料の会場を使う場合は、ホー

ルなどは別ですけれども、会議室程度、そういうものは無料にするとか、さまざまなこ

とを今後考えていただかないと、私は市民の活動のエネルギーに追いっけないのではな

いかというふうに思うわけです。もちろん、社会教育セジターという法人組織が有料制

度であることは、私は当然だと思います。あるいはまた、ふるさと博物館のように展示

等特別なものをする、そういうものも、私は100円なり取ることも、ある意味で当然だ

と思います。

しかし、きょう主として私が主張しておりますこの会議室、集会所、こういうものは、

そこから利益を生み出すものでもないわけでございますし、単にその部屋を維持管理す

れば、市はいいわけでございます。そういう意味から、本日は集会室に的を絞って無料

化の道を開いてほしいという要望でございますので、市長の答弁は大変ありがたかった

わけでございますけれども、今後、私の言わんとする意思も生かして、道を聞いていた

だきたい、このようにお願いを申し上げまして、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって17の 1、生活・保健センターなど公共施設の使用

料無料化に道をひらけの質問を終わります。

一般質問17の2、駅前放置自転車・バイクの解決をの通告質問者、竹ノ上武俊君の質

問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) 駅前放置自転車・バイクのことについて簡潔に質問をさせて

いただきたいと思いますO

駅前の放置自転車、放置バイク、あるいは違法駐車、これがこれからのまちづくりの

最大の課題になってきていることは御承知のとおりでございます。また、議会もほとん

どの議員の方が取り上げてきておられます。そういう中で、どういうふうにすればこの

放置自転車の抜本的な解決策というものが生まれてくるのか、このことを考えて本日、
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質問をいたします。

この間も高幡不動駅前で、業者の方とか、あるいは自転車置き場の整理をされている

おじさんとか、そういう方から、いろいろな御要望を承りました。これはこの間という

より、毎日と言ってもいいように、要望は私どものところに来ているわけでございます。

この放置自転車、放置ノミイクの状況ができるというのは、私は、オーパーに言えば、日

本の資本主義社会の政策の弱点の一つで、はないか、こういうふうに思いますQ とにかく

生産したいほうだいに生産をする。こういう状況で、後の始末については、生産する企

業はほとんど手を出きない、考えない、こういうところから、今の状況が来ているとい

うふうにも大きく言えば言えるわけでございます。それを一地方自体の責任で解決せよ

というふうに要求するのも、どだい無理な点があります。ありますが、地方自治体の権

限の中でできることについて、強く解決を要望するわけでございます。

放置自転車について、あるいはバイクについての年間予算は、日野市では整理の予算

が、補正予算も含めまして大体年間1，000万、担当の職員は 3人だそうでございます。

ですから、この規模、この予算で解決するということは、大変な御苦労だということは

私にもよくわかるわけでございます。そういう点で、今後の対策として、市はどういう

ことを具体的に考えていらっしゃるのか、あるいは今のような状況で体制も予算もそう

いう方向でやっていこうとされているのかどうか、その辺のことについて市側の答弁を

本日、お伺いをいたしたいわけでございます。

私は、駅前の放置自転車・バイクの解決をするには、今後、相当抜本的な体制が必要

であるというふうに思います。市役所の中にも交通問題についての特別の体制をつくっ

たという答弁などが今まで出ております。しかし、もっともっと抜本的にまちづくりそ

のもの、そのものを市役所のすべての部が集まって大規模な相談をして、長期の展望も

出す、そのくらいのことが必要ではないかと思うわけでございます。

例えば高幡不動駅付近の区画整理なんかも進んでおります。これは建物ができてしまっ

てから自転車置き場のことなどを考え始めても、もう後の祭りになります。建物をつく

る前に、高幡不動駅前の地下の状況はどういうふうなまちづくりにするのか。例えば地

下に自転車置き場を置くというようなことはどうなのか。また、ある所では、地下に自

転車置き場をつくったら、ほとんど利用者がいないという地方自治体もあるそうでござ

いますけれども、それも市民に対する PRや教育の問題、場所の点などがあると思いま

す。そういう点などを今後総合的に考えていただいて、抜本的な対策をひとつっくり出

してもらいたい、こういうことを考えます。

今の駅前の状況を見てみますと、子供たちにもいい影響を与えておりませんo 私ども

が住んでいる団地内外でも、もう子供たち自身が自転車を方々に置きっ放しにしている

わけですね。そしてまた、転居される方が多いわけですが、ほとんどの方が、自転車を

置き捨てて転居していってしまわれます。もう新品もそのまま残っているという状況で

す。年間百草団地だけで200台から400台、自治会やPTAの皆さんが整理をして、日野

市の清掃部にお願いをして、あるいは多摩市の清掃部にお願いをして処理をしていただ

く、こういうような状況になりまして、感覚までいろいろとおかしくなっていくという

状況にまで私は、お互い影響し合っているのではないか、こういうふうにも思います。

ですから、抜本的な解決をして、駅前をいつもきれいにして、歩行者の安全、あるいは

買い物の便利、こういうふうにしていかなければいけない、そういうふうに思うわけで

ございます。

そういう点で、一つは、今後の対策として、高幡不動を例にとりますと京王帝都、こ

こにも相当の負担をしていただかなきゃなりませんし、それに対する自治体の要望も強

く私はしていただくべきだと思っております。それから京王ストアや忠実屋、そういう

大手企業には、もっともっと負担をして、自転車置き場の解決策について考えていただ

く。金融機関もそうでございます。資本カのある所はもっともっと、自分の責任でお客

さんの自転車は解決をする、バイクは解決をする、そういう態度が必要であると思いま

すo そういう方面に対する働きかけも含めまして、今後の市の考えがあれば、ひとつ簡

潔に御答弁いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) ただいまの御質問に対してお答えを申し上げます。

放置自転車対策の基本は、まず、中央方向にー駐輪場確保を目標としていますが、現

在、この土地の高騰の中で、非常にこれが、用地を確保するというのが、難しいという

のが現在の状況でございます。

現在、それではそれにかわるものということになれば、現在ある駐輪場を有効に活用

するということが、まずーっの基本になってくるわけでございます。それに対して、ど

のような方法をやっていったらいし、かということになりますと、やはり、その駐輪場の

そばに案内板を設置するとか、またはそういう利用する市民の方々に対してはパ γフレッ

ト、こういうものの配布、または広報等によりまして、その使い方の情報を提供すると

ともに、また新たにこの 9月の補正でも提案をさせていただきました交通誘導員という

もの、こういう誘導員を配置してやっていかなけりゃならないということを、今、我々
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の方では、そういうことについての考え方を持っております。

それから、移動については、迷惑度、または危険度が高い場合、やむを得ずこの自転

車というものの移動を行っております。また、その自転車を置く方に対しでも、まず考

えていただかなきゃならないものは、その利用者のモラルに訴える要素が大きいので、

繰り返し我々も、そういう中で今後地道な努力をしていきたいというふうに考えており

ます。また、先ほどの御質問の中でも、将来的な物の考え方という中では、まず、駐輪

場の確保のためには、駐輪場そのものを立体化することとか、または地下構造のような

ものを含めまして、今後、これが実現できるように庁内的な検討を重ねていきたいとい

ふうに考えております。

それから、先ほど交通安全推進本部の中のちょっと御指摘もございましたけれども、

既にこれ発足いたしまして、 6回の会議を毎月 1回ずつ重ねてきているわけですけれど

も、これに委員になっている課長そのものが、全く真剣になって交通安全対策というこ

とで、いろんな方面から御意見を出していただき、現在、その整理をしているわけで、す。

こういう面においても、今後、御指摘のようなものも含めまして、推進本部でもそうい

うものに対しての検討を深くしていきたいというふうに考えております。

以上です。

0議長(小山良悟君)

029番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

ありがとうございます。御苦労さまでございます。

先日、高幡不動駅前で撤去作業を市がやりました。 300台前後撤去されたそうでござ

いますが、その後は40台ぐらいを毎日撤去すればいいという状態になってきたそうです。

こういうことをやらないで、本当に市民が自覚的にやればいいわけですけれども、今の

この社会状況や生活の考え方、 1秒争うような状況、こういう中で、本当になかなか、

自覚的に直させるというのは、ほど遠いものがある感じがし、たします。したがいまして

どうしても、行政的な力というものもかりなければいけないわけであります。この撤去

作業をする前は、有料の自転車置き場、高幡不動駅に至近距離にございますけれども、

ほとんどがらあきだったわけですね。そういうことで、やっぱり行政の力も含めて今後

の解決策が望まれる。

私も、京王帝都その他には直接議員として要望などをいたしてまいっております。 し

かし、今後、例えば地下に駐輪場をつくるといっても、工事はほとんど不可能でござい

ます。ですから、これから区画整理とか再開発をする所は、そういう開発の地主さん、

業者、こういう方々も前もって呼んで、私は市と市民、あるいはそういう企業、そうい
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う所が、駅前のそういうまちづくりそのものについても会議を持つ、そして相談をしな

がら、ピルができる予定の所には、地下が必要な場合は最初から、地下のそういう駐車

場なり、駐輪場の要望を市が出すというようなところまで話し合いを進めて、後から混

乱が起こらないように、そういう大きな発想でやっていただきたし、ということを、本日、

強く要望しておきたいと思います。

そして予算額も、今のような程度ではとても解決ができません。常時、そういう行政

の側の、まあ強権発動はよくございませんけれども、整理作業が常時できるように、もっ

ともっと予算もふやし、そして職員もふやす。職員をふやすことがなかなか厳しい状況

であれば、委託でも結構だと思います。さまざまな形でそういう体制を抜本的に解決を

していただくように心からお願いを申し上げま して、この件の質問を終わります。

0議長(小山良悟君)

を終わります。

一般質問17の3、団地などの駐車場増設に市の積極的対応を求めるの通告質問者、竹

これをもって17の2、駅前放置自転車・バイクの解決をの質問

ノ上武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君)

ただきます。

お昼前で、早くお昼にというお気持ちの方もあるような感じでございますので、 この

それでは、最後に団地などの駐車場増設の件を質問させてい

件も簡潔に質問をしていきたいと存じます。また、私自身も、今まで何回も取り上げて

まいりました。またほかの議員さんも取り上げてまいっておりますので、 ダブらないよ

うな形で質問をさせていただきます。

この市内の団地、あるいはマンショ γ、集合住宅、こういう地域での駐車場問題とい

うのも、今後のまちづくりの最大の課題の一つでございますo 本日は、百草団地や高幡

台を中心にいたしまして質問をいたしてまいりますo

今までこの場で私、市長などに要望いたしてまいりました。そのときは、大体答弁の

方向は、家主さんと居住者でその問題は解決すべき ことではないかという発想が、行政

当局には強かったように考えます。しかし、現状を考えますと、もうそういう段階を通

り越してまいりまして、政府はもとより、地方自治体も積極的にこの駐車場対策を考え

なければいけない時代になっているわけであります。これも、根本的、大きく日本の現

実を考えますと、自動車製造会社の売らんかなの考えの中、一家に 2台、3台と いうの

がぎらになってきております。私が日野市に越してまいりました ころ、あるいは市会議

員になりましたころは、一家に 2台、 3台お持ちの家庭は、 高幡不動の駅前の大地主さ
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んぐらいかな、というふうに思っていたものでございます。ところが現在は、お父さん

も1台、お母さんも 1台、息子さんも 1台、娘さんも 1台というような形になってまい

りましたo

こういうことで、本当に駐車場の問題は、最大の問題になってきております。また、

地価高騰で中小業者の皆さんも、商庖の近くに駐車場が持てないということで、営業を

ストップせざるを得ないという所も都心部ではだんだんふえてきている状況にあるそう

でございます。

百草団地の状況を申し上げます。現在、公団の方が団地サービスを通じまして持って

いる駐車場が、約500台あるわけで、あります。これは多摩、日野にわたる2，000世帯の賃

貸住宅のことでいきますo それでカークラブというのを住民でつくっておりまして、そ

れと付近の地主さんが提供している所で四、五百台。 1，000台近くの車が一応駐車場を

確保しております。ところが、先日早朝、団地内を歩いてみましたところ、百草団地だ

けで路上駐車が532台あったわけでございます。そして、公団に聞きましたところ、賃

貸住宅で申し込んでいて団地の駐車場が当たらないため待機している人が、 400世帯以

上、 400台以上待っていると。 5年、 10年待っても、駐車場は当たらない、こういう状

況でございます。もちろん、自治会を初め住民の皆さんも、頑張って駐車場増設に努め

ております。そして、両団地の場合は、公団へも強く働きかけをしているわけでござい

ます。

ところが、公団の分譲住宅というのがございまして、これは百草団地に336世帯ほど、

高幡台に550世帯ほどあるわけでございます。これは分譲住宅でございますので、公団

から土地と家を買ってしまった後は、もう公団が責任を持たない、こういうことになり

ますので、駐車場を増設する場所は、ほとんどないわけでございます。かといって、狭

い芝生を削って駐車場にするというのも、なかなか住民の意見の一致ははかどらない状

況にあります。こういうことで、関係者も公団に、あるいは政府に、あるいは関係諸機

関にさまざまな陳情行動を繰り返してまいっております。そして百草団地の場合には、

汚水処理場跡地が公共下水道につながりましたために、空き地となってまいっているわ

けでございます。これについては、住宅建設を公団当局はしたいとしておりますが、住

民はあくまでも駐車場にせよ、こういうことで今、交渉を繰り返しております。

そしてまた、高幡台等におきましでも、空き地の利用、のり面の利用、こういうこと

がさまざまな運動として行われているわけであります。また分譲住宅の場合には、同じ

団地内の土地でございますけれども、こういう汚水処理場跡地や、空き地、のり面、こ

-348-

れが公団の土地であるために、分譲の住民は利用することができない。そのために、公

団との話し合いの取っかかりがない。あるいは賃貸住宅の自治会との聞の話し合いをど

ういうふうに今後進めるか、悩んでいらっしゃるわけであります。そういうことなどを

取りまとめていくということになってまいりますと、やはり私は、日野市行政当局のお

力をかりなければいけない段階になってきていると存じます。

先日、住民団体と市長の話し合いをする機会がございました。あるいはまた、日野市

の公住協の定期総会というのがございまして、そこで森田市長が来賓あいさつ等の中で、

力強い発言なども、ごあいさつなどもいただいたわけでございます。こういう点なども

含めまして、本目、答弁を期待しているところでございます。

お答えといたしましては、現状の市と公団等との関係、話し合いはいかが進んでいる

か、進んでいないか。

第 2点は、今後、自治会、市、近辺地主さんも含めてもいいと思います。関係機関な

どと駐車場増設について協議会みたいなものをつくって、打開策を検討するという方向

で、ひとつ市も協力していただけるかどうか。

それからもう 1点は、市長会などを通じて、国とか建設省、東京都、あるいは公団、

こういう関係先に意見書等を出すなどの政治的な働きかけをしていただいて、住宅をふ

やすという方向ではなくて、現在居住している人たちに、駐車場の場所を与えるために

力を尽くす、そういう点での私は、この三多摩27市、これは大問題になっていると思い

ます。そういう点での働きかけの努力もしていただけないか。こういう点で、御答弁を

いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただいまの質問につきましてお答えしたいと思いま

す。

まず、具体的な内容としては、 1点、 2点、 3点あるわけでございますが、百草団地

を中心とした駐車場対策ということの御質問が主でございます。御承知のとおり、この

駐車場確保の問題につきましては、過去にも御質問をいただき、私の方も、こういう対

応をするという経過もあるわけでございます。現状の中では、日野市内でちょうど自動

車の登録数というのは 5万1，700台という数字になっております。世帯数から考えれば

約85%というような数値の中で、比較的百草団地、高幡台団地には、多い率になるわけ

でございます。先ほど質問者の中にもありましたとおり、百草団地についても500台と

いうような台数が公団側として現状、確保しております。高幡台団地につきましても、
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348台ということで割合、率におきましても30%前後の確保はしているわけでございま

す。その中での問題として、当然駐車場の問題が大きな問題としてクローズアップされ

ているわけでございますO よって、我々は現状の中で、都市整備公団と、先ほど処理場

の問題がありましたが、この処理場の問題についての駐車場を活用するということを第

一前提として交渉を進めております。しかし、公団側から言わせれば、百草団地自治会

からは、この場所についての逆に他の施設要望もあるんだ、という話もあるわけでござ

いますが、市は引き続き積極的にこの駐車場確保のために努力していきたいというふう

に思っております。

今後、高幡台団地、あるいは百草団地のそれ以外の駐車場確保の問題でございますが、

御承知のとおり、地価高騰に伴いまして、民間の借用はなかなか困難である。あるいは、

公団が持っている敷地としては限られたスペースであるというような条件もあるわけで

ございますが、なお一層、この駐車場対策につきましては、努力していくつもりでござ

います。

なお、当然この駐車場の問題は、きのうもお答えしましたが、都市整備公団も、今後

新設部分について60%の駐車場確保をする、というような一定の方針を平成2年から打

ち出しております。よって既存の部分についての考え方もなお一層、関係機関に要請を

していきたいというふうに考えております。

以上でございますo .( I市長にもしあれば、一言お願いします」と呼ぶ者あり)

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今日、この駐車場問題が、いろんな角度から問題になってまっ

ておるわけでありまして、国では法律を定める、あるいは都市計画法に位置づける、そ

ういう動きも進みつつあると、こう見ております。我々の地方地域社会の中で、この問

題にどのように解決を目指すかということにつきましては、議場でも多少考え方を申し

上げたわけでありますが、公共のこの公園のあれですね、グラウンド部分等の下は、地

下駐車場をつくるべきではなかろうか。それから駅前の公共広場、この地下には、まあ

同じような意味で、駐車場の装置を設計すべきではなかろうか、というふうなことに発

想をさせまして、現実に登記上の問題等に当たっておるわけでありますが、必ずしもす

ぐには自治体としての使用に充てがたい。こういう壁もあるようでありますので、これ

らをひとつ法改正の中で解決をしてもらうということを、具体的にやる必要があると思っ

ております。

それから、家主とそれから居住者との関係で解決をしていただくというのも、大きな
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原則だと思うわけでありまして、これから開発指導要綱の中に戸数要件とそれから駐車

場の確保ということを義務づける、こういうことも一歩進めました。具体的に百草団地、

あるいは高幡台団地で、公団側にどの程度のことが言えるか。百草の場合は、幸いにも

処理場跡地というのがあきましたから、一つの要求の根拠ができたように思いますが、

住宅政策をやる側にとってみると、戸数の増加を図る要望も、これは国民の要求として、

当然あるわけでありますから、どのような選択とそれから施策の仕方を進めるか、いう

ことも重要な課題だと思います。

何か緑を余り破壊してはいけないわけでありますけれど、具体的にどういう方法があ

るかということは、公団の責任おいて、やっぱり一歩考えを進めるということを要求し

ておきたいと、このように考えております。今言えるところは、そのあた りではなかろ

うかと思います。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

市長がおっしゃるとおり、やはり居住者と家主さんとの関係で解決をする、これが基

本問題である点は、市長がおっしゃるとおりであると存じます。それを基本にしながら、

ひとつ今後の、今言われました行政側でのお力添えを心から期待をする次第です。

百草団地自治会等の公団への要望書によりますと、この汚水処理場跡地を例えば 2階

建て等の駐車場にしますと、抜本的に百草団地の駐車場は解決をする面積となっており

ます。そういう点で、自治会では路上駐車 1台もないという全国に誇るような模範的な

団地にすると。そういう点も含めて、公団と話し合いをしたいということで、今、交渉

が進んでいるわけでございます。そういう住民運動なども理解していただきまして、ひ

とつ今後のお力添えをお願いする次第です。

駅前については、今まで答弁がございましたように、官 3割、民 7割というような形

での駐車場建設の国政の段階での決まり事、そういうものなどがございます。しかしこ

れは、結局は大手企業等に対するサービスという点に重きが置かれている場所などが多

いわけでございます。これからの駐車場対策は、駅前でもちろん、いろいろ中小業者の

方々の発展のための駐車場対策も必要です。これも強く私も望みます。 しかし、 既に居

住している人たちの駐車場対策ということも、今後は真剣に行政や政府が考えなければ

いけないことではないかと思います。そして現在、全世帯の 6割とか 5割という模範は

もう、基準は遅いと思いますので、最低でも 1世帯 1台とい う基準で今後の集団住宅の

建設は進めていかないと、まちづくりの上でいろんな混乱が出ると思いますので、その
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辺の展望についても、機会があれば市当局で上部団体にそういう意見を具申していただ

きまして、今後のまちづくりを進めていただくよう、お願いを申し上げます。

以上で終わります。どうもありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって17の3、団地などの駐車場増設に市の積極的対応

を求めるの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

(1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後0時31分休憩

午後 1時33分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きますo

一般質問18の1、市長は職務と責任に応ずる給与制度をつくるべきだの通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許します。

(25番議員登壇〕

025番(古賀俊昭君) 地方公務員法第4節、給与、勤務時間その他の勤務条件につい

ては、給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準として、第24条に定めがあります。

「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」。また 3項には、

「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者

の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」との定めがあります。職務給と

民間準拠の原則がはっきりとうたわれているわけであります。

昭和61年4月30日、日野市行財政調査会が、日野市行財政の調査検討についての最終

答申を森田市長に提出をいたしております。最終答申の中では、職員給与について、

「現行の準通し号俸制は、原則としてすべての職員が一律に年功序列で昇給する仕組み

であり、職員の意欲と能力の向上の観点からも問題があるので、職務と責任、専門性に

応じたものに改めるべきであるJと述べております。

市長はこの最終答申を受けた後、内部組織としてみずからを本部長とする日野市行財

政改革推進本部を設置し、そこで「日野市行財政改革に関する基本方針Jを作成いたし

ました。昭和62年2月6日のことであります。この中で、具体的推進事項のーっとして、

給与の適正化を掲げ、 「給料については、地方公務員法に定める給与決定原則の趣旨を

尊重し、給与内容、給与水準の是正、給与制度の適正化を図るため、現行の給料表を職
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務の内容、責任に応じた職務給に改めるJといたしております。そしてこれを、昭和62

年度から 3カ年で検討、あるいは実施をするとしておりました。一方、議会では昭和58

年6月議会において、退職手当等を含む日野市の給与制度の是正を求める決議を可決い

たしております。さらに昭和62年12月議会では、一部職務給を導入する不完全通し号俸

制jへの切りかえの議案に対しても、附帯意見で、 「速やかな職務給制度へ到達するようj

市長に強く求めたわけであります。

こうした経緯があるにもかかわらず、日野市の給料表は、職務給らしき呈をなしてい

るのは、 1等級の部長職から 3等級の課長補佐職までであり、 4等級、係長職以下は、

今もって通し号俸制のままに放置され放しであります。

そこで、端的に質問をいたしますが、これだけの経過がありながら、なぜ市長は今もっ

て、職務給の提案ができないのか、この点をお尋ねいたしますので、正直にお答えを願

いたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問に対する答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 御質問については、私の方からお答えをさせていただきま

す。

御質問の中にございましたよ うに、地方公務員法第24条では、 「給与は、職務と責任

に応ずるもの、すなわち公務員、地方公共団体に対する貢献度に応じて決定されなけれ

ばならなし、」という原則が規定されてございます。これに対する考え方といたしまして、

生活給の原則というのがございます。これは、 「給与は、勤労者の生活の維持に必要な

額を決定すべきであるJという原則でございます。給与は、勤労の正当な対価であると

する考え方には、経済原則から見て、十分な合理性があると同時に、給与が生活の元手

として労働力の再生産を賄うに足るものでなければならない、という考え方にも、給与

が現実に生活している人に対しまして支払われるものである、ということで、それから

また、労働力の継続性を維持するためのものである、ということを考えますと、これま

た説得力ある見解であると、こう言わなければならないと思います。

しかしながら、現行法のもとで職務給の原則が明確に規定されておりますので、昭和

63年 5月から、課長補佐職以上の職員の職務給の導入をいたしました。さらに今後とも、

職務給のあるべき姿に向けまして、粘り強く交渉を重ねていく所存でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) そこまでのことは、今まで何回も お聞きしているんですが、そ
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の後、速やかに職務給に移行しなさいという議会の議決があり、市長みずから作成をし

た行財政改革のための本部で、みずから本部長を務めながら、職務給に改めますと約束

をしているわけです。今もってその約束を果たさない。公約違反だといって大騒ぎする

人もいますが、約束違反を森田市長はここで、ずっと続けているわけで、す。なぜ提案が

できないのか、この点については、市長からもう一度、総務部長ではなくてお答えをい

ただきたい思います。

そこであわせて、再質問の形でお尋ねをいたしますが、過去の議会で私の質問から、

市、つまり理事者が考えている職務給のあるべき給料衰の姿、やる気があるかどうかわ

かりませんが、とにかく到達目標は説明をしております。行政職を 1と2に分けるわけ

です。 2は技能労務職員とする。また医療職を三つに分け、一つは医師、二つ目は薬剤

師と医療技師、職員、 3番目は保健婦、助産婦、看護婦とする構想であります。私は、

職務給に移行するということを市長みずから約束をしていながら、なかなか全部できな

いということであれば、このまず医療職からだけでも、実現すベく手をつけたらどうか

と思うわけでありますo

現在の市立病院は、慢性的な助産婦、看護婦の不足に悩まされております。それもそ

のはず、正看護婦の方がさらに 2年間勉強して資格を得る助産婦の皆さん、こういう正

規の資格を持った人と、そういった資格に全く該当しない、準看護婦、また看護婦を助

ける立場の看護助手、こういった人たちが横並びに同じ給料表で処理をされているわけ

であります。医療職にはっきり助産婦と正看護婦を位置づける、このことによって、ま

ず職務給の仕上げに向けての一歩を踏み出していいのではなし、かと思うわけであります。

市立病院の充実については、さまざまな方策が語られておりますが、まず人材が確保で

きるような状態が続くことが大事だと思います。

給与の面で、の処遇が犬事だと思いますが、私ども現在の会派の前身である自由市民会

議のときに、小松市の市立病院を視察し、また宝塚市の市立病院を視察したことがござ

いますが、こういった自治体の病院では、医療職は完全に看護婦、助産婦、別の給料表

で処遇いたしております。看護婦さんの不足は、ないということでありましたo この私

の提案について、市長の見解をあわせて求めたいと思います。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 私の方からお答えをしたいと思います。

ただいま御質問者の方から御指摘ございましたように、職員の給与につきましては、

その職務と責任に応ずる給与ということでですね、法に規定されておりますような職務
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給に近づけるべく、現在努力をしているところでございます。ただ、なかなか給与とい

うのは、実際の職員の個々の生活に直接影響してくる部分でございますので、これの改

善につきましては、一定の状況、一定の時間なり、そういったところがどうしても必要

になってきます。これは、職員組合との協議というようなことも、当然前提になります

ので、一定の時間がかかってくるというのが現実でございます。

それから、ただいま御指摘をいただきました、職務給に向けての給料表の改善の中で、

例えば行政職を幾つかの表に分けるとか、あるいは医療職を幾っかに分けるというよう

なことで、今御指摘もございましたけれども、私どもの方でも、その点については十分

に内部の検討材料としておりまして、今御指摘いただきましたように、特に医療職の問

題では、現実的な問題も起こっておりますので、そういった面に向けての改善策をとる

必要というのは、私どもも痛感をしておるところでございますので、その辺のところに

つきましては、さらに内部で詰めて、まず実現できる可能性の強いところから手をつけ

て改善に向かつて進んでいく、というふうに進めていきたいというふうに考えておりま

す。

以上です。

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊暗君。

私は、給与の問題をずっと何年も取り上げて、毎回一般質問で

取り上げているんですが、結論として市側がいつもこの場でできない理由のーっとして

挙げるのが、相手がいる、職員組合との話がもたついているということで、理由はいつ

も決まっているわけです。

昭和62年の 6月議会で、こんな答弁があったと思います。 I通し号俸制廃止、職務給

の採用について、職員課と職員組合によって構成される賃金検討委員会で鋭意検討して

いるJ。昭和62年の 6月ですから、もう何年も前のことでありますo 鋭意、職員組合と、

こういった委員会をっくりながら検討しでも、今もって職員組合が相手ですから、職務

給の提案はできないという理由は、どうしても私は納得できません。もう十分に職員組

合と話し合いをやったというふうに判断をしてもいいのではないかと思うわけです。こ

れ以上職員組合との話し合いは、全く無意味だと思わざるを得ませんし、 最も市民感覚

からかけ離れた集団が職員組合であることは、今日の時点になってみれば、 明々白々で

あります。あとは市長の決断があるのみであります。どこかの国の首相と同じように、

大した決断もできぬまま、国際社会をお金だけ持ってでかい面をして歩いているような

ことでは因ると思うわけであります。市長の最後に決断を求めたいと思いますが、市長
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から答弁をお願いをいたします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 大切な給与の問題でもございますし、社会の動向という側面

と、あわせて一定の方向づけをすべき課題であるということで、取り組んでまいってお

ります。相当期間もかかるわけでありますが、方向づけといたしましては、自治法の定

めになるべく沿っていくことも、時代の一つの基準ということになるべきものでありま

す。今までの慣例として、この労働条件に関する問題は、労働法規によって、一定の合

意によって推進をすべきものである、という原則もございますので、根気よく意見交換

をし、一定の合意を持ちながら、充実を図る、いう手順が私は、民主主義のルールにも

かなう、このようにも考えております

今、助役並びに総務部長からお答えをした経過でもございます。これからもまた、全

般の中の一つの努力すべき課題として取り組んでまいりますので、時間をおかしいただ

きたいと、このように願っております。

以上です。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

綱引きをしていても始まりませんが、私が提案をさせていただ

いた、まず医療職、医師については既に独立の給料表ができておりますが、医療技術職

員と、もう一つは保健婦、助産婦、看護婦等を区別する医療職の給料表についてまず、

こういった専門職の人たちの給料表だけでも、職務給の形に改めることを検討していた

だくよう、具体的提案をさせていただいて、この質問を終わりたいと思いますので、御

検討をお願いをしておきます。

以上です。

O議長(小山良悟君) これをもって18の1、市長は職務と責任に応ずる給与制度をつ

くるべきだの質問を終わります。

一般質問18の2、平成三年度の固定資産税の評価替えにあたっての通告質問者、古賀

俊昭君の質問を許します。

025番(古賀俊昭君) 私のもとヘ最近、相前後して二つの団体から要望書が届けられ

ました。内容はいずれも、固定資産税に関するものであります。一つは社団法人・八王

子法人会会長の荒井さんという方と、同じく社団法人・八王子法人会の日野地区会長・

増倉さんの連盟による「平成 3年度の固定資産税評価替えにあたっての要望」というも

のであります。
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内容は大体推察していただけると思うんですが、 「平成 3年度におきまして、また固

定資産税の評価替えが行われるものと存じますが、当該評価がえの対象期間が、昭和61

年度後半以降の地価高騰の最も激しい時期に当たっているため、私どもは形式的な評価

替えによって、固定資産税の負担がかなり上昇するのではないかと、強い懸念を抱くも

のであります」。こういう文章がありまして、 1項目から 6項目まで要望事項が記載さ

れております。

内容は省かせていただきますが、要するに固定資産税の評価替えに当たっては、現実

の売買実例価格を直ちに採用することなく、その取引の実態を十分に調査をして、特殊、

異常なものを排除し、正常と認められるもののみを採用するよう努めてもらいたい。ま

た、中小企業や個人が、現にみずからの事業や居住に供している土地家屋については、

評価替えを留保する便法を講ずるか、思い切った負担調整措置を講ずるよう配慮するこ

と、こういうことが並べられております。

もう一つは、日野市商工会会長・一ノ瀬さんから届けられました「固定資産税等改訂

に対するお願い」というものであります。これも大体内容は同じでありまして、平成 3

年度は固定資産税の評価額が改定される基準年度に当たります。特に今回の改定に当たっ

ては、評価期間が地上げ行為が最も激しかった昭和61年 7月から平成元年 7月までの期

間が算定基準となっております。したがってこの間の地価急騰の趨勢が反映されますと、

固定資産税と都市計画税は大幅な負担増が予想されますO こういう文章がありまして、

具体的に 2項目、要望の事項が記されております。

1. 固定資産評価額を極力圧縮し、低く抑えること。 2. 固定資産税、都市計画税両

税の納税負担の軽減を図ること。このように記されております。言わんとするところは、

この 2団体ともに相通ずるところがあると思うわけであります。

そこで具体的に質問をさせていただきます。平成 3年度の固定資産のうち、土地の評

価替えの作業スケジュールはどのようになっているのか。現在は、何が事務的に行われ

ているのか。また、地価の上昇はこの 3年間、どの程度になっているのかを御答弁いた

だきたいと思います。

2番目に、地価高騰下での評価替えでありますが、日野市として納税者の異常な負担

増を抑えるため、何か行政上の措置を対策として考えているかを、お尋ねいたしますO

3番目に、固定資産税と合わせて賦課し徴収している都市計画税についてであります

が、現在、市税条例は、付則の第28条にありますとおり、 昭和63年度から平成 2年度ま

での各年度分の都市計画税の税率を100分の0.27といたしております。最高税率が1000
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分の 3でありますが、その最高税率を現在は課しておりませんO 政策的な措置の一環と

して、今回も次年度の評価替えに当たり、一層の都市計画税の税率の引き下げを実施す

べきだと考えますが、市長の見解はいかがでしょうか、お尋ねをいたします。

次に、固定資産税の評価替えの時期が参りますとよく議論されることでありますが、

資産評価の適正、公平を確保するため、課税台帳、これがもし不可能であるならば、基

準地の課税標準額だけでも国の路線価格のように公表、公開をして、自治体の評価替え

作業を議会や納税者がチェックできる道を開くべきではないかと考えますが、当局の見

解はいかがなものかお尋ねをいたします。

以上4点について、回答をお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問に対する答弁を求めます。市民部長。

O市民部長(永瀬誠一君) それではお答え申し上げます。

4点の一番初めの評価替えの現状でございます。

お言葉にありましたとおり、来年度は、 3年に一度の評価替えになるわけでございま

す。現在、その仕事を進めておるわけでございますけれども、既に東京都に対しまして

は、市の評価替えの方針の道を申し出ております。そこで東京都と各市、これは日野市

を含めまして、現在その額、率について協議を重ねておるという段階でございます。ま

た、一方で市内に30カ所の地価公示地がございます。それを含めて140地点の調査地点

を日野市独自で設けまして、売買実例であるとか、公示価格、あるいは相続税の価格、

これを参考にしまして、市内全域の、それぞれの地点の適正な価格を算出するという作

業を現在進めておるところでございます。

したがいまして、現在のところは、評価替えの額であるとか、率の決定は見ておらな

いという現状でございます。

なお、今後の見通しとしましては、 9月に入りますと、もう入っていますけれども、

国の機関でございます中央固定資産評価審議会というのがあるんですけれども、それが

関かれます。 11月に東京都の固定資産評価審議会が開催されまして、市町村の基準地、

これは基準地は各市に 1カ所でございますんで、そこの価格が決定される。そして12月

にまた、国の機関の審議会。来年の 2月に東京都の審議会が関かれまして、ここで各市

町村の指示平均価格というのが決まってまいるわけでございます。したがいまして、評

価替えの作業は、具体的には、それ以降になる予定でございます。来年 2月ごろ決定と

いうことになる見通しでございます。

それと、土地の上昇額の把握でございますけれども、ただいま申し上げましたとおり、
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今回の評価替えの対象期間は、 61年の 7月の 2日から平成元年 7月 1日、亀この 3年間で

ございまして、この期間の地価の動向、変動、これが今回の評価替えに反映するという

ことになっております。この期間がしたがいまして、非常に土地が急騰しまして、いわ

ゆる評価替えを重ねてきてお りますけれども、かつてない値上が りの厳しい年でござい

ました。日野市内の地価公示価格は、もう御存じかと思いますけれども、商業地域、こ

れで2.26倍。全用途一一これは宅地も含む全用途では2.11倍。 3年間でこのようになっ

ております。このように私どもでは把握しております。

また、 2番目の納税者の対策でございますO

今回の土地の急騰というのは、正常な取引価格をはるかに私は超えてお ると、このよ

うに考えております。その中には多分に不正常な要素が来るものであ る、このように思っ

ておるわけでございます。そういうことから、今までは地価公示額の変動率をそのまま、

それに近い数字で評価替えにそれを連動しております。前回、 63年の評価替えでは、 3

年間で12%の公示価格の上昇でございましたけれども、評価替えが11.8と、それに非常

に近いところでやってきたのが過去の数字でございますが、今回の場合には、ただいま

申し上げましたように、非常に急に上がってきている。これをそのまま評価替えに反映

いたしますと、非常に納税者の税負担が一挙に増大すると、このように考えております

ので、できるだけまず上昇率を抑えたい、このようにまず努力するのが、私どもの仕事

ではなかろうかというふうに思っております。

それで、率が決定されますと、今度はそれを評価替えで上げていくわけでございます

けれども、これは評価替えのたびに行っております負担調整、上げた額を 1年で一挙に

上げるということは非常に税負担急に増大いたしますので、 2年ないし 3年にわたって

それを逐次上げていくという負担調整の方法をとりたい。これを来年 3月ないし 4月の

市税条例の改正の中で上程されると、このように思っております。

都市計画税につきましては、市長さんも後でお話あると思いますけれども、これはおっ

しゃられましたとおり、市税条例の133条によりまして、これは地方税法の規定の100分

の0.3、制限税率を規定しております。しかし、 63年の評価替えを機に、条例の付則28

条を設けまして100分の0.27ということで、特例の措置を設けております。これは時限

立法でございますので、平成 2年、本年度限りでこれが切れてくることになりますO 今

の問題につきましては、評価替え等の兼ね合いというものも十分ありますので、これを

検討してまいりたい、このように私は思っております。

4番目の評価額の公開、公表の問題でございますけれども、これは課税台帳の閲覧で
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あるとか、評価証明、これらにつきましては 地方税法の22条に守秘義務がうたってあ

ります。これとの兼ね合いから、第三者の課税額、所得額、あるいは課税標準額は、一

応その中の範鴫に入るという解釈から、現在はその諸証明関覧については、本人以外に

は認めておりません。これは納税者の利益を当然保護いたしますと同時に、行政の円滑

な運営というものがやっぱり中心になっておりますので、これを確保する見地から、そ

のような措置を行っているというのが現状でございます。

ただ、市の基準地の公開ということにつきましては、これは基準地は市内に 1カ所ご

ざいます。豊田の駅前ですけれども、これは各市とも 1カ所ですが、これらの公表につ

きましては、自治省が現在指導しております。各市で現在協議中でございますので、早

ければ平成 3年度、来年度からその 1カ所については公表させるんではなかろうか、こ

のように現在は思っております。

さらに、標準地、日野市には標準地が今110カ所ですね。それで公示地合わせますと1

40の地点を持っておるわけですけれども、それを全部というわけにはなかなかまいりま

せんので、標準地の何地点かについても、やはり近い将来、一応公表するんではなかろ

うかと。こういう国あるいは各市の動きがあるということだけは私、承知しております

ので、お答え申し上げます。

以上です。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

おおむね現状でお答えいただく範囲としては了解をしたいと思

います。

都市計画税の税率の引き下げについては、多分に政策的な措置でありますので、この

点についてだけ市長の考え方をこの場、この時点でのお考えで結構ですので、見解を承っ

ておきたいと思います。

0議長(小山良悟君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

お答えの順序としてちょっと、申し述べておきたいと思いま

す。

ことし確かに、固定資産評価替えへの作業が進みつつあるわけでありまして、本来、

固定資産税、あるいは都市計画税一一固定資産税は自治体の固有の財源でありますから、

適正課税によって税制として財源を確保できる、そのことが一番地方自治の権限の由来

する重要な部分であることは間違いないわけでありますが、ここ長期にいえば10年間ぐ

らい、またごく短期にいえば 3年間ぐらい、土地の異常高騰がまさに固まぐるしく変化
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をしてきている。国民生活、特に都市の住民に対するいろいろな脅威を与えておる、と

いうことは、現実の政治課題であります。

そこで、その異常高騰の姿をそのまま税制jに反映させるということは、むしろあって

はならない、つまり反市民的政策になりかねませんので、できるだけ抑えた形でこの税

制の今回の見直しを突破をする、こういう考え方が大勢を占めておるということであり

まして、私どもの自治体独自といたしましても、あるいは東京都市長会等におきましで

も、このことに強く関心を持ってそれぞれの当局、つまり指導される東京都、またその

もとになる自治省という向きに見直しの不当でないことを、要請をいたしております。

その表現の仕方には、前回の見直しを凍結しなさいという見解もございますし、前回

の評価並みで率を抑えるべきである、こういうことも用いられております。先般、都議

会でも、このことが議会で論じられ、都知事も一定の見解を示しておられます。つまり

なるべく抑えていきたいということであります。今、御質問の、特に特別措置を前回か

らとっております都市計画税の税率、時限立法で100分の0.27を用いておると。これが

今の多摩の地域の一般の情勢であり、かつまた、その先鞭を切ったのは東京都の取り組

みから波及をした、こういうこともございます。

今回、今数字を申し上げるわけにはまいりませんが、これを変化を、つまり悪い影響

を持つ変化を来さないようにということが一番、配慮のもとになるというふうに考えま

す。場合によったら、税率を下げるということもあり得ることだというふうにも考えら

れます。つまり、今日生活をしておらる市民の方々に、この税制の見直しの機会の改定

によって、著しい迷惑をかけない、あるいは生活に支障を来さないということの大原則

のもとに今回の見直しの税制が取り組まれつつある、ということは言えると思っており

ます。

また、当市といたしましでも、この適切な時期に一定の判断をし、また議会にもお願

いをする機会が来るわけであります。よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長の方から都市計画税については、場合によっては引き下げ

もあり得るという見解が示されました。以上4問の質問については、それぞれ前向きの

お答えがあったというふうに評価をしたいと思います。

私は、地方税、特に 3年ごとに資産評価替えによって行われる固定資産税の実質的増

税に対する納税者の不満は決して軽いものではない、というふうに見ております。この

定例会で審査を行います平成元年度決算では、市税収入が247億829万円となっておりま
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す。そのうちの固定資産税は66億1，501万円で、約27%を占めておりますO さらに都市

計画税14億1，885万円を加えますと、何と約33%の比率を占めるのであります。

来年4月 1日から課せられる新しい評価額に基づく固定資産税は間違いなく、自治体

の財政を潤し、豊かにするわけでありますが、納税者にとっては、前回評価替えのとき

以上の政治的施策と措置がなければ、たえがたいものになってしまいます。

平成 3年度の固定資産税の評価替えに当たっては、都市計画税の税率の一層の引き下

げを含む行政上の十分な配慮を払われることを、ここに重ねてお願いをして、この質問

を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって18の2、平成三年度の固定資産税の評価替えにあ

たっての質問を終わります

一般質問18の3、防災行政の充実を図れ(防災情報センタ一、同報無線、飲料水の確

保を中心に)の通告質問者、古賀俊昭君の質問を許します。

025番(古賀俊昭君) 大正12年 9月 1日、 14万人の死者、行方不明者を出した関東大

震災から67年が経過をいたしております。首都圏の直下、あるいは相模湾、あるいは房

総沖で発生する南関東地域における地震は、東海地震と違って、現在のところ、発生を

事前に知ることは不可能とされております。東京直下型地震や東海地震70年周期説など

もあって、いつ何の余兆もないままに大地震に我々が襲われるか、全く油断できない状

態にあると言えるでのあります。市が発行しております「災害時の避難の心得、いざと

いうときの身の守り方」、こういう冊子がございます。この冊子の中に森田市長がこの

ようにあいさつ文を寄せておりますo

「災害を防止し、住民の身体や生命を危険から守って、安全を図ることは重要な自治

体の任務のひとつです。日野市では、都市計画や建設事業等のあらゆる面から災害に強

いまちづくりを推進しているところでありますJ。

このように避難時にいろいろ心得る項目をわかりやすく書いた冊子があるわけですが、

これに市長はこのような文章を寄せております。

そういったこともあって、具体的な施策として、平成元年の 6月議会に防災行政無線

(固定系)整備調査設計費が補正予算として出されました。 515万円の金額であります。

ところが、この設計調査の報告書は完成したわけでありますが、再び平成 2年度、今年

度の予算で緊急通信システム導入計画調査213万8，000円が再び、調査費として計上され

ております。予算の審議等で市長にいろいろ質問をした中では、この二重の調査費の計

上については、市庁舎内に設ける予定である防災行政無線の新しい機器等を入れるに現
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在の201号室は手狭であるということがわかったので、新たに調査費を計上した、とい

うのが市長や担当部長等の理由であったと思います。

こういったこともあって、ことしの 6月議会での市長の行政報告において、市は防災

情報センターを設置するため、その用地を同地に建築されている鉄筋構造で 2階建ての

集合住宅を含めて購入するとの構想、が発表されました。場所は市役所の東側で、面積は

1，387平方メートル。ただし、このアパートには10世帯分のうち、まだ 6月の時点で 8

世帯が入居中とのことでありましたが、今年中には建物を含めてすべてを市が所有する

とのことでありました。市長は、 この2階建てアパートを201号室が手狭であるために

この土地と建物を購入して、ここに通信機器等を搬入するとの見解が示されたわけであ

ります。

つまり、このアパートに防災情報無線システムの通信機器を設置をして、利用すると

の内容でありましたので、私は万一、大地震が発生した際に、民間アパートを兼用した

ものでは、耐震能力などに問題があるのではないかと、行政報告の質疑で市長に疑問を

呈したわけであります。これに対して市長は、大丈夫だとして一向に意に介さぬ風であ

りました。しかし、市長は今後、耐震性について調査を行うということでありましたか

ら、調査を実施したのであれば、その結果をこの場で報告をしていただきたいと思いま

す。また、あくまでもこのプレハプづくりのアパートを防災センタ ーとして使用するの

か、この点を質問をしたいと思います。

それから、私はこうしたハイテク分野の情報や技術については、十分な知識を持って

おりませんので、あるメーカーの専門家にアドバイスを受けました。そうしましたとこ

ろ、こういった通信機器を搬入する場合には、電算機なども同じであるそうですが、床

が丈夫でないと機械は入れられないということで、 「耐床性Jという 言葉があるという

ことがわかりました。つまり、かなりの重量のものを運び込むわけでありますので、通

常の建物よりも重さに耐えられる構造強化の措置がとられていなければ、実際には地震

があったときなどには、かえって防災セ γター自体がまず一番に倒壊するというような

ことが考えられる、というようなお話でありました。その点も含めて床の強度なども当

然調査をされているのではないかと思いますので、耐震性の調査を行ったかどうか、ま

た、その結果はどうであったか、床の件はどうかをお答えをいただきたい思います。

それから、 2番目の質問でありますが、東京都は半年後、今、新しい都庁舎を建設中

でありますが、平成 3年、来年の 4月からこの新しい都庁舎の完成を機に、現在の防災

行政無線のシステムを全く新しいシステムに切りかえます。市区町村などとの情報通信
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手段として、従来の音声とファクシミリによる通信に加えて、新しいデータ通信及び画

像通信が導入されることになっております。そこで、日野市の場合には、この新しい東

京都のシステムにうまく合致することができるかという問題があると思います。

つまり、市長はことしの 2月ごろだったそうですが、独自に日野市は防災センターを

計画するという理由で、この東京都の新しいシステムには加わっておりません。市の防

災センターが完成するまでの問、東京都からの情報を受ける受け皿が日野市には存在し

ないことになるわけであります。しばらくの問、東京都との情報の収集・伝達に空白が

生じることになりますが、この民間アパートを仮に活用するにしても、まだ入居者がい

る。来年の 3月までに完成させるということは到底無理であります。予算上もまだ、調

査費しか計上されていない。こう考えますと、何かこの東京都の新しい防災無線システ

ムが稼働した際に、市は何か別の方法を考えなければならないということになるわけで

あります。この点についてはどのような見解をお持ちなのか、お尋ねをいたします己

3番目に、この東京都の新しい無線システムは、第二次東京都防災行政無線基本計画

というものに基づいて、新しいシステムを構築して、敏速に的確な災害対策ができるよ

うにということで今回、計画が進められているわけであります。私は消防委員会の前期

の委員長をさせていただいておりましたので、この情報収集・伝達のあり方について提

言をまとめました。その際、十分な知識がありませんでしたので、メーカーの専門の方

や東京都の担当者、また無線に詳しい方にいろいろお話をお聞きし、大変勉強させてい

ただいたわけであります。そのときに、いろいろ今回の市が進めております防災情報セ

ンターの設置については、何か釈然としないものを感じたのであります。その点を 3番

目の質問として質問をいたします

つまり、東京都がこの計画を市町村に対して示したのは昭和63年 5月のことだそうで

あります。この時点から東京都の計画が始まりました。その後、市の担当部課と都は折

衝を重ねて、日野市はたまたま高台に市役所の庁舎がありますので、立地条件がよいか

ら中継の場所として鉄塔を市役所の屋上に立ててもらいたいということを、要請をして

きたわけであります。そして平成元年度の予算において、鉄塔の建設費、また各種の通

信機器、機材及び工事発注費もすべて計上されていたそうでありますが、市長はなぜか

独自に防災センターの計画を検討しているという理由で、ことしの 2月になって、これ

を断ったわけであります。もちろん、東京都の予算はこれで宙ぶらりんになりました。

なぜ私は市長が、まあ恐らく担当の職員の方が進めてきた経過があったと思いますし、

長い間都との間で、積み重ねた折衝の経過も軽いものではなかったと思うわけであります

が、なぜ突然に市長はこの計画から辞退をしたのか、この点についてお答えをいただき

たいと思います。

それから、これは技術的なことになりますが、平成元年度の補正予算で緊急通信シス

テムの基本計画の予算を組みました。報告書を見せてもらいたいということで、私は何

回となく担当課に行きましたが、 2カ月以上見せてもらえませんでした。情報公開が言

われ、しかも議会で議決をし、市民のために少しでも立派なシステムの完成が望まれる

わけでありますので、当然議会に対しでも、これは公表されていいと思います。重ねて

お願いをしましたら、ぱらぱらと見るだけなら、という程度に見せてもらいました。で、

この調査費の中に、先ほど触れました201号室は手狭で、ある、ほかの場所につくること

が望ましい、ということが書いてございます。しかし、201号室が防災センターとして

機能しなし、。会議を聞いたり、新しい通信機器を入れたりするには狭い、というのは、

別に専門家に頼まなくても、私は普通の市の職員の方でも、十分わかることではないか

と思うんですが、この点はどのように市側ではお考えになっているのか、この点につい

てもお尋ねをいたします。

それから、この報告書の中では、自治体に免許がおろされます固定系無線、移動系無

線、それから今回新たにネットワークが計画されます、固定系もそうですが、地域防災

系、これについては日野市の具体的な取り組むべき内容がし、ろいろ記されております。

しかし、私は大事なことは、やはりマンパワーだと思います。非常にハイテク化が進ん

でおりますし、どんなにすぐれた機器を設置しでも、それを動かす職員が、専門的な知

識を持っていなくてはいけないと思うわけです。現在の移動系の無線にしても、十分使

いこなしていない。簡単に押して離すだけのものでもまだ使いこなせていないわけです

ので、いざというときに最大限にこうした通信機器を活用するには、この報告書にもあ

るように、専門的な知識のあるいわゆる技術者を、つま り有資格者を数名採用してトレー

ニングすることが必要だと思いますが、この点はどのようにお考えなのか、 お尋ねをい

たします。

それから、先ほどの最初の質問と関連をいたしますが、市長の考えておられるとこ ろ

の防災情報セジター、これは日常どういう役割を果たすというふうに考えたらいいのか。

つまり大地震や大災害が発生したときだけに職員が詰めるのか、 この点をお尋ねをいた

します。と申しますのは、いろいろ地域防災の専門家の方のお話を聞いておりましたら、

一度東京都の北区の施設を見たら、非常に参考になるという アドバイスを受けました。

担当者が、日野市の場合ごらんになったかどうかわかりませんが、 ここの防災情報セ γ
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ターは、最新の通信機器を備えていることはもちろんでありますが、絶えず防災思想、を

啓蒙するために、職員がその建物に詰めて、地震が起きたときの揺れ方はこの程度だと

いう起震車の役割を果たす機械等を置いたりして、絶えず市民との接触があるというこ

とであります。日野市の場合には、この防災セ γターはどういう役割を日常果たすとい

うふうに考えればいいのか。プレハブの 2階建ての民間のアパートを使うということで

は、ちょっといろいろ制限があると思うんですが、この点、お尋ねをいたします。

それから、最後の質問ですが、私が消防委員会で委員の皆さんと一緒にまとめました

情報の収集・伝達体制の整備についての報告提言の中で、アマチュア無線局のことに触

れた箇所がありますo たまたまサンフラ γシスコのアメリカの大地震の折に、アメリカ

は非常にボラ γティア組織が発達して、それらのメ γパーの皆さんが大活躍をした。ま

た、アマチュア無線も非常に有効に活用されたという記事を読みました。我々災害訓練

の際に、アマチュア無線家の皆さんが参加されたということは今までなかった、という

ふうに消防委員会で聞いているわけでありますが、市は現在、不幸にして万一、こういっ /

た大震災、大災害が発生したような場合に、すぐにアマチュア無線局を活用することが

できる体制にあるのかどうか、どの程度この実態について把握をしておられるか、おわ

かりになれば教えていただきたいと思います。

以上です。

失礼しました。最後に、通告にございます水の問題をお聞きするの忘れました。災害

時の飲料水の確保であります。水は命のもとでありますので、水道管が破裂をして蛇口

から一切水が出なくなる。こういった場合に、日野市ではどのような対応で災害時に市

民に対して飲料水を供給する計画になっているのか、この点も、あわせて御回答をお願

いいたしますo

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めますo 生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

まず、第 1点、の既存の建物の使用についてでございます。

これにつきましては、経過といたしましては、耐震性、過重性という点の調査という

ことを申し上げた経過があるわけでございます。今ここへ来まして今月11日ですが、最

近の業者との打ち合わせの中におきましての意見のまとめの結果といたしまして、既存

の建物については使用し得る範囲におきまして使用する。具体的には、緊急時の職員の

控えといいましょうか、そういう形の中で使い得る可能性というものを見出しておりま

す。御心配いただいております機器の設置につきましては、御心配いただくとおりでご
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ざいまして、私どもといたしましても、現在、別棟におきましてフロアのプランを練り

始めるところでございます。

それから、第 2点目の都の防災システムについての情報収集、間に合うかどうかとい

うことでございます。これにつきましては、現在、私どもが作成しております情報セン

ターの進行と合わせまして、都の方と強く今連携を保つ中で、私どものシステムの進行

に合わせまして都のシステムを導入するということを基本におきまして、それまでの問、

情報を空白とするわけにまいりませんので、都の防災対策本部の配慮によりまして、そ

の問、少なくとも、現在導入しておりますシステムを維持していくという措置がとられ

ることになっております。

それから、第 3点目でございますが、都のシステムの受電塔とし、し、ましょうか、アン

テナ設置につきまして、留保申し上げました理由でございますカ、これは一つには、こ

の庁舎への過重、都の当時の話によりますと、その鉄塔は 4 トンに及ぶ過重であるとい

うことでございますので、その辺の本庁舎建物の対過重とし、し、ましょうか、その辺の心

配が一つありました点、もう一つは、現在進行しております情報セ γターの構想の考え

の進行ということにおきまして、特に11月でございました。お断りいたしましたのは11

月でございますが、そのころになりまして、用地のある程度の目安もついてきた状況も

踏まえまして、理由を申し上げまして、猶予いただいたという経過でございます。

次に、第 4点目の報告書においての i201号会議室手狭」ということについてでござ

いますが、当初、用地がございませんので、とりあえず早急にこのシステムを構成して

いかなきゃならないという本筋の物の考え方からいたしまして、現行の201号の会議室

を使つての構想、というものを進めたいということがあったわけでございますO しかし、

調査が進む中で、どうしても都のシステムを合わせた中で201号会議室では、何とも対

応し切れないという結果が出てまいってきておりました。そういうようなことから、現

在の予定地というものが発生してきた、こういうことでございます。

それから、第 5点目の専門知識を要する職員ということでございますが、これは私ど

もといたしましては、願つでもないととでございます。ぜひ、そうしたいんでございま

す。しかし、現状といたしましては、なかなか希望どおりいかない現状がございますの

で、これからの推進の中で、人事当局へはその方向でお願いをしていきたいというふうに

考えておるところでございます。

それから、第 6点目、職員の常駐ということでございますが、あそこは名の示します

とおり、情報セソターということでございますんで、例えば現在の職員すべてが、係員

円

ipo 
qtυ 



すべてがそこへ入るということにはならず、数名、ごく少ない人数ではございますが、

何人かが行く程度、というふうに考えておるところでございます。

なお、基本的には、常駐するのは、専門職員同様好ましいことではあるわけでござい

ますので、今後の課題として掌握しておるところでございます。

次に、第7点目としてのアマチュア無線家の点でございます。

いずれいざ非常時が生じた場合には、これらの方々の活躍というものは、世界的にも

相当実績を持っているところでございます。大変貴重な存在ではございます。しかし、

現在市の防災行政といたしましては、それはそれとしまして、とりあえず行政の範囲の

中で、現在対応を進めております。しかし、おっしゃられますとおり、その存在は大き

なものでございますので、いざというときのための基礎的なこれらの方々の能力、ある

いは存在、場所、等々把握していく現在、準備を進めているところでございます。

最後に、水の点でございますが、これ、一番そういう意味では重要なことでございま

す。現在、日野市の地域防災計画では、給水可能量といたしまして、多摩平の給水場の

ほかに4カ所、合計 5カ所が指定されておるわけでございますが、その貯水量としては

1万1，120立米確保しであります。飲料水の基準といたしましては、 1人 1日、これは

飲料ということでございます。口にすべき水ということで、お一人 1日3リッターとい

う想定の中でおるわけでございますが、との量ですと23日分に該当するわけでございま

す。これが現在確保されておると。しかし、これらの水は、その貯水槽から市民の各自

にお届けする。この手段が必要なわけでございます。現在、その手段としておりますの

は、給水車2台、ポリ容器20リッタ一入りが150個を水道部に置いであるのみでござい

ますので、この辺が少し輸送手段としては手薄でございます。今後の課題となっておる

ことを申し上げまして、お答えといたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 防災情報セ γター構想、を総合的に理解していただく必要があ

りますので、私から順序を気をつけてお話をしてみたいと思います。いいですか。

( rええ。わかりやすく j と呼ぶ者あり)災害はいつ来るかわからないということは、

まさにそのとおりでありますし、防災ということに対する今までの構えも、一定の条例

なり基準を設けて対応としてはできておるわけでありますけれど、我々の一番心配いた

します、その情報を受ける手段と、それから市民にその情報を発信する手段、このこと

が極めて時間的にも、また正確さにおいて非常に重要だというふうに感じております。

それで、幸いにこの庁舎に隣接をする用地を地主さんが処分をしたいと。こういうこ

oo 
po 

つu

とが進んでおるということを知り得ましたので、早速日野市が公有化させていただきた

い、こういうふうに担当の方から申し出ました。鉄筋づくりのアパートが10戸という構

造で、 2階づくりのうちであります。その建物があるわけですから、建物もやっぱり一

緒に買わなきゃなりませんし、その建物を何とか、むしろ防災の拠点として、防災情報

セγターの拠点として活用もできると、こういう判断をいたしました。役所と至近距離

だということが、もう何よりの条件でありますし、それから別の角度から、この庁舎が

御承知のとおり、もう増築の余地がない。本来ならば、 101の部屋があるいわゆる 2階

の部分を 4階にするということで、当初の設計はできておるわけでありますが、法規の

改正、あるいは日影条例等のことに伴って、増築の余地がないという今日の状況であり

ます。そこで、むしろ固有に使用のできる防災情報室を持ちたいものだ、このように考

えておりましたところ、その一番公的な用地の確保は可能であるということが急逮、浮

上いたしました。そこで、その用地の購入とともに、この防災情報センターの構想、が具

体化して、そして急逮、推進をできる、こういう条件を持つことになったわけで、ありま

して、一方、東京都との、都の新しい庁舎の建てかえに伴って、都行政としての、つま

り地方自治体に対します災害時の通報システムがあるわけでありまして、庁舎の建てか

えに伴って、また、より進んだ方式をとられる。そのことで受信のシステムをこの当市

の庁舎にも求められていたわけであります。

ただ、もう増築の余地がないということと、防災本部をつくる、つまり災害時に防災

本部をつくる場所というものは、これは機器の設置の場所と合わせて基本的な本部の活

動のできる場所が必要だという判断に立ちました。ちょうどそういうことと相前後いた

しまして、つまり受信装置と発信装置は東京都の理解のもとに、独立した鉄塔といいま

しょうか、そういう装置を設けて、そしていわゆる情報センターにしたい。たまたま建

物でありますものですから、その建物の利用を、機器の設置に使えるだろうかというこ

とを、当然活用の手段として思い立つわけでありまして、一応の調査をしたところでは、

使用には一応たえるということにはなっております。

しかしながら、またもっと災害時のことを想定してみますと、ある程度の人員の泊ま

り込みも大切でありますし、それから資材、若干当面の資材等の備蓄も必要であります。

そうなりますと、その建物はむしろ宿泊施設、あるいは備蓄施設に使って、鉄塔に合わ

せて無電装置、これは別個の建物で行くのが適当ではないだろうかということに今考え

方を変えております。(rその方がいいですJと呼ぶ者あり)そういう形でせっかくあ

る建物でございますから、最大限に防災本部の根拠地として活用するという考え方と、
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それから独立塔を立てて受信と発信のシステムのセンターになる、こういうことを今進

めつつあります。

いろいろ前後する問題もあるわけでありますが、東京都には私も出向いて、そのこと

をよく御理解をいただきまして、御当局に御理解をいただきまして、そして来年度の予

算に東京都として日野市分も予算化をしていただく、こういうこともほぼ固まっており

ます。したがって、よりよくなるということは言えるわけでありまして、それからその

間の盲点が発しでもこれはいけませんので、現在のシステムによって、現在の装置が役

立つ、こういう次の施設のできる間の受信は可能である、ということでありますo

前後、多少御理解のしにくい経過もあったわけでありますが、せっかく土地が確保で

きたということと、それから建物が伴っておるということで、その建物の活用と、それ

から、土地の利用をこれから最も有効に防災の拠点として、防災情報の拠点として扱っ

ていこうと、こういう考え方でございます。備蓄倉庫を設けるとか、そういうことでは

なくて、つまり災害時には当然防災本部を設けますので、本部活動の拠点にしたい、あ

わせて情報の受信と発信のセ γターにしたい、こういうことであります。そういう意味

でひとつ、ぜひ御理解をお願いしておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それでは、6月議会で市長がこの場所で私との間でやりとりを

した内容は変更されたわけですね。あのプレハプの 2階建ての民間のアパートを防災セ

ンターにすると。そこに通信機器入れて大丈夫だとおっしゃったんですが、いろいろ調

べた結果、やはり耐震性や、先ほど私、指摘しました床の問題もあったと思うんで、すが、

別個の建物を建てる、市長はそうおっしゃるし、生活環境部長は、別棟のプラ γを今練

り始めているところだということで、そこに新しい通信機器等は入れて、現在の建物は

要員、つまり職員の宿泊とか控え、また多少の機材を保管する場所として使う、という

ことがはっきりしたと思います。

それで今、市長もちょっとお触れになったんですが、新しい東京都のシステムが来年

の4月から始まるわけですね。 4月 1日から。これは大変すばらしい、先ほども御紹介

しましたような内容の何といいますか無線システムで、災害地にヘリコプターが飛んで

いって、それを撮影すると同時にそれを電波で飛ばして、その塔の防災セ γターから今

度は多摩センターの方のア γテナに飛ばして、それを各自治体に無線で飛ばして、日野

市の防災セ γター、八王子も立川も、その防災担当者がヘリコプターの画像を見ること

ができる、そういう大変画期的なシステムだそうです。
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しかし、日野の場合には、来年の 3月には、 3月いっぱいにこのセ γターは稼働しな

いわけですので、従来の通信手段で26市の中で日野だけは少しおくれてしまう 。 しかし

・(r日野だけじゃないです」と呼ぶ者あ り)おくれてしま う。そう いうことで、本

来、そういった情報の空白を生じさせないことが理想的なんですが、 一つの流れとして

そうなってしまったということについては、その聞に大きな災害等が発生しないことを

祈るしかないわけですが、新たに防災センターを市長はつくるという考え方をここで始

めて明らかにされたんですが、これは一体どういう建物か、3階建てか 4階建てなのか、

地下何階建ての建物とか、どのくらいの広さだとか、そう いうことは今ある程度はっき

りしているんでしょうか。建物の概要の説明おできになり ますか。

それからもう 1点、いろいろ私の質問について部長からもお答えになりましたが、最

後の水の問題だけちょっと指摘を しておきたいと思うんですが、確かに貯水タ γクにた

くさんの水が貯蔵されているわけですが、これを運ぶ手段がない。通常の防災行政の本

来役割としては、まず水をきちんと確保しておくということが非常に大事なことなんで

すが、もし、電気ももちろん来なくなるわけですから発電機も必要ですし、一度にその

貯水タンクに大勢の人が詰めかけても、かえって混乱をする。そのために給水タンクで

市内各所に出向かなきゃいけないわけですけれど、そのタ γク車が 2台しかない。 16万

人の人に 2台で配って回るなんていうことはあり得ない ことですので、他市の例を幾っ

か調べましたが、府中とか調布、ま、多摩もそうなんですが、各井戸が幾っか市内にあ

りまして、その井戸の貯水タジクには蛇口がたくさんついているんで、すね。大勢の人が

一度に水がくめるようになっておりますし、現在、井戸というのは勝手に掘ることがで

きないことになっております。地盤沈下防止のために規制されているわけですが、防災

用はオーケーということで、東京都に届け入れすれば、井戸も掘れ~。そして月 1 回は

テストをして、この水が活用できるということになっておりますが、日野市の場合には、

そういったことが全く今のところとられていない。

で、 電気もスト ップしますから、発電機が用意されていなくちゃいけないんですが、

発電機も今のところはないようなんですね。 1台か 2台あるということは聞いておりま

すが、ディーゼルエ γジγか何かの高性能の発電機がないと、井戸水がくみ上げられな

い。こ ういうことで、水の面では全く今、お寒い状態にあるということ を指摘しておき

たいと思いますので、この地域防災計画の中には非常に立派なこと書いてあるんですが、

実際は、水の面は全くお寒い状態だということが言えます。 この点の対応もひとつお願

いをしておきます。
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何か心配がないよということがあればお聞きをしておきたいと思いますが、後の点に

ついては、今後いろいろ検討してくださるということでもありますので、お願いをして

おきます。

建物の概要について、もしある程度考えておられるものがあれば、どういう建物なの

か、この防災セ γターの概要を教えていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、本来の行政の組織としては、公害防災課が担当するわけ

でありますけれど、この防災情報セ γターの構想を現実に進めるために、ごく高級幹部

の職員を特命をして取り組んでおります。したがって、遠からず設計等についても御理

解といいますか、御審議をいただく機会が生まれるというふうに考えております。そう

いうことです。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

まだちょっと時間ありますので、公の場ですので、ちょっと確

認をしたいんですが、 40メートルの鉄塔を建てるということを前、 6月議会でおっしゃっ

たですね。これは防災センターの屋上に建てるわけですか。横に三十数メートルの市の

庁舎がありますから、40メートル程度の高きのア Yテナでないと電波の発信ができない

ということになるわけですが、この建物の横に建てるとかいろいろあると思うんですが、

いかがでしょう。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そのあたりも私もまだ、専門知識を持ち得ておりませんので、

庁舎の上に10メーター建てるというのが当初の案でございましたから、庁舎は6階建て、

約20メートル、それに10メートルをプラスしますと30メートルということですから、独

立塔は30メートル必要なのかどうかは、これから専門的な検討を経て、その本部庁舎、

本部の事務所の設計と合わせて行うということになる見込みであります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今、調査費が計上されて、平成2年度で引き続き東芝の方で、

よく具体的な内容はわからないんですが、仕事をやっていただいていると。そこの中で

も、この建物の内容等についてどういうものが一番いいのか、検討するわけですか。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

現段階では、まだ確定はしておりません。ただ、方向といたしまして申し上げますれ
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ば、防災セ γターのフロアプラ Yとしましては、都防災並びに市防災の機器室、それか

ら通信室、職務室の配置を、それらを現在考えております。およそ地上 2階見当のもの

になろうかというふうに思います。ただ、まだこれは固まっておりませんので、床面積

等は申し上げられる段階ではございませんO また、防災センタ ーの規模、構想、といたし

まして、自己発電を持つ、これにつきましでもこれから規模を固めていきたし、。それか

ら受配電設備、鉄塔の規模、有線設備、こう いったところを今年度のこの調査の中でやっ

ていこうと、こういうことでございます。なお、センターの実施設計、建築等は3年度

という形になろうかというふうに思いますo

それから、あと 2点目のくみ上げの点でございます。 これにつきましては、御質問者

のお話ですと 2台ということで、多分、それは私どもの方で確認をしないままに申し上

げたのかもしれません。実際には私、確認いたしましたところ、三沢、 大坂上、多摩平

の各浄水場に 2台ずつ、合計6台エンジ γポンプがございます。そのほか、旭が丘、そ

れから程久保浄水場、これらは構想でございますので、自然流下という形で取り入れら

れますので、これについてはそういうところから、ェ γジンポ γプは用意しでございま

せんが、一応ポンプの設置としてはそういう状況にございます。なお、今後、この水に

関しましての検討は、先ほど申し上げましたとおり、早急に検討していかなきゃならな

いというふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これで質問を終わりたいと思いますが、新たな防災セ γターが

つくられるということがわかりましたので、安心をしました。あのプレハブの建物に防

災センターが置かれるということで、市長は正気かなと私、思ったんですね。日野の警

察、消防署、日野庁舎が全部倒れても、あのプレハプだけ果たして残っているだろうか

と思ったのは、当然のことだと思うんですね。ただ、市長はあの当時は、いや、大丈夫

だとおっしゃるものですから、私も非常に疑問に思いながらそのままになったわけです

が、やはり別に防災セ γターをつくるということで、市の防災行政としてそれが当たり

前だと思います。その点は、安心をいたしました。

それから、工事等のこの後の日程からしますと、この新しい防災センターが日野市に

完成するのは、来年工事をやれば 2年後の完成ということになると思うんですね。その

聞は、新しいこの東京都の通信システムの最新のシステムの中には日野市は 2年間ばか

り、約 2年近くは入れないということになるわけでありますので、できるだけ早い完成
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をしていただくようにお願いをしておきたいと思います。

以上で、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって18の3、防災行政の充実を図れ(防災情報センタ一、

同報無線、飲料水の確保を中心に)の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時 1分休憩

午後 3時33分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きまする

一般質問19の 1、住環境を守る運動と市の対応についての通告質問者、米沢照男君の

質問を許します

(30番議員登壇〕

030番(米沢照男君) 住環境を守る運動と市の対応について質問をいたします。

現在、市議会の厚生委員会で継続審査中の住環境にかかわる請願は……(r建設委員

会だよ」と呼ぶ者あり)建設委員会ですけれども住環境にかかわる請願は、帝人の新独

身寮建設計画に反対をする請願を初め、 4件に上っておりますo また、最近、日野台一

丁目自治会や、三沢の陸自治会からも住環境を守る立場からの協力要請や、訴えが郵送

をされてきております。毎回、定例市議会ごとに提出をされる行政報告に記載をされて

おります「日野市住みよいまちづくり指導要綱jに基づく開発事業の申請を見てみます

と、 3月議会では28件の開発事業の申請が記載をされ、そのうち、中高層が19件であり

ます。これは、 11月 1日から 1月31日までの 3カ月間の受理したものの記載であります。

6月議会では29件の申請がなされ、そのうち中高層が18件。これは 2月 1日から 4月30

日までの 3カ月間のものであります。さらに今回、 9月の定例会では48件、うち中高層

が26件、 5月 1日から 7月31日までの分の記載であります。合わせてこの 9カ月間に10

5件の開発事業の申請が出され、うち中高層が63件に及んでおります。もちろん、これ

らの開発事業の申請は、地価高騰や固定資産税の値上げなどに対応するための、市民の

生活防衛の側面ももちろんあります。大企業だけではないわけでありますけれども、中

高層ビルなど、開発事業の計画が増加する中で、開発業者、建設業者と地域住民との摩

擦がますます激しくなりつつあります。したがって、市当局の積極的な対応が求められ
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ているところであります。

周辺住環境の急激な変化には同意できない、という住民運動を進めている市民団体の

皆さんからは、市当局に強い期待が寄せられておりますO 私はこれまでにも、市民の暮

らしを優先したまちづくりの立場から開発行為に対する行政指導の問題や住環境、そし

て緑地の保全などに関連をいたしまして、森田市長になってからでも十数回にわたって

一般質問を行ってまいりました。

今、地方自治体や地域住民にとって、住環境を守るという課題は、 決 して安易な問題

ではありません。ことしに入って、大型小売庖舗法の改廃をめぐって小売広の営業や地

域の住環境への影響など、さまざまな波紋が全国に広がっている現状は、 御存じのとお

りであります。

さらにさかのぼって、都市開発に対する政府の動きをたどってみますと、 7年前の昭

和58年 7月に、規制の緩和等による都市開発の促進方策が打ち出されております。その

基本的な考え方は 4点であります。

第 1に、土地の高度利用を促進するため、地域地区指定等を高度利用に適する方向へ

変更する。一般規制緩和を行い、幅広い再開発の推進を促す。

第 2に、民間建設活動を含む広義の再開発が計画される区域について、個別的な規制

緩和を積極的に行い、事業意欲の高揚と事業の円滑な推進を図る。

第 3に、大都市の規制市街地においては、広義の再開発と道路整備が一体的に行われ

る方策を講ずるとともに、再開発事業制度についても、民間活用の見地から改善 ・拡充

を行い、事業の推進に必要な税制上の特別措置を講ずる。

第4に、中高層建築物指導要綱に行き過ぎの是正を図っていく。

以上4点の基本的な考え方をベースにして規制緩和が行われてまいりましたけれども、

その問題点を整理してみますと、次のようになります。

第 1に、容積制限を緩和する地域地区指定の変更を行う 。第2に、日影規制jの変更を

行う。第 3に、第一種住居専用地域の高さ制限を緩和をする。第 4 ~，こ、市街地住宅総合

設計特別街区、一団地の建築物に対する特例等の制限での容積制限の緩和を行う。第 5

Uこ、宅地開発指導要綱の規制を行う。第6に、市街地調整区域の開発制限の緩和を行う。

こういう問題点がピックアップできるわけであります。

こうした問題点は、地方自治体や地方住民にとっては、大変大きな問題になっている

ところであります。生活優先の立場から、地域に定着してきた住環境は、急激に変化さ

せたくない、現状維持したいという地域住民にとっては、政府の開発規制の緩和は、要
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求に逆行するものになっております。住宅難の解消や、土地のより高度な利用のために、

その障害を取り除いていく応急対策といった装いを凝らしてはいますが、そのねらいは、

住民のための住環境や都市生活の向上どころか、逆に市民の住環境や暮らしを犠牲にし

ながら、開発事業にフリーパスを与えていこう、こういうねらいを持ったものになって

おります。

こうした内容の規制緩和等による都市開発の促進方策が建設省から打ち出されたのは

昭和58年 7月14日であります。そしてさらに、その半月後の 8月2日に、宅地開発指導

要綱に関する措置方針が、事務次官通達に基づいて出されておりますo

その内容といたしましては、マンション建設や宅地開発に際して、日照権などをめぐ

る周辺住民の同意というものは不要とする。あるいは、要綱に従わない業者に対して、

水道供給拒否などの制裁措置をとるべきではない。また、措置の方針といたしましては、

業者負担で設ける関連道路の整備につきましては、道路の幡員を 6メーター未満に抑え

るべきである。あるいは公園等については、開発面積の 3%で十分である。こういった

内容のものであります。つまり、地方自治体や、周辺住民、関係住民にとっては、極め

て大きなマイナス影響を与える内容のものとなっているわけであります。

こうした自民党政府の方針に基づく規制緩和の方針が、その後、この日野市において、

地方自治体においてどう具体化されているのか。私はまず、確認の意味で 1点、伺いた

いと思いますけれど、以上申し上け!t.こ、いわゆる緩和措置方策、これがその後東京都を

通じて、どういうふうに具体的な指導をされてきたのか、 1点、伺っておきたい思いま

す。

それから、 2点目でありますけれども、過日、多摩平五丁目の矢崎さんという住民運

動の代表の方から手紙をいただきました。簡潔に御紹介しますと、 「帝人側から一方的

に近隣住民のポストの中に建設計画書が投函されて依頼、 5カ月が過ぎようとしている。

私たち近隣の者の帝人独身寮建設計画に対する計画変更の希望については、ほとんど入

れらず、むしろ最近の帝人側の説明会におきましては、計画が予定どおり実施できなけ

れば、他の企業などに土地を売却するという発言さえ出るという状況ですjということ

で、とりようによっては、桐喝まがし、の発言までされる状況になっている。

それでは、この帝人の独身寮建設に反対というよりも、むしろ大変控え目な計画変更

を要求している住民の皆さん方の要求内容はどういうものなのか。これは、極めて控え

目な要求であります。ちょっと紹介しますと、こういう文面があります。 r帝人が日本

住宅公団より分譲を受けた時点で、は、住宅専用地区の環境の中で、ファミリー住宅が建
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設されて現在に至ったと確信をする。社会変化の中で、独身寮の建設を強引に進めるこ

とについては、容認しがたいが、今後とも近隣者として協調し、まちづくりを進めるた

めには、大変残念ではあるが、独身寮の建設をやむなく了承する。駐車場については、

敷地内に寮収容人員と来客数を考慮して確保してほしい」ということなどなど、具体的

に幾つかの計画変更を求めております。

こうした絶対反対というよりも、むしろ具体的な対案を示しての話し合いであります

けれども、誠意を持った答弁、回答が得られない状況にあるようであります。

そこで、これに関連して、一つは、これまで帝人側と住民側との間でどういう話し合

いがされ、また、市当局としてこれにどうかかわってきているのか、対応してきたのか

ということを 1点、伺いたい思います。

そして 2点目は、近く話し合いが予定されているようでありますけれども、こういう

具体的な住民側の対案を示しての計画変更というところまで協議が進められてはいます

けれども、事態としては一歩も進まない状況にあるようであります。そこで、住民側と

しては、市当局への大きな期待を寄せている状況があるかと思います。こういう状況を

踏まえて、当面市当局としてどういう行政指導を行い、どう対応されようとしているの

か、伺っておきたい思います。

以上、まず項目としては 3点になりますけれども、お伺いをいたしますo

0議長(小山良悟君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたしますo

まず、 1点目の国及び東京都からの指導に対する件でございます。私の記憶では、今、

米沢議員さんが昭和58年に国の通達のことを申し述べたわけでございますけれども、そ

れ以降についての指導は、具体的にはございません。それから、日野市では、 「住みよ

いまちづくりの指導要綱Jを新たにいたしまして、開発行為でありますとか、あるいは

中高層建築物の指導に当たっているわけでございますけれども、その内容につきまして

の内容の後退等はいたしておりませんで、最近特に、この内容の強化を図っている、そ

ういう状況でございます。

それから、 2点目の帝人の問題でございますけれども、これはいわゆる建築主と付近

の住民との紛争ということになっているわけでございますo 私どもの立場として、双方

から仲介とかそういう話し合いのあっせんが出た場合には、積極的に中に入り、両者の

話も聞きまして、仲介の労をとるということにしております。今の段階は、当事者間の

話し合いでございますので、話し合いの推移を見ていると、そういう状況でございます。
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0議長(小山良悟君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

今の答弁は、お互いの話し合いの推移を見ているということで、

まだ市としては直接に関与しないとし、いますか、タッチしないというにおいの答弁であ

りました。私は、この種の住民運動、そして相手側の事業者との協議といいますか、話

し合いというのはもちろん、当事者同士で話し合って一定の方向、結論を出すというこ

とが基本だろうと思います。しかし、今、私が紹介したような住民側からの対案を示し

ての計画変更を求めたことに対して、これ以上の話し合いはできないと。それなら他の

業者に土地を売ってしまうということまで言い出している状況ですので、話し合いの内

容というのは、かなり深刻な事態にあるように私は受けとめます。

そこで、伺いたいと思いますが、市長はかつて竹ノ上議員の質問、つまりは要綱では

，なくて、条例化をして、より効率的な対応を求めたのに対して、こういう答弁をしてお

りますO

部長の答弁は、それはできないんだと。法律以上のものを条例化することはできない

という回答を補って、市長の発言があったわけで、すが、 「指導要綱をより現実的に指導

という形で運用して、そのメリットを十分生かしていくことによって、最大限寄与する

ように運用したい。こういうことであります。つまり、条例化は法的に効果的なものは

期待薄だから、したがって、指導要綱をより現実的に、より効率的にひとつ活用したい」

と、こういう意味の答弁でありました。

今、部長の答弁でもおわかりのように、これまで 5カ月でしょうか、この帝人の独身

寮の建設については、先ほど紹介したような状況にありますo この時点で、何らか行政

側として積極的な役割を果たしていいのでないか。こういうふうに私、思います。この

前の建設委員会の請願審査の際にも、私は意見として申し上げたんですけれども、先ほ

ど紹介したように、数多くの開発事業の申請が出されてきております。これも一つの情

勢の反映であるわけですけれども、それぞれがほとんど100%近く、開発事業側は合法

的に事を進めてまいりますO 住民側は、従来からの住環境を維持をしたい。少なくとも

急激な変化は避けたいという、こういう願いを込めて折衝するわけですけれども、法的

には全く無力であります。したがって、市当局も法的には全く何らの権限もあり得ませ

んけれども、先ほど市長が、よりましな指導要綱に基づく対応をしていくということ、

それだけに住民側が求めるものは、やはり何とか行政側として、少なくとも住民の側に

立って行政指導してほしいし、適切な対応をしてほしい、こう願っているんだろうと私

は思いますO
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したがって、先ほど紹介したように、月を追って開発事業の申請件数がふえてきてお

ります。この 9カ月で105件もの開発事業が、既に着手をされ、またされつつあるとい

う状況であります。中高層だけでも63件、によきによきとあちこちに建ち並ぶという状

況になるわけですから、それに比例してこの市の住民側との摩擦というのは起きてくる

かと思います。それだけに、市当局の果たす役割は極めて大きいと私は思いますし、住

民側の寄せる期待も非常に大きいと思います。

その点、で、市長から伺いたいんですけれども、今、帝人の独身寮の場合は、事前協議、

あるいはこの指導要綱に基づく開発事業の申請はなされていません。つまり、話し合い

をきちっとつけた上で、申請しようという、これまで、少なくともこれまでは、そういう

構えでありました。私は、この帝人の独身寮の建設だけでなくて、すべて住民側との話

し合いと合意を積極的に行政指導として誘導していく、こういうことが市の果たすべき

役割ではないかと思いますけれども、この，点について、市長から過去の答弁の立場を踏

まえての積極的なひとつ、姿勢とし、し、ますか、回答を求めたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘のとおり、土地の異常高騰という状況の中で、土地の

効率化が求められてくると。つまり、低層を中高層化したり、あるいは当節ばやりのワ

ンルームマ γションの形の集合住宅。今までの指導要綱の規制対象、これに必ずしも合

致しない形で建物の計画が事業として行われたり、それに対するまた住民とのトラブル

が近ごろ、数多く生じつつあると。こういうことが現実にあります。

そこで、我々の指導要綱といたしましては、より強化する意味で、駐車場の確保の要

件、あるいは周辺住民との一定の合意の要件を要綱にまた加えて、かなり窮屈にしたと

いうことは言えると，思っております。他の別の行政指導で、つまり、例えば道路の側溝

は、これは本来の目的は、路上に降る雨の排水のようなものである。しかしながら、そ

の雨水、排水の道路側溝も、生活排水をある程度受け入れてあげないと、生活が成り立

たないという判断におきまして、個人のごく普通の住宅、平家であるとか 2階建てであ

るとかいうのは、いわゆる側溝に放流することを認めてまいっております。そのととを

今度は、集合住宅まで適用させるかどうかということになってまいりますので、集合住

宅はまたこれは違うと。したがって、放流は自前でできる範囲にしなさいと。あるいは、

下水道事業が今進みつつあるから、下水道の供用は可能なときに、つまり放流の問題は

解決できる。こういうことで、ある意味ではかなり厳しい指導を行って、今、多少抑え

ておるという事例も幾つかあります。
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土地の効率利用ということで、私権の容認される範囲もおのずからあるわけでありま

すけれど、我々としては、市民間にまず深刻なトラフ.ルをつくらない。平和なまちであ

りたいということ。それから、また別の意味では、前から住んでいる人に、つまり迷惑

をなるべくかけないようにするのが、お互いの社会ルールのもとではないかということ

で、後から物を考える、計画される方は、前からの住んでおられる人に極力迷惑を少な

くする。これは世の中のルールでしょう、ということで、ある程度考え方の誘導もやっ

てまいってはおります。たまたま多摩平の御指摘のケースの場合は、住宅公団が宅地分

譲をしたその際に、社有地といいますか、社宅用地として提供しておるという事情のも

との性格が一つあるようであります。したがって、第三者に転売するなんていうことは、

道義的に許されない。これはおのずからの理由になろうかということも一つありますo

それから、今開発指導要綱の該当する事例ではありませんけれど、私も 2回ほど、直

接に周辺の方からの陳情を受けておりますので、市内のそういう企業と住民とのトラブ

ルを回避していただくと。これに加えて、本来ならば地区計画をつくって、そしてある

まちの範囲には高さ制限でありますとか、あるいは宅地の再分割でありますとか、ある

いは集合住宅をつくらない約束をしてもらう、これが一番いいわけでありますけれど、

なかなかそれをさかのぼって適用するということは、また難しいわけでありまして、今

のところは、つまり市民の意識として、まあ言える限度以上のことを余り要請するとと

も、これは難しい面はありますけれど、とにかく問題を極力話し合いの合意において解

決をするということが、世の中の心構えとして一番大切なことでありますので、そのよ

うな御指導をしておるという状況はございます。

社員住宅としてファミリーならいい、というふうにも言われる場合もありますので、

なるべくファミリーを計画の中に入れて、そして理解をしてもらう誠意のきっかけをつ

くべきではありませんか。あるいは高さにおきましでも、日影条例では容認されてあっ

ても、やっぱり前から住んでいる方に迷惑をなるべく少なくすると。要するに、誠意こ

そ問題を解決する一つのきっかけでなければいけません。その辺の一つの社会の基本的

な考え方をお互いが守って、平和なしかもいいまちの環境をつlくろうではありませんか。

こういう、多少説教めいた言い方になるかもしれませんけれども、そういう形で解決を

することをお願いをしておるという状況でありまして、周辺の方もかなり強固な意思決

定を持たれておるようでありますから、そのことも一つの相手方に理解をしていただく、

そして事業を計画するには、余り時間をかけるということも、これも不利なはずであり

ますので、反省を促したい、このように考えておりますO

-380-

その他の事例は個々にはそれぞれありますが、なるべく前から住んでおられる方、あ

るいはごく普通の立場で日常生活をしておられる方、また、一つのコミュニティーを阻

害をするようなそういう建物ができるということには、市としても、そう関心はできま

せん、知らん顔はできませんので、できるだけの了解工作を図っていくことが、指導を

お願いという形で提起する一つの基準であろうと、こんなふうに思っております。なる

べく弱し、立場の方を守るというのが行政のまた本旨でもあろうと思っておりますので、

そういう考え方で対応してまいりたいと思います。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問をいたします。

最初の部長の答弁に戻りますが、質問の官頭、私は 7年前に、建設省が規制緩和等に

よる都市開発の促進方策を打ち出し、さらにその半月後に、開発行為に対する行政指導

ということで相当露骨な地方自治体への干渉といいますか、行政指導がされたと。これ

は当然東京都を通じて具体的な緩和措置を求める指導がされるであろうということで、

その後、具体的にどういう東京都の指導がなされたのかという質問に対して、全くそれ

はない、という部長の答弁でありました。

これは確認の意味で再質問ということになりますが、 7年前に一一7年前、ちょうど

9月議会ですが、この建設省の方策が打ち出された直後の時点での質問ですけれども、

これに対して当時の結城都市整備部長は、こういうふうに言っておりました。 rこの内

容を入手いたしまして検討を行っておりますが、具体的に現在の段階では、まだ東京都

から具体的な指導という形のものがございません。今後、十分東京都と協議を行いなが

ら、市の対策を考えていかなきゃならない」、こう言っております。私は、東京都を相

手に協議をしたんでは、緩和を迫られるだけじゃないか、という批判もしたわけですが、

部長は、このように答弁をいたしました。市長は、ちょうど当時の市長会の建設部会の

会長を承っているということから、 「こうした緩和措置に対する動きといし、ますか、指

導に対しては、十分関心を持って住民の立場に立って対応していきたい」、こういう答

弁をされておりました。しかし幸いに、いわゆる日野市の「住みよいまちづくり指導要

綱」の線から一歩も後退することなく、つまりマイナス影響を受けることなく、これま

で経過した、とし、う理解でいいかどうかですね。これ、確認しておきます、 1点。

それから、 2点目は、これまで 5カ月間、帝人の独身寮の建設については、お互い話

し合いを何回か継続をしながら、しかし、事業側もそういう協議といいますか、話し合

いを尊重する立場から、市との事前協議や、開発事業の申請を差し控えるということで
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経過をしてまいりました。そういう経過の中で、仮に一方的に市側への事前協議や、開

発事業の申請が出され、市の方もそれに応じて要綱に基づく協定をしていくということ

になりますと、結果的に話し合いの経過を全く無視して住民側を裏切るということにな

るわけでありまして、私は、そういう点では、この 5カ月の経過を本当に見詰めながら

業者側にももっと積極的に、少なくとも住民側から対案が示されているわけですから、

それに対して誠意を持って応じると、対応するということを要請しながら、その結果が

きちっと決着するまでとし、いますか、合意に達するまで事前協議ゃあるいは要綱に基づ

く協定には応じない、こういうやはり基本的な姿勢を貫くべきではないかというふうに

考えています。この点について、もう一度、お伺いをいたします。

それから、 3点目は別の問題になりますけれども、今、程久保とし、いますか、百草団

地の程久保側で、緑を削ってハイネスマジションの工事の着工がされております。しか

し、 9月の行政報告の中に記載されるべき開発事業の申請の一覧には、これが出ており

ませんo 今回出ていないということは、多分、 12月議会に報告されるということになる

だろうと思います。つまり、 8月の時点で着工され、 9、10、11、12と足かけ 5カ月間、

5カ月後に議員にはやおら報告されるということになります。これは、あれこれ余計な

つけ足しをする必要のない、大変重要な、住環境にとっても、周辺の住む環境、町並み

にとっても、重大な影響、変化をもたらすこの種の建築が、全く議会には知らされない

まま、知らされたときは既に 5カ月前に着工されていると。こういう状況は許されてい

いのかどうかという疑問が私、残ります。

これは、恐らく市側のこれまでの緑地保全という立場、住環境を守るという立場から

すれば、安易に対応したとは思いませんけれども、それなりに行政側としてしかるべく

十分な対応を講じた上で、最終的には法を盾に迫ってくる業者に同意をせざるを得ない

というやむを得ない経過があったと私は推測しますけれども、しかし、議員の立場から

すると、現に自の前で残念な状況といいますか、本来なら凍結したい、そういう開発行

為が着工されている。しかし議会にはですよ、全く報告もされないで、 5カ月後の12月

議会でなければその開発事業の申請が報告されないという状況になるわけであります。

これは、希望とすれば、もう少しきちっとした対応といいますか、先ほど紹介しました

ように、市長は要綱を積極的に活用して、現実的に指導という形で運用する、そのメリッ

トを十分生かして、最大限寄与できるように運用するという立場を、もう少し貫いてい

かなければ、こういう周辺住民から見て残念な開発というのは、何とか阻止できたんじゃ

ないかという気もします。
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そこで、具体的な質問になりますけれども、私は、そういう経過を、市当局の苦しい

立場を十分理解しながらも、行政側と議会との関係で言えば、今言ったように、着工さ

れて 5カ月後でなければ議会にそれが報告されない、こういうことは、ちょっと議会と

してもふがいないという気がいたします。この点について何とか改善できないだろうか

ということであります。この点について 3点目、再質問いたします。

0議長(小山良悟君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

まず、指導要綱に対する東京都からの指導でございますけれども、私の知っている範

囲内では、なかったというふうに理解をしております。また、現在市が持っております

「日野市住みよいまちづくり指導要綱」が昭和53年11月に、前にあります要綱を大幅改

正をいたしまして、新たに施行をしております。この後につきまして、基本になる、柱

になる部分も改正はいたしておりません。

それから、 2点目の帝人の件の協議の問題でございます。これは非常にに難しい御質

問でございますが、まず、一般論で申し上げますと、建築物をつくる場合には、法律及

び東京都の条例では、建築確認申請を出すことによりまして、建築ができるわけでござ

います。この内容は、通常の場合には、建築確認という形で特定行政庁の建築主事が確

認をするということでございます。日野市のこの要綱は、あくまでも行政指導という要

綱でございまして、この要綱の担保性を高めるために東京都の建築指導事務所とも横の

連絡を密にいたしまして、建築に際しての紛争が起こらないようなそういう努力をして

いるということでございます。そういう一般論からし、し、ますと、今の時点におきまして、

付近住民との協議が完全に整わなければ市が受け付けをしないということの断言は、ちょっ

と無理だというふうに考えております。

この話し合いの問題でございますけれども、先ほど市長もちょっと触れたんですが、

私ども、この話し合いの合意点をどこに求めるかということが非常に大事で、難しいわ

けでございます。現在、都市計画法に基づきまして地区計画制度というのがございます。

これは、最小の区域でいいますと 1街区ぐらいでまとまる話でございますけれども、こ

の区域内の住民の方が、その区域内の土地利用、建物の高さ、それから用途、それから

境界からのセットパックの距離とか、そういうものを合意をいたしまして、その地区計

画の決定のうちには、その地区計画制度を守るという、そいう制度があるわけでござい

ますo 要するに、その辺の合意点に達する市民要望であれば、比較的話し合いはつくん

ではないかというふうに思うわけでございます。
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ただ、この建築物にかかるいわゆる建築主でございますけれども、これは多種多様で、

そこにお住まいの方、あるいは市内に住んでいる者が土地を持ってつくる場合、あるい

は市外の方がつくる場合、また今回の帝人の件のように、市内にいわゆる事業所を持っ

ておりまして、その事業所の職員を福利厚生の立場から住宅をつくりまして収容すると

いう、そういう面もあるわけでございます。したがって、一概に厳しい基準をつくりま

してこの建築物を規制をするとういことは、非常に難しいんではないかと。いろいろな

状況を加味しながら、合意点を見つけるというのが一番いいんではないか、そういう感

じを持っているわけでございます。

それから、 3点目のハイネス恒産の件でございますが、議会に報告しておりますのは、

建築の事前協議の申請が出た段階で受け付けをいたしまして、その受け付けの段階で議

会に報告をしているということでございます。これは、議員さんの御質問は、協議が整っ

たそういう報告をということでしょうか。それとも事前のいわゆる協議申請を受け付け

た段階での報告がなかったということなのか、ちょっとその辺、聞き取れなかったんで

すが。

0議長(小山良悟君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

既に工事が着工されているわけですから、当然に市側との協議

や、要綱に基づ く協定は、終わっていると、こういうふうに私は判断しているんです。

したがって、 5カ月も先に行かなければ、議会に報告できないということではなくて、

既に着工されているわけですから、着工されたということは協定が終わっているという

ことですから、何らかの形で議会にはこの結果が報告されてしかるべきではないだろう

かと、こう思うんです。決して無理な疑問ではないと思いますよ。率直な疑問だと思い

ます。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 再答弁いたします。

質問の趣旨がわかりました。要するに、今までは行政報告の中で事前協議申請が出さ

れて受け付けをした段階で整理をいたしまして、議会月の前月でしょうか、締め切りま

して一一一前々月でしょうか、締め切りまして報告をしているということでございますO

その受け付けしたものが、その報告の時点で協議がまとまってないものにつきましては、

備考欄が空白になっているわけでございます。その事前申請についての協議が整ったそ

ういう報告をせよということだろうと思います。今後、検討してみたいと思います。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

-384-

030番(米沢照男君) 再質問いたします。

2点目の帝人の独身寮の問題でありますけれども、住民との合意、が整うまでは、事前

協議ゃ、あるいは要綱に基づく協定には応じないと、こういうことは断言できないとい

う答弁でありましたo しかし、この 5カ月間、相手の開発業者側は、話し合いを結果的

には尊重する立場で開発申請をしないで来ております。話し合いの中では、最近ではち

らちらそれを、そういう意思をちらつかせるような様子が見えているようでありますけ

れども、これは委員会の中で私、申し上げましたけれども、住民側としては、全くなす

すべもないといし、いますか、法的には何ら無力であります。そういうことからいけば、

勢い、行政側に、市当局に何とかしてほしいと求めるのは当然だろうと思いますし、こ

れまでの 5カ月間の経過を踏まえて、引き続き住民側も積極的に対案まで示して話し合

いをしようという意欲があるんだから、せめてその対案をめぐって、もう少し積極的な、

意欲的な話し合いをやって、その上で、事前協議や協定に臨んだらどうかという、そう

いう積極的な指導というよりも法的に権限がないという点から言えば、要請になるかと

思いますけれども、これまでの経過を見れば、その要請にこたえてくれるんではないか

というのが、私の希望的な観測でありますけれども、そういう点ではどうでしょうか。

例えば、日野市は、市民が主人公です。この主人公が合意しないものをそれを飛び越

えて市が合意するわけにはいきません。事前協議や協定に応ずる段階でありませんO もっ

と積極的に誠意を持って話し合いをしなさいと。こういう積極的な要請ができないかど

うかというふうに私、思うんです。どうでしょうか。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) この帝人の問題に限らず、先ほど、紛争、いわゆる付

近住民との問題につきましては、当事者間での話し合いをお願いしているわけでござい

ますけれども、住民の方から、市の方にもいろいろ要望があるわけでございます。この

建築主を呼びまして、出来る限りの譲歩をし、円満に解決するよう、今までも努力をし

ておりますし、今後もそういう精神で行うつもりでございます。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) それでは最後、市長に答弁を求めて終わりたいと思います。

日野市の基本計画を引用するまでもありませんけれども、あえて引用をしたいと思い

ます。日野市の基本計画に示されている「住みよいまちづくりの指導Jという項には、

次のように書かれております。

「ミニ開発、乱開発による日影問題や、過密化問題を防止するとともに、住民と一体
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となったまちづくりを行い、住みよい地域環境を守るため、住みよいまちづくり市道要

綱による指導を推進していきますJというのが、基本的な市としての考え方、基本姿勢

であります。

で、私は、この際に強調したいのは、この「住みよいまちづくり指導要綱Jのあちこ

ちに、事業者側に求める責任姿勢というのを随所に明記をしております。つまり、整っ

た環境や住みなれた町並み、環境に業者側が、あるいは開発事業側が割り込むというこ

とが開発には伴うわけですから、それなりの責任を事業者側に求めております。例えば

第7条では、 「事業者は、開発事業の基本計画作成においては、都市の均衡ある発展に

寄与し、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するため、環境の改善を

図り、交通安全確保、災害の防止その他健全な市街地の形成に必要な公共公益施設及び

宅地に関する適正な計画を定めていかなければならないJ0 9条では、 「事業者は、良

好な住環境を維持するため」云々ということで、少なくとも既存の町並みや住環境を損

なってはならないというのが、基本的な事業者側の責任であろうし、また、そういうこ

とをきちっと求めているのが、この指導要綱のあちこちに定められたいわゆる条文であ

ろうかと思います。

ですから、こういう、法的には規制ゃあるいは強制の権限はないにしても、こうした

基本的な姿勢、考え方から積極的に開発事業側に協力を要請をする、指導するというこ

とが、この指導要綱のいわば基本になっていると思うんです。そういう点からいえば、

今度の帝人の独身寮の建設について、 5カ月の経過の中で、最終的に住民側が合意して

まとめた対案が変更計画案として示されているわけであります。したがって、私は、こ

うした 5カ月hの聞に話し合われた経過を尊重しながら、少なくとも市当局の立場、姿勢

としては、この 5カ月間の話し合いを踏まえて、そしてより積極的に合意を求めて話し

合いをする、その促進役といいますか、調停役を最終段階では行政側がすべきだろうと

思います。そういう積極的な立場から、地元住民との合意が成立するまでは事前協議や

要綱に基づく協定には応じないという立場を貫くべきだ、と私は思いますO この点につ

いて、市長から最後に答弁をいただきます。

それから、 3点目のハイネスマ γショ γの建設でありますけれども、これは、この問

題がけでありません。今後にかかわる問題であります。つまり、着工してしまってから

5カ月もたたなければ、議会側に開発行為として、あるいは申請された案件として報告

されない、こういうことでは、私は執行側と議会側の関係からいっても、納得できませ

んO この点は積極的に改善をして、もっと早い時期に議会側には報告できるようにすべ
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きだと思いますけれども、この点についても市長からお伺いをいたします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今さら説明をするまでもないことですが、我々がし、わゆる行

政指導という言葉が使えるようになったのは、開発指導要綱が恐らくきっかけだったと

いうふうに思っております。つまり法規制jがまだ用意されてない先に、現実に乱開発が

進むと いう状況のときに、住民運動という形で、その開発に対するいろいろな自治体に

対する依頼が出てくるようになりました。つまり、開発をする側は、これはごく特定少

数であります。そして、住民運動というのは不特定多数、つまり自分たちのまちを、自

治に参加をして、将来にわたってし、いまちをつくっていこう 、こういう発想であります

から、そこで幸いに基準となる要綱を定めることになり 、それが非常に大きな成果を果

たしてきた。全国の自治体の数多くが、この指導要綱を持ち、一定の指導行政を行うこ

となった、という貴重な歴史を持っておると思っております。

そして、御承知のとおり、武蔵野市のマ γショ γ紛争というのがあったわけですが、

これは水道法に抵触をするということで、残念ながら敗訴ということに、法廷闘争では

敗訴ということになりましたけれど、水道法、下水道法、これは普遍的にサービスを求

める住民に対して、また一つの役割を持っているわけでありまして、それなりのまた理

由もあったというふうに思います。これからも市民の指示のもとに少数特定の、つまり

利益追求のための開発等については、厳しい自治体行政において果たし得る役目がある、

ということは明らかなことであります。明らかなことというよりも、むしろ積極的にや

らなきゃならないという責任があると思っております。

たまたま多摩平五丁目でしょうか、このケースはあれですね、開発指導の対象にもま

だなり得ていない。住民にしてみれば、早く情報を知って、何とか行政指導にも頼って、

一定の言い分を達成したい。これもおのずからの一面の理ではありますが、一方にはま

た、法基準以上のことを求めるということもなかなか難しいわけでありまして、我々の

日常行政は、監査請求に頼る内容でなきゃならないこと、また法廷闘争で勝てる内容で

なければならないことを、一番表に出ない基準にしなければならない。これもまた、言

わなければならないことでありました。結論としては、市民の、市内の紛争ですから、

ひとつ、どちらもよく自分の限度をわきまえて、そしてまちの秩序をつくっていこう、

またそれを守っていこうということに応諾をしていただく、こういうことにならざるを

得ません。その際に、守れるか守れないかということは、これは市民の方のまた御判断

にもなってしまうと、こんな感じがいたします。
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ハイネス恒産の場合は、これは早くから看板を出させて、そして何かどこかから異論

が出ない、意思発言がないだろうかと思っておりましたら、全く出てまいりません。百

草台小学校に近いとういことで、 PTAで多少論議になったという話を聞きましたけれ

ど、全然行政に対する要請は出ておりません。そして、先ほどもお答えしました例の一

つなんですが、下水道が完備、供用できるときでなければ、開発は認めない、というふ

うに言つであります。そして緑を大きく守る意味で、多分、半分に近い面積を市に提供

すると、こういう条件になっておると思っております。既に何か工事に着手していると

すれば、それは指導して、規制はいたしますo しかし、法をクリアして来るものを、こ

の市の権限だけで、あるいは感情だけで抑え込むというわけにもまいりませんので、な

るべく将来のまちづくりに貢献のできる、そういう条件を指導の中に込めて、あの場所

柄でありますので、緑多く将来とも保存をしていきたい、こういう内容で指導している

と、このように確信をしているつもりであります。

お答えは以上のようなことでありますが、質問の御趣旨はこれからも十分尊重をしな

がら、頑張っていきたい、こう思います。

0議長(小山良悟君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

ちょっと不満な答弁でありますけれども、時間ですので、やめ

ざるを得ません。一言つけ加えておけば、この帝人の独身寮に対しての対応の問題です

けれども、私は、あくまでも住民の立場に立って、きちっとした対応をすべきだという

ことで、さらに一層の努力を求めたいと思います。

それから、ハイネスマ Yショ γについては、このことに限らず一般論ですけれども、

今後の行政側と議会との関係ですけれども、既に着工されて今後予測される報告の時期

というのは12月議会ですから、つまり 5カ月後になると、着工からo そういうその報告

のあり方は、一考を要するんではないかというふうに思います。この点は、ひとつ積極

的に検討して、疑問を解くようにしていただきたいと思います。

以上で、この質問終わります。

0議長(小山良悟君)

質問を終わります。

これをもって19のし住環境を守る運動と市の対応についての

一般質問19の2、 「平和行政条例」の制定についての通告質問者、米沢照男君の質問

を許します。

030番(米沢照男君) 「平和行政条例」の制定について質問をいたします。

被爆45周年の年、 「原水爆禁止1990年世界大会Jは、東欧・ソ連などをめぐって、国
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際情勢が大きく変動している中で、聞かれました。この大会には、五大陸から26カ国34

組織、 13の国際組織から69名の海外代表が参加をして、 1990年、広島宣言が満場一致で

採択をされました。ことしの大会には、当市議団から板垣議員が参加をいたしておりま

す。広島宣言では、大変重要な行動提起がされました。五つの行動提起でありますけれ

ども、要約、この機会に紹介をしておきたい思います。

一つは、核兵器に固執する勢力が一定の核軍縮を一方で進めながら、他方であくまで

核抑止力にしがみつき、核兵器の近代化を進めていることを広く世界の諸国民に知らせ、

核戦争阻止、核兵器廃絶を緊急課題とする運動と、世論で彼らを包囲しよう。核兵器全

面禁止・廃絶国際協定の速やかな締結を求めて運動を進めよう。これが 1点であります。

2点目は、国連がその加盟国に対して、核兵器持ち込みについての国際的密約の交渉

と破棄を勧告するよう要請をしていこう。核保有国に対し、核兵器使用の無条件禁止を

制約をさせ、核実験を全面的に禁止するなど、核戦争を阻止するための積極的部分措置

を実現する運動を強めていこう。

3点目は、核兵器の廃絶とあわせて、冷戦の柱となってきたすべての軍事プロッ夕、

軍事同盟の速やかな解体を求め、軍事支出を、地球上から飢餓、貧困、環境破壊をなく

すために振り向けさせよう。すべての国からの外国軍事基地、外国軍隊の撤去を要求し

ょう。

4点目は、国家保障に基づく被爆者援護法を即時に制定させよう。

5項目目は、核兵器生産と現在の原子力開発の関連に注目をし、ウランの採掘から放

射性廃棄物の処分に至る核燃料サイクルに起因する被害や、宇宙空間における核エネル

ギ一利用に伴う危険性を深く憂慮し、被害者への連帯を強め、被害の根絶のために闘お

う、というこの五項目が、行動提起として提案をされ、満場一致でこの大会で採択をさ

れております。

あえてこの五つの行動提起をここで要約、紹介したのは、今まさに核兵器の廃絶、平

和問題が一市民としても極めて重要な課題である、ということを端的に表現したかった

からであります。

日野市は、御存じのように、昭和57年10月8日、 「核兵器廃絶・平和都市宣言」を行

いました。その後、御承知のように宣言等の設置を初め、原爆祈念行事や平和行進参加

の補助、ことしも35名が参加をしております。さらには、被爆者援護条例の制定や、平

和事業基金の設置などなど、これまで、この平和都市宣言に基づいて、具体的な市とし

てでき得る平和事業を進めてまいりました。 7月31日現在、全国で非核自治体宣言を行っ
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た市町村の数は、県も含めますと1，504の県市町村議会でこの宣言を決議したと言われ

ております。日野市がさらに一層、この平和事業基金の積み立てを一つのベースにしな

がら、今後も積極的に市としての平和事業を進めていく必要があるかと思います。時間

が余りありませんので、二つだけ質問をいたします。

一つは、平和行政条例の制定についてでありますけれども、御承知のように、中野区

では、既にこの条例を制定をいたしましたO そして、より積極的に平和行政を進めてい

こう、こういうことであります。いろいろ書かれていますけれども、平和事業の推進第

3条では、こういうふうに書力亙れております。平和行政を推進するため、次の平和事業

を実施するものとする。 1. 日本国憲法に規定する平和の意味の普及。 2. 平和に関す

る情報の収集及び提供。 3. 国内及び国外の諸都市との平和に関する交流。 4:その他

この条例の趣旨に基づき、区長が必要と認める事業。以下、基金の設置、基金の額、基

金の管理などなど、そして平和事業の交渉など、全体で11条にまとめられております。

中野がやったから日野も、という言い方ではありません。より積極的に日野市も充実

した平和事業を進められるように、その裏づけとして条例の制定を検討してもいいんで

はないでしょうか、ということが 1点であります。

2点目は、 10月8日が「平和都市宣言の日Jであります。この平和都市宣言の日を記

念として、毎年何らかの行事を企画してはどうかと思います。とりわけ10年目などは、

一つの節目として市として、計画的な企画をして、取り組んだらどうかと思います。

以上、 2点について御質問をいたします。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

米沢照男君の質問についての答弁を求めます。市長。

O市長(森田喜美男君) 中野区では、御指摘のとおり、ことし 4月 1日、中野区にお

ける平和行政の基本に関する条例を制定し公布しております。この条例の制定に至るま

でには、中野区でも大きな住民運動が前に展開をされ、行政を動かした、こういう経過

もあったやに聞いております。我々の市といたしましでも、そういう市民運動の大きな

展開のもとに、また考える機会を持ちたい、このようにお答えをいたしたいと思いますo

質問の 2点の、この10月8日、つまり制定の記念日に相当する、日野市の平和都市宣
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言の記念日に相当する日取りでありますので、今後、毎年の事業として具体的な何か行

動のあり方、あるいは記念事業の行い方、これらについて検討いたしたいと思います。

お答えは、以上です。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 今後の積極的な検討を期待して、この質問を終わります。あり

がとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって19の2、平和行政条例の制定についての質問を終

わります。

一般質問20の 1、市長の政治姿勢の通告質問者、佐藤洋二君の質問を許します。

O議長(小山良悟君) 日本社会党・市民連合の佐藤でございますO

ただいまから通告に従いまして、市長の政治姿勢、それから高齢化問題、それから総

合文化センター建設、この 3点につきまして一般質問をさせていただきますが、市長初

め理事者側の前向きの回答を期待するものでございます。

まず、第 1点目といたしまして、 1989年度、平成元年度の決算を迎えた時期でもござ

いますので、これを契機に市長の政治姿勢につきまして、若干質問をさせていただきま

す。

市長は、昨年の 4月、広範な市民層の支持を受けまして第4代、御自身では 5期目の

日野市長に就任をされました。今日まで 1年 5カ月、 1期目より数えまして実に17年5

カ月にわたりまして市政を担当してまいりました。ことし 3月定例議会冒頭におきます

所信表明を顕著な例といたしまして、また、多くの議会におきます答弁、また、さまざ

まな集会の中で、要旨、以下のようなことを述べられております。

それは、 「市政の運営は、執行機関と議決機関とが車の両輪になってこそ、円滑なる

推進が行い得るものであり、その基本姿勢としまして、日野市は日野市民のためにあり、

日野市政は日野市民とともに歩むべきものであるので、私は市民党的立場を堅持し、も

ちろん、革新市政としまして、市民本位の市政を貫き、市民と心の通った対話の中から、

信頼と協調の輸を広げ、市民の皆様の積極的な参加を求める市政を進めることを基本に、

公正で清潔、誠実の市政をモットーに市政を執行していく」と表明されております。

私は、市長が私心を捨て、高ぶらずおごらず、常に社会正義の立場に立って、公正に

清潔な市政を執行されていることと、職員を信頼し、そして職員と一体となって市民の

皆様に奉仕している姿を高く評価するものであります。 1年 5カ月を 1期から数えまし

て17年 5カ月を経過しました今日、市長はこの基本姿勢に対しまして、いささかの乱れ
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も、変更も来すことはないと、みずからを振り返っていただき、ただいまの心境をお聞

かせいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森国喜美男君) 市長の政治姿勢を問うという表題のもとに、多少、過保護と

も言うべき、お褒め過ぎとも受ける取るべき評価をいただきまして、本当に身に余るつ

もりがいたします。

私は、過去の人生経験におきまして、海外に戦時中、日本側の公務員として活動をし

た経験もございますのと、敗戦を経験して、本当に振り返り、日本の、日本民族の、こ

の、侵略と言われて言いわけのできないそういう行動が、もう至るところにあったとい

うことを、つくづく感じる立場を特に感じたところであります。

したがって、私ごとで申しますならば、命を全うして故国に引き揚げることもできま

したし、家族も員数を欠くことなく、生活をすることができまして、本当に地域に奉仕

できるそういう機会をいただきましたことに、光栄とそれから一定の決意を持たせてい

ただいたという経過がございます。

特定政党に属さず、非常に非力な中で議会の皆さん、あるいはまた市民の方々にいろ

いろと教えていただきながら、今日まで市政の運用を大きく誤ることなく経過し、まち

が今日、大きな市民の皆さんのみずからつくられるまちづくりのエネルギーが支えとなっ

て、今日の市政の状況に到達をし得た、このように感じております。

今、質問という形で一定の評価をいただき、また、その評価に今後も誤ることのない

取り組みをし、まち全体の発展とともに、市民一人一人のすべての方々の幸福のために

奉仕をするという役割を極めてみずからには厳しく、そして至らざることを御指導いた

だくことを期待をしながら、お話を聞かせていただきました。政治姿勢というほどの広

言をするものではございませんが、私心を抑えて、またみずからの立場を謙虚に律しな

がら、仕事に専念をさせていただきたい、このように願っておるところでございまして、

また、議場でもそのことを心よりお願いをしてまいりたい、こういう決意でございます。

O議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 市長の口から、期待どおりの言葉が出まして、大変うれしくく

私は思っております。大変ありがとうございました。

大資本本位、市民不在の保守市政でなく、市民の命と暮らしを守る市民本位の革新市

政、言うならば市民党的立場と憲法を暮らしに生かし、市政の官僚的な運営をなくし、

住民参加の民主的市政を打ち立てる。これらを基本にこの17年間、日野のまちでは文字
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どおり住民と行政が手を取り合ってまちづくりを進めてまいりました。そういう市長の

政治姿勢が、多選とか高齢という、政策以外の批判をはねのけ、全国的にも余り類を見

ない 5選を果たしたわけであります。 5期目立候補の公約、ビジョン実現に向け、有能

な部課長、そして職員を大きく信頼し、これからも市民に責任を持つ市政を担当してい

ただくようお願いをいたしますo これをもちまして、市長の政治姿勢に対する質問を一

つ終わり ます。

さて、私ども日本社会党・市民連合といたしましては、 90年代地方の時代とは、憲法

で保障されました地方自治をより確立するために、自治と分権、参加を基本といたしま

して、何よりも16万市民一人一人に血の通い合う開カ亙れた行財政執行が行われ、市民の

皆さんの率直な声が直接市政に反映することである、と信じているのであります。特定

の圧力によって、行政がゆがめられたり、間違った方向に進むことを厳しくチェックす

る、これが議会であり、議員の任務だと考えておりますO

我が会派は、不平等と差別を許さない社会正義の立場で今日まで政策提言やチェック

を行ってきましたが、これからも森田市長に対しまして支持、協力関係をさらに強化し

ていき、市民の皆様の率直な提言を行ってまいる所存でございますので、もう一度、御

所見を伺いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 所見をということでございますが、先ほど汗をかきながらお

答えをしたことすべて、それ以上に加えるものはない状況でございますが、まだ政策的

には、相当広範な事業に真正面から取り組んでいかなければならない現実をよく承知し

ております。ハードな面、ソフトな面、特に余暇時代を迎えた市民一人一人が、自発的

に生涯学習の機会を持たれることが可能なような文化やスポーツ、それにまたレクリエー

ショ γの諸施策を込めて、そして日野市民であることをほこりとしていただけるような

こういう地方自治体をっくり上げていくことができれば、それに過ぎる願いはないと、

こういう気持ちでございます。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) いま少しコメ γ トが欲しかったんですが、時間との関係もござ

いますので、その程度にとどめておきますけれども、市長が初当選されました1973年の

4月から今日までの約17年と 5カ月、この中で、私たち16万日野市民に、大変大きなプ レ

ゼ γ トをしてくださいました。福祉と医療の面では、 1歳児の無料健康診断の実施、学

童クラプの充実、常時介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難なお年寄りを入
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所させる特別養護老人ホームの建設、また健康管理手当の導入や、市独自の老人いこい

の家「かしの木荘Jの建設など、日野市市民憲章にうたわれているように、常に人を大

切にし、弱い人にも老人にも子供にも、思いやりのある政策を行ってまいりました。

また、教育の面では、都立高 2校の建設、都内でも数校あるだけで、多摩地区では日

野市だけという食堂方式の中学校給食、他市より視察対象となっている図書館行政など、

大変すばらしいものをつくってくださいました。

また、文化とスポーツの面では、ふるさと博物館、七生公会堂、とよだ市民ギャラリー、

生活・保健セ γタ一、市民会館、東部会館の建設など、音楽、演劇、美術初め芸術文化

の振興のために、尽力もしていただきました。

また、市民の森・スポーツ公園、南平体育館の会館にも尽力をされました。日本社会

党・市民連合は、市長の市民本位の市政を貫き、市民と心の通った対話の中から、清潔

な市政を執行されていくという政治理念と政治に向かう基本姿勢を高く評価するもので

あります。これからも頑張ってください。

以上で、市長に対する政治姿勢についての質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって20の1、市長の政治姿勢の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後5時15分休憩

午後6時 3分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問20の2、高齢化問題の通告質問者、佐藤洋二君の質問を許します。

09番(佐藤洋二君) それでは、次に高齢化問題につきまして質問と提言をさせてい

ただきます。

東京都の調査によりますと、都内の70歳以上のお年寄りの人口比率は、 1985年、これ

は昭和60年になりますが、総人口約1，200万人のうち約67万人で、その比率は約5.8%0

同様に86年が、約70万人で6.0%087年は、約73万人で6.2%088年、約75万人で6.4%。

昨年、 89年は、約77万人で6.6%0そして今年度、 90年度が、約80万人で6.8%と、毎年、

約3万人ずつ、比率では0.2%の増加で推移をいたしております。

本市におきましでも、 88年が4.6%、89年が4.7%、そして90年は、先日の敬老大会で
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市長も言われておりましたが、ほぼ8，400人で約4.9%となっております。これは、東京

都とほぼ同じ割合で増加しておることがわかります。

このように、高齢化社会の現実が、数字の上で現象面的に明らかにされ、さらに、こ

の高齢化の進行が急テンポで進行していると言えましょう。新しい状況を迎えました今、

高齢化社会の問題は、ただ単に医療・保健だけの問題ではありませんo 労働、経済、住

宅、文化、地域環境などなど広い分野にまたがっており、 21世紀の高齢化社会を展望し、

新しいアイデアと知識を出し合って、この対応の仕方を市民の各界、各層から成ります

プロジェクトチームをっくり、高齢化へのモデル策定に向けまして推進していくことが

必要だと考えます。まず、この問題について、主管サイドの御意見を承りたいと思いま

す。

また、高齢化の対応は、若者の課題でもあります。人聞は、だれでも高齢化を迎えま

すO ですから、行政サイドからの政策展開のみではなく、市民の皆さん一人一人の心に

この問題をどう認識していただくか。そのため、形なり姿、イデオロギーにとらわれな

いろいろの集いの中で、市長を先頭に討論集会を計画してみてはいかがかと思います。

1983年の老人保健法改正実施されてから、高齢者の病院追い出し、病院のたらい回し、

入院拒否などなど、高齢者と家族の命と暮らしにかかわる緊急事例が全国各地で発生し

ていると聞いております。高齢者は、だれもが生活の安定、福祉の拡充を中心に据えた

行政改革を願っています。孤立をなくし、ともに解決を目指す取り組みが必要だと思い

ます。

そこで、提言でございますが、高齢者のための110番を開設し、医療、年金、手当、

生活保護、各種健保、住居、老人ホーム、ホームヘルパ一、仕事などなど、幅広い相談

に対応できるようにしてはいかがかと思います。また、高齢者の日常生活の変化に機敏

に対応できるような総合システムを持つ幅広い、新しい地域センターとしての施設と機

能を持ったものを生活・保健センターの中に取り入れてほしいと思います。この問題に

つきましての御回答をお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

まず、第 1点目の21世紀の高齢化社会を展望し、その対応について各界、各層からの

プロジェクトチームをつくるべきであるという御質問だと思います。

高齢社会を目前にいたしまして、老人福祉におきましては、重要な転換期を迎えよう

としていると思います。昨年、平成元年でございますが、厚生省では、今後10年間に行
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うべき目標といたしまして、 「高齢者保健福祉推進10カ年戦略Jなるものを定めており

ます。また、本年に入りまして、この戦略の具体的な展開を図られるよう、老人福祉法

等の法律改正を行い、権限の一部を地方に移譲したり、また高齢者対策の中心となりま

す在宅サービスについては、その実施主体を市町村にと明確な位置づけがなされておる

ところでございます。このことは、住民に最も身近な市による、きめ細かく総合的、一

元的に行うことが最も適切であるとの判断からでございます。これら目標の達成につい

て、整備には相当加速を加える必要が生じているのではないか、というふうに判断して

おります。また、この目標達成のため、近々都道府県はもちろん、市においても地域福

祉推進計画、こういうものを策定しなければならない、いわゆる法律の上で義務づけら

れているところでございます。

この計画の内容は、福祉、保健、医療、それから就労、まちづくりなど関連する分野

のサービスを総合的、体系的に提供していけるよう計画されるものであります。長期的

な対策を明らかにしていくものでございます。この計画策定作業でございますが、仮称

でございますが、つい最近、東京都におきましては、地域福祉推進計画専門調査会とい

うことで、この策定に入っております。中間のまとめが発表されたところでございます。

このようなものを当市おきましても、委員会をつくって策定していかなければならない

状況下にございます。もちろん、先ほど申し上げましたように、これら推進計画の内容

が非常に広い分野にわたっておりますので、当然これら策定に当たりましては、関係す

る各界、あるいは各層から成るプロジェクト編成によりまして、調査会を設置していき

たいというふうに考えております。

それから、 2点目でございますが、老人110番を開設し、医療、年金、諸手当、生活

保護、諸健保、住居、老人ホーム、ホームヘルパ一等幅広い相談に対応できるようにし

てはどうかとの御指摘でございます。現状では、それぞれ所管でございますところで相

談を含め、対応をしているところでございます。特に、高齢者対象といたしましては、

市民部、生活環境部、福祉部、病院というようなそれぞれの所管で対応しております。

これら相談窓口の一本化につきましては、相当幅広い分野でもあり、また、おのおの専

門的な分野でございますので、果たしてこれら窓口の一本化が可能かどうか、組織を含

めた中で十分検討を加え、少しでも窓口の総合化に近づけるよう努力してまいりたいと

いうふうに考えております。

特に、高齢者を対象とする相談事業となりますと、場合によっては、緊急を要する相

談、あるいは相談の内容によっては、実際の現地でのきめ細かな指導も必要とする場面
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が多々あるわけでございます。したがいまして、これから将来に向けては、市内数カ所、

できれば市内中学校区単位に、地域の特性に合った在宅サービスセンターを設置いたし

まして、デイサービス初め、入浴、給食、あるいは リハビリ、また、これらセンターを

拠点としてホームヘルパ一、あるいは訪問介護者の派遣等、また地域としての相談窓口

を設置した中で、きめ細かい高齢者対策の展開、対応を実現できるよう検討してまいり

たいというふうに考えております。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 御回答、ありがとうございました。

日野市におきます高齢者関係の委員会は、現在、二つあるそうでございます。その一

つは、今後の高齢者施策を進めていく上での日野市老人福祉協議会が、この 8月に第二

次が発足したようであります。それから、二つ目の委員会は、将来の高齢者の住宅を確

保していくために、都営住宅なり、公団住宅、あるいは市営住宅をどこに何戸必要か、

また、地域サービスセンターをどこにセットしていくかなどを策定する日野市地域高齢

者住宅計画策定委員会があるそうであります。

私の提言しましたプロジェクトについては、老人福祉法の一部改正に伴い、法制化さ

れました日野市老人福祉計画、また東京都から示されました日野市地域福祉推進計画、

これは平成5年の4月 1日までに策定されるそうでありますが、その中で福祉なり、保

健、医療、住宅、就労、まちづくりなどを総合的に、体系的に提供していけるような計

画をするもので、高齢者の基本構想、となるもので、広い分野からスタッフの参加を求め

る方向で検討をする、こういう内容でございます。また、高齢者の相談窓口110番の開

設につきましては、保健、医療、住宅、生活など、幅広い相談に対しては、それぞれ所

管している窓口で対応していますが、一本化については、今の回答のように、組織の問

題があり、可能かどうか検討していくということでございますo

そこで、再質問を簡単にさせていただきますo

1点目のプロジェクトチームについてでありますが、委員の選出については、広い分

野から参加を計画していくと、検討していくとおっしゃっておりますが、いつごろまで

にどの程度の人聞を、人数をどのような方法で、行っていくのか、現時点でわかっている

ものがあったならば披涯をしていただきたいと思います。

また、相談窓口の110番につきましては、物理的に解決のできないものではないと思

いますが、いかがでしょうか。お願いします。
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0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたしますo

第 1点目のプロジェクトの委員の編成でございますけれども、この地域の福祉推進計

画、これは、つい最近、東京都の方から通知があったわけでございます。そして、本来

ならこの 9月にいろいろ説明会を受けるところでございましたが、各市とも議会という

ことで、若干その辺の事務の手続がおくれますo 10月早々には部長会等開催されまして、

詳しく東京都の方から提示があろうかと思っております。現在、東京都の方で調査会を

設けておりますが、その内容を見ますと、規模も相当違いますけれども、東京都の方は

大体30人ぐらいの規模を持っております。確かに先ほど申し上げましたとおり、非常に

広い分野ですので、かなりの人数の委員さん、また、それぞれ専門担当の部会等もつくっ

ていかなきゃならないんじゃないかというふうに現時点では考えております。

それから、 110番につきましては、これも組織的な問題でございますけれども、市に

よりましては、健康と福祉、そういうものを一体化している組織がかなり多いわけでご

ざいます。特に日野市の場合にも、生活環境部と福祉部のいわゆる関連というのは非常

に多いわけでございます。そういうようなところから、できればできるところから少し

でもですね、先ほど申し上げましたとおり、総合的な窓口を設置できればというふうに

考えております。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) ありがとうございました。

ぜひ、この仕事を円滑に進めていただきたいと思いますが、先日の敬老大会に市民会

館の大ホール、午前午後合わせまして約2，500人程度の敬老の方がお集まりになりまし

た。あの方々が、そして来年新たに参加される方々が、楽しく一日が過ごせるように、

そして住んでよかった、生きててよかったという日野市のためにも、どうぞ老人行政を

さらに推進をしていただきたいと思います。

これで、高齢化問題についての質問を終わらせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。

0議長(小山良悟君) これをもって20の2、高齢化問題の質問を終わります。

一般質問20の3、総合文化セ γター建設の通告質問者、佐藤洋二君の質問を許します。

09番(佐藤洋二君) 総合文化センターの建設についての一般質問をさせていただき

ます。

生涯学習、生涯教育という言葉が使われ始めまして、それほどの年月が経過していな
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い中で、この生涯学習という表現は、しっかりと地域社会の中に根差し、定着をしたと

言っても過言ではありません。それは、一人一人の日常生活に少しずつ余裕が生まれ、

一人一人の人生を生きがい、豊かにすることに自覚をしました市民意識の高揚のあらわ

れだと私は思っております。日野市は、この生涯学習の拠点となるはしりとも言うべき

地域の自主的活動の援助を積極的に推進をしてまいりました。それがサンダル履きでも

気軽に利用のできる距離に、数多くの小集会所施設をつくり、市民自治と市民文化の拠

点、にするという地区セ γター構想、です。これが1960年代の末に打ち出された、全国的に

見ても先駆的なコミュニティー政策であり、今では、この地区センターが市内55カ所に

設置するまでに至っておりますO

ではここで、コミュニティー活動についての私なりの若干の意見を述べさせていただ

きます。

住みよい地域社会は、郷土愛に燃えます地域住民の積極的なコミュニティー活動によ

り形成され、維持されるものであります。このコミュニティー活動は、地域住民の合意

により策定されるコミュニティー構想、、コミュニティー計画の上に位置づけられる地域

住民の自主的な活動であり、それは、活動の側面から以下述べます 3種類に大別するこ

とができると思います。

一つは、住民相互が交流を深め、積極的に結びつきます機会をつくる活動であると思

います。例えて言うならば、文化、スポーツ、レクリエーション、地域の祭り、などな

どがその活動に挙げられます。

二つ目は、地域住民が生活環境を改善するため、地域の共通課題を取りまとめ、相互

に協力し、みずからの力で解決を図ります活動であり、集会所、広場などの施設整備や、

保健、医療、清掃、交通安全、防災、青少年健全育成などなどの問題に取り組む活動で

あります。

そして三つ目は、住民相互が助け合い、理解を深める活動であり、例えば近隣同士の

助け合いや、ひとり暮らし、寝たきり老人など、困っている人々に援助の手を差し伸べ

る活動です。

新しい地域社会は、こうしたコミュニティー活動の積極的な展開により、初めて創造

されるものだと私は思っております。住みよい生活環境は、そこに住む人々の心の触れ

合いが感じられ、友愛と協力の輸を広げるためのコミュニティー、文化活動が活発に展

開されることが望ましいと思います。コミュニティーづくりは、市民の皆さんがコミュ

ニケーショ γを交わす機会をより多く提供し、行事などに気軽に参画でき、市民相互の

-399-



連帯の輪も広げる場が不可欠だと思います。

そのような意味から、文化セ Yターはコミュニティー、文化活動の機関施設としまし

て欠かせないものだと考えます。今定例会でも、複合文化センターに対します一般質問

もございました。三鷹市、武蔵野市の例も出されました。私は、府中市の例を中心に、

府中市の文化センター建設に向けての取り組みを紹介したいと思います。

府中市では、活力と安らぎのあるふるさとをつくるふるさとづくりを目指しまして、

コミュニティーの振興を重点課題に掲げています。 1970年、昭和45年から、地域住民の

触れ合いと文化コミュニティー活動の拠点となる文化セ Yターの建設がほぼ毎年のよう

に行われ、既に11館に及ぶそうであります。この施設は、公民館、児童館、老人福祉館、

図書館などなどを併設しました複合施設でございます。

このパンフレットは、府中市立の片町文化セ γターの施設概要であります。この片町

の文化セ γターは、今から 3年前の昭和62年の10月の 5日に開設をされております。地

下 1階地上4階の大変すばらしい文化センターであります。ただ、若干敷地が狭く、 93

8平米、そして建築面積が616平米というものであります。地下は、来館用の自転車が駐

輪できるように、 120台分の駐輪場が設けられております。そして、先ほど説明しまし

たとおり、ここには児童館、老人福祉館、公民館、図書館が併設されているわけであり

ますが、児童館は 1階にあります。子供たちの遊び場を提供し、健康を増進し、情操を

豊かにする場所として児童館が設けられました。遊戯室が91平米、集会室が29平米、工

作室が24平米の計120平米となっております。 2階に上がりますと、老人の福祉館がご

ざいます。お年寄りの団らんの場、浴場もあり、交流と憩い場として使われております。

大広間は173平米ございまして、ここには舞台と楽屋っきの64畳の畳が敷かれておりま

す。談話室は56平米。 15畳の和室も併設されております。そして、何といっても浴場が

あることは大変すばらしいことだと思っております。また、ホールには湯上り後のベル

トマッサージ機によるあんまなり、あるいはチャーム段差などの健康機器も備えられて

おります。 3階が公民館となっております。教養、学習の場、趣味、レクリエーショ Y

の場として利用されております。そして講堂が120平米、会議室が二つございまして、 8

0平米と33平米の部屋がございます。ここには、料理の講習ができるように料理講習室、

そして調理台が 3台置かれております。そして和室もあり、講堂には映写機が併設され

ております。 4階の図書館は、中央の図書館と直結し、各地区の図書館ともネットワー

クを組んでおりまして、希望の本を取り寄せることができます。さらに、戸籍なり住民

票など証明交付も行われており、市役所の出張的機能も備えている文化セ Yターであり
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この文化センターは、率直に申しまして、開館当初は、複合施設として縦割り的な運

営になりがちで、せっかくの施設も十分に市民に活用されない。住民の交流も希薄だっ

たそうであります。そこで府中市は、使用目的の異なる施設を文化センターとして機能

的にしかも効率的に運営して、文化セ γターをもっと住民に活用してもらい、施設外の

行事などをより多く実施することにより、地域におけるコミュニティー活動が拡充する

こと、そうなってこそ文化セ γターは住民に信頼され、親しみやすいコミュニティー活

動の拠点となることを基本に地味な努力を続ける中で、利用者が高まってきたそうであ

ります。

府中市の文化センターの足跡について若干述べたいと思います。

昭和44年に府中市の総合計画が出され、周辺地域における市民施設、先ほどの公民館、

図書館、児童館、老人福祉館を併設した多目的施設の建設が盛り込まれ、文化セ γター

構想、が 7館構想、で推進されました。そして 2年後の昭和46年度に、白糸台文化センター

が落成され、 1年置きにつくられていきました。そして昭和50年度に紅葉丘、これは

「もみじがおかJと言うんでしょうか、ここに 7館目が建設されまして、 7館構想、が終

了したわけであります。その後、 53年、 57年、 58年、 60年、 61年、 62年度と計画的に建

設をしており、 61年度には地域セ γターを増改築しまして、文化センターを開設してお

ります。

そこで、目を日野市に移したい思います。本市におきます文化活動の機関施設は、市

の単独事業なり、あるいは市の予算の上乗せの多い割には、他の市町村と比べ大変おく

れていると言わざるを得ません。先ほども述べましたが、本市には手近な場所に気軽に

利用できます地区センターが55カ所もございます。入れ物、地区セ γターはそろってい

ても、その入れ物が率直に申しまして、集会所的要素が強く、コミュニティー、文化活

動するのに、あるいは学習をするのに、プレーをするのに、そしてけいこごとをするの

にも、施設や教材、器材がなく、すべて利用者がその道具なり教材一一材料、器材を運

び込まなけれは、何もできないというのが実態ではないでしょうか。市民の皆さんが生

涯学習を追求し、仲間との交流を深め、コミュニティー活動をするのには、現施設、地

区センターのみでは、今日的市民要求のニーズにこたえられるものではありません。

そこで、要望をいたしたいと思います。東平山、西平山地区を中心としまして「平山

西地区文化施設をつくる会Jという住民運動組織がありますO 市長も御存じの迎さん、

迎伊都子さんが会長でありまして、この会が東・西平山地区には文化施設が何もないこ
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と。そして、当地は市の外れにあり、交通不便のため、活動がみずから制約される。ま

た、子供たちのふるさとづくりの拠点として、お年寄りの憩いの場所としての文化施設

が必要、などの要旨で具体的な用地を指定をし、総合文化センター建設の要望を市に提

出してございます。地元の熱い要望が、熱意が一日も早く実現できるよう、市側の特段

の御努力をお願いいたします。

また、要望の趣旨と似通った質問で大変恐縮でございますが、 1988年8月に採択され

ました請願、 「平山西地区へ総合文化センターをつくってください」、の進捗状況につ

いて、お関かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めますO 社会教育部長。

O社会教育部長(坂本金雄君) 社会教育部長から先にお答えを申し上げます。

7月の20日だったと思いますけれども、ただいまの御質問と同様の趣旨で西平山地区

の住民の方が、市長と話し合いの場を持ちました。その折に、文化セ γターの建設につ

いては、第 1に土地問題がネックであるということが浮き彫りにされました。おいでに

なりました請願者の方々からは、具体的にこの土地はどうかというような御提案もござ

いました。例えば国鉄生産事業団が持っております、豊田電車基地の隣の三角形の土地

などのお話も出されましたけれども、その折に市長からお答えしたとおりのことが、私

のお答えになるわけでございます。

その折、市長は文化センターの建設用地の獲得には、買収方式はとらないとo とれな

い。そして用地の獲得については、平山地区の区画整理が進むから、その事業進行の中

で土地を確保して、そこに文化センターを建設したい。そういう基本的な方針が打ち出

されました。私どもも、現在のところ、その土地がどのくらい確保されるのか、敷地の

広さなども皆目見当がつきませんで、これが見当がつきましである程度めどが立った時

点で、近隣の文化施設の機能などを勘案しながら、平山地区にふさわしい特徴のある施

設を住民の皆さんの御意見をまとめながら、ハードを担当する部局にお願いをしたい、

このように考えております。

それから、御質問の 2点目の62年の20号、請願採択後のその後の進捗状況でございま

すけれども、 63年に生活課が対応しておりますので、生活環境部長からお答えをさせて

いただきます。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 今、第 2点目の請願採択後の進捗状況とういことでご

ざいます。端的に申し上げまして、今、前段でお話のありましたとおり、区画整理事業
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と将来的検討課題にさせていただくということでございます。それを受けまして地区セ

ンターの機能充実ということで昭和63年度事業といたしまして92.13平方メーターのも

のを143.49平方メーターという形での改修、増改築工事を進めたところでございますO

現在、地域の方々に大いに利用していただいておる状況でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 日野市では、一般論としまして、小学校区を小規模のコミュニ

ティー、そして中学校区を中規模のコミュニティー、そして全市を大規模なコミュニティー

と考えて、市内の公共施設を市民の諸活動にネットワークさせるよう目指していると聞

いておりますO そのような市の考えの中で、将来計画としまして西平山土地区画整理事

業の中で、適地に公園や公共施設用地を確保して、地域にふさわしい文化セシターをつ

くるよう十分な意見交換を図っていく考えであるということも、私は理解しております。

しかし、市民の皆さんが生涯学習、生涯教育を真剣に考え、追求をし、仲間との交流

を深め、コミュニティー活動をするのには、どうしても総合文化セ γターが必要となっ

てきます。それは、文化セ γターが地域における文化コミュニティー活動の場として、

また公民館、児童館、老人福祉館、図書館活動の場として、その役割を果たすことがで

きるからであります。

ひがみから物を申すわけではありませんが、 ]R中央線をまたぐ平山陸橋とそして平

山橋を縦の線に、東側には公共施設がございます。しかし、西側には地区センター以外

の公共施設がありません。大変不穏当な発言になるかもしれませんが、日本のチベット

と言われるゆえんであります。総合文化センター建設に向けて、今日まで続けてこられ

た東・西平山両地区の皆さんの歴史的な経過と、そして5，630名に及ぶ署名数の重みを

十分理解をしていただき、きょうも迎さん、それから田中さんが傍聴人としましてお見

えになっておりますが、一日千秋の思いで総合文化センターの建設を、と待ち望んでお

ります。地元の皆さんの要望が一日も早く実現できますよう、要望いたします。

そこで、もう一度、質問させていただきますがw 先ほど生活環境部長の方で、 63年度

事業の中で地区セ γターの機能充実の改修工事を行ったと。平米的にもふえたと、こう

おっしゃっておりますが、確かに平米的にはふえましたが、機能的には変わっていない

と思いますが、その辺、もう一度、御説明していただけますか。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。
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先ほど面積の点で御披露申し上げましたが、間取りの点で申し上げますと、従前、 6

畳、 8畳の二つの和室ということでございますが、 1部屋で20畳、和室という形を改築

後はとってございます。これはやはり、使用過程からいきまして、地元の皆さんの御要

望もございまして、ある程度の広さが必要ということで20畳の和室というものを整える

ということのほかに、集会室といたしましては、 40平米であったものを63平方メーター

のものにしたということでございます。これは先ほど申しましたとおり、各部屋を独立

させましたので、複数団体が使用できるようになったということでございます。ちなみ

に、 63年度の施策の成果一一失ネしいたしました。元年度の事務報告をごらんいただける

とおわかりいただけますが、現在、元年度の利用状況からいきますと、 310件、 6，581人

の方が御利用いただいておりますが、それ以前と比較いたしまして、それ以前は 3年ほ

どの平均を見ますと、件数では229件、 3，717人と。人数の上で大分伸びを見ております。

やはり、この辺をとらえましでも、今御質問の中での言葉がございますが、それなりの

当面の役割を果たしているものというふうに理解しておるところでございます。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) どうもありがとうございました。

それでは、最後に市長のお考え方を、ひとつ御披露していただきたいと思いますが。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の都市整備事業の順序が、地形の上からどうしても東

の方から、そしてまた水利の上からは、同様に下流の方からいう順序はやむを得ない、

また当然と言える順序とならざるを得ない、こういう事情があります。そこで、西の地

域にありますいわゆる西平山地域が、都市整備の順序として、あるいは市民生活の環境

整備の順序としてどうしても今後の事業になっていくと、こういう発展の経過が現実の

こととしてあったわけであります。その意味で、西平山地域の方々には、必ずしも御満

足のいただける状況にないということは申しわけない、というふうに受けとめておりま

す。

しかし、ょうやく区画整理方式という手法によって、その都市整備の事業が、つまり

基本的には道路交通の道路、あるいは環境のための公園、そして地域指定のできる近代

化の見通せる、そういうまちづくりが、計画として今進捗をしております。地域にもそ

の情報を御提示して、いろいろな意見を伺っておる、こういう手順も進んでおります。

あの方面に大型開発でも過去にあったとするならば、その開発に乗じてといいましょう

か、依存をして、そしてある程度の住民施設もつくることはできたと言えるわけであり
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ますが、辛うじて今、滝合団地と言われている地域に開発がありました。そのときには、

一応の行政指導によって地区センターを設けた、こういうこともあります。その他の今

の地区センターの用地、これはまあ、そもそもは平山の氏神さんという八幡さんの境内

を地元の要請もあって、ある程度の規模を公有地にすることができました。そのことか

ら、先ほど言っております増築のことも可能になったという経過でございまして、求め

て地域計画を立て得るというのは、やはり区画整理事業に依存しなければ、用地の確保

も不可能であると、こういう状況でございますので、これまで御要望をお持ちである、

また運動しておられる方々にも、そのことをよく説明をし、一応の理解は得たと思って

おりますo

表現の仕方として、区画整理事業とは別個に総合文化施設をという言い方もされてお

りますけれど、これは不可能であります。そのこともよく御理解をいただいて、区画整

理事業を速やかに遂行することによって、用地の確保をし、その用地の上に一定の地域

計画をつくっていきたい。これ以外に方法はないということをよく御説明をし、納得を

されたかどうかは知りませんけれど、そういう方法で進めつつあるということを御理解

をしていただきたいと、こう思っております。

他の例を言いますならば、万願寺区画整理においては既に(仮称)浅川公会堂計画、

それから豊田の南区画整理事業においてこの間、御質問にこたえて、地域の文化施設の

建設すべき場所ということで、区画整理の中の保留地として相当面積を用意しておると

いうふうに申しておりました。西平山の場合も、まさに同様でありまして、そういう考

え方で、ひとつ確実な見通しを持ちながら事業を進めたいと、このように考えておりま

すので、あわせて御理解をお願いしておきたいと思っております。

結論から言いますと、区画整理事業を速やかに遂行することが、目的達成に極めて近

道となるということも言えることでございますので、区画整理事業にその他の施設のこ

ともあわせて事業をなるべく迅速に遂行させていただきたい、このように予定をしてお

るところであります。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 7月の20日の日に、確かに地元の方々と、そして市側の方々と

話し合いをしました。で、きょうの回答と同じ考え方が出されました。確かに、区画整

理とのセットでということで話があったのでありますけれども、学校をつくるという気

持ちと、そして文化センターをつくるという気持ちを、ぜひ考え方を同じにしてもらい

たい。今、文化セ Yターが地域の方々から見れば、学校建設と同じ位置づけに思ってお
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ります。先ほども申しましたけれども、この間の運動の歴史と、そして5，630名に及ぶ

方々の署名の重みを市側は真撃に受けとめて、一日も早く西平山地区の方に総合文化セ

γターがつくられることを最後に要望いたしまして、私の一般質問を終わらせていただ

きます。

どうもありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって20の3、総合文化セ γター建設の質問を終わりま

すO

一般質問21の 1、歩行者の安全対策のさらなる推進をの通告質問者、夏井明男君の質

問を許します。

(22番議員登壇〕

022番(夏井明男君) それでは、議長のお許しを得まして、先ほど一般質問の資料を

つくらせていただいてお配りをさせていただきましたので、それをもとにお答えをいた

だきたいと思います。

問題点としましては、 5点ほどあります。全体を歩行者の安全対策ということで質問

をさせていただきます。

第 1点は、表の 1の大坂上一丁目、二丁目のお話であります。これは、本定例会で宮

沢清子議員の一般質問で狭隆道路の解消についての制度的な質問がございました。それ

の具体的な呼称になるわけですが、宮沢議員の質問に対しての建設部長の答弁によりま

すと、狭隆道路については、各要綱を定めて、その中で体制的に整えて整備をしていき

たい、という答弁がなされたわけであります。その点を踏まえまして、具体的に申し上

げたいと思います。

この図-1、建設部長の方もお自にとまっていると思いますし、また、ここの地域の

実情については、かなり御承知のところであります。過去におきましても、道路舗装の

整備が近年、精力的になされましたし、道路の拡幅も精力的に行われた地域であります。

この地域の大坂上浄水場の周辺の問題であります。場所によりましては、 4メータ一道

路幅がない地域でもあります。聞くところによりますと、昔、区画整理事業の対象地域

の予定であったところが、そうではなくなったというふうな事情も聞いております。そ

れを踏まえますと、この地域はこれからもこのような道路状況の中で住まわれる地域だ

というふうに考えております。具体的には、ここでは道路が狭いということで、対向車

が来た場合には、通行ができないという状況があります。両側にはU字溝が入っており

ますので、ふたかけをしている所、していない所、かなりばらばらであります。そこを
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辛うじてふたかけをしてある所に車体を乗せて通過するというふうな形もとられており

まして、非常に長期的に見ますと、このままの状態ではまずいというふうに思っており

ます。

具体的な対応策としますと、 U字溝を埋めまして、その下に管を入れ、いわゆる L字

型の道路舗装にしますと、十分にその対策がとれるというふうに、素人考えですが思う

わけであります。実際にこのような手法を持ってこの大坂上二丁目地域で対策が行われ

ております。このような手法をとって対策ができないかという点が、地域の第 1問目の

問題であります。

第2間目は、大坂上一丁目のお話であります。図-2のことですが、これは日野駅の

周辺の話であります。日野駅を背にしまして大坂上都営に向かう ]R線に沿っての市道

がありますo この市道は、いわゆる実践女子大の学生さん、通勤・通学のときにかなり

使われている市道でありますが、最近、この歩道と車道との問題ですが、この歩道が非

常に狭いということと、片側にしか歩道がないということで、歩行者にとっては非常に

危険な地域だというふうに指摘をされております。若干坂道でもありますので、通勤・

通学、朝・夕方になりますと、車と歩行者との交差ということで、かなり混み合う地域

であります。私は、具体的にこの地域に立って、まだ調査はいたしておりませんけれど

も、市の現状把握、さらには、対策としてどのようなお考えがあるか、お聞きをしたい

というふうに思いますo

さらに、図一 3の東豊田四丁目のお話であります。この ]R中央線のこの地域の問題

につきましては、過去に何回かこの沿線上の問題を取り上げまして、質問をさせていた

だきましたo 今回、質問をさせていただきますのは、いわゆる堀之内踏切の問題であり

ます。過去に計画されましたときには、この道路は ]Rの下を通るというふうな形のも

のであったか、高架にするか、計画があったそうであります。そういうことで、このJ

Rの踏切自体、市長もおわかりのとおり、踏切の所で急に狭くなっております。で、 J

Rを挟んで非常に広い道路ができてますし、歩行者用の路側帯も白線をヲ|いた限りです

が、できておりますO ここは通学路になってまして、御承知のとおり、黒川踏切と同じ

ように、非常に遮断機の開閉の非常に激しい場所でもあります。そうしますと、やはり

ここは一方通行ではありませんので、車両がかなり交差をし、自転車、さらに歩行者の

人が入ってくるという、こういうふうな地域なんです。

特に問題なのは、歩行者、自転車の方が、ちょうど車道に入って、踏切の車道に入っ

て横断をするというふうな形になります。ですから、反対側から渡る人は、対向車の、
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自動車の自の前に自分の体を持っていってから、踏切を渡って左によけると、こういう

ふうな構造になっております。これは、何回も申し上げておりますが、南平から一番橋

に開通する道路が今、進められておりまして、旭が丘、多摩平方面からの車両がここを

通過するということが、交通量の調査によっても明白なっている地域だと思います。

したがいまして、この区域の踏切の拡幅は、非常に緊急、を要する課題ではないかとい

うふうに認識をしておりますが、市の対応策、現状認識、さらに対応策について、お尋

ねをしたいと思います。

さらに、第4点目の問題ですが、図で申し上げますと、東豊田一丁目の問題でありま

す。いわゆる都道、浅川に並行して走っている道路の地域ですが、傍線で囲いましたけ

れども、ここは市民プールへ通うお子さんたちがいる地域にもなっております。通学路 ，

にはなっていないというふうに聞いていますが、非常にここで問題がありますのは、直

接的には都道の話ですけれども、この歩道が急になくなっているわけです。ですから、

市民プールの方からこの道路を歩いてくるとしますと、急、に歩道がなくなっていますの

で、車道に出て、それからまた10メーターか15メーターぐらい歩いて歩道に入ってくる

と、こういうふうな形になります。で、ここは隅切りがありまして、特に大人の方は、

背中、後方から来る車両については、気をつけて後ろを見ますから、事故はないと思い

ますが、子供たちにとっては非常に危険な地域になっておりますo 現状を見ていただく

と、このような歩道の状況の所が日野市にあったかと思われるような非常に奇異な歩道

であります。現在まで死亡事故がなかったのが、私には不思議に思われる地点でありま

す。

建設部の担当の方といたしましでも、かなり現状認識はされていると思いますが、聞

くところによりますと、道路買収等の過去の経過もあって、かなり難しいいきさつの地

域かとも聞いておりますが、やはり死亡事故が起きてからでは遅いと思いますので、そ

の辺の認識と対策についてお尋ねをしたいと思います。

第5点目は、多摩平二丁目の問題でありますo ここは、多摩平団地は、今月から約

90基の蛍光灯の水銀灯の照明がつく作業が現在行われて、非常に暗い地域が明るくなる

わけですが、やはり都道の問題でありますので、都との渉外関係ということになります

が、この図で申し上げますと、多摩平派出所の前から豊田パールハイツの右側の道路な

んですけれども、ここが非常に暗い。今までこの暗さが残っていたのは、恐らく派出所

があるということと、反対側に商店街があるということで見落とされてきたんだろうと

いうふうに思いますが、実際には商庖街の庖が閉庖をした後の状況というのは、暗さに
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おいては相当高い頻度のものがあります。その辺の現状認識と対策についてお尋ねをし

たいと思います。

以上です。よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) 5点についてお答えを申し上げます。

まず、 1点目の大坂上二丁目地域の道路拡幅の問題でございます。こ の二丁目地域は

かなり住宅が密集しておりまして、現道を拡幅するということは非常に困難な地域と思

います。この地区については、昨年度に一部整備を行ったところでございます。狭い道

路については、状況に応じまして、 U字溝にふたかけをすることによって、有効の幅員

を広げたりしているわけでございます。また、道路改修工事の際には、このU字溝を取

り除きまして、 L型溝に敷設替えをするなどの方法によって、改修をせざるを得ないの

ではなし、かというふうに、この地域については考えております。

それから、 2点目の大坂一丁目の歩道の件でございますけれども、これは現在、片側

に歩道がございます。実践女子大生の通学時のことも考えまして、道路幅員も考慮、しな

がら、歩道が広げられるかどうかというものを調査をいたしまして、結論を出したいと

思っております。もう少しこの件についてはお時間をいただきたいと思います。

それから、 3番目になりますけれども、堀之内踏切の周辺の対策ということでござい

ますけれど、ここは都道173号線と都市計画道路の3・4・10号線を結ぶ一一3・4・10号線の

整備によりまして、堀之内踏切の周辺の交通事情も相当変化が予測されると思います。

特に、堀之内踏切周辺の安全対策については、十分な配慮をするという必要性があると

いうことを考えております。

踏切にかかる一時停止線の位置でございますけれども、市道吹上5号線から右折の車

両の流れに配慮した位置変更が適当か否かかということも今検討している段階でござい

まして、これについても、交通管理者と現地の協議を行い、必要な対応をしていきたい

という考えでおります。

それから、踏切内の歩行者スペースの確保でございますけれども、この踏切拡幅問題

等絡み、検討する余地がありますけれども、とりあえず今できることは、白線の表示な

どで補充的な対策を講じていきたいというふうに考えております。

それから、 4点目でございますけれども、東豊田一丁目の玉川そば前の都道の件でご

ざいますけれども、現地は都道159号線で、豊田高幡線の東豊田一丁目11番地先でござ

います。車道の幅員が5.5メートルから6.5メートルの幅員がございます。歩道について
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は、 1メータ -68の歩道がありまして、今御指摘の切れている部分は、 6メーター99は

切れている部分でございます。約40センチから50センチの段差が、下の畑との間にあり

まして、先ほど御指摘のように、市営プールの方面から来る子供さんたちは、一度車道

に出なければ、ここを通過できないということになりまして、この子供さんが歩いてい

るような危険な状態を目撃した人たちが多くいると我々も把握しております。これの解

決方法といたしますと、用地買収を伴う問題でございまして、ここについての管理者は

東京都でありますもので、この件についても要請をしていきたいと思います。

それから、最後になりますけれども、多摩平二丁目の多摩平派出所から豊田パールハ

イツに至るまでの都道の街路灯の設置でございます。当該区域は、古い基準によって設

置されている街路灯のために、非常に明るさが不十分であります。このことについても、

道路管理者である東京都も十分現状の把握はしております。今現在、豊田駅の北口のロー

タリーの照明の見直しが計画されておりまして、間もなく着工の運びということも、報

告聞いております。

さらに、これに準ずる御指摘の場所でございますけれども、東京都の方といたしまし

でも、この街路灯の見直しが行われるということも聞いております。近々のうちに、こ

の問題について市と協議をするということになっておりますもので、この協議の中でも

早期実現を図れるように市としても東京都に要誇していきたいと思っております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) それでは、要望したいと思います。

大坂上一丁目、二丁目のお話につきましては、建設部長から L字型の対応とか、ふた

かけということで対応しているというお話がありました。この最大のネックというのは、

電柱柱をどうするかということで、これはかなりお金のかかることですし、国・都でも

動きがあるそうですが、地中に埋めてしまうというふうな方式もあるそうであります。

そこまでい，かないまでも、 L字型の対応をとれば、かなり整備をされて付近の方は助か

るんではないかというふうに思うわけであります。難点としますと、ここに住んでいらっ

しゃる方の塀を多少壊してしまうという、その辺の問題が多少あるかと思いますけれど

も、ぜひこのままの状態では、このまち全体の、消防自動車の問題ですとか、日常生活

の車の利用ですとか、歩行者の問題ですとか、解決をいたしません。特に、この近辺で

は、 L字型で対応して、非常に整備をされた地域もありますので、ぜひ時間がかかる問

題だと思いますが、取り組んでいただきたいということを市長に、特にお願いしたいと
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思いますO

さらに、これは、ぜひ市長に現場を見ていただきたいと思いますが、建設部の方でも

把握をされているということなんですが、特に東豊田四丁目の堀之内踏切の件、これも

多少、 ]Rとの関係の渉外関係ですので、簡単には解決しない問題だと思いますけれど

も、ぜひ現場をよく見ていただきたい思います。非常に緊急性を要しますのは、東豊田

一丁目の市民プール利用の子供たちの対策の件であります。約 7メーターほど歩道が切

れているという問題ですが、建設部長のお話もありましたとおり、用地買収を絡んでの、

ということで、地域的には非常に小さな問題に見えますが、困難性を非常に伴いますの

で、ぜひ一刻も早く対策を立てていただきたいということを特に要望いたしまして、こ

の一般質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって21の 1、歩行者の安全対策のさらなる推進をの質

聞を終わります。

一般質問21の2、日野市内に公営住宅(代用市営住宅を含む)を大量に建設せよの通

告質問者、夏井明男君の質問を許します。

022番(夏井明男君) この質問につきましては、今般の議会で谷議員の質問に対して、

市長がかなり答弁をされております。さらに前の議会で福島敏雄議員の方から、この問

題が体系的に質問をされております。若干提案等も含めまして、また市長が広報で、い

わゆる代用市営住宅という名目でお話をされている構想もあります。その点を踏まえて、

若干お話を承りたいと思います。

過日の答弁の中で市長の方から、いよいよ国も都も、住宅対策については本腰を入れ

るようになってきたというお話であります。既に市長の答弁の中で、国・都の情報が入っ

た上でのお話であったかと思います。東京都におきましでも、現在、都議会が開カ亙れて

いるわけですけれども、 11日に聞かれました東京都議会の本会議で鈴木知事は、いわゆ

る高齢者、障害者等を対象とする家賃補助制度の創設を具体化させるということで答弁

を見ているわけであります。御承知のとおり、東京都の住宅政策懇談会もことしの4月

の最終報告で、いわゆる用地代や建設費を家賃に反映させない方法として、いわゆる民

間住宅の借り上げ等に重点を置くような施策をとって対処していきたい、ということで

あります。 11月には、第三次長期計画の中に盛り込んでいくというお話であります。そ

ういう点を踏まえますと、今般の公営住宅についての対策が市町村段階でもかなり市民

の期待を担う形で具体化が進んでくるというふうに思うわけであります。

そこで、お尋ねをしてまいりますO まず、市長答弁にもありましたが、いわゆる珍し
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い委員会ということで、政策検討委員会というものがつくられたと。特に、老人と住宅

をテーマに、中心にしての施策である、というお話もありましたけれども、現在、市営

住宅が建てられて、申し込みがかな.り殺到してきたと思いますけれども、最近の市営住

宅の申し込み者の数、倍率、さらには申し込み者層の分析をされている状況があれば、

そのお話を承りたいと思います。

さらに、それを踏まえまして、日野市内の市民の方の住宅難の現状をどのように把握

をされているのか、お話を承りたいというふうに思います。

それから、これは少し本論から外れる形になりますが、庁内の世論調査ということも

踏まえまして、市の職員の方の住宅事情の分析はされているかどうかですね。恐らく 20

代から30代の方、 35歳以降から50代の方、さらに50代以降の方によって住宅の所有形態

が違うと思うんですが、持ち家の方、公営住宅、さらには民間の賃貸にお住まいの方と

いうふうな形があると思いますが、その辺どのように把握をされているか、お尋ねをし

たいというふうに思います。

それから、市営住宅につきましては、過日の総務部長の答弁で、具体的な数字を挙げ

ての見通しのお話がありました。希望的な数字でも結構ですが、市営住宅の展開として、

どの辺まで確保していきたいのか、どの辺の対象をベースにしていきたいのか、具体的

な数字は結構ですが、その目標値をお示し願いたいというふうに思います。私も既に具

体的な数字は聞いておりますけれども、目標値としてお話を承りたいと思います。

さらに、日野市内の中には、将来、都営住宅の建設があ ります。建てかえを含めて具

体的にあるわけですが、具体的な形として大坂上都営が建てかえの時期というふうに聞

き及んでおりますけれども、時期的な見通し、さらに公共下水道の完成を待たなければ、

この大坂上の一都営住宅というのは建てかえに着手できないのかどうか。公共下水道との

関係でお話を承りたいというふうに思います。

さらに、大坂上都営につきましては、かなり具体的な構想、も企画部ではお持ちだと思

いますので、その辺のお話も承りたいというふうに思います。

それから、これは福祉部になるかと思いますが、いわゆるおひとり暮らしの民間のア

ノミート等にお住まいの方というのがどのくらいいらっしゃるか、その辺の現状把握は私

はされていると思いますが、その辺の状況が数字的にわかればお答え願いたいというふ

うに思います。よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 1点目の御質問でございますけれども、昨今行いました市
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営住宅の申し込み者の分析でございます。

ここで、向川原の市営住宅の申し込みの倍率でございますけれども、その辺につきま

しては調査をしてございます。一種の住宅ですけれども10.62倍でございますo それか

ら二種の一般住宅ですけれども、 3.87倍。それから二種の母子世帯でございますけれど

も、これ 8戸でございますけれども、 4.37倍。それから二種の老人世帯でございますけ

れども、これについては3.62倍。それから二種の心身障害者世帯ですけれども、これに

つきましては2.5倍でございます。なお、その前の募集をいたしました平成元年の向川

原でございますけれども、これは一種だけでございますo 5.6倍でございます。なお、

空き家も行いましたけれども、このときについては6.4倍ということになってございま

す。

なお、今回の申し込み者の層の分析ということでございますけれども、これにつきま

しては、やはり一番多いのが20代、それから30代、 40代という結果になってございます。

その前の状況につきましては、今のところは、分析はしてございません。

それから、市内の住宅難の現状の把握ということでございますけれども、これにつき

ましては、国勢調査、それから市が行いました市民意識調査というのがございます。こ

の中での持ち家、あるいはアパート、借家等の数値をもとに今、約半数以上が、半数に

近い方が借家等に住まわれているということが、現状と してはうかがえるんじゃないか

と思います。

それから、市内の庁内の市職員の住宅状況でございますけれども、これについては、

残念ながら調査したものはございません。いろいろと調査は特に必要ないということで

しておりませんけれども、今それぞれ住まわれている方いろいろございます。職員名簿

を見ましでも、アパートの肩書といいますか、ございます。それから、その中では自分

の所有地なのか、あるいは親と同居であるのか、それからマ γションにいたしましでも、

自己の所有なのか、あるいは賃貸なのか、その辺はちょっとわかりかねる状況でござい

ます。

それから、市営住宅の今後の見通しということでございますけれども、目標値という

ことでございますけれども、最近の地価高騰で、用地を確保して市営住宅を建てるとい

うことは非常に困難でございます。したがって、建てかえによる戸数の増ということが

今後の重点的な施策になろうかと思いますけれども、現状の中では、できますれば100

一一1，，000……(r市長は前から1，000と言ってるんだよJと呼ぶ者あり)建てかえによ

ります増でございますけれども、それはどう頑張りましでも、 190前後じゃないかなと、
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こうふうに考えているところでございます。

以上です。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 5点目の都営住宅に関連しての問題でございます。

東京都におきましては、住宅難というようなことで、住宅政策もかなり重点的に、精力

的に本年度からやるということでございます。そういう中で、当時の新規事業、あるい

は新設部分、建てかえ部分を含んで、過去にも報告したとおり、 5カ所の計画が現在東

京都ではあります。具体的な内容としては、新設部分としては、東京都は1，500戸ずつ、

あるいは建てかえ部分としては3，500戸を目標にしての取り組みをするという一定の方

針を出しております。

当市の 5カ所の中の計画の中で、具体的に大坂上の問題でございます。現在の大坂上

の予定につきましては、平成6年を目標に着工したいという一定の計画はのっておりま

す。しかし、この場所につきましては、文化財の調査等の問題があります。よって、こ

の辺の調査問題を含んでこの計画についてはどう予定されるか、今後の問題になろうか

と思いますが、当然、公共下水道との関連等も起きてくるわけでございます。今、この

5カ所の中では、一番遅い予定の計画の中での大坂上の状況でございます。

ただ、その前に、新設部分として栄町の問題、落川の問題、この 2カ所につきまして

は既に遺蹟調査が終わっております。かなり長い期間の遺蹟調査が終わっているという

状況。落川につきましては、まだ半分という状況ではございますが、一応、住宅難、あ

るいは都営住宅の政策の上での、東京都が本年からは協議をしてくれという問題が既に

クローズアップしております。もちろん、今後庁内の体制を考えながら、この 2カ所の

今までの経過等を踏まえた中で、都営住宅建設に当たっての協議を進める予定でござい

ます。当面は、大坂上の状況につきましては平成 6年度の着工目標というような東京都

の予定でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) お答えいたします。

高齢者の居住状況でございます。平成 2年4月現在のひとり暮らし老人、約502名で

ございます。同じように高齢者の夫婦世帯、これは 2月現在でございます。若干月はあ

れしてますけれども、 1，646世帯ということで把握しておりますO

それから、入居の種類別でございますけれども、いわゆる民間、アパート、マンショ
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ン、一戸建て、貸家、こういう所に入っている方なんですが、これはちょっととらえた

時点が古いんですが、今現在、老人の生活状況の調査やっておりますが、 59年老人意識

調査をやっておりますo そのときの入居種類別の比率からいきますと、高齢者のひとり

暮らしのお年寄りにつきましては、大体110人前後、それから高齢者の夫婦世帯にいた

しまして約350世帯ということが推定されます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 私は、市の職員の方についての住宅状況を把握した方がいいん

ではないかというお話ししましたのは、庁内の世論の傾向はどうかということを知りた

いということでお話を申し上げました点がーっと、具体的な資料を、プライパシーに配

慮、した上で、の形で、住宅状況の把握というのは、それほど難しいことではないということ

でお尋ねをしているわけでありますO ぜひ、私は把握をしておいていただきたいという

ふうに思います。

さらに、これはいわゆる代用市営住宅構想、についての話とも連動する話ですが、現在

日野市の住宅状況がどういうふうな実態であるかということは、先ほど市民意識調査等、

また国勢調査等で約半数の方が、公営、それから賃貸等の方であるというふうなお話で

ありますが、そのような調査だけでは私は、これからの対応としては、不十分ではない

かというふうに思います。具体的に地域によりましては、古い民間アパートを取り壊し

て、やむなくそこを出られるという方が、この日野市にも現象的には、都内と違いまし

て少ないにもせよ、その現象が徐々にですが、具体的に出てきております。実際に今回

の定例会でもお話がありましたが、そういう方に対しではなかなか住宅を貸したがらな

いということで、非常に不安な状況があります。東京都におきましでも、福祉の原点と

いうのは、住まいがまず確保されてからの福祉だ、ということで取り組むというお話で

もあります。今のお話ですと、日野市内の住宅状況がどういうふうな現状であるのかと

いうことについて、ぜひ現状の把握をしていただきたいというふうに思います。そのこ

とによって、国及び東京都からの施策を間違いなく具体的に適切に対応がとれる資料に

もなるわけですので、ぜひその点をお願いしたい。この点は、市長から御答弁を求めた

いと思います。

続きまして、代用市営住宅構想、が市長からお話が出ておりますO この点、聞くところ

によりますと、ことしの秋、入居が可能とも言われたり、来年の春、入居が可能である

とも言われております。現状とすれば、どのような内容であるのか、具体的にお尋ねを
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したいと思います。

まず、市長の方では、 100室ぐらいの中身にしたいという話であります。で、この中

では、対象者を高齢者といたしております。この高齢者の中には、いわゆるひとり暮ら

しの方を限定しているのか、さらにひとり暮らしの中でも病弱な、いわゆる日常的な動

作が困難な方を対象にしているのか、それとも世帯の方でもよろしいのか、その点が非

常に明確でありませんので、お尋ねをしたいと思います。

東京都におきましては、いわゆる具体的な展開としますと、身体障害者の、いわゆる

所得がなかなか得られないような方という一定の枠があるわけですが、身体障害者の方

が入っております。さらに、母子家庭の方への展開もあります。これは日野市におきま

しでも、長期計画の中では、実際にやりたいというふうに記載もされております。さら

に、いわゆる低所得者層家庭への対策はどうかという点があります。この点の、この制

度の展開として、どのようになさるのか、東京都からの新しい制度の創設を受けて、東

京都の範囲の中で、東京都のいわゆる補助を得られる範囲の中での対象として考えてい

くのか、それとも一歩もう少し踏み出して、対象を広げて考えていくのか、その辺のお

話を承りたいと思います。よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国民生活あるいは市民生活の衣食はかなり足りた状況になり

ましたが、いわゆる住が不十分であるということが現実の問題として国政、都政の段階

に大きな施策の取り組みを求めておる、こういう状況がございます。それで、今御質問

に対しまして、確かに住宅事情の調査ということはこれは、国勢調査の際に既に資料が

あるというふうに思っておりますので、なおそれを一層、日野市の事情ということで絞っ

た集計をしてみたい。その資料が借りられるならば、調査したいと、こう思っておりま

す。 それから、今、いわゆる老人居室ということで、形といいますと東京都のシルバー

ピアに準拠することになるわけでありますが、お二人の方の御協力によって、 32室が確

保できたというふうに御報告いたしました。これは、ことしの当初予算では10月から入

居できるそういう予算計上をいたしましたが、契約の推進の中でいろいろ陸路がござい

まして、それらを調整するまでに手間がかかりました。したがって、この間、福祉部長

から、年度内にはということでお答えをしておりますが、できるだけ早く現実に移した

い、こう考えておりますので、これから入居者の居住要件を、要綱的な整備をいたしま

して、募集にかかるという作業に移りたいと思っております。

それから、今後のことでありますが、来年もまた、用地を一一一用地というよりも地主
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さん方の御協力をいただくことによって、継続的に事業を進めて、最終目的ということ

じゃありませんが、少なくもここ二、三年の聞に100戸ぐらいの戸数を確保したい、こ

のことを申し上げたつもりであります。

それから、今回の広報紙に代用市営住宅の発想、という表現で、地主さん方に呼びかけ

をいたしました。このことは、シルバーピアの施策を拡大した形で地主さんに、市営住

宅の戸数を大きく拡大することが難しい事情にありますので、むしろ民間の建物を市営

住宅に代用する形で経済的な経営の成り立つ内容を制度化して、そして、市営住宅に入

居を希望される階層、あるいは所得の状況の方々を対象に、住宅の供給ができるような

そういう施策をとりたい、ということを発想いたしました。一、二件既に御紹介もいた

だいておりますので、何とかこれを具体化して実現をしたい、こう考えております。

それから、御質問の中にありました、特に老人の居住状況によりまして、シルバーピ

ア政策に基づく居室の確保とあわせまして、土地代が上がる、あるいは年金の限度があ

るのに、家賃が上がると。こういうことで、困窮される方も当然あり得るわけでありま

すので、その方々に家賃の補助制度をつくろう、ということを今、指示いたしておりま

す。来年から実施するようにしたいと、こういう考えを持っております。そういう政策

を総合いたしまして日野市で行い得る住宅困窮者、あるいは若年ないしは所得の低い階

層に住宅を何とかして提供できる、そういうことが我々自治体としてのなし得る、また

緊急な課題である、このような認識でございますo

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) ちょっと疑問が残るんですが、今の市長のお話を聞いてますと、

いわゆる東京都がこれから進めていこうという政策の中に、考え方、着想、は同じだと思

いますが、かなりの部分同じ線上で対策を立てるんだろう、というふうに私はお聞きを

いたしました。一番やはり問題になりますのは、私は、どの辺の対象者に絞っていくの

かということだろうと思うんです。今の市長のお話ですと、まだ明確にはシルバーピア

構想、の中ということで、絞りがかかったわけですが、福祉部長の方から、いわゆる59年

の老人意識調査ということで、いわゆるひとり暮らしの方が大体アパート暮らしという

ことで、 110人前後ではないかというお話でありました。当面100戸の目標を立てるとい

うことになりますと、ちょうどこの辺の対象者の方が対象になるわけでありますが、そ

の中でも、やはり具体的に追い出しにかかっているというふうな、いわゆる住宅の困窮

度とですね、それから日常生活が不自由になって、先ほどのお話ですが、管理人さんを

2人お願いをして、その中で30人前後の 1人住まいの方を見ていくというふうな構想、と、
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その辺、対象、かなり丁寧にしていきませんと、私は無理だろうと思うんです。

今、 100人ほどの、 100戸ということで、当面のお話がありましたが、それ等は含まれ

ないのかもしれませんが、市営住宅の申し込みにおきましでも、先ほど市民部長の方か

ら、申し込みの一番多いのは20代の方、要するにこれから新しく世帯を持たれていく方、

現に世帯を持たれて、非常に高額な家賃では普通の生活ができないという若い世代の方

が、恐らく申し込みが殺到しているんだろうと思うんです。これは 1位というお話があ

りました。それから 2位の方は30代の方ということでありました。 3位が40代というこ

とで、市営住宅の申し込みの対象の方の層ですね、ここまで対象として入ってくるとい

うことになりますと、市長のお話をもう少し膨らませていきませんと、私は対策がとれ

ないんではないかというふうに思います。その点、東京都もそうですが、国の方の施策

をまつ部分がかなり多いわけですけれども、そういう点では、日野市も東京都の施策を

受ける形のものでなければ、実現困難な点がかなりあるわけで、すが、その辺、ぜひ手順

を、まあ生意気な言葉ですが、間違いないようにしていただきたい。かなりこの構想に

つきましては、住宅に困っている方はかなり関心が高いというふうに聞いておりますの

で、その辺の対象の範囲等につきましても、明確な設定をしていただきたいとういふう

に思います。特に、これは抽選でも何でもありませんで、いわゆる東京都のポイ γ ト方

式ではありませんが、総合的な判断で決めていくというふうな形になると思いますので、

その点、かなり厳格な基準等の設定、運用をお願いをしたいというふうに思います。

それから、これは先日の答弁でもあったんですが、もう一つ、私は、前に、これは多

摩平の団地の公団の建てかえの問題がやはり起きているわけですが、最大のネックは、

地価の高騰をそのまま建設費の中に組み込んで、それを家賃の中から取るという、そう

いうことですので、 3倍4倍の家賃になってしまって、従来住んでいる方が、事実上、

立ち退きをせざるを得ないという状況が生まれるということで、同じような問題状況に

あるわけですが、私はそのときに、公団から建てかえの時期になったときには、土地を

借用してそこに市営、いわゆる代用市営住宅構想、を立ててもいいんではないかというこ

とをお話しさせていただきました。

今、市長のお話ですと、民間の住宅にこちらが建設費の一部、さらには利子補給とい

うことで応援をさせていただいて、その見返りといし、ますか、そういう中でその住まい

を確保すると、こういうふうなことであります。これをもう一歩広げまして、土地を借

用する形を私は考えてもいいんではないかというふうに思います。そういう意味で、多

摩平団地の大きな建てかえのときには、そういう構想もぜひ練っていただきたいという
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ふうに思います。

さらに、区画整理事業等の関係でお話をさせていただきたいんですが、ある市民の方

からお話がありました。それは、この東京都内の住宅事情が、これほど厳しい状況になっ

ていることを考えると、区画整理をして、その後に約40坪、 50坪の土地の中に 1戸建て

の家を建てていくというのは社会的な全体の状況から見ると、ぜいたくではないかと。

むしろ土地の高度利用等も考えますと、このような手法を、発想を変える時代ではない

か、ということであります。市長の先日の答弁ですと、区画整理事業の中の土地を市が

買うということは、とても財政的には無理だという御答弁もあったかと思いますけれど

も、その点、まだ日野市におきましては、区画整理事業の主体はさまざまあると思いま

すけれども、これから展開をされるわけです。その空間に対する土地利用の対策として、

高度利用のその考え方というものは、私は非常に傾聴に値するんではないかというふう

に思いますが、その辺の市長の御見解をお聞きしたいというふうに思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 区画整理を行いますその第 1の目的は、都市整備という大目

的と、それから個人の地権者に対しまして、環境整備、宅地化を図るということになる

わけであります。その際に、小宅地にいわゆる 1戸 1戸の住宅を建てるよりも、ある程

度土地を集合化してといいましょうか、そういう形で地主の経営のもとに相当規模の集

合住宅方式をということは、事業に経営保障の見通しがあれば、私は可能だというふう

に思います。現在、例えば農住構想、この落川の方で実施されておるわけでありますが、

その事業の中でも何かこう、個人個人の持ち分の土地を集合して、それにかなう規模の

集合住宅を建てる。その際に、どこか公的な施策と合体できないだろうか、こういう御

相談もいただきました。そういうお気持ちの方が、既にそういうことに気がついておら

れるということでございますので、むしろ農協なり、それから一ーま、農協が一番いい

と思いますけれど、もっと具体的な協議を進めていきたい、そういう機会を持ちたいと

いうふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) かなり難しい問題に対して、意欲的な御答弁をいただたわけで

すが、ぜひ、区画整理事業の中でも代用市営住宅というのは、言葉のあれとしては、制

度的にはどうかというふうな点も多々ありますが、東京都も本腰を入れてやるというこ

とでありますので、ぜひその受け皿的な対策としては、十分備えをしていただきたいと
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思いますo

特に、この住宅問題におきま Lては、話が多少大きくなりますけれども、いわゆる日

米構造協議というところの最終報告の中で、いわゆる2000年目標ということで、これは

住宅だけではありませんけれども、公共投資430兆円、この振り分けが具体的にはどう

いうふうにするか、まだ決まっていないようですけれども、これは一つのチャンスであ

るとも思います。具体的な振り分けの中で、恐らく東京都へも相当な国からの要請とい

うことでなってくると思うんですが、その辺、十分な対策を立てていただきたいという

ふうに、日野市におきましでもおくれのないようにとっていただきたいというふうに思

います。

一方から言えば、この都市の集中化ということの解消は、遷都論をまつ以外にないん

ではないかというふうな議論もありまして、日野市のみで解決できる方法はないわけで

すが、せめて日野市に長くお住まいの方で住宅を追われていくという方、そういう方の

対策ということは、至急に立てていただきたい。先ほどお話ありませんでしたが、所得

で制限はあると思いますけれども、いわゆる身障者の方、いわゆる社会的弱者に対する

問題、特に母子家庭の方の問題におきましては、所得以外に不動産屋の方から断られる

例もあります。公的保証人の制度ということで田原議員からもお話ありましたが、ぜひ、

社会的弱者という観点から見ますと、いわゆる御老人の方以外でも、そういう層の方が

いらっしゃいますので、ぜひその辺の対策も、住宅対策においては広げていただきたい

とういふうに要望いたしまして、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって21の2、日野市内に公営住宅(代用市営住宅を合

む)を大量に建設せよの質問を終わります。

一般質問21の3、街に熟年者・障害者のためにベ γチを設置せよの通告質問者、夏井

明男君の質問を許します。

022番(夏井明男君) 昭和63年の4月1日で日野市の福祉環境整備要綱というものが

定められております。で、この考え方の延長線からいきますと、これは私は「熟年者J

という表現をさせていただきましたが、このような層の方々、さらには体の御不自由な

方に対するまちの対策として、ベンチの設置ということが必要ではないか。聞くところ

によりますと、市道、都道、国道によりましては、国道は正確ではありませんが、むや

みやたらにベ γチを置くことはできない、というふうな形のものもあるかと思いますが、

現行法の中で、まちにベ γチをという場合に、障害があるのかどうか。制度的に障害が

あるのかどうかということを、まずお尋ねをしたいと思います。
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0議長(小山良悟君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 道路管理の立場からお答えをさせていただきたいと思いま

す。

道路には、人や物質の移動といった、本来の機能だけではなくて、情報の関連や環境

整備のための施設を収納し、またコミュニティーを生み出す機関として最も公共性の高

いものの一つでありますが、利用者全般の利便性の確保や、サービスの向上の観点から

も、高齢者や障害者を初めとする交通弱者の立場に立って、優しさのある道路にも求め

があるということが、今日の道路行政だと思っております。

この現地の道路に設置する行為でございますけれども、道路法の第32条の第 1項の第

1号に定める「道路管理者の許可を受けなければならないJという工作物に当たります。

この許可を受けようとする者は、 「道路占用の目的、期間、場所、工作物の構造、工事

の方法等を記載して、申請書を道路管理者に出して許可を受けなければならないj とい

うことになっております。また、法の第39条には「占用料の徴収に関する規定jがされ

ております。この道路法の定めを受けて、日野市は道路占用規則により手続の関係等を

定め、 「日野市道路占用徴収条例Jによりまして、占用の物件ごとに占用料の額を定め

ているわけでございます。

徴収条例の中ではこのベ γチに対しては、平米当たり 1，220円を徴収という形になっ

ておりますけれども、これは減免も可でございます。占用許可を行う実務上では、東京

都の道路占用許可基準を参考に運用していますが、ベンチの占用については、パス・タ

クシーの事業の団体、または自治会・商庖街等の団体が設けるものか、あるいは地方公

共団体が設けるものに限り 、一定の大きさで固定式のものが定められております。場所

については、駅広とか、コミュニティー道路、福祉施設や病院付近のバス停とタクシー

の乗車場、それから上屋が設置されてますノミス停とか、それからタクシーの乗り場等の、

特に交通の支障とならない場所などに限定して、道路管理者は許可を出しているという

のが実態でございます。

いずれにいたしましでも、道路に求められる優しさというものを念頭に置きまして、

道路管理の立場から、こういう設置届けが出てくれば、このような場所については積極

的に対応していきたし、というふうに考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) かなり積極的な御答弁いただきました。今、お聞きしますと、
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原則的には可能であるというお話であります。私は、このベ γチの問題は、南多摩丘陵

公園の中と、それから浅川の土手の上に一一移動式のベンチということで質問させてい

ただきましたけれども、確かに体のぐあいの悪いかなりの御年配の方が、まちへ行って

歩いてですね、少し座りたいなと思って見ても、なかなかベンチはないようです。私も、

そのような目で見ますと、まだまだ先ほど挙げました要綱の精神から見ますと、まだ対

策を立てなければいないな、という点があると思います。

今の建設部長のお話ですと、そのような申請等の形があれば、具体的な地形も判断し

ながら、対処をしていきたいというお話でありました。特に、気がつく点は、これは数

年前に土方議員の提案でしたけれども、まちに花壇を、というお話がありまして、本年

も平成元年の実績報告書の中でも246万かけて 2カ所ほど、いわゆるコミュニティー花

壇の設置がなされています。こういう所へで、もちょこつと一つのベンチぐらいあっても、

私はよろしいんではないかなというふうに考えております。ぜひ、御年配の方、さらに

は、いわゆる体の不自由な方が、まちを歩カ亙れてどうかという、建設部長のお話の、優

しいまちというものの配慮、をぜひこれから進めていただきたいというふうに思いますが、

最後に市長のお考えを伺いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) このたび、海外研修をされて、外国の都市をごらんになって、

多分、私ども映画で見たり、テレビで見たりしますような、道端にベンチがあってお茶

が飲めるという状態は、まちの優しさを伝える大切な要件だと思います。市内をよく見

渡しまして、適当な場所にむしろ場所を設けていきたい、こういうふうに伺ったところ

でございます。

0議長(小山良悟君)

022番(夏井明男君)

夏井明男君。

市長から前向きな答弁をいただきました。ぜひ、市で予算を計

上しながら、計画的にまちの中に休憩所とはいかないまでも、ほっとできるようなベ γ

チをつくっていただきたいというふうに要望しまして、終わります。

O議長(小山良悟君) これをもって21の3、街に熟年者・障害者のためにベンチを設

置せよの質問を終わります。

これより請願第 2-20号、日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関する請願

の件を議題といたします。

請願の要旨は、御手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 2-20号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

つ臼つ臼Aせ

て厚生委員会に付託いたしますo

これより請願第2-21号、公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する陳情の

件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 2-21号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て総務委員会に付託いたします。

これより請願第 2-22号、日野歩道橋(日野本町2-17先)を撤去し代わりに横断歩

道を新設することを求める請願の件を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりで、す。

請願第 2-22号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て建設委員会に付託いたします。

これより請願第 2-23号、老人性白内障人工水晶体(限内レ γズ)に関する請願の件

を議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 2-23号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により議長におい

て厚生委員会に付託いたします。

これより請願第 2-24号、 i (仮称)浅川公会堂建設j に関する請願、請願第 2-25 

号、中ホール建設に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、御手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 2-24号、請願第 2-25号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定

により議長において文教委員会に付託いたします。

これより請願第 2-26号、中島道路交通禍についての陳情、請願第 2-27号、高幡土

地区画整理事業地区内の商工業者への営業権及び生活権の確保についての請願の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、御手元に配付しました印刷物のとおりです。

請願第 2-26号、請願第 2-27号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定
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により議長において建設委員会に付託いたします。

本日の日程はすべて終わりました。

17日、月曜日から始まります常任・特別委員会は御手元に配付しました日程表のとお

9月28日 金曜日 (第 7日)

りです。

委員の皆様には日程表に基づき御参集願いますo

平成 2 年
次回本会議は 9月28日、金曜日、午前10時より関議いたします。時間厳守で御参集願

第 3固定例会
日野市議会会議録 (第30号)

います。

本日はこれにて散会いたします。
9月28日 金曜日 (第 7日)

午後 8時 8分散会
出 席 議 員 (30名)

1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君一

3番 田 原 茂 君 4番 )11 友 君

5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

9番 佐 藤 洋 一 君 10番 f亘 島 敏 雄 君一

11番 内 田 勲 君 12番 宮 沢 清 子 君

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 福 島 盛之助 君

15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 悟 君

17番 高 橋 徳 次 君 18番 一ノ瀬 隆 君

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

23番 黒 )11 重 憲 君 24番 旗 野 行 雄 君

25番 古 賀 俊 昭 君 26番 市 ) 11 資 信 君

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良F 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 照 男 君

欠 席 議 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名 2号)

市 長 森田喜美男君 (厚生委員会)

助 役 砂川雄 君 収 入 役 佐藤智春君 日程第 3 議案 第 65 号 日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君 を改正する条例の制定について

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋 君 日程第 4 議案 第 66 号 日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 前田雅夫君 制定について

建設部長 橋本栄寓君 福祉部長 坂 口泰雄君 日程第 5 議案 第 67 号 日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君 制定について

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本亨 君 日程第 6 議案 第 70 号 平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算

社会教育部長 坂本金雄君
について(第 1号)

日程第 7 議案 第 71 号 平成 2年度目野市老人保健特別会計補正予算につ

会議に出席した議会事務局職員の職氏名
いて(第 2号)

局 長 落合 豊君 次 長 田中正美君 (建設委員会)

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君 日程第 8 議案 第 69 号 平成 2年度目野市下水道事業特別会計補正予算に

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君 ついて(第 1号)

書 記 斉藤令吉君
日程第 9 議案 第 72 号 市道路線の認定について

日程第 10 議案 第 73 号 市道路線の廃止について

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3
日程第 11 議案 第 74 号 (仮称) 2番橋新設その 4工事委託契約の締結に

立川速記者養成所 所長 関根福次 ついて

速記者 山川芳子君 日程第 12 議案 第 75 号 字区域の変更について

速記者 大迫嘩子君 (一般会計決算特別委員会)

日程第 13 議案 第 56 号 平成元年度日野市一般会計決算の認定について

議 事 日 事呈
(特別会計決算特別委員会)

平成 2年 9月28日(金) 日程第 14 議案 第 57 号 平成元年度 日野市国民健康保険特別会計決算の認

午前 10 時開議 定について

日程第 15 議案 第 58 号 平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算

(議案審査報告) (総務委員会)
の認定について

日程第 1 議案 第 64 号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定 日程第 16 議案 第 59 号 平成元年度日野市下水道事業特別会計決算の認定

について
について

(総務・文教・厚生・建設)
日程第 17 議案 第 60 号 平成元年度日野市立総合病院事業会計決算の認定

日程第 2 議案 第 68 号 平成 2年度日野市一般会計補正予算について(第 について
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日程第 18 議案 第 61 号

日程第 19 議 案 第 62号

日程第 20 議案 第 63号

日程第 21 

(請願審査報告)

日程第 22 請願第 2-14号

日程第 23 請願第 2-1 号

日程第 24 請願第 2-19号

日程第 25 請願第 2-15号

(継続審査)

日程第 26 請願第 2-21号

日程第 27 請願第 2-16号

日程第 28 請願第 2-17号

日程第 29 請願第 2-24号

日程第 30 請願第 2-25号

日程第 31 請願第 2-20号

日程第 32 請願第 2-23号

平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認

定について

平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定に

ついて

平成元年度日野市老人入院共済事業特別会計決算

の認定について

紹介議員の取り下げの件

(文教委員会)

「市立平山中学校特別活動棟の増築に関する早期

実現Jの為の日野市議会に対する請願

(厚生委員会)

生コ γ工場・資材置場の公害に関する請願

たきあい学童クラプへの希望者全員の入所を求め

る請願

(建設委員会)

米市場開放阻止に関する請願

(総務委員会)

公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関す

る陳情

(文教委員会)

義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育

費国庫負担制度の維持に関する陳情

「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養職員の給

与費の国庫負担制度からの除外」に反対する陳情

r (仮称)浅川公会堂建設Jに関する請願

中ホール建設に関する請願

(厚生委員会)

日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関

する請願

老人性白内障人工水晶体(眼内レ γズ)に関する

請願
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日程第 33 請願第 2-4 号

日程第 34 請願第 2-5号

日程第 35 請願第 2-6号

(建設委員会)

京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請

願

帝人高層独身寮建設反対に関する請願

高幡土地区画整理事業地区内の突然の総合病院建

設計画の見直しについての請願

日程第 36 請願第 2-9号 第53東豊田クリスタルマ γション新築に関する請

願

日程第 37 請願第 2-10号 (仮称)二番橋の名称を「万願寺歩道橋」とする

ことを求める請願

日程第 38 請願第 2-11号 中尾マンション(仮称)建築計画に対する反対請

願

日程第 39 請願第 2-13号 仮称神明 4丁目ハイツ建築に関する請願

日程第 40 請願第 2-22号 日野歩道橋(日野本町2-17先)を撤去し代わり

に横断歩道を新設することを求める請願

日程第 41 請願第 2-26号

日程第 42 請願第 2-27号

(継続審査議決)

中島道路交通禍についての陳情

高幡土地区画整理事業地区内の商工業者への営業

権及び生活権の確保についての請願

日程第 43 

日程第 44 

日程第 45 

日程第 46 

下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

(請願上程)

スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 47 請願第 2-28号 大坂上二丁目の r(仮称)日野マ γショ γjの建

設計画に関する請願

(議案上程)

日程第 48 議員提出議案第 9号育児休業法の早期制定を求める意見書

日程第 49 議員提出議案第10号 ゆとり宣言の決議

日程第 50 議員提出議案第11号新学習指導要領に基づく「日の丸Jr君が代」強制

に反対する意見書
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日程第 51 議員提出議案第12号小選挙区制jに反対する意見書

日程第 52 議員提出議案第13号大規模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に

関する法律及び東京都小売商業調整に関する要綱の

存続に関する意見書

日程第 53 議員提出議案第14号 固定資産税と相続税の軽減を求める意見書

日程第 54 議員提出議案第15号借地・借家法の改正に反対する意見書

日程第 55 議員提出議案第16号憲法の平和的原則を守り、非軍事的手段で国連に協

力することを求める意見書

日程第 56 議員提出議案第17号 104有料化の撤回を求める意見書

日程第 57 議員提出議案第18号東京都立七生養護学校の高等部新設と施設充実を求

める意見書

日程第 58 議員提出議案第19号 米市場開放阻止に関する意見書

本日の会議に付した事件

日程第 1から第49及び第52、第53、第57、第58まで
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午後 2時6分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員30名であります。

これより議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

それでは、総務委員会に付託されました議案の審査報告0総務委員長(谷長一君)

を申し上げますo

議案第64号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

これは、市長の補助職員、行政部門等の定数を改正するものでありまして、第 2条第 1

項第 1号中 1819名Jを 1821名」に、それから次に 163名jを 161名」に改めるという

ことでございます。これは、市長の補助職員、行政部門の職員の821名をただいま申し

上げました件でございまして、この819名を821名に 2名増員する。これは、水道部門の

職員の61名を63名にというところの振りかえでございます。

内容につきまして申し上げますと、水道部門の近代化等によりまして、三沢、旭が丘

が無人化並びにコ γビューター化に切りかわるわけです。それで多摩平に統合され、こ

れらが遠隔操作によって作動できるというふうになりましたので、内部調整等も行い 4

名が減員されるものであるということであります。しかし、この水道工事につきまして

は、下水道並びに区画整理工事等の進行に伴いまして水道工事、それから、その事務量

の増加等によりまして、職員 2名を必要とするということになります。結果としては、

2名減ということになるわけでございます。これが、行政部門に 2名振りかわって819

名が821名に、それから水道部門の職員が63名が61名になったということでございます。

なお、これらにつきまして質問等があったわけでございます。これにつきましては、

この水道部門の職員の配置がえ等に際しまして、適切なる職員の配置をしなければなら

ないのではないかということもあったわけです。それに対しましては、電気関係の職員

なので、それらの適性配置は可能であるということや、また、意見といたしまして、各

部門の職員の異動等については、慎重にこれを行う必要がある等の意見がございました。

結果は、これを全員異議なく原案どおり決しましたので、よろしく御審議のほどをお

願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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たしますo

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第64号、日野市職員定

数条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第68号、平成 2年度目野市一般会計補正予算(第2号)の件を議題とい

たします。

本件については4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次、審査報告を願

いますo

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(谷長一君) それでは、議案第68号につきまして、その審議の経過と

結果について申し上げます。

これは、平成2年度日野市一般会計補正予算について第 2号、歳入全般でございます。

それから、歳出の分におきましては、総務費のみでございます。

歳入全般につきまして、今回補正追加するものは 4億444万4，000円でございますo 結

果、歳入予算総額が396億587万7，000円ということに相なるわけでございます。それで、

この総括の歳入というところにおきましては、特に委員会においての部長の説明等はご

ざいませんでした。

そこで、次に歳出に移らせていただくわけでございますけれども、歳出につきまして

は、補正額5，060万9，000円でございます。補正後は57億9，978万6，000円ということにな

るわけでございます。特にこの総務管理費につきましては、補正額が4，752万7，000円、

補正後の額が47億9，622万1，000円ということになるわけです。

内訳について、今度は申し上げますと、財産管理費の補正が329万1，000円、これは役

務費と工事費でございます。工事費につきましては、これは市有地の外柵設置というこ

とで、南平の 4丁目の11の18の1，762平米の外櫛ということの説明がありました。また

公会堂費につきましては、これは34万3，000円、これは需用費でございます。これは七

生公会堂給水施設の老朽化による修繕料ということになるわけです。それから、諸費に

つきましては4，389万3，000円が補正されまして、その内容につきましては、償還金利子
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及び割引料ということでございまして、前年度の償還、事業の確定による精算によって

返還をせねばならぬというものでございまして、これは18項目にわたって返還金という

ところに説明がなされております。

次が徴税費。これは賦課徴収費補正額が276万2，000円、これは報償費でございます。

これは納期前納付の奨励金の不足分ということでございます。さらに、この需用費91万

5，000円。これにつきましては、資産税課の経費、消耗品費、印刷製本費等であり、委

託料34万7，000円につきましては、同じく資産税課経費の不足分、これは固定資産税等

の計算に要する評価がえとか土地の全域調査、家屋全棟の積算等の委託調査費というこ

とになっているわけです。

さらに、この統計調査費、これは指定統計費補正額32万円。これは国勢調査の指導員

と調査員に要する補正です。これは116人と1，165人分相当です。それから、これは単価

の改正です。

次は諸支出金になるわけですけれども、これは土地開発公社の助成費5，304万1，000円、

これは負担金、補助及び交付金です。これは土地開発公社に対する補助金でありまして、

利息支払分ということになるわけでございます。

さらに、次に質問等が出たわけでございます。それらをかいつまんで申し上げますと、

税金過誤納したときの請求権は何年にわたり存在するかというようなこと。

それから、その救済方法。

それから、法人、個人市税の見通し等について。

さらに納期前納付報償金と奨励金等についてということ。

次に、来年度の評価がえ、来年度は評価がえの年である。評価がどうなるか心配だと

いうような質問がなされたわけでございます。

それで、この第 1点につきましては、行政不服審査法によると、 5年を経過した場合

は請求権がない。

さらに、この救済方法につきましては、固定資産の縦覧、または閲覧等の行為がある

ので、これらをしていただいて、それらのことをみずからも発見するというようなこと

以外に救済方法はないではないか。で、わかったとしましでも、 5年以上経過した場合

には返還することは不可能である。こういうことで、すo

それから、この 3点の法人税と個人の市民税の見通し。これにつきましては、法人税

は4億から 5億は落ち込むのではないかと考えられる。ただし、個人の納税の伸び等が

あるので、個人につきましではないのではないか。さらに、納税者の増加等も見込まれ
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ているので、個人については落ち込みはないだろう。こういうことです。

それから 4点目の報償金の問題です。これにつきましては、そのような制度があるん

だ。ただし、納税組合の場合は49組合あって補助金を出しているけれども、監査委員の

報告書ですか、それに意見として添えられているように、年々その率は低下していると

いうようなことを申されておりました。やはり、その点は考えていかなければならない

という問題があるということをおっしゃっていたわけです。これは、納期前納付報償金

についてはいろいろ制度がある。奨励金制度もある。内容については触れていなかった

と思います。

それから 5点目の評価がえ、これについては家屋につきましては、前年度を上回るこ

とはない。それから、土地につきましては63年、平成元年と 2年の 3カ年で12%上がっ

た。市は、今も東京都と協議をしている。さらに、東京都と現在協議中であるので、こ

の評価がえ等につきましては、極力税金の上昇するというようなことは、抑制するよう

に努力しなければならないというような答弁がなされたわけでございます。

以上のように、総務委員会におきましては付託されました議案について、慎重に審議

をいたした結果、原案どおりこれを決すべきものと決しましたので、よろしく御審議の

ほどをお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますo

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に、文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文教委員長(福島盛之助君) それでは、議長の御指名によりまして議案第68号、平

成2年度の日野市一般会計補正予算について、第2号の歳出のうち教育費につきまして、

委員会における審査の経過並びにその結果を報告を申し上げます。

本委員会は、理事者側より本件に対する提案理由並びに議案の内容につき説明を求め、

慎重に審査を行った次第であります。主な質疑といたしましては、南平体育館の雨漏り

の修繕について。いつごろから漏っているのか。以前にその兆しはなかったのか。保証

はきかないのかとの質疑があり、これに対する答えといたしましては、今までに雨漏り

はなく、本年 6月より激しく雨漏りを始め修理を必要とするようになった。保証につい

ては、 10年がたっているので市の予算で修理するとの答弁でございました。

これに対し、教育委員会は施設に十分気を配り速やかな判断で修理することが必要で
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あるとの要望が出されました。

次に、図書館のガイドブックは市で発行している市民読本や他のガイドブックとは違

うのかとの質疑に対しましては、他のものとシリーズで、つくるのではなく、市内の様子

をわかりやすく市民に知らせるものであるとのことでございます。

これらのほか、各般にわたり質疑が行われましたが、細部については省略をさせてい

ただきます。

採決に入りまして、全員異議なく原案どおり可決した次第でございます。

なお、お手元の審査報告にもありますとおり、平山中学校の食堂新築設計の予算執行

に当たっては、後ほど報告をさせていただきますが、請願第 2-14号の趣旨を最大限に

尊重することとの付帯意見を、これも全員異議なく付するものと決した次第でございま

す。よろしく御審議のほどお願いを申し上げまして、報告を終わります。よろしくお願

いします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い0議長(小山良悟君)

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に、厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第68号、平成2年度日野市一般会計補正予算〈第2号)歳出のうち、民生費、衛

生費、消防費についての審査報告でございます。

補正額は民生費196万7，000円。衛生費356万5，000円、消防費98万円でございます。

民生費では、心身障害者福祉施設費として、かざぐるまの家、すずかけの家、青い鳥作

業所、第二青い鳥作業所、たんぽぽの家など都の単価改正で増額となったものでござい

ます。衛生費では、じんかい処理費でごみ焼却施設の修繕料としてと、さらにカレット

の改修、これからやるのでドラム缶150本分と看板代などでございます。消防費では、

常備消防費で常備消防の委託でございます。

質疑の主なものといたしましては、衛生費の中では、カレットの改修について、今ま

でやっている団体があるが、これについて今後もやってもらうのか。さらには住民への

PR。事故などもある場合も考えて、保険の適用はどうか。さらには、地区センターは

30カ所配置するということであるが、地区セ γターのこの配置をもっとふやす努力をし

ていただきたい。こういう質問がございまして、今、自主的な運動をやっている46カ所、
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さらに市で30カ所予定しており、一緒に改修をしていきたい。こういう答弁でございま

したo また、保険については新しい保険などもあるので検討をしていく。地区セ γター

なども今後、 ドラム缶が置けるかどうか見て回りながら協力をお願いしていく、とこう

いうことでございました。

また、消防費の問題では、自主消防が新興住宅地では消防団員になる人が非常に少な

くて困っているが、対応はどうかということで、答弁といたしましては、市内に 8分団

に分けているが、それをさらにまた細かく分けて 1分団ずつあるけれども、地域によっ

ては格差もあり、努力をしていく。こういう報告がございました。

以上、民生費、衛生費、消防費については慎重審議を行いまして、全員異議なく原案

を可決したものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に、建設委員長の審査報告求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 議案第68号、平成 2年度日野市一般会計補正予算(第 2

号)歳出のうち、建設委員会に付託されました農業費、土木費につきましての審査結果

について、御報告させていただきます。

農業費のうち農業振興費につきましては、東京都優良集団農地保全育成事業補助金な

ど補正額は325万3，000円で、総額といたしまして6，924万4，000円とするものであります。

土木費のうちの道路橋梁費につきましては、 (仮称)二番橋新設による委託料等によ

るものでありまして、補正額は7，934万9，000円で、総額といたしまして16億650万7，000

円とするものであります。

主な質疑といたしましては、 (仮称)二番橋は今年度中に完成できるのか。また、取

りつけ道路の状況はうまくいっているのか等であります。

それで、 3月の31日までには完成できる。それから、用水の上部を利用してよいとの

回答も得ているというような答弁もありました。

それから都市計画費につきましては、駐車場整備計画策定に伴う委託料などによるも

ので、補正額を 1億7，573万6，000円で、総額としましては50億8，619万1，000円とするも

のであります。

主な質疑としましては、都市計画審議会の人数、駐車場整備計画策定に関する質疑が
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ありました。都市計画審議委員は17名である。また、建設省の指導で国の補助金があり、

その基本額が600万円で、東京都の受託事業となっている等の答弁でありました。 採

決の結果、全会一致、原案を可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結い

たしますo

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であり

ます。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( f異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第68号、平成 2年度目

野市一般会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第65号、日野市心身障害者(児〉福祉手当支給条例の一部を改正する条

例の制定、議案第66号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第

67号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

( f異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第65号、日野市心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例につい

てでございます。この条例改正は、日野市の心身障害者(児)福祉手当支給条例の一部

を改正するものであり、 f12，000円Jを f12，500円」、 f10，500円」を f11，000円」、

f6，500円」を f7，000円」、 f8，500円」を f9，000円j にするものでございます。 質

疑の中で、なぜこの増額をするのかということでございましたが、諸物価の値上げなど

もあり制度の充実を図るということの答弁がございました。

慎重審議を行い、全員異議なく原案を可決すべきものと決した次第でございます。

次に、議案第66号、日野市老人福祉手当条例の一部を改正する条例の制定についてで
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ございます。これは第3条中 141，000円」を 143，000円Jに、 134，500円」を 136，000

円」に、 123，000円」を 124，000円」に改めるものでございます。

これも、先ほどのものと同じ中身でございまして、慎重審議を行い、全員異議なく原

案を可決すべきものと決した次第でございます。

次に、議案第67号、日野市児童育成手当条例の一部を改正する条例の制定についてで

ございます。第 5条第 1項に該当する児童育成手当 110，000円」を 110，500円」に、障

害手当 112，000円Jを 112，500円」に改めるものでございます。

これにつきましでも、慎重審議を行い原案を可決すべきものと決した次第でございま

す。どうぞよろしく御審議をお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって議案第65号、日野市心身障

害者(児)福祉手当支給条例の一部を改正する条例の制定、議案第66号、日野市老人福

祉手当条例の一部を改正する条例の制定、議案第67号、日野市児童育成手当条例の一部

を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第70号、平成2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)、

議案第71号、平成2年度目野市老人保健特別会計補正予算(第2号)の件を一括議題と

いたしたいと思いま1すが、これに御異議ありませんか。

( 1異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第70号、平成 2年度目野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)でございま

す。補正は歳入歳出予算の総額に歳入歳出れぞれ1，000万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ19億4，200万円とするものでございます。歳入では、水道事業
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委託金として1，000万、歳出では導入管布設として1，000万でございますo

質疑の中で、ある地区センターでは水道料金が通常1，800円ぐらいであったものが、

ある日 3万8，000円となって、この水道料金の徴収が間違いではないかというこういう

ことや、あるいはメーターの見誤りではないかという、こういう質疑がされまして、早

速調査をし漏水などのおそれもあるので、すぐに対応するという答弁がございました。

慎重審議を行い全員異議なく原案を可決すべきものと決した次第でございます。

次に、議案第71号、平成2年度日野市老人保健特別会計補正予算(第 2号)でござい

ます。補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3，637万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ45億3，331万8，000円とするものでございますO 歳入では、

平成元年度の精算交付金39万4，000円と前年度繰越金3，597万6，000円でございます。歳

出では平成元年度老人医療給付費国庫負担分が125万8，000円と、一般会計繰出金が3，43

0万7，000円でございますo

質疑、御意見もございませんで、慎重審議の中で全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決した次第でございます。どうぞよろしく御審議をお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

すo

これより本2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第70号、平成2年度目

野市受託水道事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第71号、平成 2年度日野市老人保

健特別会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第69号、平成2年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)、議

案第72号、市道路線の認定、議案第73号、市道路線の廃止、議案第74号、 (仮称)二番

橋新設その4工事委託契約の締結、議案第75号、字区域の変更の件を一括議題といたし

たし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。
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〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) それでは、議案第69号、平成 2年度日野市下水道事業特

別会計補正予算(第 1号)について、審議結果につきまして御報告させていただきます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2億8，652万9，000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ66億7，700万7，000円とするものであります。

管きょ管理費につきましては、日野樋管の修繕、占用看板の設置などによるもので補

正額323万4，000円で、総額を4，100万6，000円とするものであります。管きょ建設費にお

きましては、組合施行によります南平区画整理事業が早まりまして、道路工事をするた

め、あわせて下水道の敷設工事などの補正でありまして、補正額 2億8，329万5，000円で

総額を35億2，916万8，000円とするものであります。

特に質疑もなく採決の結果、全会一致原案可決すべきものと決しました。よろしく御

審議のほどお願いし、たします。

続きまして、議案第72号、市道路線の認定、議案第73号、市道路線の廃止につきまし

て、建設委員会の審議結果について御報告させていただきます。

昭和21年、新道路法が施行され、旧道路法の名称がそのまま認定されたため煩雑になっ

ております路線名を再編成するものであります。昭和63年より再編成の時期に取りかか

りまして、 2，394路線を廃止し、市内16プロックに分け2，659路線を認定するものであり

ます。

特に質疑もなく採決の結果、全会一致可決すべきものと決しましたo よろしくお願い

いたします。

続きまして、議案第74号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の締結についての

審議結果について、御報告いたします。

委託工事内容としましては、親柱、照明、高欄、橋面舗装工事等による上部工附属施

設一式で、工期は契約日から平成 3年 3月30日までであります。契約金額が 1億1，888

万6，000円で、随意契約によるものであります。契約の相手方は、東京都千代田区大手

町一丁目 3番 1号、契約担当官、建設省関東地方建設局長、松延正義きんであります。

特に質疑もなく採決の結果、全会一致可決すべきものと決しました。よろしく御審議

のほどお願い申し上げます。

続きまして、議案第75号、字区域の変更についての審議結果について御報告申し上げ

ます。

組合施行の下河内区画整理事業区域内の字区域を変更するもので、区画整理区域内 3
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ヘクタールと周辺0.3ヘクタールのうち、1.6ヘクタールを落jけから百草へ変更するもの

であります。 58筆13名の所有者がありまして、周辺地権者の了解も得ているところであ

ります。また、関係自治会の調整も既に済んでいるところでありまして、 12月27日より

施行する予定であります。

主な質疑としましては、町名地番整理の見通しにつきまして質疑がありまして、既に

64%が済んでおる。残りの36%はまだ未整備地域であります。で、 151ヘクタールの整

備の準備に、現在入っております。平成4年度に三沢、程久保、百草の一部につきまし

て施行する予定でありますo 今後、また段階的に整備を進めていきたいというような答

弁もありました。

採決の結果、全会一致、原案可決すべきものと決しました。よろしく御審議のほどお

願いいたします。以上でございます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 5件について御意見があれば承りますo なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 5件について採決いたします。本 5件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 5件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって議案第69号、平成 2年度目

野市下水道事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第72号、市道路線の認定、議案第73

号、市道路線の廃止、議案第74号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の締結、議

案第75号、字区域の変更の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第56号、平成元年度日野市一般会計決算の認定の件を議題といたしますo

一般会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔一般会計決算特別委員長 登壇〕

0一般会計決算特別委員長(土方尚功君) それでは、 一般会計決算特別委員会に付託

されました議案第56号、平成元年度日野市一般会計決算の認定について、委員会の審議

の経過とその結果について報告をいたします。

委員会は 9月19日、 20日、 21日の 3日間、実質24時間26分の聞に、 延べ46名、120項

目の質問がされ、慎重に審査を行いました。決算額はお手元の資料のとおりであ り省略

をさせていただきます。

ー
』
ム

A
せ4

 



歳入全般につきましでは、 7人の委員よりおおよそ19項目にわたり質疑があり審議さ

れました。その主なものとして、消費税導入に係る影響度、実施計画に係る到達度合い、

財産売払収入、使用料、手数料、収益事業収入、不納欠損状況等でありました。

歳出のうち議会費、総務費につきましては、 5名の委員より17項目にわたり質疑、審

議がされました。その主なものといたしまして、多摩平4-3プロックといいますか、

そこの整備計画調査委託方法、あるいは市の駐車場対策、負担金、補助金支出のあり方

等でありました。

民生費につきましては、 11名の委員よりおおよそ23項目の質疑があり、審議がされま

した。主なものといたしまして、老人住宅、代用市営住宅の件、老人医療費と共済制度

化、福祉ポラ γティアの連携、老人ホームの経費と今後の考え方、生活・保健センタ一

等の民主的運営、福祉施策に対する申請の問題、改善点、各協議会における減額等であ

りました。

衛生費、労働費、農業費、商工費、土木費、消防費につきましては 7名の委員より、

およそ15項目にわたり質疑、そして審議がされました。主なものといたしまして、各種

検診状況、安全対策、道路台帳整備、合併処理浄化槽、放置自転車対策、災害対策関連、

勤労福祉会館と産業会館の建設等でありました。

教育費、公債費、諸支出金、予備費につきましては、 9名の委員より25項目にわたっ

て質疑があり、審議がなされました。主なものといたしまして、公聴会等の負担金のあ

り方、市民プールの整備、学校開放、校庭等を含み基本的な考え方、二小の校庭拡幅の

件、それから学童クラブ設置基準、青少年健全育成関連等でありました。

総括質疑につきましては、 7名21項目の質疑があり審議され、主なものといたしまし

て、入院看護料貸し付け制度、納税組合への補助、ごみの不法投棄、多摩平4-3プロッ

クの整備計画等についてでありましたo

以上が、質疑と審議内容の概要であります。なお、委員会中に請求されました資料は

既にお手元に配付をされております。総括意見は、前例に倣いまして各会派代表議員が

本会議場で述べることを確認し、すべての審査を終結し、決算の認定については採決を

いたしました結果、全員異議なく原案のとおり認定すべきものと決しました。よろしく

御審議のほどお願いいたします。以上、報告とさせていただきます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますo 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 何点か委員長にお尋ねをいたします。

昭和63年度の決算審査の折に、いろいろ世上話題になっておりました市長交際費の公
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関について求めましたところ、現金出納帳の写しが決算委員会に配付をされました。そ

の中で、市長交際費の使途についていろいろな注文をさせていただいたわけであります

が、今回、市長交際費について、委員会の中で取り上げられたかどうか。この点、まず

お尋ねをいたします。

また次に、これも同様に前から私は指摘をしている件でありますが、市税の滞納額が

年々、その額を増してきております。平成元年度の決算でも、前年度をかなり上回る滞

納額が数字とし出てきているわけでありますが、滞納整理については平成元年度、どの

ような対応がなされたかどうか。この点についての質疑がありましたら、お聞かせをい

ただきたいと思います。

それから、消費税の転嫁についてお尋ねをいたします。消費税の導入に伴う市財政へ

の影響については、今、委員長の報告でもお開きをしました。かなりの議論があったと

思いますが、消費税法等に基づく使用料、その他の手数料等に対する転嫁が適切に行わ

れることが求められているわけであります。しかも、これは法律で決められたことであ

りますが、この転嫁が日野市の場合にはなされておりません。こういった違法な行為に

ついて、委員会の中で議論がなされたのかどうか。この点について、お尋ねをいたしま

す。

その他、いろいろお尋ねしたい点はあるわけでありますが、以上 3点について委員長

の御回答をお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 一般会計決算特別委員長。

0一般会計決算特別委員長(土方尚功君) まず 1点目の市長交際費についてでありま

すけれども、この点については、委員会では質疑はなされませんでしたo よって資料等

の写しというものの請求等もなかったということでございます。

続いて、市税の滞納整理の関係ですけれども、この点については、先ほどの報告の中

にも若干触れましたけれども、質疑としてはなされました。ただ、その段階では、不納

欠損関係の数字、平成元年については2，300万、 2年については5，100万というような数

字と合わせて、執行停止といいますか、時効の関係一一消滅時効ですね。こういったも

のの件数の報告等は受けております。消滅時効については886件、停止については1，006

件ということでありますけれども、その状況の、古賀議員の質問とする部分ではお答え

になっていないかもしれませんけれども、状況としてはそんなことで、内容的には報告

がされた部分があります。

それから、消費税法の転嫁の関係でありますけれども、消費税の、要するに影響度合
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いということでは質問もなされ、そして、お手元に配付された平成元年度の当初予算と

決算の比較というようなことで一覧表が出され、そして、それに対する委員の中では、

利子割交付金の関係等から、実質的には 5億円程度の増ではないかというような意見は

出されておりますo

そういう概略でのお話はできます。それ以上に細かい点での御質問等については、担

当課といいますか、そこら辺から伺っていただければということで回答にかえます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 委員長ありがとうございました。

この際、交際費の件について委員会の中では触れられなかったということであります

ので、市長交際費430万円の執行の件について、 3点ほど理事者の方からお答えをいた

だきたいと思います。

一つは、私なりにいろいろ資料をお願いをしていただきましたが、これは果たして市

長交際費の使途としてふさわしいかどうか。感ずるものが幾っかありますので、それを

まず挙げて、市長の見解をお聞きしたいと思います。

平成元年4月の25日に市長初登庁花束代というのがあります。金額 1万2，360円。こ

れはよく考えてみますと、市長が支出をしたわけでありますが、この花束を受け取った

のは市長であるということになります。普通、支持者や支持団体の人たちが初登庁をす

る市長に祝意を込めて花束を贈るということは、よくあることでありますので、これは

何ら問題にならないと思いますが、自分に渡す花束代を交際費の中から自分が支出する

という行為は、果たして妥当なものかどうかという気がいたします。市長にはたくさん

の支持団体があるわけです。しかし、その中には花束一つお買いになる団体がなかった

ようでありますが、市長交際費の中から自分に贈る花束代を自分で支出するという行為

はどうなのか、いかがなものか。この点について、見解を承りたいと思います。

それから、いろいろ前年度も指摘をしたわけでありますが、革新系の団体と呼ばれて

おりますグループや政党に対する賛助料等の名目での支出がかなり多いのは例年のとお

りでありますが、それとは別に、自治会や老人会のお祝いが幾っか出されております。

百草団地の自治会の総会や平山住宅の自治会の総会のお祝い、公住協の第15回総会のお

祝い金、またこれらの自治会の夏のお祭りにも出されているわけでありますが、市内に

は、老人クラブや自治会というのは、このほかにもたくさんあるわけであります。

私は市長交際費の公平な使い方ということを考えてみますと、出すならば、すべての

自治会や老人会に同じように支出をするのが適切ではないかと思いますし、出さないな
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らば、一律にやはりそれに倣うのがし、いのではないかと思いますが、この点について、

案内があれば出しておられるのかどうか、その点もわかりません。いかなる基準で、こ

れらの自治会や老人会等は、市長交際費の中からお祝い金を受け取ることが可能になっ

ているのか。この点をお尋ねをたします。

それから御承知のように、ことしの 2月の 1日から公職選挙法が改正をされまして、

私ども公職者、つまり市議会議員から国会議員まで、一切の寄附行為は罰則をもって禁

止をされているわけでありますが、市長の場合には日野市長ということで支出すること

は、これは可能なわけです。しかし、同じ公職者という立場からすれば、一方市長は合

法であり、我々が行えば違法だという形は改めるべきではないかということで、私、一

般質問でも取り上げて、この点はただしたことがありますO こういう機会に、お祝い金

名目でこれらの団体へ支出するということは、公職選挙法の改正も行われたわけであり

ますので、この際に一度整理をされたらどうかと思いますが、この点についてのお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

それから市税の滞納の件でありますが、平成元年度現在で市税の滞納額は総額幾らに

なっているのか。昭和63年度と比較をして、その増減は減ったことはないと思いますが、

どの程度増加をしているか。滞納の整理には、具体的にどのような方法で当たっておら

れるのか。この点、お聞かせをいただきたいと思います。

それから消費税の転嫁の件でありますが、市長が消費税反対だから、法律に何と書い

てあろうと転嫁はしないということは、これは勝手であります。しかし、日野市は購入

する物品、また発注する工事等にすべて 3%上乗せして支出を行っているわけでありま

すので、市民の納めた税金で転嫁をした分を、本来取らなくてはいけないものを穴埋め

してるということになるわけです。この形は、少なくとも正常な状態ではないというこ

とは、市長は認めておられたんですが、この件について財政当局の考え方でも結構です

が、具体的にはどういう作業をなさったのか。具体的な金額等が出ていれば、消費税が

本来入ってくる額としてはこういう数字がある。しかし、その分が徴収されていないと

いうような内容の、もし資料がございましたら説明をしていただきたいと思います。

なお、課税対象の収入となるものには、一体どういうものがあるか。この点について

も回答をお願いをいたしますo

委員長の方でおわかりにならない点もあると思いますので、担当の方でお答えいただ

ければと思いますO

0議長(小山良悟君) 一般会計決算特別委員長。
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0一般会計決算特別委員長(土方尚功君) 私の方も今、最後、古賀議員のお見込みの

とおり、私の方で質問に対する答えというわけにいきませんので、担当部局の方からお

答えをいただきます。それぞれお願いします。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 最初に御質問のございました市長交際費についてお答えをした

いと思いますo

市長交際費については、適切な範囲で支出が行われているものだ、というふうに考え

ております。なお今後、支出の方法、その他について検討すべき点については検討をし

たいというふうに考えております。以上です。

O議長(小山良悟君) 市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) それでは、市税の関係お答え申し上げます。

まず滞納繰り越しの額でございますけれども、元年度につきましては 7億8，187万2，0

00円でございます。これは市税全部でございます。前年63年度では 7億4，898万円とい

うことで、この間3，300万円ばかり多くなっているというのが現状でございます。

それと、滞納繰り越し額に対する納税の方法でございますけれども、税の場合には納

期限が過ぎますと、直ぐに督促状をまず出します。その後、催告を再三行って、電話等

のその後には差し押さえをするという手続で整理をしておるわけでございます。ただ、

非常に共稼ぎの家庭が多かったりしまして、昼間、なかなかおられないという家庭が、

今多くなっております。非常に徴収する環境というものが、以前に比べて非常に厳しく

なっているということで、職員一生懸命、先ほど言いました手続によりまして納税をさ

せるように努めておるわけでございますが、なかなか完納には至っておらないというの

が現状でございますo

そこで、現在、口座振りかえ制度そのものがまだ完全に制度化されておりませんので、

そういうものをやはり充実するとか、あるいは嘱託の徴収制度、こういうものを今後検

討してまいりたいということで、特別委員会の方でもそのようにお答えいたしておりま

す。そのようなことで努力してまいりたい、とこう思います。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 消費税の関係につきまして、私の方から御説明申し

上げたいと思います。

御承知のとおり、消費税の導入が図られた時点の中で、当市におきましては対策本部

あるいは二部会を設置して、現在もあるわけでございます。平成元年度の決算の中で、
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その項目あるいはそれに対する金額ということの御質問でございますo これは当然、市

民対策部会の中でも協議した中で、一応、一定の方向を出しまして、平成元年度につい

てはこうだという結論に至っているわけでございます。内容につきましては、例えば使

用料、手数料等で、当然取れるという問題については使用料で 9本、おのおの公会堂使

用料、市民会館使用料、そういったものがあるわけでございますが、 9本の使用料でご

ざいます。手数料につきましては 3本、なお、その他につきましては、これは官公物の

発刊等あるわけでございますが、その年によって違いますが、平成元年度の決算から申

し上げれば 9本でございます。これが、一般会計で該当する部分ということでございま

す。よってそれを決算上から積算しますと、当然転嫁額としては960万2，300円というよ

うな形の額になっております。以上でございます。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ちょっと委員長には申しわけないんですが、簡単に質問をいた

します。

非常に細かい問題で恐縮なんですが、交際費の使い方を具体的に、私はお聞きをした

んですが、市長からは答弁がありませんでした。市長にお答えをいただきたいと思いま

す。

別にせこい話じゃないと思うんですけどね、自分で自分に贈るものを交際費で買うと

いうのは、交際の相手が自分であるというのはおかしいと思うんですよね。初登庁のと

きに花束を贈りたいという市民の方はたくさんいらっしゃると思うんですが、 1人もい

なかった。市長交際費の中から自分で花束代を交際費の中から支出した。 1万2，360円。

これは使い方として適切かどうかなということで、私はお聞きをしているわけです。市

長は適切だと思うならば、そのようにお答えをいただきたいし、そうでなければ、また

そのような回答をお願いいたします。

それから、自治会や老人会等に対する祝儀のことを挙げましたが、今回の平成元年度

の交際費の内訳を大ざっぱにまとめたものを見ますと、全部で368件の支出のうちに143

件が総会及び大会等のお祝い金ということになっております。約 4割の件数に達してい

るわけです。公職選挙法の改正を待つまでもなく、政治とお金の問題はいろいろ議論さ

れてまいりましたし、今回、罰則をもって禁止をするということになったわけでありま

すので、こういう機会をとらえてお祝い金等の支出は整理をして考えた方がいいのでは

ないかということでお聞きをしましたし、公金の公平な使途という観点から見ますと、

自治会の中でももらっている自治会、また市長交際費からお祝い金等を受けていない自
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治会もある。老人会も同じである。公平の原則に欠けるのではないか、と難しいことを

言えば考えられないこともないわけです。この点、整理をした方がいいのではないかと

いうことをお聞きしておりますので、この点も回答をお願いいたします。

それから、市税の滞納額が 7億8，000万円。これもばかにならない数字であります。

税の公平ということからすると、不公平を助長するような傾向が、毎年金額の増加を見

ると、傾向が強くなってきているわけです。昭和60年の 5月末が 5億3，000万でありま

したから、この 5年間にいかに増加をしたかということがわかります。いろいろ滞納整

理ということは難しい作業だとは思いますが、市の財政の基盤を、場合によっては揺る

がしかねないこういった不公平が放置されるということは、本来、許されていいわけは ‘

ありませんし、少しでも滞納がきちんと整理ができるように取り組んでいただきたいと

思いますが、なかなか妙案はないようです。平成 2年度に向けての何か新たなアイデア

等ありましたら、心づもりをこの際お聞かせをいただきたいと思います。

それから消費税の転嫁の件でありますが、一般会計では使用料、手数料等に、本来転

嫁をしていれば960万2，300円の転嫁の額が収入としてあったはずだということで、この

分は取りっぱぐれたということになるわけです。市の方から納める消費税の額は、それ

では納入期限が 9月20日に来ているわけでありますので、一体どの程度の金額になるの

か。平成元年度、消費税の納入額は日野市の場合にはどの程度になるのか。この点もお

尋ねをいたします。

それから消費税の関係で、これは市長に最後にちょっとお答えいただきたいんですが、

市長の最大の公約でありました消費税の廃止、これについて転嫁をせずに 1年間頑張っ

てこられた。これはこれなりにいろいろな評価もあろうと思いますが、消費税の廃止に

ついて、いまだ妙案がないようでありますが、公約実現に向けて何かお考えがあるかど

うか。公約違反になっても困りますので、具体的なお答えをいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問ですからお答えをいたします。

市長交際費の使途については、疑問を持たれるという余地はほとんどないだろうと思っ

ております。例に出された当選登庁時に花束の経費支出がある。当選登庁しますと、い

ろんな団体や個人からたくさんの花束をちょうだいしたことは、よく記憶しております。

交際費で支出したとすれば、その後で、町内にあいさつをするような機会がありますの

で、その際に、あるいは花を生けた形で、会場の雰囲気をつくったかなと、こんな感じで

聞いております。
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それから、たくさんの市民団体からいろいろな催しの案内をいただきます。その際に、

案内のないところには行くはずもありませんし、案内のあるところに時間の許すときに

は、市民を代表するという立場で、日野市あるいは日野市長として若干のお祝いを持っ

ていくということは、極めて日本人の慣例として異議のないことだろう、とこのように

思っております。

それから、最終の消費税のことにつきましては、これは消費税は、私は公約違反であ

り、国民泣かせの税であるということの認識は全く変わりありません。政府も手をやい

ておられるようでありますから、与野党の関係、今かなり厳しい論議が税制として行わ

れておるということも、現実の問題であります。御指摘のこの予算、下水道とか、それ

から使用料に対します転嫁ということにつきましては、これから態度決定をするという

ことを、これまでも申し上げておりますo 消費税の国の税制としての動向をしばらく見

極める必要があろうかと思っております。以上です。

O議長(小山良悟君) 市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) 市税の件でございます。おっしゃられますとおり、税の公

平負担であるとか納税義務、これはおっしゃられるとおりでございまして、私ども職員

もこういうものを決して軽視するわけではございません。そこで、元年度の決算をごら

んになっていただければわかりますように、徴収率につきましでも、現年度は98.6と、

これは前年に比較しまして全く同率でございます。ただ、どうしても現年度分ですと、

課税額が多いもんですから、若干のパーセンテージを落としても、それが年々積み重なっ

て残っていくということは、数字上そういうふうな形で出てきます。職員努力しており

ますけれども、そういうことで滞納は若干上積みして残っていくというのが現状でござ

います。

ただ、各市もそのようなことで非常に悩んでおりまして、いろんな方策を考えておる

わけでございます。 26市のうちでも、日野の場合には徴収率ではかなり上位になってお

るということを、ひとつ御理解いただきたい。今後、その問題については、職員と現在、

研究をしておるわけでございますけれども、日野の場合には、口座振りかえの制度がま

だ確立しておりませんので、やはり現年度を中心にいただいた方がいただきやすいとい

うことから、口座振りかえでできるだけ納めていただく。それとあと日曜日、土曜日等

につきましては、嘱託徴収制度ですか、これも他市もぽつぽつ始めてお りますけれども、

こういう制度もひとつ考えていきたい。これは、それを取り入れるためには若干の時間

を要することになりますけれども、近い将来そうい うものを検討して、できるならばそ
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ういうものを取り入れて徴収率の向上に努めたい、とこのように思っております。以上

です。

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 消費税の納入についてのお答えでございます。

当市におきましては、ここで納める分としては平成元年度分、病院会計の中で98万5，

800円を具体的に納めるということでございます。なお、下水道につきましては、既に

工事費の中で 3%を乗せておりますので、逆に還付金が5，200万程度ここに歳入になっ

てくるというような状況でございます。以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これで質問は終わりますが、交際費の使途については、私は不

適切だとは言い切れませんが、やはり少なくとも一個人に対して渡されるものを市長み

ずからが受け取る場合には、市長交際費から出すのは、やはり適切ではないということ

は指摘しておきたいと思います。

それから、自治会や老人会等への寄附でありますがt 案内があれば日野市として支出

をこれからも続けていくということだと思います。違法性は全くないと思いますが、や

はりいろいろ法律との絡み等もあるわけでありますので、ぜひこの点についての今後の

検討をお願いをしておきたいと思います。

それから市税の滞納については、所管謀、所管をされる職員の方が努力しておられる

というのは、もうだれしも認めるところでありますが、国保の場合にも申し上げたんで

すが、一つの財政の基盤を揺るがしたり、正直に納めている人たちとの間に不公平が生

じているということは、これ事実でありますので、こういった自覚を持って取り組んで

いただきたいということを申し上げておきます。

それから消費税については、市長はあくまで強気の発言を繰り返してこられたわけで

ありますが、本来、徴収していなければならない転嫁額というものが、ここで日野市の

場合には960万程度ある。また、病院等においても、医療はすべて非課税になっており

ますから、その他の健康診断等については、当然その他証明書等の発行では消費税分を

転嫁しなくちゃいけないわけですが、それをやっていないということで、しかし、それ

でも結果としては、 98万の消費税の納入の義務が日野市には生じているということであ

ります。全く、本来負担をする必要のない市民が、上乗せをしていないために、一般市

民が納入するということになっているわけでありますので、財政運営上の矛盾を指摘を

しておきたいと思いますが、今後一日も早く適法な財政運営が行われるよう、また転嫁
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についても十分検討していただくよう意見として申し上げておきたいと思います。以上

です。

0議長(小山良悟君)

01番(沢田研二君)

ほかに御質疑はありませんか。沢田研二君。

それでは 2点ほど、総務費関係とそれから民生費関係、 2点に

ついて御質問したいと思いますo

まず総務費関係でございますが、 69ページに平和祈念行事参加者ということで139万

計上されております。これは成果、基金の運用状況の中に、さらに詳しくその内容が報

告をされているわけですけれども、日野市のもろもろの平和祈念に対しての補助といい

ますか、これは平和行事に対しての補助ですから、その中身そのものは大変いいわけで

すけれども、関連するものが、大体どのぐらい出費されているのかどうか。もしわかれ

ば、お伺いしたい。

それから、その水準が近隣他市と比べてどういう水準にあるのかどうかということも、

あわせてお伺いをしたいと思います。

それから、この成果の方の 8ページに、広島、長崎、沖縄に向けての平和行事への参

加ということで32名の方が参加をされておりますo これは、たしか 3月議会のときにも

申し上げたかと思うんですが、そのときは明確な返事がなかったんですが、毎年こうい

う行事をやっておられて、そのときどきに参加をした人の名前などは十分把握されてい

るのかどうか。そのこともわかれば、ここでは恐らく個々にはわからないと思いますの

で、把揮してるかどうかということだけでも再確認をしたし、と思います。

それからもう 1点、平和行事への参加ということになりますと、北方領土に関しての

返還に向けての取り組みも、これも大切な平和祈念行事の一つではないかなというふう

に思いますが、これは一般会計の中でそういったことを含めての論議、これは決算です

からこの中ではないわけですけれども、要望あるいは意見交換の中でそういったことが

あったのかどうか。あるいはこれは委員長さんにお伺いして、で、ないとすれば、当局

の方にそ うい うことに対しての考え方がおありかどうか、その件をお伺いしたいと思い

ます。

それから 2点目の民生費に関係することでございますが、全体の支出に占める民生費

がおおよそで92億強、全体が400億弱ですから、 23%台の比率で民生費が使われており

ます。これは、いろんな事情がありそれぞれ大切な事業をしてるわけですから、これは

もう問題ないわけですけれども、ただ、改めてこの数字の比率を見ますと、いかにも多

いなというような感じがしないわけでもないわけです。さらに、その中の扶助費ですか、
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扶助費、生活保護費的なものになろうかと思いますが、これがやはり10億強支出をされ

ております。これらも、この比率については、やはり近隣他市と比較をしたときに多い

のかどうか。この程度が標準的なところなのかどうか、その辺をお伺いをしたいと思い

ます。以上です。

O議長(小山良悟君) 一般会計決算特別委員長。

0一般会計決算特別委員長(土方尚功君) 1点目の平和祈念行事への参加、それから

また北方領土返還に向けての事業というようなことでの内容でございますけれども、委

員会の中ではこちらの成果、それから今後に向けての形の検討ということでは質疑、審

議されませんでしたo

それから 2番目の民生費の関係ですけれども、手元にも資料として出された民生費の

決算額の財源充当、こういったものについては、当然資料要求がありましたので資料と

しては出されました。しかし、その後これに向けての内容の検討ということで審議とい

うことではありませんでした。以上、回答といたします。

あと、当然議員の求める内容については、理事者側の方から説明をいただきます。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、 1点目の平和事業関係につきまして、御質問に

お答えをさせていただきます。

総務費の中の平和祈念行事参加補助でございますけれども、これにつきましては、広

島、長崎、沖縄への平和祈念行事に参加されました市民の方に費用の一部として補助し

たものでございます。広島、長崎につきましては 4万円、沖縄につきましては 5万円で

ございます。内訳といたしましては、広島が 3名、長崎が18名、沖縄が11名、合計32名

でございます。決算額のとおり139万円でございます。なお、この平和事業のほかに、

平和啓発のフィルムの購入とか平和映画の集い、それから「草の根平和行進の道程」、

本でございますけれども、これの 2号の出版等を事業として行いました。この金額は34

9万3，885円、平和関係の金額といたしましては、そのような形になります。

なお、国際交流関係も合わせますと1，201万525円となります。ちなみに平成2年度の

予算でございますけれども、平和事業につきましては644万6，000円、ほぼ倍近くの額に

なってございます。国際交流関係含めますと1，561万1，000円になります。

他市との比較ということでございますが、特に他市との比較はいたしておりません。

しかしながら、他市の状況を見ますと、これらの平和事業に取り組んでいる市は余りな

いんじゃないかと思います。他市に比べて決して多いというわけではございませんけれ
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ども、まず他市に比べでは遜色がない、とこのようには感じてございますO

それから、北方領土の関係でございますけれども、返還でございますが、これにつき

ましても、現在検討は必要だろうというふうには考えでございます。以上です。

O議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 一般会計全体に占める民生費でございますが、年々増加を

たどっております。平成元年度の決算から見ますと、前年度対比で31.1%というふうな

伸びを示しております。もちろんこの中には63年度、平成元年度で実施いたしました特

養老人ホーム、これらの建設費も大きく響いているところでございます。それ以外には、

やはりお年寄りの人口がふえているということと、年々新規の新たな事業が追加されて

いるというような状況でございます。

御指摘の扶助費、特に生活保護費でございますけども、生活保護費の扶助につきまし

ては、ここ数年下降をたどっております。昨年との比較でございますが、人口比にいた

しまして、 63年度は8.3%、元年度は8.1%、世帯比にいたしまして昨年が5.3%、それ

から元年度は5.1%ということで、若干減になっております。

各市との状況比較でございますけれども、現在、資料を持ち合わせておりませんので、

その点、御了承いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

他市との比較では明確なデータがないということでございますが、後ほどで結構でご

ざいますが、もし調べられるようでしたら調べていただければなというふうに思いますo

それから要望としましては、北方領土につきましでも、やはりぜひこの平和祈念事業

の中のーっとして加えていただくことが必要ではないかなと思いますので、要望をさせ

ていただきたいというふうに思います。

それから民生費の関係でございますが、この生活困窮者に対しての保護をするという

こと自体、大変貴重なことではございますけれども、過去の流れというのが十分わから

なかったものですからお伺いをしたんで、すが、これも他市との関係がどういう状況にあ

るのかというのも、やはり調べておく必要があるんではないかと思います。また同時に、

ただお金を出して保護するということだけではなくて、やっぱり根本的な対策をしてい

かないと、こういうものは減っていかないんではないかな、とそんなような気がいたし

ますので、そういう面からの努力もぜひしていただきたいということを要望いたしまし

て、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なけれはこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。福島盛之助君。

(14番議員登壇〕

014番(福島盛之助君〉 それでは、自由民主クラブを代表いたしまして、平成元年度

一般会計決算を認定するに当たり、意見を申し述べさせていただきます。

平成元年、それは全国民悲しみの中にも新しい時代の到来を告げる明るい希望に満ち

た未来を夢見、期待を込めて迎えた平成元年であります。この日野市にありましては、

森田市長 5期20年を目指し五度目の市政担当と相なったわけであります。また、全国的

には消費税導入に大きく揺れ動いた年でもございました。

平成元年度一般会計歳入を見ますると、各企業とも輸出の好調などによる好景気、土

地の異常高騰などによる市税の増収、心配された消費税は市税への転嫁は十分なされて

おりませんが、導入後、市民には定着、消費譲与税等による増収と、歳入は順調の伸び

を見せておりますが、現下の世界情勢、ソ連のペレストロイカにより東西関係改善され

つつあるとはいえ、ペルシャ湾岸の紛争の拡大の懸念、アメリカとの経済摩擦、輸出の

制限、輸入の自由化などによる国内景気の動向、今後は慎重にその推移を見極める必要

もあるのではないかと思います。

歳出につきましては、関係各部課職員の御努力等により、既に監査委員より異状なし

との監査報告書も提出をされておりますので、私は計数的には申し上げることもござい

ませんが、 6万世帯16万市民の幸せを念頭に置きまして、順を追って意見を申し述べた

いと思います。

緑と清流、緑と文化、福祉の充実をうたい、大きく 5項目に分けた目的を持って現在、

この市政が行われているわけでありますが、市民要望も、また多岐にわたっております

ので、まだまだ十分その期待に沿っていないのが実情ではないでしょうか。

「生きる喜びをっくり出す健康と福祉のまちJ、この項につきましては、高齢化時代

を迎えその対策はどうでしょうか。健康づくりの拠点となるべき生活・保健セ Yタ一、

立派に開館をいたしましたが、十分その機能を果たしているのでしょうか。かしの木荘

の利用度は、いつも指摘されておるところであります。また、最も早急に着手すべき市

立総合病院問題、現在、暗中模索の状態が続いております。もうそろそろその方向性は

見出す時期に来ているのではないか。そんな中にも特殊老人ホーム浅川苑落成、入国を

開始されまして、老人福祉の実を上げているところでありますので、まずは「おめでと
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う」と申し上げると同時に、入国をされました方々の幸せをお祈りするわけであります

が、だが、もしもこの地に民間で建物を建てるとしたら建築許可がおりたでしょうか。

迷路のような進入道路、福祉優先の美名に隠れた今日の日野市政を象徴するような感も

いたします。また、老人住宅、代替市営住宅建設構想、がおありのようでありますので、

一日も早い実現を期待いたしますが、面積にして27.53平方キロ、この狭小な土地に、

今、共同住宅の建築ラッシュが続けられております。快適な市民生活を送るには、将来、

人口は何人ぐらいが限度なのか。また、いつも問題になります単身者用共同住宅建設に

は、反対請願が出されますが、紛争の起こらないような基準づくりを進める必要もある

のではないか。

「豊かな人間性を育てる教育と文化のまちJ、今、浅川公会堂建設に対する各方面か

らの請願が出されております。区画整理の進行により用地の目安がついた。それやれの

計画性のなさが問題を起こしているようであります。文化の向上には、施設づくりも欠

かすことのできない要件でありますが、真に市民要望にこたえ、有効適切に利用できる

施設が望まれるわけであります。市民の森スポーツ公園、市民の憩いの場として環境も

整ってまいりました。陸上競技愛好者に期待され完成した陸上競技場、施設の保護を目

的に善良な市民を追い出しており、十分その機能を果たしておりませんが、これだけの

施設ですので、手続次第ではもっともっと活用の道もあるのではないか。これが陸上競

技だと言えるような大会をぜひ開催できるように要望をいたしておきます。それと、待

望の第五小学校の校舎、いよいよ落成の運びとなりましたが、今、第二中学校舎、雨漏

りがするとのことですので、早急に点検し改善するよう指摘をいたしておきます。また、

日野市でも伝統のある第二小学校校庭の拡張、長い間の悲願でもあり関係父兄、努力の

かいもなく今日を迎えておりますこの問題。与党のある議員の言われるように、市長は

いこじになっているのではないか、そんな声も聞かれます。豊かな人間性を育てる教育

のためにも、市民の願いを素直に聞く耳を、市長は持つ必要があるのではないかと思い

ます。

「自然と調和する安全で快適なまち」、安全で快適な市民生活、みんなの願いであり

ます。まず道路交通網の整備は、待ったなしの緊急課題であります。ょうやくにして開

通した立日橋も道路整備のおくれから、国道20号線、昔のままの渋滞が繰り返されてお

ります。これが、車社会についていけない日野市の現状ではないでしょうか。次に、下

水道の早期実現であります。浅川右岸は、断片的ではありますが工事に着手をされ、平

成4年度、供用開始に向かつて精力的に工事も進められておりますが、浅川右岸、旧日
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野地区はいまだに見通しが立たないまま、時が流れております。区画整理、計画道路の

進捗状況に左右されるわけでありますが、今、議会で議論されておりますように、高幡

区画整理地内に突如として浮上してきた病院建設問題、これに端を発してこの事業はス

トップされております。今後は、このような愚は二度と繰り返すことのないよう長期計

画に従って事業を進めていただきたい。都市の基盤整備はまちづくりの基本であること

を肝に銘じ、自然を生かしつつ安全、快適なまちづくりを進めていただきたいと思いま

す。

「活気ある産業と豊かな消費のまち」、先人たちの先見の明により誘致した大企業軍、

俗に言う日野 5社を初めとする関連企業の恩恵に、豊かな財源のもとに築かれておりま

すこのまちづくり、平成元年度一般会計決算書に明記されておりますように、全体的に

は大きな伸びを見せている中にあって、ただ一人法人税だけが、当初予算に比べ約 2億

円の減収であります。これは、ある大手の企業が他へ転出した結果だそうでございます。

このように、このまちがし、かに企業に対する配慮が足らないかということが一目瞭然で

あります。

消費面にいたしましても、八王子、立川、桜ケ丘と 3大商業圏の中の谷間にあります

この日野市、商業活動の活性化は人口増だけでは、もう救い切れないものがあるのでは

ないかと思います。高幡駅前、豊田駅前、日野駅前をいかにして連動させるか。共存共

栄の道をどこに求めるかが、今後の大きな課題であります。

「参加と連帯でつくる市民自治のまち」、自治会活動、また各種のサークノレ、その拠

点としては自治会館、地区セジタ一、公民館、各集会施設をフル回転利用されておりま

す。週休2日制の導入に従い、余暇、自由時間の活用、生涯学習と市民参加、大いに望

まれるところでありますが、祭りもまたコミュニケーションの場として大いに盛り上げ

るべきでありましょう。今、祭りはブームのようでございます。福祉祭り、産業祭り、

新選組祭り、動物祭り、高幡のお不動さん、それに盆踊り、各地それぞれに趣向を凝ら

して行われております。先日も15日の八坂神社の例大祭の宮みこしの渡御、 16日晩の民

謡流し、みこしのパレードと祭り気分最高に盛り上がってまいりまして、ふるさと日野

のよさを十分にかみしめたよい機会であったわけであります。これこそが「参加と連帯

でつくる市民自治のまち」まさにこのことでございます。

時代は変わっております。行政も発想、の転換を図りまして、予算に祭り奨励費を組め

るような人間性豊かなまちづくりを進めていただくことを提案をいたしまして、平成元

年度一般会計決算認定に対する自由民主クラブを代表いたしましての私の意見といたし
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たいと思います。ありがとうございました。(拍手)

O議長(小山良悟君) 田原茂君。

( 1番議員登壇〕

03番(田原茂君) それでは、公明党を代表いたしまして、平成元年度一般会計決

算の認定の立場から意見を申し述べさせていただく中で、何点か御指摘もさせていただ

きます。

まず歳入の面ですが、全体としては11%の増加となっているわけですが、その内訳は

と見てみますと、消費税関連の歳入があったことと、また何よりの特徴は土地売払収入

や収益事業収入といった、いわゆる臨時的一般財源が、その増加の主たる内容になって

いることであります。このように、表向きは歳入増のように見えますが、その内容はと

なりますと、甚だ不安定な財源が中心となっていると言わざるを得ません。そのいし、例

が経常的一般財源の中で大きな位置を占める市税は、わずかに 1%の伸びにとどまって

いることが、そのことを如実に物語っております。財政構造の弾力性を示す経常収支比

率においても、先ほどの不安定財源である土地売払収入や収益事業収入は、その算定基

礎には参入されませんので、当然、昨年度よりもその数値は0.5%上昇して、財政的弾

力性は悪化をしているわけであります。

ところが、市当局は、税等の経常的収入が伸びて安定的な財政構造になっているなど

と説明していることは、甚だ現状認識に甘さがあると指摘せざるを得ないわけでありま

す。

イラクのクウェート進入に端を発した原油価格の値上げにより、世界経済は、また日

本経済は、今後どのように推移していくのか全く不透明であります。そういう意味で、

現状を厳しく見据えた上での的確な歳入の把握に基づく行財政計画の策定をお願いした

いと思います。

歳入の面で、いま一つ指摘しておかなければいけないのは、固定資産税の適正課税に

ついてで、あります。平成元年度で286万629円の課税ミスが報告されているわけでありま

すが、本来こういうようなことがあってはならないと思うわけであります。そういう意

味で、決算審査意見書でも指摘をされており、また私も本年の 6月の議会で一般質問を

させていただきました課税資産の内訳書の添付を再度検討していただくことをお願いす

るものでございます。

次に歳出ですが、消費的経費、また義務的経費の割合は高く、伸び率も税の伸びを上

回っている状況であります。その中でも、人件費比率は、全国でも高い方に位置してお
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ることなどを考え合わせると、これから大きな都市基盤の整備事業を抱えている中で、

物件費また人件費等は、今後より一層抑えていかなければならないということを、まず

指摘をさせていただきます。

また歳出の全般で言えることは、適正な予算の見積もりと執行をお願いしたいという

ことであります。補正予算で増額し、その後減額補正を行い余分に減額したため、執行

の段階で、他の費目より流用し増額をした例や、また 3月補正で組んだ予算を全く執行

しなかった例等々、また流用件数も昨年よりふえており、甚だ不適切な運用と言わざる

を得ません。今後、厳に戒めていただきたいと思うわけであります。

さらに全般的な中で言えることは、決算特別委員会でも何点か具体的に指摘をされた

わけでありますが、長年慣行的に計上されている予算の中身について、その年々でよく

吟味されているかどうか。毎年のっている予算だからと、安易に予算計上をしていない

かどうか。ややもすると、財政当局でさえよくその中身を知らないうちに、予算に計上

され執行されているというものも、指摘を実はされたわけであります。やはり、私は時

代にマッチしたものかどうか。また、市民から支持を得られるものかどうか、再度検討

を加える必要があるのではないかと思うのであります。

きて、平成元年度は申すまでもなく日野市基本構想、の前期 3年間の最終年度に当たる

年でありました。その計画に沿った事業の執行は、おおむね評価はいたすところでござ

いますが、ただ、何点かにわたって御指摘をしておかなければならないと思っておりま

す。

一つには、計画をきちっと練り上げないで突発的に大きな事業が行われる傾向性があ

るということであります。そのいい例が(仮称)浅川公会堂や、また(仮称)青年の森

安曇荘の用地取得や新築設計等の事業費等であります。やはり、これは議会軽視にもつ

ながることでもありますし、また何よりもきちっとした計画性なくして、決していい事

業はできないと思うからであります。

二つには、老人入院看護料貸付事業が前年の昭和63年度に引き続いて全く利用されて

いないということであります。これは、やはり利用しにくいというような何らかの制度

的欠陥があるのではないかと指摘をせざるを得ませんo この制度はぜひ活用していただ

くためにも、制度的な改良を要望しておきたいと思います。

三つには、福祉事業について、やや弾力的な運営に欠けているのではなし、かというこ

とでございます。住所要件、その他について、もう少し相手の立場、市民の立場に立っ

た福祉行政を要望するものでございます。
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四づには、職員の提案制度について。職員の士気を上げる意味においても、また現場

にこそ知恵があるとも言われております。可能な限り取り上げていただいて、今後の行

財政に生かしていただきたいということと、この制度のさらなる発展と充実を希望する

ものでございます。

最後に、多摩平4-3プロックについてであります。平成元年度において、整備計画

調査をしておるわけでありますが、この地域は市立病院の建てかえ問題とも絡んで、我々

は重大な関心を持って見つめているところであります。今回のは、あくまでもたたき台

としての整備計画調査ということでありますので、今後どうか議論を尽くしての、また

議会のコ γセ γサスを、もちろん当然得た上での一定の実施計画等を策定していただき

たいことを強く要望いたしまして、公明党を代表しての意見とさせていただきます。あ

りがとうございました。(拍手)

O議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

(9番議員登壇〕

09番(佐藤洋二君) 日本社会党・市民連合を代表しまして、 1989年平成元年度日野

市一般会計決算報告を認定する立場で、若干の意見を述べさせていただきます。

一般会計決算の歳入歳出につきましては、既に御承知のように、歳入総額401億2，994

万3，483円、歳出総額は395億133万3，066円ということでありまして、歳入歳出差引残高

は6億2，861万417円を見る結果となりました。

ここで1989年度の歳出の中における主だった施策を拾い上げてみたいと思います。

一つは、一昨年社会クラプが中心となりまして、全国的にも数少ない施策のーっとし

まして平和事業を推進させるため、 1億円の平和基金が創設されました。世界で唯一の

被爆国である日本、永久平和を願う気持ち、そのような市民の平和への強い願いにこた

え、ことしも平和事業が推進されました。特に、市内在住外国人留学生の教育条件の整

備向上と福祉の増進を図りました外国人留学生の就学援助が、新たな事業として加わり、

今後の平和事業の推進に期待をかけられております。

二つ目は、東部会館の新築と(仮称)浅川公会堂用地取得事業であります。一人ひと

りの日常生活に少しずつ余裕が生まれ、一人ひとりの大切な人生を生きがい豊かにする

ことに自覚した市民意識の高揚、これが生涯学習のスタートであります。浅川公会堂建

設に向けた用地取得は、生涯学習に向けた市民のニーズにこたえるものであり、文化の

まち日野市にふさわしいものであります。今後さらに中学校区単位に施策を進めていた

だきたいと思っております。

-459-



三つ目は、常時介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難なお年寄りを入所さ

せることを目的とした特別養護老人ホーム浅川苑の新築であります。三多摩では初めて

の公立特養老人ホームであり、在宅老人もいろいろな目的に利用できるセンターが併設

されております。長い年月住み慣れた、そして家族の住む地域の中にこのような施設が

つくられ、さらに、市内の東西南北それぞれの地区にできることが強く望まれており、

今後の高齢化社会に対応すべき施設としまして、市民の大きな期待が寄せられておりま

すo

四つ目は、肺がん、乳がんなどがん検診に対する事業開始であります。食生活の生活

環境の欧米化、あるいは日常生活のストレスの蓄積等により、がん羅病率は年々、急増

をいたしております。がんの早期発見と健康に対する啓蒙の面において、大変結構な事

業であると思います。とりわけ近い将来、女性のがん第 1位を占めると言われている乳

がん、家事なり育児等に追いまくられ検診を失念したり、あるいはおっくうがる傾向、

またパート労働ということで労働安全衛生法36条に基づく定期健康診断から除外をされ、

なかなか検診のできない女性がたくさんおられます。今後、指定医療機関とも相談をさ

れ、 1人でも多くの方が検診できますよう制度の充実に向け努力をしていただきたいと

思います。

このように平成元年度予算執行は、本市16万市民、日野市の発展と市民の要望にこた

えるものであると考え、市長、理事者、関係部課長、そして職員の皆様の御努力に敬意

を表するとともに、さらに一層の御努力をお願い申し、来年度の予算編成に当たってい

ただきたいと思うわけであります。こうした点を含めまして、以下 3点につきまして、

日本社会党・市民連合の意見を述べさせていただきます。

まず 1点目は、健全なる青少年の育成に向けてであります。何といっても、この問題

の中心は家庭、学校、地域社会の三者が一体となりまして、全市的、総合的に子供たち

の健全育成に向けまして積極的に諸事業に取り組むことが大切であろう、と私は思いま

す。もうすぐ到来する21世紀の充実発展を担うであろう今日の青少年を思いやりの心を

基底に、心身ともたくましい人聞に育て上げなければならない責務にある私たち大人の

役割が関われています。禁煙教育は小学校からと言われている今日の時代、また、高校

中退者は年々増加しておると言われております。この傾向は中学校にも波及しつつある

と聞いております。さらに、校外における生徒の生徒への暴力行為も頻繁に発生をして

おります。

このような状況の中で、先般、ある市で市民の日常生活に対する満足度を調べます市
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民ア γケートの結果をまとめました。これによりますと、子供たちの遊び場を求める市

民が目立ったとのことであります。道路網が整備をされ、まちは近代化し都市化する一

方で、子供たちが伸び伸びと遊べる場が少なくなった都市の実態を如実に教えています。

不良文化のはんらんなど、現在の地域社会は子供たちの健全育成にとって好ましい環境

とは言えない状態となっております。孟母三遷の教えは、環境の大切さを教えているの

であります。こうした中で、児童館を初めとする遊び場と中・高学校生を対象とした施

設の新設などして、環境づくりを充実させることが重要だと考えますo さらに、児童館

や学童クラブは、来館児童の単なる遊び場指導という児童厚生施設の枠を越えて、地域

の子供の異年齢集団として兄弟学級のような自主活動を追求することも必要かと思いま

す。健全なる青少年の育成に向けたきめ細かな行政の推進をお願いいたす次第でありま

す。

2点目は、高齢化施策の推進についてであります。時代の急激な変化とともに、高齢

化社会の現実が数字の上と現象面的に明らかにされ、その傾向は増加の一途をたどって

きております。したがって、高齢化問題、高齢化対策は一層真剣に考え的確な対応を、

速やかにいたさなければならないときに来ております。日野市では、その一つの対応策

としまして、私たちが長い間、待ち望んでおりました特別養護老人ホーム浅川苑がオー

プγをしました。また、高齢者を対象とした新たな施策の事業として、今年度打ち出し

てきております。新しい状況を迎えた今、高齢化社会の問題、対応は、ただ単に医療、

保健のみという過去の姿の対応でとらえるのではなく、 21世紀を展望しての対応を考え

ていかなければなりません。高齢者はだれもが生活の安定、福祉の充実を願っておりま

す。高齢化問題に取り組む姿勢としまして、戦略は大胆に戦術は密にを基本に、行政の

指導をお願いするところであります。

3点目は、これは提言でありますが、提出資料の表現の仕方でありますo 昨年の一般

会計決算認定に当たりまして、社会クラプは資料、主要な施策の成果、基金の運用状況

に対し、具体的な事業について、要旨以下の発言をしたことが会議録に載っております。

発言者の所属してきた労働組合、政党では、過去 1年間の総括ないし反省の場合、成果

のみで決してなく、成果と欠陥を明らかにし、以降の活動の貴重な糧にしていくことに

している。決算で提出されたものは、いわゆる成果だけで、欠陥の指摘も反省もない。

いい施策だった。意識の向上に資することができたといっているだけで、この点はまず

かった。来年はこのようにしようという反省はどこにもない。今後、このことを考えた

決算資料の提出を考えていただきたいと述べております。私もそのとおりだと，思ってい
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ます。それは、一つの事業の遂行に当たり、目標到達点までには好余曲折、さまざまな

進捗があり、思惑どおりに進んでいかないときもあるはずです。また、物理的にだめな

ときもあるわけであります。欠陥を、進捗の悪さを執行機関にかぶせるために、この発

言をしているのではありません。事業遂行上のネックを、陸路を明らかにし、執行機関

と議決機関とが車の両輪になってこそ、円滑な市政の運営の推進が行い得るものである

という基本的な立場に立つての提言でありまして、ぜひこの点を理解していただきまし

て、決算資料の提出をお願いしまして、日本社会党・市民連合を代表しまして決算認定

の意見といたします。(拍手)

O議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君。

(20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) 日本共産党市議団を代表いたしまして、平成元年度一般会計

決算を認定の立場で意見を申し上げますo

平成元年度の歳入決算は、普通会計で432億6，900万円で、前年度比8.7%の伸びとなっ

ております。昨年の 4月を思い起こしますと、消費税実施を自の前にして、全国の自治

体でこれに反対する意見書を政府に上げ、また補助金の一律カットをもとに戻せなどの

運動をし、国民とともに暮らしを守る闘いのときでもございました。しかし、消費税が

実施され、市民への負担のツケは大きく、市においても事業を行うために契約したもの

にも消費税がかけられ、自治体財政にも大きな影響を与え、それは今日も続いておりま

す。昭和60年度から実施された国庫支出金の削減の影響額も累計約21億にも及び、これ

もまた自治体財政を圧迫しているものであります。

一方、イラク問題で、政府は国連中心の軍隊でもないアメリカ中心の多国籍軍等に対

し、国民に相談もなしに一気に40億ドル、 5，600億円の支出をしようとしております。

消費税に苦しむ国民にとっては納得できないし許せない支出であり、高齢化社会を支え

るためという口実も、これだけを見ても崩れ去ったと言えるのではないかと思いますO

森田革新市政の政治理念は、憲法を市政に生かし、市民の命と暮らしを守る緑と清流

を取り戻し、健康で文化的な生活環境をつくるととでございます。憲法が市民の生活を

守る。これは当然のことであり、革新自治体だからこそできることであります。しかし、

今私たちの周りを見回しますと、お年寄りが日野市内においても、住宅を求めても断ら

れるケースがふえており、さらに静かな文化的な生活を送ってきた住宅地の中に企業が

建てるマ γションのトラフ'ルなども起きておりますし、さらに消費税の実施はじわじわ

と市民の生活を圧迫しているところでございます。

革新市政の元年度決算は、市民にとって期待の持てる決算であり、またこれに十分こ

たえた中身であったというふうに思いますo

歳出については、五つに分けまして主なものだけを述べてみたいと思います。

一つは、 「生きる喜びをっくり出す健康と福祉のまちjでございますO 特別養護老人

ホーム浅)11苑の新築、在宅ケアセンターを併設し、さらに福祉センターもあり、地域の

中にある特養老人ホームとして、既に定員いっぱいで待機者も出ており、高齢化社会を

迎える中、この特別養護老人ホームを早期に、まずこ違うところに建てる、こういうこと

を進めていただきたいと存じます。さらには、老人入院見舞い金制度も老人医療の有料

化に伴い、お年寄りの方たちの運動にこたえた施策であり、実績を見ますと、 7日から

20日までの入院が264件、 150日以上が218件、七つのラ γクに分けられて合計926件も利

用されております。これは大変評価できる中身だというふうに思います。さらに学童ク

ラブも一小学童クラブ、じゅんとく学童クラブも建てられましたが、今、地域の学童ク

ラプの中で全員入所できない、こういう事態が毎年繰り返されておりますので、全員入

所できる措置をとられるように要望いたします。また、民間保育で延長保育を 2園で実

施されておりますが、公立保育園でも実施に向けて、努力をぜひお願いをしたいと思い

ます。二重保育などを行っている父母にとって大変な深刻な問題だというふうに思いま

す。

二つ目には、 「豊かな人間性を育てる教育と文化のまち」でございます。第五小学校

の改築が進められ、 9月の新学期から児童たちが通学を始めております。迷路のような

学校、こういうふうに言われておりまして、先生も管理上支障を来し、この運動も本当

に長い地域ぐるみ、 PTAぐるみの運動もようやくここに実りあるものとなりました。

また、第三中学校の食堂の新築で、すべての日野市内の中学校での給食が実施されまし

て、これも高く評価されるものでございますO 日本一と言われる図書館の活動、三沢、

百草、落川地域に(仮称)百草図書館が設置されまして、百草の駅前という立地条件の

いいところにつくられ、この秋には開設できるところでございますが、今後の利用、活

動が期待されております。さらに安曇荘の設計、大成荘の改築など、市民の待っている

施設でございますので、ぜひ早く建てられるように要望いたしますO また、 (仮称)浅

川公会堂の建設用地の買収は、この建設をめぐっては、今、市内の各団体、個人が注目

をし、そしてこの建設に当たっては、広く市民の意見を入れた設計と運営をお願いをし

たいと存じます。

3番目に、 「自然と調和する安全、快適なまち」でございます。向川原団地の市営住
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宅は、第 3期、第4期の工事も終了し、先般募集も終わりました。 10倍近い応募があり、

当選された方は入居を待つばかりでございますが、この応募に当たっては、母子世帯用、

老人世帯用、ここに申し込もうかどうかという締め切りぎりぎりのところで判断をして

応募した、そういう方たちが私、たくさん聞いておりますので、ぜひ今後の市営住宅の

建設と、さらに老人向け住宅、母子世帯向けのアパートの建設なども、早期に建ててい

ただきたいと存じます。さらに二番橋の増築は、市民注目を浴びており、緑と清流の日

野市のシンボルとして完成を待たれているところでございます。

4番目に、 「活気ある産業と豊かな消費のまち」、ここについては、私は女性の問題

を述べさせていただきたいと存じます。消費者行政で商品の安全確保及び適正化事業が

始められ、放射能汚染食品を中心に、元年度のテーマとして女性たちが研究を始めてお

りますo 消費者展も18の団体が参加し「地球は命、今、暮らしの見直しをJと、ごみ、

水、食、原発のグループに分かれて研究発表を行い、約1，500名がこれに参加をしてお

ります。さらに、婦人セ γターは開設以来、今日に来ているわけでございますが、 f89・

市民交流集会Jも定着し、回を重ねて、ことしの秋は一番ケ瀬康子さん、樋口恵子さん

など、一流の講師をこの日野の中に迎え、婦人セ γター中心の活動が広がっております。

女性の活動の場をさらに広げるために、市としても、惜しみない援助をお願いしたいと

存じます。

5番目に、 「参加と連帯でつくる市民自治のまち」でございます。地域のコミュニティー

施設を推進する拠点として東部会館が完成し、温泉プール、視聴覚室、料理実習室など

も設置されまして、利用される市民からは喜ばれております。さらに、多摩平四丁目 3

番地の整備計画調査が示されておりますが、今後この地域については住民の意見なども

十分取り入れた中で、公共施設をつくっていただきたいと存じます。また、平和行事参加

補助では、広島、長崎に続いてことしは沖縄も加えられました。広島には 3名、長崎18

名、沖縄11名という、こういう参加でございましたが、私は次の世代の子供たちにも、

この平和のとうときを知ってもらうために、補助の枠を子供たちにも広げていただくよ

う要望しておきます。さらに被爆者、ととしは被爆45周年を迎えます。政府がまだ被爆

者援護法の制定をやらない中では、一日も早くこの制定ができますように、市としても

働きかけをお願いをしたいと存じます。

以上、いろいろ述べてまいりましたが、ぜひ来年度の予算の中にも生かしていただき

ますよう要望いたしまして、平成元年度一般会計決算に対する賛成の意見といたします。

以上でございます。(拍手)
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0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

(21番議員登壇〕

021番(奥住日出男君) それでは、市民クラブを代表いたしまして、平成元年度一般

会計決算を認定する立場から意見を述べさせていただきたいと思います。

執行者側からの主要な施策の成果並びに基金の運用状況についての報告。さらには監

査委員の審査意見等で予算の執行が基本計画、実施計画等と関連して、ほぼ計画的に、

かつ適正に行われていることを確認いたしました。市長以下、職員の努力には敬意を表

したいと存じます。しかしながら、市民要望に対しどの程度こたえたか、いわゆる満足

度という点から見ますと、必ずしも十分ではない、このように受けとめているところで

ございます。限られた資金を市民生活の改善、向上のために、いかに効率的に使うか。

さらに一層の御努力をお願いしながら、来年度の予算編成に、ぜひ反映させていただき

たい。こういう点も含めまして、以下、 5項目について意見を述べさせていただきたい

と思います。

まず 1点目は、都市基盤整備の問題でございます。下水道事業並びに土地区画整理事

業は、計画にのっとり着実に進捗を見ております。健康で文化的な生活を営む上で、当

然のことながら下水道事業の推進は、住民の最大の関心事でございます。自分たちの地

域はいつごろ供用開始になるのか。こういった問い合わせは後を断ちませんO 長い年月

と多額の資金を要する事業ではありますけれども、計画を早めるぐらいの意気込みで、

なお一層の御努力をお願いいたします。同時に、住民の理解と協力を得るためのタイム

リーな情報提供も、ぜひお願いをしたいと思います。

一方、都市計画道路の整備につきましでも、一定の進捗は見られたという結果になっ

ておりますけども、しかしながら、交通渋滞の場所が移動するという、こういった現象

があらわれまして、新たな住民からの苦情が出始めている。こういう地域もございます。

もちろん、逆の現象で渋滞が緩和したという場所も当然あるわけでございますけども、

こういったことが住民感情であろう、とこのように思います。解消に向けての、なお一

層の促進をお願いしておきます。

2項目目は、高齢者施策の推進でございますO 特別養護老人ホーム浅川苑の完成、老

人入院共済事業の新設、さらにはシルバ一人材セソターの新築に代表されますように、

高齢者施策も時代に即応する形で着実に推進が図られてきておりますけども、中・長期

的視点からの財政運用には一考を要する、こういう点もございます。さらにきめ細かな

施策の推進をお願いしたいと思います。
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3項目目は、勤労者施策の充実についてで、あります。日本人は働き過ぎという国際世

論が高まる中で、労働時間の短縮が進み、今や学校の授業にまでもその対象が広がって

いる。こういうことは御承知のとおりでございます。したがって、これからはそこから

生み出された自由時間をいかに上手に活用するか、これが大きなテーマになってまいり

ます。文化・スポーツ推進本部の精力的な取り組みに、今後期待をいたしたいと思いま

す。とりわけ、従来から要望の強かった中規模集会施設、いわゆる勤労福祉会館的なも

の、この建設については、ぜひ前向きに御検討をお願いしておきたいと思います。

4項目目、青少年の健全育成についてで、あります。社会が豊かになりまして、当然、

それに伴って自分たちの生活も豊かになってまいりました。しかしながら、そこで生活

する子供たちの価値観も多様化してきております。それだけに、家庭、学校、地域、さ

らには行政側の対応も難しく、従来の考え方を変えなくてはならない。こういう場面も

多々出てきております。時代も昭和から平成に変わり、学校教育の内容も時代にマッチ

したものに変化しつつあります。健全な心を育て、正しい価値判断のできる青少年の育

成は、それぞれの分野において、これまでも努力が続けられてきたところでございます。

しかしながら、新しい時代の育成のあり方について考えなくてはならないときが来たよ

うに感じます。マ Yネリ化を打破し、触れ合いを第一義に考えた新しい施策の推進をお

願いしておきます。

最後の 5項目目でございます。行財政の効率的な運営についてであります。市民サー

ビスの質的向上を目指し有能な職員が英知を結集し、絶え間ない工夫と努力をされてい

ることは重々承知をしておりますし、限られた資金を有効な運用によってふやす努力を

されている点も、高く評価をするところであります。しかしながら、行政効果を高めて

いくために、また変動する社会、経済情勢に的確に対応していくためにも、機能性、機

敏性を兼ね備えた組織機構に改革していくことが、大切であることは言うまでもござい

ません。現状を見ますと、部署によっては非効率的な運営をしているところも見受けら

れます。行財政改革は、いつの時代も避けて通れない大きな課題でございます。なお一

層の御努力をお願いしておきます。

以上、市民クラブの意見とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)

O議長(小山良悟君) 執印真智子君。

[2番議員登壇〕

02番(執印真智子君) 無会派といたしまして、平成元年度一般会計決算につきまし

て、認定の立場で意見を申し上げます。
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議員になりまして 7カ月、初めての決算委員会であり日野市全体をとらえるには甚だ

未熟ではございますが、先日の 3日間の決算特別委員会の審議、監査委員の審査意見書

を通しまして、平成元年度の予算執行が適正であり効率的であったと考えますので、決

算の認定に賛成をいたします。

特に私が生活する市民として大いに評価し、さらに施策を進めるようお願いしたい点

が4点ございます。

1点目はごみ減量についてです。日野市各会計決算及び各基金の運用状況審査意見書

にも書カ亙れておりますが、平成元年5月 1日に奨励費交付要綱の全部改正を行い、奨励

費の交付範囲をガラス類のほかに紙類、布類、アルミ缶、金属類などを対象とし、平成

元年度決算として1，013万8，649円を支出しており、平成元年度における回収料は2，017

トンで、 1トン当たり、焼却処分費が約 2万1，000円であるので、単純計算で総額4，235

万7，000円の処分費が節約でき、ごみ減量効果とあわせ、リサイクルなどの面で成果を

上げることができたということでございます。処分費4，235万7，000円から奨励費1，013

万8，649円を差し引きますと、約3，222万となります。これは 3年たてば、約 1億円にも

なろうという金額であります。これは、ぜひ有効に使っていただきたいものであります

し、ごみ問題が都民の一番の関心事であるとのア γケート結果が新聞にも載っておりま

したが、 「広報ひのjの決算報告の中などで大きく取り上げ、広く市民に知らせていた

だきたいものと考えます。

2点目は、商品の安全確保及び適正化事業の開始です。食品安全研究グループという

名で、平成元年度は放射能汚染食品をテーマに情報の収集、調査研究活動を行い、広く

市民に結果の報告をしております。この食品安全研究グルーフ。は、全国でも初めてと言

われ、各方面から注目を集めていたそうですが、こういった消費者運動に対する新しい

試みに挑戦された森田市長を初め部課長の皆さん、市の職員の皆さんに感謝するところ

であります。今後とも、この食品安全研究グループが、さらに大勢の市民を巻き込みつ

つ大きく発展することを望みます。そのためには、決算委員会の中でも申し上げました

ように、研究のテーマを参加者自身が決定できるようにしていただきたいと思いますし、

自由で幅広い活動ができる組織として育てていっていただきたいと思います。

3点目は、婦人行政についてですが、平成元年度日野女性社会事業協会設立に向けて

準備会が聞かれ、平成 2年度開設の運びとなりました。決算委員会の中でも、市長より

将来的には、日野女性社会事業協会として独立した建物も考えているという御答弁もあ

り、意を強くしたところでございます。これからの時代、女性が元気に生きることが日
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本の高齢化社会を乗り切れる大切な要素になると考えます。婦人センターの建てかえ要

望も出ておりますし、より積極的な取り組みをお願いしたいと思います。

4点目は福祉部分でございます。平成元年度に取り組みました特別養護老人ホーム浅

川苑並びに高齢者在宅サービスセンターは、日野市が独自で行った事業として高く評価

できます。特に高齢者在宅サービスセンターは、これから迎える高齢化社会に向けて、

地域に在宅福祉のネットワークを広げる拠点としても大いに期待する施策であります。

在宅高齢者が安心して住める地域づくりを目指し、より一層の努力を望みます。

なお、日ごろの御努力は認めるところですが、収入未済額 7億8，000万円につきまし

ては、今後とも徴収に向け努力していただき、市民が納税の面でも公平感を持って暮ら

せるよう一層の御努力をお願いいたします。

以上4点と収入未済額につき意見を述べさせていただき、大いなる期待と今後に向け

でのお願いをいたしまして、決算認定の意見とさせていただきました。(拍手)

O議長(小山良悟君) ほかに御意見ありませんか。なければこれをもって意見を終結

いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は認定であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第56号、平成元年度目

野市一般会計決算の認定の件は認定されました。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長することに

決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

これより議案第57号、平成元年度日野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第58

号、平成元年度日野市土地区画整理事業特別会計決算の認定、議案第59号、平成元年度

日野市下水道事業特別会計決算の認定、議案第60号、平成元年度日野市立総合病院事業

会計決算の認定、議案第61号、平成元年度日野市受託水道事業特別会計決算の認定、議

案第62号、平成元年度日野市老人保健特別会計決算の認定、議案第63号、平成元年度日

野市老人入院共済事業特別会計決算の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

特別会計決算特別委員長の審査報告を求めます。

〔特別会計決算特別委員長 登壇〕

0特別会計決算特別委員長(一ノ瀬 a 隆君)

し上げます。

特別会計決算特別委員会は 9月25日、午前10時から午後 5時30分まで開かれました。

特別会計決算特別委員会の審査報告を申

委員長に、不肖私が選任され、頼りがいのあるパートナーとして天野副委員長を選びま

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後4時28分休憩

午後 6時32分再開

Liこ。

付託されました 7議案、七つの特別会計決算の認定の審査は、全委員の真撃な態度で

一貫して行われました。そして七つの議案すべて、一人として反対もなく、全会一致で

決算が認定すべきものと決定されたことを御報告申し上げます。

各特別会計決算の決算額などの羅列は前例によりまして省略させていただきます。

543ページに及ぶぶ厚い決算書と別冊になっている市立総合病院の決算報告書をご覧

いただきたいと思います。

以下、各会計審査に出されました主な質疑、意見を簡単に申し上げまして、審査報告

とさせていただきます。

国民健康保険特別会計では 6人の委員から質疑がありましたo 納税奨励費について、

収入未済額について、老人保健拠出について、決算上黒字会計になっているが、これは

持ち出しがあって、実際は赤字である。これを明記できないか。滞納一掃の努力は。検

診での国保加入者はどのくらいか。滞納一掃のためのシステム面での改善の余地はない

のか。健康家庭への記念品で、はなく、それを受診の費用に回すことはできないか。保険

税未納者への保険証の発行についてなどの質疑がありました。

土地区画整理事業特別会計では 7人の委員の質疑と、 2人の委員の意見がありました。0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。
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別会計決算の認定、議案第63号、平成元年度日野市老人入院共済事業特別会計決算の認

定の件は、認定されました。

これより日程第21、紹介議員の取り下げの件を議題といたします。

請願第 2-20号、日野市立総合病院を現在地に建てかえることに関する請願について

は、紹介議員、鈴木美奈子君より紹介議員の取り下げ願いが提出されております。

お諮りいたしますo 鈴木美奈子君の申し出のとおり、紹介議員を取り下げることに御

異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますo よって鈴木美奈子君の申し出のと

おり、紹介議員を取り下げることに決じました。

これより請願第2-14号、 「市立平山中学校特別活動棟の増築に関する早期実現Jの

為の日野市議会に対する請願の件を議題といたしますo

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(福島盛之助君) 請願第 2-14号、 「市立平山中学校特別活動棟の増築

に関する早期実現Jの為の日野市議会に対する請願について、審査の経過並びにその結

果を御報告申し上げます。

本請願は本定例会 9月10日に本委員会に付託されたものでありまして、請願者は平山

中学校PTA会長、土取良和さん外1，278名の方から、教育環境の充実として、特別活

動棟を増築してもらいたいという内容の請願であります。

本委員会は慎重審査を行いました結果、お手元の審査報告書のとおり、また先ほどの

議案審査報告の付帯意見にもありましたように、全員異議なく採択と決した次第であり

ます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-14号、 「市立平

山中学校特別活動棟の増築に関する早期実現Jの為の日野市議会に対する請願の件は委

二番橋の取りつけ道路について、豊田南区画整理の進捗状況について、高幡区画整理の

進捗率について、区画整理の中での駐車場について、高幡区画整理と病院建設用地につ

いて、豊田の再開発事業について、西山町の不祥事は、日野では絶対起こらないように

なっているか、区画整理の具体的な進み方についてなどの質疑があり、意見として区画

整理に当たって、地元にできるだけ情報を流し、意見を酌み取るよう努カすべきだ。用

地の取得は積極的に行えなどがありました。

次に下水道の特別会計では、当年度の下水道管の延長は何メートルか、前年と比較し

てどうか。神明上都市下水路は今使われているのかなど、 2人の委員の質疑がありまし

市立総合病院特別会計では 5人の委員の質疑と 1人の意見がありました。病院の台風

のときの雨漏りについて、 6億円の赤字の対策は。赤字であることが明確になる決算書

はできないのか。病院運営委員会について、人工透析、日帰りドックの実施時期につい

てなどの質疑があり、市立病院建設に当たっては、青梅市立病院などを見習い、市民サー

ビスの充実した病院にするため努力せよといった意見がありましたo

受託水道事業特別会計では、水の安全性の検査について、水道の漏水の休日の対応な

ど、 2委員からの質疑がなされました。

老人保健特別会計、老人入院共済事業特別会計の 2会計については、質疑、意見はあ

りませんでした。

以上、特別会計決算の認定の審査報告とさせていただきます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本 7件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 7件について採決いたします。本 7件に対する委員長報告は認定でありま

す。本 7件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第57号、平成元年度目

野市国民健康保険特別会計決算の認定、議案第58号、平成元年度目野市土地区画整理事

業特別会計決算の認定、議案第59号、平成元年度日野市下水道事業特別会計決算の認定、

議案第60号、平成元年度目野市立総合病院事業会計決算の認定、議案第61号、平成元年

度目野市受託水道事業特別会計決算の認定、議案第62号、平成元年度日野市老人保健特
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0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

また振動については、音もセメ γ トを入れるところをゴム製のチェーンに変えて、音も

振動も激少されてきたということでございます。また採石については、車に積み込む騒

音が出るので、囲いをしてもらったということで、音についても少なくなってきたとい

うことでございました。

皆さんの意見といたしましては、会社側も地域の中で仕事をしていく上では改善の努

力も見られるけれども、一層市の方で指導をお願いしたいということで、慎重審議の結

果、全員異議なく採択と決した次第でございます。

次に、請願第 2-19号、件名はたきあい学童クラプへの希望者全員の入所を求める請

願、請願者住所、氏名は日野市東平山 2-9 -13、たきあい学童クラブ父母会代表佐々

木弘子さん外4，237名でございます。

これは日野市の児童福祉事業への御尽力をいただき、感謝いたしております。今年度

たきあい学童クラプ敷地内に、学童クラブに入所できなかった児童の自主保育の場とし

てプレハプ住宅を建設貸与する。そして 1名の保留児指導員を配置するという御決議、

御回答いただき、ありがとうございますということで、学童クラブに入所できた児童と、

入所できなかった保留児との聞に、育成の内容で区別が生じないようによろしくお願い

したいということでございます。

そして請願の中身といたしましては、たきあい学童クラブへの希望者全員入所を果た

してください。 2、入所希望者数が常に45人定員を大幅に上回っている現状より、来年

度から 1クラプ、 2クラス、あるいは 2クラブの運用をしてください。 3、入所児童数

の増加に伴い、指導員をふやしてください、こういう請願の中身でございます。

質疑の主なものといたしましては、 6月の補正予算を組んで、すぐに建物が建てられ

なかった理由はどうかということで、この答弁については、都の建築許可がおりること

が遅くなったことなどが原因だということでございました。それから希望者全員入れる

努力をしている。また 2クラス制についても職員の増員とも関係するので、検討してい

く。 3番目には、規定の基準に対しては、指導員を充足していきたいなどの回答がござ

いまして、意見の中では入所できた児童と、自主保育の児童との聞に差別が生まれない

ようにしていただきたい。また入所基準の基本は守らなければならないけれども、ケー

スパイケースの対応もしてほしいということなどが出されまして、すぐにこれらの要望

には対応すべきだなどということで、慎重審議を行い、全員異議なく採択と決した次第

でございます。よろしくお願いを申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 2-1号、生コン工場・資材置場の公害に関する請願、請願第 2-19 

号、たきあい学童クラブへの希望者全員の入所を求める請願の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

請願第 2-1号、件名は生コ γ工場・資材置場の公害に関する請願でございます。請

願者の住所、氏名は日野市高幡688、大木達雄さん外81名でございます。

要旨といたしましては、南平一丁目36番地4にある生コ γ工場・資材置場は、付近の

住宅近隣の住民に各種の公害をもたらし、ーっとしては騒音公害、資材の運搬、生コ γ

製造機などの騒音が早朝から深夜まで大きく、精神的な苦しみが大きいということでご

ざいます。

二つ自には振動公害、ブルドーザーなどが使用され、大きな石などの資材の積みおろ

しが行われ、ダンプ、ミキサーの車が走るので、振動が激しく繰り返されるということ

でございます。

三つ自には砂ぼこりの公害、砂や砂利など資材の積みおろし運搬による土ぼこりや砂

ぼこりがひどく、窓もあけておけないということでございます。

四つ目には道路と交通の公害、この工場、資材置場への出入り道路は非常に幅が狭く、

そこに大型ダγプカーが通過するので、多くの弊害をもたらしているということで、車

の頻繁な往来で道路舗装は傷められるということで、穴ぼこだらけになって大変危険で

あるということでございます。

この工場が 3年前、資材置場が増築されて、工場が拡大され、上記のような公害が非

常にふえているということで、請願が出されてまいりました。

これに対しまして当委員会といたしましては、現地を調査をし、また請願を出してく

ださった御近所の住民の方とも工場前でもお話を伺い、そして審議、今回 2回目でござ

いました。市の公害担当も、工場側とも随分話し合って、改善も進んでいるということ

でございます。質疑の中でもこういうことなどが出されまして、砂ぼこりとなることに

ついては、作業の中で舗装を 8月に完了したということ。夏などは水まきをしている。
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0建設委員長(馬場繁夫君) 請願第2-15号、米市場開放阻止に関する請願について、

下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり

ます。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたい

との申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-16号、義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負

担制度の維持に関する陳情、誇願第 2-17号、 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養

職員の給与費の国庫負担制度からの除外Jに反対する陳情、請願第 2-24号、 r(仮称)

浅川公会堂建設jに関する請願、請願第 2-25号、中ホール建設に関する請願の件を一

括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。本4件について文教委員長から、目

下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があり

ます。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたい

との申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって文教委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-20号、日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関する請願、

請願第 2-23号、老人性白内障人工水晶体(眼内レ γズ)に関する請願の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 2件については厚生委員長から、

目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 2件は、委員長報告のとおり決するに、御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-1号、生コン工

場・資材置場の公害に関する請願、請願第2-19号、たきあい学童クラ fへの希望者全

員の入所を求める請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 2-15号、米市場開放阻止に関する請願の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

委員会の御報告を申し上げます。

この請願は、日野市三沢701、東京南農業共同組合組合長理事朝倉巌さんから

提出された請願であります。

趣旨といたしましては、日本政府がガット、農業交渉において、従来の姿勢から後退

することなく、米の完全需給方針を堅持することを内閣総理大臣に対して意見書を求め

る請願であります。

特に質疑もなく、 12月議会では遅いとの意見もありまして、採決の結果、全会一致採

択と決しました。よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたしますo 本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-15号、米市場開

放限止に関する請願の件は、委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 2-21号、公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する陳情の

件を議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。本件については総務委員長から、目
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ります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされた

いとの申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-4号、京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請願、請願

第2-5号、帝人高層独身寮建設反対に関する請願、請願第 2-6号、高幡土地区画整

理事業地区内の突然の総合病院建設計画の見直しについての請願、請願第 2-9号、第

53東豊田クリスタルマンショ γ新築に関する請願、請願第 2-10号、 (仮称)二番橋の

名称を「万願寺歩道橋」とすることを求める請願、請願第 2-11号、中尾マンション

(仮称)建築計画に対する反対請願、請願第 2-13号、仮称神明 4丁目ハイツ建築に関す

る請願、請願第 2-22号、日野歩道橋(日野本町2-17先)を撤去し代わりに横断歩道

を新設することを求める請願、請願第 2-26号、中島道路交通禍についての陳情、請願

第2-27号、高幡土地区画整理事業地区内の商工業者への営業権及び生活権の確保につ

いての請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。本10件については建設委員長から、

目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ

ります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされた

いとの申し出があります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに

御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第43、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より、下水道に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審

査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第44、スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題

といたします。

スポーツ・文化施設対策特別委員長より、スポーツ・文化施設に関する事件の調査研

究のため、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第45、交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

交通対策特別委員長より、交通に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審査に

されたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第46、市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたし

ます。

市立病院等対策特別委員長より、市立病院等に関する事件の調査研究のため、閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続審査に付することに決しました。
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これより請願第 2-28号、大坂上二丁目の i(仮称)日野マ γショ γJの建設計画に

関する請願の件を議題といたします。

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 2-28号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において建設委員会に付託いたし

ます。

お諮りいたします。請願第 2-28号は閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、閉会中の継続審査に付することに決し

まLtこo

お諮りいたしますO 議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後7時2分休憩

午後11時20分再開

これより議員提出議案第9号、育児休業法の早期制定を求める意見書の件を議題とい

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 議員提出議案第9号、育児休業法の早期制定を求める意見書

を提案いたします。

案文はお手元に配付したとおりでございます。よろしく御審議のほどお願いいたしま

す。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 9号、育児

休業法の早期制定を求める意見書の件は、原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第10号、ゆとり宣言の決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。奥住日出男君。
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021番(奥住日出男君) 議員提出議案第10号、ゆとり宣言の決議を提案いたします。

案文はお手元に配付させていただきましたとおりでございます。よろしく御審議のほ

どお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第10号、ゆと

り宣言の決議の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたしますo この際日程の順序を変更し、日程第52から日程第53、日程第57か

ら日程第58までを先議いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって日程第52から日程第53、日

程第57から日程第58までを先議することに決しました。

これより議員提出議案第13号、大規模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に関

する法律及び東京都小売商業調整に関する要綱の存続に関する意見書の件を議題といた

します。

提案者から提案理由の説明を求めます。米沢照男君。

030番(米沢照男君) 議員提出議案第13号でございます。案文についてはお手元に配

付したとおりでございます。よろしくお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第13号、大規

模小売庖舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び東京都小売商業調整に関

する要綱の存続に関する意見書の件は原案のとおり可決されました。

とれより議員提出議案第14号、固定資産税と相続税の軽減を求める意見書の件を議題

といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。板垣正男君。

019番(板垣正男君) 議員提出議案第14号、固定資産税と相続税の軽減を求める意見

書案であります。

案文はお手元に配付されたとおりでありますので、よろしくお願いしたいと思いますO
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0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第14号、固定

資産税と相続税の軽減を求める意見書の件は原案のとおり可決されました。

これより議員提出議案第18号、東京都立七生養護学校の高等部新設と施設充実を求め

る意見書の件を議題といたしますo

提案者から提案理由の説明を求めます。福島盛之助君。

014番(福島盛之助君) 議員提出議案第18号について説明をさせていただきます。

この意見書は、前回の文教委員会において、さらに議会において採択されたものでご

ざいます。文教委員会といたしまして、全員の同意、を得て作成されたものでございます。

内容につきましては、既にお手元に配付させていただいた案文でございますので、よ

ろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第四号、東京

都立七生養護学校の高等部新設と施設充実を求める意見書の件は、原案のとおり可決さ

れましたo

これより議員提出議案第19号、米市場開放阻止に関する意見書の件を議題といたしま

す。

提案者から提案理由の説明を求めます。馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) 議員提出議案第19号につきまして、説明をさせていただきます。

これは、今議会におきまして、請願第 2-15号、米市場開放阻止に関する請願を建設

委員会としまして全会一致採択を得まして、提出する意見書でございます。

意見書の内容につきましては、既にお手元に配付させていただきましたとおりの内容

でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げますo

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第19号、米市
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場開放阻止に関する意見書の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。
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午後11時28分 休憩

後、再開に至らず閉会
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地方自治法第123条第 2項及び日野市議会会議規則第81条の規定によ

り署名する。

日野市議会議長 山 良 '悟

署名議員 佐 藤 洋

署名議員 福 島 敏 雄




